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一
、
問
題
の
所
在

　

本
論
文
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
政
治
・
受
け
手
（
市
民
）
と
の
関
係
の
変
容
を
、「
極
化
」
現
象
を
も
と
に
概
観
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

政
治
情
報
に
関
し
て
、
情
報
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
は
「
客
観
報
道
」
を
標
榜
し
、
情
報
源
と
な
る
政
治
領
域
の
政
党
、
政
府
、
議
会
は
多
く

の
支
持
者
を
取
り
込
も
う
と
「
包
括
」
化
し
、
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
市
民
も
大
衆
化
し
て
い
た
。
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
は

実
際
に
は
十
分
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
公
平
に
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
ル

に
よ
っ
て
表
さ
れ
、
一
つ
の
「
神
話
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
、
メ
デ
ィ
ア
・
政
治
・
受
け
手
（
市
民
）
そ
れ
ぞ
れ
の
置

か
れ
た
環
境
に
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
政
治
や
社
会
に
お
け
る
利
益
の
分
配
は
平
等
に
か
つ
公
正
に
分
配
さ
れ
る
必
要
が
な
い

こ
と
が
政
治
や
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
ま
た
受
け
手
の
市
民
に
お
い
て
で
も
、
公
然
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
変
化
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
情
報
の
送
り
手
も
受
け
手
も
「
す
べ
て
の
人
に
わ
か
る
」
か
ら
「
わ
か
る
人
に
は
わ
か
れ
ば
い
い
」
と

い
う
姿
勢
に
特
化
し
て
き
た
と
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
二
大
政
党
制
を
目
指
し
た
結
果
、
政
権
党
の
政
策
が
有
権
者
の
意
向
と
乖
離
し
て

い
わ
ば
「
党
員
不
在
の
政
党
」（parties w

ithout partisans

）(Danton & W
attenberg,2000)

／
「
カ
ル
テ
ル
政
党
」　(Katz & 

M
air,1995)

）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
近
年
の
日
本
の
政
治
状
況
に
も
該
当
し
う
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
と

し
て
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
と
い
っ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
従
来

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」
現
象
の
考
察

茨　

木　

正　

治

―
―
研
究
動
向
と
応
用
可
能
性
の
検
討
―
―
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の
、
一
方
的
に
情
報
を
流
す
「push m

edia

」
だ
け
で
な
く
、
情
報
を
受
け
手
が
積
極
的
に
取
り
出
す
「pull m

edia

」
が
登
場
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
不
偏
不
党
、
公
正
中
立
の
「
客
観
主
義
」
を
転
換
し
て
、
特
定
の
主
義
主
張
を
前
面
に
押
し

出
し
始
め
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
「
三
大
紙
」
の
中
の
一
紙
が
宣
言
し
た
こ
と
が
そ
の
魁
で
あ
る
が
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
政
治
的
立

場
の
明
確
さ
が
、
か
え
っ
て
読
者
・
視
聴
者
の
混
乱
を
誘
い
、
第
三
者
機
関
の
設
立
（
前
嶋
、
二
〇
〇
九
）
に
至
っ
た
。
い
わ
ば
、「
公
共

性
の
崩
壊
」、「
政
治
・
メ
デ
ィ
ア
の
党
派
化
」
と
い
う
べ
き
こ
う
し
た
現
象
は
、
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
市
民
の
側
に
は
、
刑
罰
の
厳
罰
化

と
い
っ
た
異
質
な
も
の
へ
の
寛
容
性
の
喪
失
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
へ
の
過
剰
な
期
待
と
、
特
定
人
物
・
集
団
へ
の
過
剰
な

バ
ッ
シ
ン
グ
や
反
発
（
ね
た
み
の
政
治
（
小
谷
、
二
〇
一
三
））
と
い
っ
た
過
剰
な
期
待
の
失
望
な
ど
と
い
う
形
で
現
れ
始
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
政
治
、
メ
デ
ィ
ア
、
受
け
手
（
市
民
）
の
偏
り
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
説
明
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、

政
治
・
メ
デ
ィ
ア
・
受
け
手
（
市
民
）
の
偏
り
を
「
極
化
」
と
し
て
説
明
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」
を

探
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
が
政
治
や
受
け
手
（
市
民
）
の
「
極
化
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、「
極
化
」
現
象
と
は
─
─
研
究
動
向
─
─

⑴
「
極
化
」
の
概
念

　
「
極
化
」（polarization

）
と
は
、
社
会
心
理
学
の
概
念
で
あ
る
が
、
社
会
心
理
学
で
は
「
集
団
分
極
化
（
極
化
）(group 

polarization)

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
有
馬
、二
〇
一
二
）。
集
団
行
動
研
究
の
大
家
で
あ
る
モ
ス
コ
ビ
ッ
シ
（M

oscovici

）
は
、

「
集
団
で
討
議
す
る
と
、
そ
れ
が
熱
心
で
活
発
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
討
議
の
結
論
は
極
端
な
も
の
に
な
る
」
そ
う
し
た
傾
向
を
「
極
化
」

と
称
し
て
い
る
（M

oscovici &Zavalloni,1969

）。
こ
の
傾
向
は
、
集
団
内
の
「
チ
ョ
イ
ス
・
シ
フ
ト
（
選
択
の
変
化
）」
／
「
集
団
に

よ
る
態
度
変
容
（group induced attitude change

）」
を
要
件
と
し
て
も
つ
と
さ
れ
る
。

⑵　

メ
デ
ィ
ア
・
市
民
・
政
治
の
「
極
化
」

　

１
政
治
（
情
報
源
）
の
「
極
化
」
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投
票
行
動
研
究
に
お
い
て
、
有
権
者
の
極
化
（Fiorina & Adam

s,2008

）
が
民
族
・
道
徳
・
文
化
と
い
っ
た
側
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
政
治
エ
リ
ー
ト
（Fiorina & Adam

s,2008

）、
政
治
家
、
活
動
家
、
圧
力
団
体
等
の
文
脈
で
「
極
化
」
現
象
が
生
じ
て
い
る

と
す
る
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
政
党
の
極
化
（Laym

an,et.al,2010

）
は
、
活
動
家
、
運
動
化
の
そ
れ
と
並
列
的
に
論
じ
て
お
り
、
区
別

さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

２
有
権
者
・
市
民
（
受
け
手
）
の
「
極
化
」

　

受
け
手
の
極
化
そ
の
も
の
を
論
ず
る
こ
と
よ
り
も
、
前
述
し
た
投
票
行
動
や
政
治
エ
リ
ー
ト
の
極
化
と
の
関
連
で
言
及
し
て
い
た
り

（Abram
ow

itz & Sanders,2008,Hetherington,2001

）、
市
民
が
も
つ
価
値
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
「
極
化
」
の
内
容
に
つ
い
て

重
点
が
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
（Brew

er,2005

；Fiorina & Adam
s,2008

）。

　
３
メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」

　

一
九
五
〇
年
代
に
「
ニ
ュ
ー
ス
価
値
研
究
」
や
、「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
究
」
と
関
連
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
送
り
手
の
価
値
や
意
識
に
つ

い
て
の
考
察
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
研
究
が
、
社
会
・
人
文
科
学
の
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
認
知

革
命
」
を
通
じ
て
、
フ
レ
ー
ム
、
ス
キ
ー
マ
研
究
に
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
代
で
は
経
営
・
経
済
領
域
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
る

（Groseclose,et.al,2005

）（Gentzkow
 & Shapiro,2006

）。
上
記
二
つ
の
論
文
は
、 

ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
の
見
解
へ

の
扱
い
に
も
言
及
し
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
残
滓
を
残
し
て
い
る
。

　

加
え
て
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
論
の
再
考
と
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
なBennett & Iyengar, 

（2008

、2010

）

とHolbert,et.al,

（2010 

）
の
議
論
が
あ
る
。

⑶
メ
デ
ィ
ア
・
市
民
・
政
治
の
「
極
化
」
２　

―
―Bennett,& Iyengar(2008)

とHolbert

（2010

）
論
争 

に
み
る
―
―　

　

１Bennett,& Iyengar

の
研
究(2008

、2010)

　

彼
ら
は
、
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
果
研
究
が
、
社
会
的
・
メ
デ
ィ
ア
技
術
的
文
脈(context)

を
共
通
認
識
と
し
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
原
子
化
さ
れ
た
受
け
手
と
そ
れ
に
伴
う
公
共
空
間
の
喪
失
が
生
じ
て
い
る
に
も
関
わ
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ら
ず
、
い
ま
だ
に
親
密
な
中
間
層
の
存
在
を
前
提
と
し
た
議
論
が
続
い
て
い
る
。
限
定
効
果
と
限
定
さ
れ
た
強
力
効
果
の
間
の
論
争
が
そ
れ

で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
前
提
を
も
と
に
、Bennett,

た
ち
は
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
流
れ
を
簡
略
化
し
て
述
べ
、
次
い
で

メ
デ
ィ
ア
報
道
と
の
関
係
（
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
志
向
）、
経
済
・
経
営
学
と
の
接
点
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア

ス
研
究
を
位
置
づ
け
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
市
民
や
受
け
手
の
た
め
の
研
究
よ
り
も
統
治
・
経
営
の
た
め
の
研
究
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
批

判
す
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
諸
問
題
を
五
つ
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し

た
受
け
手
構
造
の
変
化
を
さ
ら
に
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
政
治
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
多

様
化
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
想
定
し
て
い
た
「
無
思
慮
な
大
衆
」（inadvertent  audience

）
が
消
え
去
り
、
利

用
し
や
す
さ
や
関
心
に
応
じ
て
メ
デ
ィ
ア
に
接
触
す
る
受
け
手
が
登
場
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
受
け
手
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に

は
存
在
し
た
共
通
の
場
を
持
た
ず
、
メ
デ
ィ
ア
利
用
技
術
の
巧
拙
に
よ
り
、
ま
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
体
制
化
（「
カ
ル
テ
ル
化
」）
に
個
々

の
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
た
め
、メ
デ
ィ
ア
か
ら
離
脱
し
「
タ
コ
ツ
ボ
化
」
す
る
と
い
っ
た
階
層
化
と
断
片
化
が
同
時
に
生
ず
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
、
情
報
を
主
体
的
に
求
め
、
情
報
源
を
選
ん
で
接
す
る
と
い
う
、
情
報
探
索
者
と
し
て
の
受
け
手
が
も
た
ら
す
党
派
的
選
択
的

接
触
行
動
は
、
受
け
手
自
身
の
「
極
化
」
と
メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」
を
生
む
とBennett,

た
ち
は
続
け
て
論
じ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

メ
デ
ィ
ア
は
利
用
者
の
好
み
に
合
っ
た
情
報
を
容
易
に
入
手
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
利
用
者
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
は
そ
う
し
た

欲
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
敵
意
を
も
つ
こ
と
が
多
い
、
とBennett

た
ち
は
述
べ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
利
用
者
（
受
け
手
）
の
「
極
化
」
が
進
む
（
選
択
的
接
触
の
「
極
化
」）。
こ
れ
に
呼
応
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、「
極
化
」

へ
向
か
う
受
け
手
を
引
き
と
め
る
べ
く
、「
極
化
」
し
た
受
け
手
に
擦
り
寄
る
（「
カ
ル
テ
ル
化
」
す
る
）。
とBennett,

た
ち
は
論
じ
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
受
け
手
の
先
有
傾
向
に
メ
デ
ィ
ア
が
迎
合
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」
が
進
行
す
る
、
と
し
て
い
る
。

　

２ Holbert

ら
（2010 

）
に
よ
る
批
判

　

Bennett,& Iyengar(2008)

に
対
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
論
文
が
あ
る
（Holbert,et.al,2010

）。Holbert

は
、
①
態
度
強
化
の
概
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念
を
無
視
し
て
い
る
、
②
政
治
情
報
に
は
娯
楽
情
報
の
政
治
性
も
あ
る
、
③
選
択
的
接
触
概
念
に
、
個
人
の
忌
避
感
覚
を
強
調
し
過
ぎ
て
い

る
、④
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
技
術
に
つ
い
て
利
用
者
の
自
由
意
思
へ
の
配
慮
を
欠
く
、と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、こ
の
中
で
、「
極

化
」
に
関
す
る
意
見
の
対
立
の
み
に
限
定
し
てBennett,& Iyengar

とHolbert

た
ち
の
「
論
争
」
を
辿
る
こ
と
で
、政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
極
化
」
概
念
の
傾
向
を
概
観
し
た
い
。

　

Holbert

ら
に
よ
れ
ば
、「
極
化
」
現
象
の
捉
え
方
自
体
に
、Bennett,& Iyengar

と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
と
す
る
。
態
度
強
化
の

結
果
、
有
権
者
の
政
策
志
向
の
「
極
化
」
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
政
治
メ
デ
ィ
ア
を
有
権
者
で
あ
る
受
け
手
が
消
費
し
た
結
果
生

ま
れ
る
説
得
効
果
に
、「
中
立
」
表
明
も
含
ま
れ
る
（
保
守
か
ら
中
立
、
革
新
か
ら
中
立
な
ど
）
の
で
、
必
ず
し
も
従
来
の
志
向
が
「
極
化
」

す
る
だ
け
で
は
な
い
、
とHolbert
ら
は
述
べ
て
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
「
極
化
」
は
、受
け
手
に
迎
合
す
る
面
だ
け
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
受
け
手
の
既
存
イ
メ
ー
ジ
が
（
受

け
手
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
）
影
響
す
る
（
リ
ベ
ラ
ル
志
向
の
市
民
が
保
守
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
接
す
る
と
は
考
え
に
く
い
）。
そ
れ
ゆ
え
、
受

け
手
が
メ
デ
ィ
ア
の
既
存
イ
メ
ー
ジ
に
共
感
し
た
と
す
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
が
よ
り
強
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア

の
「
極
化
」
が
受
け
手
の
「
極
化
」
を
促
す
流
れ
も
想
定
で
き
る
、
とHolbert

ら
は
指
摘
す
る
。

　

次
に
、「
③
選
択
的
接
触
概
念
に
、
個
人
の
忌
避
感
覚
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
」、「
④
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
技
術
に
つ
い
て
利
用
者
の
自
由

意
思
へ
の
配
慮
を
欠
く
」。
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、Bennett
ら
の
見
解
に
つ
い
て
、Holbert

ら
は
「
極
化
」
に
お
け
る
受
け
手
の
依
存

性
に
疑
問
を
持
つ
。Holbert

ら
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
政
治
的
選
好
の
一
貫
性
を
有
権
者
が
求
め
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
嫌
い
な
選
択

肢
を
す
べ
て
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
す
で
に
、
好
き
な
情
報
に
は
引
き
つ
け
ら
れ
る
が
、
嫌
い
な
情
報
に
は
あ
ま
り
反
発
し
な
い

こ
と
が
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（Sears & Freedm

an,1967
）、
と
す
る
。
加
え
て
、
政
治
的
選
好
に
対
し
て
、
有
権
者

は
意
外
に
も
柔
軟
で
あ
る
、
あ
る
い
は
寛
容
で
あ
る
と
も
い
え
る
指
摘
を
す
る
。Holbert

た
ち
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
に
な
っ
て
も
こ
う
し
た

有
権
者
の
情
報
接
触
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
、
と
す
る
。
そ
れ
は
、
好
き
な
情
報
だ
け
で
な
く
嫌
い
な
情
報
へ
の
接
触
量
も
増
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（Garrett,2009

）、
と
し
て
い
る
。
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Holbert

た
ち
は
、
有
権
者
や
受
け
手
の
自
由
裁
量
を
重
視
す
る
根
拠
と
し
て
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
好
き
な
情
報
以
外
の
情
報
接

触
の
根
拠
と
し
て
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
、
自
ら
の
立
場
を
明
確
化
す
る
た
め
に
他
の
視
点
の
検
討
を
し
た
り
、
個
々
人
の
心
の
中
に
矛
盾

し
た
態
度
が
存
在
す
る
、
態
度
変
容
が
自
ら
の
進
歩
を
招
く
、
こ
と
を
提
示
す
る
。
ま
た
、
中
間
集
団
レ
ベ
ル
で
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け

る
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
（Tw

itter,Facebook,You-Tube

な
ど
）
が
作
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
「
集
合
知
」
を
生
み
だ
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

社
会
的
レ
ベ
ル
で
は
、
報
道
機
関
が
互
い
に
多
様
な
情
報
を
提
供
す
る
の
で
、
バ
イ
ア
ス
・
チ
ェ
ッ
ク
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
「
自
由
市

場
モ
デ
ル
」
に
似
た
主
張
を
す
る
。

　

Bennett,& Iyengar
の
主
張
の
鍵
に
な
る
「
階
層
化
と
分
断
化
」
に
つ
い
て
は
、Holbert

た
ち
は
、
そ
う
し
た
傾
向
の
存
在
は
否
定
し

な
い
し
、「
極
化
」
に
つ
い
て
も
、
実
証
研
究
で
は
否
定
す
る
例
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
仮
に
、「
極
化
」
が
メ
デ
ィ
ア
・
市
民
・
政
治
の
各

要
素
に
登
場
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
操
作
可
能
に
す
る
い
わ
ば
「
自
律
的
個
人
・
受
け
手
集
団
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

自
由
市
場
の
論
理
へ
の
傾
倒
や
「
集
合
知
」
へ
の
期
待
、「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
サ
イ
ト
」
―
す
べ
て
の
政
治
的
立
場
か
ら
の
ブ
ロ
グ
を
収
集
し

た
サ
イ
ト
―
―
（Efron,2004; Gam

on,et al,2008

）
を
例
示
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
受
け
手
の
能
動

性
へ
の
期
待
が
、
彼
ら
の
論
文
の
結
論
部
分
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
「
精
緻
化
見
込
み
モ
デ
ル
」（ELM

モ
デ
ル
）
の
活
用
に
つ
な
が
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、Holbert

た
ち
の
主
張
に
一
概
に
与
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
ら
が
提
示
し
た
「ELM

モ
デ
ル
」
の
周
辺
ル
ー
ト

に
お
け
る
情
報
処
理
が
、
た
と
い
受
け
手
が
「
主
体
的
に
選
択
し
た
」
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
、
自
ら
に
不
利
益
に
な
る
行
為
が
生
じ
た
と

き
、
受
け
手
の
自
己
責
任
と
し
て
、
そ
う
し
た
結
果
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
不
利
益
は
一
時
的
な
も

の
で
「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
が
可
能
な
代
物
で
あ
ろ
う
か
。
昨
今
の
第
四
六
回
衆
院
選
挙
、
第
二
三
回
参
院
選
挙
の
「
選
択
」
や
、
第
一
八
五

国
会
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
法
案
の
成
立
過
程
を
み
る
と
き
、
上
記
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
先
行
研
究
で
あ
る
こ
の
二
つ
の
論
文
が
前
節
で
示
し
た
三
つ
の
要
素
の
相
互
連
関
に
そ
も
そ
も
重
き
を
置
い
て

い
な
い
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
個
々
の
要
因
を
見
て
も
、
こ
と
日
本
に
お
い
て
の
「
極
化
」
現
象
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
代
わ
る
メ
デ
ィ
ア
の
「
集
合
知
」
の
形
成
に
は
情
報
学
の
点
か
ら
疑
問
の
指
摘
が
あ
る
（（
西
垣
、2013

）。
ま
た
、
報
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道
機
関
の
「
切
磋
琢
磨
」
も
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
研
究
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
直
ち
に
首
肯
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。「
自
律

的
個
人
・
集
団
」
に
ど
の
よ
う
に
「
原
子
化
さ
れ
た
／
分
断
化
・
階
層
化
さ
れ
た
」
個
人
が
、
た
と
え
個
々
の
事
例
や
政
策
に
お
い
て
で
も

な
り
う
る
の
か
、
そ
れ
が
、「
極
化
」
状
況
に
あ
る
集
団
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
３
中
立
と
極
化

　

上
記
ま
で
に
言
及
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
市
民
・
政
治
の
「
極
化
」
研
究
は
、「
極
化
」
を
、
同
質
性
の
強
い
集
団
に
お
い
て
意
見
の
分
布
が

極
化
す
る
こ
と
、
と
く
に
態
度
研
究
と
関
連
し
た
も
の
で
は
、
実
験
や
調
査
結
果
を
、
保
守
―
革
新
、
伝
統
―
近
代
の
よ
う
な
同
一
直
線
上

の
価
値
の
端
か
ら
端
ま
で
意
見
が
移
動
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
。
ニ
ュ
ー
ス
価
値
の
研
究
や
ニ
ュ
ー
ス
・
バ
イ
ア
ス
研
究
（Gans,1978

）

か
ら
発
展
さ
せ
て
、
中
立
か
ら
の
偏
り
に
着
目
し
た
研
究
（M

cCluskey and Kim
,2012

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
立
か
ら
の
隔
た

り
を
論
じ
た
研
究
は
、
個
別
事
例
研
究
（Altheide,1995 ; Niven,2004 ; Nordensteadt,1995

）
が
わ
ず
か
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
、

と
い
う
。「
客
観
性
」
が
問
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
報
道
に
お
い
て
、
中
立
と
客
観
性
と
の
関
係
を
整
理
し
て
そ
の
の
ち
に
、
具
体
的
な
事
象
と

そ
の
報
道
を
分
析
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
「
労
多
く
て
功
少
な
し
」
に
終
わ
る
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
何
を
持
っ
て
中
立
な
い
し
客
観

的
と
す
る
の
か
が
分
か
り
に
く
い
（
中
、2006
）。
ま
た
、「
客
観
性
」
を
標
榜
し
た
報
道
に
「
埋
め
込
ま
れ
た
」
価
値
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
―

の
研
究
は
、
分
析
方
法
の
設
定
（
量
的
研
究
は
な
じ
ま
な
い
）
と
観
察
者
の
立
ち
位
置
（
観
察
者
の
「
客
観
性
」
を
ど
う
担
保
す
る
か
）
で

困
難
を
伴
う
。

　

そ
こ
でM

cCluskey

ら
は
、
客
観
性
や
中
立
の
定
義
づ
け
よ
り
も
、
あ
え
て
党
派
的
な
、
特
定
の
思
想
・
主
義
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い

る
集
団
を
研
究
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
・
グ
ル
ー
プ
、
利
益
・
圧
力
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
集
団
の
情
報
は
、
特
定

の
関
心
や
主
義
主
張
を
持
つ
受
け
手
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
特
定
主
張
の
あ
る
情
報
源
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
受
け
手
も
あ
る

程
度
固
定
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
・
市
民
（
受
け
手
）・
政
治
の
う
ち
、
二
つ
の
要
素
が
ほ
ぼ
特
定
化
さ
れ
た
た
め
、

メ
デ
ィ
ア
が
こ
う
し
た
集
団
を
ど
の
よ
う
に
報
道
す
る
か
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
構
成
でM

cCluskey

た
ち
は
、メ
デ
ィ

ア
の
「
極
化
」
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
結
果
と
し
て
、
利
益
団
体
の
出
現
頻
度(appearance)

に
つ
い
て
は
、「
極
化
」
が
見
ら
れ
た
が
、
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そ
の
表
現
の
し
か
た
（tone

）
に
つ
い
て
は
、「
極
化
」
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
分
析
対
象
が
限
定
さ
れ
、
素
材
も
新
聞
を
用
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
資
料
的
制
約
の
中
で
中
立
か
ら
の
隔
た
り
を
計
量
的
に
読
み
解
こ
う
と
し
たM

cCluskey

ら
の
研
究
は 

参
照
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

三
、「
極
化
」
研
究
の
応
用
可
能
性
─
─
想
定
事
例
の
紹
介
─
─

　

前
章
ま
で
で
概
観
し
た
、「
極
化
」
現
象
へ
の
研
究
を
日
本
に
お
い
て
適
用
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
研
究
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
事
例
研
究
を
想
定
し
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
諸
問
題
を
検
討
し
た
い
。

⑴
想
定
さ
れ
た
事
例
研
究
の
視
点
・
目
的

　

想
定
さ
れ
た
事
例
で
は
、M

cCluskey
ら
の
研
究
を
も
と
に
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
一
定
の
方
向
性
と
そ
れ
が
極
極
な
方
向
に
変
化

す
る
「
極
化
」
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
、
新
聞
記
事
を
も
と
に
考
察
す
る
。M

cCluskey

ら
の
研
究
か
ら
一
歩
進
め
て
、
政
党
、
特
に

政
権
党
が
「
極
化
」
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
第
一
八
五
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
特
定
秘
密
保
護
法
案
」
に
関
す
る
、『
朝
日
新
聞
』、『
毎

日
新
聞
』、『
読
売
新
聞
』（
以
下「
三
大
紙
」と
略
記
）
を
中
心
に
し
た
、
新
聞
に
よ
る
報
道
を
素
材
に
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
極
化
を
検
証
す
る
。

　

研
究
対
象
と
し
て
、
政
権
党
（
自
民
党
・
政
府
／
情
報
源
）、「
新
聞
」
読
者
（
受
け
手
）
を
取
り
上
げ
た
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
ま

ず
、「
極
化
」
に
先
ん
じ
て
、「
党
派
化
」
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
（
同
類
集
団
に
お
け
る
集
団
行
動
の
属
性
と
し
て
「
極
化
」
を
捉
え
る
と

い
う
本
来
の
定
義
に
則
る
）
を
明
示
す
る
。

　

①
政
党
の
「
極
化
」・「
党
派
化
」
─
─
党
派
性
理
論
と
カ
ル
テ
ル
政
党
化
─
─

　

情
報
源
の
政
党
の
「
党
派
化
」・「
極
化
」
は
、
政
策
（
本
稿
で
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
）
に
よ
っ
て
変
化
す
る
（
三
浦
、
二
〇
一
三
）
と

さ
れ
る
の
で
、
有
権
者
と
政
党
の
乖
離
よ
り
も
政
党
と
投
票
者
の
乖
離
（
朝
日
世
論
調
査
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
日　

特
定
秘
密
保
護
法

に
賛
成
∧
反
対
）
が
み
ら
れ
る
政
策
争
点
と
し
て
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
を
取
り
上
げ
る
。

　

さ
ら
に
、
政
党
の
「
極
化
」
を
示
す
現
象
と
し
て
、
政
党
の
カ
ル
テ
ル
化
に
着
目
す
る
。「
カ
ル
テ
ル
政
党
」
と
は
、「
も
は
や
有
権
者
の
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利
益
を
擁
護
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
そ
の
正
統
性
と
資
源
は
国
家
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
の
一
部
を
構
成
す
る
に
至
っ
て
い

る
」（
三
浦
、
二
〇
一
三
、三
八
頁
、Katz and M

air 1995

、M
air　

2006

、2008

）
と
す
る
も
の
で
あ
る
。（
日
本
の
政
党
を
カ
ル
テ

ル
政
党
と
す
る
に
は
議
論
が
あ
り
、
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
三
浦
（
二
〇
一
三
）
で
も
、
カ
ル
テ
ル
政
党
化
は
、
日
本
に
お
い
て

「
政
党
と
投
票
者
の
乖
離
」
の
要
因
に
は
な
り
に
く
い
と
し
て
い
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
有
権
者
の
信
託
か
ら
よ
り
自
由
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
現
在
の
政
権
党
そ
の
他
諸
政
党
の
行
動
か
ら
み
る
と
、
少
な
く
と
も
「
党
派
化
」（
支
持
者
の
特
定
化
が
進
行
し
て
い
る
＝
三

浦
（
二
〇
一
三
）
が
次
に
あ
げ
る
「
政
党
の
凝
集
性
」
に
対
応
す
る
）
と
み
な
せ
ば
、
政
権
党
が
少
な
く
と
も
特
定
政
策
に
つ
い
て
「
党
派

化
」（「
極
化
」）
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

②
読
者
の
「
極
化
」・「
党
派
化
」

　

世
論
調
査
、
記
事
見
出
し
、
投
書
、
論
説
か
ら
、「
特
定
秘
密
保
護
法
」
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
立
場
の
鮮
明
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
（
実
際
に
は
、
読
者
は
そ
れ
ほ
ど
の
当
該
法
案
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
）。

　

③
メ
デ
ィ
ア
の
極
化
（
従
属
変
数
）
─
─
明
ら
か
に
す
べ
き
属
性
─
─

　

①
と
②
に
お
い
て
、「
特
定
秘
密
保
護
法
案
」
に
つ
い
て
政
党
な
い
し
政
策
の
「
極
化
」
が
予
想
さ
れ
る
の
と
、
読
者
の
意
思
表
示
が
当

該
法
案
へ
の
反
対
が
多
い
こ
と
か
ら
、
受
け
手
も
「
極
化
」
が
予
想
さ
れ
る
。
政
治
情
報
源
、
情
報
の
受
け
手
に
関
し
て
固
定
化
さ
れ
た
中

で
、
メ
デ
ィ
ア
が
当
該
法
案
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
（
党
派
的
、「
極
化
」
的
報
道
の
存
在
の
有
無
）
を
探
る
。

⑵
想
定
さ
れ
た
事
例
研
究
の
分
析
方
法

　
「
極
化
」=

「
党
派
性
を
持
つ
／
中
立
・
客
観
を
逸
脱
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
、「
三
大
紙
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
特
定
秘
密
保
護
法
（
案
）」

に
関
す
る
最
近
（
安
倍
内
閣
が
法
案
概
要
を
発
表
し
た
翌
日
の
二
〇
一
三
年
九
月
四
日
か
ら
、
法
案
が
参
議
院
で
可
決
成
立
し
た
翌
日
の

一
二
月
七
日
ま
で
）
の
政
治
記
事
・
解
説
報
道
を
分
析
対
象
と
す
る
。
次
に
、M

cCluskey and Kim
,

（2012

）
の
新
聞
記
事
報
道
の
分

析
を
参
考
に
し
て
、
分
析
単
位
を
「
見
出
し
」「
本
文
」
と
し
、
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、「
特
定
秘
密
保
護
法
（
案
）」
に
つ
い
て
、「
出
現

場
所
」
と
「
頻
度
」
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
。
そ
の
際
、「
特
定
秘
密
保
護
法
（
案
）」
が
登
場
す
る
段
落
に
つ
い
て
、
総
段
落
数
に
対
す
る
初
出
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段
落
数
（
第
一
段
落
一
点
、
第
二
段
落
二
点
…
）
の
割
合
と
、
総
段
落
数
に
お
け
る
段
落
数
の
割
合
を
求
め
る
。

　

加
え
て
、「
特
定
秘
密
保
護
法
（
案
）」
出
現
文
（
一
文
）
を
評
定
者
（
一
名
）
に
評
定
さ
せ
る
。
評
定
お
よ
び
内
容
分
析
の
方
法
は
、
大

石
・
藤
田
・
岩
田
（
二
〇
〇
〇
）
お
よ
び
鶴
木
（
一
九
九
九
）、
を
参
考
に
す
る
。
中
立
客
観
の
指
標
は
中
（
二
〇
〇
六
）
の
「
客
観
性
を

構
成
す
る
七
つ
の
要
件
」
を
参
考
に
行
う
（
中
、
二
〇
〇
六
）。
中
は
、
客
観
報
道
の
構
成
要
件
を
、「
報
道
す
る
主
体
」
と
「
報
道
す
る
内

容
」に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
本
事
例
研
究
で
は
、メ
デ
ィ
ア
報
道
の「
極
化
」を
考
察
対
象
と
す
る
た
め
、以
下
の
よ
う
に
、中（
二
〇
〇
六
）

の
分
類
の
「
報
道
す
る
内
容
」
に
お
け
る
要
件
を
改
変
し
て
用
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
記
事
内
容
に
作
り
手
の
立
場
や
価
値
が
ど
の
程
度

介
在
し
て
い
る
か
を
「
主
観
性
」
と
し
て
、
②
対
象
（「
特
定
秘
密
保
護
法
（
案
）」）
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
同
調
・
拒
絶
を
し
て
い
る
か

を
「
偏
向
性
」
と
し
て
、
③
特
定
集
団
の
主
張
（
こ
こ
で
は
「
三
大
紙
」
の
「
特
定
秘
密
保
護
法
案
」
に
対
す
る
社
説
や
論
説
か
ら
読
み
取

れ
る
姿
勢
）
を
報
道
し
た
か
、
報
道
し
た
と
き
に
は
肯
定
的
に
報
じ
た
か
否
か
「
党
派
性
」
と
し
て
設
定
し
、「
特
定
秘
密
保
護
法
案
」
に

お
け
る
個
々
の
記
事
に
つ
い
て
、
評
定
は
五
段
階
尺
度
（「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
か
ら
「
き
わ
め
て
多
い
」
ま
で
）
を
用
い
て
実
施
す
る
。

四
、
結
論
と
課
題
─
─
三
の
⑶
課
題
・
問
題
点
に
か
え
て
─
─

　

想
定
さ
れ
る
事
例
研
究
に
お
い
て
、「
極
化
」
は
「
表
出
」
状
況
か
ら
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
か
ら
予
想

さ
れ
る
。
以
下
列
挙
す
る
要
因
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

第
一
に
、「
客
観
報
道
」
に
お
い
て
、
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
報
道
は
、
事
実
の
組
み
合
わ
せ
の
仕
方
に
よ
っ
て
「
埋
め
込
ま

れ
た
価
値
」
が
顕
在
化
す
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
客
観
性
」
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
や
す
い
。「
極
化
」
を
、
中
立
か
ら
の
距
離
と
み
る
だ

け
で
な
く
、
中
立
・
客
観
の
中
に
あ
る
選
別
や
排
除
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　

第
二
に
、
メ
デ
ィ
ア
間
比
較
が
不
十
分
で
あ
る
。
映
像
と
活
字
（
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
と
新
聞
記
事
）W

eb

記
事
（
画
像
）
の
比
較
の
み

な
ら
ず
、
新
聞
と
雑
誌
の
比
較
か
ら
、
争
点
の
「
棲
み
分
け
」
が
存
在
す
る
の
か
否
か
（
新
聞
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
事
実
を
、
雑
誌
は
長
い

視
点
で
の
解
説
・
論
評
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
極
化
」
か
ら
）
検
証
す
る
。
加
え
て
、
新
聞
に
お
い
て
も
、
解
説
記
事
や
広
告



─ 11 ─

記
事
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
、
記
事
と
論
説
、
広
告
と
記
事
の
、
い
わ
ば
「
中
間
種
」
に
お
け
る
「
極
化
」
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、「
中
立
」「
客
観
」
報
道
と
「
極
化
」
の
関
係
の
深
化
が
必
要
と
な
る
。
政
治
現
象
の
「
極
化
」
は
、こ
れ
が
戦
争
や
災
害
と
い
っ

た
非
日
常
事
態
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
事
態
に
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
近
代
社
会
が
持
っ
て
い
た
「
タ
テ
マ
エ
」
と
「
ホ
ン
ネ
」
の
構
造
を
崩

す
も
の
、
い
い
か
え
れ
、
シ
ン
ボ
ル
に
支
え
ら
れ
た
近
代
社
会
の
秩
序
の
正
当
（
統
）
性
と
そ
の
根
拠
を
覆
す
も
の
と
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
こ
ろ
が
、
二
の
３
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
中
立
・
客
観
報
道
を
標
榜
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
現
れ
る
「
極
化
」
を
検
証
す
る
こ
と
す
ら
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
先
行
研
究
や
想
定
事
例
で
は
す
で
に
「
極
化
」
さ
れ
た
、
政
治
ア
ク
タ
ー
を
対
象
に
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ

を
報
じ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
社
会
の
特
質
に
ま
で
視
点
の
領
域
を
広
げ
る
な
ら
ば
、「
受
け
手
」
や
そ
の
「
コ

ン
テ
ク
ス
ト
」
と
な
る
政
治
・
社
会
状
況
の
「
極
化
」
傾
向
の
把
握
（
た
と
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
る
人
々
の
「
反

知
性
主
義
」
的
傾
向
の
実
証
的
な
検
出
）
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
考
察
に
は
、
方
法
論
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
社
会
現
象

が
ひ
と
つ
の
「
言
説
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
過
程
を
質
的
・
量
的
に
把
握
す
る
広
義
の
「
言
説
研
究
」（
社
会
構
築
主
義
の
諸
研
究
、
社
会

心
理
学
に
お
け
る
社
会
的
表
象
研
究
、
批
判
的
言
説
分
析
等
々
）
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
広
義
の
シ
ン
ボ
ル
研
究
と
い
っ
て
よ
い
。

　

特
定
の
人
々
に
の
み
了
解
さ
れ
る
政
治
・
社
会
は
、
異
な
る
そ
の
他
の
人
々
の
異
論
・
意
味
世
界
を
排
除
す
る
政
治
・
社
会
で
あ
る
。
そ

う
し
た
社
会
に
は
多
く
の
意
味
内
容
を
凝
集
さ
せ
る
シ
ン
ボ
ル
は
必
要
な
い
。
シ
ン
ボ
ル
を
必
要
と
し
な
い
社
会
が
作
ら
れ
る
過
程
を
分
析

す
る
た
め
に
は
シ
ン
ボ
ル
の
力
が
必
要
と
い
う
皮
肉
が
生
じ
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
一
九
世
紀
大
坂
渡
辺
村
真
宗
寺
院
に
お
け
る
「
色
衣
御
免
」
の
動
向
を
事
例
と
し
て
、
近
世
被
差
別
民
の
身
分
上
昇
志
向
を
検
討

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
、
近
世
被
差
別
民
で
あ
る
「
か
わ
た
⑴
」
村
民
衆
の
属
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
浄
土
真
宗
信
仰
に

着
目
し
て
き
た
⑵
。
部
落
寺
院
門
徒
の
組
織
・
習
俗
・
思
想
・
行
動
に
つ
い
て
の
史
料
収
集
と
考
察
を
重
ね
、
政
治
的
に
身
分
上
昇
、
あ
る

い
は
、
他
社
会
集
団
へ
の
身
分
異
動
が
基
本
的
に
認
め
ら
れ
な
い
近
世
国
家
に
お
い
て
、
身
分
上
昇
を
宗
教
的
に
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る

状
況
や
そ
の
部
落
寺
院
門
徒
の
心
性
を
検
討
し
て
き
た
⑶
。
そ
の
結
果
、
部
落
寺
院
門
徒
の
強
い
本
願
寺
門
主
へ
の
人
神
的
信
仰
の
傾
向
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
近
世
本
願
寺
門
主
へ
の
信
仰
に
よ
る
接
近
が
近
世
身
分
社
会
で
の
地
位
上
昇
に
結
び
つ
く
側
面
を
有
し
て
い
た

こ
と
や
来
世
に
身
分
上
昇
を
約
束
す
る
性
質
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
信
仰
対
象
と
も
い
え
る
本
山
本
願
寺
自
身
も
天

皇
・
朝
廷
権
威
に
接
近
し
、
近
世
門
跡
と
し
て
の
地
位
確
保
の
た
め
に
身
分
上
昇
志
向
を
有
し
て
い
た
⑷
。
西
本
願
寺
は
良
如
期
か
ら
寂
如

期
に
お
い
て
、
東
西
本
願
寺
の
分
立
に
よ
る
国
家
的
認
知
の
継
続
、
お
よ
び
、
門
跡
の
近
世
化
に
よ
る
地
位
獲
得
の
た
め
に
、
東
西
本
願
寺

参
内
順
の
先
進
・
四
足
門
透
垣
内
で
の
下
乗
認
可
を
得
る
こ
と
を
寺
内
政
務
の
第
一
優
先
事
項
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
部
落
寺
院
門
徒
の
上
昇
志
向
と
本
寺
で
あ
る
本
願
寺
の
上
昇
志
向
と
は
、
一
見
連
結
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
内
実
は
あ
る
一
定
の
系
統
性
の
存
在
を
見
つ
け
得
る
。
そ
れ
は
大
桑
斉
氏
が
宗
教
を
近
世
国
家
に
お
い
て
不
可
欠
の
要
素
と
指
摘
し
、

近
世
被
差
別
民
の
身
分
上
昇
志
向
と
天
皇
・
朝
廷
権
威

和　

田　

幸　

司

─
─
大
坂
渡
辺
村
真
宗
寺
院
に
お
け
る
「
色
衣
御
免
」
を
通
し
て
─
─
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「
近
世
国
家
の
宗
教
性
は
、
何
ら
か
の
形
で
天
皇
に
結
節
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
天
皇
は
近
世
国
家
の
宗
教
性
の
直
接
の
表
象
で
は
な

い
が
、
そ
れ
ら
と
各
々
関
係
性
を
持
つ
媒
介
的
存
在
で
あ
る
⑸
」
と
述
べ
た
点
と
通
底
す
る
。
氏
は
深
谷
氏
の
天
皇
金
冠
論
⑹
を
評
価
し
、

近
世
国
家
の
宗
教
的
性
格
を
照
射
し
よ
う
と
し
た
。
本
稿
も
ま
た
、
深
谷
氏
の
「
宗
教
的
諸
観
念
を
国
家
的
序
列
の
う
ち
に
総
括
す
る
も
の

と
し
て
の
天
皇
・
朝
廷
の
位
置
を
考
え
る
⑺
」
視
座
を
重
要
視
し
た
い
。

　

そ
こ
で
、
部
落
寺
院
門
徒
の
上
昇
志
向
と
西
本
願
寺
の
上
昇
志
向
を
連
結
す
る
素
材
と
し
て
、
本
願
寺
法
衣
、
特
に
「
色
衣
御
免
」
を
扱

う
。
筆
者
は
す
で
に
、
本
願
寺
法
衣
の
変
遷
を
事
例
と
し
、
近
世
国
家
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
権
威
の
獲
得
の
意
義
を
検
討
し
た
。
本
願
寺

教
団
が
「
貴
族
化
⑻
」
と
と
も
に
法
衣
式
を
変
更
さ
せ
て
き
た
様
相
、
特
に
、
門
跡
勅
許
を
契
機
と
し
て
本
願
寺
教
団
内
の
衣
裳
が
天
台
宗

に
倣
い
な
が
ら
変
容
し
て
き
た
点
、
准
如
か
ら
法
如
・
文
如
期
に
か
け
て
、
お
よ
そ
二
百
年
の
間
に
、
西
本
願
寺
内
に
お
け
る
身
分
格
式
が

細
分
化
・
固
定
化
が
な
さ
れ
、
伴
っ
て
衣
体
の
変
更
が
進
ん
だ
点
を
明
ら
か
に
し
た
⑼
。
古
代
官
服
に
端
を
発
す
る
法
衣
や
色
衣
の
体
系
が

天
台
宗
を
通
じ
て
導
入
さ
れ
、
こ
う
し
た
国
家
的
序
列
の
も
と
に
僧
階
の
編
成
、
身
分
化
が
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し

た
法
衣
式
体
系
化
の
経
緯
を
基
盤
と
し
て
、
近
世
被
差
別
民
の
身
分
上
昇
志
向
を
検
討
し
て
い
く
。

　

先
行
研
究
と
し
て
は
、
左
右
田
昌
幸
氏
に
よ
る
渡
辺
村
徳
浄
寺
・
正
宣
寺
と
西
本
願
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る
。
氏
は
大
坂

に
お
け
る
真
宗
寺
院
の
基
礎
的
考
察
を
行
い
、
渡
辺
村
真
宗
寺
院
と
西
本
願
寺
と
の
関
係
、
渡
辺
村
阿
弥
陀
寺
の
創
立
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
⑽
。「
色
衣
御
免
」
に
つ
い
て
は
摂
津
国
部
落
寺
院
の
信
仰
の
高
揚
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
氏
の
論
理

展
開
を
さ
ら
に
実
証
的
に
発
展
さ
せ
、
身
分
上
昇
志
向
と
い
う
視
角
と
天
皇
・
朝
廷
権
威
と
の
関
連
か
ら
論
じ
て
い
く
。

　

研
究
方
法
と
し
て
は
、
左
右
田
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
渡
辺
村
真
宗
史
の
基
礎
史
料
と
な
る
渡
辺
村
真
宗
寺
院
と
西
本
願
寺
、
大
坂
津

村
御
坊
と
の
三
者
の
往
復
書
簡
を
留
め
た
、
所
謂
「
諸
国
記
」（
西
本
願
寺
所
蔵
文
書
）
を
精
査
・
考
察
す
る
⑾
。
ま
ず
、「
色
衣
御
免
」
を

め
ぐ
る
渡
辺
村
と
西
本
願
寺
と
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、「
色
目
」
が
重
要
交
渉
事
項
と
な
っ
て
い
る
点
を
捉
え
る
。
そ
し
て
、
本
願
寺
教

団
に
国
家
的
序
列
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
法
衣
や
色
衣
の
体
系
が
、
近
世
に
お
い
て
宗
教
上
の
身
分
序
列
化
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
渡
辺
村
門
徒
が
求
め
た
も
の
が
宗
教
上
の
身
分
上
昇
で
あ
り
、
西
本
願
寺
が
求
め
た
も
の
が
渡
辺
村
財
力
で
あ
っ
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た
こ
と
に
よ
る
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
を
も
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
次
に
、
渡
辺
村
門
徒
が
「
色
衣
御
免
」
を
摂
家
で
あ
る
九
条
家
に
内
願

を
行
っ
た
事
実
と
経
緯
を
検
討
し
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
身
分
を
表
象
す
る
衣
体
や
様
々
な
道
具
に
身
分
上

昇
の
シ
ン
ボ
ル
を
求
め
よ
う
と
し
た
様
相
か
ら
、
そ
れ
ら
が
天
皇
・
朝
廷
権
威
に
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
最

後
に
、
部
落
寺
院
に
お
け
る
身
分
上
昇
志
向
が
ど
の
よ
う
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
渡
辺
村
両
寺
院
を
核
と
し
て
拡
が

り
を
み
せ
て
い
る
状
況
、
よ
り
荘
厳
化
さ
れ
た
宗
教
的
象
徴
物
・
よ
り
高
次
な
身
分
的
表
象
物
の
下
付
が
、
次
住
持
へ
と
時
間
的
に
拡
大
し
、

ま
た
、
他
部
落
寺
院
へ
と
地
理
的
に
も
拡
大
し
て
い
く
様
相
を
明
示
す
る
。
な
お
、
徳
浄
寺
・
正
宣
寺
の
存
在
形
態
、
渡
辺
村
門
徒
の
社
会

的
・
経
済
的
存
在
形
態
は
重
要
な
研
究
視
角
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
別
稿
⑿
に
て
論
じ
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

一
、「
色
衣
御
免
」
を
め
ぐ
る
渡
辺
村
と
西
本
願
寺

　

永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
顕
如
の
門
跡
勅
許
以
降
、
本
願
寺
は
天
台
宗
を
模
範
と
し
、
法
衣
式
の
変
更
を
繰
り
返
す
。
大
方
の
西
本
願
寺

法
衣
式
が
定
ま
る
の
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
お
け
る
法
衣
の
制
で
あ
る
⒀
。
本
法
衣
式
を
「
故
実
公
儀
書
上
」
か
ら
次
頁
の
表
に

ま
と
め
る
。

　

こ
う
し
た
法
衣
式
の
中
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八
月
、
渡
辺
村
徳
浄
寺
は
一
代
限
り
の
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
を
自
坊
限
り
で

許
可
さ
れ
る
⒁
。
表
一
に
よ
る
と
、「
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
」
に
相
当
す
る
法
衣
は
見
当
た
ら
な
い
が
、飛
檐
「
紋
ハ
白
唐
草
花
色
緞
子
」

に
相
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
の
検
討
は
必
要
で
あ
る
。
さ
て
、
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
着
用
許
可
は
一
代
・
自
坊
限
り
と
な
っ
て
お
り
、

徳
浄
寺
の
身
分
上
昇
志
向
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
年
に
他
の
部
落
寺
院
が
同
様
の
五
条
袈
裟
を
下
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

渡
辺
村
徳
浄
寺
と
正
宣
寺
は
西
本
願
寺
に
対
し
て
別
格
の
扱
い
を
求
め
る
。「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
一
二
月

条
に
は
「
摂
津
国
西
木
津
徳
浄
寺
・
正
宣
寺
義
者
、
外
類
村
類
寺
共
違
格
別
御
取
持
申
上
来
候
訳
合
を
以
、
従
来
一
代
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条

袈
裟
御
免
被
成
遣
候
処
、
近
来
外
類
村
類
寺
ニ
お
ゐ
て
も
同
様
御
免
相
成
候
向
も
有
之
、
右
ニ
而
者
旧
来
之
規
模
も
相
失
候
ニ
付
、
外
類
村

類
寺
与
其
差
別
相
立
候
様
歎
之
趣
承
置
候
」
と
の
記
事
が
あ
り
⒂
、
さ
ら
な
る
他
の
部
落
寺
院
と
の
差
別
化
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
差
別
化
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表
一

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
法
衣
規
定
一
覧

【
出
典
】「
故
実
公
儀
書
上
」（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
所
収
）。

平僧 国絹袈裟 初中後 飛檐 廿四輩 
三之間 余間 内陣 准院家 筋目 

院家 
（記
載
な
し
）

相
願
候
得
者

何
れ
ニ
て
も
着

用
〃 〃 〃 〃 〃

金
襴

金
襴
（
寸
法
凡
横

幅
金
尺
六
尺
八
寸

堅
三
尺
八
寸
）

七
条 

（記
載
な
し
）

相
願
候
得
者

何
れ
ニ
て
も
着

用
〃 〃 〃 〃 〃 〃

黒
緞
子 法

服 

（記
載
な
し
）

相
願
候
得
者

何
れ
ニ
て
も
着

用
〃 〃 〃 〃 〃 〃

白
絹 鈍

色 

〃 〃 〃 〃 〃

（記
載
な
し
）

黒
茶
苧

〃 白
素

絹 

〃

（記
載
な
し
）

〃 〃
黒
布

黒
絹 〃 〃

（記
載
な
し
）

裳

附 

黒
袈
裟
綟
子

袈
裟
黒
綟
子
（
威
儀
紐

浅
黄
弥
り
絹
寸
法
凡
法
巾
四

尺
一
寸
堅
威
儀
袈
裟
黒
綟

威
儀
壱
尺
一
寸
）

白
綾

紋
ハ
白
唐
草

花
色
緞
子

紋
黄
紺
地

藍
海
松
茶

萌
黄
地

茶
地

茶
地
（
寸
法
凡
横
巾
金
四

尺
九
寸
堅
壱
尺
九
寸
）

五
条
袈
裟 

〃 〃 〃 〃

（記
載
な
し
）

浅
帯
絹

花
色
絖

〃

紫
平
絹 指

貫 

黒
布

黒
綟
子
衣
、
但
相
願

候
得
者
御
免

黒
布

黒
綟
子
衣
、
但
相
願

候
得
者
御
免

〃
黒
紋
綟
子

黒
絽

黒
紋
紗

紋
紗

白
黒
ト
モ
紋
紗

無
紋
地
縮
緬

白
黒
と
も
離
紋
紋
紗

紋
縮
緬

衣 

（記
載
な
し
）

無
金
地

（但
相
願
候
得

者
御
免
）

〃
無
金
地

〃 〃 〃 〃
金
入 輪

袈
裟 

（記
載
な
し
）

青
袈
裟
水
浅
黄
称
リ
絹
・国
緞
子

袈
裟
・本
寺
緞
子
袈
裟
、
但
相
願

候
得
者
御
免

〃 〃 〃 〃

（記
載
な
し
）

但
年
数
相
重
リ
候
得
者
五
条
袈

裟
紫
地
御
免

但
シ
五
条
袈
裟
、
紫
地
紋
白
御
免

モ
有
之
。
尤
勤
番
相
勤
候
得
者
、

素
絹
衣
共
花
色
水
色
并
五
条
袈

裟
紫
地
御
免

備

考 
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の
要
求
の
ひ
と
つ
が
「
色
衣
御
免
」
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
二
月
七
日
条
に
は
「
西
木
津
村
両
寺
色
衣
御
免
之
義
、
如
何
様

相
願
候
共
御
免
難
相
成
⒃
」、「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
正
月
二
三
日
条
に
は
「
西
木
津
両
寺
色
衣
御
免
之
儀
ハ
、
如
何
躰

相
願
候
共
御
免
可
相
成
筋
ニ
無
之
候
⒄
」
と
あ
り
、
色
衣
許
可
は
下
り
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
渡
辺
村
両
寺
院
の
色
衣
要
求
か
ら
二
年
を
経
た
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
一
二
月
、
西
本
願
寺
使
僧
円
照
寺
と
渡
辺
村
両
寺

院
と
の
間
で
内
談
が
行
わ
れ
た
。
史
料
を
前
・
後
半
に
分
け
て
記
す
⒅
。

　

十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
坂
西
木
津
穢
村
両
寺

一
、
去
寛
政
三
年
金
子
莫
太
致
献
上
候
ニ
付
、
唐
草
緞
子
袈
裟
御
免
ニ
相
成
候
処
、
其
後
外
々
江
も
聊
冥
加
ニ
而
御
免
ニ
相
成
規
模
も

相
失
候
、
且
亦
御
先
代
ニ
ハ
夫
々
御
褒
美
も
有
之
候
へ
共
、
当
御
代
ニ
相
成
上
納
者
万
金
ニ
も
相
及
ひ
候
程
ニ
相
成
候
へ
共
、
一
も

御
取
扱
無
之
、
尚
又
御
及
聞
上
納
之
砌
、
大
坂
肝
煎
大
和
屋
庄
兵
衛
ゟ
自
分
一
己
ニ
而
御
額
字
ニ
而
も
被
下
候
哉
之
旨
申
聞
候
処
、

夫
等
も
其
後
一
向
御
取
計
無
之
候
、
大
ニ
不
快
相
抱
有
之
、
其
後
色
々
右
等
之
義
申
出
上
方
辺
迄
も
申
入
有
之
候
処
、
其
儘
ニ
致
し

置
候
処
、
今
般
御
充
実
ニ
付
而
、
右
之
趣
意
上
納
之
義
一
向
御
取
持
不
申
上
者
、
御
坊
所
非
常
等
之
御
用
も
不
相
勤
候
而
、
先
達
ゟ

高
山
半
左
衛
門
ゟ
其
段
申
出
有
之

　
　

然
処
此
度
和
州
円
照
寺
御
使
序
之
節
手
元
江
段
々
申
出
、
右
之
趣
意
ニ
候
ハ
ヽ
御
額
字
ニ
而
も
被
下
候
哉
之
旨
、
先
達
少
進
出
役

之
節
も
申
聞
候
得
共
、
何
分
色
衣
ニ
而
者
無
之
候
ハ
（
マ
マ
）而
者
承
知
不
致
候
由
、
右
之
義
ハ
不
容
易
之
義
ニ
候
得
共
、
前
文
之
次
第
、

且
者
右
御
免
ニ
相
成
候
時
ハ
御
充
実
ニ
付
、
千
（
マ
マ
）二
千
八
百
両
も
上
納
ニ
相
成
候
様
致
し
候
次
第
ニ
も
可
相
成
趣
、
円
照
寺
ゟ
申
出
候

旨
ニ
而
、
光
伝
寺
ゟ
達
々
申
出
候
ニ
付
、
此
度
御
充
実
之
義
ハ
永
久
御
本
山
御
相
続
之
一
挙
ニ
相
拘
候
事
、
非
常
之
次
第
故
、
示
談

之
上
相
伴
両
寺
丈
色
布
裳
附
御
免
之
御
内
定
ニ
相
成
、
其
段
光
伝
寺
江
申
達
、
円
照
寺
江
申
聞
、
先
御
免
之
義
ハ
不
申
聞
、
其
辺
相
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含
及
引
合
候
様
申
達
、
尤
今
夕
円
照
寺
下
坂
之
趣
也
、
依
而
高
山
半
左
衛
門
江
も
其
旨
申
出

　

史
料
前
半
に
お
い
て
は
、
渡
辺
村
門
徒
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
莫
大
な
上
納
金
を
納
め
、
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
が
下
付
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
後
、
同
衣
体
が
他
部
落
寺
院
へ
許
可
さ
れ
面
目
が
潰
れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
、
加
え
て
、「
当
御
代
」
で
あ
る
広
如
期
に
は

多
く
の
懇
志
を
上
納
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
格
別
の
「
御
取
計
」
が
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
正
宣
寺
門
徒
惣
代
大
和
屋

庄
兵
衛
が
申
請
し
た
「
御
額
字
」
に
つ
い
て
も
下
付
が
な
い
こ
と
を
述
べ
、
西
本
願
寺
の
対
応
に
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
そ
う
し
た
不
信
感
は
渡
辺
村
の
「
御
坊
所
非
常
等
之
御
用
も
不
相
勤
候
」
と
い
う
態
度
に
表
れ
る
。
事
実
、
大
坂
津
村
御
坊
の
高
山
半

左
衛
門
は
、
今
回
の
一
件
に
つ
い
て
渡
辺
村
の
「
気
辺
」
を
損
ね
て
、「
当
年
頭
・
中
元
と
も
御
挑
燈
御
馳
走
不
仕
、
御
太
鼓
先
達
而
相
破

候
ニ
付
、
張
替
之
儀
申
達
置
候
処
今
以
相
果
不
申
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
⒆
。
本
山
に
対
す
る
渡
辺
村
の
馳
走
物
で

あ
っ
た
「
年
頭
中
元
御
境
内
台
挑
燈
」
や
「
御
太
鼓
」
の
張
替
が
滞
っ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

　

史
料
後
半
に
お
い
て
は
、渡
辺
村
両
寺
院
は
「
何
分
色
衣
ニ
而
者
無
之
候
ハ
（
マ
マ
）而
者
承
知
不
致
候
」
と
い
う
姿
勢
に
変
わ
り
な
い
も
の
の
、「
御

充
実
」
の
時
期
で
も
あ
る
の
で
、二
〇
〇
〇
両
を
超
え
る
額
を
上
納
す
べ
き
旨
が
円
照
寺
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
「
御
充
実
」

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
が
、
西
本
願
寺
は
当
時
六
〇
万
両
と
い
う
借
財
を
支
払
う
べ
く
、
石
田
敬
起
に
よ
る
天
保
改
革
の
最
中

で
あ
っ
た
⒇
。
石
田
敬
起
に
よ
る
改
革
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
満
了
と
な
る
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
以
降
、
三
年
間
全
国
的

凶
作
が
続
き
、
大
飢
饉
と
な
る
。
西
本
願
寺
財
政
は
依
然
と
し
て
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
。「
御
充
実
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
財
政
状

況
へ
の
対
応
を
示
し
た
言
葉
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
非
常
之
次
第
故
、
示
談
之
上
相
伴
両
寺
丈
色
布
裳
附
御
免
之
御
内
定
ニ
相
成
」
と
の

内
談
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
西
本
願
寺
の
財
政
状
況
が
非
常
に
緊
迫
し
た
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
渡
辺
村
両
寺
院
に
特
別
に
色
衣

を
許
可
し
、
上
納
金
を
納
め
さ
せ
る
意
図
が
読
み
取
れ
よ
う
。「
其
段
光
伝
寺
江
申
達
、
円
照
寺
江
申
聞
、
先
御
免
之
義
ハ
不
申
聞
、
其
辺

相
含
及
引
合
候
様
申
達
」
と
い
う
意
味
深
な
文
言
に
は
、
西
本
願
寺
の
財
政
状
況
と
渡
辺
村
の
経
済
力
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、「
色
衣
御
免
」

に
つ
い
て
の
寺
内
規
定
と
渡
辺
村
門
徒
の
身
分
上
昇
志
向
と
の
着
地
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
に
は
徳
浄
寺
と
正
宣
寺
に
居
村
限
り
で
は
あ
る
が
、
一
代
色
裳
附
の
着
用
が
許
可

さ
れ
る
。
そ
の
状
況
を
西
本
願
寺
と
大
坂
津
村
御
坊
・
渡
辺
村
両
寺
院
と
の
往
復
書
簡
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

二
月
五
日
、
大
坂
津
村
御
坊
の
高
山
半
左
衛
門
よ
り
西
本
願
寺
の
嶋
田
左
兵
衛
宛
の
書
簡
に
は
「
御
免
之
儀
此
御
法
座
中
ニ
御
取
計
ニ
相

成
候
様
仕
度
、
寺
田
稲
作
差
登
候
間
、
委
曲
同
人
御
聞
取
被
成
下
、
宜
御
取
計
可
被
成
下
候
�
」
と
あ
り
、
昨
年
一
二
月
に
使
僧
円
照
寺
と

の
内
談
に
よ
っ
て
多
額
の
上
納
金
と
引
き
換
え
に
「
色
衣
御
免
」
の
内
談
が
成
立
し
た
こ
と
が
、
取
次
役
で
あ
る
寺
田
稲
作
�
に
よ
っ
て
、

西
本
願
寺
に
伝
え
ら
れ
た
。

　

八
日
、
寺
田
稲
作
が
西
本
願
寺
に
出
向
く
。
寺
田
稲
作
は
高
山
半
左
衛
門
か
ら
嶋
田
左
兵
衛
へ
の
書
状
、
お
よ
び
、
高
山
半
左
衛
門
か
ら

天
保
改
革
の
中
心
人
物
で
あ
る
石
田
敬
起
へ
の
書
状
を
渡
す
。
そ
し
て
、
渡
辺
村
両
寺
院
に
上
山
す
る
よ
う
指
示
し
た
返
書
を
受
け
取
る
�
。

石
田
敬
起
へ
の
書
状
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
、
本
件
が
西
本
願
寺
財
政
に
深
く
関
わ
る
一
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
西
本
願
寺
は
寺

田
稲
作
に
「
上
納
之
義
御
改
革
ニ
付
上
納
之
通
二
千
金
ゟ
滅
し
不
申
様
情
々
心
配
可
有
之
旨
、
稲
作
江
申
含
差
下
し
候
�
」
と
し
て
、

二
〇
〇
〇
両
と
い
う
多
額
の
上
納
金
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
同
日
付
の
西
本
願
寺
下
間
少
進
か
ら
高
山
半
左
衛
門
宛
の
書
簡
に
は
「
御
改

革
以
来
も
格
別
出
情
懇
志
令
上
納
候
ニ
付
、
其
身
一
代
居
村
限
色
布
裳
附
着
用
御
免
ニ
可
相
成
候
間
、
其
段
可
被
相
心
得
候
、
尤
右
御
免
之

儀
ハ
本
人
上
京
之
上
及
達
候
事
故
、
右
御
内
意
之
趣
被
申
聞
、
早
々
上
京
有
之
様
取
計
可
有
之
候
、
且
色
目
之
儀
者
御
取
調
之
上
御
治
定
可

相
成
候
�
」
と
あ
り
、
正
式
に
は
両
寺
院
が
西
本
願
寺
に
上
山
し
た
後
で
は
あ
る
が
、
居
村
限
り
の
一
代
色
布
裳
附
が
「
御
免
」
に
な
る
。

そ
の
「
色
目
」
に
つ
い
て
は
後
日
に
申
し
渡
す
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

九
日
、
寺
田
稲
作
は
下
坂
し
�
、
徳
浄
寺
と
正
宣
寺
に
「
色
衣
御
免
」
の
旨
を
伝
え
る
。
一
四
日
夜
に
は
徳
浄
寺
看
坊
覚
了
・
正
宣
寺
看

坊
恵
由
の
各
住
持
と
門
徒
代
表
が
上
京
の
途
に
つ
く
�
。
一
八
日
、
い
よ
い
よ
本
山
家
司
の
富
島
頼
母
宅
に
て
、
両
寺
院
へ
「
色
衣
御
免
」

が
仰
せ
渡
さ
れ
た
�
。
そ
の
際
、
両
寺
院
は
京
都
逗
留
中
の
「
色
目
」
の
沙
汰
を
願
う
が
実
現
し
て
い
な
い
�
。
二
一
日
、
渡
辺
村
両
寺
院

は
大
坂
津
村
御
坊
に
一
〇
〇
〇
両
を
上
納
す
る
�
。
予
定
さ
れ
て
い
た
二
〇
〇
〇
両
と
は
異
な
る
金
額
で
あ
っ
た
。
以
降
、
上
納
金
の
不
足

と
「
色
目
」
を
め
ぐ
り
、
西
本
願
寺
と
渡
辺
村
で
混
乱
が
起
き
る
原
因
と
な
る
。
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以
上
か
ら
鑑
み
て
、
西
本
願
寺
が
求
め
た
も
の
が
渡
辺
村
の
財
力
で
あ
り
、
渡
辺
村
門
徒
の
求
め
た
も
の
が
西
本
願
寺
内
に
お
け
る
身
分

上
昇
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
互
い
の
宗
教
上
の
関
係
性
は
本
山
と
末
寺
と
い
う
上
下
関
係
、
お
よ
び
、
師
資
相
承
関
係
を
越
え
て
、
特
に
、

上
納
金
の
不
足
と
「
色
目
」
を
め
ぐ
っ
て
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
を
創
り
出
す
。

　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
月
六
日
条
、
高
山
半
左
衛
門
か
ら
嶋
田
左
兵
衛
宛
の
書
簡
に
は
「
其
実
者
疑
念
差
含
罷
在
、

且
又
此
節
当
地
□
罷
越
居
候
所
化
共
之
中
ニ
前
徳
浄
寺
之
伴
僧
致
居
候
者
有
之
、此
者
ゟ
聞
込
候
浮
説
共
相
信
シ
、旁
以
色
目
之
御
沙
汰
早
々

相
願
度
旨
申
之
（
中
略
）
兼
而
御
承
知
之
疑
念
強
所
ニ
而
、
兎
角
会
得
仕
兼
、
上
納
も
右
御
達
相
済
候
迄
ハ
迚
も
差
出
不
申
間
敷
候
間
、
何

卒
右
色
目
之
義
早
々
御
沙
汰
被
成
下
度
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
�
。
渡
辺
村
門
徒
は
、「
色
目
」
の
沙
汰
の
な
い
こ
と
か
ら
、
西
本
願
寺
に

疑
念
を
有
し
て
い
た
。
一
方
、
大
坂
津
村
御
坊
高
山
半
左
衛
門
も
渡
辺
村
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
お
ら
ず
、
上
納
金
の
完
済
の
た
め
に
、

逸
早
い
「
色
目
」
の
沙
汰
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
渡
辺
村
門
徒
の
疑
念
と
は
何
か
。
そ
れ
は
単
に
「
色
目
」
の
沙
汰
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
元
徳
浄
寺
の
伴
僧
か
ら
聞
い
た
「
浮
説
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
浮
説
」
の
内
容
と
は
「
色
目
者
紺
色
之
由
、

夫
ニ
而
者
畢
竟
黒
も
同
様
之
事
ニ
而
、
実
者
御
免
と
云
名
計
ニ
而
候
�
」
と
い
う
も
の
で
、
紺
色
の
色
衣
許
可
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

の
不
満
で
あ
っ
た
。

　

三
月
一
〇
日
、両
寺
院
へ
の
色
目
が
決
定
し
、両
寺
院
へ
色
衣
が
「
御
免
」
に
な
る
。「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）

三
月
一
〇
日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
�
。

一
、
大
坂
西
木
津
徳
浄
寺
・
正
宣
寺
過
日
御
免
御
達
ニ
相
成
申
候
、
裳
附
色
目
之
義
差
支
候
義
等
段
々
取
調
候
上
相
伺
、
褐カ
チ
イ
ロ色
藍
を
濃
く

染
し
申
也

与

相
定
、
右
ニ
付
其
段
大
坂
御
留
主
居
高
山
半
左
衛
門
江
書
状
遣
し
、
尤
色
本
晒
布
ニ
相
染
□
紺
ノ
濃
キ
也
、
尚
又
光
伝
寺
・
小
右
衛

門
江
申
登
候
書
状
之
返
書
ニ
者
、
色
目
之
義
前
以
相
知
れ
候
次
第
、
甚
以
不
審
之
至
、
内
れ
ゟ
承
り
僧
（
マ
マ
）候
哉
、
急
度
吟
味
有
之
様
、

尚
又
右
ニ
付
彼
是
不
足
ケ
間
敷
申
候
次
第
、
甚
以
不
埒
之
至
、
若
彼
是
申
候
ハ
ヽ
御
免
無
之
旨
可
申
聞
申
遣
候
様
、
光
伝
寺
江
申
達
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渡
辺
村
両
寺
院
に
藍
を
濃
く
染
め
た
色
と
す
る
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
が
「
御
免
」
さ
れ
る
。
西
本
願
寺
は
、
こ
の
色
目
が
渡
辺
村
に
前
も
っ
て
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
「
不
審
」
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
若
彼
是
申
候
ハ
ヽ
御
免
無
之
旨
可
申
聞
申
遣
候
」
と
し
て
、
渡
辺
村
両
寺
院
が
こ

の
裁
定
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
に
異
議
を
唱
え
る
場
合
は
色
衣
の
許
可
を
与
え
な
い
と
い
う
強
い
姿
勢
に
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
上
納
金
の
不
足
と

「
色
目
」
を
め
ぐ
る
混
乱
の
収
束
に
努
め
て
い
た
高
山
半
左
衛
門
は
西
本
願
寺
嶋
田
左
兵
衛
に
安
堵
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
が
�
、
事
態
は

そ
れ
ほ
ど
安
泰
で
は
な
か
っ
た
。
渡
辺
村
門
徒
は
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
を
西
本
願
寺
に
問
い
合
わ
せ
て
お
り
�
、
上
納

金
に
つ
い
て
は
五
月
二
五
日
の
時
点
で
、「
色
裳
附
御
免
ニ
付
、
内
々
冥
加
之
義
千
両
之
処
、
未
上
納
之
義
決
着
無
之
」
と
い
う
状
況
で
、

西
本
願
寺
側
は
二
〇
〇
〇
両
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
渡
辺
村
は
上
納
金
を
一
〇
〇
〇
両
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
�
。
本
史
料
か
ら
も
西
本
願
寺
と
渡
辺
村
の
緊
張
関
係
な
ら
び
に
対
抗
関
係
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、渡
辺
村
門
徒
が
拘
っ
た
「
色
目
」
に
視
点
を
移
す
。「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
は
「
畢
竟
黒
も
同
様
之
事
」
と
し
て
、不
満
を
呈
し
て
い
る
「
浮
説
」

の
内
容
こ
そ
、
古
代
官
服
に
端
を
発
す
る
法
衣
や
色
衣
の
体
系
が
天
台
宗
を
通
し
て
、
本
願
寺
教
団
に
国
家
的
序
列
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、

近
世
に
お
け
る
宗
教
上
の
身
分
序
列
化
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
法
衣
は
宗
祖
親
鸞
に
学
び
、
墨
衣
・
墨
袈
裟
を
宗
風
と
し
て
い
た
�
。
こ
う
し
た
宗
風
は
時
代
を
追
う
ご
と
に
門
主
法
衣
を
中

心
と
し
て
変
化
す
る
。
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）、
顕
如
の
門
跡
勅
許
を
契
機
に
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
に
よ
る
公
的
な
社
会
的
地
位
の
向
上

に
よ
り
、
宗
派
全
体
と
し
て
も
法
衣
に
徐
々
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
だ
、
西
本
願
寺
法
衣
式
が
未
分
化
で
あ
っ
た
元
和
七
年

（
一
六
二
一
）、院
家
衆
で
あ
っ
た
明
覚
寺
教
従
が
「
今
日
初
黒
衣
改
メ
其
上
ニ
ク
チ
ハ
ノ
ラ
ン
ケ
ン
ノ
袈
裟
ヲ
着
シ
、出
仕
セ
ン
�
」
と
し
た
。

明
覚
寺
教
従
が
初
め
て
黒
衣
を
改
め
て
、
朽
葉
色
の
袈
裟
で
出
仕
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
門
主
の
准
如
は
「
香
ク
チ
ハ
ヽ
僧
正

着
用
也
、
然
ヲ
明
新
何
ツ
僧
正
ニ
成
候
ヤ
�
」
と
批
判
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
坊
官
の
横
田
内
膳
を
通
じ
て
「
御
堂
ニ
テ
モ
又
ハ
世
間
ニ

テ
モ
最
前
ノ
袈
裟
着
用
候
�
」
と
の
指
示
が
一
般
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
身
分
の
高
い
法
衣
へ
の
要
求
は
院
家
衆
で
あ
っ
て
も
、
部
落

寺
院
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
顕
如
の
門
跡
勅
許
以
降
、
天
台
宗
に
倣
い
な
が
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
整
序
化
さ
れ
た
法
衣
式
は
身
分

上
昇
志
向
に
よ
っ
て
動
揺
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
否
、
完
成
さ
れ
た
整
序
化
は
決
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
こ
う
し
た
身
分
上
昇
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志
向
と
と
も
に
揺
ら
い
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
節
で
は
、
さ
ら
に
渡
辺
村
門
徒
の
法
衣
を
通
し
た
身
分
上
昇
志
向
を
明
ら
か
に
し
、
国
家
的
序
列
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
の
天
皇
・

朝
廷
権
威
が
大
衆
化
し
て
い
く
様
相
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

二
、
九
条
家
へ
の
内
願
と
天
皇
・
朝
廷
権
威

　

前
節
に
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）、
渡
辺
村
両
寺
院
に
色
衣
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
が
許
可
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
に

摂
家
で
あ
る
九
条
家
を
通
し
て
色
衣
許
可
を
願
い
出
て
い
た
。
留
役
所
「
摂
津
諸
記
」
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
七
月
二
三
日
条
に
「
西
木

津
両
寺
色
衣
願
之
義
ニ
付
、
昨
年
ゟ
九
条
様
御
内
谷
脇
玄
蕃
并
右
両
寺
江
引
合
手
続
書
半
帋
帳
一
冊
三
郎
右
衛
門
ゟ
差
出
�
」
と
あ
り
、
色

衣
許
可
に
九
条
家
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
代
表
的
な
近
世
被
差
別
民
で
あ
る
皮
多
身
分
の
者
の
み
が
集
住
す
る
社
会
で

あ
っ
た
渡
辺
村
と
五
摂
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
九
条
家
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
九
日
、
西
本
願
寺
下
間
少
進
よ
り
大
坂
津
村
御
坊
留
主
居
進
藤
左
源
太
に
「
西
木
津
徳
浄
寺
・
正
宣

寺
江
昨
年
格
別
之
次
第
を
以
褐
色
色
衣
御
免
ニ
相
成
候
、
然
処
其
已
然
ゟ
九
条
様
江
色
衣
内
願
筋
申
込
、
至
于
今
種
々
申
込
候
儀
も
有
之
趣

相
聞
、
甚
以
不
束
之
事
ニ
候
�
」
と
の
書
簡
が
送
ら
れ
る
。
一
四
日
、
こ
の
報
を
受
け
た
進
藤
左
源
太
は
本
山
御
用
掛
信
楽
寺
と
と
も
に
、

徳
浄
寺
と
正
宣
寺
を
呼
び
出
し
、事
実
の
確
認
を
す
る
。
両
寺
院
は「
九
条
様
江
内
願
筋
申
上
候
儀
者
、決
而
無
御
座
候
�
」と
の
返
事
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
信
楽
寺
は
村
内
に
て
詳
し
く
調
査
を
行
う
。
す
る
と
、
以
下
の
信
楽
寺
か
ら
の
報
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
門
徒
の
岸
部
屋

伊
右
衛
門
が
手
次
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
�
。

（
前
略
）

段
々
村
内
取
調
候
処
ニ
、
岸
（
岸
部
屋
伊
右
衛
門
）

部
屋
与
申
者
昨
年
死
去
、
娘
壱
人
有
之
、
同
人
相
尋
候
処
、
両
寺
出
願
与
書
付
候
筈
有
之
封
付
有
之
□

□
ニ
右
者
何
ぞ
御
本
山
ゟ
御
沙
汰
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
手
次
江
可
差
出
申
候
、
残
之
旨
申
ニ
付
可
受
取
旨
申
候
得
共
、
不
相
渡
面
前
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ニ
而
為
開
候
処
、
此
間
拝
名
仕
候
御
書
付
之
通
之
書
付
与
外
ニ
今
一
通
有
之
、
元
来
門
徒
内
ニ
而
も
猥
ニ
寺
之
世
話
ハ
不
為
致
、
同

人
義
者
勝
手
向
も
宜
世
話
方
之
内
江
入
有
之
処
、
先
年
両
寺
江
別
段
之
袈
裟
御
免
之
処
、
当
時
外
江
御
免
ニ
相
成
有
之
歎
ケ
敷
趣
、

津
村
御
留
主
居
半
左
衛
門
江
申
候
処
、
左
様
之
義
無
之
、
若
有
之
候
ハ
ヽ
其
方
ニ
而
取
上
ケ
可
申
答
ニ
付
、
私
共
手
元
ゟ
左
様
之
取

計
ハ
出
来
不
申
、
御
達
書
可
入
御
覧
、
弥
相
違
無
之
候
ハ
ヽ
、
色
衣
御
免
可
取
持
与
申
候
ニ
付
、
右
御
達
書
持
出
段
々
申
懸
ニ
而
引

合
等
有
之
由
承
居
候
、
私
共
ニ
而
者
望
無
反
義
ニ
無
相
違
、
村
内
ニ
而
者
右
壱
人
之
外
ニ
右
辺
之
義
致
心
配
候
者
無
之
、
既
ニ
近
頃

上
方
ゟ
色
々
之
事
を
以
村
内
江
入
込
候
人
有
之
、
近
ク
九
条
様
御
内
与
申
入
込
候
人
有
之
候
処
、
□
者
ニ
而
村
内
追
払
候
由
村
内
ニ

而
上
方
恐
入
居
候
次
第
、
只
無
事
様
与
申
居
候
義
ニ
有
之
候
、
就
而
者
色
々
勘
考
致
し
候
処
、
ア
キ
出
ニ
而
嶋
屋
与
申
穢
多
有
之
、

上
方
ニ
居
候
処
近
年
之
穢
多
独
々
国
江
引
取
候
趣
ニ
候
処
、
当
時
上
方
ニ
居
候
趣
承
り
候
、
同
人
岸
部
屋
与
懇
意
之
由
、
同
人
ニ
而

ハ
有
之
間
敷
哉
、
外
ニ
心
当
り
も
無
之
趣
申
出
候
、
尤
ミ
ス
ハ
此
頃
古
ク
相
成
ニ
付
被
下
候
趣
、
九
条
様
ゟ
御
沙
汰
之
義
ハ
有
之
趣

申
居
候
ニ
付
、
其
義
者
不
及
頓
着
旨
申
聞
置
候
旨
申
出

　

本
史
料
は
信
楽
寺
が
渡
辺
村
内
に
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
内
容
が
客
観
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
村
内
の
意
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
は
す
で
に
死
去
し
て
お
り
、
そ
の
娘
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
宅
に
色
衣

許
可
に
関
わ
る
西
本
願
寺
へ
の
願
書
な
ら
び
に
書
付
と
「
外
ニ
今
一
通
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門
が
寺
院

世
話
方
に
入
り
込
ん
で
お
り
、
本
一
件
の
鍵
と
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
「
両

寺
江
別
段
之
袈
裟
」
で
あ
る
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
が
許
可
さ
れ
た
が
、
他
の
部
落
寺
院
へ
も
許
可
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
津
村
御
坊
留
主

居
高
山
半
左
衛
門
に
岸
部
屋
伊
右
衛
門
が
相
談
を
持
ち
か
け
た
と
こ
ろ
「
色
衣
御
免
可
取
持
」
と
し
て
、
色
衣
許
可
の
動
き
が
高
山
半
左
衛

門
と
岸
部
屋
伊
右
衛
門
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
昨
今
は
村
内
に
京
都
よ
り
入
り
込
ん
で
い
る
者
も
少
な
く

な
い
と
し
て
、「
九
条
様
御
内
」
と
申
す
者
も
入
り
込
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
特
に
京
都
の
嶋
屋
と
い
う
者
が
岸
部
屋
伊
右
衛
門
と
結
託

し
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
内
容
を
報
告
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
回
の
九
条
家
へ
の
内
願
一
件
は
岸
部
屋
伊
右
衛
門
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が
執
り
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
渡
辺
村
は
関
知
し
て
い
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
一
件
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
な
っ
て
も
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
。
留
役
所
「
摂
津
諸
記
」
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
三

月
条
に
は
本
一
件
の
調
査
役
と
推
察
で
き
る
山
鹿
三
郎
右
衛
門
に
よ
る
詳
し
い
報
告
が
な
さ
れ
た
�
。
そ
の
報
告
に
よ
っ
て
、
九
条
家
と
渡

辺
村
、
お
よ
び
、
西
本
願
寺
の
三
者
の
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
三
月
七
日
午
刻
、
大
坂
南
久
太
郎
町
の
常
満
寺
が
役
寺
と
し
て
、
渡
辺
村
に
赴
く
�
。
常
満
寺
が
聞
き
取
っ
た

内
容
は
「
右
色
衣
之
儀
ハ
最
初
先
々
御
留
主
居
高（
高
山
半
左
衛
門
）

山
主
水
殿
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
江
被
申
聞
候
よ
り
事
起
り
候
」
と
要
約
で
き
る
も
の
で
、

前
述
し
た
第
二
点
目
で
あ
る
「
色
衣
御
免
」
の
動
機
が
報
告
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
報
告
内
容
と
し
て
、
ま
ず
「
類
寺
江
者
一
代

緞
子
袈
裟
類
寺
類
村
着
用
御
免
二
相
成
、
私
共
江
ハ
自
坊
限
之
御
免
如
何
之
御
間
違
ニ
候
哉
と
、
村
中
一
統
御
不
足
ニ
奉
存
候
」
と
し
て
、

岸
部
屋
伊
右
衛
門
が
大
坂
津
村
御
坊
高
山
半
左
衛
門
に
渡
辺
村
の
不
当
な
状
況
を
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門
の
訴

え
を
受
け
た
高
山
半
左
衛
門
は
、
西
本
願
寺
に
上
申
す
る
。
高
山
半
左
衛
門
は
「
自
然
着
用
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
見
当
り
次
第
取
上
ケ
持
参

可
仕
」
と
の
指
示
を
受
け
る
。
勝
手
に
緞
子
袈
裟
を
着
用
し
た
住
持
は
衣
体
を
取
り
上
げ
、
処
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
山
半
左
衛
門

は
他
部
落
寺
院
へ
の
「
御
免
」
に
間
違
い
が
な
い
場
合
は
「
両
寺
江
色
衣
御
免
ニ
相
成
候
様
取
計
可
遺
旨
」
と
、
渡
辺
村
両
寺
院
に
色
衣
着

用
許
可
が
下
り
る
よ
う
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
を
岸
部
屋
伊
右
衛
門
に
約
束
し
た
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門
は
「
和
州
摂
州
等
の
類
寺
ゟ
夫
々
御

免
書
借
り
受
来
り
、
御（
高
山
半
左
衛
門
）

留
主
居
江
見
セ
」、
他
部
落
寺
院
へ
の
「
御
免
」
が
公
式
に
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
容
易
に
渡
辺
村
両
寺
院
の
色
衣
着
用
許
可
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
常
満
寺
は
岸
部
屋
伊
右
衛
門
の
村
中
へ
の
面
目
が
潰
れ
た
格
好
に
な
り
、
取
次
料
の
一
〇
〇
両
を
自
ら
納
め
て
ま

で
も
、
九
条
家
へ
内
願
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
常
満
寺
は
本
一
件
を
「
根
元
ハ
全
其
門
徒
共
ゟ
九
条
様
江
願
込
候
ゟ

事
起
り
候
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
九
条
家
へ
の
内
願
は
村
内
で
の
認
知
は
あ
っ
た
も
の
の
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
個
人
に
よ
る
働
き
か
け
で
あ
っ
た
と
の
評
価

を
西
本
願
寺
は
得
て
い
た
。
近
世
身
分
社
会
の
底
辺
に
位
置
し
て
い
た
皮
多
村
が
村
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
摂
家
九
条
家
と
連
絡
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を
取
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
の
真
偽
は
本
史
料
か
ら
の
み
で
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
常
満
寺
の
結
論
部
分
か
ら
考
察
す
る
と
、「
皮

多
町
村
」
で
あ
っ
た
渡
辺
村
の
一
個
人
か
ら
九
条
家
へ
の
内
願
が
起
こ
り
う
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
西
本
願
寺
役
寺
は
少
な
く
と
も
認
識

し
て
い
た
。

　

同
日
（
三
月
七
日
）
酉
刻
、
山
鹿
三
郎
右
衛
門
の
依
頼
を
受
け
、
寺
役
で
あ
り
岸
部
屋
伊
右
衛
門
の
親
類
で
も
あ
っ
た
大
和
屋
又
兵
衛
と

徳
浄
寺
・
正
宣
寺
が
津
村
御
坊
を
訪
れ
る
。
大
和
屋
又
兵
衛
は
本
一
件
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
�
。
大
和
屋
又
兵
衛
は
「
一
条
様
御
内
藤

田
雄
左
衛
門
と
申
人
者
一
向
承
知
不
仕
候
、
九
条
様
御
家
来
辻
九
十
九
義
ハ
懸
り
ニ
而
承
知
仕
居
候
」
と
具
体
的
な
人
物
名
を
あ
げ
て
報
告

を
行
う
。
そ
し
て
、「
右
一
件
最
初
ゟ
掛
り
合
居
候
九
十
九
儀
委
く
承
知
之
事
ニ
候
間
、
一
条
様
藤
田
雄
左
衛
門
与
申
者
江
内
談
仕
、
九
条

様
江
出
願
為
致
候
儀
ニ
多
分
相
違
有
間
敷
哉
ニ
奉
存
候
」
と
持
論
を
展
開
す
る
。
本
一
件
に
九
条
家
家
臣
の
辻
九
十
九
が
当
初
よ
り
関
係
し

て
お
り
、
辻
九
十
九
と
一
条
家
家
臣
藤
田
雄
左
衛
門
が
内
談
し
、
九
条
家
に
出
願
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
渡
辺
村
と
辻
九
十
九
と
の
関
係

性
は
「
九
条
様
御
家
来
ハ
先
年
翠
簾
拝
領
仕
候
廉
を
以
、
村
方
江
折
節
被
罷
越
人
も
有
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
関
係

が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、
信
楽
寺
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
嶋
屋
に
つ
い
て
大
和
屋
又
兵
衛
は
「
嶋
屋
義
ハ
先
年
京
都
引
払
、
村

方
江
参
居
候
得
共
、
是
も
其
後
親
子
と
も
死
去
仕
、
只
今
ニ
而
ハ
跡
も
絶
申
候
」
と
答
え
て
お
り
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
と
嶋
屋
の
関
係
に
つ

い
て
は
何
ら
の
言
及
も
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
山
鹿
三
郎
右
衛
門
は
、
常
満
寺
の
報
告
と
大
和
屋
又
兵
衛
の
聞
き
取
り
に
よ
り
、
岸

部
屋
伊
右
衛
門
と
辻
九
十
九
、
藤
田
雄
左
衛
門
と
い
う
人
物
を
介
し
て
、
九
条
家
へ
の
内
願
が
行
わ
れ
た
経
緯
と
現
状
理
解
を
深
め
た
。

　

さ
て
、
本
一
件
の
解
決
を
模
索
す
る
山
鹿
三
郎
右
衛
門
は
岸
部
屋
伊
右
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
二
通
の
免
状
を
本
山
に
献
上
さ
せ
る
こ
と

を
行
う
。「
御
利
解
之
通
右
免
状
弐
通
共
御
本
山
江
献
上
可
仕
、
元
来
右
之
品
頂
戴
仕
候
ゟ
事
起
候
儀
、
是
を
以
穏
ニ
事
済
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、

於
両
寺
も
重
畳
難
有
奉
存
候
」
と
し
て
、
本
山
と
し
て
も
、
渡
辺
村
に
混
乱
が
生
じ
な
い
た
め
に
も
必
要
な
処
置
と
考
え
て
い
た
。「
九
条

様
御
家
来
よ
り
右
免
状
御
本
山
江
差
上
候
迚
、
彼
是
村
方
江
申
出
候
筋
ニ
ハ
無
之
、
自
然
申
出
候
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
姓
名
承
り
早
束
御
本
山

江
申
出
可
申
」
と
の
原
則
を
渡
辺
村
両
寺
院
な
ら
び
に
大
和
屋
又
兵
衛
に
徹
底
さ
せ
、
達
書
を
両
寺
院
に
遣
わ
し
た
�
。
こ
の
「
彼
是
村
方

江
申
出
候
筋
ニ
ハ
無
之
」
が
西
本
願
寺
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。
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三
月
一
一
日
、
渡
辺
村
か
ら
九
条
家
へ
の
内
願
の
経
緯
と
現
状
を
掴
み
、
免
状
を
本
山
に
提
出
さ
せ
た
山
鹿
三
郎
右
衛
門
は
、
い
よ
い
よ

九
条
家
を
訪
問
し
、
家
臣
の
谷
脇
玄
蕃
と
面
会
す
る
。
山
鹿
三
郎
右
衛
門
は
事
の
次
第
を
述
べ
た
。
谷
脇
玄
蕃
は
「
存
外
之
事
ニ
候
」
と
述

べ
て
お
り
、
驚
き
を
隠
せ
な
い
。
谷
脇
玄
蕃
は
本
件
に
何
ら
か
の
「
金
子
」
が
動
き
�
、
九
条
家
家
臣
ば
か
り
で
な
く
一
条
家
家
臣
で
あ
る

藤
田
雄
左
衛
門
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
に
事
態
悪
化
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
た
。「
仲
人
藤
田
雄
□
□
□
先
方
ニ
不
拘
取
調
之

儀
出
願
之
趣
意
ニ
ハ
困
入
候
、
尤
品
ニ
ゟ
□
訴
ニ
も
可
相
成
哉
も
難
計
由
顔
面
ニ
認
有
之
候
得
共
、
右
ハ
元
来
願
人
表
江
発
シ
候
者
ニ
も
無

之
、
殊
ニ
仲
人
限
之
願
ニ
而
公
辺
ニ
而
取
上
ケ
不
申
、
迚
も
其
場
江
ハ
至
り
間
敷
候
得
共
、
彼
是
取
沙
汰
ニ
御
称
号
出
申
ニ
ハ
恐
れ
、
右
一

件
ニ
ハ
甚
引
合
ニ
こ
ま
り
入
候
」
と
、
九
条
家
と
し
て
は
訴
訟
に
で
も
な
り
、
九
条
家
の
名
前
が
取
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
西
本
願
寺
側
の
山
鹿
三
郎
右
衛
門
は
、
一
〇
〇
両
を
納
め
て
い
る
西
木
津
両
寺
院
自
体
が
色
衣
許
可
を
繰
り
返
し

内
願
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
藤
田
雄
左
衛
門
に
依
頼
し
た
こ
と
も
な
く
、
渡
辺
村
へ
の
免
状
も
西
本
願
寺
に
提
出
さ
せ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
西
本
願
寺
と
し
て
の
過
失
は
な
く
根
本
は
解
決
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
藤
田
雄
左
衛

門
が
仲
人
役
を
行
う
の
は
理
解
し
が
た
く
、「
最
初
ゟ
願
望
之
儀
ハ
不
相
叶
儀
ハ
承
知
之
事
指
支
不
申
筋
ニ
而
御
免
被
遣
候
」「
金
子
御
下
ケ

之
儀
願
立
候
筋
ニ
被
存
」
と
し
て
、「
金
子
」
が
目
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
右
等
之
儀
表
ニ
相
成
候

而
ハ
九
条
様
御
称
号
計
ニ
無
之
、
一
条
様
之
御
称
号
茂
出
可
申
」
と
述
べ
、
九
条
家
ば
か
り
で
な
く
一
条
家
の
名
前
も
取
沙
汰
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
答
え
て
い
る
。
西
本
願
寺
と
し
て
は
、「
先
日
以
来
無
御
覆
蔵
御
内
談
之
義
ニ
候
得
ハ
、
大
坂
表
取
調
之
始
末
有
成
之
儘

及
御（
マ
マ
）御
咄
ニ
可
申
片
可
然
旨
被
申
付
候
、
篤
与
御
勘
考
之
上
御
挨
拶
ニ
よ
り
右
之
品
、
何
時
ニ
而
茂
御
廻
シ
可
被
申
候
」
と
、
訴
訟
に
な
っ

た
と
し
て
も
渡
辺
村
両
寺
院
な
ら
び
に
大
和
屋
又
兵
衛
に
あ
り
の
ま
ま
を
報
告
す
る
こ
と
を
申
付
け
て
お
り
、
非
常
に
強
く
固
い
姿
勢
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
九
条
家
へ
の
西
本
願
寺
の
姿
勢
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
末
寺
で
あ
る
渡
辺
村
両
寺
院
の
行
動
に
対
し
て
、

九
条
家
に
詫
び
る
様
子
も
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
谷
脇
玄
蕃
と
山
鹿
三
郎
右
衛
門
の
内
談
で
は
、
谷
脇
玄
蕃
の
心
配
を
よ
そ
に
山
鹿
三
郎

右
衛
門
は
「
何
分
有
躰
之
儘
御
咄
申
候
事
故
、篤
与
御
勘
考
ニ
預
り
度
段
申
述
候
」
と
西
本
願
寺
の
立
場
を
堅
持
し
、九
条
家
の
対
応
を
迫
っ
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て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
鑑
み
る
と
、
西
本
願
寺
は
「
色
衣
御
免
」
な
ど
衣
体
規
定
に
つ
い
て
は
宗
派
内

に
お
け
る
専
権
事
項
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
鹿
三
郎
右
衛
門
の
言
葉
「
最
初
ゟ
願
望
之
儀
ハ
不
相
叶
儀
ハ
承
知
之
事

指
支
不
申
筋
ニ
而
御
免
被
遣
候
ハ
、
ケ
様
之
故
障
ハ
出
来
不
申
候
」
と
の
藤
田
雄
左
衛
門
へ
の
批
判
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。
藤
田
雄
左
衛
門

は
「
最
初
ゟ
願
望
之
儀
ハ
不
相
叶
儀
ハ
承
知
之
事
」
で
あ
る
と
西
本
願
寺
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
衣
体
規
定
の
権
限
が
本
寺
に
存

し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
「
九
条
様
御
家
来
よ
り
右
免
状
御
本
山
江
差
上
候
迚
、
彼
是
村
方
江
申
出
候
筋
ニ

ハ
無
之
」
と
の
山
鹿
三
郎
右
衛
門
の
文
言
は
、
衣
体
規
定
を
司
る
の
は
各
宗
派
本
山
に
任
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
と
の
理
解
に
た
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
西
本
願
寺
は
本
件
の
対
応
に
毅
然
か
つ
一
貫
し
た
対
応
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
岸
部
屋
伊
右
衛
門
は
色
衣
内
願
に
際
し
て
九
条
家
へ
と
接
近
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
摂
家
と
し
て
の
権
威
、
お
よ
び
、

西
本
願
寺
が
九
条
家
の
「
猶
子
�
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
山
で
あ
る
西
本
願
寺
に
内
密
に
申
請
を
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
前
者
の
摂
家
と
し
て
の
権
威
が
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
摂
家
と
し
て
の
家
職
は
朝
廷
の
公
事
・
有
職
・
儀
式
な
ど
の
専
門
職
で
、
近
世
国
家
の
公
権
力
か
ら
承
認
さ
れ

た
特
権
と
支
配
と
し
て
の
要
素
が
あ
っ
た
�
。
特
に
有
職
に
お
い
て
は
元
和
六
年（
一
六
二
〇
）の
徳
川
和
子
の
入
内
、寛
永
三
年（
一
六
二
六
）

の
二
条
城
行
幸
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
大
嘗
会
と
華
麗
に
展
開
し
て
い
き
、
徐
々
に
国
学
の
発
達
と
幕
府
の
伝
統
尊
重
の
政
策
と
相

ま
っ
て
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
家
職
を
も
つ
公
家
に
伝
統
的
権
威
の
移
譲
を
求
め
る
動
き
は
本
事
例
の
み
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
近
世
に
お
い
て
西
本
願
寺
門
前
に
位
置
し
た
正
光
寺
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
年
に
は
霊
元
天
皇
第
一
四
皇
子
嘉
智
宮
の
母
で
あ

る
智
徳
院
（
藤
谷
〈
藤
原
〉
為
條
女
・
新
大
納
言
御
局
）
に
よ
っ
て
、
上
位
の
者
に
し
か
使
用
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
「
菊
金
紋
挟
箱
」「
網

代
輿
」
の
使
用
許
可
を
得
た
。
ま
た
、宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
九
条
家
紋
付
の
挑
燈
の
使
用
を
獲
得
し
、同
年
に
九
条
尚
実
よ
り
「
正

光
寺
」
の
額
字
の
下
付
が
な
さ
れ
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
本
願
寺
証
如
が
九
条
尚
経
の
猶
子
に
な
り
、
天
文
五
年
（
一
五
三
八
）

に
四
方
膳
・
一
八
文
の
高
麗
縁
の
使
用
許
可
を
獲
得
し
、
翌
年
に
大
僧
都
に
昇
進
し
た
よ
う
に
、
数
百
年
を
経
た
後
に
は
末
寺
た
ち
が
身
分

を
表
象
す
る
衣
体
や
生
活
上
の
様
々
な
道
具
に
身
分
上
昇
の
シ
ン
ボ
ル
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
天
皇
・
朝
廷
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権
威
に
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
部
落
寺
院
に
お
け
る
身
分
上
昇
志
向
の
拡
大

　

天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
、
徳
浄
寺
と
正
宣
寺
に
色
衣
着
用
が
許
さ
れ
て
八
年
後
、
徳
浄
寺
新
看
坊
了
忍
な
ら
び
に
門
徒
は
、
西

本
願
寺
に
対
し
て
、
①
房
号
使
用
願
い
、
②
先
住
職
の
自
影
願
い
、
③
色
衣
着
用
願
い
の
三
点
の
内
願
を
行
う
�
。

　

①
の
房
号
の
使
用
許
可
に
つ
い
て
は
「
諸
事
心
得
之
記
�
」
に
「
三
官
中
、
院
家
院
号
、
内
陣
・
余
間
房
号
、
飛
檐
・
初
中
後
庵
号
、
右

願
出
候
節
、
院
家
者
寺
跡
ニ
よ
つ
て
被
下
候
、
併
容
易
ニ
者
不
被
下
�
」
と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
容
易
に
許
可
が
下
り
る
性
質
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
化
・
文
政
期
に
な
っ
て
、「
右
房
号
等
格
別
之
勤
功
有
之
、
願
出
候
ヘ
ハ
御
免
之
事
も
有
之
�
」
と
、
よ
う
や
く

特
別
な
功
績
が
あ
っ
た
場
合
に
免
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
判
断
し
、
徳
浄
寺
は
願
い
出
て
い
る
と
推
察
で
き
よ

う
。
②
の
先
住
職
の
自
影
に
つ
い
て
は
、「
諸
事
心
得
之
記
」
に
は
「
自
影
願
之
節
ハ
五
尊
御
免
之
上
ニ
而
御
免
�
」「
自
影
ニ
御
讃
願
出
候

共
堅
ク
御
免
無
之
事
�
」
と
あ
り
、「
五
尊
�
」
の
「
御
免
」
後
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
、
自
影
に
正
信
偈
な
ど
の
御
文
を
加
え
な
い
こ
と
な

ど
の
規
定
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
寺
院
と
し
て
の
格
式
を
荘
厳
化
す
べ
く
、
こ
う
し
た
住
職
の
絵
像
を
申
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
③

の
色
衣
着
用
願
い
に
つ
い
て
は
記
事
を
抜
粋
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
�
。

且
又
私
義
当
九
月
住
職
御
免
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
老
僧
義
先
年
空
色
衣
奉
願
上
候
処
、
願
之
通
早
速
御
聞
済
被
成
下

難
有
奉
存
候
、
右
ニ
付
今
般
私
義
も
同
様
空
色
衣
奉
願
上
度
ニ
付
、
何
卒
御
憐
愍
之
御
慈
悲
を
以
右
願
之
通
御
免
被
為
成
下
候
者
、

広
大
之
御
慈
愍
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候

　

本
記
事
か
ら
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
、「
老
僧
」
の
前
看
坊
覚
了
�
が
「
空
色
衣
」
を
「
御
免
」
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
当
住

の
徳
浄
寺
看
坊
了
忍
も
同
様
に
「
空
色
衣
」
の
着
用
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
空
色
衣
」
と
の
文
言
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で
あ
る
。
西
本
願
寺
か
ら
免
許
さ
れ
た
色
衣
は
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
を
あ
え
て
「
空
色
」
と
表
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
は
、
渡
辺
村
門
徒
の
矜
持
と
身
分
に
対
す
る
敏
感
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
よ
り
高
次
の
身
分
へ
の
拘
り
を
感
得
で
き

る
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
こ
う
し
た
徳
浄
寺
の
内
願
に
西
本
願
寺
事
務
官
は
以
下
の
史
料
に
表
れ
る
よ
う
に
明
確
な
態
度
を
示
す
。

な
お
、
以
下
の
史
料
の
箇
条
書
き
部
分
は
徳
浄
寺
の
三
点
の
内
願
に
対
応
し
て
い
る
�
。

一
、
房
号
之
儀
者
所
詮
伺
上
も
無
之
、
尤
庵
号
も
同
様
之
義
ニ
候
得
共
、
徳
浄
寺
を
徳
浄
庵
と
歟
改
号
之
志
願
ニ
候
哉
、
又
ハ
当
住
ニ

庵
号
願
歟
、
所
詮
御
取
上
ケ
無
之
被
存
候
得
共
、
入
念
一
応
承
り
置
度
事

一
、
自
影
之
儀
者
惣
道
場
ニ
御
免
ニ
相
成
候
哉
、
御
寺
法
ニ
無
之
ニ
付
伺
迄
も
無
之
候
得
共
、
御
定
弐
通
上
納
之
上
ニ
別
段
百
金
程
上

納
ニ
相
成
候
義
歟
、
此
義
も
伺
之
上
ニ
而
如
何
之
御
沙
汰
ニ
相
成
候
哉
難
計
候
得
と
も
、
一
応
承
り
置
度
事

一
、
空
色
衣
と
申
者
定
而
カ
チ
色
之
義
と
被
存
候
、
右
者
先
看
坊
莫
太
之
御
取
持
有
之
、
旁
以
着
用
御
免
ニ
相
成
候
得
共
、
当
度
更
ニ

願
上
候
義
ニ
候
ハ
ヽ
、
先
緞
子
袈
裟
継
目
等
之
次
第
不
相
立
候
ハ
而
者
、
右
色
衣
御
免
無
之
儀
ニ
候
間
、
右
等
之
次
第
者
相
済
有
之

哉
、
右
辺
承
り
置
事

　

右
之
通
歎
願
書
差
出
候
、
同
日
慎
十
郎
江
申
達
置
候
、
尤
小
奏
者
手
限
り
ニ
而
之
尋
ニ
仕
、
慎
十
郎
江
申
含
置
候
処
惣
代
同
行
甚
不

案
内
届
者
ニ
而
一
ト
先
帰
国
之
上
御
返
答
可
申
上
旨
ニ
而
引
取
、
其
儘
当
時
迄
延
引
仕
居
候
旨
ニ
御
座
候

　
　
　

戍
十
一
月
廿
一
日 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
左
衛
門

　

房
号
に
つ
い
て
は
、「
所
詮
伺
上
も
無
之
」
と
し
て
、
西
本
願
寺
の
強
固
な
姿
勢
が
理
解
で
き
る
。「
御
免
」
さ
れ
る
可
能
性
は
限
り
な
く

低
い
と
「
次
郎
左
衛
門
」
は
判
断
し
て
い
た
。
自
影
に
つ
い
て
は
、「
御
寺
法
」
に
例
が
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
渡
辺
村
が
申
請
書
と
と
も

に
一
〇
〇
両
程
を
上
納
す
る
つ
も
り
だ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。「
一
応
承
り
置
度
事
」
と
、
次
郎
左
衛
門
は
留
め
置
く
よ
う
処
理
し
た
。

こ
う
し
た
「
次
郎
左
衛
門
」
の
認
識
か
ら
推
察
す
る
と
、
渡
辺
村
門
徒
の
西
本
願
寺
へ
の
懇
志
と
そ
の
引
き
換
え
と
し
て
の
身
分
上
昇
が
本
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山
事
務
官
に
お
い
て
も
当
然
の
ご
と
く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
三
点
目
の
「
色
衣
御
免
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
次
郎
左
衛
門
」

は
「
空
色
衣
」
と
は
「
カ
チ
色
」
の
こ
と
で
あ
る
理
解
し
て
い
る
。「
色
衣
御
免
」
の
以
前
に
緞
子
袈
裟
の
「
御
免
」
が
必
要
で
あ
る
と
の

認
識
を
「
次
郎
左
衛
門
」
は
示
し
た
。

　

さ
て
、「
次
郎
左
衛
門
」
は
、
西
本
願
寺
に
お
い
て
上
位
の
地
位
に
い
る
と
推
察
で
き
る
前
田
相
馬
に
上
申
す
る
�
。
前
田
相
馬
は
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
）
二
月
二
六
日
、『
伺
帳
』
な
る
帳
面
で
西
本
願
寺
中
枢
の
意
向
を
聞
く
。
中
枢
部
は
「
弐
ケ
条
之
義
者
不
容
易
之
訳
柄

ニ
而
御
聞
済
難
相
成
筋
と
相
心
得
候
、
褐
色
裳
附
之
義
ハ
天
保
十
亥
年
之
次
第
も
有
之
�
」
と
の
認
識
を
示
し
、「
次
郎
左
衛
門
」
の
認
識

同
様
、
あ
る
い
は
、「
次
郎
左
衛
門
」
の
助
言
に
よ
っ
て
か
、
西
本
願
寺
と
し
て
、
房
号
と
自
影
の
内
願
は
取
り
下
げ
ら
れ
、
色
衣
内
願
に

つ
い
て
は
前
看
坊
の
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
前
向
き
に
検
討
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
看
坊
の
本
山
へ
果
た
し
た
実
績
と
比
し
て
、

徳
浄
寺
現
住
職
の
了
忍
の
実
績
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、徳
浄
寺
に
「
其
方
ハ
未
タ
廉
立
候
御
奉
公
も
無
之
、此
辺
之
義
者
如
何
相
心
得
候
哉
�
」

と
の
問
い
か
け
を
行
う
。
徳
浄
寺
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
�
。

御
尤
ニ
奉
存
候
而
何
成
と
も
御
用
之
義
被
仰
付
被
下
度
、
急
度
出
情
可
仕
候
、
併
時
節
柄
ニ
御
座
候
間
、
先
年
和
州
円
照
寺
御
使
僧

被
相
勤
候
節
之
通
り
、
懇
志
上
納
者
仕
兼
候
、
此
儀
者
御
心
得
置
被
下
候
て
、
時
節
柄
相
応
之
御
用
向
被
仰
付
被
下
度
旨
申
居
候

　
「
色
衣
御
免
」
と
い
う
身
分
上
昇
内
願
に
際
し
て
、
徳
浄
寺
は
「
何
成
と
も
御
用
之
義
被
仰
付
被
下
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
懇
志
」

上
納
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
の
困
難
な
状
況
を
示
し
、「
時
節
柄
相
応
之
御
用
向
被
仰
付
被
下
度
旨
」を
望
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る「
御

用
」
こ
そ
が
、
身
分
上
昇
の
承
認
と
引
き
換
え
に
天
秤
棒
の
ご
と
く
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
渡
辺
村
の
西
本
願
寺

に
対
す
る
「
御
用
」
と
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
年
頭
中
元
御
境
内
台
挑
燈
」
や
「
御
太
鼓
」
の
張
替
な
ど
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

こ
で
問
わ
れ
て
い
る
「
御
用
」
と
は
ま
さ
に
前
看
坊
が
行
っ
て
き
た
莫
大
な
「
懇
志
」（
金
子
）
で
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
は
「
右
之
次
第
ニ

御
座
候
故
、
銀
拾
貫
目
歟
金
弐
百
両
位
御
勝
手
向
御
助
成
等
歟
、
名
目
を
以
御
馳
走
申
上
候
様
申
聞
候
而
者
如
何
御
座
候
哉
�
」
と
答
え
て
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お
り
、
そ
の
姿
勢
は
「
名
目
を
以
御
馳
走
申
上
候
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
西
本
願
寺
が
欲
し
て
い
る
の
は
、「
御
用
」
と
し
て
の
渡
辺
村

の
財
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
一
〇
月
、
徳
浄
寺
は
、
先
例
に
従
っ
て
緞
子
袈
裟
着
用
を
願
い
出
る
。
無
論
、
こ
れ
は
「
色
衣
御
免
」
へ
の
一

階
梯
で
あ
っ
た
。
徳
浄
寺
は
「
尤
褐
色
之
外
ニ
而
御
寺
法
ニ
御
差
支
不
相
成
色
目
、
格
別
之
思
召
を
以
布
裳
附
之
義
前
書
之
通
、
明
年
御
法

会
茂
被
為
在
候
御
儀
ニ
付
、格
別
之
御
憐
愍
を
以
拙
寺
奉
願
候
義
御
許
容
被
成
下
候
�
」
と
し
て
、早
く
も
「
色
衣
御
免
」
へ
の
布
石
を
打
ち
、

「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
以
外
の
色
に
改
色
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。

　

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
七
日
、
西
本
願
寺
家
司
上
原
数
馬
は
徳
浄
寺
の
「
色
衣
御
免
」
内
願
に
対
し
、「
格
別
之
懇
志
江
対
し
追

而
御
免
可
有
之
旨
丈
者
御
沙
汰
被
成
下
候
�
」
と
の
基
本
姿
勢
を
御
用
番
嶋
田
左
兵
衛
に
伝
え
た
。
具
体
的
に
は
「
半
金
五
百
両
、
今
日
ニ

而
も
令
上
納
候
ハ
ヽ
、
明
日
ニ
而
も
御
免
之
義
可
相
達
、
其
上
跡
半
金
五
百
両
上
納
之
上
色
目
之
義
可
申
達
�
」
と
い
う
も
の
で
、
ま
ず
、

半
金
の
五
〇
〇
両
を
上
納
し
た
後
、「
色
衣
御
免
」
を
行
い
、
さ
ら
に
半
金
五
〇
〇
両
に
て
色
目
を
沙
汰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
月
一
〇
日
、

徳
浄
寺
は
半
金
五
〇
〇
両
の
上
納
が
完
済
し
た
ら
し
く
、
色
裳
附
の
居
村
限
り
で
の
着
用
が
「
御
免
」
に
な
る
�
。
そ
の
翌
年
の
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
一
〇
月
、
い
よ
い
よ
色
目
に
つ
い
て
の
沙
汰
が
下
り
た
。

ア　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
一
〇
月
三
日
条
� 

　
　
　

十
月
三
日　
　
　
　
　
　

摂
州
東
成
郡
生
玉
之
庄
大
坂
船
場
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
道
場
徳
浄
寺　

看
坊　

了
忍

　

一
、
従
来
御
本
山
崇
敬
、
且
昨
春
大
谷
御
修
覆
ニ
付
而
ハ
、
出
精
御
手
伝
有
之
候
段
奇
特
之
至
、
依
之
兼
而
御
請
高
満
金
之
上
ハ
為

　

御
褒
美
、
其
身
一
代
藍
鼠
色
裳
附
藍
鼠
居
村
限
御
免
可
被
仰
出
候
条
、
御
内
意
申
達
事

イ　

同
右
、
一
〇
月
九
日
条
� 

　
　

以
剪
紙
申
達
候
、
然
者
西
木
津
徳
浄
寺
先
達
而
上
京
之
砌
、
兼
而
内
願
色
衣
改
色
之
義
ニ
付
、
金
千
両
上
納
可
致
引
合
之
処
、
右
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を
大
谷
御
法
会
御
手
伝
と
し
て
千
金
之
内
金
四
百
両
上
納
、
且
当
七
月
御
皆
済
御
用
ニ
付
百
両
上
納
有
之
、
猶
亦
龍
谷
会
同
寺
上
京

之
砌
、
別
段
御
荼
毘
所
之
義
も
御
馳
走
御
手
伝
可
申
候
、
将
残
り
五
百
両
之
処
も
明
春
迄
ニ
上
納
御
請
申
出
候
ニ
付
、
色
衣
御
免
御

内
意
申
達

　
　
（
後
略
）

　

史
料
ア
・
イ
か
ら
、
徳
浄
寺
に
色
衣
藍
鼠
色
裳
附
の
「
御
免
」
が
内
示
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
前
看
坊
了
法
が
「
御
免
」
さ
れ
た

「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
が
「
藍
鼠
色
」
に
改
色
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
約
束
の
一
〇
〇
〇
両
は
完
済
し
て
い
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず

こ
う
し
た
内
示
が
あ
っ
た
の
は
、
御
荼
毘
所
へ
の
「
御
馳
走
御
手
伝
」
が
あ
り
、
翌
春
に
は
残
金
五
〇
〇
両
を
納
め
る
予
定
で
あ
っ
た
か
ら

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
徳
浄
寺
の
「
元
来
都
合
千
金
上
納
可
有
之
処
、
先
達
而
内
四
百
両
上
納
ニ
而
、
残
金
之
儀
ハ
弐
百
両
ニ
而
御
容

赦
被
成
下
度
段
相
歎
候
趣
有
之
�
」
と
の
願
い
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
一
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
徳
浄
寺
門
徒
に
対
し
改
色
さ
れ
た

色
衣
の
内
容
を
前
も
っ
て
示
す
こ
と
で
、
上
納
へ
の
意
識
高
揚
を
ね
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
本
願
寺
に
お
け
る
宗
教
的
象
徴
物
・
身
分
的
表
象
物
は
先
例
に
よ
っ
て
徐
々
に
体
系
化
さ
れ
て
い
く
性
質
を
有
し
た
。

よ
っ
て
、
一
度
先
例
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
同
一
寺
院
の
次
住
持
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
徳
浄
寺
と
同
様
に
、
正
宣
寺
新
看
坊
観
由

も
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
一
七
日
、
前
看
坊
恵
由
と
同
様
の
色
衣
を
要
求
し
て
い
る
�
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
先
例
は
同
身
分
集
団
へ
の
「
ひ
な
型
」
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
次
の
史
料
は
、
渡
辺
村
寺
院
へ
の
緞
子
袈
裟

の
「
御
免
」
が
先
例
と
な
り
、
他
村
の
部
落
寺
院
の
申
請
へ
の
体
系
化
を
促
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
�
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摂
州
西
成
郡
宮
崎
村　

河
原
者
惣
道
場　

正
徳
寺　
　

一
、
先
達
而
一
代
唐
艸
緞
子
五
条
袈
裟
奉
願
上
度
旨
願
出
候
へ
共
、
同
国
役
人
村
惣
道
場
徳
浄
寺
・
正
宣
寺
両
寺
へ
差
支
之
儀
も
可
有

之
哉
と
存
候
ニ
付
、
津
村
御
坊
御
留
守
居
江
其
趣
相
尋
候
処
、
差
支
之
儀
無
之
趣
申
出
、
猶
其
後
右
両
寺
格
別
之
御
取
扱
も
有
之
候
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事
故
、
弥
差
支
之
次
第
無
之
候
ニ
付
、
則
先
例
取
調
之
処
、
別
帋
之
通
ニ
御
座
候

　
　
（
中
略
）

一
、
従
来
河
原
者
ゟ
一
代
浅
黄
緞
子
五
条
袈
裟
出
願
之
節
、
御
免
有
之
候
ニ
付
、
其
濫
觴
取
し
ら
へ
候
処
、
天
明
三
寅
年
・
寛
政
八
年
・

同
十
二
年
・
文
化
六
年
、
右
四
度
摂
州
西
木
津
村
惣
道
場
正
宣
寺
・
徳
浄
寺
両
寺
江
御
免
有
之
、
尤
右
両
寺
儀
者
従
来
御
馳
走
筋
令

心
配
、
別
而
御
影
堂
修
復
ニ
付
、
格
別
致
出
情
候
訳
柄
ニ
而
御
免
有
之
候
処
、
其
後
文
化
十
二
年
筑
前
願
照
寺
・
浄
福
寺
・
松
源
寺
、

右
三
ケ
寺
之
者
ゟ
為
冥
加
金
百
両
致
上
納
達
々
相
歎
、
尤
身
分
不
相
応
之
衣
体
容
易
ニ
御
免
難
被
成
筋
、
且
ハ
右
西
木
津
両
寺
与
同

日
之
論
ニ
而
者
無
之
候
得
共
、
既
ニ
如
上
件
先
□
□
御
免
之
例
茂
有
之
、
且
其
頃
御
融
通
向
御
繁
多
之
折
柄
、
右
三
ケ
寺
申
合
心
配

致
上
納
候
ニ
付
、
従
来
御
馳
走
向
出
情
之
振
を
以
、
右
三
ケ
寺
江
其
身
一
代
自
坊
限
、
右
衣
体
着
用
御
免
有
之
候
処
、
其
後
外
寺
ゟ

追
々
願
出
御
免
有
之
候
へ
共
、
冥
加
上
納
方
不
同
有
之
候
ニ
付
、
此
度
御
定
法
相
立
、
従
来
御
本
山
崇
敬
之
心
底
ゟ
御
馳
走
筋
出
情
、

或
者
御
改
革
ニ
付
格
別
御
取
持
致
心
配
、
復
者
年
来
被
仰
出
之
御
趣
意
如
実
ニ
御
請
申
上
、
或
者
格
別
勤
功
有
之
候
も
の
共
ゟ
願
出

候
節
者
、
其
身
一
代
自
坊
限
浅
黄
唐
艸
緞
子
五
条
袈
裟
、
当
納
冥
加
銀
五
拾
枚
以
上
為
致
上
納
御
免
御
座
候
而
者
如
何
御
座
候
哉
、

御
示
談
得
貴
意
候

　
　
（
後
略
）

　

本
史
料
は
摂
津
国
西
成
郡
宮
崎
村
正
徳
寺
の
唐
草
緞
子
袈
裟
内
願
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
を
検
討
し
、
同
衣
体
「
御
免
」
へ
の
条

件
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
条
で
は
、
正
徳
寺
が
津
村
御
坊
御
留
守
居
の
確
認
を
得
て
、
本
山
に
緞
子
袈
裟
着
用
を
願
い

出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
条
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
緞
子
袈
裟
の
「
御
免
」
の
状
況
か
ら
、
許
可
へ
の
条
件
設
定
を
行
お
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
渡
辺
村
両
寺
院
に
四
度
の
「
御
免
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
願
照
寺
・
浄
福
寺
・
松
源
寺
に
対

し
て
は
、
一
〇
〇
両
で
の
「
御
免
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
他
部
落
寺
院
か
ら
の
申
請
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
冥
加
金
に
つ
い
て
は
同
じ
金
額
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
西
本
願
寺
と
し
て
は
「
御
定
法
」
を
定
め
、
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緞
子
袈
裟
内
願
取
扱
い
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、「
従
来
御
本
山
崇
敬
之
心
底
ゟ
御
馳
走
筋
出
情
」、「
御
改
革
ニ
付
格
別

御
取
持
致
心
配
」、「
年
来
被
仰
出
之
御
趣
意
如
実
ニ
御
請
申
上
」、「
格
別
勤
功
有
之
候
」
寺
院
に
対
し
て
、
銀
五
〇
枚
以
上
の
懇
志
を
基
本

と
す
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

　

以
上
か
ら
考
察
す
る
と
、
部
落
寺
院
の
身
分
上
昇
志
向
に
伴
う
衣
体
内
願
に
対
し
て
、
制
度
化
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
部

落
寺
院
の
身
分
上
昇
志
向
の
高
ま
り
と
そ
の
制
度
化
の
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
渡
辺
村
の
緞
子
袈
裟
の
着
用
許
可
以
降
、

徐
々
に
部
落
寺
院
同
士
の
法
会
な
ど
を
通
じ
て
、
他
部
落
寺
院
に
拡
が
り
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
何
も
衣
体
ば
か
り

で
は
な
い
。
天
保
一
三
年
（
一
八
四
一
）
一
〇
月
、
摂
津
国
火
打
村
勝
福
寺
は
本
如
御
影
の
金
襴
表
具
内
願
に
際
し
て
、
伊
勢
大
黒
田
村
善

覚
寺
・
渡
辺
村
徳
浄
寺
を
先
例
と
し
て
言
及
し
て
お
り
�
、
阿
波
国
八
ケ
村
惣
同
行
は
六
字
名
号
内
願
に
際
し
て
、
渡
辺
村
徳
浄
寺
門
徒
の

六
字
名
号
下
付
を
先
例
と
し
て
言
及
し
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
に
、
渡
辺
村
両
寺
院
は
同
身
分
集
団
で
あ
る
部
落
寺
院
の
先
駆
的
な
身
分
上

昇
の
「
ひ
な
型
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
渡
辺
村
の
西
本
願
寺
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
「
御
用
」
が
成
し

遂
げ
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
経
済
的
側
面
は
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
象
徴
物
・
身
分
的
表
象
物
の
新
た
な
許
可
は
同
身
分
集
団
か
ら
の
嫉
妬
を
招
い
た
。
特
に
、「
四
ケ
之
本

寺
�
」
と
呼
ば
れ
た
部
落
寺
院
特
有
の
上
寺
に
と
っ
て
、
徳
浄
寺
の
身
分
上
昇
は
看
過
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
留
役
所
「
山
城
諸
記
」

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
一
月
三
〇
日
条
に
「
此
度
大
坂
徳
浄
寺
を
被
致
退
出
候
僧
之
儀
、
私
共
宿
坊
福
専
寺
ト
同
格
ニ
御
取
立
之
上
、

四
ケ
寺
あ
き
次
第
入
寺
為
致
可
申
由
、
組
合
万
宣
寺
ゟ
福
専
寺
へ
御
達
之
趣
福
専
寺
ゟ
承
り
、
世
話
人
江
披
露
仕
候
処
承
り
程
之
者
皆
々
承

知
不
仕
候
、
其
故
者
何
分
彼
僧
悪
事
之
儀
取
沙
汰
不
宜
候
ニ
付
、
同
格
ニ
相
成
候
而
者
若
輩
福
専
寺
故
、
大
ニ
恐
レ
門
徒
共
茂
甚
歎
ケ
敷
奉

存
候
、
乍
併
一
旦
被
仰
付
候
同
格
之
義
ヲ
御
取
戻
シ
を
奉
願
上
候
義
、
甚
奉
恐
入
候
儀
ニ
奉
存
候
、
依
之
何
卒
以
格
別
之
御
慈
悲
ヲ
福
専
寺

衣
体
等
も
彼
僧
ゟ
一
段
上
ニ
御
取
立
之
程
、
乍
恐
奉
願
上
候
�
」
と
あ
る
。「
徳
浄
寺
を
被
致
退
出
候
僧
」
と
は
徳
浄
寺
了
忍
の
こ
と
で
あ
る
。

西
本
願
寺
は
こ
の
頃
に
起
き
た
徳
浄
寺
門
徒
の
勢
力
争
い
に
介
入
し
、
了
忍
を
「
四
ケ
之
本
寺
」
格
と
し
て
、
金
福
寺
・
福
専
寺
・
万
宣
寺
・

教
徳
寺
の
い
ず
れ
か
が
空
寺
に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
寺
院
の
入
寺
を
申
付
け
た
経
緯
が
あ
っ
た
の
だ
�
。
こ
れ
に
対
し
、
福
専
寺
門
徒
は
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了
忍
の
「
悪
事
之
儀
取
沙
汰
不
宜
候
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
強
い
反
対
姿
勢
を
示
す
。
一
旦
、
沙
汰
さ
れ
た
「
同
格
之
義
」
を
撤
回
で
き

な
い
こ
と
を
認
識
し
た
福
専
寺
門
徒
は
了
忍
よ
り
も
高
い
身
分
の
衣
体
許
可
へ
と
働
き
か
け
を
行
う
。
結
局
、
こ
う
し
た
福
専
寺
門
徒
の
強

力
な
反
対
運
動
に
よ
り
、
了
忍
の
行
き
所
が
な
く
な
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
津
村
御
坊
出
張
所
と
い
う
形
で
了
忍
が
入
寺
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
身
分
集
団
内
で
の
軋
轢
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
軋
轢
を
徳
浄
寺
自
身
も
全
く
反
対
の
立
場
と
し
て
味
わ
う
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
更
池
村
称
名
寺
が
色
衣
許
可

を
獲
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
徳
浄
寺
門
徒
は
御
用
番
嶋
田
左
兵
衛
に
抗
議
の
書
簡
を
送
る
。「
此
度
更
池
村
同
様
ニ
成
行
候
義
、
実
ニ
歎
敷

仕
合
ニ
奉
存
候
、
往
古
ゟ
当
今
二
至
迄
忠
誠
尽
し
候
義
水
之
泡
与
相
成
、
末
々
迄
日
夜
愁
歎
仕
居
候
、
尤
河
州
向
井
之
村
・
更
池
村
右
両
村

之
義
者
屠
者
村
与
申
、
近
国
類
稀
成
下
村
ニ
而
御
座
候
処
、
右
様
御
免
相
成
候
義
、
甚
以
不
審
ニ
奉
存
候
�
」
と
強
い
不
快
感
を
表
し
て
い
る
。

更
池
村
両
村
が
「
屠
者
村
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
自
己
の
身
分
的
位
置
と
の
差
異
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
渡
辺
村
の
「
忠
誠
尽
し

候
義
水
之
泡
」
と
す
る
他
部
落
寺
院
よ
り
も
高
い
位
置
に
存
す
る
身
分
意
識
は
常
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
ま
で
の
検
討
か
ら
、
部
落
寺
院
に
お
け
る
身
分
上
昇
志
向
が
渡
辺
村
両
寺
院
を
核
と
し
て
拡
が
り
を
み
せ
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
渡
辺
村
両
寺
院
に
お
け
る
、
よ
り
荘
厳
化
さ
れ
た
宗
教
的
象
徴
物
・
よ
り
高
次
な
身
分
的
表
象
物
の
下
付
が
、
次
住
持
へ
と
時
間

的
に
拡
大
し
、
ま
た
、
他
部
落
寺
院
へ
と
地
理
的
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

な
お
、
本
節
で
示
し
た
諸
点
は
高
埜
利
彦
氏
が
修
験
本
山
派
を
事
例
と
し
て
、
官
位
補
任
の
制
度
の
実
態
と
意
義
を
検
討
し
�
、「
僧
位

僧
官
は
、
古
代
律
令
制
以
来
の
旧
国
制
が
生
き
続
け
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
幕
藩
制
国
家
に
適
応
的
な
、
宗
派
内
法
式
と
し
て
、
派
内

格
式
秩
序
維
持
と
、
身
分
制
維
持
の
機
能
と
し
て
働
い
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
よ
り
妥
当
�
」
と
結
論
づ
け
た
点
と
通
底
す
る
。
高
埜

氏
は
山
伏
の
身
分
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
本
山
・
本
寺
か
ら
の
諸
補
任
・
官
位
等
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
補
任
に
は
官
金
上
納

と
入
峰
修
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
金
襴
地
・
白
地
金
襴
結
衣
袈
裟
の
補
任
に
つ
い
て
は
、
聖
護
院
門
跡
に
は
事
後

で
あ
っ
た
と
し
て
も
実
際
に
承
諾
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
聖
護
院
の
典
記
局
で
は
山
伏
へ
の
金
地
以
上
の
補
任
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
を
史

料
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
浄
土
真
宗
系
門
跡
で
あ
る
西
本
願
寺
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
に
身
分
上
昇
を
志
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向
す
る
近
世
被
差
別
民
の
「
御
馳
走
」「
御
手
伝
」「
懇
志
」
と
い
う
「
御
用
」
と
引
き
換
え
に
、「
色
衣
御
免
」
が
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

宗
派
内
身
分
が
位
置
づ
い
た
の
で
あ
る
。
高
埜
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
近
世
国
家
の
天
皇
・
朝
廷
は
「
幕
藩
制
国
家
支
配
に
有
効
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
、
有
効
で
あ
る
よ
う
に
編
成
し
直
さ
れ
た
�
」
こ
と
で
、
宗
派
内
身
分
制
に
お
い
て
も
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
が
浸

透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

渡
辺
村
真
宗
寺
院
は
他
部
落
寺
院
よ
り
も
、「
格
別
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。「
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
」
着
用
が
渡
辺
村
だ
け
で
な

く
、
他
部
落
寺
院
に
「
御
免
」
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
高
い
身
分
の
衣
体
を
要
求
し
た
。
し
か
も
、
渡
辺
村
両
寺
院
は
自
坊
限
り
の
着
用
で
あ

り
、
他
部
落
寺
院
は
法
会
で
の
着
用
も
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
寺
院
門
徒
の
要
求
強
度
は
一
段
と
増
し
た
。
そ
の
要
求
＝
身
分
上

昇
志
向
が
「
色
衣
御
免
」
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
一
九
世
紀
大
坂
渡
辺
村
真
宗
寺
院
に
お
け
る
「
色
衣
御
免
」
の
動
向
を
事
例
と
し
て
、
近
世
被
差
別
民
の
身
分
上

昇
志
向
を
検
討
し
て
き
た
。
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
に
、
本
願
寺
教
団
に
国
家
的
序
列
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
法
衣
や
色
衣
の
体
系
�
が
、
本
事
例
に
お
い
て
、
宗
教
上
の
身
分
上
昇
志

向
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
渡
辺
村
両
寺
院
は
半
金
の
一
〇
〇
〇
両
を
支
払
い
、
色
衣
を
免
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
色
目
」
の

沙
汰
を
め
ぐ
り
、
西
本
願
寺
と
の
間
で
混
乱
が
起
き
る
。
渡
辺
村
門
徒
は
「
御
免
」
さ
れ
た
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
を
不
服
と
し
、「
色
目
者
紺
色
之
由
、

夫
ニ
而
者
畢
竟
黒
も
同
様
之
事
ニ
而
、
実
者
御
免
と
云
名
計
ニ
而
候
」
と
不
満
を
呈
す
る
。
本
願
寺
は
本
来
、
墨
衣
・
墨
袈
裟
を
宗
風
と
し

て
い
た
が
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
の
門
跡
勅
許
以
降
、
門
主
ば
か
り
で
な
く
宗
派
全
体
と
し
て
法
衣
を
変
容
さ
せ
る
。
永
禄
四
年

（
一
五
六
一
）、
親
鸞
三
〇
〇
回
忌
に
お
い
て
は
、
法
服
・
七
条
袈
裟
・
色
衣
が
院
家
衆
や
御
堂
衆
に
着
用
さ
れ
た
。
八
宗
洛
陽
大
仏
法
事
で

は
、
衆
僧
に
七
条
袈
裟
が
着
用
さ
れ
る
�
。
社
会
に
対
す
る
天
皇
・
朝
廷
権
威
の
一
大
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）

の
親
鸞
三
五
〇
回
忌
に
お
い
て
は
、
門
主
は
香
色
の
素
絹
に
赤
地
金
襴
の
袈
裟
、
興
正
寺
は
黄
色
の
素
絹
に
紫
の
袈
裟
、
衆
僧
は
院
家
衆
が
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素
絹
に
織
物
袈
裟
、
一
家
衆
が
裳
付
衣
に
織
物
袈
裟
、
飛
檐
の
坊
主
衆
は
直
綴
に
青
袈
裟
、
御
堂
衆
と
一
般
の
坊
主
衆
は
直
綴
に
布
墨
袈
裟

と
な
っ
て
い
る
�
。
各
身
分
階
層
の
色
彩
観
に
は
、
五
正
色
お
よ
び
そ
の
中
間
色
の
よ
う
な
は
っ
き
り
し
た
色
合
い
�
か
ら
、
不
正
色
�
へ
の

系
統
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
渡
辺
村
門
徒
の
「
褐カ
チ
イ
ロ色
」（
藍
を
濃
く
染
め
た
色
）
へ
の
不
服
に
は
、
こ
う
し
た
天
皇
・
朝

廷
権
威
を
背
景
と
し
た
本
願
寺
教
団
の
法
衣
式
の
体
系
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
浄
寺
了
忍
が
「
色
衣
御
免
」
内
願
に
お
い
て
、

「
褐カ
チ
イ
ロ色
」
を
「
空
色
」
と
記
し
た
の
は
ま
さ
に
、
国
家
的
序
列
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
法
衣
や
色
衣
の
体
系
と
渡
辺
村
門
徒
の
矜
持
が
あ
っ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
宗
教
上
の
身
分
上
昇
志
向
に
お
い
て
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
に
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
岸
部
屋

伊
右
衛
門
は
、
西
本
願
寺
が
容
易
に
色
衣
許
可
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
九
条
家
へ
と
内
願
を
行
う
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門
宅
に
は
「
此
間

拝
名
仕
候
御
書
付
之
通
之
書
付
与
外
ニ
今
一
通
」
の
御
免
書
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
西
本
願
寺
と
九
条
家
か
ら
の
二
通
の
御
免
書
が
存
在

し
た
。
本
来
、
衣
体
内
願
を
申
し
込
む
べ
き
対
象
機
関
は
西
本
願
寺
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
九
条
家
に
願
い
込
ん
で
い
る
の
は
摂
家
と
し

て
の
九
条
家
の
伝
統
的
権
威
に
身
分
上
昇
の
保
証
と
承
認
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
・
朝
廷
は
、
浄
土
真
宗
の
直
接
の
信
仰

対
象
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
本
寺
で
あ
る
本
願
寺
と
、
当
然
の
ご
と
く
結
節
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）、
本
願

寺
証
如
が
九
条
尚
経
の
猶
子
に
な
っ
て
以
降
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
の
門
跡
勅
許
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
天
皇
・
朝
廷
権
威
の
獲
得

に
よ
っ
て
、
本
願
寺
は
社
会
で
の
地
位
上
昇
と
特
権
獲
得
を
得
て
き
た
�
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の
時
点
で
完
結
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
近
世
国
家
に
お
い
て
も
本
願
寺
の
特
権
獲
得
は
さ
ら
に
継
続
し
た
�
。
近
世
国
家
権
力
は
、
天
皇
・
朝
廷
を
自
己
に
適
合
的
に
編
成

し
直
し
た
こ
と
で
、
各
宗
派
内
に
お
い
て
も
天
皇
・
朝
廷
権
威
が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
導
き
出
さ
れ
た
課
題
を
敷
衍
し
た
い
。
そ
れ
は
、「
個
人
」
と
し
て
の
身
分
上
昇
志
向
と
「
集
団
」
と
し
て
の
身
分
上
昇
志
向
を

整
理
・
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
内
容
は
「
集
団
」
と
し
て
の
身
分
上
昇
志
向
に
集
約
さ
れ
得
る
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門
の
内

願
は
「
私
」
個
人
か
ら
の
要
求
で
は
あ
っ
た
が
、
色
衣
を
着
用
す
る
の
は
村
持
ち
の
惣
道
場
徳
浄
寺
の
看
坊
で
あ
っ
た
。
岸
部
屋
伊
右
衛
門

自
身
が
着
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
の
九
条
家
へ
の
接
近
は
渡
辺
村
徳
浄
寺
門
徒
の
総
意
で
あ
っ
た
可
能
性
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も
あ
る
。
た
と
え
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
門
徒
た
ち
が
望
ん
だ
の
は
惣
道
場
徳
浄
寺
看
坊
覚
了
が
色
衣
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
身
分
上
昇
は
私
「
個
人
」
で
は
な
く
、
身
分
「
集
団
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
浅
黄
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
」
着
用
に

関
し
て
、
渡
辺
村
両
寺
院
は
自
坊
限
り
の
着
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
に
御
免
さ
れ
た
部
落
寺
院
で
は
部
落
寺
院
同
士
の
法
会
で
の
着
用

も
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
渡
辺
村
の
対
抗
的
な
身
分
上
昇
志
向
を
強
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
西
本
願
寺
へ
の
不
信
感
を
抱
か
せ
る
結
果

と
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
視
覚
的
に
身
分
を
表
象
さ
れ
得
る
衣
体
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
は
「
集
団
」
と
し
て
の
身
分
志
向
が
そ
の

尺
度
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
部
落
寺
院
の
多
く
が
連
枝
寺
院
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
、
本
寺
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
、
直
末
寺
院
化
を
志

向
し
身
分
上
昇
を
図
ろ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
す
で
に
研
究
史
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
�
。
こ
れ
ら
も
す
べ
て
、「
集
団
」
と
し
て
の
身
分

上
昇
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
集
団
」
と
し
て
の
近
世
被
差
別
民
の
身
分
上
昇
志
向
に
、
ど
の
よ
う
に
「
個
人
」
の
概
念

が
入
り
込
ん
で
く
る
の
か
、
今
後
の
「
集
団
」
あ
る
い
は
「
個
人
」
の
実
証
的
分
析
の
積
み
上
げ
が
重
要
で
あ
る
。

註⑴　

近
世
前
期
に
お
い
て
は
「
え
た
」
の
呼
称
よ
り
も
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
。
権
力
側
か
ら
は
徐
々
に
「
え
た
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
日

本
に
お
い
て
は
「
皮
田
」「
皮
多
」「
川
田
」
な
ど
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
か
わ
た
」
と
表
記
す
る
。

⑵　

駿
河
・
相
模
に
時
宗
・
日
蓮
宗
の
も
の
が
数
カ
寺
あ
る
ほ
か
は
、
大
部
分
は
浄
土
真
宗
で
あ
り
、
分
布
も
尾
張
以
西
の
西
日
本
に
か
た
よ
っ
て
い
た
。

近
世
末
に
西
本
願
寺
派
で
は
五
三
七
カ
寺
を
数
え
、
東
本
願
寺
派
で
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
関
係
寺
院
と
し
て
一
二
四
カ
寺
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
（『
部
落
史
用
語
辞
典
』
四
一
頁
）。

⑶　

拙
稿
「『
播
州
寄
講
』
の
成
立
と
展
開
‐
北
播
磨
地
方
本
願
寺
派
を
中
心
と
し
て
‐
」（『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
第
九
八
号
、
兵
庫
部
落
解
放
・
人

権
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）、
の
ち
に
、
同
『
浄
土
真
宗
と
部
落
寺
院
の
展
開
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
所
収
。
同
「
丹
波
国
部
落
寺
院
に
お
け

る
毛
坊
主
を
中
心
と
し
た
合
力
的
結
合
‐
『
日
本
歴
史
』
第
七
一
九
号
、
朴
澤
直
秀
氏
の
書
評
を
受
け
て
‐
」（『
憲
法
論
叢
』
第
一
五
号
、
関
西
憲
法

研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）。
同
「
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
『
か
わ
た
』
村
の
真
宗
信
仰
‐
『
丹
州
寄
講
』
の
展
開
過
程
を
中
心
と
し
て
‐
」（『
近
大
姫
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路
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
号
、
近
大
姫
路
大
学
教
育
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「『
か
わ
た
』
村
民
衆
の
真
宗
信
仰
と
上
昇
志

向
‐
播
磨
国
部
落
寺
院
を
事
例
と
し
て
‐
」（『
近
大
姫
路
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
号
、
近
大
姫
路
大
学
教
育
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
、
二
〇
一
二

年
）。

⑷　

拙
稿
「
元
禄
期
に
お
け
る
准
門
跡
西
本
願
寺
の
朝
廷
権
威
の
獲
得
‐
元
禄
三
年
「
西
本
願
寺
下
乗
一
件
」
を
中
心
と
し
て
‐
」（『
政
治
経
済
史
学
』

第
五
四
一
号
、
政
治
経
済
史
学
会
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
元
禄
三
年
『
西
本
願
寺
下
乗
一
件
』
の
要
因
と
背
景
」（『
憲
法
論
叢
』
一
八
、
関
西
憲
法

研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
近
世
西
本
願
寺
門
跡
の
地
位
獲
得
と
葛
藤
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
一
、
日
本
歴
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
）。

⑸　

大
桑
斉
「
近
世
国
家
の
宗
教
性
」（『
日
本
史
研
究
』
六
〇
〇
号
、
日
本
史
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
一
六
頁
。

⑹　

深
谷
氏
の
天
皇
金
冠
論
と
は
「
天
皇
・
朝
廷
は
公
儀
の
構
造
的
一
環
、
す
な
わ
ち
『
金
冠
』
部
分
を
構
成
し
、
そ
れ
を
ふ
く
ん
だ
全
幕
藩
権
力
が
人

民
を
支
配
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
幕
藩
制
の
外
部
に
排
除
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」（
深
谷
克
己
『
近
世
の
国
家
・
社
会
と

天
皇
』〈
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
〉
二
三
六
頁
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑺　

深
谷
前
掲
書
、
八
一
頁
。

⑻　

辻
善
之
助
氏
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
『
本
願
寺
論
』
を
刊
行
し
、
本
願
寺
教
団
史
を
概
観
し
た
上
で
国
家
主
義
の
影
響
、
地
方
文
化
向
上
の

役
割
、
仏
教
平
民
化
の
促
進
、
信
仰
の
純
一
化
と
迷
信
排
斥
の
四
点
か
ら
そ
の
貢
献
に
つ
い
て
論
じ
る
一
方
、
そ
の
罪
過
と
し
て
「
一
向
一
揆
」「
貴

族
化
」「
仏
教
の
形
式
化
」
の
三
項
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「
貴
族
化
」
に
つ
い
て
は
、
覚
如
の
本
願
寺
中
心
主
義
か
ら
始
ま
り
、
蓮
如
の
武
家

接
近
、
そ
し
て
、
実
如
・
証
如
に
よ
る
天
皇
・
朝
廷
へ
の
接
近
を
示
し
、
顕
如
の
門
跡
補
任
に
至
る
「
貴
族
化
」
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑼　

拙
稿
「
天
皇
・
朝
廷
権
威
の
獲
得
と
本
願
寺
法
衣
の
変
遷
」（『
近
大
姫
路
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
号
、
近
大
姫
路
大
学
教
育
学
部
、
二
〇
一
三

年
）。

⑽　

左
右
田
昌
幸
「
部
落
寺
院
と
真
宗
教
団
」（『
新
修
大
阪
の
部
落
史
』
上
、
解
放
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
同
「『
渡
辺
村
真
宗
史
』
に
向
け
て
の
覚

書
」（『
太
鼓
・
皮
革
の
町
‐
浪
速
部
落
の
三
百
年
‐
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

⑾　
「
諸
国
記
」
に
は
留
役
所
筆
録
分
と
長
御
殿
筆
録
分
が
あ
る
。
史
料
引
用
に
あ
た
っ
て
は
「
浪
速
部
落
の
歴
史
」
編
纂
委
員
会
編
『
史
料
集
浪
速
部

落
の
歴
史
』（
以
下
、『
史
料
集
』
と
表
記
す
る
）
を
使
用
す
る
。
な
お
、
留
役
所
筆
録
分
は
「
留
役
所
」
と
明
記
し
、
長
御
殿
筆
録
分
に
つ
い
て
は
明

記
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑿　

拙
稿
「
近
世
大
坂
渡
辺
村
真
宗
寺
院
の
特
質
と
身
分
上
昇
志
向
」（『
政
治
経
済
史
学
』
第
五
六
一
号
、
政
治
経
済
史
学
会
、
二
〇
一
三
年
）。

⒀　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
）
六
二
八
頁
。
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⒁　
 

「
大
坂
堺
諸
記
」
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八
月
条
に
「
被
対
其
御
坊
ヘ
一
代
浅
黄
地
唐
草
緞
子
五
条
袈
裟
自
坊
限
り
被
成
御
免
候
間
難
有
奉
存
、

弥
御
本
山
并
其
御
坊
江
御
馳
走
申
上
、
尤
非
常
之
節
ハ
早
速
馳
付
厚
ク
令
出
情
候
様
可
被
申
渡
候
、
則
免
状
差
出
候
間
可
被
相
達
候
」
と
の
記
事
が
あ

る
（『
史
料
集
』
三
五
二
～
三
五
三
頁
）。

⒂　
『
史
料
集
』
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
。

⒃　

同
右
、
四
一
二
頁
。

⒄　

同
右
、
四
一
五
頁
。

⒅　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
一
二
月
九
日
条
（『
史
料
集
』
四
二
一
頁
）。

⒆　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
七
月
二
九
日
条
（『
史
料
集
』
四
一
五
頁
）。

⒇　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
）
七
一
四
～
七
三
八
頁
に
詳
し
い
。

�　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
五
日
条
（『
史
料
集
』
四
二
二
頁
）。

�　

西
本
願
寺
と
渡
辺
村
両
寺
院
と
の
取
次
役
と
し
て
、
史
料
中
に
そ
の
名
前
が
頻
出
す
る
。
お
そ
ら
く
は
津
村
御
坊
の
関
係
者
で
は
な
い
か
と
推
察
で

き
る
。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
八
日
条
に
「
摂
州
西
木
津
両
寺
色
衣
内
願
之
義
ニ
付
、
寺
田
稲
作
差
登
、
半
左
衛
門

ゟ
左
兵
衛
尉
江
昨
日
書
状
差
越
、
尚
同
人
ゟ
石
田
常
勤
江
も
書
状
ヲ
以
申
越
候
間
、
伺
之
上
後
色
布
裳
附
御
免
可
被
成
、
尚
本
人
差
登
候
様
返
書
相
渡
」

と
あ
る
（『
史
料
集
』
四
二
三
頁
）。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
八
日
条
（『
史
料
集
』
四
二
三
頁
）。

�　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
八
日
条
（『
史
料
集
』
四
二
三
頁
）。

�　

同
右
条
に
「
明
朝
直
様
下
坂
之
旨
申
居
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
四
二
三
頁
）。

�　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
一
四
日
条
に
「
早
速
両
寺
呼
出
内
達
い
た
し
申
候
処
、
大
ニ
難
有
存
居
候
、
依
之
今
夜
船
ニ
而
両

寺
并
門
徒
付
添
致
上
京
候
ニ
付
、
宜
御
取
計
被
下
度
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
四
二
四
～
四
二
五
頁
）。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
一
八
日
条
に
「
右
御
用
番
於
頼
母
役
宅
、
以
小
奏
者
申
達
、
端
書
奉
書
半
切

ニ
認
之

相
渡
、
門
徒

壱
人
と
付
添
出
ル
、
両
寺
者
玄
関
之
上
江
上
り
、
門
徒
者
式
敷
ニ
為
控
置
、
右
相
達
候
」
と
あ
る
（『
史
料
集
』
四
二
七
頁
）。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
二
月
二
三
日
条
に
「
色
目
之
義
何
卒
此
度
御
沙
汰
被
成
下
度
旨
、
折
角
上
京
仕
候
事
故
、

両
三
日
者
滞
留
仕
候
間
、
何
卒
此
度
御
沙
汰
相
願
候
旨
申
出
候
ニ
付
、
右
者
当
節
御
所
様
御
違
例
ニ
被
為
在
、
万
事
伺
事
不
相
成
候
次
第
、
且
両
三
日



─ 42 ─

ニ
者
御
違
例
御
快
復
と
申
御
事
ニ
も
無
之
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
四
二
九
頁
）。

�　

同
右
条
に
、
徳
浄
寺
門
徒
惣
代
の
岸
部
屋
伊
右
衛
門
と
大
和
屋
又
兵
衛
、
正
宣
寺
門
徒
惣
代
の
榎
並
屋
惣
助
と
大
和
屋
吉
郎
兵
衛
よ
り
一
〇
〇
〇
両

を
納
め
た
御
請
一
札
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

�　
『
史
料
集
』
四
三
〇
頁
。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
月
八
日
条
（『
史
料
集
』
四
三
一
頁
）。

�　
『
史
料
集
』
四
三
一
頁
。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
月
二
〇
日
条
に
「
則
両
寺
江
色
目
相
達
候
処
、
難
有
御
請
申
出
候
、
上
納
之
義
者
今
般

色
目
之
御
沙
汰
有
之
候
ニ
付
、
来
ル
廿
日
ゟ
五
日
之
間
御
座
相
設
取
集
差
出
可
申
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
四
三
三
頁
）。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
二
一
日
条
に
「
色
裳
附
色
目
褐
色
、
字
書
ニ
褐
ハ
毛
布
と
有
之
ニ
付
如
何
之
趣
申
出

候
得
共
、
右
ハ
地
合
之
事
ニ
而
色
目
ニ
拘
り
之
義
ニ
無
之
候
間
、
左
之
通
高
山
半
左
衛
門
江
申
達
」
と
し
て
、
褐
色
に
関
す
る
和
歌
な
ど
を
引
用
し
て

い
る
（『
史
料
集
』
四
三
四
～
四
三
五
頁
）。

�　

徳
浄
寺
看
坊
覚
了
と
正
宣
寺
看
坊
恵
由
や
門
徒
上
層
部
は
、
上
納
金
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
両
ず
つ
の
計
二
〇
〇
〇
両
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
色
衣
許
可
に
つ
い
て
改
め
て
調
査
を
し
た
、
留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
一
八
日
条
に
「
表
向
金
千
両
為

御
充
実
上
納
有
之
候
得
共
、
実
者
最
初
ゟ
金
千
両
ツ
ヽ
二
ケ
寺
ゟ
上
納
と
申
次
第
ニ
而
御
免
ニ
相
成
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
五
七
〇
頁
）。

ま
た
、
門
徒
上
層
部
の
四
名
が
本
山
に
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
尤
四
人
ゟ
千
両
之
処
ニ
而
少
も
間
違
者
無
之
候
、
併
訳
合
と
申
候
者
門
徒
一
統
江

千
金
と
申
聞
候
而
ハ
迚
も
示
談
致
難
候
故
、
一
統
江
者
御
充
実
上
納
五
百
両
と
披
露
ニ
相
成
有
之
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
渡
辺
村
内
で
の
理
解
を
取

り
付
け
る
た
め
の
政
治
的
な
思
惑
が
あ
っ
た
。
こ
の
門
徒
上
層
部
の
四
名
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
門
徒
惣
代
で
あ
り
、
皮
革
業

経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
者
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
西
本
願
寺
は
「
右
四
人
之
者
ニ
而
取
替
皆
上
納
ニ
相
成
候
様
」
に
と
、
四
名
の
責
任
に
よ
っ
て

支
払
わ
れ
る
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

�　

親
鸞
の
鏡
御
影
、
善
導
・
源
空
・
親
鸞
三
祖
像
、
親
鸞
・
如
信
・
覚
如
の
三
師
連
坐
像
の
分
析
か
ら
、
本
質
的
に
墨
衣
・
墨
袈
裟
を
宗
風
と
し
て
い

た
と
す
る
。
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
）
六
一
一
～
六
一
三
頁
。

�　
「
元
和
五
年
ヨ
リ
寛
永
七
年
マ
テ
衣
裳
ノ
覚
」
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
四
月
二
三
日
条
（『
元
和
日
記
』
一
三
二
～
一
三
三
頁
）。

�　

同
右
条
（『
元
和
日
記
』
一
三
三
頁
）。

�　

同
右
。
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�　
『
史
料
集
』
四
六
一
頁
。

�　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
九
日
条
（『
史
料
集
』
四
五
五
頁
）。

�　
「
大
坂
諸
記
」
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
五
日
条
（『
史
料
集
』
四
五
七
頁
）。

�　
「
御
改
革
以
来
大
坂
諸
記
」
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
二
四
日
条
（『
史
料
集
』
四
五
八
～
四
五
九
頁
）。

�　

以
下
、
本
節
に
お
い
て
、
断
り
の
な
い
限
り
本
条
か
ら
の
引
用
と
す
る
（『
史
料
集
』
五
〇
四
～
五
一
三
頁
）。

�　

常
満
寺
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
徳
浄
寺
が
別
格
の
着
座
（
内
陣
で
の
着
座
）
を
望
ん
だ
際
に
も
、
役
寺
と
し
て
徳
浄
寺
の
説
得
を
行
っ
て

い
る
（
留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
安
政
五
年
〈
一
八
五
八
〉
一
〇
月
二
七
日
条
〈『
史
料
集
』
六
六
八
～
六
六
九
頁
〉）。

�　

大
和
屋
又
兵
衛
本
人
は
「
最
初
ゟ
掛
り
合
申
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
得
共
、
岸
部
屋
伊
右
衛
門
義
親
類
ニ
茂
有
之
、
委
く
承
り
居
候
事
ニ
候
」
と
述
べ

て
い
る
（
留
役
所
「
摂
津
諸
記
」
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
三
月
条
〈『
史
料
集
』
五
〇
六
頁
〉）。

�　
「
一
、
達
書　

弐
通
、
右
慥
ニ
請
取
申
候　

已
上
、
出
役　

山
鹿
三
郎
右
衛
門
、
巳
三
月
、
西
木
津
徳
浄
寺　

正
宣
寺
」
と
あ
る
（
同
右
〈『
史
料
集
』

五
〇
八
頁
〉）。

�　
「
如
何
成
金
子
ニ
候
哉
不
相
分
候
得
共
、九
十
九
其
外
夫
々
江
越
中
守
よ
り
□
□
遣
候
由
ニ
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（
同
右
〈『
史
料
集
』
五
〇
九
頁
〉）。

�　

森
岡
清
美
氏
に
よ
る
と
「
家
の
外
部
に
あ
る
ま
ま
で
オ
ヤ
コ
の
契
約
を
結
ぶ
も
の
」
と
し
て
い
る
。
浄
土
真
宗
本
山
の
う
ち
、
西
本
願
寺
は
九
条
家
、

東
本
願
寺
と
専
修
寺
は
近
衛
家
、
興
正
寺
は
鷹
司
家
、
仏
光
寺
は
二
条
家
の
そ
れ
ぞ
れ
猶
子
で
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
で
は
証
如
以
来
、
九
条
家
の
猶
子

に
な
る
例
が
伝
襲
さ
れ
た
（
森
岡
清
美
『
真
宗
教
団
と
「
家
」』
制
度
〈
創
文
社
、
一
九
六
二
年
〉
五
二
一
～
五
五
八
頁
に
詳
し
い
）。

�　

高
埜
利
彦
「
近
世
国
家
に
お
け
る
家
職
と
権
威
」（
同
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）、
深
谷
前
掲
書
・
第

一
部
、
高
埜
利
彦
「
朝
廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
‐
江
戸
幕
府
の
統
制
の
下
で
‐
」（
同
編
『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
：
朝
廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

�　

拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
西
本
願
寺
末
正
光
寺
と
九
条
家
と
の
関
係
」（
藤
井
德
行
編
『
日
本
の
民
主
的
基
盤
形
成
の
探
求
』
法
律
文
化
社
、

二
〇
一
〇
年
）、
同
「
近
世
西
本
願
寺
末
正
光
寺
の
『
貴
族
化
』
と
朝
廷
権
威
」（『
法
政
論
叢
』
第
四
七
巻
第
一
号
、
日
本
法
政
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）

に
詳
し
い
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
一
八
日
条
（『
史
料
集
』
五
六
二
頁
）。
史
料
冒
頭
に
は
「
戌
廿
一
日
写
」
と
の
記
載
が
あ
り
、

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
徳
浄
寺
歎
願
書
を
西
本
願
寺
帳
面
に
写
し
取
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
歎
願
書
に
よ
っ
て
、
西
本
願

寺
は
渡
辺
村
両
寺
院
の
「
色
衣
御
免
」
に
関
わ
る
史
料
を
集
め
た
と
推
察
さ
れ
、
同
日
条
に
多
く
の
関
係
史
料
を
写
し
置
き
し
て
い
る
。
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�　

西
本
願
寺
の
末
寺
・
門
徒
か
ら
の
本
尊
・
聖
教
の
下
付
、
官
位
昇
進
・
住
職
継
承
・
得
度
剃
髪
な
ど
の
願
書
の
受
理
に
際
し
、
本
山
役
人
の
実
務
担

当
者
の
取
扱
い
心
得
を
集
記
し
た
も
の
（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
所
収
）。

�　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
、
二
九
三
頁
。

�　

同
右
。

�　

同
右
、
二
八
五
頁
。

�　

同
右
、
二
九
三
頁
。

�　

阿
弥
陀
如
来
木
像
、
親
鸞
聖
人
画
像
、
善
知
識
（
前
代
門
主
）
画
像
、
七
高
僧
画
像
、
聖
徳
太
子
画
像
を
い
う
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
一
八
日
条
（『
史
料
集
』
五
六
二
頁
）。

�　

同
右
条
に
は
、
前
看
坊
名
を
「
了
法
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
了
法
」
は
第
一
節
に
て
検
討
し
た
徳
浄
寺
看
坊
覚
了
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
時
間
的
に
も
、
色
衣
免
許
を
受
け
た
の
は
老
僧
了
法
＝
覚
了
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
な
お
検
討
の
必
要
性
は
あ
ろ
う
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
一
八
日
条
（『
史
料
集
』
五
六
一
頁
）。「
慎
十
郎
」「
次
郎
左
衛
門
」
は
、
西
本
願
寺
の
歎
願

な
ど
を
受
け
付
け
る
業
務
に
携
わ
る
一
人
と
推
察
で
き
、
本
状
を
認
め
た
「
次
郎
左
衛
門
」
の
認
識
が
史
料
に
表
れ
て
い
る
。

�　

同
右
史
料
の
冒
頭
に
「
去
ル
正
月
中
相
馬
江
内
引
合
申
聞
置
候
」
と
の
文
言
が
あ
る
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
一
八
日
条
（『
史
料
集
』
五
七
三
頁
）。

�　

同
右
。

�　

同
右
条
（『
史
料
集
』
五
七
三
～
五
七
四
頁
）。

�　

同
右
。

�　
「
摂
津
国
諸
記
」
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
一
一
月
一
日
条
（『
史
料
集
』
五
八
六
頁
）。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
七
日
条
（『
史
料
集
』
五
九
二
頁
）。

�　

同
右
条
（『
史
料
集
』
五
九
三
頁
）。

�　

留
役
所
「
摂
津
諸
記
」
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
一
〇
日
条
（『
史
料
集
』
六
〇
二
～
六
〇
三
頁
）
に
「
三
月
十
日
、
摂
州
東
成
郡
生
玉
之
庄

大
坂
船
場
町
惣
道
場
徳
浄
寺
、
看
坊
了
忍
、
一
、
従
来
御
本
山
崇
敬
有
之
、
且
今
般
大
谷
御
修
覆
ニ
付
而
者
、
出
精
御
手
伝
上
納
有
之
候
段
奇
特
ニ
被

思
召
候
、
仍
之
為
御
褒
美
其
身
一
代
色
裳
附
居
村
限
御
免
被
仰
出
候
事
、
但
、
色
目
ハ
追
而
御
沙
汰
相
成
候
事
」
と
の
記
事
が
み
え
る
。

�　
『
史
料
集
』
六
一
一
頁
。
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�　
『
史
料
集
』
六
一
四
頁
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
二
月
廿
二
日
条
（『
史
料
集
』
六
〇
四
頁
）。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
一
七
日
条
に
「
天
保
十
三
年
二
月
先
看
坊
恵
由
義
、
格
別
之
以
御
慈
悲
一
代
褐
色
布
裳
付
居

村
限
御
免
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
右
ニ
付
奉
恐
入
候
得
共
、
私
義
も
右
同
色
布
裳
付
奉
蒙
御
免
度
、
此
段
出
格
之
以
御
憐
愍
御
免
被
遊
下
候
ハ
ヽ
、
私

者
勿
論
門
徒
迄
広
太
之
御
恩
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
六
一
八
頁
）。

�　
「
諸
願
示
談
簿
」
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
二
月
条
（『
史
料
集
』
四
六
一
～
四
六
二
頁
）。

�　

留
役
所
「
摂
津
諸
記
」
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
一
〇
月
四
日
条
に
「
此
度
信
明
院
様
御
影
金
襴
表
具
御
免
被
成
下
度
旨
、
別
紙
之
通
及
出
願
候

ニ
付
、
類
例
傍
例
等
取
調
候
処
、
勢
州
大
黒
他
村
善
覚
寺
・
大
坂
西
木
津
徳
浄
寺
等
在
之
」
と
の
記
事
が
あ
る
（『
史
料
集
』
四
六
六
～
四
六
七
頁
）。

�　
「
在
家
木
仏
尊
像
並
御
名
号
御
名
御
染
筆
法
名
御
示
談
簿
部
分
」
天
保
一
〇
四
年
（
一
八
四
三
）
二
月
条
（『
史
料
集
』
四
六
九
～
四
七
三
頁
）。

�　
「
四
ケ
之
本
寺
」
と
は
、金
福
寺
、万
宣
寺
、教
徳
寺
、福
専
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
末
寺
が
す
べ
て
部
落
寺
院
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
た
（「
諸

事
心
得
之
記
」〈『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
、
二
九
三
～
二
九
四
頁
〉）。

�　
『
史
料
集
』
七
一
〇
頁
。

�　

前
掲
左
右
田
注
⑽
論
文
に
詳
し
い
。

�　

留
役
所
「
大
坂
諸
記
」
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
三
月
条
（『
史
料
集
』
六
五
九
頁
）。

�　

高
埜
利
彦
「
近
世
の
僧
位
僧
官
」（
同
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）。

�　

同
右
、
一
六
五
～
一
六
六
頁
。

�　

同
右
、
一
六
七
頁
。

�　

参
考
に
な
る
文
献
と
し
て
、
武
田
佐
知
子
『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
‐
袴
と
貫
頭
衣
‐
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）、
同
「
古
代
国
家
の

形
成
と
身
分
標
識
‐
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
衣
服
の
機
能
に
つ
い
て
‐
」（『
歴
史
学
研
究
』
別
冊
、
青
木
書
店
、
一
九
八
二
年
）
が
あ
る
。

�　

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
）
六
一
一
～
六
二
九
頁
、
お
よ
び
、
前
掲
注
⑼
拙
稿

を
参
照
さ
れ
た
い
。

�　

同
右
。

�　

五
正
色
は
「
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
」、
五
間
色
は
「
紅
・
紫
・
碧
・
騮
・
黄
・
緑
」
を
い
う
。
詳
し
く
は
、
青
沼
智
子
・
野
田
知
津
子
・
近
田
百

合
子
「
法
衣
（
素
絹
）
に
つ
い
て
一
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
一
六
、
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
編
集
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）、
野
田
知
津
子
・
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青
沼
智
子
・
川
口
淑
美
「
法
衣
（
袈
裟
）
に
つ
い
て
二
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
一
七
、
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
編
集
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）、

川
口
淑
美
・
野
田
知
津
子
・
青
沼
智
子
「
法
衣
（
袈
裟
）
に
つ
い
て
三
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
一
八
、
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
編
集
委
員
会
、

一
九
八
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�　

不
正
色
は
「
壊
色
」
と
も
い
い
、
よ
ご
れ
た
青
（
酒
の
瓶
上
に
覆
っ
た
銅
器
に
生
じ
る
錆
び
の
汚
れ
た
色
）、
泥
の
よ
う
に
濁
っ
た
薄
墨
色
（
川
底

の
土
の
よ
う
な
緇
泥
、
錫
の
錆
び
つ
い
た
色
）。
赤
塵
で
汚
れ
た
茜
色
（
木
蘭
の
樹
皮
の
色
で
黄
み
を
帯
び
た
褐
色
）
の
こ
と
を
い
う
。
詳
し
く
は
、

前
掲
註
�
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�　

脇
田
晴
子
氏
は
戦
国
期
に
天
皇
権
威
を
中
心
に
進
展
し
て
い
く
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
本
願
寺
が
勅
願
寺
と
な
り
、「
貴
族
化
」
に
よ
っ
て

寺
内
町
に
お
け
る
特
権
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
示
し
た
（
脇
田
晴
子
『
天
皇
と
中
世
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
四
四
～
六
一
頁
）。

�　

前
掲
注
⑷
拙
稿
に
詳
し
い
。

�　

臼
井
寿
光
『
兵
庫
の
部
落
史
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
四
年
）
一
八
九
～
二
一
〇
頁
、
藤
原
豊
「『
丹
波
国
下
大
久
保
村
穢
多
改

派
一
件
』
に
つ
い
て
」（『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
八
六
号
、
兵
庫
部
落
解
放
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
近
世
後
期
の
離
壇
闘
争
に
つ
い
て
」（『
同

和
教
育
論
究
』
第
二
四
号
、同
和
教
育
振
興
会
、二
〇
〇
三
年
）、同
「
近
世
後
期
の
本
願
寺
派
部
落
寺
院
の
動
向
に
つ
い
て
」（『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』

一
二
八
号
、
兵
庫
部
落
解
放
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
）、
拙
稿
「『
部
落
寺
院
制
』
論
へ
の
疑
問
‐
播
磨
国
加
東
郡
部
落
寺
院
を
中
心
に
‐
」（『
法
政
論

叢
』
第
三
八
巻
第
一
号
、
日
本
法
政
学
会
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究
C
〉「
近
世
被
差
別
民
の
浄
土
真
宗
信
仰
の
基
礎
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
和
田
幸
司
、

課
題
番
号
・24520074

）
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
高
齢
者
の
社
会
参
加
促
進
施
策
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
六
三
年
に
制
定
さ
れ
た
老
人
福
祉
法
か
ら
本
格
化
し
た
。⑴ 

高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
こ
の
社
会
参
加
の
範
疇
で
と
ら
え
ら
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
生
涯
学
習
や
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
、
余
生
的
な
生
き
が
い
対
策
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
。
戦
後
わ
が
国
で
は
高
齢
社
会
化
が
急
速
に
進
み
、
一
九
七
〇

年
に
は
高
齢
化
率
が
七
％
を
超
え
、
一
九
九
四
年
に
は
一
四
％
を
超
え
た
。
急
速
な
高
齢
社
会
化
を
背
景
に
、
一
九
九
四
年
に
策
定
さ
れ
た

「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
の
見
直
し
（
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）」
で
は
、
高
齢
者
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
施
策
目
標
の
一

つ
に
掲
げ
ら
れ
た
。
高
齢
者
に
よ
る
社
会
貢
献
活
動
が
積
極
的
な
生
き
が
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
⑵
。

　

高
齢
社
会
化
は
今
な
お
進
み
、
二
〇
一
二
年
に
は
高
齢
化
率
が
二
四
％
を
超
え
た
。
こ
の
人
口
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
生
産
年
齢
人
口
が

老
年
人
口
を
支
え
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
体
制
は
変
更
を
迫
ら
れ
、
高
齢
者
も
社
会
を
支
え
る
存
在
と
し
て
活
躍
で
き
る
体
制
づ
く
り
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
は
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
高
齢
者
自
身
の
生
き
が
い
と
な
る

だ
け
で
な
く
社
会
か
ら
も
期
待
さ
れ
る
活
動
と
な
っ
た
。

　

社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
る
が
、
そ
の
参
加
率
は
、
二
〇
〇
六
年
で
は
二
五
．
七
％
、
二
〇
一
一

年
で
は
二
三
．
五
％
で
、
実
際
に
活
動
に
参
加
し
て
い
る
高
齢
者
は
減
少
傾
向
に
あ
る
（
総
務
省
「
社
会
生
活
基
本
調
査
」）。

高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
促
進
に
関
す
る
一
考
察

富　

樫　

ひ
と
み
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一
方
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
の
意
向
を
持
っ
て
い
る
高
齢
者
は
多
く
、
筆
者
ら
の
行
っ
た
調
査
で
は
七
三
．
五
％
の
高
齢
者
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
の
意
向
を
持
っ
て
い
た
⑶
。
こ
の
調
査
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
の
気
持
ち
が
実
行
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
実

態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
五
歳
以
上
八
〇
歳
未
満
の
者
を
対
象
に
し
た
内
閣
府
・
平
成
二
三
年
度
「
国
民
生
活
選
好
度
調
査
」
で
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
の
意
向
を
持
っ
て
い
る
者
は
五
割
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
調
査
と
筆
者
ら
の
研
究
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
平
均
的

に
は
活
動
参
加
の
意
向
を
持
っ
て
い
る
高
齢
者
の
半
分
程
度
し
か
実
際
に
活
動
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
究
は
、
参
加
関
連
要
因
に
関
す
る
研
究
⑷
及
び
参
加
の
効
果
に
関
す
る
研
究
⑸
、

参
加
し
や
す
い
条
件
に
関
す
る
研
究
⑹
、
活
動
促
進
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
⑺
等
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　

本
研
究
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
社
会
貢
献
活
動
と
定
義
し
、
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
促
進
が
今
や
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
認
識
の
も
と
、
ま
た
、
仕
事
の
引
退
を
機
に
社
会
と
の
接
触
が
減
少
す
る
高
齢
者
に
と
っ
て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
参
加
は
高
齢
者
と
社
会
を
つ
な
ぐ
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
高
齢
者
自
身
の
生
き
が
い
に
も
な
り
得
る
と
の
認
識
の
も
と
、
仕
事
引
退

後
の
高
齢
者
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
活
性
化
す
る
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
高
齢
者
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
概
ね
六
五
歳

か
ら
六
九
歳
ま
で
の
年
齢
階
層
に
焦
点
を
当
て
た
。
六
五
歳
は
、
今
後
実
質
的
な
定
年
年
齢
と
な
る
と
思
わ
れ
る
年
齢
で
あ
り
、
そ
の
後
の

五
年
間
が
新
た
な
生
活
を
構
築
す
る
重
要
な
期
間
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

二
、
調
査
の
方
法

　

公
益
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
が
全
国
的
規
模
で
行
っ
た
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
と
生
き
が
い
に
関
す
る
研
究
』

事
業
の
調
査
デ
ー
タ
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
事
業
の
目
的
は
、
定
年
移
行
期
前
後
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
と
生
き
が
い
を
分

析
し
、
定
年
後
の
生
活
に
つ
い
て
、
生
き
が
い
を
持
っ
た
生
活
実
現
へ
の
提
言
を
高
齢
者
本
人
や
政
策
へ
行
う
こ
と
等
で
あ
る
。
調
査
期
間

は
一
九
九
一
年
～
二
〇
一
一
年
の
二
〇
年
間
で
、
調
査
対
象
者
は
三
五
～
七
四
歳
の
厚
生
年
金
加
入
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
。
調
査

時
期
と
調
査
対
象
者
数
及
び
回
答
者
数
、
回
収
率
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
一
～
三
回
調
査
と
第
四
回
調
査
で
そ
の
方
法
が
変
更
さ
れ
た
。
第
一
～
三
回
調
査
で
は
企
業
年
金
へ
調
査
依
頼
が
行
わ
れ
、
厚
生
年
金

基
金
等
の
加
入
者
及
び
受
給
者
へ
の
郵
送
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
た
⑼
。
第
四
回
調
査
で
は
厚
生
年
金
加
入
者
を
条
件
に
し
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
調
査
が
行
わ
れ
た
⑽
。
本
研
究
で
は
、
二
十
年
間
の
調
査
を
総
括
し
た
研
究
⑾
デ
ー
タ
の
中
の
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関

す
る
調
査
項
目
の
デ
ー
タ
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
調
査
項
目
は
、「
社
会
活
動
参
加
の
状
況
」
及
び
「
社
会
活
動
参
加
分
野
」、「
社

会
活
動
参
加
理
由
」、「
や
り
が
い
を
感
じ
る
活
動
団
体
」
で
あ
る
。

　

分
析
方
法
は
、
単
純
集
計
な
ど
の
ほ
か
に
「
参
加
理
由
と
活
動
内
容
・
活
動
団
体
」
で
は
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ス
分
析
⑿
、「
参
加
理
由
・
活

動
内
容
・
活
動
団
体
と
参
加
の
仕
方
」
に
つ
い
て
は
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
い
、
調
整
済
残
差
を
み
た
。

三
、
調
査
結
果

（
一
）
活
動
参
加
率
の
推
移　

　

第
四
回
調
査
（
二
〇
一
一
年
）
の
年
齢
階
層
別
活
動
参
加
率
は
、
三
五
～
三
九
歳
で
は
一
八
．
五
％
、
四
〇
～
四
四
歳
で
は
二
四
．
一
％
、

四
五
～
四
九
歳
で
は
二
四
．
六
％
、五
〇
～
五
四
歳
で
は
二
六
．
一
％
、五
五
～
五
九
歳
で
は
二
五
．
九
％
、六
〇
～
六
四
歳
で
は
二
九
．
五
％
、

六
五
～
六
九
歳
は
三
五
．
七
％
、
七
〇
～
七
四
歳
は
三
八
．
〇
％
だ
っ
た
。

　

六
〇
～
六
四
歳
の
時
系
列
参
加
率
は
、
一
九
九
一
年
二
六
．
四
％
、
二
〇
〇
一
年
三
四
．
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
三
一
．
一
％
、
二
〇
一
一

回

調
査
年

調
査
対
象
者
（
男
性
：
女
性
）

回
答
者
数
（
回
収
率　

本
人
、
配
偶
者
）

一

一
九
九
一
年

四
，
〇
〇
〇
人
（
四
：
一
）

五
，
六
二
四
人
（
七
六
．
三
％
、
六
四
．
三
％
）

二

二
〇
〇
一
年

四
，
五
〇
五
人
（
三
：
一
）

五
，
七
一
四
人
（
七
〇
．
八
％
、
五
六
．
〇
％
）

三

二
〇
〇
六
年

二
，
九
二
八
人
（
三
：
一
）

三
，
五
一
一
人
（
六
八
．
〇
％
、
五
一
．
九
％
）

四

二
〇
一
一
年

四
，
〇
六
七
人
（
概
ね
七
：
三
）

五
，
一
四
五
人
（
一
〇
〇
％
、
一
〇
〇
％
）
⑻



─ 50 ─

年
二
九
．
五
％
だ
っ
た
。
六
五
～
六
九
歳
の
時
系
列
参
加
率
は
、
一
九
九
一
年
三
四
．
五
％
、
二
〇
〇
一
年
四
一
．
二
％
、
二
〇
〇
六
年

三
六
．
八
％
、
二
〇
一
一
年
三
五
．
七
％
だ
っ
た
。

（
二
）
コ
ー
ホ
ー
ト
に
お
け
る
参
加
率
の
推
移

　

第
一
回
調
査
（
一
九
九
一
年
）
時
に
お
い
て
、
四
〇
～
四
四
歳
の
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
ａ
群
と

い
う
）
と
四
五
～
四
九
歳
の
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
ｂ
群
と
い
う
）
の
二
〇
年
間
の
活
動
参
加
率
を

み
た
。
ａ
及
び
ｂ
群
と
も
六
〇
～
六
四
歳
で
増
加
幅
が
急
に
な
っ
て
い
る
。
ａ
群
と
ｂ
群
の
比
較

で
は
、
は
ぼ
一
貫
し
て
ｂ
群
の
方
が
参
加
率
が
高
い
（
表
１
）。

（
三
）
活
動
内
容
の
推
移
（
六
五
～
六
九
歳
）

　

活
動
内
容
の
選
択
肢
は
「
地
域
の
生
活
環
境
を
守
る
活
動
」「
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
や
学
習
グ
ル
ー

プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
」「
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
〝
村
お
こ
し
〟
の
活
動
」「
自
然
保
護
や

環
境
保
全
の
活
動
」「
障
害
者
・
老
人
の
手
助
け
な
ど
の
社
会
福
祉
活
動
」「
児
童
や
青
少
年
活
動

の
世
話
役
と
し
て
の
活
動
」「
地
域
の
文
化
財
や
伝
統
を
守
る
活
動
」「
消
費
者
活
動
や
生
活
向
上

の
た
め
の
活
動
」「
国
際
交
流
に
関
す
る
活
動
」「
行
政
の
委
員
、
民
生
委
員
、
保
護
司
、
人
権
擁

護
委
員
等
の
活
動
」「
そ
の
他
」
で
あ
る
。
回
答
は
多
重
回
答
に
よ
っ
た
。

　

調
査
の
結
果
、「
地
域
の
生
活
環
境
を
守
る
活
動
」（
一
五
〜
二
七
％
）
や
「
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ

や
学
習
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
」（
一
二
〜
二
九
％
）、「
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
〝
村

お
こ
し
〟
の
活
動
」（
七
〜
一
九
％
）
が
、男
女
と
も
ど
の
調
査
年
で
も
一
～
四
位
を
占
め
て
い
た
。
表１ コーホートによるボランティア活動参加者等の推移

上段：総数、 下段：人数（％） 
群 40～44 歳 45～49 歳  50~ 54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 

a 
(40～44 歳） 

787 
193（24.5） 

 
― 

429 
107（24.9） 

563 
148（26.3） 

594  
175（29.5） 

 
― 

b 
(45～49 歳) 

 
― 

663 
171（25.8） 

 
― 

563 
148（26.3） 

399 
124（31.1） 

611 
218（35.7） 

（注） 群： 年調査時 ～ 歳のグループ。 群： 年調査時 ～ 歳のグループ。

 
 
 
 

 
図１ 「地域や社会に貢献したい」理由における活動分野と参加団体 
（注 1）活動団体：1＝行政機関、2＝社会福祉協議会、3＝町内会、自治会、4＝老人クラブ、5＝公 

的施設・機関のボランティア団体、6＝ 地域住民によるボランティア団体、7＝民間施設・ 
機関のボランティア団体、8＝NPO 法人、9＝当事者団体、10＝個人または個人的な集まり。 

（注 2）ｎ＝72 人（選択肢の「その他」は除外）。 

 
 

出典：公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構編『サラリーマンの生活と生きがい
に関する研究　〜過去 20 年の変化を追って〜』34 頁。
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出典：公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構編『サラリーマンの生活と生
きがいに関する研究　〜過去 20 年の変化を追って〜』39 頁。

（
四
）
参
加
理
由
の
推
移
（
六
五
～
六
九
歳
）

　

活
動
の
参
加
理
由
の
選
択
肢
及
び
結
果
は
表
２
及
び
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
回
答
は
多
重
回
答
⒀
に
よ
っ
た
。

　
「
地
域
や
社
会
に
貢
献
し
た
い
」
は
、
男
女
と
も
ど
の
調
査
年
で
も
概
ね
一
位
、「
自
分
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し
た
い
」「
友
人
や
仲
間

を
増
や
し
た
い
」「
生
活
に
は
り
を
持
た
せ
た
い
」
が
概
ね
上
位
で
あ
っ
た
。「
社
会
人
と
し
て
当
然
と
思
っ
た
」
は
、
男
性
で
は
上
位
、
女

性
で
は
低
か
っ
た
。

表２ 女性高齢者における活動理由の推移（3 つまで選択） 
 上段：順位 人数 
下段：% 

内 容 1991 年 2001 年 2006 年 2011 年 

地域や社会に貢献したい ① 12 

21.8 

① 52 

23.5 

② 27 

18.9 

① 53 

23.3 
友人や仲間を増やしたい ②  9 

16.4 
② 39 
17.6 

① 28 
19.6 

⑥ 21 
9.3 

生活にはりを持たせたい ②  9 

16.4 

④ 34 

15.4 

③ 26 

18.2 

② 41 

18.1 
自分の知識や経験を活か 
したい 

④  7 

12.7 

③ 35 

15.8 

④ 18 

12.6 

③ 36 

15.9 
社会への見聞を広げたい ④  7 

12.7 
⑥ 18 
8.1 

⑥ 16 
11.2 

⑤ 23 
10.1 

身近な人に誘われた ⑥  6 

10.9 

⑦ 13 

5.9 

⑤ 17 

11.9 

⑦ 19 

8.4 
社会人として当然と思った ⑦ 5 

9.1 

⑤ 26 

11.8 

⑦  8 

5.6 

④ 29 

12.8 
会社の進めや命令 ⑧  0 

0.0 
⑧ 0 
0.0 

⑨  0 
0.0 

⑧  1 
0.4 

何となく ⑧  0 

0.0 

⑧  0 

0.0 

⑧  1 

0.7 

⑧  1 

0.4 
その他    0 

0.0 
4 

1.8 
2 

1.4 
3 

1.3 

合         計 55 
100.0 

221 
100.0 

143 
100.0 

227 
100.0 

（注１）1991 年：ｎ＝24 人、2001 年：ｎ＝107 人、2006 年：ｎ＝63 人、 
2011 年：ｎ＝95 人。 

（注 2）サンプル数が少ないため多重比較は行っていない。 
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表３ 男性高齢者における活動理由の推移（3 つまで選択） 
 

順位 1991 年 2001 年 2006 年 2011 年 

1  ・地域や社会に貢献 
したい（25.6%） 

・社会人として当然 
と思った（20.2%） 

・地域や社会に貢献 
したい（28.7%） 

・地域や社会に貢献 
したい（28.1%） 

・地域や社会に貢献 
したい（29.0%） 

 
 
 
 
2 

・自分の知識や経験を 
活かしたい(15.1%) 

・生活にはりを持たせ 
たい（12.5%） 

・友人や仲間を増やし 
たい（10.9%） 

・自分の知識や経験を 
活かしたい(15.2%） 

・友人や仲間を増やし 
たい（14.7%） 

・生活にはりを持たせ 
たい（13.5%） 

・社会人として当然と 
思った（13.0%） 

・自分の知識や経験を 
活かしたい（14.8%） 

・生活にはりを持たせ 
たい（14.8%） 

・社会人として当然と 
思った（14.3%） 

・身近な人に誘われた 
（9.7%） 

・友人や仲間を増やし 
たい（9.2%） 

・自分の知識や経験を 
活かしたい（15.5%） 

・生活にはりを持たせ 
たい（12.9%） 

・友人や仲間を増やし 
たい（12.3%） 

・社会人として当然と 
思った（10.6%） 

 
 
3 

・社会への見聞を広げ 
たい（7.1%） 

・身近な人に誘われた 
（5.8%） 

・社会への見聞を広げ 
たい（6.6%） 

・身近な人に誘われた 
（5.9%） 

・社会への見聞を広げ 
たい（5.1%） 

・会社の進めや命令 
（1.0%） 

・社会への見聞を広げ 
たい（7.4%） 

・身近な人に誘われた 
（7.4%） 

・何となく 
（3.2%） 

 
4 

・会社の進めや命令 
（1.3%） 

・会社の進めや命令 
（0.5%） 

・何となく（0.5%） 

 ・会社の進めや命令 
（0.3%） 

（注１）1991 年：ｎ＝131 人、2001 年：ｎ＝117 人、2006 年：ｎ＝86 人、2011 年：ｎ＝123 人。 
 1991 年及び 2006 年では「何となく」は 0 であった。 

（注 2）ボンフェローニ法よる有意水準の補正を行った上でマクネマー検定による多重比較を行った。 

 
 
 
 
 

出典：公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構編『サラリーマンの生活と生きがいに関する研究
　〜過去 20 年の変化を追って〜』38 頁より筆者作成。
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（
五
）
参
加
理
由
と
活
動
内
容
・
活
動
団
体
（
六
五
～
六
九
歳
）　

　

第
四
回
調
査
（
二
〇
一
一
年
）
に
お
け
る
択
一
回
答
⒁
で
参
加
理
由
と
活
動
内
容
・
活
動
団
体
の
結
び
つ
き
を
み
た
。
参
加
理
由
の
概
ね

第
一
位
を
占
め
て
い
た
「
地
域
や
社
会
に
貢
献
し
た
い
」
と
活
動
内
容
・
活
動
団
体
の
結
び
つ
き
を
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ス
分
析
で
み
た
の
が
図

１
で
あ
る
。「
地
域
や
社
会
に
貢
献
し
た
い
」
理
由
で
の
第

一
位
の
活
動
で
あ
る
「
地
域
の
生
活
環
境
を
守
る
活
動
（
環

境
保
全
活
動
）」（
次
元
１
：
次
元
２
＝
-0.6
：
0.2
）
は
「
町

内
会
・
自
治
会
」（
同
-0.6
：
0.2
）
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、「
老

人
ク
ラ
ブ
」（
同
-0.7
：
0.2
）
及
び
「
個
人
ま
た
は
個
人
的
な

集
ま
り
」（
同
-0.4
：
0.3
）
と
非
常
に
近
接
し
て
い
た
（
図
１
）。

　

参
加
理
由
の
上
位
で
あ
る
「
自
分
の
知
識
や
経
験
を
活

か
し
た
い
」
に
つ
い
て
も
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ス
分
析
で
み
た

と
こ
ろ
、
活
動
内
容
第
一
位
の
「
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
や
学

習
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
」（
同
-0.3
：
0.3
）

は
「
地
域
住
民
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
」（
同
-0.3
：

0.4
）
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」（
同
-0.3
：

0.6
）
と
も
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。

　

同
じ
く
参
加
理
由
の
上
位
で
あ
る
「
生
活
に
は
り
を
持

た
せ
た
い
」
の
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ス
分
析
で
は
、
活
動
内
容

第
一
位
の
「
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
や
学
習
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
の
活
動
」（
同
0.5
：
-0.8
）
は
「
公
的
施
設
・
機

表１ コーホートによるボランティア活動参加者等の推移

上段：総数、 下段：人数（％） 
群 40～44 歳 45～49 歳  50~ 54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 

a 
(40～44 歳） 

787 
193（24.5） 

 
― 

429 
107（24.9） 

563 
148（26.3） 

594  
175（29.5） 

 
― 

b 
(45～49 歳) 

 
― 

663 
171（25.8） 

 
― 

563 
148（26.3） 

399 
124（31.1） 

611 
218（35.7） 

（注） 群： 年調査時 ～ 歳のグループ。 群： 年調査時 ～ 歳のグループ。

 
 
 
 

 
図１ 「地域や社会に貢献したい」理由における活動分野と参加団体 
（注 1）活動団体：1＝行政機関、2＝社会福祉協議会、3＝町内会、自治会、4＝老人クラブ、5＝公 

的施設・機関のボランティア団体、6＝ 地域住民によるボランティア団体、7＝民間施設・ 
機関のボランティア団体、8＝NPO 法人、9＝当事者団体、10＝個人または個人的な集まり。 

（注 2）ｎ＝72 人（選択肢の「その他」は除外）。 

 
 

出典：公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構編『サラリーマンの生活と生きがいに
関する研究　〜過去 20 年の変化を追って〜』40 頁。
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関
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
」（
同
0.6
：
-1.2
）
や
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」（
同
0.6
：
-1.2
）、「
個
人
ま
た
は
個
人
的
な
集
ま
り
」（
同
0.2
：
-0.5
）
と
や
や

近
い
関
係
に
あ
っ
た
。

（
六
）
参
加
理
由
・
活
動
内
容
・
活
動
団
体
と
参
加
の
仕
方
（
六
五
～
六
九
歳
）

　

第
四
回
調
査
（
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
参
加
理
由
や
活
動
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
参
加
の
仕
方
が
異
な
る
か
を
み
た
（
択
一
回
答
）。

参
加
の
仕
方
は
「
定
期
的
に
参
加
」
及
び
「
と
き
ど
き
参
加
」
で
あ
る
。

　

参
加
理
由
と
参
加
の
仕
方
に
つ
い
て
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
⒂
。

表４ 活動内容における参加の仕方 
上段：人数（％） 

    下段：調整済み残差 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）n＝218，χ2(10)＝31.88，p<0.05。 

 

 

活動内容 

社会参加の状態  

合計 定期的に参加 ときどき参加 

 
地域の生活環境を守る活動 

趣味・スポーツや学習グルー 
プのリーダーとしての活動 

地域のイベントや〝村おこ 

し″の活動 

行政の委員、民生委員、保護 

司、人権擁護委員等の活動 

障害者・老人の手助けなど 

の社会福祉活動 

自然保護や環境保全の活動 

消費者活動や生活向上のた 

めの活動 

児童や青少年活動の世話役 
としての活動 

地域の文化財や伝統を守る 

活動 

国際交流に関する活動 

その他 

合 計 

表４ 活動内容における参加の仕方 
上段：人数（％） 

    下段：調整済み残差 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）n＝218，χ2(10)＝31.88，p<0.05。 

 

 

活動内容 

社会参加の状態  

合計 定期的に参加 ときどき参加 

 
地域の生活環境を守る活動 

趣味・スポーツや学習グルー 
プのリーダーとしての活動 

地域のイベントや〝村おこ 

し″の活動 

行政の委員、民生委員、保護 

司、人権擁護委員等の活動 

障害者・老人の手助けなど 

の社会福祉活動 

自然保護や環境保全の活動 

消費者活動や生活向上のた 

めの活動 

児童や青少年活動の世話役 
としての活動 

地域の文化財や伝統を守る 

活動 

国際交流に関する活動 

その他 

合 計 

出典：公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構編『サラリーマンの
生活と生きがいに関する研究　〜過去 20 年の変化を追って〜』

　　　43 頁。
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活
動
内
容
と
参
加
の
仕
方
に
つ
い
て
も
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。「
地
域
の
生
活
環
境
を
守
る
活
動
」

及
び
「
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
〝
村
お
こ
し
〟
の
活
動
」
で
は
「
と
き
ど
き
参
加
」
が
有
意
に
多
く
、「
行
政
の
委
員
、
民
生
委
員
、
保
護
司
、

人
権
擁
護
委
員
等
の
活
動
」
で
は
「
定
期
的
に
参
加
」
が
有
意
に
多
か
っ
た
（
表
４
）。

　

活
動
団
体
と
参
加
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、「
町
内
会
、自
治
会
」
及
び
「
個
人
ま
た
は
個
人
的
な
集
ま
り
」
で
は
有
意
に
「
と
き
ど
き
参
加
」

（
調
整
済
み
残
差
：
2.2
及
び
2.1
）
が
多
く
、「
行
政
機
関
」
及
び
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
で
は
、
有
意
に
「
定
期
的
に
参
加
」（
同
2.9
及
び
3.3
）
が

多
か
っ
た
。

四
、
考
察

（
一
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
活
性
化
す
る
要
因

①
年
齢
と
参
加
率

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
参
加
率
は
、
六
〇
～
六
四
歳
の
年
齢
階
層
で
急
激
に
増
加
し
、
六
〇
～
六
四
歳
よ
り
も
六
五
～
六
九
歳
の
年
齢
階

層
の
方
が
一
貫
し
て
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
参
加
率
の
推
移
で
は
、
両
年
齢
階
層
と
も
二
〇
〇
一
年
で
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
も

の
の
同
年
以
降
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
一
年
と
二
〇
一
一
年
を
比
べ
る
と
、
二
〇
一
一
年
の
方
が
参
加
率
が
高
か
っ
た
。

　

厚
生
労
働
省
の
平
成
二
四
年
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
に
よ
る
と
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
「
実
施
済
み
」
の
企
業
の

割
合
は
九
七
．
三
％
で
あ
っ
た
。
六
〇
～
六
四
歳
の
年
齢
層
及
び
六
五
～
六
九
歳
の
年
齢
階
層
で
大
幅
に
参
加
率
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、

六
〇
歳
か
ら
段
階
的
に
仕
事
引
退
者
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
一
年
に
お
い
て
、
七
〇
～
七
四
歳
の
参
加

率
は
最
も
高
く
、
三
八
．
〇
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
標
本
数
が
六
五
～
六
九
歳
で
は
六
一
一
人
、
七
〇
～
七
四
歳
で
は
五
二
九
人
と
減
少

し
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
七
〇
歳
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
七
〇
歳
前
か
ら
の
参
加

高
齢
者
の
方
が
生
存
率
が
高
い
た
め
と
考
え
ら
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
健
康
の
関
連
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

②
参
加
理
由
の
性
差
と
報
酬
性 
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活
動
参
加
理
由
「
地
域
や
社
会
に
貢
献
し
た
い
」
や
「
自
分
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し
た
い
」「
生
活
に
は
り
を
持
た
せ
た
い
」
は
ど
の

調
査
年
で
も
男
女
と
も
上
位
で
、
大
き
な
性
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
社
会
人
と
し
て
当
然
と
思
っ
た
」
や
二
〇
一
一
年
調
査

に
お
け
る
「
友
人
や
仲
間
を
増
や
し
た
い
」
は
、
男
性
で
は
上
位
、
女
性
で
は
低
か
っ
た
の
で
、
参
加
の
理
由
に
よ
っ
て
は
性
差
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

次
に
、
第
四
回
調
査
（
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
参
加
理
由
を
自
分
の
た
め
に
参
加
す
る
利
己
的
理
由
と
他
者
の
た
め
に
参
加
す
る
利

他
的
理
由
に
分
け
て
、
ど
ち
ら
の
理
由
で
の
参
加
が
多
い
の
か
を
見
た
。
利
他
的
理
由
に
は
「
地
域
や
社
会
に
貢
献
し
た
い
」
や
「
社
会
人

と
し
て
当
然
と
思
っ
た
」
が
該
当
し
、利
己
的
理
由
に
は
「
自
分
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し
た
い
」
や
「
友
人
や
仲
間
を
増
や
し
た
い
」、「
生

活
に
は
り
を
持
た
せ
た
い
」、「
社
会
へ
の
見
聞
を
広
げ
た
い
」
が
該
当
す
る
。

　

利
他
的
理
由
と
利
己
的
理
由
を
男
女
別
で
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
男
性
で
は
、
利
他
的
理
由
は
三
九
．
六
％
、
利
己
的
理
由
は
四
八
．
一
％

だ
っ
た
。
女
性
で
は
、
利
他
的
理
由
は
三
六
．
一
％
、
利
己
的
理
由
は
五
三
．
四
％
だ
っ
た
。
調
査
結
果
か
ら
、
男
女
と
も
利
他
的
理
由
よ

り
も
利
己
的
理
由
で
活
動
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

選
択
肢
の
数
の
違
い
が
結
果
に
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
利
己
的
理
由
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
へ
の
大
き
な
要
因
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
参
加
者
自
身
の
充
実
感
と
い
う
抽
象
的
な
利
益
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
的
な
利
益
と
な

る
活
動
内
容
を
用
意
し
た
り
実
質
的
な
利
益
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
活
動
参
加
を
促
す
と
考
え
る
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

有
償
性
を
も
た
せ
る
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
に
は
、
有
償
労
働
と
の
棲
み
分
け
が
必
要
で
あ
る
。

③
活
動
内
容
・
活
動
団
体
に
お
け
る
参
加
の
仕
方
の
影
響 

　

参
加
理
由
と
参
加
の
仕
方
及
び
活
動
内
容
と
参
加
の
仕
方
、
活
動
団
体
と
参
加
の
仕
方
の
関
係
を
み
た
。
参
加
理
由
に
お
け
る
参
加
の
仕

方
に
は
有
意
差
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
活
動
参
加
の
動
機
の
段
階
で
は
、
定
期
的
に
参
加
す
る
の
か
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て

参
加
す
る
の
か
は
、
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
参
加
を
考
え
る
段
階
で
は
、
参
加
の
仕
方
よ
り
も
参
加
す
る
こ
と
自

体
に
、
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
同
じ
よ
う
な
活
動
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
行
う
活
動
団
体
は
一
つ
と
は
限
り
ら
な
い
。
参
加
の
仕
方
は
活
動
団
体
の
規
律
に
基

づ
く
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
活
動
内
容
よ
り
も
活
動
団
体
に
影
響
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、参
加
理
由
の
上
位
で
あ
る
「
自
分
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し
た
い
」
や
「
生
活
に
は
り
を
持
た
せ
た
い
」
は
活
動
内
容
「
趣
味
・

ス
ポ
ー
ツ
や
学
習
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
が
実
践
さ
れ
る
の
は
「
個
人
ま
た
は
個
人
的
な
集
ま

り
」
や
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
な
ど
で
あ
る
が
「
個
人
ま
た
は
個
人
的
な
集
ま
り
」
は
「
と
き
ど
き
の
参
加
」
が
有
意
に
多
く
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」

は
「
定
期
的
な
参
加
」
が
有
意
に
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
定
期
的
な
参
加
」
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
の
他
に
「
行
政
機
関
」
で
も
有
意
に
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
収
益
や
謝
金
な
ど
金
銭
的
な
利
益

が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
提
供
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
報
酬
の
有
無
も
参
加
の
仕
方
に

影
響
を
与
え
る
要
因
か
も
し
れ
な
い
。

④
コ
ー
ホ
ー
ト
に
お
け
る
参
加
率
の
推
移

　

表
１
に
示
し
た
ａ
及
び
ｂ
群
を
比
較
す
る
と
、
ｂ
群
は
、
ａ
群
に
比
べ
ほ
ぼ
一
貫
し
て
参
加
率
が
高
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
経
験
者

は
高
齢
期
に
お
い
て
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
参
加
を
し
て
い
る
、
と
い
う
先
行
研
究
⒃
が
あ
る
が
、
本
調
査
の
結
果
は
、
二
群
の
み
の
比

較
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
追
認
し
て
い
る
。
子
ど
も
へ
の
世
話
な
ど
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
る
年
齢
層
か
ら
、
あ
る
い
は
子
ど
も
を
連
れ
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
で
き
る
活
動
内
容
を
用
意
し
、
高
齢
者
に
な
る
前
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
が
高
齢
期
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
二
）
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
促
進
の
た
め
の
提
言 

　

こ
れ
ら
考
察
か
ら
、
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
を
促
進
す
る
た
め
に
次
の
こ
と
を
提
言
す
る
。

　
　

①
企
業
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
の
育
成
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
の
促
進

　
　

②
緩
や
か
な
活
動
参
加
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③
参
加
に
お
け
る
高
齢
者
自
身
の
利
益
へ
の
配
慮
と
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
促
進

　
　

④
地
域
と
企
業
を
結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

企
業
と
地
域
が
密
接
に
か
か
わ
る
に
は
、
町
内
会
や
社
会
福
祉
協
議
会
、
企
業
の
サ
ー
ク
ル
等
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
協
働

し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
需
要
・
供
給
を
調
整
す
る
シ
ス
テ
ム
構
築
が
必
要
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
提
供
と
受
け
入
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
有
償
労
働
の
代
わ
り
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
利
用
さ
れ

る
よ
う
な
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
搾
取
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
促
進
す
る
に
は
、
同
時
に
、
有
償
労
働
と
の
棲
み
分
け

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

五
、
お
わ
り
に 

　

高
齢
者
は
他
の
年
齢
層
よ
り
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
参
加
理
由
は
利
己
的
理
由
も
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
参
加
の
仕
方
は
活
動
団
体
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

高
齢
化
が
伸
長
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
の
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
を
マ
ッ

チ
ン
グ
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
高
齢
者
が
社
会
を
支
え
る
体
制
を
構
築
す
る
上
で
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
高
齢
者
が
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
土
壌
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
を
含
め
た
地
域
の
共
助
の
力
が
一
層
高
ま
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

謝
辞

　

本
稿
は
、拙
稿
「
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
促
進
に
向
け
て
」
公
益
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
編
『
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
生
活
と
生
き
が
い
に
関
す
る
研
究
〜
過
去
二
〇
年
の
変
化
を
追
っ
て
〜
』
二
九
〜
四
九
頁
（
公
益
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総

合
研
究
機
構
、
二
〇
一
三
年
）
に
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
当
機
構
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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注⑴　

高
齢
者
の
社
会
参
加
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、木
村
（
木
村 

純
「
高
齢
者
の
社
会
参
加
と
生
涯
学
習
」『
都
市
問
題
研
究
』
五
七
巻
五
号
、二
〇
〇
五
年
、

二
七
～
三
〇
頁
）
が
詳
し
い
。
木
村
は
、
高
齢
者
の
生
涯
学
習
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

⑵　

富
樫
ひ
と
み
『
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
言
語
文
化
研
究
所
叢
書　

高
齢
期
に
つ
な
ぐ
社
会
関
係　

ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
の
提
供
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
通
し
て
』
二
〇
一
三
年
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
八
頁
。

⑶	　

三
五
～
七
四
歳
の
厚
生
年
金
加
入
者
を
対
象
に
し
た
調
査
の
た
め
調
査
対
象
者
は
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
が
調
査
結
果
に
反

映
さ
れ
、
全
国
的
な
結
果
よ
り
も
高
い
参
加
希
望
率
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究

機
構
編
『
シ
ニ
ア
の
社
会
参
加
と
生
き
が
い
に
関
す
る
事
業
』
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
五
頁
。

⑷　

参
加
関
連
要
因
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、活
動
内
容
に
関
す
る
調
査
に
は
総
務
省
「
社
会
生
活
基
本
調
査
」
が
あ
り
、研
究
に
は
筆
者
の
研
究
（
前

掲
注
⑶
六
一
～
九
九
頁
）
が
あ
る
。
関
連
要
因
と
し
て
高
齢
者
の
属
性
を
取
り
上
げ
て
い
る
研
究
で
は
、
性
別
に
よ
る
参
加
傾
向
（
岡
本
秀
明
「
高
齢

者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
連
す
る
要
因
」『
厚
生
の
指
標
』
五
三
巻
一
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
八
頁
以
下
、
金 

貞
任
「
高
齢
者
の
社
会
参
加
と
そ
の

関
連
要
因
」『
日
米
高
齢
者
保
健
福
祉
学
会
誌
』
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
九
頁
以
下
））
及
び
社
会
関
係
に
よ
る
参
加
傾
向
（
前
掲
岡
本
、
藤
原
佳
典
・

西 

真
理
子
・
渡
辺
直
紀
他
「
都
市
部
高
齢
者
に
よ
る
世
代
間
交
流
型
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム : "REPRINTS"

の
一
年
間
の
歩
み
と
短

期
的
効
果
」『
日
本
公
衆
衛
生
雑
誌
』
五
三
巻
九
号
、
二
〇
〇
六
年
、
七
〇
二
頁
以
下
、
前
掲
金
、
安
田
節
之
「
大
都
市
近
郊
の
団
地
に
お
け
る
高
齢

者
の
人
間
関
係
量
と
地
域
参
加
」『
老
年
社
会
科
学
』
二
八
巻
四
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
五
〇
頁
以
下
、
他
）、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
経
験
の
有
無
等
に
よ

る
参
加
傾
向
（
前
掲
岡
本
・
二
〇
〇
六
年
）
を
調
べ
た
研
究
が
あ
る
。
そ
の
他
、
参
加
動
機
に
関
す
る
研
究
（
望
月
七
重
・
李 

政
元
・
包 

敏
「
高
齢

者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
参
加
・
継
続
意
向
）
に
影
響
を
与
え
る
要
因　

─
高
齢
者
大
学
の
社
会
還
元
活
動
実
態
調
査
か
ら
」『
関
西
学
院
大
学
社

会
学
部
紀
要
』
九
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
八
一
頁
以
下
、
他
）
が
あ
る
。

⑸　

健
康
と
の
関
連
に
関
す
る
研
究
（
前
掲
注
⑷
岡
本
・
二
〇
〇
六
年
、
前
掲
注
⑷
藤
原
ら
、
前
掲
注
⑷
金
、
前
掲
注
⑷
安
田
、
他
）
及
び
主
観
的
幸
福

感
と
の
関
連
に
関
す
る
研
究
（
妹
尾
香
織
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
経
験
が
高
齢
者
の
主
観
的
幸
福
感
に
及
ぼ
す
影
響
」『
関
西
大
学
大
学
院
人
間
科
学
：

社
会
学
・
心
理
学
研
究
』
六
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
九
頁
以
下
）、
地
域
共
生
意
識
と
の
関
連
に
関
す
る
研
究
（
前
掲
注
⑷
藤
原
ら
）
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
参
加
の
要
因
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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⑹	　

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
を
調
査
し
た
研
究
（
小
林
江
里
香
・
深
谷
太
郎
「
都
市
部
の
中
高
年
者
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
ニ
ー
ズ
分
析
」『
老
年

社
会
科
学
』
二
七
巻
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
一
四
頁
以
下
）、
条
件
を
探
求
し
た
研
究
（
前
掲
注
⑵
富
樫
、
一
四
四
・
一
四
五
頁
、
公
益
財
団
法
人
年

金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
編
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
と
生
き
が
い
に
関
す
る
研
究　

～
過
去
二
十
年
の
変
化
を
追
っ
て
～
』
公
益
財
団
法
人

年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
、
二
〇
一
三
年
、
二
九
～
四
九
頁
）
が
あ
る
。

⑺	　

生
涯
学
習
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
つ
な
が
り
を
考
察
し
た
研
究
（
前
掲
注
⑴
、
入
江
詩
子
・
佐
藤
快
信
・
菅
原
良
子
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
生
涯
学

習
と
の
接
点
」『
長
崎
ウ
エ
ス
レ
ヤ
ン
大
学
現
代
社
会
学
部
紀
要
』
五
巻
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
五
一
頁
以
下
）
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
（
前
掲
注
⑷

藤
原
ら
）
が
あ
る
。

⑻	　

回
答
受
付
順
で
、
サ
ン
プ
ル
数
を
確
保
し
た
。
そ
の
た
め
、
回
収
率
は
一
〇
〇
％
で
あ
る
。

⑼	　

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
年
金
数
理
部
会
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
三
五
歳
～
五
九
歳
の
被
保
険
者
数
及
び
六
〇
～
七
四
歳
の
受
給
者
数
に
基
づ

き
男
女
別
年
齢
別
に
対
象
者
数
が
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

⑽	　

調
査
会
社
は
株
式
会
社
ク
ロ
ス
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
、
こ
の
会
社
の
モ
ニ
タ
ー
会
員
数
は
約
一
四
九
万
人
で
あ
る
。
モ
ニ
タ
ー
に
対
し
て
調
査
票

を
無
作
為
に
送
信
し
、
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。

⑾　

前
掲
注
⑹
公
益
財
団
法
人
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
編
。

⑿	　

コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ス
分
析
と
は
、
質
的
変
数
を
二
つ
の
次
元
（
縦
軸
と
横
軸
）
で
数
量
化
し
、
そ
れ
を
図
面
に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
で
、
点
と
点
の
間

の
距
離
で
相
関
関
係
を
見
る
分
析
方
法
で
あ
る
。
点
と
点
の
距
離
が
近
い
ほ
ど
関
係
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⒀	　

選
択
は
三
つ
ま
で
と
し
て
い
る
。

⒁　

第
四
回
（
二
〇
一
一
年
）
調
査
で
は
、
活
動
内
容
に
つ
い
て
多
重
回
答
と
「
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
」
一
つ
を
選
択
す
る
項
目
を
設
け
た
。

⒂　
ｎ
＝
２
１
８
、
カ
イ
二
乗
（
９
）
＝
１
０
．
６
１
、
ｐ>

０
．
０
５
。

⒃　

前
掲
注
⑷
岡
本
二
〇
〇
六
年
、
八
頁
以
下
。
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一
、
は
じ
め
に

　
「
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
高
齢
者
虐
待
防
止
法
と
い
う
）
の
施
行
（
二
〇
〇
六

年
四
月
）
か
ら
本
稿
執
筆
時
の
二
〇
一
四
年
一
月
迄
に
約
八
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
厚
生
労
働
省
や
地
方
公
共
団
体
、
あ
る
い
は
、
研

究
者
に
よ
り
高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
基
づ
く
高
齢
者
虐
待
の
調
査
・
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
調
査
が
依
拠
す
る
高

齢
者
虐
待
防
止
法
は
、
高
齢
者
虐
待
の
類
型
と
そ
の
具
体
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
が
概
念
を
含
め
明
確

に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
法
施
行
後
に
お
い
て
も
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
の
扱
い
や
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
扱
い
な
ど
、
高
齢
者

虐
待
の
定
義
の
認
識
は
、
研
究
者
に
よ
り
統
一
が
と
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
現
状
の
調
査
・
研
究
で
は
、
調
査
機
関
や
研
究
者
の
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
解
釈
に
よ
り
、
結
果
に
大
き
な
差
異
が
生

じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
⑴
。
ま
た
、
こ
の
調
査
・
研
究
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
諸
施
策
で
は
、
高
齢
者
の
人
権
保
障
や
権
利
擁
護
に
十

分
な
効
果
が
あ
る
か
疑
問
が
残
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
虐
待
防
止
に
は
通
報
や
地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
国
民
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る

が
、
曖
昧
な
虐
待
の
定
義
で
は
、
高
齢
者
虐
待
啓
発
が
不
十
分
と
な
り
、
協
力
を
得
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
現
に
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法

施
行
後
も
「
介
護
殺
人
」
や
「
介
護
心
中
」
は
後
を
絶
た
な
い
⑵
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
対
策
や
予
防
を
図
る
た
め
の
調
査
や
研
究
を
行
う
た
め
に
は
対
象
と
し
て
い
る
「
高
齢
者
虐
待
」
の
事
象
を
現
代
社
会
に
対

高
齢
者
虐
待
の
定
義
に
つ
い
て
の
一
考
察

山　

本　

克　

司
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応
し
た
形
で
明
確
に
定
義
づ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑶
。
ま
た
、
現
場
に
お
い
て
高
齢
者
や
養
護
者
に
か
か
わ
る
専
門
職
が
効
果
的

に
虐
待
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
専
門
職
の
垣
根
を
越
え
て
高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
明
確
化
し
、
高
齢
者
虐
待
と
い
う
事
象
が
明
確
に
判
定

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑷
。

　

し
か
し
、
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
主
に
医
療
系
・
福
祉
系
の
研
究
者
が
中
心
と
な
り
進
め
て
き
た
も
の
が
多
く
、
法
的
な
視

点
か
ら
の
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
従
来
の
医
療
・
福
祉
主
体
の
研
究
は
、
侵
害
さ
れ
た
高
齢
者
の
人
権
に
つ
い
て
種
類
・
内
容
・
程
度
な

ど
に
つ
い
論
理
的
に
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
高
齢
者
虐
待
行
為
の
故
意
・
過
失
等
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
高
齢
者
虐
待
の
反
社
会
性
に
つ
い
て
の
行
為
規
範
を
社
会
に
対
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
法
的
な
視
点
か
ら
高
齢
者
虐
待
の
定
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
⑸
。

二
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
「
高
齢
者
虐
待
」
の
定
義
の
形
成
過
程
の
検
証

１　

日
本
に
お
け
る
「
高
齢
者
虐
待
」
の
定
義
の
形
成
過
程
の
検
証

（
１
）
高
齢
者
虐
待
を
表
す
表
現
の
沿
革

　

日
本
で
は
、
一
九
八
七
年
に
金
子
善
彦
が
出
版
し
た
『
老
人
虐
待
』
を
契
機
に
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
⑹
。
し
か
し
、
金
子
は
「
高
齢
者
虐
待
」
と
は
表
記
せ
ず
、「
老
人
虐
待
」
と
し
て
い
る
⑺
。
一
般
社
会
に
お
い
て
は
、
一
九
九
〇

年
代
前
半
は
、
高
齢
者
虐
待
は
一
般
的
な
事
象
で
は
な
く
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
と
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、「
高
齢
者
虐
待
」

と
い
う
表
現
は
定
着
し
て
い
な
い
。
一
九
九
四
年
の
週
刊
読
売
は
、「
シ
ル
バ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」⑻
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
五
年
に

出
版
さ
れ
た
新
聞
記
者
で
あ
る
安
藤
明
夫
の
著
書
で
も「
シ
ル
バ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」と
表
記
し
て
い
る
⑼
。
別
の
新
聞
記
者
は「
シ
ル
ハ
ラ
」

と
表
記
し
て
い
る
⑽
。
こ
の
語
は
、毎
日
新
聞
の
斉
藤
義
彦
ら
が
つ
く
っ
た
和
製
英
語
で
あ
る
⑾
。
学
会
に
お
い
て
、大
塩
ま
ゆ
み
は
「
虐
待
」

と
い
う
表
現
方
法
に
つ
い
て
、
学
会
や
研
究
会
で
疑
問
や
意
見
が
出
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
実
践
者
で
あ
る
保
健
師
の
中
か
ら
も
「
虐

待
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
関
係
者
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
⑿
。「
高
齢
者
虐
待
」
と
い
う
表
現
が
定
着
し
た
の
は
、
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一
九
九
四
年
六
月
に
田
中
荘
司
が
代
表
と
し
て
行
っ
た
「
高
齢
者
の
福
祉
施
設
に
お
け
る
人
間
関
係
の
調
整
に
か
か
わ
る
総
合
的
研
究
」
以

降
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
形
成
過
程

　

日
本
の
高
齢
者
虐
待
防
止
研
究
は
、
旧
厚
生
省
の
福
祉
専
門
官
田
中
荘
司
と
、
ア
メ
リ
カ
で
研
究
を
重
ね
た
多
々
良
紀
夫
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
。
彼
ら
の
著
述
か
ら
「
高
齢
者
虐
待
の
定
義
」
の
形
成
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
田
中
は
、
高
齢
者
虐
待
を
初
め
て
意
識
し

た
の
は
一
九
八
四
年
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
旧
厚
生
省
老
人
福
祉
課
専
門
官
で
あ
っ
た
田
中
は
、
一
九
八
四
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
社

会
福
祉
学
者
ア
イ
ダ
・
ハ
イ
ド
ゥ
ル
氏
か
ら
「
日
本
国
内
で
は
、
高
齢
者
虐
待
の
発
生
率
は
何
％
」
の
問
い
を
受
け
た
が
、「
誰
も
研
究
し

て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
と
回
答
す
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
⒀
。
し
か
し
、
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
意
識
は
も
ち
な
が
ら
も
、

一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
大
き
な
ア
ク
シ
ョ
ン
は
起
こ
し
て
い
な
い
。
具
体
的
な
、
行
動
の
開
始
は
一
九
九
一
年
の
ア
メ
リ
カ
行
き
で
あ
ろ
う
。

田
中
は
こ
こ
で
、
高
齢
者
虐
待
の
研
究
者
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
虐
待
問
題
を
行
政
課
題
と
し
て
担
当
し
て
い
た
ミ
シ
ガ
ン
州
政
府
の
保
護

部
長
に
面
会
し
、
虐
待
の
定
義
、
調
査
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
り
議
論
し
学
習
し
て
い
る
⒁
。
そ
の
後
、
一
九
九
二
年
に
高

齢
者
処
遇
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
全
国
的
な
虐
待
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
日
本
の
本
格
的
な
高
齢
者
虐
待
の
研
究
の
始
ま
り
で
あ

る
。

　

一
方
、
日
本
の
高
齢
者
虐
待
防
止
に
影
響
を
与
え
た
人
物
は
、
多
々
良
紀
夫
で
あ
る
。
多
々
良
は
、
一
九
八
八
年
に
ア
メ
リ
カ
の

National Center on Elder Abuse (NCEA)

（
全
米
高
齢
者
虐
待
問
題
研
究
所
）
の
所
長
に
就
任
し
、
一
九
九
八
年
三
月
迄
勤
め
た
。
そ

の
後
、
一
九
九
八
年
に
淑
徳
大
学
に
赴
任
し
て
か
ら
は
、
研
究
者
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
研
究
を
日
本
に
広
く
紹
介
し
た
。
特
に
、

二
〇
〇
二
年
二
月
七
日
に
自
民
党
の
中
に
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
勉
強
会
が
立
ち
上
が
っ
て
か
ら
は
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
制
定
に
向
け
て

主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
⒂
。
尚
、
多
々
良
は
、
第
二
十
一
回
日
本
保
健
福
祉
学
会
学
術
集
会
（
二
〇
〇
八
年
）
の
基
調
講
演
で
「（
日

本
の
）
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
法
律
案
の
最
初
は
私
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
高
齢
者
虐
待
研
究
お
よ
び
政
策
は
ア

メ
リ
カ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
構
築
に
お
い
て
も
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
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（
３
）
日
本
に
お
け
る
「
高
齢
者
虐
待
」
定
義
の
方
向
性

　

日
本
に
お
い
て
本
格
的
な
高
齢
者
虐
待
の
調
査
は
、
一
九
九
二
年
に
田
中
荘
司
が
行
っ
た
も
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
中
で
田
中

は
、「
虐
待
と
は
親
族
な
ど
主
と
し
て
高
齢
者
と
何
ら
か
の
人
間
関
係
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
高
齢
者
に
加
え
ら
れ
た
行
為
で
、
高
齢
者
の
心

身
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
、
高
齢
者
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
し
、
時
に
犯
罪
行
為
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
⒃
。

　

高
齢
者
虐
待
防
止
法
制
定
に
中
心
的
役
割
を
も
っ
て
関
わ
っ
た
多
々
良
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
ま
ず
、
連
邦
法
が
で
き
州
が
そ
れ
に

基
づ
い
た
州
法
を
つ
く
る
と
い
う
の
が
普
通
の
流
れ
で
す
。
州
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
解
釈
を
す
る
の
で
、
同
一
の
法
律
が
あ
る
州
は
、
ま
ず

あ
り
ま
せ
ん
。
虐
待
の
定
義
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
連
邦
法
の
定
義
を
使
う
州
も
あ
れ
ば
違
う
州
も
あ
り
ま
す
、
自
分
の
州
の
特
徴
に
合
わ

せ
た
独
自
の
法
律
、
対
応
の
仕
方
を
つ
く
る
わ
け
で
す
」
と
、
高
齢
者
虐
待
概
念
の
地
域
性
お
よ
び
曖
昧
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
⒄
。
ま

た
多
々
良
は
、
ア
メ
リ
カ
の
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
百
科
事
典
（
第
一
九
版
）』
のElder Abuse 

の
項
を
執
筆
し
た
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
法

律
、
制
度
、
調
査
の
数
と
同
じ
く
ら
い
（
高
齢
者
虐
待
の
）
定
義
が
あ
る
」
と
述
べ
、
連
邦
議
会
の
定
義
、
州
レ
ベ
ル
で
の
定
義
、
研
究
者

に
よ
る
定
義
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
⒅
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
州
に
よ
り
独
自
な
定
義
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
高
齢
者
虐
待
に
は
地
域
性

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
「
高
齢
者
虐
待
の
定
義
」
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
定

義
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
日
本
の
独
自
の
道
徳
や
文
化
を
反
映
し
た
も
の
に
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、Older Am

erican Act

（
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
）
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
、
高
齢
者
の
長
期
介
護

が
社
会
問
題
化
し
た
た
め
、
議
会
で
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
後The Am

erican Association of Hom
es for Aging

（
全
米

高
齢
者
ホ
ー
ム
協
会
）、The Am

erican Nursing Hom
e Association

（
全
米
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
協
会
）
等
が
設
置
さ
れ
、
ロ
ビ
ー
活

動
を
通
し
て
、
国
会
承
認
の
第
一
回
高
齢
化
に
関
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
会
議
を
開
催
さ
せThe Older Am

erican Act

（
高
齢
ア
メ
リ
カ

人
法
）（
一
九
六
五
年
）
が
制
定
さ
れ
た
⒆
。
そ
の
流
れ
の
中
で
一
九
八
七
年
に
高
齢
者
ア
メ
リ
カ
人
法
の
中
にelder abuse

が
規
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
正
に
高
齢
者
虐
待
の
定
義
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
国
、
地
域
、
社
会
、
時
代
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と

の
表
れ
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
高
齢
者
虐
待
防
止
を
考
え
る
と
き
、
定
義
は
普
遍
的
で
な
い
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
、
常
に
時
代
的
背
景
、
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地
域
的
背
景
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
高
齢
者
の
「
個
人
の
尊
厳
」
の
視
点
か
ら
柔
軟
に
高
齢
者
の
人
権
・
権
利
擁
護
に
関
わ
る
者
の
間
で

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
図
り
な
が
ら
、
明
確
な
定
義
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
高
齢
者
虐
待
」
の
定
義
の
形
成
過
程
の
検
証

（
１
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
形
成

①
一
九
七
〇
年
代
の
高
齢
者
虐
待
を
表
す
言
葉

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
日
本
と
同
様
に
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
前
に
、
言
葉
と
し
て
の
混
乱
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、

granny battering

（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
た
き
）
と
かgranny bashing

（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
い
じ
め
）
と
言
う
呼
び
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
用
語
で
は
祖
母
ま
た
は
高
齢
者
の
み
が
身
体
的
虐
待
だ
け
を
受
け
て
い
る
と
言
う
イ
メ
ー
ジ
で
偏
見
を
植
え
付
け
る
と
批
判

さ
れ
、
以
後“old age abuse ” “elder m

istreatm
ent ”

な
ど
の
い
く
つ
か
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
⒇
。

②elder abuse

の
使
用
に
つ
い
て

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
七
年
に
下
院
高
齢
者
問
題
特
別
委
員
会
が
初
め
て
高
齢
者
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
ペ
ッ
パ
ー
を
委
員
長
と
す
る

委
員
会
は
、
聴
聞
の
開
始
、
証
言
を
聴
取
しelder abuse 

と
い
う
語
を
使
用
し
て
、
一
九
八
一
年
に
高
齢
者
虐
待
の
全
国
調
査
を
行
い
、

報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
�
。
し
か
し
、ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
虐
待
の
研
究
者
ジ
ョ
セ
フ
・ J 

・
コ
ス
タ
の
一
九
八
四
年
の
発
言
を
見
る
と
「
老

人
虐
待
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
定
義
が
な
い
」
と
し
て
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
不
明
瞭
性
を
指
摘
し
て
い
る
�
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年

The Older Am
erican Act

（
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
）
改
正
に
お
い
てelder abuse

が
明
文
規
定
と
な
り
、
一
九
八
八
年
「(National 

Center on Elder Abuse: NCEA)

全
米
高
齢
者
虐
待
問
題
研
究
所
」
設
立
で
、
高
齢
者
虐
待
の
概
念
と
し
て
、elder abuse

が
一
般
的
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
の
時
点
に
お
い
て
リ
チ
ャ
ー
ド
・J

・
ボ
ニ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・B

・
ウ
ォ
レ
ス
は
、

Elder M
istreatm

ent: Abuse, Neglect, and Exploitation in an Aging Am
erica

�
と
い
う
題
名
の
著
書
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
題

名
の
表
現
か
らabuse

は
、
身
体
的
、
精
神
的
、
性
的
虐
待
と
親
和
性
を
も
ち
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
虐
待
概
念
がm

istreatm
ent

で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
改
正
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
三
日
）
で
は
、
第
一
〇
二
条
第
一
三
項
で
、「abuse

と
は
、
故
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意
に
よ
るA.

傷
害
、
不
合
理
な
監
禁
に
よ
る
苦
痛
又
は
身
体
的
損
傷
、
心
痛
又
は
精
神
的
苦
悶
を
招
く
悲
惨
な
取
扱
い
及
びB.

身
体
的
な

損
傷
、
精
神
的
な
苦
悶
又
は
精
神
の
病
気
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
又
は
財
を
介
護
者
を
含
む
者
に
よ
る
剥
奪
を
意
味
す
る
」�

と
し
て
い
る
。
一
方
、
第
二
四
項
で
「exploitation

と
は
、
高
齢
者
の
金
銭
又
は
社
会
保
障
給
付
金
、
利
益
、
も
う
け
等
の
資
材
を
使
用

す
る
介
護
者
又
は
受
託
者
を
含
む
個
人
の
詐
欺
あ
る
い
は
不
法
的
又
は
未
承
認
の
ま
ま
の
使
用
あ
る
い
は
不
適
切
な
行
為
及
び
そ
の
過
程
を

意
味
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、abuse

とm
istreatm

ent

の
関
係
は
、m

istreatm
ent

がabuse

、neglect

、

exploitation

を
包
括
す
る
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
虐
待
理
解
の
問
題
性

　

カ
ナ
ダ
オ
ン
タ
リ
オ
州
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
大
学
老
年
学
客
員
教
授
の
フ
ラ
ン
ク
・
グ
レ
デ
ィ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
虐
待
の
定
義
に

つ
い
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
多
く
の
定
義
が
乱
立
し
た
が
、
明
確
さ
・
精
緻
さ
を
欠
い
た
広
義
な
概
念
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
原
因
と
し
て
、
高
齢
者
虐
待
の
被
害
者
、
介
護
者
、
医
師
、
看
護
師
、
専
門
機
関
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
行
政
な
ど
が
、
異
な
る

視
点
で
虐
待
を
理
解
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
�
。
ハ
ド
ソ
ン
は
、「
何
が
高
齢
者
虐
待
で
、
何
が
そ
う
で
な
い
の
か
？
高
齢
者
の
放
置

と
は
？
弱
み
に
つ
け
こ
む
侵
害
と
は
？
自
己
虐
待
と
は
？
誰
が
こ
れ
ら
の
用
語
を
定
義
す
る
の
か
？
」
と
、
高
齢
者
虐
待
の
本
質
に
関
わ
る

論
点
を
提
起
し
て
い
る
�
。

（
３
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
研
究
者
の
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
現
状
と
問
題
点

①
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
虐
待
類
型
に
つ
い
て

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
定
義
は
、
虐
待
類
型
を
重
視
す
る
研
究
者
と
概
念
を
重
視
す
る
研
究
者
の
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
と

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
虐
待
類
型
を
重
視
す
る
研
究
者
の
間
に
お
い
て
も
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ピ
レ
マ
ー
と
フ
ィ
ン
ケ
ル

ホ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
一
年
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
合
議
し
よ
う
と
し
た
専
門
家
会
議
は
、
失
敗
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
�
。
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
九
〇
年
の
間
に
数
多
く
の
研
究
者
か
ら
高
齢
者
虐
待
の
類
型
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
研
究
者
に
共
通
す
る
虐
待
の
概
念
は
、
身
体
的
虐
待
、
心
理
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
（
介
護
の
放
棄
・
放
任
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
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加
え
て
、
ラ
ウ
と
コ
ス
バ
ー
グ
は
、
物
質
的
虐
待
お
よ
び
権
利
の
侵
害
を
提
示
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
と
シ
ノ
ッ
ト
は
、
医
学
的
虐
待
の
概

念
を
提
示
し
て
い
る
。
シ
ェ
ン
は
、
社
会
的
・
環
境
的
虐
待
を
挙
げ
て
い
る
�
。
ス
タ
イ
ン
メ
ッ
ツ
の
一
九
九
〇
年
に
提
示
し
た
分
類
�
か

ら
察
す
る
に
、
研
究
者
が
独
自
の
視
点
で
提
示
し
た
高
齢
者
虐
待
の
分
類
は
、
一
九
九
〇
年
頃
ま
で
に
、「
身
体
的
虐
待
」、「
心
理
的
虐
待
」、

「
性
的
虐
待
」、「
ネ
グ
レ
ク
ト
（
放
置
・
放
任
）」、「
経
済
的
虐
待
」
に
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
こ
の
頃
の
通
説
的
分
類
が
、
田
中
荘
司
を
通
し
て
、
日
本
の
高
齢
者
虐
待
の
研
究
に
影
響
を
与
え
、
日
本
の
高
齢
者
虐
待
防
止

法
の
虐
待
類
型
（
身
体
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、
心
理
的
虐
待
、
性
的
虐
待
、
経
済
的
虐
待
）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

な
お
、
数
多
く
広
範
囲
の
虐
待
類
型
の
設
定
は
、
虐
待
の
因
果
関
係
の
把
握
を
不
可
能
に
す
る
と
指
摘
も
あ
る
�
。

　

ま
た
、
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、
研
究
者
に
よ
り
分
類
が
異
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
身
辺
ケ
ア
を
し
な
い
こ
と
」
に
つ
い
て
、

ラ
ウ
と
コ
ス
バ
ー
グ
は
、「
身
体
的
虐
待
」
と
し
て
い
る
�
。
セ
ン
ス
ト
ッ
ク
と
リ
ア
ン
は
、「
心
理
的
虐
待
」
に
分
類
し
て
い
る
�
。

 　

行
政
の
立
場
か
ら
高
齢
者
公
正
法
（Elder Justice Act

）
は
、
身
体
的
虐
待
、
心
理
的
虐
待
、
経
済
的
虐
待
�
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、
セ
ル

フ
ネ
グ
レ
ク
ト
を
虐
待
類
型
と
し
て
い
る
。
高
齢
ア
メ
リ
カ
人
法
（The Older Am

erican Act

）
は
、
身
体
的
虐
待
、
精
神
的
虐
待
、
経

済
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
に
分
類
し
て
い
る
。
施
設
内
虐
待
に
着
目
し
た
一
九
九
一
年
全
国
高
齢
者
虐
待
情
報
セ
ン
タ
ー
調
査
で
は
、
虐
待

類
型
を
、
性
的
虐
待
を
含
む
身
体
的
虐
待
、
身
体
拘
束
の
不
適
切
な
活
用
、
言
語
的
又
は
情
緒
的
虐
待
、
身
体
的
ネ
グ
レ
ク
ト
、
情
緒
的
ネ

グ
レ
ク
ト
、
医
療
上
の
ネ
グ
レ
ク
ト
、
個
人
の
所
有
物
・
金
銭
的
虐
待
、
そ
の
他
州
が
規
定
し
た
す
べ
て
の
虐
待
と
し
て
い
る
。

②
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
虐
待
の
定
義
の
問
題
点

　

ア
メ
リ
カ
の
虐
待
の
定
義
形
成
に
つ
い
て
は
、
英
米
法
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
を
精
緻
に
構
築
し
、
法
を
制
定
す

る
の
で
は
な
く
、
直
面
し
た
具
体
的
な
問
題
解
決
の
た
め
の
概
念
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
高
齢
者
虐
待
に
か
か
わ
る
利

益
集
団
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・J

・
ボ
ニ
ー
と
ロ
バ
ー
ト
・B
・
ウ
ォ
レ
ス
は
、
多
く
の
研
究
者
が
、
高
齢
者
が
経
験
す
る

あ
ら
ゆ
る
問
題
を
ひ
っ
く
る
め
て
「
虐
待
」
と
呼
ん
で
お
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
研
究
は
言
語
的
精
緻
性
に
乏
し
い
点
を
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
が
、
多
様
な
種
類
の
虐
待
や
ネ
グ
レ
ク
ト
を
き
ち
ん
と
区
別
し
な
い
で
、
無
差
別
に
扱
っ
て
い
る
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と
も
指
摘
し
て
い
る
�
。
ア
メ
リ
カ
の
調
査
・
研
究
の
混
乱
か
ら
、
私
た
ち
は
、
有
効
な
調
査
・
研
究
に
は
明
確
な
高
齢
者
虐
待
の
定
義
の

構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
高
齢
者
虐
待
概
念
の
明
確
化
と
高
齢
者
の
個
人
の
尊
厳
を
守
る

た
め
の
手
段
と
し
て
の
高
齢
者
虐
待
類
型
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
、
日
本
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
定
義

　

最
初
の
学
術
的
な
先
行
研
究
と
い
わ
れ
て
い
る
金
子
善
彦
の
研
究
で
は
、
虐
待
を
「
①
身
体
的
な
も
の
（
加
害
）、
②
与
え
る
べ
き
も
の

を
与
え
な
い
（
加
害
）、
③
精
神
的
な
も
の
（
加
害
）、
④
物
質
的
な
も
の
（
加
害
）」
の
四
つ
に
分
類
し
�
、「
当
事
者
で
あ
る
老
人
に
と
っ
て
、

い
わ
れ
の
な
い
た
と
え
が
た
い
苦
痛
が
伴
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
れ
っ
き
と
し
た
虐
待
で
あ
る
」�
と
、
虐
待
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。
金
子

の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
が
、
こ
の
概
念
設
定
は
、
被
虐
待
者
の
主
観
に
依
拠
し
て
お
り
、
高
齢
者
虐
待
の
反
社
会
性
を
国
民
に
啓
発
す
る

客
観
的
行
為
規
範
と
す
る
の
は
難
し
い
。

　

田
中
荘
司
を
中
心
と
す
る
高
齢
者
処
遇
研
究
会
が
一
九
九
二
年
に
行
っ
た
「
高
齢
者
の
福
祉
施
設
に
お
け
る
人
間
関
係
の
調
査
に
係
わ
る

総
合
的
研
究
」
の
中
で
、
虐
待
類
型
を
①
「
身
体
的
暴
力
に
よ
る
虐
待
」、
②
「
性
的
暴
力
に
よ
る
虐
待
」、
③
「
心
理
的
障
害
を
与
え
る
虐

待
」
④
「
経
済
的
虐
待
」、
⑤
「
介
護
等
の
日
常
生
活
上
の
世
話
の
放
棄
、
拒
否
、
怠
慢
に
よ
る
虐
待
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
介
護
者

の
無
理
解
や
無
知
に
よ
る
非
意
図
的
虐
待
は
除
外
し
て
い
る
。
田
中
の
「
虐
待
」
理
解
は
、虐
待
者
の
行
為
無
価
値
性
（
行
為
の
反
社
会
性
）

に
着
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
被
虐
待
者
か
ら
す
れ
ば
、
虐
待
者
の
意
図
は
自
己
の
人
権
・
権
利
に
関
係
な
い
。
意
図
的
で
あ

ろ
う
が
、
非
意
図
的
で
あ
ろ
う
が
高
齢
者
の
人
権
・
権
利
の
侵
害
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
筆
者
は
、「
虐
待
」
を
行
為
無
価

値
性
か
ら
の
み
の
視
点
で
定
義
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
高
齢
者
虐
待
は
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
（
被
虐
待
者
の
法

益
侵
害
）
の
二
つ
の
視
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
高
齢
者
処
遇
研
究
会
は
、
一
九
九
七
年
に
「
高
齢
者
虐
待
と
は
、
親
族
な
ど

主
と
し
て
何
ら
か
の
人
間
関
係
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
高
齢
者
に
加
え
ら
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
高
齢
者
の
心
身
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
、
高
齢

者
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
し
、
時
に
犯
罪
上
の
行
為
で
あ
る
」
と
、
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。
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一
九
九
五
年
に
中
村
雪
江
、
細
矢
次
子
他
に
よ
る
『
高
齢
者
虐
待
調
査
報
告
』
で
は
、
高
齢
者
虐
待
を
「
身
体
的
虐
待
」、「
心
理
的
虐
待
」、

「
経
済
的
虐
待
」、「
介
護
等
の
日
常
生
活
上
の
世
話
の
放
棄
・
拒
否
・
怠
慢
」
に
分
け
て
い
る
。
な
お
、
一
九
九
四
年
に
厚
生
省
（
当
時
）

の
老
人
保
健
福
祉
局
長
で
あ
っ
た
横
尾
和
子
が
行
政
的
な
定
義
は
未
確
定
と
し
な
が
ら
、「
ネ
グ
レ
ク
ト
」「
身
体
的
虐
待
」「
精
神
的
虐
待
」

「
経
済
的
虐
待
」
の
四
分
類
を
述
べ
て
い
る
�
。
し
か
し
、
性
的
虐
待
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
着
脱
、
入
浴
・
排
泄
時
に
高
齢

者
の
身
体
露
出
を
長
時
間
さ
ら
し
、
高
齢
者
の
羞
恥
心
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
）
を
侵
害
す
る
こ
と
が
常
態
化
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
性
的
虐

待
類
型
は
、
福
祉
現
場
で
高
齢
者
の
尊
厳
を
保
持
す
る
上
で
不
可
欠
の
類
型
で
あ
る
。

　

一
九
九
六
年
髙
崎
絹
子
他
に
よ
り
行
わ
れ
た
『
老
人
虐
待
と
支
援
に
関
す
る
研
究
（
二
）
老
人
虐
待
報
告
書
』
で
は
、「
身
体
的
暴
力
」、「
介

護
拒
否
・
放
任
」、「
情
緒
的
・
心
理
的
暴
力
」、「
金
銭
的
・
物
質
的
搾
取
」、「
性
的
暴
力
」、「
そ
の
他
」
に
分
類
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年

に
大
国
美
智
子
を
中
心
と
す
る
大
阪
高
齢
者
虐
待
防
止
研
究
会
が
実
施
し
た
『
高
齢
者
虐
待
の
全
国
実
態
調
査
』
で
は
、「
身
体
的
虐
待
」、「
世

話
の
放
棄
・
拒
否
」、「
心
理
的
虐
待
」、「
経
済
的
虐
待
」、「
性
的
虐
待
」、「
そ
の
他
」
に
分
類
し
て
い
る
。

　

田
中
荘
司
を
代
表
と
す
る
高
齢
者
処
遇
研
究
会
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
『
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る
実
態
と

意
識
調
査
報
告
書
』
で
は
、「
身
体
的
虐
待
」、「
性
的
虐
待
」、「
心
理
的
虐
待
」、「
世
話
の
放
棄
」、「
自
由
の
束
縛
等
」、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
」、「
そ
の
他
」
の
七
種
類
に
分
類
し
て
お
り
、
一
九
九
四
年
の
調
査
よ
り
も
虐
待
の
範
囲
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年

の
水
無
瀬
文
子
、
大
塩
ま
ゆ
み
他
寝
た
き
り
予
防
研
究
会
に
よ
る
『
在
宅
要
介
護
高
齢
者
の
虐
待
に
関
す
る
調
査
研
究
』
で
は
、「
身
体
的

虐
待
」、「
性
的
虐
待
」、「
言
語
的
虐
待
」、「
心
理
的
虐
待
」、「
経
済
的
虐
待
」、「
意
図
的
放
任
」、「
無
意
図
的
放
任
」、「
意
図
的
自
己
放
任
」、

「
無
意
図
的
自
己
放
任
」、「
そ
の
他
・
冷
遇
」
の
十
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
に
携
わ
っ
た
大
塩
ま
ゆ
み
は
、
高
齢
者
虐
待
の
予

防
的
観
点
を
重
視
し
て
分
類
を
詳
細
化
し
て
い
る
�
。
大
塩
の
高
齢
者
虐
待
防
止
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
被
虐
待
者
の
利
益
保
護
を
虐
待
者
の

反
社
会
性
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
虐
待
概
念
に
虐
待
者
の
行
為
無
価
値
性
の
他
に
、
被
虐
待
者
の
結
果
無
価

値
を
加
え
て
高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
構
築
し
て
い
る
。
特
に
、「
意
図
的
自
己
放
任
」
を
高
齢
者
虐
待
の
類
型
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

結
果
無
価
値
へ
の
配
慮
で
あ
り
、
他
の
研
究
者
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、「
言
語
的
虐
待
」
を
別
個
の
虐
待
類
型
と
し
て
い
る
こ
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と
も
特
徴
で
あ
る
。
内
容
は
、「
の
の
し
り
、
侮
辱
、
脅
迫
、
叱
責
、
非
難
、
悪
意
な
か
ら
か
い
等
、
言
葉
に
よ
る
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え

る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
説
的
な
心
理
的
虐
待
の
内
容
で
あ
る
が
、
大
塩
は
心
理
的
虐
待
と
は
、
別
の
虐
待
類
型
と
し
て
提
示
し
て

い
る
。
心
理
的
虐
待
は
、
被
虐
待
者
の
心
理
を
基
準
と
す
る
の
で
、
外
部
か
ら
虐
待
の
判
断
が
困
難
で
あ
る
。
大
塩
の
よ
う
に
虐
待
の
予
防

的
観
点
を
重
視
す
る
な
ら
、
外
部
か
ら
判
断
し
や
す
い
言
語
的
虐
待
概
念
を
つ
く
る
こ
と
は
、
高
齢
者
の
人
権
保
障
を
厚
く
す
る
意
義
が
あ

る
。
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
〇
年
の
多
々
良
紀
夫
を
代
表
者
と
す
る
「
高
齢
者
虐
待
の
発
生
予
防
及
び
援
助
方
法
に
関
す
る
学
際
的
研
究
報

告
書
」
で
は
、「
身
体
的
虐
待
」、「
世
話
の
放
棄
」、「
情
緒
的
・
心
理
的
虐
待
」、「
金
銭
的
・
物
質
的
搾
取
」、「
性
的
虐
待
」
の
五
種
類
に

分
類
し
て
い
る
。

四
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
に
つ
い
て
の
提
言

１　

日
本
に
お
け
る
定
義
の
構
築
の
視
点

　

高
齢
者
虐
待
の
定
義
は
、
時
代
や
社
会
的
背
景
に
よ
り
変
化
す
る
。
さ
り
と
て
、
定
義
に
様
々
な
要
素
を
過
度
に
含
め
る
と
、
複
雑
な
も

の
と
な
り
、
逆
に
私
た
ち
国
民
は
高
齢
者
虐
待
へ
の
意
識
喚
起
が
弱
ま
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
は
、
三
つ
の
視
点
か

ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
は
、
単
一
で
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
三
つ
の
視
点
の
複
合
体

だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、必
要
に
応
じ
て
概
念
を
活
用
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、国
民
に
高
齢
者
虐
待
の
反
社
会
性
を
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
啓
発
す
る
と
き
は
、
虐
待
類
型
と
し
て
の
定
義
を
使
い
、
調
査
・
研
究
等
で
明
確
な
概
念
が
要
請
さ
れ
る
場
合
は
、
定
義
の
構
成

要
件
を
使
う
。
そ
し
て
、
国
民
の
行
為
規
範
と
し
て
用
い
る
と
き
に
は
、
概
念
的
な
定
義
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
高
齢
者
虐
待
の
分
類
の
視
点
で
あ
る
。
高
齢
者
虐
待
を
分
類
す
る
意
義
は
、
国
民
に
高
齢
者
虐
待
の
反
社
会
性
を
啓
発
し
、
虐

待
の
予
見
可
能
性
を
引
き
出
す
上
で
重
要
で
あ
る
。
第
二
は
、
高
齢
者
虐
待
の
構
成
要
件
（
構
成
要
素
）
の
視
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お

い
て
、
虐
待
類
型
の
検
討
は
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
構
成
要
件
の
検
討
を
正
面
か
ら
行
っ
た
も
の
は
多
く
な
い
。
一
九
九
七
年
に
大
塩

ま
ゆ
み
の
「
高
齢
者
虐
待
・
放
任
概
念
の
基
本
的
要
素
」
に
つ
い
て
の
検
討
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
�
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
視
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点
か
ら
の
研
究
は
活
発
化
し
て
い
な
い
。
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
医
療
・
福
祉
・
法
律
・
行
政
な
ど
多
く
の
専
門
職
が
関
係
す

る
。
情
報
を
共
有
し
、
よ
り
迅
速
な
対
応
を
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
虐
待
の
現
象
を
よ
り
客
観
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高

齢
者
虐
待
の
構
成
要
件
を
社
会
現
象
や
法
的
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
は
、
高
齢
者
虐
待
の
概
念
設
定
で
あ
る
。
概
念
は
、

私
た
ち
の
意
思
に
働
き
か
け
、
内
心
に
行
為
規
範
を
構
築
し
、
虐
待
を
防
止
す
る
役
割
を
担
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
虐
待
の
本
質
を
含
ん
だ
明

確
な
概
念
設
定
が
求
め
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
概
念
を
「
高
齢
者
が
本
来
有
す
る
自
己
実
現
過
程
を
他
者
の
介
入
に
よ
り
阻
害
さ
れ
、
基

本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
結
果
、
人
権
の
保
障
す
る
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
、
社
会
的
相
当
性
を
超
え
て
生
活
の
質
の
低
下
を
招
く
こ
と
」

と
定
義
す
る
。

２　

高
齢
者
虐
待
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
検
討

（
１
）
非
対
称
的
力
関
係

　

先
ず
、
高
齢
者
虐
待
の
構
成
要
件
と
し
て
、
虐
待
者
と
非
虐
待
者
の
間
の
非
対
照
的
な
力
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
高
齢
者
虐
待
は
、

基
本
的
に
「
喧
嘩
」、「
い
じ
め
」、「
財
物
の
搾
取
」、「
保
護
責
任
者
遺
棄
」、「
猥
褻
行
為
」
な
ど
反
社
会
的
な
行
為
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ

に
一
般
的
な
反
社
会
的
行
為
と
異
な
る
高
齢
者
虐
待
の
特
殊
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
な
反
社
会
行
為
と
「
高
齢
者
虐
待
」
の
相
違

点
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
、
一
般
国
民
に
高
齢
者
虐
待
防
止
を
啓
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

筆
者
は
、
高
齢
者
虐
待
は
「
非
対
称
的
な
力
関
係
」
に
お
い
て
、
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
に
よ
り
、
非
自
立
的
生
活
環
境
の
実
現
が
で
き

な
い
高
齢
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
「
個
人
の
尊
厳
」
の
保
障
さ
れ
た
社
会
生
活
を
侵
害
す
る
反
社
会
的
行
為
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
具
体
的

に
は
、
家
庭
に
お
け
る
介
護
者
（
養
護
者
）
と
被
介
護
者
、
施
設
に
お
け
る
介
護
者
（
職
員
）
と
被
介
護
者
（
利
用
者
）
の
関
係
を
想
定
し

て
い
る
。
高
齢
者
施
設
に
お
い
て
利
用
者
（
高
齢
者
同
士
）
の
殴
り
合
い
の
喧
嘩
は
、
利
用
者
間
は
、
対
等
な
関
係
に
あ
る
の
で
、
虐
待
関

係
で
は
な
く
、
暴
力
関
係
で
あ
る
。

（
２
）
非
自
立
的
生
活
環
境

　

高
齢
者
虐
待
防
止
は
、
一
般
に
高
齢
者
と
い
う
社
会
的
弱
者
の
法
益
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高
齢
者
が
す
べ
て
社
会
的
弱
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者
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
保
護
の
客
体
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
①
経
済
的
自
立
が
困
難
な
高
齢
者
、
②
身
体
的
自
立
が
困
難
な
高
齢

者
、
③
様
々
な
理
由
か
ら
社
会
参
加
が
困
難
な
高
齢
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
用
語
と
し
て
、
筆
者
は
、「
非
自
立
的
生
活
環
境
」

と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
第
２
条
４
項
２
号
の
場
合
（
経
済
的
虐
待
）
は
、
他
の
虐
待
類
型
と
異
な
り
、

高
齢
者
が
養
護
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、「
経
済
的
虐
待
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経
済
的
虐
待
が
同
居
し
な
い
親
族
よ
り
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
経
済
的
虐
待
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
弱
者

の
財
産
権
侵
害
と
い
う
高
齢
者
虐
待
の
行
為
の
特
殊
性
か
ら
、他
の
虐
待
類
型
と
同
様
に
「
非
対
称
的
力
関
係
」
と
「
非
自
立
的
生
活
環
境
」

の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
限
り
は
、
経
済
的
虐
待
と
は
考
え
な
い
。

（
３
）
故
意
又
は
過
失
の
存
在
に
つ
い
て

　

高
齢
者
虐
待
の
反
社
会
性
は
、
虐
待
者
の
故
意
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高
齢
者
虐
待
に
は
、
行
為
者
の
故
意
が
要
件
と
な
る
。

こ
の
場
合
、「
確
定
的
な
故
意
」
と
「
未
必
の
故
意
」
の
双
方
を
含
む
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
介
護
者
に
は
保
護
責
任
が
課
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
、「
こ
の
ま
ま
だ
と
健
康
被
害
が
想
定
さ
れ
る
、
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
、
未
必
の
故
意
で
あ
っ
て
も
、

十
分
に
反
社
会
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
介
護
者
の
過
失
に
基
づ
い
て
虐
待
が
発
生
し
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
介
護
者
が
意
図
せ
ず
高
齢
者
が
放
置
さ
れ
た
結
果
、
褥
瘡
が
発
生
し
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
介
護
の
知
識
が
不

足
し
た
ま
ま
介
護
し
て
、
高
齢
者
を
ベ
ッ
ド
か
ら
落
と
し
、
骨
折
さ
せ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
事
故
と
高
齢
者
虐
待
の
区
別
が
問
題
と

な
る
。

　

筆
者
は
、
介
護
者
が
無
過
失
で
虐
待
と
同
じ
結
果
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
故
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
過
失
責
任
を
介
護
者
に
課
す

こ
と
は
、
介
護
者
に
行
為
の
萎
縮
（
チ
リ
ン
グ
・
エ
フ
ェ
ク
ト
）
を
発
生
さ
せ
、
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
を
誘
発
す
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
し

か
し
、
同
じ
介
護
者
で
あ
っ
て
も
養
護
者
と
専
門
的
知
識
を
有
す
る
施
設
職
員
の
行
為
無
価
値
性
は
同
一
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
在
宅
に

お
け
る
養
護
者
が
高
齢
者
に
対
し
て
、「
認
識
あ
る
過
失
」
に
も
と
づ
い
て
高
齢
者
の
人
権
・
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
は
、「
高
齢
者
虐
待
」

で
な
く
「
事
故
」
で
あ
る
が
、
施
設
職
員
が
「
認
識
あ
る
過
失
」
に
基
づ
い
て
高
齢
者
の
人
権
・
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
は
、「
高
齢
者
虐
待
」
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と
考
え
る
。

３　

高
齢
者
虐
待
類
型
に
つ
い
て

（
１
）
虐
待
類
型
構
築
の
視
点

　

日
本
の
先
行
研
究
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
類
型
は
、
上
記
の
ご
と
く
ア
メ
リ
カ
の
先
行
研
究
等
を
踏
襲
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

高
齢
者
虐
待
類
型
は
高
齢
者
の
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
結
果
、
高
齢
者
の
社
会
生
活
領
域
に
お
い
て
生
活
の
質
の
低
下
と
し
て
表
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
虐
待
類
型
は
、
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
な
人
権
を
も
と
に
個
別
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
こ

で
は
人
権
の
私
人
間
適
用
に
つ
い
て
、
人
権
を
私
法
の
一
般
原
理
に
置
き
換
え
て
適
用
す
る
考
え
方
（
間
接
適
用
説
）
を
前
提
に
考
え
る
。

例
え
ば
、
表
現
の
自
由
（
憲
法
第
二
一
条
）
の
侵
害
（
高
齢
者
の
行
動
の
制
限
、
高
圧
的
な
態
度
に
よ
る
威
圧
、
性
的
な
接
触
関
係
）
は
、

身
体
拘
束
、
言
語
に
よ
る
心
理
的
虐
待
、
非
言
語
に
よ
る
心
的
虐
待
、
非
合
理
的
な
差
別
、
性
的
虐
待
と
関
係
す
る
。
財
産
権
の
保
障
（
憲

法
第
二
九
条
）
の
侵
害
（
高
齢
者
の
財
産
権
の
搾
取
や
自
己
の
財
産
の
管
理
が
で
き
な
い
状
態
）
は
、
経
済
的
虐
待
、
意
図
的
ネ
グ
レ
ク
ト
、

非
意
図
的
ネ
グ
レ
ク
ト
、
非
意
図
的
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
と
関
係
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
具
体
的
な
虐
待
類
型
に
つ
い
て

①
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
（
自
己
放
任
）
に
つ
い
て

　

認
知
症
高
齢
者
は
、
自
己
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
を
ネ
グ
レ
ク
ト
状
態
に
陥
ら
せ
る
場
合
が
あ
る
。
一
方
、
正
常
な
意
思
に
基
づ
い

て
自
己
決
定
の
結
果
、
ネ
グ
レ
ク
ト
状
態
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
支
援
が
必
要
な
の
は
、
意
思
能
力
が
不
十
分
な
場
合
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
筆
者
は
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
を
、passive self-neglect
（
非
意
図
的
自
己
放
任
）
とactive self-neglect

（
意
図
的
自
己

放
任
）
に
分
類
し
て
検
討
し
、passive self-neglect

を
高
齢
者
虐
待
の
類
型
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
�
。active self-neglect

（
意

図
的
自
己
放
任
）
は
、
自
己
決
定
権
の
行
使
と
理
解
し
、
原
則
と
し
て
高
齢
者
虐
待
の
類
型
か
ら
除
外
す
る
。

②
非
言
語
に
よ
る
心
理
的
虐
待
と
総
括

　

心
理
的
虐
待
と
い
う
分
類
は
、
被
虐
待
者
の
心
理
状
態
に
対
す
る
虐
待
で
あ
る
た
め
、
結
果
発
生
を
正
確
に
目
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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そ
の
結
果
、
高
齢
者
虐
待
は
社
会
的
に
潜
在
化
し
、
発
見
が
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
、
わ
ざ
と
無
視
・
蔑
視
・
返
事
を
し
な
い
、
嫌
が
ら
せ

行
為
に
よ
り
高
齢
者
に
圧
迫
を
加
え
る
行
為
を
「
非
言
語
に
よ
る
心
理
的
虐
待
」（non-verbal psychological abuse

）
と
し
て
、
高
齢

者
の
心
理
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
記
の
行
動
が
あ
れ
ば
心
理
的
虐
待
を
擬
制
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
一
方
、
の
の
し
り
、
侮
辱
、
脅
迫
、

叱
責
、
非
難
、
悪
意
に
満
ち
た
言
語
の
表
出
な
ど
を
「
言
語
に
よ
る
心
理
的
虐
待
」（verbal psychological abuse

）
と
し
て
、
高
齢
者

の
心
理
状
態
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
心
理
的
虐
待
を
擬
制
す
る
と
考
え
る
。

　
「
無
視
、
蔑
視
、
返
事
を
し
な
い
」
等
言
葉
を
発
し
な
い
行
為
は
、
陰
湿
な
い
じ
め
と
し
て
高
齢
者
の
心
を
傷
つ
け
る
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
、
社
会
に
お
い
て
反
社
会
性
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
に
こ
の
様
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
言
語
と
非
言
語
に
よ

る
虐
待
は
、
結
果
と
し
て
同
じ
虐
待
の
認
識
で
あ
っ
て
も
、
国
民
に
高
齢
者
虐
待
防
止
を
啓
発
す
る
場
合
に
は
、
区
別
し
た
方
が
反
社
会
性

認
識
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、elder abuse

（
高
齢
者
虐
待
）
の
類
型
に
は
、身
体
的
虐
待
（「
不

法
な
有
形
力
行
使
に
よ
る
虐
待
」
と
い
う
表
現
は
ど
う
か
）、
性
的
虐
待
、
経
済
的
虐
待
、
非
言
語
に
よ
る
心
理
的
虐
待
、
言
語
に
よ
る
心

理
的
虐
待
、
意
図
的
ネ
グ
レ
ク
ト
、
非
意
図
的
ネ
グ
レ
ク
ト
、
非
意
図
的
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
、
非
合
理
的
な
差
別
（discrim

ination

）

が
あ
る
と
考
え
る
。
身
体
拘
束
は
、
医
療
・
福
祉
の
現
場
で
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
社
会
に
対
し
て
禁
止
の
啓
発
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
独
立
の
類
型
と
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

日
本
の
高
齢
者
虐
待
の
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
数
多
く
の
調
査
・
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
者
が
専
門
領
域
を
超
え
て
互
い
に
研
究
を
深
め
る
た
め
日
本
高
齢
者
虐
待
防
止
学
会
が
設
立
さ
れ
た
。

こ
の
学
会
は
、
高
齢
者
虐
待
分
野
で
先
駆
的
な
研
究
を
展
開
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
成
立
を
導
い
た
。
こ
の
間
、

初
代
理
事
長
は
、
元
厚
生
省
福
祉
専
門
官
の
田
中
荘
司
で
あ
っ
た
。
二
代
目
理
事
長
の
髙
崎
絹
子
は
、
医
療
・
保
健
系
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。

三
代
目
理
事
長
は
、
多
々
良
紀
夫
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
研
究
を
積
ま
れ
た
福
祉
系
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
関
西
で
は
、
大
国
美
智
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子
や
津
村
智
恵
子
ら
医
療
・
保
健
系
の
研
究
者
に
よ
り
、
質
の
高
い
研
究
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
、
日
本
の
高
齢
者
虐
待
研
究
の
中
核
を
担

う
研
究
者
は
、
次
の
世
代
の
高
齢
者
虐
待
の
研
究
を
担
う
人
材
を
育
て
て
い
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
高
齢
者
虐
待
の
最
も
基
礎
に
あ
る
「
人
権
研
究
」
は
、
活
発
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
本
来
、
人
権
の

理
論
的
研
究
は
、
憲
法
の
人
権
論
の
研
究
者
が
担
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
人
権
論
の
研
究
者
か
ら
積
極
的
な
発
言
は
少
な
い
。
高
齢
者
虐

待
の
防
止
は
、
学
際
領
域
の
問
題
で
あ
り
、
医
療
、
福
祉
、
法
学
等
の
研
究
者
の
積
極
的
な
交
流
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
虐
待
防

止
の
実
践
に
は
、
現
場
の
実
践
者
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
に
は
、
高
齢
者
虐
待
に
か
か
わ
る
人
が
共
通
の

高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
憲
法
学
・
人
権
論
の
先
行
研
究

に
基
づ
く
論
理
的
な
知
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
筆
者
は
、
福
祉
系
法
学
の
研
究
者
の
立
場
か
ら
問
題
提
起

を
試
み
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
齢
者
虐
待
の
理
論
的
研
究
は
、「
虐
待
」
に
の
み
目
を
向
け
た
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
介
護
者
の
日
頃
の
「
不
適
切
な

ケ
ア
」
の
継
続
が
虐
待
と
微
妙
に
疑
わ
れ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
を
生
み
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
「
虐
待
」
に
な
る
。
要
介
護
高
齢
者
の
人

権
を
守
る
た
め
に
は
、
不
適
切
ケ
ア
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
対
応
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
高
齢
者
虐
待
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
影

響
を
受
け
た
の
で
、abuse

の
概
念
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
虐
待
」
の
部
分
の
み
に
重
点
が
置
か
れ
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
と

こ
ろ
は
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
高
齢
者
虐
待
防
止
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
村
京
子
は
、

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
人
権
保
障
を
厚
く
す
る
た
め
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に
規
定
さ
れ
て
い
るharm

の
概
念
に
よ
る
高
齢

者
虐
待
防
止
を
考
え
て
い
る
�
。
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
虐
待
防
止
研
究
に
お
い
て
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
方
向
性
を
参

考
に
し
て
、
虐
待
の
定
義
の
研
究
と
と
も
に
、
虐
待
か
ら
抜
け
落
ち
る
部
分
の
研
究
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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注⑴　

日
本
高
齢
者
虐
待
防
止
学
会
理
事
長
で
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
制
定
に
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
田
中
荘
司
は
、「
高
齢
者
の
虐
待
を
ど
う
捉
え

る
か
、
ど
う
理
解
す
る
か
、
ま
ず
定
義
を
定
め
な
け
れ
ば
実
態
把
握
の
調
査
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
田
中
荘
司
「
高
齢
者
の
虐

待
、
身
体
拘
束
を
考
え
る
」
介
護
福
祉
六
三
号(

二
〇
〇
六
年)

八
頁
。

⑵　

萩
原
清
子
は
、「
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
「
定
義
」
と
「
対
応
」
が
不
十
分
な
結
果
、「
介
護
殺
人
」
や
介
護
心
中
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
萩
原
清
子
「
あ
い
ま
い
概
念
と
し
て
の
『
高
齢
者
虐
待
』
と
そ
の
対
応
」
関
東
学
院
文
学
部
紀
要
一
一
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）

一
三
四
頁
。

⑶　

Pedric-C
ornell, and C

. and R
. J. G

elles, 1982, “Elder A
buse: The Status of C

urrent K
now

ledge”, Fam
ily R

elations, 31, p.459

に
お
い
て
、

高
齢
者
虐
待
の
定
義
の
不
明
確
性
が
調
査
結
果
の
比
較
を
不
可
能
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
と
し
て
、
高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
明
確

化
す
る
意
義
を
、
以
下
の
５
つ
の
視
点
か
ら
述
べ
て
い
る
。
①
被
虐
待
・
放
任
高
齢
者
を
発
見
し
、
保
健
福
祉
医
療
分
野
で
連
携
し
た
関
与
・
介
入
を

す
る
た
め
。
②
高
齢
者
の
生
活
・
健
康
・
福
祉
を
向
上
さ
せ
、
予
防
的
取
り
組
み
を
す
る
た
め
。
③
研
究
発
展
の
た
め
。
④
制
度
・
政
策
や
社
会
資
源

の
開
発
と
拡
充
の
た
め
。
⑤
一
般
市
民
お
よ
び
専
門
職
・
関
係
者
の
啓
発
・
教
育
・
研
修
の
た
め
と
し
て
い
る
。
大
塩
ま
ゆ
み
「
高
齢
者
虐
待
・
放
任

の
概
念
に
つ
い
て
の
小
論
―
そ
の
予
防
に
向
け
て
―
」
社
会
福
祉
研
究
第
七
〇
号
（
一
九
九
七
年
）
一
七
九
―
一
八
〇
頁
。

⑷　

臼
井
キ
ミ
カ
、
黒
田
研
二
「
在
宅
で
の
高
齢
者
虐
待
を
も
た
ら
す
要
因
に
つ
い
て
：
諸
外
国
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
」
社
会
問
題

研
究
四
八
号
（
二
）（
一
九
九
九
年
）
七
八
頁
。

⑸　

山
口
光
治
は
、
高
齢
者
虐
待
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
福
祉
系
と
看
護
系
の
研
究
者
や
実
践
者
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
山
口
光
治
『
高
齢
者
虐
待
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
』（
み
ら
い
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
頁
。

⑹　

前
掲
注
⑷
七
五
―
七
九
頁
。

⑺　

金
子
善
彦
『
老
人
虐
待
』（
星
和
書
店
、
一
九
八
七
年
）。

⑻　
『
週
刊
読
売
』（
五
三
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
）
二
五
－
二
九
頁
。

⑼　

安
藤
明
夫
『
シ
ル
バ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』（
労
働
旬
報
社
、
一
九
九
五
年
）、
三
頁
。

⑽　

樋
口
恵
子
監
修
編
『
女
・
老
い
に
の
ぞ
む
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
一
二
五
頁
。

⑾　

渡
部
克
哉
「
高
齢
者
虐
待
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
」
社
学
研
論
集
一
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。

⑿　

大
塩
ま
ゆ
み
「
高
齢
者
虐
待
・
放
任
の
概
念
に
つ
い
て
の
小
論
―
そ
の
予
防
に
向
け
て
―
」
社
会
学
研
究
七
号
（
一
九
九
七
年
）、
一
八
三
頁
。
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⒀　
『TOKYO

人
権
』
第
一
五
号
二
〇
〇
二
年
九
月
二
〇
日
、
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ーHP

参
照
。

⒁　

前
掲
注
⒀
、
一
八
頁
。

⒂　

多
々
良
紀
夫
「
高
齢
者
虐
待
へ
の
専
門
的
対
応
と
専
門
性
」
日
本
保
健
福
祉
学
会
誌
一
六
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
頁
。

⒃　

前
掲
注
⑴
、
九
頁
。

⒄　

前
掲
注
⒂
、
二
頁

⒅　

Tatara, T. ‘Elder A
buse’ in R

. L.Edw
ards, et al (ed) , Encyclopedia of Social W

ork, 19th edition, pp. 834-842, N
A

SW
 press, W

ashington, 

D
.C

, 1995.

⒆　

溝
田
弘
美
「
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
政
策
に
お
け
る
ア
ド
ヴ
ォ
カ
シ
ー
の
役
割
」
政
策
科
学
七
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
一
五
頁
。

⒇　

前
掲
注
⑿
、
一
七
八
頁
。

�　

前
掲
注
⑷
、
七
六
頁

�　

ジ
ョ
セ
フ
・J

・
コ
ス
タ
、
中
田
智
恵
海
訳
『
老
人
虐
待
』（
海
声
社
、
一
九
九
八
年
）
二
頁
。

�　

B
onnie, R

. J. and W
allace, R

. B
., (eds) Elder M

istreatm
ent: Abuse, N

eglect, and Exploitation in an Aging Am
erica, TH

E N
ATIO

N
A

L 

A
C

A
D

EM
IES PR

ESS, W
ashington, D

.C
. 2003.

�　

前
掲
注
⑴
、
一
〇
頁
。

�　

ピ
ー
タ
ー
・
デ
ル
カ
マ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
・
グ
レ
デ
ィ
ン
グ
編
著
、
田
端
光
美
、
杉
岡
直
人
監
訳
『
高
齢
者
虐
待
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）

七
頁
。

�　

H
udson, M

. F. ‘Elder M
istreatm

ent: C
urrent R

esearch’, p.160 in K
. A

. Pillem
er and R

. S. W
olf (eds) ,Elder Abuse: C

onflict in the Fam
ily. 

D
over, M

ass.: A
uburn H

ouse Publishing C
o.,1986.

�　

前
掲
注
�
、
一
二
頁
。 

�　

前
掲
注
�
、
八
―
九
頁
。

�　

Steinm
etz, S. K

. ‘Elder A
buse: M

yth or R
eality?’ in T. H

. B
rubaker (ed), Fam

ily Relationships in Later Life. N
ew

bury Park, C
A

:Sage, 

1990.

�　

H
irst, S. P. and M

iller, J. ‘The A
bused Elderly’, Journal of Psycho-Social N

ursing, 24(10):28-34,1986.

�　

Lau, E. E. and K
osberg, J. I. ‘A

buse of the Elderly by Inform
al C

are Providers’, Aging, 299-301 :11-15,1979. 

な
お
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
前
掲
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注
�
、
一
〇
頁
。

�　
Sengstock, M

. C
. and Liang, J. ‘Identifying and C

haracterizing Elder A
buse’. Final R

eport, W
ayne State U

niversity Institute of 

G
erontology, 1982. 

な
お
翻
訳
は
、
前
掲
注
�
、
一
〇
参
照
。

�　

条
文
上
は
、exploitation

な
の
で
、
通
常
は
「
搾
取
」
と
訳
す
。
し
か
し
、
条
文
の
用
語
の
説
明
で
は
、
高
齢
者
の
金
銭
ま
た
は
社
会
保
障
の
給
付

金
、
利
益
、
儲
け
等
の
資
材
の
使
用
あ
る
い
は
高
齢
者
の
正
当
な
使
用
手
段
の
機
会
を
剥
奪
す
る
結
果
と
な
る
高
齢
者
の
資
材
を
使
用
す
る
介
護
者
又

は
受
託
者
を
含
む
個
人
の
詐
欺
あ
る
い
は
不
法
的
又
は
未
承
認
の
ま
ま
の
使
用
あ
る
い
は
不
適
切
な
行
為
及
び
そ
の
過
程
を
意
味
す
る
（
前
掲
注
⑴
の

田
中
荘
司
の
翻
訳
）。
こ
の
内
容
は
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
第
二
条
第
四
項
第
２
号
の
「
養
護
者
又
は
高
齢
者
の
親
族
が
当
該
高
齢
者
の
財
産
を
不
当

に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
高
齢
者
か
ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
」
と
同
じ
内
容
で
あ
る
の
で
、「
経
済
的
虐
待
」
と
標
記
す
る
。

�　

リ
チ
ャ
ー
ド
・J

・
ボ
ニ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・B

・
ウ
ォ
レ
ス
編
著
、
多
々
良
紀
夫
監
訳
『
高
齢
者
虐
待
の
研
究
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
六
六
頁
。

�　

前
掲
注
⑺
、
一
九
五
―
一
九
六
頁
。

�　

前
掲
注
⑺
、
三
四
五
頁
。

�　

一
九
九
四
年
五
月
二
七
日
の
第
一
二
九
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
参
照
。

�　

前
掲
注
⑿
、
一
八
〇
―
一
八
二
頁
。

�　

前
掲
注
⑿
、
一
八
〇
頁
。

�　

大
塩
は
、
自
分
の
身
の
回
り
の
清
潔
・
健
康
管
理
や
家
事
な
ど
が
、
本
人
の
体
力
・
知
識
・
技
能
等
の
不
足
に
よ
り
、
ま
た
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ

り
本
人
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
で
き
な
く
な
っ
た
結
果
、
心
身
の
健
康
上
の
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
「
無
意
図
的
自
己
放
任
」
と
い
っ
て
い

る
。
一
方
、
本
来
自
分
で
す
べ
き
身
の
回
り
の
清
潔
や
健
康
管
理
・
家
事
な
ど
を
本
人
に
す
る
力
が
あ
っ
て
も
、
自
分
か
ら
放
棄
し
、
し
な
か
っ
た
結

果
、
心
身
の
健
康
上
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
「
無
意
図
的
自
己
放
任
」
と
い
っ
て
い
る
。
前
掲
注
⑿
、
一
八
一
頁

�　

中
村
京
子
「
わ
が
国
の
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
『
虐
待
』
定
義
に
関
す
る
一
考
察
」
社
会
関
係
研
究
一
八
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
九
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　

大
日
本
帝
国
憲
法
（
以
下
、
明
治
憲
法
と
称
す
）
の
実
質
的
起
草
者
で
あ
る
井
上
毅
（
一
八
四
四
～
一
八
九
五
）
は
、『
古
事
記
』
か
ら

シ
ラ
ス
論
と
い
う
天
皇
統
治
の
正
統
性
に
関
す
る
理
論
の
着
想
を
得
て
、
明
治
憲
法
の
起
草
作
業
を
進
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

シ
ラ
ス
論
に
つ
い
て
は
、
井
上
自
身
も
加
筆
修
正
に
携
わ
っ
た
明
治
憲
法
の
半
公
権
的
解
釈
書
で
あ
る
『
憲
法
義
解
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
⑴
、

そ
の
第
一
条
の
註
釈
で
記
紀
の
用
例
を
あ
げ
な
が
ら
「『
シ
ラ
ス
』
ト
ハ
即
チ
統
治
ノ
義
ニ
外
ナ
ラ
ス
葢
祖
宗
其
ノ
天
職
ヲ
重
ン
シ
君
主
ノ

徳
ハ
八
洲
臣
民
ヲ
統
治
ス
ル
ニ
在
テ
一
人
一
家
ニ
享
奉
ス
ル
ノ
私
事
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
レ
タ
リ
此
レ
乃
憲
法
ノ
據
テ
以
テ
其
ノ
基
礎
ト

為
ス
所
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
⑵
。
こ
の
よ
う
に
『
憲
法
義
解
』
で
は
、
シ
ラ
ス
は
「
統
治
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
そ
の
統
治
に
は
私
事
性

が
否
定
さ
れ
る
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
憲
法
義
解
』
の
端
的
な
説
明
を
補

う
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
、
井
上
の
著
作
集
に
あ
た
る
『
梧
陰
存
稿
』（
六
合
館
、
一
八
九
五
年
）
の
「
言
霊
」
編
で
あ
る
⑶
。
こ

の
「
言
霊
」
は
、
明
治
憲
法
制
定
直
後
に
井
上
自
ら
が
シ
ラ
ス
論
つ
い
て
詳
述
し
た
文
書
で
、
シ
ラ
ス
論
の
概
要
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き

る
文
献
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
言
霊
」
を
読
ん
で
「
此
編
ハ
梧
陰
ノ
戯
論
タ
ル
ヤ
疑
ヒ
ナ
シ
」
と
批
判
的
な
感
想
を

述
べ
た
の
が
、
家
系
的
に
も
皇
室
と
の
繋
が
り
の
深
い
西
園
寺
公
望
（
一
八
四
九
～
一
九
四
〇
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
園
寺
の
「
言
霊
」
批

判
、
延
い
て
は
シ
ラ
ス
論
批
判
に
つ
い
て
は
、
西
園
寺
の
亡
く
な
る
直
前
の
一
九
三
九
～
四
〇
頃
に
、
す
で
に
一
部
の
関
係
者
の
間
で
は
知

西
園
寺
公
望
の
シ
ラ
ス
論
批
判
に
関
す
る
一
考
察

髙　

澤　

弘　

明

─
─
『
憲
法
義
解
』
に
お
け
る
井
上
毅
の
論
旨
を
め
ぐ
っ
て
─
─
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ら
れ
て
い
た
が
、
時
局
が
ら
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
い
⑷
、
一
般
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
国
憲
法
成
立
後
の
一
九
四
九
年
に

発
表
さ
れ
た
宮
沢
俊
義
の
論
文
に
よ
る
。
こ
の
時
宮
沢
は
、
な
ぜ
西
園
寺
が
シ
ラ
ス
論
を
批
判
し
た
か
の
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
シ
ラ
ス
論
と
い
っ
た
明
治
憲
法
の
「
日
本
性
」
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
よ
う
と
す
る
井
上
の
非
科
学
的
な
態
度
が
要
因
に
な
っ
た
と
し

て
い
る
⑸
。
現
在
、
こ
の
よ
う
な
宮
沢
の
見
方
が
一
般
化
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
沢
論
文
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
六
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
、

西
園
寺
関
係
の
資
料
発
掘
や
そ
の
関
連
研
究
が
大
幅
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
に
、
西
欧
流
の
合
理
主

義
的
精
神
を
持
ち
つ
つ
も
、
出
自
的
に
は
ま
さ
し
く
「
日
本
性
」
そ
の
も
の
を
体
現
す
る
西
園
寺
が
、
な
ぜ
井
上
の
天
皇
統
治
の
正
統
理
論

と
し
た
シ
ラ
ス
論
を
批
判
し
た
か
の
再
考
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
井
上
毅
の
「
シ
ラ
ス
論
」
の
概
要

　

明
治
憲
法
第
一
条
の
条
文
は
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
の
「
統
治
」
と
い
う
用
語
に
井
上

毅
の
シ
ラ
ス
論
の
理
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
井
上
の
シ
ラ
ス
論
と
の
邂
逅
は
、
井
上
が
宮
内
省
図
書
頭
で
あ
っ
た
当
時
、
井
上

の
部
下
で
あ
り
国
文
学
者
で
も
あ
っ
た
小
中
村
義
象
（
一
八
六
一
～
一
九
二
三
）
の
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
小

中
村
の
回
顧
か
ら
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
の
暮
れ
か
ら
翌
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
一
月
と
さ
れ
て
い
る
⑹
。
井
上
は
こ
の
小
中
村

の
教
示
に
即
応
し
、
第
一
条
を
「
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
ノ
治シ
ラ

ス
所
ナ
リ
」
と
す
る
、
条
文
の
末
尾
に
「
シ
ラ
ス
」
の
訓
み
を
付
し

た
全
一
一
か
条
か
ら
な
る
試
案
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
試
案
は
未
完
の
も
の
で
あ
る
が
、
シ
ラ
ス
論
に
基
づ
く
井
上
の
憲
法
草
案
の
初
出

と
さ
れ
、
特
に
興
味
深
い
の
が
こ
の
試
案
の
逐
条
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
第
一
条
の
説
明
内
容
は
「
国
ヲ
治
ス
ト
ハ
以
テ
全
国
王
土

ノ
義
ヲ
明
ニ
セ
ラ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
君
治
ノ
徳
ハ
国
民
ヲ
統
知マ
マ

ス
ル
ニ
在
テ
一
人
一
家
ニ
享
奉
ス
ル
ノ
私
事
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
レ
タ
リ

此
レ
亦
憲
法
各
章
ノ
拠
テ
以
テ
其
根
本
ヲ
取
ル
所
ナ
リ
」⑺
と
、先
に
引
用
し
た
『
憲
法
義
解
』
の
第
一
条
註
釈
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
後
に
こ
の
試
案
の
「
治
ス
」
の
文
言
は
「
統
治
」
に
修
正
さ
れ
て
し
ま
う
が
⑻
、
試
案
の
説
明
文
と
『
憲
法
義
解
』

の
註
釈
文
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
井
上
の
シ
ラ
ス
論
に
対
す
る
考
え
方
と
そ
の
姿
勢
は
、
明
治
憲
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
終
始
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一
貫
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
井
上
の
こ
だ
わ
っ
た
シ
ラ
ス
論
と
は
、
古
事
記
の
「
出
雲
の
国
譲
り
」
の
神
話
に
由
来
す
る
。
内
容
は
、
皇
祖
神
で
あ
る
天

照
大
御
神
が
、
出
雲
の
大
国
主
神
の
治
め
て
い
る
葦
原
中
国
を
自
身
の
子
孫
が
統
治
す
べ
き
と
考
え
、
建
御
雷
神
と
天
鳥
船
神
の
両
神
を
出

雲
に
遣
わ
し
て
大
国
主
神
に
国
譲
り
を
迫
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ス
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
際
の
建
御
雷
神
と
大
国
主
神
の
間
で
交

わ
さ
れ
た
問
答
に
出
て
く
る
古
語
で
、
古
事
記
に
は
「
問
其
大
国
主
神
言
、
天
照
大
御
神
、
高
木
神
之
命
以
、
問
使
之
。
汝
之
宇
志
波
祁
流

4

4

4

4

4

（
此
五
字
以
音
）。
葦
原
中
国
者
、
我
御
子
之
所
知
国

4

4

4

、
言
依
賜
（
大
国
主
神
に
問
ひ
て
言
り
た
ま
は
く
、
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
ち

て
、
問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝
の
う
し
は
け

4

4

4

4

る4

葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら

4

4

す4

国
ぞ
、と
言
依
さ
し
賜
ひ
き
（
傍
点
筆
者
））」 ⑼
と
あ
る
。
井
上

の
シ
ラ
ス
論
は
、
問
答
中
の
葦
原
中
国
の
統
治
を
表
す
古
語
と
し
て
、
天
照
大
御
神
の
子
孫
に
「
所
知
（
シ
ラ
ス
）」、
大
国
主
神
に
は
「
宇

志
波
祁
流
（
ウ
シ
ハ
ケ
ル
）」
と
す
る
言
葉
の
使
い
分
け
に
注
目
し
、特
に
天
照
大
御
神
の
子
孫
、つ
ま
り
天
皇
の
統
治
が
「
所
知
（
シ
ラ
ス
）」

で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
古
語
に
神
代
か
ら
の
天
皇
統
治
に
関
す
る
何
ら
か
の
理
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
シ
ラ
ス
の
理
念
に
つ
い
て
井
上
は
、『
憲
法
義
解
』
の
第
一
条
の
註
釈
に
お
い
て
天
皇
統
治
に
お
け
る
私
事
性
の
否
定
で
あ

る
と
説
明
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
詳
述
し
た
の
が
彼
の
著
作
集
で
あ
る
『
梧
陰
存
稿
』
の
「
言
霊
」
編
と
な
る
。

　

こ
の
「
言
霊
」
で
の
井
上
の
シ
ラ
ス
説
明
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
ウ
シ
ハ
ク
の
概
念
化
を
試
み
る
。
井
上
に
よ
れ
ば
、
ウ
シ
ハ
ク
は

土
地
や
人
民
を
統
治
者
の
家
産
と
み
な
す
こ
と
を
い
い
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
の
統
治
形
態
と
類
似
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

井
上
は
「
欧
羅
巴
に
し
て
国
土
を
手
に
入
れ
た
る
こ
と
を
何
と
い
ひ
し
か
と
問
ふ
に
、
国
を
占
領
す
と
い
へ
り
。
占
領
と
い
ふ
詞
は
（
オ
キ

ユ
パ
イ
ド
）、
や
が
て
奪
ふ
と
い
ふ
意
味
を
も
含
め
り
。
又
人
民
に
対
し
て
は
（
ゴ
ー
ウ
ル
メ
）
船
の
舵
を
執
る
意
味
の
詞
を
用
ゐ
た
り
。

即
支
那
に
て
御
す
と
い
ひ
、
牧
す
と
い
ひ
し
と
同
じ
く
人
民
を
一
つ
物
質
に
見
な
し
た
る
よ
り
転
用
し
た
る
も
の
な
り
」⑽
と
説
明
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
国
的
統
治
が
ウ
シ
ハ
ク
と
類
似
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
う
し
は
ぐ
と
い
ふ
詞
は
本
居
氏
の
解
釈
に
従
へ
ば
、

即
ち
領
す
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
欧
羅
巴
人
の
『
オ
キ
ユ
パ
イ
ト
』
と
称
へ
、
支
那
人
の
冨
有
奄
有
と
称
へ
た
る
意
義
と
全
く
同
し
。
こ
は
一

の
土
豪
の
所
作
に
し
て
、
土
地
人
民
を
我
か
私
産
と
し
て
取
入
れ
た
る
大
国
主
神
の
し
わ
ざ
を
画
い
た
る
な
る
へ
し
」⑾
と
述
べ
、
こ
の
よ
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う
な
ウ
シ
ハ
ク
理
解
に
つ
い
て
井
上
は
、
本
居
宣
長
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
本
居
の
ウ
シ
ハ
ク
解
釈
と
は
、
彼
の

著
書
で
あ
る
『
古
事
記
伝
』
の
註
釈
を
指
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
本
居
は
そ
の
『
古
事
記
伝
』
で
「
宇ウ

シ

ハ

ケ

ル

志
波
祁
流
は
、
主ウ
シ

と
し
て

其ノ処
を
我ワ
ガ
モ
ノ物
と
領シ
リ
オ居
る
を
云
、
但
天
皇
の
天ノ下
所シ
ロ
シ
メ
ス

知
食
こ
と
な
ど
を
、
宇ウ
シ
ハ
キ
マ
ス

志
波
伎
坐
と
申
せ
る
例
は
、
さ
ら
に
無ナ

け
れ
ば
、
似
た
る
こ
と
な

が
ら
、
所シ
ロ
シ
メ
ス

知
食
な
ど
と
云
と
は
、
差タ
ガ
ヒ別
あ
る
こ
と
を
聞
え
た
り
」⑿
と
、
ウ
シ
ハ
ク
は
「
其
処
を
我
物
と
領
居
る
」
と
し
、
天
皇
の
統
治
に

こ
の
古
語
を
充
て
た
用
例
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
本
居
の
指
摘
を
参
考
に
、
井
上
は
シ
ラ
ス
を
天
皇
統
治
の
み
を
指
す
古
語
と
位
置

付
け
、
そ
の
概
要
を
ウ
シ
ハ
ク
の
対
極
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
井
上
の
ウ
シ
ハ
ク
説
明
を
整
理
す
る
と
、
シ
ラ
ス
と
の
間
に
は
次
の
対
応
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
ず
、
ウ
シ
ハ
ク
に
は
、
①

家
産
的
支
配
の
意
味
合
い
が
あ
り
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
国
の
統
治
形
態
と
類
似
し
た
も
の
で
、
③
古
典
上
、
天
皇
統
治
を
示
す
用
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ラ
ス
は
、
①
家
産
的
支
配
の
意
味
合
い
が
な
く
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
国
の
統
治
形
態
に
も
み

ら
れ
ず
、
③
古
典
上
、
天
皇
統
治
を
示
す
場
合
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
問
題
は
シ
ラ
ス
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
が
、
本
居
は

こ
の
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
及
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
井
上
に
よ
る
独
自
の
解
釈
を
示
す
必
要
性
が
出
て
く
る
。

こ
の
点
、
井
上
は
「
国
を
知
り
国
を
知
ら
す
」
と
い
う
用
法
か
ら
「
シ
ラ
ス
」
は
「
知
る
」
に
つ
な
が
る
と
し
て
、「
知
る
と
い
ふ
こ
と
は

今
の
人
の
普
通
に
用
ゐ
る
詞
の
如
く
心
に
て
物
を
知
る
の
意
に
し
て
中
の
心
と
外
の
物
と
の
関
係
を
あ
ら
は
し
さ
て
中
の
心
は
外
の
物
に
臨

み
て
鏡
の
物
を
照
す
こ
と
く
知
り
明
む
る
意
な
り
」
と
、
鏡
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
映
し
出
す
よ
う
に
、
な
ん
ら
偏
り
な
く
物
事
を
知
る
と
い
う

姿
勢
が
シ
ラ
ス
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
豪
傑
あ
り
て
起
り
多
く
の
土
地
を
占
領
し
、
一
の
政
府
を
立
て
ゝ
支
配
し
た
る
征
服
の
結
果
と

い
ふ
を
以
て
国
家
の
釈
義
と
な
る
へ
き
も
、
御
国
の
天
日
嗣
の
大
御
業
の
源
は
皇
祖
の
御
心
の
鏡
も
て
、
天
か
下
の
民
草
を
し
ろ
し
め
す
と

い
ふ
意
義
よ
り
成
立
た
る
も
の
な
り
。
か
ゝ
れ
は
御
国
の
国
家
成
立
の
原
理
は
君
民
の
約
束
に
あ
ら
す
し
て
一
の
君
徳
に
基
つ
く
と
い
ふ
一

句
は
日
本
国
家
学
の
開
巻
第
一
に
説
く
へ
き
定
論
に
こ
そ
あ
る
な
れ
」⒀
と
、
シ
ラ
ス
的
統
治
は
曇
り
の
な
い
鏡
の
よ
う
に
、
私
心
な
く
国

民
に
臨
む
こ
と
と
し
て
い
る
⒁
。
こ
れ
が
神
代
か
ら
続
く
日
本
独
自
の
統
治
形
態
（「
御
国
の
肇
国
の
原
理
」⒂
）
で
、
明
治
憲
法
は
そ
の
よ

う
な
シ
ラ
ス
的
統
治
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
欧
羅
巴
の
憲
法
の
写
し
に
あ
ら
す
し
て
即
遠
つ
御
祖
の
不
文
憲
法
の
今
日



─ 83 ─

に
発
達
し
た
る
も
の
な
り
」⒃
と
、
そ
の
独
自
性
を
井
上
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
西
園
寺
公
望
の
シ
ラ
ス
論
批
判
　

　

こ
の
よ
う
な
井
上
毅
の
シ
ラ
ス
論
に
対
し
て
西
園
寺
公
望
は
批
判
を
行
う
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
西
園
寺
は
一
八
四
九
（
嘉
永
二
）
年
に
摂

関
家
に
次
ぐ
格
式
を
誇
る
清
華
家
の
徳
大
寺
公
純
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
て
、
一
八
五
二
（
嘉
永
五
）
年
に
は
養
家
の
西
園
寺
家
を
継
ぎ
、

皇
室
と
の
関
係
で
は
、
西
園
寺
の
系
譜
上
、
東
山
天
皇
（
一
六
七
五
～
一
七
一
〇
）
の
六
代
目
の
子
孫
に
あ
た
る
な
ど
、
経
歴
的
に
も
血
縁

的
に
も
皇
室
と
非
常
に
近
い
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
西
園
寺
の
性
向
は
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
公
家
と
は
大
き
く
異
な
り
、
和
学
よ
り
は
漢

学
を
好
み
（
西
園
寺
の
詠
ん
だ
和
歌
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
）⒄
、
西
園
寺
家
の
家
職
で
あ
る
琵
琶
の
稽
古
よ
り
も
剣
術
を
、

そ
し
て
公
家
と
し
て
最
初
に
散
髪
と
洋
装
を
し
て
宮
中
に
参
内
す
る
な
ど
⒅
、
特
異
な
公
家
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
西
園
寺
は

福
沢
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
「
こ
う
い
う
天
地
に
生
ま
れ
た
ら
な
ら
ば
、
さ
ぞ
面
白
か
ろ
う
と
」⒆
と
感
じ
る
く
ら

い
で
、
古
式
ゆ
か
し
い
宮
廷
文
化
に
は
理
解
を
示
さ
ず
、
後
年
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
で
、
君
主
制
は
平
和
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
共
和
制
の

導
入
を
説
く
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ス
（Ém

ile Acollas 
： 

一
八
二
六
～
一
八
九
一
）
に
師
事
し
た
の
も
、
西
園
寺
の
こ
の
よ
う
な
性
向
が
影

響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
宮
中
人
で
あ
り
な
が
ら
宮
中
人
ら
し
か
ら
ぬ
西
園
寺
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
で
井
上
の
シ

ラ
ス
論
を
批
判
し
た
の
か
非
常
に
興
味
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
西
園
寺
の
シ
ラ
ス
論
批
判
と
、
な
ぜ
西
園
寺
が
シ
ラ

ス
論
批
判
を
行
っ
た
か
の
背
景
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
整
理
検
討
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
本
稿
で
い
う
西
園
寺
の
シ
ラ
ス
論
批
判
と
は
、
前
述
の
井
上
の
著
作
集
『
梧
陰
存
稿
』
に
、
西
園
寺
が
読
後
感
想
と
し
て
書
き

込
ん
だ
批
判
的
記
述
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
た
め
内
容
は
断
片
的
な
記
述
に
過
ぎ
ず
、
シ
ラ
ス
論
批
判
を
論
理
的
か
つ
体
系
的
に
展
開
し
た

も
の
で
は
な
い
。
現
在
、
西
園
寺
の
書
き
込
み
の
残
る
『
梧
陰
存
稿
』
は
立
命
館
大
学
図
書
館
の
西
園
寺
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
同
図

書
館
に
よ
る
と
こ
の
西
園
寺
文
庫
と
は
、
西
園
寺
が
立
命
館
の
創
設
者
と
い
う
縁
か
ら
、
一
九
四
〇
年
ま
で
に
彼
の
蔵
書
の
寄
贈
を
受
け
て

設
立
さ
れ
た
も
の
で
、そ
の
後
に
立
命
館
大
学
が
収
集
し
た
文
献
等
を
含
め
、西
園
寺
関
係
の
旧
蔵
書
や
史
料
の
総
数
は
約
七
〇
〇
〇
点
に
及
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ぶ
と
い
う
⒇
。
西
園
寺
文
庫
の
『
梧
陰
存
稿
』
も
西
園
寺
の
旧
蔵
書
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
欄
外
に
は
西
園
寺
の
読
後
感
想
と

し
て
、
個
人
的
意
見
か
ら
単
な
る
メ
モ
に
至
る
ま
で
、
西
園
寺
に
よ
る
数
多
く
の
書
き
込
み
が
朱
墨
で
鮮
や
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
西

園
寺
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
本
を
同
図
書
館
の
許
可
が
得
ら
れ
れ
ば
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
立
命
館
大
学
創
立
九
〇
周

年
事
業
の
一
環
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
『
西
園
寺
公
望
伝
』
別
冊
二
の
二
二
三
頁
以
下
に
は
、『
梧
陰
存
稿
』
の
全
文
と
西
園
寺
の
書
き
込
み

が
全
て
活
字
化
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
の
『
西
園
寺
公
望
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
。

　

そ
の
西
園
寺
の
書
き
込
み
の
う
ち
、
井
上
の
シ
ラ
ス
論
に
対
す
る
批
判
的
な
記
述
は
次
の
四
つ
の
も
の
と
な
る
。
①
ま
ず
「
言
霊
」
編
の

冒
頭
に
西
園
寺
が
書
き
込
ん
だ
「
此
編
ハ
梧
陰
ノ
戯
論
タ
ル
ヤ
疑
ヒ
ナ
シ
」、
②
「
言
霊
」
編
の
最
後
の
文
章
に
あ
た
る
「
我
が
国
の
憲
法

は
欧
羅
巴
の
憲
法
の
写
し
に
あ
ら
す
し
て
即
遠
つ
御
祖
の
不
文
憲
法
の
今
日
に
発
達
し
た
る
も
の
な
り
」
の
記
述
に
対
す
る
「
欺
己
欺
人
語
」、

③
井
上
が
「
言
霊
」
に
引
用
し
た
古
事
記
の
「
我
御
子
之
所
知
国
」
と
、
そ
の
「
知
」
が
シ
ラ
ス
に
つ
な
が
る
と
す
る
井
上
の
説
明
に
対
し
、

西
園
寺
の
「
知
府
事
等
ノ
知
字
支
那
ヨ
リ
来
リ
タ
ル
ナ
リ
。
安
麿
ノ
ア
テ
ハ
メ
タ
ル
ニ
疑
ヒ
ナ
シ
。
封
建
ノ
如
キ
世
ナ
レ
バ
ナ
リ
」
と
、
太

安
万
侶
（
生
年
不
詳
〜
七
二
三
）
が
古
事
記
の
編
纂
時
に
古
代
中
国
の
用
法
を
参
考
に
「
知
」
の
字
を
充
て
は
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
指

摘
、
④
『
梧
陰
存
稿
』
の
終
わ
り
に
記
さ
れ
た
「
余
此
書
ヲ
読
ン
テ
甚
失
望
ス
。
梧
陰
徹
底
ノ
見
解
ナ
ク
学
問
ナ
キ
ヲ
自
白
セ
リ
。
梧
陰
遂

ニ
一
種
ノ
偽
君
子
タ
ル
ヲ
免
レ
ス
」
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
西
園
寺
自
身
が
後
に
な
っ
て
削
除
し
た
書
き
込
み
も
あ
り
、
井
上
の

ウ
シ
ハ
ク
説
明
の
「
占
領
と
い
ふ
詞
は
（
オ
キ
ユ
パ
イ
ド
）、
や
が
て
奪
ふ
と
い
ふ
意
味
を
も
含
め
り
」
と
す
る
箇
所
に
対
し
て
、「
此
評
モ

亦
無
意
味
。
国
土
ヲ
手
ニ
入
レ
タ
ル
ト
キ
（
オ
キ
ユ
パ
イ
ド
）
ノ
字
ヲ
用
ヰ
ル
コ
ト
余
未
タ
之
ヲ
知
ラ
ズ
」
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
西
園
寺
の
シ
ラ
ス
論
批
判
は
、
③
の
書
き
込
み
は
「
知
」
の
漢
字
用
法
に
対
す
る
も
の
で
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
シ
ラ
ス
論
の
根
底

を
覆
す
よ
う
な
批
判
的
指
摘
で
あ
り
、
①
・
②
・
④
は
シ
ラ
ス
論
そ
の
も
の
を
名
指
し
し
て
の
批
判
で
は
な
い
が
、
①
の
「
此
編
ハ
梧
陰
ノ

戯
論
タ
ル
ヤ
疑
ヒ
ナ
シ
」
は
、「
言
霊
」
編
の
中
心
的
テ
ー
マ
が
シ
ラ
ス
説
明
で
あ
る
た
め
、
②
の
書
き
込
み
も
含
め
て
シ
ラ
ス
論
へ
の
間

接
的
批
判
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
④
の
内
容
が
シ
ラ
ス
論
批
判
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
西
園
寺
は
シ
ラ
ス
論
以
外
に
対

し
て
も
批
判
的
な
書
き
込
み
を
し
て
お
り
、
④
で
い
う
「
失
望
」
が
シ
ラ
ス
論
を
含
ん
で
の
感
想
か
は
、
そ
の
判
断
が
難
し
い
。
た
だ
、
①
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～
③
の
厳
し
い
批
評
を
み
る
と
、
や
は
り
④
も
シ
ラ
ス
論
批
判
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
西
園
寺
は
井
上
の
シ
ラ
ス
論
を
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
井
上
の
残
し
た
資
料
類
（
梧
陰
文
庫
）
の
整
理
・
分

類
作
業
に
長
年
携
わ
り
、
井
上
毅
研
究
に
お
け
る
資
料
的
先
達
者
と
し
て
知
ら
れ
る
木
野
主
計
氏
が
こ
の
点
の
分
析
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。

木
野
氏
に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
の
批
判
は
井
上
の
論
旨
に
対
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、『
梧
陰
存
稿
』
の
編
集
内
容
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と

す
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
�
。
つ
ま
り
木
野
説
の
い
う
西
園
寺
批
判
の
要
因
は
、
西
園
寺
が
『
梧
陰
存
稿
』
を
読
む
に
あ
た
り
、
井
上
の

職
掌
が
ら
岩
倉
具
視
や
大
久
保
利
通
ら
の
建
議
・
意
見
書
と
い
っ
た
史
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
期
待
し
た
も
の
の
、
そ
の
類
の
も
の
が
何

一
つ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
失
望
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
木
野
説
の
指
摘
は
確
か
に
傾
聴
に
値
す
る
。
た
だ
、
①
の
「
此
編
ハ
梧

陰
ノ
戯
論
タ
ル
ヤ
疑
ヒ
ナ
シ
」
と
す
る
西
園
寺
の
批
判
内
容
を
考
え
る
と
、
木
野
氏
の
分
析
と
は
別
に
、
や
は
り
西
園
寺
の
書
き
込
み
に
は

内
容
上
の
何
ら
か
の
批
判
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
シ
ラ
ス
論
の
内
容
の
何
が
西
園
寺
を
批
判
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
分
析
を
行
っ
た
の
が
前
述
の
宮
沢
俊
義

で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
成
立
後
の
一
九
四
九
年
に
「
法
曹
時
報
」
で
発
表
し
た
宮
沢
論
文
に
よ
る
と
、「
西
園
寺
の
こ
の
書
き
こ
み
を
ど
の

よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
は
、
問
題
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
わ
る
口
を
全
面
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
井
上
が
、

し
き
り
に
明
治
憲
法
に
附
着
す
る
『
西
洋
性
』
あ
る
い
は
『
舶
来
性
』
を
無
視
し
、
そ
の
『
日
本
性
』
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
非
科
学
的
な

態
度
を
、
批
判
し
て
い
る
点
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
い
と
思
う
。
明
治
憲
法
が
い
か
に
つ
よ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
的
憲
法
の
影
響

を
受
け
て
い
た
か
は
、
井
上
な
ど
は
、
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
、
真
実
に
直
面
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
か

え
り
み
て
、『
日
本
性
』
を
強
調
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
政
治
的
・
教
育
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
科
学
的
に
見
て
ま

ち
が
っ
た
見
方
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
を
す
る
ど
く
指
摘
し
た
西
園
寺
の
批
判
的
な
態
度
は
、
こ
れ
を
さ
き
に
の
べ
た

金
子
堅
太
郎
な
ど
の
無
責
任
き
わ
ま
る
ス
タ
ン
ド
・
プ
レ
イ
的
態
度
に
比
べ
る
と
、
何
と
い
っ
て
も
、
大
し
た
も
の
だ
と
思
う
」�
と
、
宮

沢
は
、
明
治
憲
法
に
附
着
す
る
「
西
洋
性
」
あ
る
い
は
「
舶
来
性
」
を
無
視
し
、
そ
の
「
日
本
性
」
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
非
科
学
的
な
井

上
の
態
度
を
、
西
園
寺
が
批
判
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
宮
沢
分
析
が
一
般
化
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
研
究
で
も
知
ら
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れ
る
大
久
保
泰
甫
氏
は
こ
の
宮
沢
分
析
を
基
に
、
西
園
寺
の
フ
ラ
ン
ス
的
教
養
も
批
判
に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
み
て
い
る
�
。
ま
た
、

立
命
館
大
学
で
『
西
園
寺
公
望
伝
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
岩
井
忠
熊
氏
は
、
西
園
寺
の
国
文
嫌
い
と
公
卿
的
教
養
へ
の
反
発
か
ら
の
批
判
と

す
る
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
�
、
併
せ
て
明
治
憲
法
成
立
後
の
初
期
議
会
に
お
い
て
、
井
上
の
と
っ
た
議
会
対
策
へ
の
反
感
も
影
響
し
て
い

る
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
�
。
こ
の
井
上
の
と
っ
た
議
会
対
策
と
は
、
予
算
問
題
で
政
府
と
民
党
が
紛
糾
し
た
際
に
詔
勅
を
も
っ
て
解
決

を
図
る
と
い
う
も
の
で
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
の
第
四
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
和
協
詔
勅
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
当
初
、

井
上
は
、
こ
の
よ
う
な
詔
勅
を
出
す
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
が
、
第
三
回
帝
国
議
会
の
頃
か
ら
詔
勅
の
必
要
性
を
唱
え
出
し
、
問
題
の
第
四

回
議
会
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。
岩
井
氏
に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
権
威
（
井
上
に
い
わ
せ
れ
ば
「
徳
」）
を

利
用
す
る
議
会
運
営
は
立
憲
政
治
に
悖
る
と
し
て
、
そ
の
不
満
が
シ
ラ
ス
論
批
判
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
筆
者
は
も
う
一
つ
の
批
判
要
因
の
提
示
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
『
梧
陰
存
稿
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
八
九
五
年
と
い
う
時
代
的
雰

囲
気
が
、
西
園
寺
を
シ
ラ
ス
論
批
判
に
向
か
わ
せ
る
一
要
因
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
は
日
清
戦
争
の
戦
勝
と
三
国
干

渉
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
を
見
せ
た
時
期
で
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
内
務
省
神
社
局
が
編
纂
し
た
『
国
体
論
史
』
で

も
こ
の
当
時
の
保
守
的
国
粋
保
存
主
義
の
動
き
に
つ
い
て
、「
日
清
戦
争
以
後
に
及
び
て
は
亦
自
ち
其
趣
を
異
に
す
が
如
し
」�
と
、
そ
の
高

揚
ぶ
り
を
記
し
て
い
る
。
西
園
寺
も
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
に
対
し
て
危
惧
感
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
年
の
二
月
八
日
に

西
園
寺
が
井
上
馨
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、「
甚
老
人
め
き
た
る
事
を
相
述
候
得
共
、
吾
国
前
途
実
ニ
憂
慮
ニ
不
堪
候
。
文
明
之
思
想
ハ
却
て

退
歩
之
形
ニ
テ
和
魂
と
か
敵
愾
心
と
か
計
口
に
唱
へ
、
裏
面
に
は
嘘
の
吹
き
会
ひ
利
慾
の
貪
り
合
に
て
、
実
ニ
あ
き
れ
果
た
る
も
の
ニ
有
之

候
。
他
日
善
後
策
ハ
余
程
謹
厳
に
不
被
講
候
て
ハ
、国
民
の
不
幸
意
外
に
も
戦
勝
よ
り
生
す
る
と
云
事
な
し
と
も
不
被
申
と
存
候
」�と
し
、「
和

魂
」
が
こ
と
さ
ら
に
叫
ば
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
示
す
表
現
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
和
魂
」
は
井
上
の
シ
ラ
ス
論
を
指
す

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
書
簡
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
相
的
に
こ
の
当
時
の
西
園
寺
は
宮
沢
の
い
う
よ
う
な
「
日
本
性
」
に
対
し
て
特

に
過
敏
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
シ
ラ
ス
論
批
判
の
一
要
因
に
な
っ
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
推
測
に
は
大
き
な
検
証
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
推
測
は
、
西
園
寺
が
『
梧
陰
存
稿
』
を
読
み
、
そ
し
て
批
判
的
な
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書
き
込
み
を
行
っ
た
時
期
を
、
一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
終
結
直
後
と
す
る
も
の
だ
が
、
実
は
、
史
料
上
、
西
園
寺
の
書
き
込
み
の
時
期
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
な
ぜ
筆
者
が
西
園
寺
の
書
き
込
み
の
時
期
を
こ
の
よ
う
に
推
測
し
た
の
か
で
あ
る
が
、

①
『
梧
陰
存
稿
』
の
刊
行
が
、
下
関
条
約
の
締
結
か
ら
五
か
月
後
の
一
八
九
五
年
九
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
西
園
寺
が
『
梧
陰

存
稿
』
を
入
手
し
て
読
む
こ
と
に
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
さ
ら
に
②
一
八
九
五
年
当
時
、
西
園
寺
は
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
文
部
大
臣
で

あ
っ
た
こ
と
も
（
一
八
九
四
年
一
〇
月
三
日
～
一
八
九
六
年
九
月
二
八
日
）、
こ
の
時
期
に
彼
が
『
梧
陰
存
稿
』
を
読
み
、
書
き
込
み
を
し

た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
る
。
と
、
い
う
の
も
、
西
園
寺
が
実
際
に
手
に
し
た
『
梧
陰
存
稿
』（
以
下
、
西
園
寺
本
と
称
す
）
は
特

製
の
謹
呈
本
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
謹
呈
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
西
園
寺
が
文
相
に
就
任
す
る
一
か
月
前
ま
で
井
上
も
文
相
で
あ
っ
た

と
い
う
関
わ
り
と
（
井
上
の
文
相
在
任
期
間
は
一
八
九
三
年
三
月
七
日
～
一
八
九
四
年
八
月
二
九
日
。
な
お
井
上
は
『
梧
陰
存
稿
』
の
刊
行

直
前
の
一
八
九
五
年
三
月
一
五
日
に
病
没
）、
内
容
的
に
『
梧
陰
存
稿
』
は
「
言
霊
」
の
他
に
井
上
の
国
語
教
育
に
関
す
る
論
説
が
い
く
つ

か
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
文
相
と
い
う
教
育
行
政
の
ト
ッ
プ
に
あ
た
る
西
園
寺
に
謹
呈
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た

西
園
寺
本
を
謹
呈
本
と
考
え
る
理
由
に
は
、
西
園
寺
本
は
一
般
的
に
流
布
さ
れ
て
い
る
『
梧
陰
存
稿
』
と
比
べ
て
書
籍
の
体
裁
が
タ
テ
・
ヨ

コ
と
も
に
二
・
五
セ
ン
チ
大
き
く
、
さ
ら
に
は
用
紙
も
上
質
の
も
の
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
園
寺
本
は
謹
呈
用
の
特
製
本
で
は
な
い

か
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
西
園
寺
が
シ
ラ
ス
論
の
批
判
を
行
っ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
宮
沢
分

析
に
よ
る
理
解
の
他
に
、
西
園
寺
が
日
清
戦
争
の
戦
勝
と
三
国
干
渉
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
期
に
『
梧
陰
存
稿
』
の
謹
呈
を
受
け

た
と
い
う
推
測
の
下
、
当
時
の
世
相
的
雰
囲
気
に
対
す
る
西
園
寺
の
危
惧
感
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
は
と
考
え
る
の
で
あ
る
�
。

四
、
ま
と
め
　

　

か
つ
て
井
上
毅
は
明
治
一
四
年
の
政
変
の
際
に
、
御
前
会
議
に
提
出
す
る
た
め
に
参
議
寺
島
宗
則
ら
の
奏
議
書
を
起
草
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
に
「
憲
法
ヲ
定
ム
ル
ノ
標
準
ニ
至
テ
ハ
、
臣
等
竊
ニ
以
為
ラ
ク
、
建
国
ノ
本
各
々
源
流
ヲ
殊
ニ
ス
、
彼
レ
ヲ
以
テ
此
レ
ニ
移
ス
ベ
カ
ラ

ズ
」「
今
民
間
政
談
ヲ
為
ス
者
ヲ
視
ル
ニ
、
好
テ
欧
米
詭
激
ノ
説
ヲ
主
張
シ
、
国
体
ノ
何
タ
ル
ヲ
顧
ミ
サ
ル
者
、
往
々
コ
レ
ア
リ
、
臣
等
実
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ニ
之
ヲ
危
ウ
ム
、
竊
ニ
願
ハ
ク
ハ
、
憲
法
ノ
成
ル
各
国
ノ
長
ヲ
採
酌
ス
ル
モ
、
而
モ
我
国
体
ノ
美
ヲ
失
ハ
ス
」�
と
す
る
一
節
が
あ
り
、
憲

法
制
定
は
単
な
る
西
欧
憲
法
の
受
け
入
れ
で
は
な
く
、「
建
国
ノ
本
」
と
「
国
体
ノ
美
」
の
尊
重
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
文

章
は
代
草
の
た
め
、
井
上
自
ら
の
主
張
と
み
る
か
は
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、
た
だ
、
少
な
く
と
も
井
上
は
憲
法
起
草
作
業
に
あ
た
り
「
建

国
ノ
本
」
と
「
国
体
ノ
美
」
を
重
視
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
井
上
は
別
の
意
見
書
で
も
憲
法
の
起
草
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
憲
法
何
々
某
々
ノ
手
ニ
起
草
セ
リ
ト
世
間
ニ
公
伝
セ
ル
ト
キ
ハ
、
特
ニ
物
議
ヲ
来
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
憲
法
ナ
ル
者
、

忽
チ
世
ノ
尊
敬
ヲ
失
フ
ベ
シ
、
尊
敬
ナ
キ
ノ
憲
法
ハ
却
テ
憲
法
ナ
キ
ニ
若
カ
ザ
ル
ニ
至
ラ
ン
」�
と
し
、
井
上
は
憲
法
の
尊
厳
性
を
保
つ
た

め
に
制
憲
作
業
に
よ
る
人
為
性
の
払
拭
に
留
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
建
国
ノ
本
」
と
「
国
体
ノ
美
」
の
尊
重
、
そ
し
て
人
為
性
の

払
拭
問
題
に
対
す
る
井
上
の
解
答
が
、
明
治
憲
法
の
告
文
「
皇
室
典
範
及
憲
法
ヲ
制
定
ス
惟
フ
ニ
此
レ
皆
皇
祖
皇
宗
ノ
後
裔
ニ
貽
シ
タ
マ
ヘ

ル
統
治
ノ
洪
範
ヲ
紹
述
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
の
一
文
と
な
る
。
井
上
は
、
明
治
憲
法
が
皇
祖
皇
宗
の
遺
範
の
明
文
化
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
建
国
ノ
本
」
と
「
国
体
ノ
美
」
の
尊
重
、
そ
し
て
人
為
性
の
問
題
を
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
り
、
現
在
、

明
治
憲
法
研
究
者
の
間
で
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
山
室
信
一
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
憲
法
を
こ
の
よ
う
に
皇
祖
皇
宗
の
遺

範
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
明
治
憲
法
に
「
こ
の
世
の
も
の
な
る
ぬ
権
威
」
が

付
与
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
�
、そ
の
意
味
で
は
井
上
の
シ
ラ
ス
論
も
神
話
と
し
て
の
『
古
事
記
』
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、天
皇
統
治
に
「
こ

の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
権
威
」、
つ
ま
り
天
皇
統
治
の
正
統
性
と
し
て
の
保
証
が
期
待
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
西
園
寺
に
と
っ
て
は
、
井
上
の
期
待
す
る
「
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
権
威
」
は
無
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
西
園
寺
の
シ
ラ
ス
論
批

判
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
い
く
つ
か
の
批
判
要
因
を
紹
介
し
た
が
、
根
本
要
因
と
し
て
は
下
級
武
士
出
身
の
井
上
と
名
門
公
卿
家
出
身
の
西

園
寺
と
の
、
天
皇
制
に
対
す
る
歴
史
的
・
時
間
的
感
覚
の
差
が
影
響
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
西
園
寺
に
は
、
彼
の
性
格
や
そ
の
持

論
で
あ
る
「
世
界
主
義
」
的
考
え
、
あ
る
い
は
ア
コ
ラ
ス
の
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
数
百
年
に
わ
た
り
皇
室
と
と
も
に

歩
ん
で
き
た
と
い
う
名
門
公
卿
家
出
身
者
と
し
て
の
、
西
園
寺
な
ら
で
は
の
皇
室
に
対
す
る
独
特
の
親
近
感
と
安
定
感
の
影
響
も
拭
い
き
れ

な
い
。
後
年
、
西
園
寺
は
私
設
秘
書
の
原
田
熊
雄
（
一
八
八
八
〜
一
九
四
六
）
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
と
い
う
。「
陛
下
と
国
務
大



─ 89 ─

臣
と
の
間
を
、
輔
弼
の
責
任
者
と
し
て
の
態
度
は
ど
こ
ま
で
も
保
持
し
な
が
ら
も
、
も
う
少
し
君
臣
の
間
の
親
し
み
が
あ
り
、
形
式
張
ら
ず

に
打
解
け
て
お
話
の
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
。
往
年
、
明
治
天
皇
の
時
代
に
、
初
め
て
加
藤
高
明
氏
が
外
務
大
臣
に
な
っ
た
時
、
伊

藤
公
か
ら
頼
ま
れ
て
、二
度
ば
か
り
陛
下
の
所
に
、謂
わ
ば
お
引
合
せ
の
よ
う
な
意
味
で
出
た
こ
と
が
あ
る
。自
分
達
は
椅
子
を
戴
い
て
、ゆ
っ

く
り
煙
草
を
の
み
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
お
話
し
た
こ
と
を
今
で
も
思
い
出
す
が
、
そ
の
く
ら
い
打
解
け
た
と
こ
ろ
が
欲
し
い
と
い
う
意
味
だ
」

�
と
。
こ
の
よ
う
な
発
想
が
で
き
る
の
も
、
西
園
寺
な
ら
で
は
の
皇
室
に
対
す
る
独
特
の
親
近
感
と
安
定
感
に
よ
る
も
の
で
、
井
上
に
は
想

像
す
ら
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
西
園
寺
の
シ
ラ
ス
論
批
判
の
研
究
は
、
彼
の
明
治
憲
法
論
や
立
憲
主
義
論
の
考
究
の

他
に
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
る
名
門
公
卿
家
出
身
者
と
し
て
意
識
を
い
か
に
捉
え
る
か
が
重
要
で
あ
り
、
本
テ
ー
マ
の
ポ
イ
ン
ト
は
そ
の
理

解
に
掛
か
っ
て
く
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

註⑴　
『
憲
法
義
解
』
に
お
け
る
井
上
毅
の
加
筆
修
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史
』
下
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
八
六
七

頁
を
参
照
。

⑵　

国
家
学
会
編
『
帝
国
憲
法
皇
室
典
範
義
解
』（
国
家
学
会
、
一
八
八
九
年
）
三
頁
、
宮
沢
俊
義
校
註
『
憲
法
義
解
』
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）
二
三
頁
。

⑶　
「
梧
陰
」
と
は
井
上
の
雅
号
。

⑷　

鈴
木
良
他
「
西
園
寺
公
望
の
井
上
批
判
」
日
本
史
研
究
（
日
本
史
研
究
会
）
第
三
三
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
五
四
頁
。

⑸　

宮
沢
俊
義
「
明
治
憲
法
の
成
立
と
そ
の
国
際
政
治
的
背
景
」『
日
本
憲
政
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
一
三
四
頁
以
下
。
初
出
は
、
法

曹
時
報
、
一
巻
七
号
（
一
九
四
九
年
）
一
頁
以
下
。

⑹　

小
中
村
義
象
「
梧
陰
存
稿
の
奥
に
書
き
つ
く
」、
小
中
村
義
象
編
『
梧
陰
存
稿
』
巻
二
（
六
合
館
、
一
八
九
五
年
）
四
六
頁
以
下
。
な
お
、
こ
の
『
梧

陰
存
稿
』
に
つ
い
て
は
、
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
』
史
料
篇
第
三
（
国
学
院
大
学
図
書
館
、
一
九
六
九
年
）
七
〇
三
頁
以
下
に
復
刻

さ
れ
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
本
稿
で
『
梧
陰
存
稿
』
の
文
章
を
引
用
す
る
際
に
は
、
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
の
『
井
上
毅
伝
』
に
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依
拠
す
る
。

⑺　

稲
田
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

⑻　
「
治
ス
」
か
ら
「
統
治
ス
」
へ
の
文
言
変
更
は
、
同
一
八
八
七
年
五
月
の
「
甲
案
」
と
「
甲
案
正
案
」
の
修
正
稿
を
境
に
行
わ
れ
、
明
治
憲
法
の
正

案
へ
と
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
変
更
理
由
は
明
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、「
治
ス
」
で
は
漢
文
調
で
統
一
さ
れ
て
い
る
憲
法
草
案
の
文
体
に

不
自
然
と
の
理
由
で
、
新
た
に
「
統
治
」
と
い
う
当
時
の
新
語
を
用
い
た
と
す
る
清
水
伸
の
説
明
が
現
在
一
般
化
さ
れ
て
い
る
。
清
水
伸
『
明
治
憲
法

制
定
史
』
中
巻
、
明
治
百
年
史
叢
書
（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
二
二
二
頁
。

⑼　

荻
原
他
校
注
『
古
事
記
・
上
代
歌
謡
』
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
八
〇
年
）
一
二
一
頁
。

⑽　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
第
三
、六
四
三
頁
。

⑾　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
第
三
、六
四
三
頁
。

⑿　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
一
四
之
巻　

九
八
頁
。

⒀　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
第
三
、六
四
三
頁
以
下
。

⒁　

シ
ラ
ス
論
と
「
鏡
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
シ
ラ
ス
論
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
島
善
高
氏
の
優
れ
た
分
析
が
あ
る
。
島
善
高
「
井
上
毅
の
シ
ラ
ス

論
註
解
―
帝
国
憲
法
第
一
条
成
立
の
沿
革
―
」『
律
令
制
か
ら
立
憲
制
へ
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
八
頁
以
下
。

⒂　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
第
三
、六
四
四
頁
。

⒃　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
第
三
、六
四
六
頁
。

⒄　

岩
井
忠
熊
「
西
園
寺
公
望
の
異
文
化
受
容
」
立
命
館
言
語
文
化
研
究
、
二
巻
五
・
六
合
併
号
（
一
九
九
一
年
）
六
頁
。

⒅　

小
泉
策
太
郎
筆
記
、
木
村
毅
編
『
西
園
寺
公
望
自
伝
』（
講
談
社
、
一
九
四
九
年
）
三
〇
頁
以
下
。

⒆　

小
泉
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。

⒇　

立
命
館
大
学
図
書
館
Ｈ
Ｐ
（
閲
覧
日
：
二
〇
一
四
年
一
月
二
〇
日
）http://w

w
w

.arc.ritsum
ei.ac.jp/lib/rarebook/1/2/

）。

�　

木
野
主
計
『
井
上
毅
研
究
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
）
四
四
〇
頁
以
下
。

�　

宮
沢
、
前
掲
書
、
一
三
四
頁
以
下
。

�　

大
久
保
泰
甫
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
岩
波
新
書
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
六
頁
。

�　

岩
井
、
前
掲
論
文
、
五
頁
以
下
。

�　

立
命
館
大
学
編
『
西
園
寺
公
望
伝
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
三
五
頁
以
下
。
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�　

内
務
省
神
社
局
『
国
体
論
史
』（
私
家
版
、
一
九
二
一
年
）
一
五
七
頁
。

�　

立
命
館
大
学
編
『
西
園
寺
公
望
伝
』
別
巻
一
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
三
六
頁
。

�　

こ
の
他
に
も
同
年
五
月
二
〇
日
に
西
園
寺
は
文
部
大
臣
と
し
て
教
育
関
係
者
を
招
き
、
そ
こ
で
「
内
に
安
じ
外
を
顧
み
ず
徒
に
口
大
和
魂
を
唱
ふ
る

の
み
に
し
て
世
界
文
明
の
大
勢
に
伴
随
す
る
を
悟
ら
ざ
る
如
き
は
余
の
取
ら
ざ
る
所
な
り
仏
国
有
名
な
る
教
育
家
の
言
に
曰
く
自
国
を
偏
心
し
外
国
の

事
を
知
ら
し
め
ざ
る
も
の
は
国
民
の
良
友
に
非
ず
と
教
育
の
任
に
当
た
る
も
の
此
点
に
注
意
を
要
す
」（「
自
由
党
党
報
」
第
八
六
号
・
一
八
九
五
年
）

と
述
べ
、
こ
こ
で
も
偏
狭
な
和
魂
・
大
和
魂
に
対
す
る
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
西
園
寺
は
一
八
九
八
（
明
治

三
一
）
年
に
再
び
文
部
大
臣
に
就
任
す
る
が
、そ
の
際
に
第
二
の
「
教
育
勅
語
」
の
を
計
画
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
西
園
寺
が
、井
上
の
起
草
し
た
「
教

育
勅
語
」
に
物
足
り
な
さ
と
、
リ
ベ
ラ
ル
教
育
の
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
（
小
泉
、
前
掲
書
、
一
一
七
頁
）。
そ
の
意
味
で
は
、
西
園

寺
の
シ
ラ
ス
論
批
判
の
要
因
と
し
て
、
井
上
と
西
園
寺
の
教
育
方
針
の
差
異
も
指
摘
で
き
る
が
、
こ
の
両
者
の
教
育
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
紙
数

の
制
約
が
あ
る
た
め
、
別
稿
に
て
論
及
を
し
た
い
。

�　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
』
史
料
篇
第
六
（
国
学
院
大
学
図
書
館
、
一
九
七
二
年
）
一
〇
四
頁
。

�　

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
』
史
料
篇
第
四
（
国
学
院
大
学
図
書
館
、
一
九
七
一
年
）
三
四
〇
頁
以
下
。

�　

山
室
信
一
『
近
代
日
本
の
知
と
政
治
』（
木
鐸
社
、
一
九
八
五
年
）
六
三
頁
。

�　

原
田
熊
雄
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
三
八
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　

大
韓
民
国 

（
以
下
、
韓
国
）
建
国
以
来
、
韓
国
は
反
共
産
主
義
（
以
下
、
反
共
）
を
国
是
に
掲
げ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
始
ま
っ
た

国
際
社
会
の
冷
戦
、
そ
し
て
一
九
五
〇
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
韓
国
の
反
共
姿
勢
は
強
ま
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
は
反
共
姿
勢

を
取
り
な
が
ら
も
、
一
九
七
三
年
に
な
る
と
、「
平
和
統
一
外
交
政
策
に
関
す
る
特
別
声
明
（
以
下
、
六
・
二
三
宣
言
）｣

を
発
表
し
、
こ
れ

ま
で
禁
じ
て
い
た
共
産
圏
諸
国
と
の
接
触
を
認
め
た
。
こ
れ
が
、
韓
国
に
お
け
る
対
共
産
圏
外
交
の
源
流
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
対
共
産
圏

外
交
の
先
行
研
究
に
は
、
木
宮
正
史
「
朴
正
熙
政
権
の
対
共
産
圏
外
交
―
一
九
七
〇
年
代
を
中
心
に
―
⑴
」
が
あ
る
。
木
宮
論
文
は
、
軍
事

独
裁
政
権
で
あ
り
反
共
を
掲
げ
な
が
ら
も
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
目
指
し
た
、
朴
正
煕
政
権
の
対
共
産
圏
外
交
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

る
⑵
。

　

一
九
七
九
年
に
朴
正
煕
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
、
短
期
間
の
崔
圭
夏
政
権
を
経
て
全
斗
煥
政
権
が
成
立
し
た
。
全
斗
煥
政
権
は
、
そ
の
政
権

成
立
当
初
か
ら
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
目
指
し
た
。
全
斗
煥
政
権
下
で
は
、
朴
正
煕
政
権
時
代
か
ら
誘
致
が
推
進
さ
れ
て
き
た
ソ
ウ

ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
や
韓
国
で
の
ア
ジ
ア
競
技
大
会
の
開
催
が
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
、
何
れ
も
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
促
進
す
る

契
機
と
な
っ
た
。
全
斗
煥
政
権
下
で
も
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
が
促
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
が
全
斗
煥
大
統
領
の
在
任
中
に
は
現
れ

ず
、次
の
盧
泰
愚
政
権
で
現
れ
た
。
そ
の
為
、韓
国
に
お
け
る
対
共
産
圏
外
交
は
盧
泰
愚
政
権
時
代
の
展
開
に
注
目
が
集
ま
る
傾
向
に
あ
る
⑶
。

韓
国
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
と
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル木　

下　

奈
津
紀

─
─
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
事
例
と
し
て
─
─
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つ
ま
り
、
韓
国
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
に
お
け
る
研
究
は
少
な
く
、
更
に
朴
正
煕
政
権
以
来
三
代
に
渡
る
軍
事
政
権
下
に
お
け
る
対

共
産
圏
外
交
に
関
す
る
研
究
は
、
右
の
木
宮
論
文
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
先
の
木
宮
論
文
を

踏
ま
え
つ
つ
、
朴
正
熙
政
権
に
続
く
全
斗
煥
政
権
時
代
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
後
述
す
る
が
、
全
斗

煥
政
権
時
代
は
国
際
社
会
も
冷
戦
終
結
に
向
け
て
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
。
し
か
し
、
冷
戦
終
結
に
は
未
だ
至
っ
て
お
ら
ず
、
西
側

諸
国
の
一
員
で
反
共
を
掲
げ
る
韓
国
が
共
産
圏
諸
国
と
公
に
接
近
す
る
事
は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
の
が
、
民
間
を
主
体
と
し

た
経
済
交
流
に
よ
る
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
で
あ
っ
た
。
韓
国
は
共
産
圏
諸
国
に
対
し
て
、
政
府
間
交
渉
に
よ
る
公
式
チ
ャ
ネ
ル
と
は

別
に
、
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
も
接
触
を
試
み
た
。
ま
た
、
民
間
を
主
体
と
し
た
経
済
交
流
を
通
じ
て
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の
が
、

そ
の
後
の
共
産
圏
諸
国
と
の
国
交
樹
立
へ
と
繋
が
っ
た
。
こ
の
韓
国
と
共
産
圏
諸
国
と
の
経
済
交
流
で
活
躍
し
た
の
が
、
民
間
の
任
意
団
体

で
あ
る
大
韓
商
工
会
議
所
、そ
し
て
い
く
つ
か
の
大
韓
貿
易
投
資
振
興
公
社（
以
下
、KOTRA

）な
ど
、政
府
系
の
団
体
や
韓
国
財
閥
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
韓
国
が
共
産
圏
国
家
群
の
中
で
最
初
に
国
交
樹
立
を
果
た
し
た
の
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
る
⑷
。
そ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
接
近
は
、

民
間
を
主
体
と
す
る
経
済
交
流
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
中
で
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
が
、
当
時
の
韓
国
の
有
力
財
閥
の
一
つ
で
あ
っ
た
大デ

ウ宇
（DAEW

OO

）
グ
ル
ー
プ
の
総
帥
金
宇
中
で
あ
っ
た
。
成
立
当
初
の
全
斗
煥

政
権
は
、
朴
正
煕
政
権
時
代
に
巨
大
化
し
た
韓
国
財
閥
を
取
り
締
ま
る
方
針
で
あ
っ
た
が
、
三サ
ム
ス
ン星
（SAM

SUNG

）
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
巨

大
化
し
た
財
閥
は
経
済
力
を
身
に
つ
け
、
積
極
的
に
海
外
進
出
を
展
開
す
る
程
ま
で
成
長
し
て
い
た
。
そ
こ
で
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
全

斗
煥
政
権
は
こ
う
し
た
財
閥
の
力
を
共
産
圏
諸
国
へ
の
接
近
と
関
係
改
善
に
利
用
し
た
。
本
論
文
で
は
韓
国
が
共
産
圏
諸
国
の
中
で
最
初
に

国
交
を
樹
立
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
事
例
に
、
民
間
経
済
交
流
と
い
う
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
韓
国
の
軍
事
政
権
が
共
産
圏
諸
国
と
の
関

係
改
善
を
い
か
に
し
て
図
っ
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
へ
の
動
き

　

一
九
六
〇
年
代
の
韓
国
は
、
西
ド
イ
ツ
の
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
原
則
に
従
い
、
北
朝
鮮
と
外
交
関
係
を
持
つ
国
家
と
は
外
交
関
係
を
持
た
な
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い
と
い
う
政
策
を
堅
持
し
た
⑸
。
し
か
し
、
米
ソ
間
の
デ
タ
ン
ト
や
、
西
ド
イ
ツ
の
「
東
方
外
交
」
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
朴
正
熙
政
権
の

反
共
姿
勢
に
も
変
化
が
現
れ
た
。
一
九
七
三
年
六
月
二
三
日
に
朴
正
熙
大
統
領
が
六
・
二
三
宣
言
を
発
表
し
、
南
北
朝
鮮
の
国
連
加
盟
に
反

対
し
な
い
と
述
べ
る
と
共
に
「
全
て
の
国
家
に
門
戸
を
開
放
す
る
」
と
し
て
、
北
朝
鮮
と
国
交
を
持
つ
国
家
と
の
外
交
関
係
の
樹
立
も
排
除

し
な
い
と
の
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
れ
が
、
韓
国
に
お
け
る
対
共
産
圏
外
交
の
源
流
で
あ
る
。
朴
正
熙
政
権
下
で
は
、
ソ
連
、
中
国
、
東
欧
共

産
圏
諸
国
と
の
交
易
を
通
じ
た
関
係
改
善
が
図
ら
れ
た
。
し
か
し
朴
正
熙
政
権
下
で
は
、
共
産
圏
諸
国
と
の
大
き
な
関
係
改
善
の
成
果
は
現

れ
な
か
っ
た
。

　

一
九
七
九
年
十
月
二
六
日
に
朴
正
熙
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
、
政
権
が
崩
壊
し
た
。
崔
圭
夏
が
大
統
領
に
就
任
し
た
が
、
実
権
は
全
斗
煥
を

中
心
と
し
た
国
家
保
衛
非
常
対
策
委
員
会
（
以
下
、
国
保
委
）
が
握
っ
て
い
た
。
崔
圭
夏
が
翌
年
八
月
に
大
統
領
職
を
辞
し
、
同
年
九
月
一

日
に
全
斗
煥
が
大
統
領
に
就
任
し
た
。
全
斗
煥
大
統
領
は
、
就
任
当
初
か
ら
積
極
的
に
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
進
め
る
姿
勢
を
見
せ

た
。
そ
し
て
、
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の
最
終
的
な
目
標
を
外
交
関
係
の
樹
立
と
定
め
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
共
産
圏
諸
国
と
の
交
易

拡
大
が
望
ま
し
い
と
し
た
⑹
。
共
産
圏
諸
国
と
の
交
流
を
円
滑
に
進
め
る
為
に
国
家
保
安
法
を
改
正
し
、
反
共
法
を
廃
止
し
た
。
こ
の
措
置

に
よ
り
、
韓
国
と
共
産
圏
諸
国
と
の
経
済
・
学
術
交
流
は
法
的
に
問
題
が
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
時
、
就
任
当
初
か
ら
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
目
指
す
全
斗
煥
大
統
領
に
、
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の
好
機
が
訪
れ
た
。

韓
国
で
の
八
八
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
決
定
と
第
一
〇
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催
の
決
定
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
九
月
三
〇
日
に
、
西
ド

イ
ツ
の
バ
ー
デ
ン
バ
ー
デ
ン
で
行
わ
れ
た
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
総
会
で
、
一
九
八
八
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ソ
ウ
ル
開
催
が
決
定
さ
れ

た
。
一
九
八
〇
年
の
モ
ス
ク
ワ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
ソ
連
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
侵
攻
し
た
為
、
西
側
諸
国
が
こ
れ
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。

韓
国
に
と
っ
て
緊
急
な
課
題
は
モ
ス
ク
ワ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
〈
苦
い
経
験
〉
を
踏
ま
え
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
共
産
圏
諸
国
の
多
数

参
加
を
確
保
す
る
事
で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
と
の
外
交
関
係
を
持
つ
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
に
成
功
す
れ
ば
、
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位

の
向
上
に
繋
が
り
、朝
鮮
半
島
統
一
に
お
け
る
優
位
性
の
堅
持
と
い
う
大
き
な
成
果
を
得
る
好
機
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
が
決
定
し
た
直
後
に
、
韓
国
で
の
第
一
〇
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
の
開
催
も
決
定
し
た
。
第
一
〇
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
は
、
韓
国
、
イ
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ラ
ク
、
北
朝
鮮
の
三
ヵ
国
で
誘
致
が
争
わ
れ
て
い
た
が
、
イ
ラ
ク
が
イ
ラ
ク
・
イ
ラ
ン
戦
争
の
影
響
に
よ
り
誘
致
を
断
念
し
た
為
、
韓
国
と

北
朝
鮮
で
争
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
ア
ジ
ア
競
技
連
盟
（AGF

）
加
盟
国
の
姿
勢
が
韓
国
に
傾
く
と
予
想
し
た
北
朝
鮮
が
そ

の
決
定
前
日
に
誘
致
を
放
棄
し
た
為
、
韓
国
で
の
開
催
が
決
定
さ
れ
た
⑺
。
ア
ジ
ア
競
技
大
会
も
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
同
様
に
、
多
数
の

共
産
圏
諸
国
の
大
会
へ
の
参
加
確
保
が
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
韓
国
で
の
二
つ
の
国
際
大
会
の
開
催
が
決
定
し
、
全
斗
煥
政
権
は
共
産

圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
進
め
る
姿
勢
を
強
め
た
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
と
外
交
関
係
を
持
つ
共
産
圏
諸
国
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
難
し
か
っ
た
。

　

全
斗
煥
政
権
が
、
そ
の
成
立
初
期
か
ら
対
共
産
圏
外
交
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
事
は
大
統
領
演
説
か
ら
も
分
か
る
。
例
え
ば
、
大
統
領
就
任

直
後
の
一
九
八
一
年
十
月
二
日
に
行
わ
れ
た
八
二
年
度
施
政
方
針
演
説
で
は
、「
非
同
盟
諸
国
と
の
実
質
的
な
協
力
関
係
の
増
進
に
も
尽
く

す
と
と
も
に
、
六
・
二
三
平
和
統
一
外
交
政
策
宣
言
の
基
本
精
神
に
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
理
念
と
体
制
を
異
に
す
る
国
々
に
対
し
て
も
ひ

き
続
き
門
戸
開
放
政
策
を
推
進
し
て
い
く
⑻
」
と
し
て
、
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
方
針
に
触
れ
て
い
る
。
更
に
は
、
一
二
月
一
日
の
大

統
領
演
説
で
も
「
外
交
関
係
樹
立
の
前
段
階
と
し
て
共
産
圏
と
の
交
易
拡
大
が
望
ま
し
い
⑼
」
と
全
斗
煥
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の

大
統
領
演
説
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
全
斗
煥
政
権
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
は
経
済
交
流
を
中
心
と
し
て
進
め
る
方
針
が
取
ら
れ
た
。

　

中
国
に
関
し
て
見
て
み
る
と
、
朴
正
熙
政
権
時
代
に
も
香
港
を
通
じ
た
中
国
と
の
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
こ
の

間
接
貿
易
が
活
発
と
な
っ
た
。
一
九
八
一
年
に
は
、
中
国
が
香
港
を
仲
介
と
す
る
韓
国
と
の
間
接
貿
易
を
公
式
に
認
め
た
⑽
。
し
か
し
、
そ

の
後
一
九
八
二
年
に
は
一
転
、
中
国
側
が
韓
国
と
の
間
接
貿
易
を
禁
止
し
た
。
だ
が
、
そ
の
翌
年
に
は
「
中
華
民
航
機
韓
国
着
陸
事
件
⑾
」

の
発
生
に
よ
り
、
韓
国
と
中
国
と
の
政
府
間
で
の
接
触
が
実
現
す
る
な
ど
、
そ
の
関
係
に
好
転
の
兆
し
が
見
ら
れ
た
。
一
九
八
六
年
に
は
、

中
国
は
北
朝
鮮
な
ど
一
部
の
共
産
圏
国
家
が
参
加
拒
否
を
す
る
中
で
、
第
一
〇
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
に
参
加
し
た
。
韓
国
と
中
国
と
の
間
で

関
係
改
善
兆
し
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
外
交
上
の
大
き
な
関
係
の
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
ソ
連
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
韓
国
と
ソ
連
は
一
九
八
〇
年
の
時
点
で
、
既
に
直
接
貿
易
が
行
わ
れ
始
め
て
い
た
。

一
九
八
〇
年
一
月
一
五
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
よ
る
と
、
韓
国
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
を
経
由
し
て
行
っ
て
き
た
ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
の
輸
入
を
、

ソ
連
か
ら
直
接
輸
入
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
韓
国
と
ソ
連
の
経
済
交
流
は
活
発
化
し
て
い
っ
た
が
、
一
九
八
三
年
九
月
一
日
に
発
生
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し
た
「
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
」
に
よ
り
両
国
間
の
関
係
改
善
は
中
断
し
て
し
ま
う
。「
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
」
と
は
、大
韓
航
空
の
ボ
ー

イ
ン
グ
七
四
七
が
ソ
連
の
領
空
を
侵
犯
し
、
ソ
連
防
空
軍
の
戦
闘
機
が
そ
れ
を
撃
墜
し
た
と
言
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
発
生
直
前
に
は
、

日
本
の
新
聞
報
道
で
も
韓
国
と
ソ
連
と
の
接
触
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
⑿
。
だ
が
こ
の
事
件
に
よ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
東
西
両
陣
営
間
の

関
係
が
悪
化
し
た
し
、
韓
国
と
ソ
連
と
の
関
係
は
大
き
く
悪
化
し
た
。
ち
な
み
に
、
列
国
議
会
同
盟
（
以
下
、IPU

）
第
七
〇
回
総
会
へ
の

代
表
団
派
遣
を
ソ
連
は
取
り
消
し
た
。
こ
の
事
件
の
直
前
に
は
、
ソ
連
のIPU

関
係
者
が
韓
国
を
訪
問
し
て
お
り
、
ソ
連
側
はIPU

ソ
ウ

ル
総
会
へ
の
参
加
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
の
キ
ャ
ン
セ
ル
で
あ
っ
た
⒀
。
韓
国
側
は
、
こ
のIPU

ソ
ウ
ル
総
会
を

契
機
と
し
て
ソ
連
の
関
係
改
善
を
進
展
さ
せ
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
⒁
。
し
か
し
、
韓
国
と
ソ
連
と
の
関
係
改
善
は
一
時
中
断
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
う
し
て
韓
国
は
、
一
九
八
三
年
頃
に
な
る
と
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。

状
況
を
打
開
す
べ
く
、
中
国
と
ソ
連
以
外
の
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
模
索
し
た
韓
国
は
、
東
欧
共
産
圏

諸
国
と
の
関
係
改
善
を
目
指
す
事
と
な
っ
た
。

三
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善

　

表
‐
一
に
記
し
た
よ
う
に
、
韓
国
の
共
産
圏
諸
国
と
の
国
交
樹
立
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
交
樹
立
を
皮
切

り
に
展
開
さ
れ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
交
樹
立
に
関
し
て
、
当
時
の
大
統
領
で
あ
っ
た
盧
泰
愚
は
以
下
の
よ

う
に
言
う
。「
東
欧
圏
の
中
で
、
一
番
先
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
修
交
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
わ
け
が
あ
る
。
私

は
ソ
ウ
ル
オ
リ
ソ
ピ
ッ
ク
を
準
備
し
て
い
た
が
、
実
質
的
に
『
北
方
政
策
』
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
の
は

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
修
交
で
、（
共
産
圏
で
）
最
初
に
関
係
を
結
ん
だ
国
が
こ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
我
々
が

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
誘
致
し
準
備
す
る
過
程
で
、
一
番
大
き
な
障
害
に
な
っ
た
の
は
、
北
朝
鮮
側
の
妨
害
工
作
で

あ
っ
た
。
北
朝
鮮
は
、『
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
参
加
し
て
は
い
け
な
い
。』
と
脅
迫
し
た
が
、
最
初
は
、
ソ
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連
を
は
じ
め
東
欧
圏
全
体
が
北
朝
鮮
に
同
調
し
た
。『
ソ
ウ
ル
は
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
）
ふ
さ
わ
し
く
な
い
』
と
い
う
反
対
に
、
正
面
か

ら
ぶ
つ
か
っ
て
非
常
に
苦
し
か
っ
た
し
、
呆
然
と
す
る
ま
で
な
っ
た
。
こ
の
壁
を
ど
の
よ
う
に
通
り
抜
け
る
か
、
こ
の
よ
う
な
中
で
一
番
先

に
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対
し
て
正
し
い
認
識
を
示
し
て
く
れ
て
、
非
公
式
的
で
あ
る
が
、
支
持
と
参
加
意
志
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た

の
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
っ
た
⒂
」
と
し
、
韓
国
の
対
共
産
圏
外
交
の
突
破
口
を
開
い
た
の
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善
で
あ
っ
た
と
証
言

す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
盧
泰
愚
の
言
う
「
北
方
政
策
」
と
は
韓
国
の
対
共
産
圏
外
交
を
指
し
て
い
る
⒃
。

　

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、早
い
時
期
か
ら
民
主
化
へ
の
動
き
を
見
せ
て
い
た
国
で
あ
っ

た
。
一
九
六
八
年
に
は
経
済
改
革
が
行
わ
れ
、
市
場
経
済
の
導
入
に
よ
る
外
貨
流
入
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社

会
情
勢
を
考
え
る
と
、
共
産
圏
諸
国
の
中
で
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
接
近
し
や
す
い
国
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
方
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が

ソ
連
の
衛
星
国
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
九
四
六
年
に
北
朝
鮮
と
国
交
を
樹
立
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
韓
国
政
府
の
公
的
な
接
近
は
容
易
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
韓
国
は
民
間
レ
ベ
ル
の
経
済
交
流
を
通
じ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善
を
図
る
方
針
を
取
っ
た
。

　

韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
分
野
で
の
直
接
的
な
最
初
の
接
触
は
、
全
斗
煥
政
権
時
代
の
一
九
八
三
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
、「
大

韓
航
空
機
撃
墜
事
件
」
が
発
生
し
、ソ
連
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
年
で
あ
る
。
最
初
に
、任
意
団
体
で
あ
る
大
韓
商
工
会
議
所
が
ハ
ン
ガ
リ
ー

に
対
し
て
、
訪
韓
を
要
請
す
る
と
の
書
簡
を
発
送
し
た
⒄
。
こ
れ
が
、
同
年
十
二
月
十
七
日
の
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
韓
商
工
会
議
所
の
要

請
を
受
け
て
、
翌
年
の
二
月
五
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
商
工
会
議
所
の
副
会
長
が
訪
韓
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
の
六
月
十
五

日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
、
大
韓
商
工
会
議
所
の
キ
ム
・
ヨ
デ
国
際
理
事
が
国
際
商
工
会
議
所
（
以
下
、ICC

）
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
総
会

に
参
加
し
た
の
だ
が
、
そ
の
際
ハ
ン
ガ
リ
ー
商
工
会
議
所
の
カ
ル
ロ
ス
会
長
が
、
大
韓
商
工
会
議
所
の
役
員
を
招
く
考
え
を
表
明
し
た
⒅
。

大
韓
商
工
会
議
所
の
資
料
に
は
記
載
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
のICC

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
総
会
に
は
、
大
宇
グ
ル
ー
プ
の
会
長
、
金
宇
中
が
国

際
企
業
人
賞
の
受
賞
者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
金
宇
中
も
カ
ル
ロ
ス
会
長
と
会
談
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
⒆
同
年
十
月
十

日
に
カ
ル
ロ
ス
会
長
が
、
金
宇
中
と
キ
ム
・
ヨ
デ
大
韓
商
工
会
議
所
国
際
理
事
を
招
待
し
て
い
る
事
か
ら
も
、ICC

で
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
と
金

宇
中
と
の
接
触
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
商
工
会
議
所
側
の
招
待
を
受
け
て
、
同
年
十
二
月
二
日
か
ら
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四
日
に
か
け
て
、
金
宇
中
と
キ
ム
・
ヨ
デ
国
際
理
事
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
訪
問
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
三
年
頃
か
ら
活
発
化
し
始
め
た
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
に
そ
の
転
機
が

訪
れ
た
。
そ
れ
が
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
間
で
行
わ
れ
た
「
玉
ね
ぎ
貿
易
」
で
あ
る
。
こ
の
貿
易
に
関
し
て
、
韓
国
の
『
週
刊
貿
易
』
は
、

次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
「
一
九
八
四
年
秋
、
玉
ね
ぎ
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の
農
産
物
が
凶
作
と
な
る
と
、
す
ぐ
に
緊
急
輸
入
の
方
針
を
決
定
し
た
。
輸
入

方
法
を
巡
っ
て
、
議
論
が
行
わ
れ
る
中
、KOTORA

は
、
同
じ
値
段
な
ら
ば
東
欧
圏
か
ら
輸
入
し
た
方
が
良
い
と
い
う
方
策
を
打
出

し
た
。
商
工
資
源
部
と
外
務
部
が
こ
れ
を
強
力
に
後
押
し
た
結
果
、
農
林
水
産
部
の
反
対
意
見
は
退
け
ら
れ
、
政
府
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
産

の
玉
ね
ぎ
を
輸
入
す
る
と
の
結
論
に
達
し
た
⒇
」

　

こ
れ
は
、
両
国
の
政
府
間
で
成
立
し
た
初
め
て
の
直
接
交
易
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
接
交
易
の
実
現
は
、
そ
れ
ま
で
の
民
間
レ
ベ
ル
で
の
経

済
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
直
接
交
易
実
現
の
後
、
一
九
八
五
年
六
月
に
は
韓
国
が

ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
施
設
・
用
具
の
販
売
先
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
加
え
さ
せ
る
と
発
表
す
る
な
ど
、
両
国
の
経
済
交
流
を
通
じ
て
の
関
係

改
善
が
進
展
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
五
年
は
ソ
連
東
欧
圏
の
中
核
で
あ
る
ソ
連
に
大
き
な
変
化
が
起
き
た
年
で
も
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
に
ソ
連
の
ソ
ビ

エ
ト
連
邦
共
産
党
書
記
長
に
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
（
以
下
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
）
が
就
任
し
、「
新
思
考
外
交
」
を
掲
げ
、
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
な
ど
の
改
革
を
行
い
、
西
側
諸
国
と
の
関
係
の
改
善
に
乗
り
出
し
た
の
だ
。
こ
れ
に
伴
い
、
ソ
連
の
衛
星
国
で
あ
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー

な
ど
の
東
欧
共
産
圏
諸
国
の
西
側
諸
国
へ
の
接
近
も
加
速
し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
東
西
対
立
が
少
し
ず
つ
緩
和
し
て
い
く
一
方
、
韓
国
で
も
国
内
情
勢
に
変
化
が
見
ら
れ
た
。
一
九
八
七
年
六
月
二
九
日
に
、

当
時
民
主
正
義
党
代
表
委
員
で
あ
っ
た
盧
泰
愚
に
よ
り
「
国
民
の
大
団
結
と
偉
大
な
国
家
へ
の
前
進
の
た
め
の
特
別
宣
言
�
（
以
下
、
六
・

二
九
民
主
化
宣
言
）」
い
わ
ゆ
る
「
民
主
化
宣
言
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
韓
国
は
、
軍
事
政
権
の
下
で
様
々
な
弾
圧
が
行
わ
れ
て
き

た
が
、
よ
う
や
く
民
主
化
へ
の
動
き
が
見
え
始
め
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
韓
国
国
内
外
で
情
勢
の
変
化
が
起
き
る
中
で
、
国
際
社
会
が
注
目
す
る
事
と
な
る
大
き
な
事
件
が
起
き
た
。
そ
れ
が
、

一
九
八
七
年
十
一
月
二
九
日
に
起
き
た
北
朝
鮮
に
よ
る
「
大
韓
航
空
機
爆
破
事
件
」
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
参

加
締
め
切
り
日
で
あ
る
一
九
八
八
年
一
月
一
七
日
に
近
い
時
期
に
起
き
て
お
り
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
北

朝
鮮
に
よ
る
テ
ロ
事
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
当
初
、
北
朝
鮮
は
そ
の
犯
行
を
否
認
し
、
韓
国
の
自
作
自
演
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か

し
、
一
方
で
韓
国
側
は
独
自
に
調
査
を
行
い
、
北
朝
鮮
の
犯
行
で
あ
る
と
正
式
に
発
表
し
た
。
こ
の
韓
国
側
の
捜
査
結
果
に
、
北
朝
鮮
と
の

関
係
が
深
い
ソ
連
等
は
信
憑
性
に
強
い
疑
念
を
示
し
た
。
こ
の
事
件
の
見
解
を
巡
り
、
韓
国
と
ソ
連
と
の
関
係
に
も
陰
り
が
見
え
た
頃
、
ソ

連
の
衛
星
国
で
あ
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
北
朝
鮮
の
犯
行
を
裏
付
け
る
証
言
を
公
表
し
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
当
局
者
が
「
問
題
の
二
人
は
北

朝
鮮
が
発
行
し
た
有
効
な
旅
券
を
持
ち
、
合
法
的
な
手
続
き
に
従
っ
て
出
入
国
し
た
」
と
発
表
す
る
と
と
も
に
、
二
人
の
出
入
国
の
記
録
が

韓
国
の
捜
査
結
果
と
一
致
し
た
こ
と
を
公
式
に
認
め
た
の
で
あ
る
�
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
の
証
言
に
よ
り
、

北
朝
鮮
の
犯
行
で
あ
る
と
す
る
韓
国
の
主
張
が
国
際
社
会
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
北
朝
鮮

と
国
交
の
あ
る
共
産
圏
諸
国
が
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
参
加
を
次
々
と
表
明
し
た
�
。

　

一
方
、
経
済
交
流
に
関
し
、
一
九
八
八
年
一
月
二
一
日
に
大
韓
商
工
会
議
所
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
商
工
会

議
所
と
の
間
で
、
経
済
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
一
九
八
八
年
二
月
二
五
日
に
民
主
化
を
掲
げ
る
盧
泰
愚

政
権
が
誕
生
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
水
面
下
で
行
わ
れ
て
き
た
、
韓
国
と
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の

進
展
が
公
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
盧
泰
愚
政
権
は
、
韓
国
と
共
産
圏
諸
国
と
の
経
済
交
流
を
民
間
主
導

で
行
う
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
韓
国
と
共
産
圏
諸
国
と
の
経
済
交
流
が
民
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た

事
を
考
え
る
と
、
こ
の
方
針
は
韓
国
財
閥
を
利
用
し
た
共
産
圏
諸
国
と
の
経
済
交
流
を
正
当
化
し
た
だ

け
に
過
ぎ
な
い
。
一
九
八
八
年
一
月
の
経
済
協
定
締
結
も
あ
り
、
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善

は
更
に
拡
大
し
た
。
表
‐
二
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
八
八
年
九
月
の
時
点
で
は
、
当
時
の
韓
国
を
代

表
す
る
財
閥
系
企
業
が
進
出
し
て
い
た
。
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四
、
大
宇
造
船
問
題

　

結
局
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
、
北
朝
鮮
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
共
産
圏
諸
国
が
参
加
し
た
。
こ
れ
は
、
全
斗
煥
政
権
時
代
の
共
産
圏

諸
国
と
の
関
係
改
善
の
成
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
閉
幕
直
後
の
一
九
八
八
年
十
月
二
五
日
、
韓
国
と
ハ

ン
ガ
リ
ー
両
国
に
お
け
る
常
駐
代
表
部
の
設
置
が
実
現
し
た
。
更
に
そ
の
お
よ
そ
一
ヶ
月
後
の
一
九
八
八
年
十
一
月
二
三
日
、
金
宇
中
と
ハ

ン
ガ
リ
ー
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
バ
ン
ク
の
デ
ム
ヤ
ン
会
長
が
、
合
弁
企
業
設
立
契
約
に
調
印
し
た
。
こ
の
デ
ム
ヤ
ン
会
長
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
経
済
改

革
の
実
力
者
の
一
人
で
あ
り
、
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
貿
易
事
務
所
開
設
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
�
。

そ
の
デ
ム
ヤ
ン
会
長
と
金
宇
中
と
の
間
で
、
合
弁
企
業
設
立
契
約
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
金
宇
中
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
に

お
い
て
、
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
契
約
の
具
体
的
な
内
容
は
、
①
ハ
ン
ガ
リ
ー
信
用
銀
行
と
五
〇
対

五
〇
の
比
率
で
銀
行
の
設
立
（
総
投
資
規
模
一
億
ド
ル
） 

、
②
ホ
テ
ル
事
業
へ
の
九
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
投
資
で
あ
っ
た
。
こ
の
額
は
、
こ
れ

ま
で
の
韓
国
企
業
の
共
産
圏
諸
国
へ
の
投
資
の
中
で
最
大
規
模
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
と
っ
て
は
こ
れ
ま
で
誘
致
し
た
外
国
人
の
総
投
資

で
あ
る
一
億
ド
ル
と
釣
り
合
う
水
準
で
あ
っ
た
�
。
大
宇
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
先
に
一
九
八
八
年
九
月
三
〇
日
に
三
星
グ
ル
ー
プ
が
ハ
ン
ガ

リ
ー
と
の
合
作
投
資
の
合
意
覚
書
を
交
換
し
て
い
る
が
、
そ
の
額
は
五
〇
〇
万
ド
ル
と
小
規
模
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
宇
グ
ル
ー
プ
と
ハ
ン

ガ
リ
ー
と
の
合
弁
契
約
は
、
一
九
八
八
年
十
月
に
常
駐
代
表
部
を
開
設
し
て
以
来
、
最
初
の
合
弁
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
は
両
国
の
関
係
改
善

に
向
け
て
大
変
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
先
行
研
究
で
は
、
金
宇
中
が
率
い
る
大
宇
グ
ル
ー
プ
は
、
一
九
八
〇
年
代
は
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
構
造
調
整
に
手
間
取
り
、
目

立
っ
た
海
外
進
出
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
�
。
実
際
に
、
一
億
二
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
の
負
債
を
抱
え
、
経
営
破
た
ん
寸
前
の
大
宇
造
船

工
業
株
式
会
社
（
以
下
、
大
宇
造
船
）
を
抱
え
、
政
府
に
金
融
支
援
を
要
請
す
る
程
グ
ル
ー
プ
内
の
経
営
状
態
は
悪
化
し
て
い
た
。
そ
の
大

宇
グ
ル
ー
プ
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
投
資
能
力
が
あ
っ
た
の
か
と
言
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

　

金
宇
中
が
韓
国
政
府
に
対
し
て
、
経
営
破
綻
寸
前
の
大
宇
造
船
へ
の
金
融
支
援
を
要
請
し
た
の
が
、
一
九
八
八
年
九
月
の
事
で
あ
っ
た
。
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だ
が
、
こ
の
時
政
府
は
大
宇
造
船
に
対
す
る
金
融
支
援
を
拒
否
し
た
。
こ
の
時
、
韓
国
国
内
の
世
論
が
、
政
府
と
財
閥
と
の
「
相
互
依
存
的

な
関
係
」
に
懐
疑
的
な
視
線
を
向
け
て
い
た
頃
で
あ
り
、
特
定
の
財
閥
を
擁
護
す
る
よ
う
な
支
援
を
行
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

表
向
き
に
は
大
宇
造
船
へ
の
金
融
支
援
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
一
方
で
、
政
府
内
で
は
、
大
宇
造
船
に
対
す
る
支
援
計
画
が
進
め
ら
れ

て
い
た
�
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
一
九
八
八
年
二
月
に
大
宇
造
船
へ
の
金
融
支
援
を
決
定
し
た
。
こ
の
時
期
、
世
論
を
無
視
し
て
の
政
権
運

営
が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
盧
泰
愚
政
権
が
、
な
ぜ
大
宇
造
船
へ
の
金
融
支
援
を
決
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
大
宇
造
船

へ
の
金
融
支
援
の
時
期
に
注
目
し
た
い
。
政
府
が
正
式
に
大
宇
造
船
へ
の
金
融
支
援
を
決
定
し
た
の
は
、
一
九
八
八
年
二
月
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
国
交
樹
立
を
果
た
し
た
時
期
と
一
致
す
る
。
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善
は
、
民
間
に
よ
る
経
済
交

流
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
経
済
交
流
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
が
大
宇
グ
ル
ー
プ
の
金
宇
中
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
大
規
模
な

投
資
も
決
定
し
て
い
た
。
も
し
も
大
宇
造
船
が
経
営
破
綻
し
、
大
宇
グ
ル
ー
プ
の
グ
ル
ー
プ
企
業
が
連
鎖
倒
産
す
れ
ば
、
金
宇
中
の
ハ
ン
ガ

リ
ー
へ
の
投
資
も
不
可
能
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
交
樹
立
は
、
韓
国
と
共
産
圏
国
家
と
の
初
め
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
韓

国
政
府
に
と
っ
て
失
敗
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
韓
国
政
府
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
外
交
関
係
を
壊
さ
な
い
為
に
、
世
論
で

は
な
く
金
宇
中
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
表
‐
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
韓
国
は
こ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
交
樹
立
を
契
機
と

し
て
、
他
の
共
産
圏
諸
国
と
も
国
交
樹
立
を
果
た
し
て
い
っ
た
。

五
、
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
全
斗
煥
政
権
時
代
下
で
は
民
間
を
主
体
と
し
た
経
済
交
流
を
中
心
と
し
た
積
極
的
な
共
産
圏
と
の
接
触
が

図
ら
れ
て
い
た
。
中
国
や
ソ
連
と
の
関
係
改
善
が
頓
挫
す
る
中
で
、
韓
国
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
に
共
産
圏
諸
国
と
の
関
係
改
善
の

糸
口
を
見
つ
け
た
。
そ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
関
係
改
善
は
、
民
間
を
主
体
と
し
た
経
済
交
流
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の
経
済

交
流
が
い
わ
ゆ
る
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
経
済
交
流
は
、
韓
国
商
工
会
議
所
や
韓
国
財
閥
な
ど
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
。
韓
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
に
限
れ
ば
、
韓
国
財
閥
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
交
流
で
重
要
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な
人
物
の
一
人
と
な
っ
た
金
宇
中
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
ギ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
で
国
賓
の
様
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
�
。
韓
国
の
対
共
産
圏
外
交
を
考
え
る
際
、
政
府
間
の
公
式
な
チ
ャ
ネ
ル
だ
け

で
は
な
く
、
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
の
存
在
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

註⑴　

木
宮
正
史
「
朴
正
熙
政
権
の
対
共
産
圏
外
交
―
一
九
七
〇
年
代
を
中
心
に
―
」『
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究　

第
十
一
号
』、
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会
、

二
〇
一
一
年
十
一
月
。

⑵　

木
宮
論
文
で
は
「
こ
れ
ま
で
、
主
と
し
て
、
米
国
の
外
交
文
書
な
ど
に
依
拠
し
て
、
米
中
接
近
が
朝
鮮
半
島
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
研
究
で
は
米
中
接
近
に
受
動
的
に
対
応
す
る
韓
国
外
交
と
い
う
図
式
が
支
配
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、

一
九
七
〇
年
代
の
韓
国
政
府
外
交
文
書
を
分
析
す
る
作
業
を
通
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
韓
国
の
対
中
ソ
外
交
、
対
共
産
圏
外
交
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
起
き
た
国
際
情
勢
の
変
化
へ
の
韓
国
の
対
応
と
、
中
ソ
対
立
を
韓
国
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
対
応
し
た
の
か
論
じ
て
い
る
。

⑶　

金
成
浩
「
韓
国
の
北
方
政
策
と
ソ
連
―
秘
密
外
交
（
一
九
八
八
─
一
九
九
〇
年
）
に
関
す
る
新
資
料
を
中
心
と
し
て
」『
政
策
科
学
・
国
際
関
係
論

集
第
八
号
』、
琉
球
大
学
法
文
学
部
、
二
〇
〇
六
年
、
二
七
頁
―
四
九
頁
。 

⑷　

一
九
八
九
年
二
月
一
日
、
国
交
樹
立
。

⑸　

木
宮
正
史
、
前
掲
論
文
、
五
頁
。

⑹　

一
九
八
〇
年
十
二
月
一
日
の
大
統
領
演
説
よ
り
。

⑺　

一
九
八
一
年
十
一
月
二
十
六
日
付
『
京
郷
新
聞
』。

⑻　

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
「
参
考
資
料　

韓
国　

一
九
八
一
」
ア
ジ
ア
動
向
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
四
五
頁
。

⑼　

野
副
伸
一
「
一
九
八
〇
年
の
韓
国
―
全
斗
煥
体
制
の
出
帆
―
」『
ア
ジ
ア
動
向
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
動
向
分
析
レ
ポ
ー
ト
』、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
八

頁
。

⑽　

一
九
八
一
年
九
月
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』。

⑾　

一
九
八
三
年
五
月
五
日
、
中
華
人
民
共
和
国
遼
寧
省
瀋
陽
に
あ
る
瀋
陽
東
塔
空
港
か
ら
上
海
市
の
上
海
虹
橋
国
際
空
港
に
向
か
う
中
国
民
航
所
属
の
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旅
客
機
が
、
離
陸
直
後
に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
た
。
機
体
は
朝
鮮
半
島
の
軍
事
境
界
線
を
通
過
し
韓
国
の
領
空
を
侵
犯
し
、
そ
の
後
韓
国
の
江
原
道
春

川
市
に
あ
る
在
韓
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
に
緊
急
着
陸
し
た
事
件
で
あ
る
。

⑿　

一
九
八
三
年
三
月
三
〇
日
付
『
朝
日
新
聞
』
で
は
、「
韓
国
の
会
議
に
ま
た
ソ
連
代
表
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
ソ
ウ
ル
で
開
か
れ
た
国
際
共
同
組

合
連
盟
の
執
行
委
員
会
に
ソ
連
代
表
二
人
が
参
加
し
、
注
目
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
更
に
、
一
九
八
三
年
七
月
二
四
日
付
『
朝
日
新
聞
』
で
は
、

ソ
連
の
列
国
議
会
同
盟
事
務
局
次
長
補
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
コ
ブ
リ
チ
ェ
ン
コ
が
韓
国
を
訪
問
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

⒀　

一
九
八
三
年
七
月
二
四
日
付
『
朝
日
新
聞
』。

⒁　

こ
のIPU

ソ
ウ
ル
総
会
の
直
前
に
、
ソ
連
側
が
北
朝
鮮
の
圧
力
に
よ
り
韓
国
と
の
間
接
貿
易
の
中
断
を
決
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
今
後
の
両
国

の
交
易
に
つ
い
て
の
会
談
をIPU

で
行
う
予
定
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
韓
国
と
ソ
連
と
の
貿
易
対
話
も
、
ソ
連
のIPU

ソ
ウ
ル
総
会
の
不
参

加
に
よ
り
白
紙
と
な
っ
た
。

⒂　

金
成
浩
訳
「
盧
泰
愚
回
顧
録
―
北
方
外
交
と
韓
ソ
修
交
―
」『
政
策
科
学
・
国
際
関
係
論
集　

第
四
号
』、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
一
頁
‐
一
〇
二
頁
。

⒃　

一
九
八
八
年
二
月
二
六
日
付
『
東
亜
日
報
』
に
よ
る
と
「
北
方
政
策
」
と
は
、「
理
念
と
体
制
が
異
な
る
国
家
を
対
象
に
関
係
を
改
善
し
、
東
ア
ジ

ア
の
安
定
と
平
和
、
共
同
の
繁
栄
に
寄
与
し
、
究
極
的
に
は
南
北
統
一
へ
と
導
く
道
を
開
く
こ
と
」
で
あ
る
。「
北
方
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
盧
泰
愚
政
権
時
代
の
事
で
あ
る
為
、
本
論
文
で
は
「
北
方
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
な
い
事
と
す
る
。

　

韓
国
の
対
共
産
圏
外
交
の
事
を
「
北
方
政
策
」
又
は
「
北
方
外
交
」
と
言
う
事
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
韓
国
で
正
式
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
に
な
っ
た

の
は
、
盧
泰
愚
政
権
以
降
の
事
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
で
は
、「
北
方
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
な
い
事
と
す
る
。

⒄　
「
大
韓
商
工
会
議
所
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
商
工
会
議
所
間
業
務
協
力
推
進
経
過
事
項
」
一
九
八
九
、
通
番
〇
〇
二
、
大
韓
民
国
国
家
記
録
院 

「
韓
国
と
ハ

ン
ガ
リ
ー
と
の
経
済
関
係
書
類
綴
所
収
」 

⒅　

同
右
。

⒆　

一
九
八
八
年
一
月
二
十
八
日
付
『
毎
日
経
済
新
聞
』。

　

こ
の
訪
問
の
際
、
金
宇
中
が
予
め
用
意
し
た
大
宇
グ
ル
ー
プ
の
紹
介
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
て
、
両
国
間
の
経
済
協
力
の
必
要
性
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
に
訴
え

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⒇　

二
〇
一
〇
年
三
月
二
八
日
付
『
週
間
貿
易
』「
貿
易
秘
史
シ
リ
ー
ズ
一
四　

ハ
ン
ガ
リ
ー
上
陸
、
東
欧
圏
の
交
易
の
始
ま
り
」

　

http://w
w

w
.w

eeklytrade.co.kr/sub_read.htm
l?uid=5731　

二
〇
一
三
年
一
二
月
二
八
日
閲
覧

�　

一
、
与
野
党
合
意
に
よ
る
大
統
領
直
接
選
挙
制
改
憲
の
実
施
と
一
九
八
八
年
二
月
の
平
和
的
政
権
交
代
実
現 
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二
、
大
統
領
選
挙
法
の
改
正
実
現
に
よ
る
公
正
な
選
挙
の
保
障 

　
　

三
、
金
大
中
を
含
む
民
主
化
運
動
関
連
政
治
犯
の
赦
免
・
復
権
措
置 

　
　

四
、
拘
束
適
否
審
の
全
面
拡
大
な
ど
人
権
保
障
の
強
化 

　
　

五
、
言
論
基
本
法
廃
止
な
ど
言
論
の
自
由
を
保
障
・
強
化
を
す
る
た
め
の
措
置
実
現 

　
　

六
、
地
方
自
治
の
実
現
と
教
育
の
自
由
化
実
現 

　
　

七
、
政
党
活
動
の
保
障
を
通
じ
た
対
話
と
妥
協
の
政
治
風
土
の
構
築 

　
　

八
、
社
会
浄
化
措
置
の
実
施
、
流
言
飛
語
追
放
、
地
域
感
情
の
解
消
な
ど
に
よ
る
相
互
信
頼
の
共
同
体
実
現
。

�　

一
九
八
八
年
二
月
一
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』。

�　

こ
の
事
件
発
生
直
後
の
一
九
八
八
年
一
二
月
二
十
一
日
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
東
ド
イ
ツ
が
正
式
に
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
参
加
を
表
明
し
た
。

�　

１
６
と
同
じ
。

　

http://w
w

w
.w

eeklytrade.co.kr/sub_read.htm
l?uid=5731　

二
〇
一
三
年
一
二
月
二
八
日
閲
覧
。

�　

一
九
八
九
年
一
一
月
八
日
付
『
東
亜
日
報
』。

�　

鄭
章
淵
『
韓
国
財
閥
史
の
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
二
六
五
頁
。

�　
『
大
宇
造
船
正
常
化
方
案
』
財
政
経
済
部
金
政
策
局
、
一
九
八
九
年
。

�　

李
勇
雨
『
一
〇
〇
年
先
を
見
る
人　

李
健
熙
』
コ
ン
カ
ン
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
社
、
二
〇
〇
六
年
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

謝
辞

　

大
韓
民
国
国
家
記
録
院
で
の
資
料
検
索
・
閲
覧
に
あ
た
り
、
同
院
司
書
の
方
々
に
ご
協
力
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
⑴
を
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
検
討
で
用
い
ら
れ
る
、
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
に

関
す
る
議
論
に
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
か
ら
の
視
点
を
加
え
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
主
義
は
社
会
的
亀
裂
と

し
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
対
立
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
と
指
摘
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
は
韓
国
政
治
を
語
る
際
、
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
地
域
主
義
は
第
七
代
大
統
領
選

挙
（
一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
登
場
し
た
現
象
で
あ
り
、
一
九
八
七
年
の
、
い
わ
ゆ
る
民
主
化
以
降
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
そ
の
後
の
韓
国
政

治
や
各
種
選
挙
に
、
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
主
義
は
、
大
統
領
選
挙
や
国
会
議
員
選
挙
の
検
討
を
行
う
際
に
、
特

に
重
要
な
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
、
各
種
選
挙
の
分
析
の
際
に
は
必
ず
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
に
関
す
る
研
究
は
韓
国
や
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
⑵
。
森
康
郎
に
よ

る
と
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
に
関
す
る
既
存
の
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
産
業
化
に
よ
る
経
済
格
差
、
古
代
か
ら
続
く
歴
史
、
特
定
の
地

域
か
ら
の
人
材
登
用
、
伝
統
的
な
人
々
の
固
定
観
念
と
偏
見
、
政
治
指
導
者
と
有
権
者
の
合
理
的
行
動
の
五
つ
に
整
理
・
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
森 2011

：19-26

）。

韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
へ
の
亀
裂
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

梅　

田　

皓　

士
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本
稿
で
は
、
上
記
で
示
し
た
五
つ
の
既
存
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
視
点
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ

ム
の
関
係
に
お
け
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
、
す
な
わ
ち
自
己
の
利
益
の
最
大
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
と
は
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
敢
え
て
争
点
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

二
、
本
稿
に
お
け
る
枠
組
み
と
理
論
的
背
景

　

本
稿
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
を
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
と
指
摘
す
る
た
め
、
地
域

主
義
を
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
。
本
稿
で
こ
の
よ
う
な
視
点
を
用
い
る
理
由
は
、
地
域
主
義
を
地
域
が
政
党

間
の
軸
と
し
て
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
し
て
い
る
構
造
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。

（
１
）
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係

　

社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、ロ
ッ
カ
ン
（Stein Rokkan

）、リ
プ
セ
ッ
ト
（Seym

our Lipset

）
の
ク
リ
ー

ヴ
ィ
ッ
ジ
論
、
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト(Ronald Inglehart)

の
静
か
な
る
革
命
論
の
二
つ
に
代
表
さ
れ
る
。

　

ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
は
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
西
洋
の
国
民
国
家
の
形
成
過
程
に

お
け
る
、
国
民
革
命
と
産
業
革
命
の
二
つ
の
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
四
つ
の
亀
裂
に
注
目
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
国
民
革
命
で
は
国
民
国
家

の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
中
央
政
府
の
確
立
と
中
央
政
府
に
よ
る
教
育
、
宗
教
、
文
化
な
ど
の
均
等
化
に
よ
っ
て
、
地
理
的
、
文
化
的
な
意

味
で
の
「
支
配
―
従
属
」
の
亀
裂
で
あ
る
。
第
二
は
、そ
れ
ま
で
教
会
が
担
っ
て
い
た
教
育
や
文
化
的
な
役
割
が
、中
央
政
府
の
確
立
に
よ
っ

て
中
央
政
府
が
担
う
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、「
国
家
―
教
会
」
に
よ
る
亀
裂
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
産
業
革
命
に
よ
り
、
そ
れ

ま
で
の
第
一
次
産
業
に
よ
る
利
益
と
、
第
二
次
産
業
に
よ
る
利
益
の
衝
突
に
よ
っ
て
、「
土
地
―
産
業
」
の
亀
裂
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、第
四
は
、第
二
次
産
業
の
企
業
家
と
労
働
者
の
利
益
の
衝
突
に
よ
る
、「
所
有
者
―
労
働
者
」の
亀
裂
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る（Lipset 

and Rokkan 1967

：1-64.

）。

　

こ
の
結
果
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
わ
ず
か
な
例
外
的
な
時
期
を
除
い
て
、
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一
九
二
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
た
亀
裂
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
「
凍
結
仮
説
」
を
提
示
し
た
（Lipset and Rokkan 1967

：50

）。
つ
ま
り
、

一
九
二
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
た
亀
裂
が
そ
の
ま
ま
凍
結
し
、
一
九
六
〇
年
代
の
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

間
寧
に
よ
れ
ば
、
他
の
研
究
者
が
第
三
世
界
に
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
議
論
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
過
程
で
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ

ト
の
仮
説
の
内
、
凍
結
仮
説
な
ど
は
新
興
民
主
主
義
諸
国
に
は
適
用
で
き
な
い
と
し
て
批
判
し
た
研
究
と
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
諸

仮
説
を
適
用
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
代
わ
り
に
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
論
理
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る (

間 2006

：74)

。

そ
の
上
で
、
間
は
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
議
論
に
関
し
て
、「
凍
結
仮
説
」
は
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
凍
結
仮
説
な
ど
を
新
興
民
主

主
義
諸
国
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
研
究
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
枠

組
み
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
、
亀
裂
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
、
亀
裂
の
重
要
性
が
時
間
と
共
に
変
化
す
る
、
亀
裂
構
造
が
政
党
制
を
規
定

す
る
と
い
う
三
つ
の
命
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
間 2006

：74-75

）。

　

イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
は
、
ロ
ッ
カ
ン
、
リ
プ
セ
ッ
ト
が
社
会
集
団
に
注
目
し
た
の
に
対
し
て
、
個
人
に
注
目
し
た
。
ま
た
、
工
業
化
に
よ
る

社
会
変
容
に
伴
う
個
人
の
価
値
観
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
、
社
会
的
亀
裂
の
政
治
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
ン
グ

ル
ハ
ー
ト
ト
に
よ
れ
ば
、
社
会
が
豊
か
に
な
る
過
程
で
は
、
人
々
は
安
全
や
豊
か
さ
を
求
め
る
が
、
豊
か
さ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々

は
帰
属
心
な
ど
の
精
神
的
な
豊
か
さ
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
は
、
安
全
や
豊
か
さ
を
中
心
と
し
た
価
値
観
を
「
物
質
的
価
値
」、
帰
属
心
な
ど
の
精
神
的
な
豊
か
さ
な
ど

の
価
値
観
を
「
脱
物
質
的
価
値
」
と
し
て
定
義
、
分
類
し
、
人
々
の
価
値
観
は
「
物
質
主
義
的
価
値
」
か
ら
「
脱
物
質
主
義
的
価
値
」
に
変

化
す
る
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
の
議
論
は
、
基
本
的
に
マ
ズ
ロ
ー
の
基
本
的
欲
求
の
階
層
理
論
、
政

治
世
代
論
、
脱
工
業
化
社
会
論
の
三
つ
の
既
存
の
理
論
を
統
合
さ
せ
て
い
る
（
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト 1975

：391-392

）。

　

こ
れ
ら
の
変
化
が
政
治
レ
ベ
ル
の
変
化
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
。
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
の
議

論
で
は
、
個
人
の
価
値
観
が
物
質
的
主
義
的
価
値
か
ら
脱
物
質
主
義
的
価
値
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
社
会
的
亀
裂
が
現
れ
、

そ
し
て
、
政
治
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
価
値
観
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
し
、
こ
の
現
象
を
「
新
し
い
政
治
」（New
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Politics

）
と
規
定
し
た
。

　

金
丸
に
よ
る
と
、
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
政
党
シ
ス
テ
ム
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

脱
物
質
的
主
義
的
価
値
の
登
場
に
よ
っ
て
新
た
な
社
会
的
亀
裂
が
生
じ
た
こ
と
で
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。政
党
シ
ス
テ
ム
は
亀
裂
に
影
響
を
さ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、そ
れ
ま
で
の
亀
裂
を
代
表
し
た
政
党
へ
の
一
体
感
が
薄
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
再
編
成
」
に
つ
な
が
る
と
論
じ
た
（
金
丸 1997

：79-80

）。

（
２
）
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
と
政
策
選
択

　

本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
加
え
て
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
た
い
。

　

エ
リ
ー
ト
理
論
の
前
提
は
、
権
力
を
持
つ
少
数
者
（
エ
リ
ー
ト
）
と
権
力
を
持
た
な
い
大
衆
（
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
）
に
よ
っ
て
社
会
が
構

成
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、
い
か
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
少
数
者
が
多
数
者
を
統
治
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す

る
。
さ
ら
に
、
エ
リ
ー
ト
が
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
を
支
配
す
る
際
に
は
、
多
く
の
場
合
、
力
の
行
使
な
ど
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

抽
象
的
原
理
、
政
治
的
公
式
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
介
し
て
実
行
し
、
エ
リ
ー
ト
は
こ
れ
ら
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
を
安
定
的
に
維

持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
佐
々
木1999

：102-106

）。

　

さ
ら
に
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
理
論
の
立
場
を
用
い
て
、
合
理
的
選
択
論
の
視
点
を
加
え
て
、
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
注
目
し
て
政
策
決
定
過

程
を
検
討
し
た
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
理
論
で
あ
る
。
合
理
的
選
択
論
は
、
人
間
は
自
己
の
利
益
の

最
大
化
の
た
め
に
行
動
す
る
と
の
見
方
を
用
い
て
い
る
。

　

政
策
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
衆
が
エ
リ
ー
ト
の
意
見
を
形
成
す
る
よ
り
も
、
エ
リ
ー
ト
が
大
衆
の
意
見
（
世
論
）
を
形
成
す
る
と
い
う
方

が
妥
当
で
あ
り
、
実
際
の
政
策
は
エ
リ
ー
ト
の
選
好
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
政
策
決
定
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
役
割
と
、

い
か
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
少
数
者
が
多
数
者
を
統
治
す
る
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
（
宮
川2001

：146-149

）。

ダ
イ
（Thom

as Dye

）
は
一
九
六
〇
年
代
の
公
民
権
政
策
の
過
程
を
こ
の
立
場
か
ら
説
明
で
き
る
と
し
た
（Dye 1978

：43-73-

）。
ま
た
、

ミ
ル
ズ
（Charles W

right M
ills

）
も
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
は
政
治
、
経
済
、
軍
事
の
三
つ
の
領
域
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
集
団
に
よ
っ
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て
な
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
（M

ills 1956

）。
す
な
わ
ち
、
選
択
さ
れ
る
政
策
と
は
、
多
く
の
選
択
肢
が
あ
る
中
で
政
策
決
定
の
当
事
者

で
あ
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
自
己
の
利
益
の
最
大
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

（
３
）
本
稿
の
枠
組
み
の
全
体
像

　

こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
提
示
し
て
き
た
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
論
、
静
か
な
る
革
命
論
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
理
論
な
ど
の

既
存
の
理
論
を
用
い
な
が
ら
、
本
稿
に
お
け
る
枠
組
み
の
全
体
像
を
示
す
。

　

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
論
で
は
、
社
会
的
亀
裂
が
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
亀
裂
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
社
会
的
亀
裂
の
重
要
性
が
、
時
間
と
共
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
本
稿
の
基
本
的
な
認
識
と
な
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
、
静
か
な
る
革
命
論
に
お
い
て
は
、
価
値
観
の
違
い
に
よ
る
社
会
的
亀
裂
が
多
数
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
社
会
的
亀
裂
は
民
族
、
宗
教
、
言
語
な
ど
の
属
性
に
よ
る
社
会
的
亀
裂
だ
け
で
は
な
く
、
価

値
観
の
違
い
に
よ
る
社
会
的
亀
裂
も
そ
れ
に
あ
た
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
社
会
的
亀
裂
の
重
要
性
が
時
間
と
共
に
変
化
す
る
と
い
う
視
点
が
あ
る
と
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
重
要
性
が
変
化
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
静
か
な
る
革
命
論
で
社
会
変
容
に
伴
う
個
人
の
価
値
観
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
社
会
の
変
化
に
伴
い
個
人
の
価
値
観
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
社
会
的
亀
裂
が
誕
生
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
社
会
的
亀
裂
の
消
滅
、
重
要
性
の
低
下
、
増
大
な
ど
も
あ
り
得
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
に
お
け
る
枠
組
み
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
社
会
的
亀
裂
が
、
選
挙
に
お
い
て

政
党
間
や
候
補
者
の
対
立
軸
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
エ
リ
ー

ト
理
論
か
ら
、
重
要
性
が
変
化
し
た
社
会
的
亀
裂
を
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
合
理
性
に
基
づ
い
て
選
択
す
る
こ
と
で
選
挙
戦
で
の
争
点
と
な

り
、
社
会
的
亀
裂
が
対
立
軸
へ
と
変
化
す
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
静
か
な
る
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
社
会
的
亀
裂
を
、
政
党
や
大

統
領
候
補
が
、
敢
え
て
政
治
的
な
対
立
軸
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
権
者
は
そ
の
対
立
軸
に
沿
っ
て
投
票
す
る
こ
と
に
な
る
た
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め
、
結
果
と
し
て
、
対
立
軸
に
基
づ
い
た
政
党
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
第
七
代
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
地
域
主
義

　

こ
こ
ま
で
、
枠
組
み
を
提
示
し
て
き
た
。
次
は
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
で
あ
る
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

地
域
主
義
は
、
現
在
に
お
い
て
も
韓
国
の
選
挙
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
本
稿
執
筆
時
点
で
直
近
の
選
挙
で
あ
る
第
一
八
代
大
統
領
選
挙

に
お
い
て
も
地
域
主
義
は
影
響
を
与
え
て
い
る
。
当
選
者
で
あ
る
朴
槿
惠
は
、
慶
尚
道
を
強
力
な
支
持
基
盤
と
す
る
セ
ヌ
リ
党
の
候
補
者
で

あ
る
た
め
、
慶
尚
道
全
域
に
お
い
て
対
立
候
補
を
圧
倒
す
る
得
票
を
し
、
中
で
も
慶
尚
北
道
に
お
い
て
八
十
．
八
％
の
票
を
得
て
い
る
⑶
。

そ
の
反
面
、
対
立
候
補
で
あ
っ
た
文
在
寅
は
、
全
羅
道
を
強
力
な
支
持
基
盤
と
す
る
民
主
統
合
党
の
候
補
者
で
あ
っ
た
た
め
、
全
羅
道
全
域

に
お
い
て
対
立
候
補
を
圧
倒
し
て
得
票
し
た
。
中
で
も
、
全
羅
南
道
に
お
い
て
八
十
九
．
二
％
の
得
票
を
得
て
い
る
。

　

韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
は
、
基
本
的
に
は
、
東
南
部
の
慶
尚
道
と
西
南
部
の
全
羅
道
の
対
立
構
造
で
あ
る
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

選
挙
で
は
、
こ
の
東
西
対
立
の
基
本
的
な
構
造
に
状
況
に
よ
っ
て
忠
清
道
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
⑷
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
清
道
に
お
い
て
地

域
主
義
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
で
は
現
れ
方
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
で
は
二
極
構
造
、
三
極
構
造
、
四
極
構

造
と
選
挙
ご
と
に
現
れ
方
が
異
な
る
の
で
あ
る
⑸
。

　

地
域
主
義
は
、
基
本
的
に
慶
尚
道
と
全
羅
道
の
対
立
で
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
忠
清
道
に
お
い
て
も
地
域
主
義
が
現
れ
る
場
合
が
あ
る
と

述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
間
に
は
基
本
的
に
民
族
、
言
語
、
宗
教
な
ど
の
違
い
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主

義
は
こ
れ
ら
の
属
性
の
違
い
を
反
映
し
た
対
立
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
日
の
よ
う
な
地
域
主
義
が
は
じ
め
て
選
挙
で
現
れ
た
の
は
、
第
七
代
大
統
領
選
挙
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
地
域
主
義
が
第
七
代
大
統
領

選
挙
に
お
い
て
明
確
に
現
れ
た
こ
と
を
示
す
た
め
、
第
五
代
大
統
領
選
挙
（
一
九
六
二
年
）、
第
六
代
大
統
領
選
挙
（
一
九
六
七
年
）
と
の

相
違
に
つ
い
て
簡
潔
に
示
す
⑹
。

　

軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
に
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
第
五
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
朴
正
煕
の
得
票
率
が
慶
尚
北
道
五
十
五
．
六
％
、
慶
尚
南
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道
六
十
一
．
七
％
、
全
羅
北
道
四
十
九
．
四
％
、
全
羅
南
道
五
十
七
．
二
％
で
あ
っ
た
。
尹
潽
善
の
得
票
率
が
慶
尚
北
道
三
十
六
．
一
％
、

慶
尚
南
道
二
十
九
．
九
％
、
全
羅
北
道
四
十
一
．
五
％
、
全
羅
南
道
三
十
五
．
九
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
朴
正
煕
が
全
羅
道
に
お

い
て
高
い
得
票
を
得
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
慶
尚
道
対
全
羅
道
と
い
う
現
在
の
地
域
主
義
が
こ
の
選

挙
の
時
点
で
は
現
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
朴
正
煕
が
慶
尚
北
道
六
十
四
％
、
慶
尚
南
道
六
十
八
．
六
％
、
全
羅
北
道
四
十
二
．
三
％
、
全
羅
南
道

四
十
四
．
六
％
で
あ
っ
た
。
尹
潽
善
が
慶
尚
北
道
二
十
六
．
四
％
、
慶
尚
南
道
二
十
三
％
、
全
羅
北
道
四
十
八
．
七
％
、
全
羅
南
道
四
十
六
．

六
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
朴
正
煕
が
慶
尚
道
で
の
得
票
を
伸
ば
し
て
お
り
、
ま
た
、
全
羅
道
で
は
前
回
の
選
挙
で
は
朴
正
煕
の
得

票
が
上
回
っ
て
い
た
が
、
こ
の
選
挙
で
は
尹
潽
善
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
羅
道
に
お
け
る
両
者
の
得

票
差
は
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
差
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
地
域
主
義
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
は
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
七
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
与
党
側
の
候
補
者
は
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
現
職
の
朴
正
煕
、
野
党
側
は
そ
れ
ま
で
の
尹
潽
善
か
ら
全
羅
道
出

身
の
金
大
中
に
代
わ
っ
た
。
両
者
の
得
票
率
は
、朴
正
煕
が
慶
尚
北
道
七
十
五
．
六
％
、慶
尚
南
道
七
十
三
．
四
％
、全
羅
北
道
三
十
五
．
五
％
、

全
羅
南
道
三
十
四
．
四
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
金
大
中
が
慶
尚
北
道
二
十
三
．
三
％
、
慶
尚
南
道
で
二
十
五
．
六
％
、
全
羅
北
道

六
十
一
．
五
％
、
全
羅
南
道
六
十
二
．
八
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
朴
正
煕
が
慶
尚
道
で
多
く
の
票
を
得
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
。
ま
た
、
金
大
中
の
全
羅
道
で
の
得
票
が
前
回
の
尹
潽
善
の
際
と
比
較
し
て
、
朴
正
煕
と
の
得
票
差
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
両
者
の
得
票
率
か
ら
、
こ
の
選
挙
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
慶
尚
道
対
全
羅
道
と
い
う
構
図
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
慶
尚
道
と
全
羅
道
の
対
立
を
基
本
的
な
形
態
と
す
る
地
域
主
義
は
第
七
代
大
統
領
選
挙
か
ら
現
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、

以
下
、
地
域
主
義
が
選
挙
に
現
れ
た
第
七
代
大
統
領
選
挙
の
時
期
を
中
心
に
、
新
し
い
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

四
、
地
域
主
義
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

こ
こ
ま
で
、
分
析
の
枠
組
み
と
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
の
概
要
を
提
示
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
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え
な
が
ら
、
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
、
そ
こ
に
対
す
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
基
づ
く
社
会
的
亀
裂
の
選
択
に
よ
る

争
点
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
地
域
主
義
が
選
挙
に
現
れ
た
時
期
を
中
心
に
検
討
し
、
地
域
主
義
の
新
た
な
側
面
を
提
示
す
る
。

（
１
）
韓
国
に
お
け
る
社
会
変
容

　

一
九
六
一
年
、
朴
正
煕
な
ど
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
議
会
が
解
散
さ
れ
、
憲
法
が
停
止
さ
れ
た
。
こ
の
一

連
の
出
来
事
は
、韓
国
社
会
に
一
定
の
変
化
を
与
え
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
、退
陣
し
た
張
勉
政
権
は
、不
正
選
挙
を
き
っ

か
け
と
し
て
発
生
し
た
、
い
わ
ゆ
る
、「
四
月
革
命
」
に
よ
っ
て  

李
承
晩
大
統
領
が
退
陣
し
た
後
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
に
よ
っ
て
誕
生
し

た
政
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
正
選
挙
か
ら
四
月
革
命
の
過
程
は
、
韓
国
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
社
会
の
変
化
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
強
権
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
李
承
晩
政
権
は
国
民
の
デ
モ
に
よ
っ
て
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

憲
法
改
正
を
経
て
誕
生
し
た
の
が
張
勉
政
権
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
誕
生
し
た
張
勉
政
権
が
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
実
力
を
伴
う
行
為
に
よ
っ
て
退
陣
し
た
過
程
は
、
選
挙
を
経

て
誕
生
し
た
政
権
が
軍
部
に
よ
っ
て
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
退
陣
し
た
張
勉
政
権
は
強
権
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
李

承
晩
政
権
を
四
月
革
命
に
よ
っ
て
退
陣
さ
せ
た
後
の
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
権
を
獲
得
し
た
朴
正
煕
政
権
を
非
民
主
的
な
政
権
、
あ

る
い
は
軍
事
政
権
と
規
定
す
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
か
ら
、
韓
国
社
会
で
は
民
主
化
が
選
挙
で
の

大
き
な
争
点
と
な
る
社
会
変
容
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
後
、
朴
正
煕
政
権
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
経
済
的
な
面
で
の
社
会
の
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
地
域
主
義
の
研
究
で
指
摘

さ
れ
る
地
域
間
の
経
済
発
展
の
差
で
あ
る
。
確
か
に
、朴
正
煕
の
経
済
政
策
は
、首
都
圏
、慶
尚
道
を
中
心
に
重
工
業
施
設
を
配
置
し
た
（
森

2011

：217-229

）。
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
の
地
域
内
総
生
産
の
構
成
比
は
、
首
都
圏
三
十
七
％
、
慶
尚
道
二
十
九
．
二
％
に
対
し
て
、

全
羅
道
十
六
％
、
忠
清
道
十
二
％
、
江
原
道
四
．
八
％
で
あ
っ
た
（
金
萬
欽1997
：212

）。

こ
の
よ
う
に
、
民
主
化
を
争
点
と
す
る
社
会
の
変
化
に
加
え
て
、
朴
正
煕
の
執
権
後
に
は
、
地
域
の
経
済
格
差
も
争
点
と
す
る
社
会
の
変
化

が
あ
っ
た
。
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（
２
）
社
会
変
容
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
争
点
の
変
化

　

こ
れ
ら
の
社
会
変
容
に
対
し
て
、
選
挙
に
お
け
る
争
点
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い
う
点
を
、
第
七
代
大
統
領
選
挙
の
時
期
に
地
域

が
対
立
軸
と
な
っ
た
過
程
を
中
心
と
し
て
候
補
者
と
の
関
係
か
ら
検
討
す
る
。

　

第
五
代
大
統
領
選
挙
、
第
六
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
政
権
を
獲
得
し
た
朴
正
煕
と
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ

て
退
陣
し
た
尹
潽
善
に
よ
っ
て
争
わ
れ
、
主
な
対
立
軸
は
民
主
化
を
優
先
す
る
か
開
発
を
優
先
す
る
か
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
第
五
代
大
統

領
選
挙
の
際
に
は
思
想
論
争
で
あ
っ
た
（
森2011

：69-70

）。
こ
の
対
立
軸
で
野
党
側
は
二
度
敗
北
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
野
党
側
は
選

挙
で
の
勝
利
に
よ
る
権
力
獲
得
の
た
め
に
は
、
こ
れ
以
外
の
別
の
対
立
軸
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
韓
国
は
、
冷
戦
下
で
北
朝
鮮
と

い
う
現
実
的
な
脅
威
を
抱
え
て
お
り
、
自
国
の
生
存
の
た
め
に
は
、
対
外
政
策
で
は
米
国
と
協
調
関
係
を
保
つ
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
反
共

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
極
端
な
表
現
を
す
れ
ば
政
策
的
な
選
択
の
幅
が
制
限
さ
れ
て
い
た
（
大
西2004

：5

）。
こ
れ
は
選
挙

の
際
の
政
党
間
の
政
策
的
な
論
争
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
第
七
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
野
党
側
の
候
補
者
が
そ
れ
ま
で
の
尹
潽
善
か
ら
全
羅
道
出
身
の
金
大
中
に
変
わ
っ
た
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
朴
正
煕
政
権
が
推
進
し
た
経
済
政
策
は
、
工
業
化
は
首
都
圏
、
慶
尚
道
に
集
中
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
社
会
変
容
に

加
え
て
、
候
補
者
の
属
性
も
そ
れ
ま
で
の
慶
尚
道
と
忠
清
道
と
い
う
構
造
か
ら
慶
尚
道
と
全
羅
道
と
い
う
構
造
に
変
化
し
て
い
た
。
政
策
的

な
論
争
が
制
限
さ
れ
た
状
況
下
で
社
会
変
容
、
候
補
者
の
交
代
に
よ
っ
て
地
域
主
義
が
候
補
者
間
の
対
立
軸
と
な
り
得
る
条
件
が
整
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
野
党
側
が
そ
れ
ま
で
の
対
立
軸
で
あ
っ
た
民
主
化
に
加
え
て
、
地
域
主
義
を
対
立
軸
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
回
の

選
挙
よ
り
も
得
票
数
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
野
党
陣
営
に
は
慶
尚
南
道
出
身
の
金
泳
三
が
い
た
。

金
泳
三
が
慶
尚
南
道
で
民
主
化
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
地
域
主
義
が
朴
正
煕
と
金
大
中
間
の
対
立
軸
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も

慶
尚
南
道
に
お
い
て
一
定
程
度
の
得
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
主
義
の
研
究
で
は
、
こ
の
朴
正
煕
政
権
に
よ
る
工
業
化
に
よ
る
地
域
間
の
格
差
が
地
域
主
義

に
結
び
つ
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
慶
尚
道
と
対
立
す
る
全
羅
道
は
確
か
に
工
業
化
が
遅
れ
た
側
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
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ら
、
全
羅
道
と
同
様
に
忠
清
道
、
江
原
道
も
工
業
化
が
遅
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
忠
清
道
は
、
江
原
道
全
域
で
朴
正
煕
の
得
票

が
金
大
中
の
得
票
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
⑺
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
経
済
発
展
の
差
が
地
域
主
義
に
結
び
つ
い
た
と
す
る
論
理
で
は
、
説

明
し
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
羅
道
に
お
い
て
の
み
地
域
主
義
が
発
生
し
、
慶
尚
道
対
全
羅
道
と
い
う
構
造
に
な
っ
た
こ
と
は
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
争
点
化
に
よ
る
対
立
軸
の
構
築
と
い
う
媒
介
が
あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
第
七
代
大
統
領
選
挙
の
時
か

ら
、
慶
尚
道
と
全
羅
道
の
対
立
を
基
本
的
な
形
態
と
す
る
地
域
主
義
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
の
総
括
を
す
る
と
共
に
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
は
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
そ
の
認
識
の
下
、
韓
国
に
お

け
る
地
域
主
義
を
社
会
的
亀
裂
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
関
係
、
そ
こ
に
対
す
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
基
づ
く
介
入
と
い
う
視
点
か
ら
、

韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
の
新
た
な
側
面
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
は
第
七
代
大
統
領
選
挙
の

際
に
選
挙
で
の
得
票
の
最
大
化
を
図
る
と
い
う
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
合
理
性
に
基
づ
い
て
造
ら
れ
た
対
立
構
造
と
認
識
で
き
る
と
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
も
の
の
、
検
討
の
対
象
外
と
な
っ
た
事
項
も
多
い
。
今
後
は
、
地
域
主
義
が
発
生
し

た
時
期
、
あ
る
い
は
、
地
域
主
義
が
拡
大
・
固
定
化
し
た
時
期
を
中
心
に
候
補
者
な
ど
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
言
説
を
中
心
に
地
域
主
義
が

つ
く
ら
れ
て
い
く
過
程
を
検
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑻
。
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国
の
選
挙
政
治
の
変
化
と
持
続
』
ナ
ナ
ム
出
版

・
金
萬
欽
（
一
九
九
七
）『
韓
国
政
治
の
再
認
識
』
プ
ル
ッ
ピ

・
崔
章
集
（
二
〇
一
〇
）『
民
主
化
以
後
の
民
主
主
義
改
訂
第
二
版
』
フ
マ
ニ
タ
ス
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・
趙
己
淑
（
二
〇
〇
〇
）『
地
域
主
義
選
挙
と
合
理
的
有
権
者
』
ナ
ナ
ム
出
版

註⑴　

韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
の
定
義
に
関
し
て
は
様
々
な
定
義
が
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
主
義
を
大
西
裕
が
用
い
た
定
義
で

あ
る
「
特
定
の
地
域
を
排
他
的
な
支
持
基
盤
と
し
た
政
党
が
選
挙
で
当
該
地
域
出
身
者
の
票
を
集
め
る
現
象
」
と
す
る
（
大
西 2004

：175

）。

⑵　

日
本
で
は
、
先
に
挙
げ
た
大
西
裕
の
研
究
以
外
に
（
森 2011

）、（
出
水 1996

：2-31

）、（
出
水 1998

：61-85

）
な
ど
が
あ
る
。
韓
国
で
は
、（
李 

1998

）、（
趙 2000

）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

本
稿
に
お
け
る
得
票
率
は
、
基
本
的
に
韓
国
中
央
選
挙
管
理
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
選
挙
統
計
シ
ス
テ
ム
の
数
値
を
用
い
て
い
る
。

⑷　

忠
清
道
に
お
い
て
地
域
主
義
が
現
れ
る
場
合
は
、
忠
清
道
を
政
治
的
な
支
持
基
盤
と
し
て
い
る
政
党
が
候
補
者
を
擁
立
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
り
、
忠
清
道
を
支
持
基
盤
と
し
た
政
党
が
候
補
者
を
出
し
て
い
な
い
場
合
は
、
地
域
主
義
が
現
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
忠
清
道
を
政
治
的

な
支
持
基
盤
と
し
た
政
治
指
導
者
が
慶
尚
道
を
支
持
基
盤
と
し
た
政
党
や
全
羅
道
を
支
持
基
盤
と
し
た
政
党
に
所
属
し
、
そ
の
政
党
に
お
い
て
、
影
響

力
を
行
使
で
き
る
状
況
で
は
そ
の
政
党
に
対
し
て
、
地
域
主
義
的
な
投
票
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。

⑸　

一
九
八
七
年
以
降
の
選
挙
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
第
一
四
代
、
一
五
代
，
一
六
代
、
一
八
代
大
統
領
選
挙
、
第
一
四
代
、
一
七
代
国
会
議
員
選
挙

が
二
極
構
造
、
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
、
第
一
五
代
、
一
六
代
、
一
八
代
国
会
議
員
選
挙
が
三
極
構
造
、
第
一
三
代
大
統
領
選
挙
、
第
一
三
代
国
会
議

員
選
挙
）
が
四
極
構
造
で
あ
っ
た
。

⑹　

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
韓
国
の
各
種
選
挙
に
お
け
る
地
域
主
義
の
現
れ
方
に
関
し
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
既
出
の
森
の
研
究
に
て
大
統
領
選
挙
、
国
会
議
員
選
挙
共
に
詳
細
な
検
討
が
さ
れ
て
い
る
（
森 2011

：63-128

）。

⑺　

こ
の
二
つ
の
地
域
の
得
票
に
つ
い
て
は
、忠
清
北
道
で
は
朴
正
煕
が
五
十
七
．
三
％
、金
大
中
は
四
十
．
七
％
、忠
清
南
道
で
朴
正
煕
が
五
十
三
．
五
％
、

金
大
中
は
四
十
四
．
四
％
、
江
原
道
で
は
朴
正
煕
五
十
九
．
八
％
、
金
大
中
が
三
十
八
．
八
％
で
あ
っ
た
。

⑻　

本
稿
で
は
、
候
補
者
が
慶
尚
道
対
全
羅
道
と
い
う
対
立
構
造
を
創
り
出
そ
う
と
し
た
言
動
な
ど
に
つ
い
て
検
討
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

選
挙
後
に
金
大
中
が
日
本
で
出
版
し
た
著
書
で
は
、
朴
正
煕
政
権
が
全
羅
道
に
対
し
て
差
別
的
な
対
応
を
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
朴
正
煕
政
権
を
新

羅
政
権
と
規
定
し
て
、
自
身
と
朴
正
煕
と
の
争
い
を
新
羅
対
百
済
の
構
造
に
置
き
換
え
い
て
い
る
記
述
は
確
認
し
て
い
る
（
金
大
中1973

：16-17

）。
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一
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
、
社
会
で
の
高
齢
者
の
割
合
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
⑴
。
そ
の
よ
う
な
人
口
構
成
の
中
で
日
本
社
会
の

経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、高
齢
者
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
、高
齢
者
の
消
費
性
向
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
高
齢
と
な
っ

て
職
を
辞
し
た
後
の
収
入
源
は
、
家
賃
な
ど
に
よ
る
収
入
や
投
資
に
よ
る
収
入
を
得
ら
れ
る
一
部
の
人
を
除
き
、
主
に
年
金
で
あ
る
。

　

高
齢
者
が
よ
り
良
い
生
活
を
す
る
た
め
に
は
、
活
動
の
た
め
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
制
度
で
は
年
金
の
受
給
額

の
大
幅
な
上
昇
は
見
込
め
な
い
た
め
、
自
己
資
金
を
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
家
族
に
と
っ
て
の
唯
一
最
大
の
資
産
が

自
宅
住
居
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
多
く
、
高
齢
者
の
持
ち
家
率
も
高
い
⑵
。
し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
が
自
宅
不
動
産
を
生
活
資
金
と
し
て
有

効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
公
的
資
金
に
頼
ら
ず
に
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

そ
こ
で
注
目
を
集
め
て
い
る
制
度
が
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
日
本
で
の
歴
史
お
よ
び

現
状
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
の
法
的
性
質
を
考
察
し
、
日
本
で
必
要
な
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
は

　

自
宅
と
し
て
家
屋
を
購
入
す
る
場
合
、
購
入
時
点
で
そ
の
費
用
の
全
額
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
己
資
金
で
全
額
を
用
意
す
る
こ
と

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
活
用
と
課
題

森　

田　

理　

恵
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が
難
し
い
場
合
に
は
、
親
等
か
ら
の
資
金
援
助
を
除
け
ば
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
か
ら
購
入
資
金
を
借
入
れ
、
毎
月
ロ
ー
ン
の
返
済
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
購
入
資
金
を
準
備
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
自
宅
を
購
入
し
た
所
有
者
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
貸
し
付
け
た
銀
行
等
は
、
債

権
者
と
し
て
当
該
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
。
自
宅
購
入
者
は
、債
務
者
と
し
て
、借
入
金
を
毎
月
返
済
し
て
い
く
。
こ
の
毎
月
の
ロ
ー

ン
支
払
い
に
よ
っ
て
借
入
額
は
減
少
し
、
最
終
的
に
借
入
額
が
０
と
な
っ
た
時
点
で
抵
当
権
が
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
の
住
宅
ロ
ー
ン

は
、
契
約
時
に
自
宅
購
入
資
金
と
し
て
多
額
の
資
金
を
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借
入
れ
し
、
元
利
を
毎
月
返
済
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

借
入
額
は
契
約
時
が
最
大
で
毎
月
漸
次
減
少
し
契
約
終
了
時
に
は
借
入
額
が
０
と
な
る
。
契
約
期
間
中
の
現
金
は
、債
務
者
（
自
宅
購
入
者
）

か
ら
債
権
者
（
金
融
機
関
等
）
へ
移
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
は
購
入
当
初
の
債
務
が
最
大
で
あ
り
、
返
済
が
進
む
に
つ
れ
債

務
が
減
少
し
て
い
く
の
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
モ
ー
ゲ
ー
ジ
（forw

ard m
ortgage

）
と
言
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
と
は
逆
（
リ
バ
ー
ス
）
に
進
行
す
る
住
宅
を
担
保
と
す
る
ロ
ー
ン
の
一
種
で

あ
る
。
所
有
権
を
有
す
る
自
宅
に
、
そ
の
評
価
額
を
極
度
額
と
す
る
根
抵
当
を
設
定
し
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・
金
融
機
関
等
か
ら
借
入
れ

を
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
当
初
の
段
階
で
は
、
借
入
額
は
０
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
ま
た
は
、
毎
月

一
定
額
を
借
入
れ
、
借
入
金
が
根
抵
当
の
極
度
額
に
達
す
る
ま
で
、
ま
た
は
、
本
人
が
死
亡
す
る
ま
で
増
加
し
て
い
く
。
自
宅
の
所
有
者
は
、

契
約
期
間
中
は
、
借
入
金
に
対
す
る
返
済
は
行
わ
ず
、
契
約
終
了
時
に
元
利
を
一
括
し
て
返
済
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

契
約
期
間
中
の
支
払
い
が
通
常
の
ロ
ー
ン
と
は
逆
に
進
行
す
る
た
め
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
（reverse m

ortgage

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

現
行
法
上
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
直
接
に
定
義
す
る
法
律
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
商
品
と
し
て
提

供
す
る
実
施
主
体
に
よ
っ
て
契
約
内
容
が
若
干
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
実
際
の
商
品
の
最
大
公
約
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
下
の
五
要
件

を
満
た
す
契
約
を
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
し
て
考
察
す
る
。
①
高
齢
者
が
自
己
を
債
務
者
と
す
る
、
②
自
ら
現
に
居
住
す
る
自
己
所
有
の

不
動
産
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
、
③
そ
の
評
価
額
を
極
度
額
と
す
る
、
④
借
入
期
間
は
、
自
己
の
死
亡
時
を
終
期
と
す
る
、
⑤
国
・
地
方

公
共
団
体
・
金
融
機
関
等
を
債
権
者
と
す
る
⑶
。
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三
、
日
本
に
お
け
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
歴
史
と
現
状

　

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
広
く
普
及
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

日
本
で
最
初
に
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
東
京
の
武
蔵
野
市
で
あ
る
。
１
９
８
３
年
、
武
蔵
野
市
は
、
外
郭

団
体
の
財
団
法
人
「
武
蔵
野
市
福
祉
公
社
」
を
立
ち
上
げ
、
低
所
得
者
の
所
有
す
る
自
宅
住
居
に
根
抵
当
権
登
記
を
し
、
同
時
に
代
物
弁
済

予
約
を
行
っ
て
、
当
該
不
動
産
に
所
有
権
移
転
請
求
権
の
仮
登
記
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
が
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
金
な

ど
の
貸
付
制
度
を
構
築
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、
無
年
金
者
が
多
く
存
在
し
、
介
護
が
必
要
で
あ
り
な
が
ら
自
己
負
担
金
が
支
払
え
な
い
た

め
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
高
齢
者
を
救
済
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
既
存
の
金
融
機
関
を
斡
旋
す
る
の
で
は
な

く
、
市
が
外
郭
団
体
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
貸
付
を
行
う
た
め
「
直
接
融
資
方
式
」（
一
般
に
は
、「
武
蔵
野
方
式
」）
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
制
度
は
、
低
所
得
者
層
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
た
め
と
い
う
社
会
保
障
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
金
融
機
関
で
は
な
い
地

方
自
治
体
が
不
慣
れ
な
不
動
産
の
評
価
を
行
う
上
、
地
方
自
治
体
が
個
人
に
直
接
に
融
資
を
行
う
た
め
貸
付
残
高
が
市
の
財
政
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
が
高
く
、
市
が
一
部
の
市
民
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
の
是
非
も
問
題
と
な
っ
た
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
等
の
影
響
も
あ
り
、

約
二
千
万
円
の
損
失
を
出
し
、
初
期
の
段
階
で
想
定
さ
れ
た
無
年
金
者
が
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
他
の
制
度
で
も
救
済
可
能
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
２
０
１
３
年
、
こ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

１
９
８
９
年
、
市
が
直
接
融
資
す
る
と
い
う
問
題
点
を
回
避
す
る
制
度
と
し
て
、
世
田
谷
区
が
、
世
田
谷
ふ
れ
あ
い
公
社
に
よ
る
「
世
田

谷
シ
ル
バ
ー
資
金
融
資
制
度
」
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
、
民
間
の
金
融
機
関
の
既
存
の
商
品
で
あ
る
高
齢
者
向
け
不
動
産
担
保
型
年
金
に
対

し
、
貸
付
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
用
可
能
者
を
増
加
さ
せ
、
さ
ら
に
、
貸
付
残
額
に
対
す
る
利
息
相
当
額
を
、
毎
年
、
区
が
無

利
子
で
貸
し
付
け
、
複
利
を
単
利
に
す
る
こ
と
に
よ
り
返
済
額
を
減
少
さ
せ
る
仕
組
み
を
構
築
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
地
方
自
治
体
が
直
接

に
高
齢
者
に
融
資
を
す
る
の
で
は
な
く
、
民
間
の
金
融
機
関
の
既
存
の
商
品
を
斡
旋
す
る
形
を
と
る
た
め
、「
間
接
融
資
方
式
」（
一
般
に
は
、

「
世
田
谷
方
式
」）
と
呼
ば
れ
、
武
蔵
野
市
の
制
度
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
制
度
も
利
用
状
況
は
低
調
で
あ
り
、
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２
０
０
０
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

　

２
０
０
２
年
、
厚
生
労
働
省
社
会
援
護
局
は
、
長
期
生
活
支
援
資
金
貸
付
制
度
を
創
設
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
低
所
得
者
支
援
制
度
で

あ
る
「
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
」
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
初
の
全
国
規
模
で
の
公
的
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
で
あ
る
。
２
０
１
０

年
、「
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
」
と
名
称
変
更
さ
れ
た
。
各
都
道
府
県
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
融
資
主
体
と
な
り
、
低
所
得
の
高
齢
者
に

対
し
自
宅
不
動
産
を
担
保
に
融
資
を
行
う
。
こ
の
対
象
者
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
生
活
保
護
⑷
の
対
象
と
な

る
低
所
得
者
で
あ
り
、
単
身
ま
た
は
高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
で
、
担
保
権
等
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
一
戸
建
て
住
居
に
居
住
す
る
者
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
度
は
、
地
域
社
会
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
生
活
困
窮
者
な
ど
に
対
し
適
切
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
全
国
規
模
で
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
た
め
、
上
記
二
方
式
の
よ
う
な
各

自
治
体
に
よ
る
低
所
得
者
層
向
け
の
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度
は
役
割
を
終
え
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
用
条
件
の
厳
し
さ
な

ど
か
ら
、
こ
の
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
の
利
用
は
低
調
で
あ
る
⑸
。

　

さ
ら
に
、
生
活
資
金
で
は
な
く
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
耐
震
補
強
等
の
リ
フ
ォ
ー
ム
や
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
等
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
と
し

て
、
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る
高
齢
者
向
け
返
済
特
例
制
度
や
住
宅
融
資
保
険
制
度
が
あ
る
。

　

ま
た
、
民
間
の
金
融
機
関
も
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
商
品
開
発
し
販
売
し
て
き
た
。
中
央
三
井
信
託
銀
行
（
現
三
井
住
友
信
託
銀
行
）

等
の
信
託
銀
行
が
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
は
勧
誘
せ
ず
、
既
存
の
顧
客
に
商
品
紹
介
を
す
る
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
信
託

銀
行
を
利
用
す
る
富
裕
層
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

２
０
０
５
年
、
東
京
ス
タ
ー
銀
行
が
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
商
品
開
発
を
し
、
販
売
を
開
始
し
た
。
当
該
銀
行
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
等
で
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ど
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
広
報
活
動
を
行
っ
た
た
め
、
高
齢
者
に
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
一
般
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
該
銀
行
の
本
支
店
の
近
く
に
自
宅
不
動
産
を
所
有
す
る
五
十
五
歳
以
上
の
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

借
入
金
の
利
息
の
支
払
い
が
可
能
な
年
収
（
年
金
等
の
一
定
収
入
が
１
２
０
万
円
以
上
）
が
必
要
で
あ
る
。

　

２
０
１
３
年
、
メ
ガ
バ
ン
ク
の
み
ず
ほ
銀
行
が
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
商
品
の
取
扱
い
を
開
始
し
た
。
現
在
は
、
東
京
都
内
を
対
象
と
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し
て
い
る
が
、
将
来
的
に
は
拡
大
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
に
、
高
齢
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
付
き
住
居
を
展
開
す
る
ベ
ネ
ッ

セ
と
提
携
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
お
互
い
の
顧
客
の
中
で
条
件
に
合
致
す
る
場
合
に
紹
介
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
対
象
者
は
、
五
十
五
歳

以
上
の
単
身
ま
た
は
高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
で
、
金
融
資
産
を
相
応
に
保
有
し
、
安
定
か
つ
継
続
し
た
収
入
を
見
込
め
る
者
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
民
間
の
金
融
機
関
に
よ
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
相
応
の
金
融
資
産
を
保
有
し
、
年
金
な
ど
に
よ
る
安
定
か
つ
継
続
し
た

収
入
を
見
込
め
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
国
民
年
金
受
給
者
等
は
、
安
定
し
た
不
動
産
賃
貸
に
よ
る
収
入
な
ど
が
別
に
存
在
し
な
い
限
り

対
象
外
で
あ
り
、
一
部
の
富
裕
層
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

２
０
１
０
年
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
は
、
住
宅
ス
ト
ッ
ク
と
住
居
ニ
ー
ズ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー

ジ
の
活
用
を
提
案
し
た
⑹
。
高
齢
者
の
所
有
す
る
自
宅
不
動
産
を
一
般
社
団
法
人
等
が
借
上
げ
、
高
齢
者
は
他
の
住
居
ま
た
は
施
設
に
住
み

替
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
子
育
て
世
帯
等
が
定
期
借
家
契
約
を
借
上
げ
主
体
と
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
不
動
産
に
格
安
の
家
賃
で
居

住
す
る
。
高
齢
者
は
広
い
自
宅
不
動
産
を
所
有
す
る
が
手
持
ち
現
金
に
乏
し
く
、
広
い
住
居
を
必
要
と
す
る
子
育
て
世
帯
は
不
動
産
の
購
入

資
金
に
乏
し
い
と
い
う
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
沿
う
制
度
と
し
て
は
、
移
住
・
住
み
か
え
支
援
機

構(JTI)

が
存
在
し
、
２
０
０
６
年
よ
り
事
業
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
住
替
え
を
し
自
宅
住
居
に
よ
る
賃
貸
収
入
を
目
的
と
し
た

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
常
陽
銀
行
に
よ
っ
て
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
３
年
、
金
融
審
議
会
「
我
が
国
金
融
業
の
中
長
期
的
な
在
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
は
、
高
齢
者
に
資

産
が
集
中
す
る
現
状
を
踏
ま
え
、
そ
の
資
産
の
流
動
化
の
た
め
の
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
活
用
に
言
及
し
て
い
る
⑺
。

　

こ
の
よ
う
に
、
省
庁
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
利
用
を
促
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
・
雑
誌
等
で
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
特

集
が
組
ま
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
た
め
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
認
知
度
が
上
昇
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
高

齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
へ
の
関
心
は
高
ま
り
利
用
希
望
者
の
増
加
す
る
と
予
測
す
る
。
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四
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
法
的
性
質

　

前
述
の
と
お
り
、
現
行
法
上
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
直
接
に
定
義
す
る
法
律
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
現
行
の
法
制
度
の
類
似
の

法
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
は
じ
め
に
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
自
己
の
所
有
す
る
不
動
産
を
法
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
他
者
よ
り
一
定
額
を
受
領

す
る
制
度
の
一
類
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
信
託
法
上
の
シ
ス
テ
ム
に
類
似
す
る
行
為
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
で
は
、

民
間
機
関
に
よ
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
長
ら
く
信
託
銀
行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
信
託
と
は
、
信
託
契
約
等
に
よ
り
特
定
の
物

が
一
定
の
目
的
に
従
い
財
産
の
管
理
又
は
処
分
及
び
そ
の
他
の
当
該
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
信
託
で
は
、
自
宅
不
動
産
の
所
有
権
が
寄
託
者
か
ら
受
託
者
に
移
転
し
（
信
託
法
第
十
四
条
）、
当
該
不
動
産
の
管
理
処
分
が
善
管
注

意
義
務
を
も
っ
て
受
託
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
所
有
権
が
移
転
せ
ず
、
当
該
不
動
産
の
管
理
を
高
齢
者
自
身
が
行
う
リ
バ
ー
ス

モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
は
明
ら
か
に
法
的
構
造
が
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
託
の
一
形
態
で
あ
る
信
託
利
用
不
動
産
担
保
年
金
式
融
資
は
、
受

託
者
が
信
託
不
動
産
の
管
理
を
原
則
と
し
て
行
わ
ず
、
実
質
的
に
は
信
託
が
融
資
に
つ
い
て
の
担
保
的
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
利
用
者

は
、
信
託
契
約
に
よ
っ
て
、
寄
託
者
と
し
て
の
地
位
を
得
、
不
動
産
の
移
転
登
記
が
な
さ
れ
る
が
、
生
活
上
の
外
見
と
し
て
は
変
化
な
く
自

宅
に
居
住
し
た
ま
ま
現
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
類
似
す
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
自
宅
不
動
産

の
所
有
権
が
移
転
し
な
い
た
め
、
現
行
法
上
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
信
託
法
上
の
制
度
と
は
異
な
る
が
、
信
託
法
に
よ
る
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
⑻
。

　

次
に
、
民
法
上
の
類
似
契
約
と
し
て
は
、
終
身
定
期
金
契
約
・
負
担
付
き
贈
与
契
約
・
根
抵
当
権
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
が
考
え
ら
れ
る
⑼
。

　

終
身
定
期
金
契
約
は
、
当
事
者
の
一
方
が
、
自
己
、
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
の
死
亡
に
至
る
ま
で
、
定
期
に
金
銭
そ
の
他
の
物
を
、
相
手

方
又
は
第
三
者
に
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
⑽
。
民
法
は
、
高
齢
者
が
自
己
の
居
住
す
る
不
動
産
を
売
却
し
、
そ
の
所
有
権
を
移
転
す
る
と
い

う
構
成
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
債
権
者
は
、
定
期
金
債
権
者
と
し
て
、
自
己
の
死
亡
時
ま
で
、
定
期
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
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債
務
者
は
、
上
限
な
く
支
払
う
義
務
を
負
う
。
す
な
わ
ち
、
契
約
者
は
、
契
約
後
長
生
き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
多
額
の
金
銭
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
、
給
付
の
偶
然
性
の
あ
る
射
幸
契
約
で
あ
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
給
付
金
を
受
け
取
る
契
約
で
あ
る
が
、
そ
の
給
付
金
は
、

自
己
の
不
動
産
を
担
保
と
し
て
の
借
入
金
で
あ
り
、
そ
の
評
価
額
を
上
限
と
す
る
。
当
該
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
お
よ
び
こ
の

２
点
に
よ
り
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
異
な
る
法
律
構
成
で
あ
る
。

　

負
担
付
き
贈
与
契
約
⑾
は
、
贈
与
契
約
に
お
い
て
受
贈
者
が
一
定
の
給
付
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。
契
約
に
よ
っ
て
贈
与
の
目
的
物
の

所
有
権
は
移
転
す
る
が
、
片
務
契
約
で
あ
る
贈
与
契
約
に
お
い
て
、
受
贈
者
に
も
義
務
を
課
す
双
務
契
約
と
な
る
⑿
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
給
付
義
務
は
、
贈
与
に
伴
う
主
た
る
債
務
に
対
し
て
対
価
的
意
味
を
有
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
相
手
方
が
定

期
金
等
の
給
付
を
怠
っ
た
場
合
に
、
受
贈
者
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
贈
与
契
約
の
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
判
例
で
は
、
受
贈
者
の

債
務
不
履
行
に
基
づ
く
贈
与
契
約
の
解
除
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
⒀
が
、
こ
れ
は
死
因
贈
与
に
お
け
る
忘
恩
行
為
に
よ
る
解
除
を
認
め
た
も

の
で
あ
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、金
融
機
関
が
経
済
計
算
に
基
づ
き
行
う
金
融
商
品
で
あ
り
、家
族
間
の
恩
義
と
は
無
関
係
で
あ
る
⒁
。

　

担
保
付
貸
付
は
、
不
動
産
の
占
有
を
移
転
せ
ず
債
務
の
担
保
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貸
付
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
⒂
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー

ゲ
ー
ジ
に
類
似
す
る
形
態
と
し
て
は
、
根
抵
当
権
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
が
あ
る
。
前
述
の
契
約
と
は
異
な
り
、
当
該
不
動
産
の
所
有
権
は

債
務
者
に
と
ど
ま
り
、
債
務
者
が
受
け
取
る
金
銭
は
、
借
入
金
で
あ
る
た
め
、
外
見
上
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
同
一
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
民
法
の
予
定
す
る
典
型
的
な
担
保
付
貸
付
は
、
不
動
産
を
担
保
の
目
的
物
と
す
る
が
、
当
該
不
動
産
の
評
価
額
と
根
抵
当
権
の

極
度
額
と
は
一
致
し
な
い
。
実
務
上
、
根
抵
当
権
付
き
金
銭
消
費
貸
借
契
約
は
、
借
主
の
返
済
能
力
を
審
査
の
対
象
と
し
て
貸
付
を
行
い
、

不
動
産
の
査
定
は
、
そ
の
借
主
の
返
済
能
力
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
、
借
主
の
返
済
能
力
に
大
き
く
依
存

し
、
人
的
担
保
に
大
き
く
比
重
を
置
い
た
、
不
動
産
価
値
の
物
的
担
保
を
従
と
す
る
二
重
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の

契
約
者
は
、
高
齢
者
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
人
的
担
保
を
基
礎
と
す
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
で
き
な
い
。
ま
た
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー

ジ
は
、
契
約
者
の
死
亡
時
に
担
保
の
目
的
物
で
あ
る
不
動
産
に
よ
っ
て
債
務
の
弁
済
を
予
定
す
る
物
的
担
保
契
約
で
あ
り
、
民
法
の
予
定
す

る
根
抵
当
権
付
き
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
は
異
な
る
法
律
構
成
で
あ
る
。
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上
記
で
信
託
法
上
の
契
約
な
ら
び
に
民
法
上
の
終
身
定
期
金
契
約
お
よ
び
負
担
付
贈
与
契
約
が
、
契
約
者
の
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
す

る
点
で
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
は
大
き
く
異
な
り
、
根
抵
当
権
付
金
銭
消
費
貸
借
は
、
実
務
上
人
的
担
保
が
物
的
担
保
と
の
主
従
二
重

構
造
に
な
る
点
で
、
自
宅
不
動
産
の
物
的
担
保
の
み
で
行
わ
れ
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
の

法
律
で
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
包
含
で
き
る
制
度
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
法
的
特
徴
は
、
利
用
を
す
る
高
齢
者
に
と
っ
て
は
、
信
託
利
用
型

不
動
産
担
保
型
融
資
と
同
様
の
感
覚
で
あ
る
が
、
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
し
な
い
点
で
法
的
に
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
射
倖
性
が
な

く
、
家
族
間
の
愛
情
等
に
よ
る
契
約
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
担
保
の
目
的
物
で
あ
る
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
し
な
い
根
抵
当
権
付
消
費
貸

借
と
法
律
構
成
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
契
約
時
の
査
定
に
お
い
て
、
一
般
に
重
視
さ
れ
る
人
的
属
性
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
ず
⒃
、
担
保

に
供
さ
れ
る
不
動
産
の
価
値
を
重
視
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
た
め
、
民
法
の
予
定
す
る
根
抵
当
権
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
も
異
な
る
。　
　

　

金
融
機
関
と
締
結
す
る
消
費
貸
借
契
約
は
、
そ
の
高
度
な
法
的
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
一
般
人
に
は
難
し
い
た
め
、
消
費
者
保
護
の
観

点
か
ら
、
契
約
者
に
対
し
て
消
費
者
保
護
法
等
に
よ
る
保
護
が
存
在
す
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
高
齢
者
が
自
宅
と
し
て
使
用
す
る

不
動
産
に
よ
っ
て
長
期
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
齢
者
が
契
約
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
契
約
内
容
に

よ
っ
て
は
自
宅
の
所
有
権
を
失
う
と
と
も
に
住
む
と
こ
ろ
も
失
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
人
に
対
す
る
消
費
者
保
護
よ
り
も

高
度
の
保
護
を
必
要
と
す
る
契
約
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
契
約
期
間
は
、
契
約
者
の
死
亡
時
に
終
了
す
る
た
め
、
長
期
に
渡
る

こ
と
も
多
く
、
そ
の
全
期
間
に
お
い
て
、
契
約
内
容
を
認
識
し
、
追
加
担
保
の
提
供
や
利
子
の
支
払
い
と
い
っ
た
契
約
期
間
中
の
必
要
な
法

律
行
為
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
意
思
能
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
さ
ら
な
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
つ
い
て
直
接
に
規
定
す
る
法
制
度
を
整
備
し
、
契
約
者
に
対
す
る
特
別
な
保
護
が
規
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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五
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
リ
ス
ク

　

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
契
約
者
の
死
亡
時
に
債
務
の
弁
済
が
一
括
し
て
行
わ
れ
る
契
約
の
た
め
、
契
約
時
に
は
正
確
な
債
務
額
お
よ

び
契
約
期
間
が
想
定
で
き
す
、
不
確
定
な
要
素
の
多
い
契
約
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
高
齢
者
の
平
均
余
命
が
伸
び
て
お
り
、
契
約
期
間
が
数

十
年
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

　

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
リ
ス
ク
は
、
契
約
時
の
不
確
定
要
素
に
起
因
す
る
も
の
、
物
的
担
保
の
目
的
物
に
起
因
す
る
も
の
、
契
約
終
了

時
に
一
方
当
事
者
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
契
約
時
の
不
確
定
要
素
に
基
因
す
る
リ
ス
ク
の
中
で
最
大
の
も
の
は
「
長
生
き
リ
ス
ク
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
三
大
リ
ス
ク
は
、
長
生
き
リ
ス
ク
・
金
利
上
昇
リ
ス
ク
・
評
価
額
下
落
リ
ス
ク
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ

て
、
契
約
時
に
、
契
約
終
了
時
点
で
の
時
期
お
よ
び
不
動
産
評
価
額
、
な
ら
び
に
、
契
約
期
間
中
の
長
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト
に
連
動
し
た
形

で
運
用
で
き
た
場
合
と
の
差
額
が
正
確
に
予
測
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
者
が
契
約
後
短
期
間
で
死
亡
し

た
場
合
は
、
契
約
期
間
が
短
期
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
は
通
常
の
固
定
金
利
に
よ
る
金
銭
消
費
貸
借
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
同
程
度
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
者
が
長
生
き
し
た
場
合
に
の
み
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
特
有
の
リ
ス
ク
と
な
る
。
死
亡
時
に
契
約
が
終
了
す
る

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
契
約
時
に
契
約
期
間
が
確
定
で
き
な
い
。
長
生
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
者
の
必
要
額
が
契
約
時
の
想
定

を
大
き
く
超
え
る
ま
た
は
利
子
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
務
が
極
度
額
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
契
約
者
が
さ
ら
に
高

齢
に
な
っ
て
か
ら
、
追
加
の
担
保
の
提
供
ま
た
は
超
過
部
分
の
利
子
の
支
払
い
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
高
度
な
法
律
行
為
が
正
確
に

理
解
し
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
契
約
が
終
了
し
直
ち
に
債
務
の
弁
済
が
請
求
さ
れ
る
。
契
約
者
に
他
に
引
き

当
て
ら
れ
る
財
産
が
存
在
し
な
い
場
合
、
自
宅
住
居
と
し
て
使
用
中
の
不
動
産
に
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
、
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者
に
と
っ
て
も
、
契
約
が
想
定
を
超
え
て
長
期
に
な
る
場
合
、
貸
付
金
利
の
基
準
と
な
る
長
期
プ
ラ
イ
ム

レ
ー
ト
の
全
期
間
に
対
す
る
予
測
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
採
算
に
合
わ
な
い
長
期
の
低
金
利
の
貸
付
け
に
よ
っ
て
、
担
保
割
れ
に
な
る
可
能



─ 126 ─

性
や
利
潤
を
生
ま
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
、
物
的
担
保
の
目
的
物
に
起
因
す
る
問
題
は
、
算
定
の
難
し
さ
に
よ
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
リ
タ
イ
ア
し
た
高
齢
者
が
対

象
と
な
る
た
め
、
通
常
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
よ
う
に
、
契
約
の
人
的
属
性
に
着
目
し
て
返
済
能
力
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

担
保
の
目
的
物
で
あ
る
不
動
産
の
査
定
に
よ
っ
て
の
み
極
度
額
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
住
宅
購
入
の
ほ
と
ん
ど
が
新

築
住
戸
で
あ
る
⒄
。
そ
の
た
め
、
中
古
住
宅
市
場
が
未
発
達
で
あ
り
、
中
古
住
宅
の
売
買
に
関
す
る
統
一
し
た
基
準
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

購
入
希
望
者
の
新
築
性
向
が
高
い
た
め
、
住
宅
自
体
の
耐
用
年
数
が
短
く
設
定
さ
れ
⒅
、
一
世
代
の
使
い
捨
て
の
よ
う
な
木
造
住
宅
が
多
く

存
在
す
る
。
実
務
上
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
に
お
い
て
は
、
一
部
の
優
良
マ
ン
シ
ョ
ン
を
除
き
建
物
を
対
象
と
せ
ず
土
地
の
み
を
担

保
の
目
的
物
と
す
る
た
め
、
契
約
時
点
で
の
売
買
を
目
的
と
し
た
不
動
産
価
値
よ
り
も
不
当
に
低
い
評
価
額
と
な
る
。
ま
た
、
日
本
の
土
地

価
格
の
長
期
予
想
が
下
落
傾
向
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
さ
ら
に
低
い
評
価
額
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
者
の
必
要
と
す
る
資
金

が
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
特
有
の
リ
ス
ク
と
し
て
、
契
約
終
了
が
契
約
者
の
死
亡
時
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
、
契
約
者
の
相
続
人

に
債
務
の
弁
済
が
一
括
し
て
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
相
続
人
は
、
被
相
続
人
が
自
宅
を
担
保
と
し
た
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
を
締

結
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
相
続
人
と
事
業
者
と
の
間
で
、
契
約
者
に
と
っ
て
は
不
当
に
低
い
評
価
額
で
設
定
さ
れ
た
契

約
の
債
務
の
弁
済
の
た
め
に
、
相
続
財
産
で
あ
る
不
動
産
を
提
供
す
る
こ
と
に
強
い
不
満
を
持
ち
ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

担
保
の
目
的
物
の
不
動
産
の
所
有
権
が
被
相
続
人
に
あ
っ
た
た
め
、
相
続
人
間
で
合
意
が
成
立
す
る
ま
で
実
行
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
実
務
上
、
契
約
締
結
時
に
推
定
相
続
人
の
同
意
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
締
結
時

の
推
定
相
続
人
が
相
続
人
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
く
、
ま
た
相
続
人
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
た
め
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の

実
効
性
は
不
明
で
あ
る
。
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六
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
課
題

　

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
高
齢
者
が
、
自
宅
住
居
を
担
保
に
終
身
の
借
入
れ
の
契
約
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
消
費

者
よ
り
も
高
度
の
保
護
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
般
人
に
比
べ
高
齢
者
は
契
約
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
上
、
契
約
期

間
中
、
適
切
な
認
識
能
力
や
意
思
能
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
自
宅
住
居
を
担
保
の
目
的
物
と
す
る
た
め
、
契
約
に

よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
高
齢
と
な
っ
て
か
ら
自
宅
住
居
を
奪
わ
れ
、
住
処
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
普
及
し
、
高
齢
者
の
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
た
め
に
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
安
心
・
安
全
に
利
用

で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
リ
ス
ク
が
軽
減
さ
れ
、
事
業
者
が
よ
り
高
い
極
度
額
を
算
定
で

き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
広
く
普
及
し
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
の
リ
タ
イ
ア
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
普
及
が
予
測
さ
れ
て

い
る
⒆
。
１
９
６
０
年
代
に
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
原
型
と
な
る
仕
組
み
が
貯
蓄
貸
付
取
扱
金
融
機
関
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

現
金
は
ほ
と
ん
ど
有
さ
な
い
が
自
己
の
住
宅
は
有
す
る
者
、
い
わ
ゆ
るHouse Rich, Cash Poor

⒇  

が
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
、

こ
の
よ
う
な
通
常
で
は
貸
付
を
受
け
ら
れ
な
い
高
齢
者
を
救
済
す
る
目
的
で
発
展
し
た
。
ま
た
、
１
９
８
０
年
代
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ

の
公
的
部
門
の
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
法
整
備
を
行
い
、
住
宅
都
市
開
発
局
の
一
部
局
で
あ
る
連
邦
住
宅
局
に
対
し
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー

ジ
に
つ
い
て
の
保
険
を
引
き
受
け
さ
せ
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
お
け
る
担
保
割
れ
の
リ
ス
ク
を
な
く
し
た
。

　

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
で
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
（
非
遡
及
型
担
保
）
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
債
務
不
履
行
の
場
合
、
債
務

者
は
自
宅
住
居
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
債
務
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、債
権
者
は
、そ
の
不
動
産
価
値
が
下
落
し
債
権
額
以
下
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
を
損
害
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
の
一
機
関
で
あ
る
連
邦
住
宅
局
が
、
こ
の
保
険
を
引
き
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
は
担
保
割
れ
の
リ
ス
ク
を
国
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
普
及
を
促
進
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。
日
本
で
も
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
加
入
者
を
保
険
契
約
者
と
し
当
該
不
動
産
の
所
在
す
る
地
方
自
治
体
を
保
険
金
受
取
人



─ 128 ─

と
す
る
団
体
信
用
生
命
保
険
を
提
案
す
る
。
現
在
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
購
入
す
る
場
合
、
団
体
信
用
生
命
保
険
に
加
入
し
、

保
険
金
受
取
人
を
金
融
機
関
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
残
債
を
完
済
す
る
制
度
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度

を
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
創
設
し
、
保
険
金
受
取
人
を
当
該
不
動
産
の
所
在
す
る
地
方
自
治
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
者
の
死
亡

後
速
や
か
に
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
が
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
相
続
人
が
当
該
不
動
産
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
他
の
財
産

に
よ
っ
て
債
務
を
弁
済
し
、
必
要
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
不
動
産
が
空
き
家
と
な
っ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
方
自
治
体
が
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
中
古
住
宅
の
購
入
が
盛
ん
な
た
め
、
中
古
住
宅
市
場
が
発
達
し
て
お
り
、
中
古
住
宅
の
査
定
に
関
す
る
統
一
の

基
準
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
住
宅
の
耐
用
年
数
が
長
い
た
め
、
将
来
に
わ
た
っ
て
の
評
価
額
の
算
定
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
誘
引
す
る
と
し
て
導
入
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
限
っ
て
は
、
契
約
者
が
さ
ら
に
高
齢
と
な
っ
て
か
ら
高
度
な
法
律
行
為
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
や
自
宅
を
立
ち
退

く
可
能
性
を
回
避
す
る
た
め
に
導
入
を
考
慮
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
担
保
割
れ
の
リ
ス
ク
等
が
事
業

者
の
負
担
と
な
る
た
め
、
そ
の
損
失
を
補
填
す
る
保
険
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
高
齢
者
が
契
約
者
で
あ
る
た
め
、

契
約
数
が
増
加
す
れ
ば
、
余
命
の
ば
ら
つ
き
が
平
準
化
さ
れ
、
大
数
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
将
来
的
に
は
、
損
失
は
吸
収
さ

れ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
高
齢
者
が
必
要
な
額
を
借
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
極
度
額
が
設
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
土
地
・
建
物
に
対
し
て
統
一
さ
れ
た
基

準
を
有
し
将
来
予
測
が
可
能
な
中
古
住
宅
市
場
の
確
立
が
必
要
で
あ
り
、
長
期
の
耐
用
年
数
を
持
つ
住
宅
の
建
築
の
促
進
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
市
場
の
構
築
お
よ
び
保
険
制
度
の
確
立
は
、
民
間
業
界
、
一
業
種
で
は
不
可
能
な
た
め
、
政
府
に
よ
る
整
備
・
支
援
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
主
導
に
よ
り
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
に
お
け
る
団
体
信
用
保
険
制
度
や
買
取
制
度
が
創
設
さ
れ
れ
ば
、
現
在
、

多
く
の
地
方
自
治
体
が
直
面
す
る
空
き
家
対
策
等
に
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
が
寄
与
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
中
古
住
宅
市
場
が
未
整
備
の
た

め
当
該
不
動
産
は
、
売
却
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
不
動
産
は
、
住
宅
地
の
中
に
存
在
す
る
民
家
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で
あ
り
、
高
齢
者
用
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
簡
易
保
育
園
と
し
て
は
立
地
・
環
境
が
適
し
て
い
る
。
現
在
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
は
、

担
保
の
評
価
額
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
債
務
額
は
不
動
産
の
市
場
価
格
よ
り
低
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
が
債
務
額
相

当
で
当
該
不
動
産
を
買
い
取
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
施
設
の
開
設
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
空
き
家
対
策
に

苦
慮
す
る
自
治
体
が
多
い
が
、
高
齢
者
死
亡
後
に
相
続
人
が
放
置
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
も
寄
与
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

現
在
の
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
は
、
政
府
に
よ
る
生
活
困
窮
者
層
を
対
象
と
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
制
度
と
民
間
金
融
機
関

に
よ
る
都
市
部
の
土
地
に
住
む
富
裕
層
を
対
象
と
し
た
金
融
商
品
の
み
が
存
在
す
る
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
社
会
を
迎
え
、

高
齢
者
の
大
部
分
は
、
上
記
の
両
極
端
な
層
に
は
属
さ
な
い
。
こ
の
中
間
層
に
は
、
現
金
は
ほ
と
ん
ど
有
さ
な
い
が
自
己
の
住
宅
は
有
す
る

者
、
い
わ
ゆ
るHouse Rich, Cash Poor

が
存
在
す
る
。 

　

さ
ら
に
、
こ
の
中
間
層
の
老
後
資
金
計
画
が
破
綻
す
る
例
が
増
え
て
い
る
。
現
在
定
年
を
迎
え
る
層
に
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
定
年
後
も
支

払
う
設
定
の
長
期
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
購
入
し
た
人
も
多
い
。
彼
ら
は
、
住
宅
購
入
時
に
は
、
退
職
金
に
よ
っ
て
住
宅
ロ
ー
ン
を

完
済
し
、
そ
の
後
は
年
金
で
生
活
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
等
に
よ
る
企
業
環
境
の
悪
化
に
よ
っ
て
、

退
職
金
が
予
想
額
よ
り
か
な
り
減
少
し
、
さ
ら
に
、
年
金
開
始
年
齢
が
上
昇
に
よ
っ
て
、
定
年
後
年
金
受
給
ま
で
の
無
収
入
期
間
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
退
職
金
に
よ
る
住
宅
ロ
ー
ン
の
完
済
が
で
き
な
い
例
が
増
加
し
て
い
る
。
実
務
上
も
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に

よ
る
借
入
金
に
よ
り
当
該
担
保
目
的
物
で
あ
る
不
動
産
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
完
済
す
る
例
が
多
い
と
聞
く
。
す
な
わ
ち
、
定
年
後
自
宅
住
居
を

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
利
用
で
き
な
け
れ
ば
、
実
務
上
人
的
担
保
が
物
的
担
保
と
の
主
従
二
重
構
造
で
あ
る
一
般
の
住
宅
ロ
ー
ン
へ
の
借

換
え
も
で
き
ず
、
ロ
ー
ン
破
産
し
自
宅
を
手
放
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
人
々
が
多
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
主
導
に
よ
る

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
環
境
整
備
と
普
及
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
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註⑴　

高
齢
化
率
は
一
九
五
〇
年
に
４
．
９
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
に
は
２
３
．
０
％
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
内
閣
府
は
、
二
〇
六
〇
年
に
は

３
９
．
９
％
に
な
る
と
推
計
す
る
。（
内
閣
府
「
将
来
推
計
人
口
で
見
る
五
十
年
後
の
日
本
」http://w

w
w

8.cao.go.jp/kourei/w
hitepaper/w

-2012/

zenbun/s1_1_1_02.htm
l

　

逆
に
、
十
五
歳
未
満
の
人
口
は
、
三
十
九
年
連
続
し
て
減
少
し
、
１
２
．
９
％
と
な
っ
た
。（
総
務
省
「
我
が
国
の
子
供
の
数
－
こ
ど
も
の
日
に
ち
な

ん
で
－
（「
人
口
推
計
」
か
ら
）」
平
成
二
十
五
年
五
月
四
日
）

　

http://w
w

w
.stat.go.jp/data/jinsui/topics/pdf/topics70.pdf#search='15%
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⑵　

平
成
二
十
年
に
、
普
通
世
帯
総
数
に
お
け
る
持
ち
家
率
は
６
０
．
９
％
で
あ
る
が
、
六
十
五
歳
以
上
で
は
、
８
０
％
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
総
務
省

統
計
局　

平
成
二
十
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
「
家
計
主
の
年
利
年
齢
階
級
別
持
ち
家
世
帯
率
―
全
国
（
平
成
二
十
年
）」

⑶　

常
陽
銀
行
等
は
、
賃
貸
経
営
の
た
め
に
所
有
す
る
不
動
産
を
担
保
の
目
的
物
と
す
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
販
売
す
る
が
、
特
殊
な
場
合
で
あ
る

た
め
、
本
稿
で
は
対
象
と
し
な
い
。

⑷　

生
活
保
護
法
第
４
条
１
項
「
保
護
は
生
活
に
困
窮
す
る
者
が
、
そ
の
利
用
し
得
る
資
産
、
能
力
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活

維
持
の
た
め
に
活
用
す
る
事
を
要
件
と
し
て
行
わ
れ
る
」
と
規
定
し
、
原
則
、
自
宅
住
居
の
所
有
権
を
有
し
た
ま
ま
生
活
保
護
の
給
付
を
受
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

⑸　

平
成
二
十
年
度
貸
付
決
定
件
数
３
６
７
件
「
生
活
福
祉
資
金
（
要
保
護
世
帯
向
け
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
）
貸
付
事
業
」
８
頁
、
厚
生
労
働
省
社

会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
平
成
２
２
年
８
月

⑹　
「
住
替
え
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
つ
い
て
」
国
土
交
通
省
住
宅
局
平
成
２
２
年
８
月
３
０
日

⑺　
「
官
民
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
作
業
部
会
報
告
」（
平
成
２
５
年
９
月
２
６
日
）
金
融
庁

⑻　

新
井
誠
『
信
託
法
［
第
３
版
］』
２
０
０
８
年
、
４
７
４
頁　

高
齢
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
信
託
法
に
よ
る
制
度
に
つ
い
て
、
今
後
前
向
き
の
検

討
を
必
要
と
し
て
い
る
。

⑼　

民
法
上
の
類
似
契
約
と
の
比
較
は
、
太
矢
一
彦
「
非
典
型
契
約
の
総
合
的
検
討（
１
４
）
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
契
約
」N

B
L N

o945(2011.1.15)

、

７
２
頁
～
に
詳
し
い

⑽　

民
法
第
６
８
９
条
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⑾　

民
法
第
５
５
１
条
２
項

⑿　

民
法
５
５
３
条

⒀　

最
判
昭
５
３
・２
・１
７

⒁　

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
１
６
回
（
平
成
２
２
年
１
０
月
１
９
日
）
に
お
い
て
、
負
担
付
贈
与
契
約
に
お
け
る
双
務
契
約
の
規
定
の

準
用
を
認
め
る
民
法
第
５
５
３
条
の
削
除
が
議
論
さ
れ
、
企
業
に
よ
る
負
担
付
贈
与
契
約
に
お
け
る
忘
恩
行
為
論
に
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⒂　

民
法
第
３
６
９
条
以
下

⒃　

実
務
上
、
民
間
金
融
機
関
は
、
借
入
金
の
利
子
の
支
払
い
が
可
能
な
程
の
額
の
安
定
し
た
定
期
収
入
（
年
金
）
が
あ
る
こ
と
を
申
込
み
条
件
と
し
て

い
る
。

⒄　

平
成
十
六
年
～
二
十
年
の
住
宅
取
得
に
お
い
て
、
新
築
住
戸
（
新
築
３
７
．
８
％
、
新
築
住
戸
の
購
入
３
５
．
７
％
）
に
対
し
、
中
古
住
宅
の
購
入

は
２
．
７
％
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
は
、
建
て
替
え
２
０
．
９
％
、
相
続
・
贈
与
１
．
６
％
な
ど
。（
総
務
省
統
計
局
「
日
本
の
住
宅
・
土
地
―
平
成

二
十
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
解
説
「
結
果
の
解
説
２
－
６
持
ち
家
の
購
入
・
新
築
・
建
て
替
え
等
」

⒅　

住
居
用
木
造
モ
ル
タ
ル
造
の
原
価
償
却
資
産
と
し
て
の
耐
用
年
数
は
、
二
十
年

⒆　

拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
の
活
用
と
日
本
で
の
適
用
の
課
題
」
日
本
経
済
大
論
集
第
４
３
巻
第
２
号
、
近
刊
、
参
照
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ev. 212, 213 (2008)
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は
じ
め
に

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
（m

ass torts litigation

）
と
呼
ば
れ
る
訴
え
が
多
数
提
起

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
明
確
な
定
義
は
現
在
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
規
模
な
事
故
ま
た
は
製
造
物
の
瑕

疵
よ
り
発
生
す
る
広
範
な
損
害
に
対
し
て
、
多
数
の
当
事
者
が
多
額
な
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⑴
。
損
害
が
広
範
で
あ

り
当
事
者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
規
模
（m

ass
）
と
冠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
お
よ
び
財
産
に
損
害
を
与

え
ら
れ
た
多
数
の
当
事
者
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
え
が
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
と
い
え
る
⑵
。
こ
の
訴
え
の
多
く
は
、
集
団
代
表
訴
訟
で

あ
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
は
、
大
規
模
な
損
害
へ
の
賠
償
等
の
不
法
行
為
法
上

の
争
点
お
よ
び
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
是
非
な
ど
の
訴
訟
法
上
の
争
点
が
並
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
が
発
生
し
た
背
景
を
分
析
す
る
。
ま
た
、
こ
の
背
景
が
今
日
の
大
規
模
不

法
行
為
訴
訟
に
い
か
な
る
影
響
と
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
、
大
規
模
な
訴
訟
の
出
現
―
公
共
的
訴
訟
―

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
当
事
者
と
請
求
の
数
か
ら
大
規
模
と
い
え
る
訴
え
が
初
め
て
多
数
提
起
さ
れ
て
き
た
の
は
、
一
九
四
〇
年

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
背
景
と
法
的
影
響

楪　
　
　

博　

行
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代
後
半
の
独
占
禁
止
法(antitrust)

訴
訟
か
ら
で
あ
っ
た
⑶
。
ま
た
一
九
四
七
年
に
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
禁
ず
る
連
邦
証
券
取
引
法

規
則10 b(5)

違
反
に
対
す
る
私
的
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑷
。
証
券
の
分
野
で
大
規
模
な
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
契
機
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
公
益
を
促
進
す
る
訴
訟
が
多
く
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
公
共
的
訴
訟(Public Law

 Litigation)

と
呼
ば
れ
る
訴
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
州
政
府
に
対
し
て
行
政
行
為
の
取
消
ま
た
は
義
務

付
け
を
請
求
す
る
訴
訟
で
あ
る
。
公
共
的
訴
訟
で
は
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
で
あ
る
差
止
命
令
（injunction

）
が
請
求
さ
れ
る
。
連
邦
裁

判
所
は
、
判
決
の
中
で
示
し
た
合
衆
国
憲
法
違
反
状
態
の
是
正
を
、
州
行
政
部
な
ど
に
対
し
て
差
止
命
令
を
使
っ
て
、
義
務
付
け
を
命
ず
る
。

具
体
的
に
は
、
特
定
の
公
共
制
度
、
例
え
ば
人
種
別
学
制
度
⑸
、
刑
務
所
⑹
、
そ
し
て
精
神
病
院
⑺
な
ど
の
改
革
が
判
決
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
。

　

こ
の
公
共
的
訴
訟
と
い
う
名
称
を
提
唱
し
たChayes

は
、
こ
れ
を
従
来
の
民
事
訴
訟
の
構
造
と
は
全
く
異
な
る
性
質
を
も
つ
も
の
と
定

義
し
た
。
従
来
の
民
事
訴
訟
手
続
の
構
造
が
、
対
審
型
で
あ
り
救
済
が
遡
及
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
公
共
的
訴
訟
の

そ
れ
は
対
審
型
で
な
く
救
済
も
将
来
的
に
及
ん
で
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
⑻
。Chayes

は
、
従
来
型
の
民
事
訴
訟
を
次
の
内
容
を
も
つ
も

の
と
分
析
し
た
。
第
一
に
、
訴
訟
が
相
対
立
す
る
二
当
事
者
間
で
展
開
さ
れ
、
第
二
に
、
紛
争
は
過
去
に
発
生
し
た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
、

第
三
に
、
救
済
の
範
囲
は
実
体
上
の
権
利
侵
害
か
ら
決
定
さ
れ
、
第
四
に
、
判
決
は
裁
判
所
の
関
与
を
終
了
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
影
響

は
両
当
事
者
に
限
定
さ
れ
、第
五
に
当
事
者
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
⑼
。
以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、従
来
型
の
民
事
訴
訟
は
、

当
事
者
主
義
を
基
礎
に
し
た
民
事
訴
訟
手
続
に
拠
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
公
共
的
訴
訟
は
、
裁
判
所
と
裁
判
官
の
役
割
に
関

す
る
新
し
い
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
当
事
者
の
併
合
や
集
団
代
表
訴
訟
で
あ
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
登
場
に
よ
っ

て
集
団
の
利
害
が
訴
訟
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
⑽
。
第
二
に
、
金
銭
賠
償
に
代
わ
っ
て
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
差
止
命
令
に
よ
る
救

済
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
当
事
者
で
な
い
人
々
を
も
巻
き
込
ん
だ
多
数
の
者
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
⑾
。
第
三
に
、

救
済
の
内
容
を
決
定
す
る
際
の
裁
判
所
に
よ
る
事
実
の
審
理
が
、
将
来
に
向
け
た
救
済
の
内
容
を
決
定
す
る
立
法
的
な
も
の
で
あ
る
⑿
。
第

四
に
、
判
決
は
当
事
者
の
協
議
に
よ
る
救
済
を
内
容
と
す
る
た
め
に
、
将
来
の
あ
り
か
た
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
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の
結
果
、
判
決
は
裁
判
所
の
関
与
を
終
了
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
執
行
の
た
め
に
関
与
を
継
続
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
⒀
。
そ
し
て
第

五
に
、
請
求
の
原
因
が
公
共
政
策
の
実
施
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
裁
判
官
は
事
実
を
正
確
に
評
価
し
判
決
を
執
行
す
る
責
務
を
負
っ

て
い
る
⒁
。

　

公
共
的
訴
訟
は
内
容
的
に
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
公
益
訴
訟
（public interest litigation

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

州
政
府
な
ど
の
行
政
行
為
に
対
し
て
取
消
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
。
第
二
に
、制
度
改
革
訴
訟
（institutional reform

 litigation

）
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
州
政
府
な
ど
が
設
立
し
た
教
育
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
制
度
の
構
造
や
そ
の
運
営
の
是
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
⒂
。
公
共

的
訴
訟
の
背
景
に
は
、
か
つ
て
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
よ
る
行
政
国
家
化
の
進
行
が
あ
り
、
社
会
的
に
州
政
府
の
行
為
へ
の
取
消
を
求
め

る
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、行
政
庁
に
よ
る
行
為
の
是
非
を
連
邦
裁
判
所
で
争
う
こ
と
を
認
め
る
連
邦
行
政
訴
訟
法
が
成
立
し
た
⒃
。
ま
た
、

州
政
府
や
私
的
機
関
に
法
令
遵
守
を
求
め
る
こ
と
を
、
様
々
な
法
令
に
基
づ
い
て
提
訴
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
⒄
。

　

公
益
訴
訟
に
お
い
て
は
、
行
政
行
為
の
取
消
や
義
務
付
け
な
ど
を
目
的
と
し
て
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
で
あ
る
差
止
命
令
が
請
求
さ
れ
る

た
め
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
手
続
で
行
わ
れ
て
い
た
民
事
陪
審
に
よ
る
審
理
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
多
く
の
当
事
者
が
存
在
す
る
た
め
、
エ

ク
ィ
テ
ィ
上
の
手
続
で
あ
っ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
一
部
の
者
が
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
た
め
に
訴
え
を
提
起
す
る
⒅
。

　

制
度
改
革
訴
訟
の
典
型
例
は
、
公
共
的
訴
訟
の
端
緒
と
な
っ
た
人
種
別
学
訴
訟
で
あ
っ
た
⒆
。
公
益
訴
訟
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
差
止
請

求
を
認
容
す
る
終
局
判
決
で
事
件
が
終
了
す
る
。
一
方
、
制
度
改
革
訴
訟
で
は
、
裁
判
所
は
違
憲
状
態
是
正
の
た
め
に
差
止
命
令
を
出
し
、

終
局
判
決
以
降
も
管
轄
権
を
留
保
す
る
⒇
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
制
度
の
違
憲
状
態
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
証
拠
開
示
が
特

に
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
裁
判
所
外
機
関
で
あ
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
マ
ス
タ
ー
を
任
命
し
て
、
訴
訟
資
料
を
収
集
さ
せ
る
と
同
時
に
、

積
極
的
な
救
済
形
成
を
行
わ
せ
て
い
る
�
。
公
益
訴
訟
と
同
様
に
、
こ
の
訴
え
で
は
信
託
な
ど
従
来
の
エ
ク
ィ
テ
ィ
と
は
異
な
る
公
共
制
度

の
違
憲
状
態
が
訴
訟
物
と
な
る
が
、
求
め
ら
れ
る
救
済
が
差
止
命
令
で
あ
る
こ
と
や
、
民
事
陪
審
が
介
入
し
な
い
な
ど
は
こ
の
手
続
に
拠
っ

て
い
る
。

　

公
共
的
訴
訟
を
発
生
さ
せ
た
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
行
政
国
家
化
の
拡
大
と
権
利
意
識
の
向
上
が
主
た
る
も
の
で
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あ
る
�
。そ
れ
ら
が
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
定
め
ら
れ
た
エ
ク
ィ
テ
ィ
由
来
の
手
続
と
相
ま
っ
た
結
果
が
公
共
的
訴
訟
で
あ
る
。エ
ク
ィ
テ
ィ

由
来
の
手
続
の
典
型
と
し
て
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
差
止
命
令
が
あ
る
。
原
告
の
大
規
模
化
に
対
応
す
る
の
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
組
織
の
行
為
を
将
来
に
わ
た
っ
て
是
正
す
る
効
果
を
及
ぼ
す
の
が
差
止
命
令
で
あ
る
。
社
会
と
行
政
の
機
能
強
化
を
目
的
と
し

て
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
エ
ク
ィ
テ
ィ
手
続
が
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
公
共
的
訴
訟
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
好
意
的
な
評
価
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。Fiss

は
、
制
度
改
革
訴
訟
に
は
合
衆
国
憲
法

上
お
よ
び
政
治
的
に
困
難
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
�
、
こ
れ
以
外
に
も
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
公
共
的
訴

訟
が
合
衆
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
司
法
権
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
す
る
主
張
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
制
度
改
革
訴
訟
に
お
け
る
司
法
裁
量
は

立
法
と
行
政
が
そ
の
責
任
を
放
棄
し
な
い
限
り
正
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
や
�
、
三
権
分
立
の
原
則
は
裁
判
所
に
公
共
的
訴

訟
で
の
司
法
裁
量
の
抑
制
を
求
め
て
い
る
と
す
る
主
張
が
あ
り
�
、
公
共
的
訴
訟
の
合
衆
国
憲
法
上
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
結
論
が
出
さ
れ

て
い
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

二
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
展
開

　

一
九
六
〇
年
代
か
ら
薬
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
多
数
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
合
成
阻
害
薬
で
あ
る

M
ER/29

の
摂
取
に
よ
り
、
白
内
障
や
脱
毛
な
ど
の
副
作
用
が
発
生
し
た
と
主
張
し
て
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
七
年
に
か
け
て
一
，

五
〇
〇
を
超
え
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
き
た
�
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
訴
え
の
提
起
を
誘
発
す
る
事
件
が
発
生
す
る
と
と

も
に
、
原
子
力
事
故
へ
の
賠
償
も
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
�
、
大
規
模
不
法
行
為
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
大
規
模
不
法
行
為
�
を
大
別
す
る
と
、
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、
飛
行
機

事
故
や
火
災
な
ど
の
単
一
の
大
事
故
で
あ
る
。
被
害
の
程
度
は
被
害
者
毎
に
異
な
る
も
の
の
、
各
々
の
損
害
賠
償
請
求
が
集
約
さ
れ
て
一
つ

の
訴
え
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。
第
二
は
、
多
地
域
に
分
散
し
て
発
生
し
た
、
製
造
物
瑕
疵
な
ど
か
ら
発
生
す
る
損
害
へ
の
賠
償
を
請
求
す
る

も
の
で
あ
る
。
多
数
の
原
告
に
よ
り
、
特
定
の
会
社
に
対
し
て
損
害
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
と
も
、
求
め
ら
れ
る
救
済
は
財
産



─ 136 ─

的
お
よ
び
精
神
的
な
損
害
へ
の
金
銭
賠
償
で
あ
る
。
損
害
の
補
填
を
目
的
と
し
た
填
補
賠
償(com

pensatory dam
ages

）
と
、
加
害
者
へ

の
制
裁
を
目
的
と
し
た
懲
罰
的
賠
償(punitive dam

ages)

が
請
求
さ
れ
る
。
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
た
め
に
、
公
共
的
訴
訟
と
は
異
な

り
こ
の
訴
訟
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
訴
訟
で
あ
る
。

　

第
一
の
分
類
で
あ
る
単
一
の
大
事
故
で
の
損
害
賠
償
訴
訟
は
、
従
来
の
不
法
行
為
の
損
害
規
模
が
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
規
模
な
事

故
の
た
め
原
告
が
多
数
に
の
ぼ
り
各
々
の
損
害
程
度
は
異
な
る
が
、
因
果
関
係
は
原
告
間
で
共
通
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
案
に

はBeverley Hills Supper Club

火
事
事
件
が
あ
る
。
本
件
は
、
一
九
七
七
年
五
月
二
八
日
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
で
発
生
し
た
火
事
に
よ
り
、

死
者
が
一
六
五
名
に
上
り
怪
我
人
が
二
〇
〇
名
を
超
え
、
損
害
賠
償
請
求
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
�
。

　

第
二
の
分
類
に
該
当
す
る
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
は
、
損
害
が
多
地
域
お
よ
び
異
な
る
時
間
で
発
生
す
る
た
め
に
、
従
来
の
不
法
行
為

訴
訟
と
は
様
相
が
異
な
る
。
典
型
的
な
も
の
は
、
瑕
疵
あ
る
製
造
物
に
よ
る
人
身
被
害
へ
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ス

ベ
ス
ト
�
、
タ
バ
コ
�
、
そ
し
て
避
妊
器
具
の
ダ
ル
コ
ン
・
シ
ー
ル
ド(Dalkon Shield)

�
な
ど
の
被
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
型

の
訴
訟
で
は
、
損
害
発
生
が
広
域
化
し
て
い
る
た
め
、
一
つ
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
集
約
さ
せ
る
広
域
係
属
訴
訟
手
続
�
や
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、ダ
ル
コ
ン
・
シ
ー
ル
ド
の
事
案
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
にA.H.Robins

社
は
、
ダ
ル
コ
ン
・
シ
ー
ル
ド
の
販
売
を
開
始
し
た
。
そ
の
直
後
か
ら
、
骨
盤
内
で
の
重
篤
な
感
染
症
の
報
告
が
相
次
い
だ
。
膣
か
ら
子
宮

に
運
ば
れ
た
細
菌
が
骨
盤
内
で
感
染
症
を
起
こ
し
、
そ
の
結
果
、
骨
盤
内
炎
症
疾
患
を
発
症
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
に
ダ
ル
コ

ン
・
シ
ー
ル
ド
は
回
収
さ
れ
た
が
、A.H.Robins

社
に
対
し
て
は
三
〇
万
件
に
も
お
よ
ぶ
不
法
行
為
損
害
賠
償
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

一
九
八
五
年
に
は
、
訴
訟
費
用
と
何
百
万
ド
ル
に
も
お
よ
ぶ
和
解
金
の
た
め
に
、
同
社
は
連
邦
倒
産
裁
判
所
に
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
に
基

づ
く
民
事
再
生
の
申
請
を
行
っ
た
上
で
、Am

erican Hom
e Products

に
会
社
を
売
却
し
た
。Am

erican Hom
e Products

は
そ
の
後
、

約
一
五
年
間
に
わ
た
り
ダ
ル
コ
ン
・
シ
ー
ル
ド
の
製
造
物
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
�
。

　

第
二
の
分
類
に
関
す
る
訴
訟
で
は
、
訴
訟
法
お
よ
び
実
体
法
上
多
く
の
争
点
が
現
れ
た
。
ア
ス
ベ
ス
ト
や
ダ
ル
コ
ン
・
シ
ー
ル
ド
事
件
で

は
、
倒
産
手
続
に
よ
り
会
社
を
破
産
か
ら
保
護
す
る
こ
と
や
未
発
症
疾
病
の
損
害
賠
償
の
是
非
が
争
わ
れ
た
。
ま
た
タ
バ
コ
事
件
で
は
、
い
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く
つ
か
の
州
が
健
康
保
護
予
算
の
増
大
が
喫
煙
に
あ
る
と
し
て
タ
バ
コ
製
造
会
社
に
何
十
億
ド
ル
も
の
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
が
争
わ

れ
た
�
。
と
り
わ
け
、
現
在
に
お
い
て
継
続
的
か
つ
重
点
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
が
、
和
解
を
目
的
と
す
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
懲

罰
的
賠
償
を
含
む
賠
償
額
の
多
額
化
の
是
非
で
あ
る
�
。

三
、
公
共
的
訴
訟
の
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
へ
の
影
響

　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
が
多
く
提
起
さ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
が
公
共
的
訴
訟
に
影
響
を
受
け
、

そ
れ
と
類
似
し
た
性
質
を
示
し
て
い
る
と
主
張
す
る
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
説
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
訴
訟
で
は
合
衆
国
憲
法

に
定
め
ら
れ
る
基
本
的
人
権
が
裁
判
所
に
よ
り
保
護
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
違
憲
状
態
に
あ
る
制
度
が
改
革
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
裁
判
官
が
公
共
的
訴
訟
と
同
様
に
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
い
て
も
積
極
的
に
訴
訟
指
揮
を
と
り
、
紛
争
を
解
決
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
た
�
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
批
判
が
存
在
し
た
。
そ
の
第
一
は
、
大
規
模
不
法
行
為
の
事
例
の
請
求
原
因
が
合
衆
国
憲
法
上
の
人
権
侵
害
で
は

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
が
、
不
法
行
為
の
大
規
模
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、

大
規
模
不
法
行
為
が
違
憲
状
態
の
教
育
制
度
な
ど
の
よ
う
に
社
会
改
革
に
関
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
公
共

的
訴
訟
の
よ
う
に
州
の
行
為
が
存
在
せ
ず
、
裁
判
官
に
よ
る
積
極
的
な
介
入
を
必
要
と
し
な
い
点
で
あ
る
�
。

　

大
規
模
な
訴
訟
の
被
告
の
多
く
は
、
大
小
を
問
わ
ず
営
利
企
業
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
相
手
ど
っ
た
、
個
々
の
不
法
行
為
の
訴
え
の
集
合
体

が
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
あ
る
。
人
身
損
害(personal injury)
を
専
門
と
す
る
成
功
報
酬(contingent fee)

で
委
任
を
受
け
た
代
理

人
が
、
不
法
行
為
の
被
害
者
で
あ
る
原
告
の
た
め
に
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
、従
来
の
不
法
行
為
訴
訟
と
本
質
的
に
は
同
じ

で
あ
る
�
。
ま
た
、
公
共
的
訴
訟
の
場
合
に
は
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
で
あ
る
差
止
命
令
が
請
求
さ
れ
た
が
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
場

合
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
で
あ
る
損
害
賠
償
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
へ
の
公
共
的
訴
訟
の
影
響
と

両
者
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
に
公
共
的
訴
訟
で
対
象
と
な
っ
た
重
要
な
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
争
点
の
審
理
を
強
い
る
結
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果
と
な
る
。　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
は
、
大
規
模
性
と
い
う
側
面
か
ら
の
み
社
会
的
影
響
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
社
会
制
度
を
将
来

的
に
改
革
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
損
害
を
遡
及
的
に
填
補
す
る
と
い
う
性
質
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
黎
明
期
と
も
い
え
る
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
は
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
を
公
共
的
訴
訟
の
一
種
と
位
置
づ
け
て
、

不
法
行
為
法
制
度
の
社
会
的
影
響
を
分
析
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
て
い
た
�
。
し
か
し
、
現
在
で
は
こ
れ
を
採
る
例
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

現
在
に
お
い
て
は
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
はChases

が
示
し
た
公
共
的
訴
訟
と
対
比
さ
れ
る
従
来
型
の
訴
訟
、
す
な
わ
ち
対
審
型
の
訴

訟
に
近
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
特
有
の
実
体
法
上
の
問
題
に
、
損
害
賠
償
の
範
囲
が
あ
る
。
未
発
症
の
疾
病
や
疾
病
発
見
の
た
め

の
医
療
検
査
を
損
害
賠
償
に
含
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
な
ど
で
は
有
害
物
質

に
接
触
す
る
と
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
認
め
て
い
た
�
。
損
害
賠
償
に
こ
れ
ら
を
含
め
る
か
否
か
は
州
に
よ
っ
て
見
解
が
相
違
し
て
い
た

が
、
最
近
で
は
概
ね
否
定
的
な
見
解
を
と
る
傾
向
に
あ
る
�
。
し
か
し
、
将
来
的
に
破
産
な
ど
被
告
が
損
害
賠
償
債
務
を
履
行
で
き
な
く
な

る
こ
と
へ
の
対
応
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
在
に
お
い
て
そ
れ
を
履
行
さ
せ
る
な
ど
何
ら
か
の
措
置
が
必
要
と
な
る
。
大
規
模
化
し
た
不
法
行
為

訴
訟
、
特
に
放
射
能
被
爆
や
薬
害
の
そ
れ
で
は
疾
病
発
症
に
個
人
差
が
あ
り
、
賠
償
額
が
決
定
で
き
な
い
と
と
も
に
、
将
来
発
生
す
る
損
害

を
現
在
に
お
い
て
算
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
大
規
模
不
法
行
為
の
性
質
か
ら
、
従
来
の
単
純
と
も
い
え
る
不
法
行
為
で
は
な

く
、
因
果
関
係
を
蓋
然
性
で
は
な
く
疫
学
的
な
可
能
性
を
証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。Chayes

の
定
義
す
る
従
来
型

訴
訟
の
中
に
、
未
発
生
損
害
に
対
す
る
現
在
に
お
け
る
賠
償
と
い
う
、
新
し
い
実
体
法
上
の
争
点
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
先
行
し
た
公
共
的
訴
訟
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
大
規
模
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
公
共
的
訴

訟
が
出
現
す
る
過
程
で
原
告
は
多
数
化
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
六
年
の
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
改
正
に
よ
り
、Rule 23

所
定
の
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
は
差
止
命
令
を
請
求
す
る
場
合
�
と
、
法
的
ま
た
は
事
実
的
問
題
が
ク
ラ
ス
構
成
員
間
に
共
通
の
場
合
�
に
成
立
が
認
め
ら
れ

た
。
公
共
的
訴
訟
で
は
前
者
に
、
そ
し
て
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
は
後
者
に
該
当
す
る
と
し
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
大
規
模
不
法

行
為
訴
訟
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
製
造
物
責
任
訴
訟
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
消
費
者
の
権
利
意
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識
の
向
上
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
�
。
こ
こ
に
公
共
的
訴
訟
の
背
景
と
の
類
似
性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
多
数
化
し
た
当

事
者
に
よ
る
訴
訟
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
担
保
さ
れ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
前
に
提
起
さ
れ
た
事
件
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
事
例
と
火
事
事

件
�
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
第
一
の
大
規
模
不
法
行
為
類
型
で
あ
る
大
事
故
に
該
当
す
る
火
事
事
件
の
み
が
終
結
し
て
お
り
、
大
規
模
不

法
行
為
事
例
の
第
二
の
類
型
に
該
当
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
事
例
は
長
い
時
間
を
か
け
て
多
く
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
訴

訟
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
未
発
生
損
害
賠
償
な
ど
新
し
い
争
点
を
現
出
さ
せ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
点
は
公
共
的
訴
訟
に
お
い
て
は
現

れ
な
か
っ
た
兆
候
で
あ
り
、
大
規
模
性
の
み
が
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
が
公
共
的
訴
訟
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
は
必
ず
し
も
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
別
の
不
法
行
為
の
訴
え
に

よ
っ
て
損
害
賠
償
の
請
求
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
で
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
多
用
さ
れ
て
き
た
。

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
利
点
は
、
損
害
が
少
額
で
多
く
の
者
が
訴
え
提
起
を
躊
躇
し
て
い
る
場
合
に
、
訴
え
の
客
観
的
併
合
と
代
表
に
よ

る
提
起
に
よ
り
、
損
害
額
の
集
積
と
訴
え
提
起
の
容
易
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
製
造
物
を
製
造
す
る
企
業
で
あ
る
被
告
に

対
し
て
損
害
賠
償
額
の
集
積
に
よ
る
多
額
化
が
脅
威
と
さ
れ
、
容
易
に
和
解
に
持
ち
込
め
る
利
点
も
派
生
す
る
。
一
方
で
、
和
解
を
目
的
と

し
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
提
起
が
増
大
し
た
結
果
、
被
害
者
で
あ
る
原
告
に
は
低
価
格
の
商
品
割
引
の
ク
ー
ポ
ン
の
み
が
渡
さ
れ
、
原

告
代
理
人
に
成
功
報
酬
に
基
づ
い
た
多
額
な
弁
護
士
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
和
解
を
目
的
と
す
る
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
州
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
た
�
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
五
年
に
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法(Class Action Fairness Act)

が
合
衆
国
議
会
で
成

立
し
、
概
略
的
に
は
、
①
和
解
へ
の
規
制
、
②
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
の
拡
大
、
③
州
裁
判
所
か
ら
連
邦
裁
判
所
へ
の
移
管
を
定
め
た
�
。

こ
の
立
法
に
よ
り
、
大
規
模
不
法
行
為
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
提
起
が
減
少
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
逆
の
結
果
と
な
っ
て

い
る
。
同
法
成
立
後
約
一
年
半
の
間
で
、
州
裁
判
所
か
ら
連
邦
裁
判
所
へ
移
管
さ
れ
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
数
は
月
平
均
で
約
二
倍
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
合
衆
国
議
会
と
同
様
に
合
衆
国
最
高
裁
判
所
も
二
〇
一
一
年
に
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
成

立
要
件
を
厳
格
化
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
。
大
規
模
不
法
行
為
で
は
な
い
が
、
雇
用
差
別
事
件
に
お
い
て
、
約
一
五
〇
万
人
を
代
表
し
た
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ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
要
件
で
あ
る
ク
ラ
ス
構
成
員

間
で
の
法
的
ま
た
は
事
実
的
共
通
問
題
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
�
。
こ
の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
現
在
に
お
い
て
も
支
持

さ
れ
て
い
る
�
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
成
立
が
厳
格
化
さ
れ
て
連
邦
裁
判
所
で
集
中
し
て
審
理
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
は
手
続
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に
　
─
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
影
響
と
今
後
の
課
題
─

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
時
の
大
規
模
不
法
行
為
を
巡
る
問
題
に
は
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
制
限
の
是
非
が
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟

で
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
多
く
の
少
額
の
請
求
を
集
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
原
告
の
訴
え
提
起
の
動
機
づ

け
が
な
さ
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
和
解
の
た
め
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
に
は
、
原
告
が
低
額
で
和
解
決
着
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
�
。
そ
こ
で
、
代
理
人
を
含
め
た
堅
固
な
ク
ラ
ス
を
確
立
し
、
代
理
人
と
ク
ラ
ス
構
成
員
間
の
利
益

を
調
整
す
る
見
解
が
現
れ
て
き
た
。Rule 23 (b)(2)

に
規
定
さ
れ
る
差
止
命
令
を
請
求
す
る
際
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
ク

ラ
ス
構
成
員
に
ク
ラ
ス
離
脱
権
を
認
め
な
い
強
制
型
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン(m

andatory class action)

を
用
い
て
、
手
続
上
強
制
し
て

原
告
の
集
合
的
な
利
益
を
担
保
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
�
。
一
方
で
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
は
和
解
に
よ
っ
て
決
着
す
る
場
合
が
多
い

た
め
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
被
告
に
圧
力
を
与
え
て
原
告
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
、
強
制
型
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
を
使
う
必
然
性
を
認
め
な
い
見
解
も
あ
る
�
。
さ
ら
に
離
脱
権
を
認
め
な
い
強
制
型
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
合
衆
国
憲
法
に
定
め
る
適

正
手
続
違
反
と
す
る
指
摘
も
あ
る
�
。
い
ず
れ
の
見
解
を
採
る
に
せ
よ
、
大
規
模
不
法
行
為
は
損
害
賠
償
請
求
目
的
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ

ン
が
抱
え
る
問
題
を
示
し
て
い
る
。
い
か
な
る
方
法
で
原
告
に
妥
当
な
損
害
賠
償
を
担
保
す
る
か
、
ま
た
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
以
外
の
方

法
で
大
規
模
不
法
行
為
の
解
決
を
探
る
こ
と
が
肝
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

大
規
模
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
填
補
賠
償
の
み
な
ら
ず
懲
罰
的
賠
償
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
両
賠
償
を
合
算
す
れ
ば
数

百
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
額
に
な
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
�
。
被
告
は
損
害
賠
償
債
務
の
不
履
行
に
陥
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
応
す
る
に
は
、
懲
罰
的
賠
償
を
含
め
損
害
賠
償
金
の
減
額
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
規
模
不
法
行
為

訴
訟
に
お
け
る
多
額
な
損
害
賠
償
金
は
、
不
法
行
為
損
害
賠
償
の
損
害
を
填
補
す
る
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
は
違
法
行
為
の
積
極
的
な

抑
止
効
果
を
増
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
懲
罰
的
効
果
も
併
せ
て
示
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
類
似
す
る
消
費
者
被
害
を
集
団
的
に
救
済
す
る
訴
訟
制
度
が
創
設
さ
れ
た
�
。
特
定
適

格
消
費
者
団
体
が
当
事
者
適
格
を
も
ち
消
費
者
を
代
表
す
る
た
め
�
、
い
か
な
る
者
も
代
表
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
ア
メ
リ
カ
の
制
度
と
は

異
な
る
。
ま
た
、
人
の
生
命
お
よ
び
身
体
を
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
や
精
神
上
の
苦
痛
に
つ
い
て
は
除
外
さ
れ
て
い
る
た
め
�
、
一
見

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
験
は
わ
が
国
の
訴
訟
制
度
と
は
直
接
関
連
性
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
規
模
不
法
行
為
訴

訟
が
示
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
経
験
は
、
今
後
わ
が
国
の
訴
訟
制
度
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
損
害
賠
償
請
求
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
何
故

な
ら
、
わ
が
国
の
訴
訟
制
度
も
損
害
賠
償
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
被
害
者
並
び
に
損
害
範
囲
に
つ
い
て
大
規
模
な
不
法

行
為
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
訴
訟
だ
け
で
な
くADR

を
通
じ
た
解
決
も
同
時
に
並
行
し
て
模
索
す
べ
き
状
況
に
あ
ろ
う
。
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は
じ
め
に

　

建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
五
九
条
の
二
に
規
定
さ
れ
る
総
合
設
計
許
可
制
度
は
、
空
地
（
ク
ウ
チ
）
を
設
け
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
場
合
に
、
計
画
建
築
物
の
容
積
率
や
高
さ
の
規
制
等
を
緩
和
す
る
許
可
を
行
い
、
建
築
主
に
緩

和
し
た
分
の
ボ
ー
ナ
ス
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
。
同
制
度
を
活
用
し
た
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
は
、
近
時
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
に
伴
い
、
か
か
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
計
画
に
関
す
る
紛
争
も
多
発
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
東
京
都
や
東
京
都
の
特
別
区
、

大
阪
府
な
ど
の
都
市
部
に
お
け
る
共
同
住
宅
建
替
型
の
建
築
計
画
に
つ
い
て
、「
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
」
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、

容
積
率
等
の
大
幅
な
規
制
緩
和
を
認
め
る
な
ど
の
優
遇
措
置
を
講
ず
る
内
容
の
行
政
規
則
（「
総
合
設
計
許
可
要
綱
」
な
ど
の
名
称
が
付
さ

れ
る
も
の
）
を
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
少
な
く
な
く
⑴
、
か
か
る
行
政
規
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
付
近
住
民
、
建
築
業
者
ら
の
諸
利

益
が
激
し
く
衝
突
す
る
紛
争
が
生
じ
や
す
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
⑵
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
件
裁
量
の
肯
定
さ
れ
る
処
分
と
解
さ
れ
て
い
る
総
合
設
計
許
可
の
適
法
性
の
審
査
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
同
許
可

の
裁
量
統
制
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
、
裁
判
例
や
行
政
法
学
説
に
お
い
て
未
だ
十
分
な
検
討
が
な

さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
裁
量
統
制
の
問
題
に
関
し
て
は
、
要
件
の
認
定
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
事
項
を
考
慮
・
重
視

す
べ
き
か
と
い
う
、
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
が
重
要
な
課
題
と
な
り
、
か
か
る
考
慮
事
項
の
問
題
は
、
特
に
近
時
、
被

建
築
基
準
法
上
の
総
合
設
計
許
可
に
係
る
行
政
裁
量
の
統
制
に
関
す
る
一
考
察

平　
　
　

裕　

介

─
─
総
合
設
計
許
可
制
度
を
活
用
し
た
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
紛
争
事
例
を
中
心
に
─
─
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処
分
者
以
外
の
者
の
原
告
適
格
（
行
政
事
件
訴
訟
法
９
条
）
の
議
論
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
政
法
学

で
は
、
本
案
前
の
訴
訟
要
件
で
あ
る
原
告
適
格
の
問
題
と
本
案
後
の
違
法
事
由
の
問
題
に
は
結
節
点
が
見
い
だ
せ
る
も
の
と
し
て
、 

総
論
的

に
は
、
考
慮
事
項
の
解
釈
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
総
合
設
計
許
可
処
分
と
い
う
各
論
部
分
に
お
い
て

は
、
そ
の
考
慮
事
項
の
問
題
に
つ
き
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
総
合
設
計
許
可
処
分
の
裁
量
統
制
に
係
る
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
に
関
し
、
付
近
住
民
等
が

同
処
分
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
お
け
る
原
告
適
格
の
議
論
等
と
関
連
付
け
て
検
討
を
加
え
る
。
以
下
、「
一
」
に
お
い
て
総
合
設

計
許
可
制
度
の
仕
組
み
を
概
観
し
、「
二
」
に
お
い
て
災
害
防
止
要
件
、環
境
整
備
要
件
等
（
法
五
九
条
の
二
第
一
項
）
に
係
る
行
政
裁
量
（
要

件
裁
量
）
の
統
制
手
法
等
に
関
す
る
裁
判
例
・
学
説
等
を
確
認
し
た
上
で
、「
三
」
に
お
い
て
上
記
各
要
件
に
つ
い
て
の
要
考
慮
事
項
・
要

重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
と
い
う
課
題
、
と
り
わ
け
、
空
地
の
質
や
、
都
市
部
に
お
い
て
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を
形
成
す
る
（
都
市
部
の

防
災
機
能
を
強
化
し
、
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
を
含
む
社
会
環
境
を
向
上
さ
せ
る
）
要
請
な
ど
が
、
環
境
整
備
要
件
等
と
の
関
係
で
、
要
考
慮
事

項
・
要
重
視
事
項
と
い
え
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
原
告
適
格
に
関
す
る
判
例
実
務
・
学
説
等
と
関
連
付
け
て
考
察
し
、
最
後
に
、
総
合
設
計

許
可
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
要
綱
の
内
容
や
運
用
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
、
提
言
を
行
う
。

一
、
総
合
設
計
許
可
制
度
の
仕
組
み

１　

総
合
設
計
許
可
の
要
件
・
効
果

　

総
合
設
計
許
可
制
度
と
は
、
法
五
九
条
の
二
に
規
定
さ
れ
る
「
許
可
」
の
総
称
を
い
う
。
法
五
九
条
の
二
は
、「
敷
地
内
に
広
い
空
地
を

有
す
る
建
築
物
の
容
積
率
等
の
特
例
」
と
し
て
、
第
一
項
で
、
敷
地
内
に
政
令
（
法
施
行
令
一
三
六
条
）
で
定
め
る
「
空
地
」
を
有
し
（
空

地
要
件
）、
そ
の
敷
地
面
積
が
政
令
（
同
条
）
で
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物
で
（
敷
地
要
件
）、「
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防

火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
」（
災
害
防
止
要
件
）、
建
ぺ
い
率
、
容
積
率
等
に
つ
き
「
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
」（
総
合

配
慮
要
件
）
に
よ
り
「
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
」
ら
れ
る
場
合
（
環
境
整
備
要
件
）
に
は
、「
許
可
の
範
囲
内
に
お
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い
て
」
計
画
建
築
物
の
法
所
定
の
容
積
率
等
の
規
制
の
「
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
第
二
項
で
、
建
築
審

査
会
の
同
意
を
手
続
的
要
件
と
し
て
規
定
し
て
い
る
（
同
項
、
法
四
四
条
二
項
）。
ま
た
、
そ
の
規
制
緩
和
の
内
容
は
、
容
積
率
の
（
法

五
二
条
一
項
～
九
項
）
緩
和
、
第
一
種
・
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
内
の
絶
対
高
さ
制
限
（
法
五
五
条
一
項
）
の
緩
和
、
道
路
・
隣
地
・

北
側
斜
線
制
限
（
法
五
六
条
）
の
緩
和
及
び
特
例
容
積
率
（
法
五
七
条
の
二
第
六
項
）
の
緩
和
で
あ
り
、
緩
和
し
う
る
程
度
（
同
項
の
「
許

可
の
範
囲
」）
に
は
制
限
が
設
け
て
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
総
合
設
計
許
可
制
度
は
、
前
記
五
つ
の
実
体
的
要
件
⑶
及
び
一
つ
の

手
続
的
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
そ
の
ボ
ー
ナ
ス
な
い
し
特
典
と
し
て
、
計
画
建
築
物
の
容
積
率
や
高
さ
等
の
規
制
を
緩
和
す

る
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
り
、
ま
た
、
規
制
緩
和
の
制
限
が
な
い
こ
と
か
ら
、
紛
争
が
生
じ
易
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

２　

総
合
設
計
許
可
制
度
の
趣
旨

　

総
合
設
計
許
可
制
度
の
趣
旨
に
つ
き
、
判
例
、
学
説
、
行
政
解
釈
は
、
例
外
的
に
規
制
緩
和
の
特
典
・
ボ
ー
ナ
ス
を
与
え
る
制
度
で
あ
る

も
の
と
い
う
理
解
で
一
致
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
民
集
五
六
巻
三
号
六
一
三
頁
・
桶
川
市
総
合
設
計
事
件
⑷
（
同
判
決
は
最
三
小
判
平
成

一
四
年
一
月
二
二
日
民
集
五
六
巻
一
号
四
六
頁
・
広
尾
総
合
設
計
事
件
⑸
を
引
用
す
る
。）
は
、
か
か
る
制
度
趣
旨
に
つ
き
、「
容
積
率
制
限
、

…
…
高
さ
制
限
の
特
例
と
し
て
」
各
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
各
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
、
大
阪
地
判
平
成
四
年
八
月

二
八
日
行
集
四
三
巻
八
＝
九
号
一
一
二
六
頁
は
、「
総
合
設
計
制
度
は
、
一
定
規
模
以
上
の
公
開
空
地
を
有
す
る
建
築
物
の
計
画
に
対
し
、

特
定
行
政
庁
の
許
可
を
要
件
と
し
て
、
法
が
一
般
的
に
規
制
し
て
い
る
容
積
率
…
…
等
を
緩
和
す
る
と
い
う
特
典
を
与
え
て
こ
れ
を
奨
励
し
、

も
っ
て
都
市
の
中
に
少
し
で
も
多
く
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
を
図
ろ
う
と
し
た
制
度
と
解
さ
れ
る
」

と
述
べ
る
。
ま
た
、
学
説
⑹
や
、
行
政
解
釈
（
総
合
設
計
許
可
の
条
文
新
設
時
の
建
設
省
住
宅
局
長
の
理
解
）
で
あ
る
昭
和
四
六
年
一
月

二
九
日
住
指
発
第
四
四
号
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
建
設
省
住
宅
局
長
通
達
（「
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
及
び
運
用

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
も
の
）⑺
も
、
同
様
に
例
外
的
に
ボ
ー
ナ
ス
を
与
え
る
制
度
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
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二
、
総
合
設
計
許
可
に
係
る
要
件
裁
量
の
認
否
・
統
制
等
に
関
す
る
裁
判
例
・
学
説
の
状
況
と
課
題

１　

要
件
裁
量
の
認
否
（
裁
量
肯
定
説
）
に
つ
い
て

　

行
政
裁
量
と
は
、
法
律
に
お
い
て
行
政
行
為
を
す
る
に
際
し
て
行
政
庁
に
一
定
の
判
断
余
地
を
認
め
る
こ
と
⑻
で
あ
る
。
法
五
九
条
の
二

第
一
項
に
お
い
て
は
、
災
害
防
止
要
件
、
総
合
配
慮
要
件
、
環
境
整
備
要
件
と
い
う
各
要
件
の
認
定
に
つ
い
て
の
行
政
裁
量
、
す
な
わ
ち
、

要
件
裁
量
⑼
の
認
否
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
裁
判
例
も
学
説
も
、
上
記
各
要
件
に
つ
き
、
合
理
的
な
範
囲
内
で
要
件
裁
量
を
認
め
て
お
り
、

概
ね
裁
量
肯
定
説
を
採
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
前
掲
大
阪
地
判
平
成
四
年
八
月
二
八
日
は
、「『
総
合
的
な
配
慮
』、『
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
』
と
い
う
抽
象
的

な
文
言
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
無
の
判
断
は
、
比
較
的
広
範
な
裁
量
行
為
と
解
さ
れ
る
」
と
し
、
東
京
地
判
平
成
二
三
年
九
月
三
〇

日
判
例
時
報
二
一
五
六
号
三
〇
頁
は
、
上
記
各
要
件
の
認
否
の
判
断
に
つ
き
、「
そ
の
文
言
が
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
法
令
上
に
具

体
的
な
判
断
基
準
等
を
定
め
た
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
同
項
の
趣
旨
に
沿
っ
た
特
定
行
政
庁
の
専
門
的
、
技
術
的
な

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
同
項
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
特
定
行
政
庁
の
判
断
が
そ
の
よ
う
な

合
理
的
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
か
を
審
査
す
べ
き
」（
同
三
六
頁
）
と
判
示
す
る
⑽
。
ま
た
、
総
合
設
計
許
可
に
係
る
裁
量
の
認
否

を
論
じ
た
学
説
は
少
な
い
も
の
の
、「
環
境
の
整
備
改
善
、
総
合
的
判
断
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
が
一
義
的
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
内
容
は
き

わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
地
域
空
間
に
関
わ
る
利
害
が
対
象
に
な
る
こ
と
か
ら
、
利
害
得
失
の
関
係
も
単
一
で
は
な
く
、
許
可
権
者
の
判
断

は
ま
さ
に
裁
量
権
の
行
使
に
な
る
」
と
し
て
行
政
裁
量
を
認
め
る
見
解
が
あ
り
⑾
、
他
方
、
行
政
裁
量
を
明
確
に
否
定
す
べ
き
と
す
る
見
解

は
見
受
け
ら
れ
な
い
⑿
。

２　

裁
量
統
制
の
手
法
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
判
断
過
程
審
査

　

⑴　

総
合
設
計
許
可
に
係
る
行
政
裁
量
（
要
件
裁
量
）
を
い
か
に
統
制
し
て
い
く
べ
き
か
と
の
基
本
的
な
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
も
、
裁

判
例
の
考
え
方
と
学
説
の
考
え
方
は
整
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
概
ね
、
①
許
可
要
綱
等
の
行
政
規
則
（
裁
量
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基
準
）
自
体
が
不
合
理
な
も
の
と
い
え
な
い
か
、
②
許
可
要
綱
の
適
合
す
る
具
体
的
な
事
実
関
係
が
あ
る
か
、
そ
し
て
③
許
可
要
綱
に
は
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
事
項
で
、
個
別
に
考
慮
す
べ
き
特
段
の
事
情
の
有
無
が
あ
る
か
と
い
っ
た
三
段
階
の
審
査
を
行
う
判
断
枠
組
み
に
基
づ
き

（
あ
る
い
は
か
か
る
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
）、
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
〇
条
）
の
認
否
の
審
査
を
行
う
べ
き
と
の
立

場
に
立
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
は
、「
本
件
許
可
要
綱
に
定
め
る
基
準
等
に
つ
い
て
は
…
…
そ
れ
自
体
と
し
て
特
段

不
合
理
と
い
う
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
証
拠
等
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
建
築
計
画
が
本
件
許
可
要
綱
に
定

め
る
基
準
等
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
特
定
行
政
庁
で
あ
る
東
京
都
知
事
の
判
断
（
本
件
許
可
処
分
）
が
合
理
的

裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
」（
判
例
時
報
二
一
五
六
号
三
六
頁
）
と
し
た
上
で
、「
建

築
計
画
が
総
合
設
計
許
可
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
れ
が
要
綱
に
定
め
る
基
準
等
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

そ
れ
が
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
し
た
特
定
行
政
庁
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
合
理
的
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
べ
き
」（
同
頁
）
と
述
べ
、
上
記
三
段
階
（
①
な
い
し
③
）
の
審
査
を
行
っ
て
お
り
、
前
掲
大
阪
地
判

平
成
四
年
八
月
二
八
日
は
、
③
に
関
し
て
「
実
施
基
準
が
法
五
九
条
の
二
の
法
意
に
照
ら
し
て
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
本

件
建
物
が
実
施
基
準
の
各
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
被
告
大
坂
市
長
の
し
た
本
件
許
可
処
分
は
、
裁

量
権
の
範
囲
内
の
も
の
と
し
て
適
法
と
い
う
べ
き
」
と
判
示
し
て
い
る
⒀
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
行
政
庁
の
判
断
過
程
の
合
理
性
に
つ
き
審

査
を
行
う
と
い
う
基
本
的
な
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て
も
概
ね
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
⒁
。

　

⑵　

ま
た
、
前
記
①
な
い
し
③
の
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、（
Ａ
）
裁
量
処
分
を
下
す
判
断
過
程
で
考
慮
禁
止
事
項
・
本
来
重
視
（
過

重
に
評
価
）
す
べ
き
で
は
な
い
事
項
を
考
慮
・
重
視
す
る
場
合
（
他
事
考
慮
）
や
、（
Ｂ
）
本
来
考
慮
・
重
視
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
を
考
慮
・

重
視
し
な
い
場
合
（
考
慮
不
尽
）⒂
な
ど
に
は
、
行
政
庁
の
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
に
合
理
性
を
欠
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫

用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
判
断
基
準
（
特
に
②
及
び
③
と
の
関
係
で
、「
判
断
過
程
審
査
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
審
査
手
法
の
一
内
容
を

構
成
す
る
も
の
）
が
採
ら
れ
う
る
こ
と
と
な
る
⒃
。
か
か
る
判
断
過
程
審
査
は
、
著
名
な
日
光
太
郎
杉
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
⒄
が
先
駆
的
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に
採
用
し
、
近
時
、
最
高
裁
判
例
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判
例
も
、
従
来
の
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
の
枠
組
み
の
中
に

お
い
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
様
々
な
事
案
に
つ
き
、
日
光
太
郎
杉
事
件
判
決
の
論
理
を
基
礎
と
す
る
判
断
過
程
審
査
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
⒅
。

３　

課
題

　

か
か
る
判
断
過
程
審
査
に
お
い
て
は
、
他
事
考
慮
・
考
慮
不
尽
な
ど
を
検
討
す
る
大
前
提
と
し
て
、
判
断
過
程
で
何
を
要
考
慮
事
項
・
要

重
視
事
項
と
す
べ
き
か
（
考
慮
事
項
の
問
題
⒆
）
に
つ
き
、
法
令
に
基
づ
く
客
観
的
な
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
事
案
に

お
い
て
判
断
過
程
審
査
を
採
る
場
合
に
、
か
か
る
審
査
手
法
に
よ
る
こ
と
自
体
は
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
特
定
の
事
項
を
要
考
慮
事

項
・
要
重
視
要
素
と
し
て
設
定
す
べ
き
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
個
々
の
実
定
法
解
釈
に
基
づ
い
た
論
証
が
不
十
分
で

あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
量
権
の
範
囲
（
幅
）・
内
容
は
、
各
処
分
ご
と
に
、
そ
の
根
拠
法
規
に
つ

い
て
の
裁
判
所
に
よ
る
法
律
解
釈
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
⒇
、
判
断
過
程
審
査
に
お
け
る
要
考
慮
事
項
等
の
設
定
に
つ
い

て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
許
容
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
に
基
づ
く
説
明
な
い
し
論
証
が
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
前
掲
日
光
太
郎
杉
事
件
判
決
で
は
、
そ
の
判
断
過
程
審
査
に
お
い
て
、
土
地
収
用
法
上
の
事
業
認
定
処
分

に
係
る
要
件
裁
量
の
要
考
慮
（
重
視
）
事
項
と
し
て
、
な
ぜ
文
化
的
価
値
や
環
境
価
値
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
重
視
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
の
説
明
、
と
り
わ
け
土
地
収
用
法
な
ど
の
個
別
実
定
法
か
ら
の
説
明
を
十
分
に
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
不
十
分

な
論
証
過
程
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
が
近
時
行
っ
て
い
る
判
断
過
程
審
査
に
お
い
て
は
、
個
別
実
定
法

か
ら
の
説
明
・
論
証
を
行
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
）
の
で
あ
る
�
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
総
合
設
計
許
可
の
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
建
築
基
準
法
や
そ
の
関
係
法
令
と
い
っ
た
実
定
法
に
照
ら
し
、
何
を
要

考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
と
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
前
記
①
な
い
し
③

の
各
段
階
に
お
い
て
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
特
定
の
事
項
の
考
慮
・
不
考
慮
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
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て
も
、
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
�
。

　

そ
こ
で
以
下
、総
合
設
計
許
可
に
要
件
裁
量
を
肯
定
す
る
判
例
実
務
や
学
説
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、空
地
の
質
や
「
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ

ク
の
形
成
」
と
い
う
事
項
等
が
、
災
害
防
止
要
件
や
環
境
整
備
要
件
に
お
け
る
要
重
視
事
項
（
各
個
別
法
の
保
護
法
益
の
中
核
的
部
分
に
係

る
事
項
で
あ
り
、
そ
の
不
考
慮
の
程
度
が
小
さ
く
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
考
慮
の
一
事
を
も
っ
て
直
ち
に
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
の
違
法

が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
も
の
）・
要
考
慮
事
項
（
各
個
別
法
の
保
護
法
益
の
周
辺
的
部
分
に
係
る
事
項
で
あ
り
、
そ
の
不
考
慮
だ
け
で

は
必
ず
し
も
直
ち
に
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
の
違
法
が
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
も
の
）
に
当
た
る
も
の
と
い
え
る
か
な
ど
の
課
題
に
つ

き
、
原
告
適
格
に
関
す
る
判
例
実
務
・
学
説
等
と
関
連
付
け
て
考
察
し
検
討
を
加
え
る
�
。
な
お
、
環
境
整
備
要
件
の
前
提
と
さ
れ
る
総
合

配
慮
要
件
の
要
考
慮
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
環
境
整
備
要
件
に
お
け
る
要
考
慮
事
項
等
を
検
討
す
る
中
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
検
討

１　

要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
選
定
と
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
と
の
関
係

　

⑴　

取
消
訴
訟
の
訴
訟
要
件
の
一
つ
で
あ
る
原
告
適
格
�
の
有
無
・
範
囲
、
す
な
わ
ち
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
に
定
め
る
「
法
律
上
の
利

益
を
有
す
る
者
」
の
解
釈
論
�
に
つ
い
て
、
判
例
は
「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
�
（
法
律
上
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
説
）」
に
立
っ
て
い

る
と
い
え
る
�
。
ま
た
、
当
該
処
分
の
根
拠
法
た
る
実
体
法
が
原
告
の
主
張
す
る
利
益
を
保
護
し
て
い
る
か
否
か
で
原
告
適
格
の
範
囲
を
判

断
す
る
同
説
に
よ
る
場
合
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
原
告
が
侵
害
さ
れ
た
、
ま
た
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す

る
利
益
が
処
分
の
根
拠
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
保
護
範
囲
要
件
�
に
加
え
、
当
該
利
益
が
公
益
と
し
て
の
み
な
ら
ず
私
人
の

個
別
的
利
益
と
し
て
も
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
個
別
保
護
要
件
�
も
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
。

　

本
稿
で
は
、
総
合
設
計
許
可
に
係
る
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
に
つ
き
、
以
上
の
よ
う
な
判
例
実
務
上
殆
ど
確
立
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
原
告
適
格
論
の
考
え
方
を
前
提
に
、
こ
れ
と
整
合
す
る
解
釈
、
す
な
わ
ち
実
務
の
使
用
に
耐
え
得
る
解
釈
�
を
提
示
で

き
る
よ
う
検
討
を
加
え
る
。
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⑵　

要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
解
釈
・
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
Ａ
）
公
益
を
保
護

す
る
と
と
も
に
私
人
の
個
別
的
利
益
（
個
々
人
の
私
的
な
利
益
）
を
も
保
護
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
要
件
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
総
合
設
計

許
可
で
は
災
害
防
止
要
件
）
に
つ
い
て
は
、
前
記
保
護
範
囲
要
件
・
個
別
保
護
要
件
の
考
え
方
を
参
酌
す
べ
き
で
あ
る
が
、（
Ｂ
）
専
ら
一

般
的
公
益
を
保
護
し
、
個
々
人
の
個
別
的
利
益
ま
で
は
保
護
す
る
も
の
と
解
さ
れ
な
い
要
件
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
総
合
設
計
許
可
で
は
環

境
整
備
要
件
等
）
に
つ
い
て
は
、
根
拠
法
令
の
趣
旨
・
目
的
（
総
合
設
計
許
可
で
は
法
五
九
条
の
二
、
法
一
条
な
ど
）
や
、
行
政
事
件
訴
訟

法
九
条
二
項
に
定
め
る
「
関
係
法
令
」（
後
述
す
る
よ
う
に
、
総
合
設
計
許
可
で
は
、
都
市
計
画
法
な
ど
）
の
関
係
規
定
の
趣
旨
・
目
的
な

ど
に
照
ら
し
て
、
い
か
な
る
公
益
（
な
い
し
公
益
に
資
す
る
要
請
）
を
考
慮
・
重
視
す
べ
き
か
を
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客
観
的
な
（
根
拠
法
令
の
趣
旨
に
適
う
）
要
考
慮
・
要
重
視
事
項
性
の
判
断
が
可
能
と
な
る

も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
専
ら
一
般
的
公
益
を
保
護
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
要
件
と
の
関
係
で
、
考
慮
・
重
視
す
べ
き
一
般
的
公
益
の
不
考

慮
・
軽
視
が
考
慮
不
尽
の
違
法
を
導
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
〇
条
一
項
の
定
め
る
主
張
制
限
の
規
定
に
関
す
る
、

自
己
に
対
す
る
不
利
益
を
甘
受
す
る
原
告
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
見
解

（
特
に
平
成
十
六
年
改
正
後
の
行
政
事
件
訴
訟
法
下
の
見
解
）�
と
も
整
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

２　

災
害
防
止
要
件
に
係
る
要
考
慮
事
項

　

前
記
三
１
⑵
の
基
準
に
よ
る
と
、
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
、
判
例
に
照
ら
し
個
別
保
護
要
件
を
充
た
す
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
個
別
的
な

利
益
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
項
が
、
災
害
防
止
要
件
の
認
否
に
係
る
要
考
慮
事
項
と
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、第
一
に
、前
掲
最
三
小
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
（
広
尾
総
合
設
計
事
件
）
に
お
い
て
、災
害
防
止
要
件
と
の
関
係
で
「
個
々

人
の
個
別
的
利
益
と
し
て
も
保
護
す
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
た
、
計
画
建
築
物
の
「
倒
壊
、
炎
上
等
に
よ
る
被
害
が
直
接
的
に
及
ぶ
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
周
辺
の
一
定
範
囲
の
地
域
に
存
す
る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
そ
の
居
住
者
の
生
命
、
身
体
の
安
全
等
及
び
財
産
と
し
て
の
そ
の
建

築
物
」�
の
確
保
・
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
災
害
防
止
要
件
は
「
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
」

支
障
が
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
計
画
建
築
物
の
「
倒
壊
、
炎
上
等
に
よ
る
被
害
」
に
は
、
延
焼
に
よ
る
被
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害
の
ほ
か
、
人
の
集
中
が
も
た
ら
す
道
路
の
混
雑
に
よ
っ
て
地
震
・
火
災
発
生
時
の
避
難
・
消
火
活
動
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
交
通
上
の
利

益
�
が
害
さ
れ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
計
画
建
築
物
が
共
同
住
宅
の
場
合
、
一
般
的
に
は
、
居
住
者
や
訪
問
者
に
よ
る

交
通
量
が
事
業
者
が
建
物
を
利
用
す
る
場
合
に
比
し
て
少
な
い
た
め
、
計
画
建
築
物
が
共
同
住
宅
が
否
か
な
ど
も
考
慮
し
て
、
か
か
る
交
通

上
の
利
益
が
害
さ
れ
る
程
度
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
）。

　

第
二
に
、
前
掲
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
（
桶
川
市
総
合
設
計
事
件
）
に
お
い
て
、
災
害
防
止
要
件
と
の
関
係
で
「
個
々
人
の

個
別
的
利
益
と
し
て
も
保
護
す
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
た
、
計
画
建
築
物
に
よ
り
「
日
照
を
阻
害
さ
れ
る
周
辺
の
他
の
建
築
物
に
居
住
す
る
者

の
健
康
」�
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
計
画
建
築
物
に
よ
り
風
害
を
被
る
周
辺
の
他
の
建
築

物
に
居
住
す
る
者
の
健
康
の
確
保
に
つ
い
て
も
、「
衛
生
上
」
支
障
が
な
い
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
同
要
件
と
の
関
係
で
、
日
照
の
場

合
と
同
様
に
要
考
慮
事
項
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
�
。

　

他
方
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
さ
れ
る
権
利
、
当
該
建
築
物
の
付
近
住
民
等
の
良
好
な
眺
望
・
景
観
を
享
受
す
る
利
益
（
高
層
の
建
築
物

に
よ
り
圧
迫
感
を
受
け
た
り
、
視
界
や
眺
望
を
妨
げ
ら
れ
た
り
し
な
い
利
益
）、
公
園
・
公
開
空
地
の
利
用
に
関
す
る
利
益
そ
の
他
住
環
境

に
関
す
る
利
益
な
ど
の
個
別
保
護
要
件
性
を
充
た
す
と
は
解
さ
れ
な
い
諸
利
益
�
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
災
害
防
止
要
件
と
の
関
係
で
は
、

要
考
慮
事
項
性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
一
般
的
公
益
と
し
て
は
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い

る
（
保
護
範
囲
要
件
を
満
た
す
）
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
災
害
防
止
要
件
と
の
関
連
で
は
そ
の
確
保
が
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
な
い
と

し
て
も
、
専
ら
一
般
的
公
益
を
保
護
す
る
要
件
（
前
記
三
１
⑵
（
Ｂ
）
の
要
件
）
と
解
さ
れ
る
総
合
配
慮
要
件
と
の
関
連
で
は
か
か
る
利
益

の
確
保
が
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
同
要
件
を
前
提
と
す
る
環
境
整
備
要
件
と
の
関
係
で
も
。
そ
の
確
保
が
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
。

　

な
お
、
計
画
建
築
物
に
近
接
し
た
場
所
に
住
む
者
の
生
命
・
身
体
の
安
全
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
害
さ
れ
易
い
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
災
害
防
止
要
件
の
認
否
に
係
る
要
重
視
事
項
と
な
る
（
単
な
る
要
考
慮
事
項
に
と
ど
ま
ら
な
い
）
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

３　

環
境
整
備
要
件
に
係
る
要
考
慮
事
項
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⑴　

環
境
整
備
要
件
に
つ
い
て
は
、
前
記
三
１
⑵
（
Ｂ
）
の
要
件
す
な
わ
ち
専
ら
一
般
的
公
益
を
保
護
し
、
個
々
人
の
個
別
的
利
益
ま
で

は
保
護
す
る
も
の
と
解
さ
れ
な
い
要
件
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、
根
拠
法
令
の
趣
旨
・
目
的
（
法
五
九
条
の
二
、
法
一
条
な
ど
）
や
、
行
政

事
件
訴
訟
法
九
条
二
項
に
定
め
る
「
関
係
法
令
」（
都
市
計
画
法
な
ど
）
の
関
係
規
定
の
趣
旨
・
目
的
な
い
し
関
係
規
定
性
の
強
弱
�
な
ど

に
照
ら
し
て
、
い
か
な
る
公
益
な
い
し
公
益
に
資
す
る
要
請
を
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
と
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
そ
も
そ
も
「
環
境
」

（
特
に
自
然
環
境
）
は
、
個
々
の
私
人
に
独
占
的
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
�
か
ら
、
環
境
整
備
要
件
に
お
い
て
は
、
一

般
的
公
益
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
も
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
�
。

　

⑵　
「
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
」
と
は

　
「
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
」
と
は
、
そ
の
「
改
善
に
資
す
る
」
と
の
文
言
に
照
ら
せ
ば
、
計
画
建
築
物
の
存
す
る
地
域
空

間
の
当
初
の
「
市
街
地
の
環
境
」
の
水
準
と
、
空
地
を
設
け
た
計
画
建
築
物
が
建
築
さ
れ
た
後
の
「
市
街
地
の
環
境
」
の
水
準
と
を
比
較
衡

量
し
た
上
で
、
後
者
の
方
が
上
回
る
（「
改
善
」
さ
れ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
）
こ
と
�
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
言

上
「
環
境
」
が
自
然
環
境
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
環
境
整
備
要
件
の
「
環
境
」
は
、
自
然
環
境
と
は
区
別
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の

「
社
会
環
境
」（
社
会
的
環
境
）
す
な
わ
ち
文
化
財
や
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
�
（
産
業
や
社
会
生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
・
社
会
資
本
）
を
も
含

む
概
念
で
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
�
。
し
た
が
っ
て
、
空
地
要
件
・
敷
地
要
件
・
災
害
防
止
要
件
・
総
合
配
慮
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
充
足
す
る

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
失
わ
れ
る
自
然
環
境
�
に
係
る
利
益
よ
り
も
、
得
ら
れ
る
自
然
環
境
に
係
る
利
益
（
主
に
空
地
部
分
に
つ
い
て
の
も
の
）

及
び
社
会
環
境
に
係
る
利
益
が
上
回
り
、
当
該
地
域
空
間
の
環
境
が
よ
り
良
好
な
も
の
と
な
る
場
合
に
、
環
境
整
備
要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
空
地
要
件
・
敷
地
要
件
・
災
害
防
止
要
件
・
総
合
配
慮
要
件
を
満
た
す
こ
と
以
外
の
事
項
に
よ
っ
て
も
、
環
境
整
備
要

件
の
充
足
に
積
極
に
働
く
も
の
は
あ
る
。
例
え
ば
、
空
地
要
件
に
つ
い
て
は
、
法
・
法
施
行
令
で
は
そ
の
広
さ
（
量
）
を
充
足
す
れ
ば
足
り

る
も
の
と
さ
れ
、
空
地
の
質
は
問
題
と
さ
れ
な
い
が
、
十
分
な
緑
化
が
図
ら
れ
る
な
ど
空
地
の
質
が
自
然
環
境
に
資
す
る
と
の
事
情
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
地
域
空
間
の
環
境
が
よ
り
良
好
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
か
か
る
空
地
の
質
の
よ
う
な
事
項
も
、
環
境

整
備
要
件
の
要
考
慮
事
項
な
い
し
要
重
視
事
項
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
下
記
⑷
で
検
討
す
る
）。
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ま
た
、
前
記
三
２
の
と
お
り
、
失
わ
れ
る
自
然
環
境
に
係
る
利
益
に
は
、
計
画
建
築
物
の
付
近
住
民
の
日
照
・
景
観
の
利
益
や
風
害
を
受

け
な
い
利
益
で
、
法
に
よ
る
一
般
的
公
益
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（
保
護
範
囲
要
件
を
満
た
す
）
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
と
解
さ

れ
る
。
日
照
�
や
風
環
境
、
ま
た
、
歴
史
的
・
文
化
的
環
境
や
農
村
景
観
・
都
市
景
観
の
よ
う
な
「
人
工
環
境
」
�
も
、
自
然
環
境
に
包
摂

さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
付
近
住
民
の
自
然
環
境
に
係
る
諸
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
一
般
的
公
益

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
制
約
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
制
約
が
長
期
間
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
�
、
加
え
て
、
都

市
計
画
法
上
に
お
け
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
制
度
等
の
行
政
計
画
を
前
提
と
し
た
、
将
来
に
お
け
る
当
該
区
域
・
地
域
地
区
の
空
間
の
見
え
方
（
か

か
る
行
政
計
画
に
反
し
な
い
も
の
）
に
つ
い
て
の
一
種
の
期
待
権
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
決
し
て
軽
視
し

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
�
。

　

⑶　

社
会
環
境
に
資
す
る
か
よ
り
も
自
然
環
境
に
資
す
る
か
を
重
視
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て

前
述
し
た
と
お
り
、「
環
境
」
の
文
言
に
は
、
自
然
環
境
と
社
会
環
境
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
ど

ち
ら
も
同
様
に
考
慮
・
重
視
す
べ
き
か
が
な
ど
が
次
に
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
市
街
地
」
と
は
、
人
家
や
商
業
施
設
が
集
ま
り
、
農
地
や
林
野
（
森
林
と
原
野
）
が
ほ
と
ん
ど
な
い
地
域
を
指

す
�
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
森
林
や
原
野
と
い
う
自
然
環
境
の
乏
し
い
地
域
空
間
に
つ
い
て
の
環
境
の
整
備
改
善
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
自
然
環
境
の
方
を
重
視
し
た
裁
量
判
断
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
環
境
基
本
法
は
、
環
境
の
保
全
に
つ
き
基
本
理
念
を
定
め

る
な
ど
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
お
り
（
同
法
一
条
）、
総

合
設
計
許
可
制
度
を
規
定
し
た
法
（
建
築
基
準
法
）
の
趣
旨
・
目
的
と
の
共
通
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

環
境
基
本
法
一
四
条
は
、「
人
の
健
康
が
保
護
さ
れ
、
及
び
生
活
環
境
が
保
全
さ
れ
、
並
び
に
自
然
環
境
が
適
正
に
保
全
さ
れ
る
よ
う
、
大
気
、

水
、
土
壌
そ
の
他
の
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
が
良
好
な
状
態
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
」（
一
号
）、「
生
態
系
の
多
様
性
の
確
保
、
野
生
生
物

の
種
の
保
存
そ
の
他
の
生
物
の
多
様
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
森
林
、
農
地
、
水
辺
地
等
に
お
け
る
多
様
な
自
然
環
境
が
地
域
の

自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
体
系
的
に
保
全
さ
れ
る
こ
と
」（
二
号
）
及
び
「
人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ
合
い
が
保
た
れ
る
こ
と
」（
三
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号
）
の
確
保
を
旨
と
す
る
環
境
保
全
を
行
う
必
要
が
あ
る
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
自
然
環
境
の
方
を
重
視
す
べ

き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
加
え
て
、
環
境
法
学
で
は
そ
の
「
環
境
」
に
つ
き
、
社
会
環
境
で
は
な
く
自
然
環
境
を
中
心
に
捉
え
て
い
る
こ
と
�
、

憲
法
二
五
条
な
い
し
一
三
条
と
の
関
係
で
も
、
環
境
権
に
お
け
る
環
境
を
自
然
環
境
と
捉
え
る
の
が
多
数
説
な
い
し
通
説
で
あ
る
こ
と
�
も
、

環
境
整
備
要
件
の
解
釈
の
指
針
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
計
画
建
築
物
の
周
辺
に
都
市
公
園
や
農
地
・
林
野
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
距
離
の
近
さ
と
の
関
係
で
、
自
然
環
境
に
資
す
る
程
度
も
変
わ
っ
て
く
る
（
す
で
に
周
辺
に
自
然
環
境
の
豊
か
な
土
地
が
あ
る
た
め
）
も

の
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
、
社
会
環
境
に
資
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
要
考
慮
事
項
に
は
な
る
も
の
の
、
前
記
の
関
係
法
令
性
の
強
弱
を
考
慮
し
、
特
定
の
社

会
環
境
に
資
す
る
事
項
を
ど
の
程
度
考
慮
す
べ
き
か
を
慎
重
に
判
断
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
、
下
記
⑸
で
論
じ
る
）。

　

⑷　

空
地
の
質
の
要
考
慮
事
項
性

　

前
記
⑴
か
ら
⑶
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
、
空
地
の
量
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
質
の
良
好
さ
の
程
度
が
、
環
境
整
備
要
件
に
係
る
要
考
慮
事

項
な
い
し
要
重
視
事
項
に
あ
た
る
も
の
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
、
前
述
し
た
と
お
り
、
空
地
要
件
（
一
定
の
広
さ
）
を
満
た
す
こ

と
に
加
え
、
例
え
ば
、
空
地
の
十
分
な
緑
化
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
質
が
自
然
環
境
に
資
す
る
も
の
と
い
え
れ
ば
、
当
該
市
街
地
空
間
の

環
境
が
よ
り
良
好
な
も
の
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
空
地
」
に
は
、
ボ
ー
ナ
ス
・
見
返
り
（
前
記
一
２
）
を
供
与
さ
れ
る
だ
け

の
（
量
だ
け
で
は
な
く
）
質
（
良
好
な
性
質
）
も
必
要
と
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
、
法
五
九
条
の
二
の
制
度
趣
旨
に
も
適
う
も
の
と
い
え

る
。
い
か
に
広
い
空
地
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
利
用
に
適
さ
な
い
よ
う
な
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
通
行
人
等
の
空
地
利
用
者
に
お
い

て
市
街
地
の
環
境
（
特
に
自
然
環
境
）
の
整
備
改
善
を
殆
ど
認
識
で
き
ず
、
総
合
設
計
許
可
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
以
上
よ
り
、
空
地
の
質
も
、
環
境
整
備
要
件
に
係
る
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
空
地
の
質
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
は
、
前
記
「
環
境
」
に
係
る
解
釈
に
照
ら
せ
ば
、
自
然
環
境
に
関
す
る
要
素
を
重
要
な
構
成

要
素
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
空
地
の
日
当
り
の
良
さ
（
特
に
終
日
日
陰
と
な
る
部
分
の
空
地
全
体
に
占
め
る
割
合
）、
空
地
の
緑
化
の
程
度
、

空
地
の
利
用
の
し
易
さ
（
通
行
人
等
が
良
好
な
空
地
の
自
然
環
境
を
享
受
で
き
る
程
度
）
な
ど
が
重
要
な
構
成
要
素
と
な
る
べ
き
も
の
と
考
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え
る
。
他
方
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
と
し
て
機
能
し
う
る
な
ど
の
空
地
の
公
共
性
は
、
社
会
環
境
に
関
す
る
要
素
で
あ
る
た
め
、
空

地
の
質
の
構
成
要
素
と
し
て
の
価
値
は
比
較
的
低
い
も
の
と
解
さ
れ
る
�
。
そ
し
て
、
か
か
る
解
釈
は
、
日
本
の
総
合
設
計
許
可
制
度
が
、

ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
又
は
ボ
ー
ナ
ス
ゾ
ー
ニ
ン
グ
制
度
と
は
異
な
り
、
本
来
は
ア
メ
ニ
テ
ィ
（
地
域
社
会
の
た
め
の
公
共
・
文
化

的
施
設
）
の
提
供
に
対
す
る
報
償
と
し
て
規
制
を
緩
和
す
る
と
い
う
制
度
で
は
な
い
こ
と
�
、
空
地
の
公
共
性
と
い
う
要
素
は
、
概
ね
昭
和

六
〇
年
代
以
降
に
関
係
行
政
庁
の
各
通
達
で
規
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
�
と
も
整
合
す
る
。
な
お
、
空
地
が
防
災
拠
点
と
し
て
機

能
し
得
る
と
の
公
共
性
（
空
地
内
・
建
物
内
に
非
常
食
の
備
蓄
や
非
常
用
ト
イ
レ
が
あ
る
な
ど
の
事
情
）
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
構
成

要
素
と
し
て
の
価
値
が
低
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
（
建
築
基
準
法
）
の
目
的
は
、
計
画
建
築
物
の
火
災
発
生
時
に
お
い
て
、

そ
の
居
住
者
や
、
延
焼
よ
り
直
接
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
範
囲
内
に
あ
る
隣
地
建
築
物
な
ど
の
居
住
者
の
円
滑
な
避
難
の
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
た
め
の
「
最
低
の
基
準
」（
法
一
条
）
を
定
め
る
こ
と
に
あ
り
、
同
法
と
、
直
接
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
範
囲
内
に
は

な
い
居
住
者
の
避
難
場
所
な
い
し
防
災
拠
点
を
広
く
確
保
す
る
た
め
の
防
災
計
画
を
講
じ
て
、
よ
り
積
極
的
な
災
害
対
策
を
図
る
も
の
と
す

る
災
害
対
策
基
本
法
と
は
、
目
的
の
共
通
性
の
程
度
が
低
く
、
両
者
の
関
係
法
令
性
は
弱
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
積
極
的
な
災
害
対
策
は
（
も
と
よ
り
そ
の
社
会
的
必
要
性
は
極
め
て
高
い
も
の
で
は
あ
れ
）、
本
来
的
に
は
、
都
市
「
計
画
」
法
上
の
行

政
計
画
に
反
し
、
付
近
住
民
の
自
然
環
境
を
係
る
利
益
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
総
合
設
計
許
可
制
度
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
災
害
対
策
基
本
法
に
お
け
る
防
災
計
画
制
度
（
同
法
三
四
条
以
下
等
）
や
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関

す
る
法
律
に
お
け
る
特
別
防
災
街
区
整
備
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
制
度
、
都
市
計
画
施
設
（
都
市
計
画
法
四
条
六
項
）
と
し
て
の
都
市
公

園
法
に
お
け
る
都
市
公
園
を
防
災
拠
点
（
い
わ
ゆ
る
防
災
公
園
）
と
し
て
利
用
す
る
方
法
�
な
ど
、
各
種
の
行
政
「
計
画
」
に
適
う
制
度
を

用
い
て
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
空
地
の
質
の
う
ち
、
自
然
環
境
に
関
す
る
も
の
は
、
環
境
整
備
要
件
に
係
る
要
重
視
事
項
に
当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、

社
会
環
境
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
要
考
慮
事
項
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
考
慮
の
程
度
も
過
度
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

解
さ
れ
る
。
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⑸　

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
形
成
の
要
請
の
要
考
慮
事
項
性

　

で
は
、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
良
質
（
良
好
）
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を
形
成
す
る
と
の
要
請
は
、
要
考
慮
事
項
と
い
え
る
か
。

ま
ず
、
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
に
は
、
建
築
物
の
密
集
し
た
都
市
部
（
の
市
街
地
）
に
お
い
て
耐
火
性
・
耐
震
性
の
高
い
建
物
物
が

建
つ
（
老
朽
化
し
た
集
合
住
宅
等
が
建
て
替
え
ら
れ
る
）
と
の
側
面
が
あ
り
、
か
か
る
側
面
は
、
前
記
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
い
う
社
会
環
境

の
整
備
改
善
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
と
お
り
、
社
会
環
境
に
資
す
る
こ
と
の
要
考
慮
事
項
性
の
判
断
な
い
し
そ
の

考
慮
の
程
度
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
防
災
機
能
の
強
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
記
⑷
の
空
地
の
防
災
拠
点
性
の
点
と
同
様
、

積
極
的
に
考
慮
す
べ
き
も
の
と
は
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
か
か
る
側
面
は
要
考
慮
事
項
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
考
慮
も
抑
制
的
に
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
防
災
面
と
は
関
係
な
く
、
地
価
の
高
い
都
市
部
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
住
居
の
戸
数
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
社
会
的
資
本
の
形
成

（
社
会
環
境
）
に
資
す
る
と
い
う
側
面
も
認
め
ら
れ
る
が
、
か
か
る
側
面
の
考
慮
も
、
人
口
減
少
傾
向
に
あ
る
我
が
国
の
現
状
に
お
い
て
は
、

抑
制
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
加
え
て
、
震
災
時
の
避
難
の
困
難
さ
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
高
層
の
共
同
住
宅
の
上
層
階

部
分
が
、
真
に
「
良
質
な
住
宅
」（
良
質
な
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
）
と
評
価
で
き
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
慎
重
な
判
断
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
都
市
計
画
法
二
条
は
、
都
市
計
画
の
基
本
理
念
と
し
て
「
土
地
の
合
理
的
な
利
用
が
図
ら
れ
る
べ
き
」
こ
と
規
定
す
る
が
、
か
か

る
基
本
理
念
は
、
環
境
整
備
要
件
と
の
関
係
で
、
土
地
の
高
度
利
用
に
よ
り
社
会
資
本
を
形
成
す
る
と
の
社
会
環
境
に
資
す
る
点
を
重
視
す

べ
き
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
法
は
他
方
で
、
計
画
的
な
建
築
規
制
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
「
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序

あ
る
整
備
」
を
図
る
と
の
目
的
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、「
土
地
の
合
理
的
な
利
用
」
と
い
う
点
の
み
を
強
調
し
て
総
合
設
計
許
可
に
お
け

る
規
制
緩
和
を
拡
大
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
総
合
設
計
許
可
は
、
都
市
計
画
法
上
の

用
途
地
域
を
問
わ
ず
に
建
築
規
制
の
緩
和
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
法
二
条
は
、
社
会
環
境
に
資
す
る
点
を
重
視
す
る
こ
と
の
根
拠

と
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
。
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以
上
の
点
に
関
し
、
東
京
高
判
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
判
例
集
未
登
載
は
、「
共
同
住
宅
建
替
誘
導
型
総
合
設
計
に
つ
い
て
、
他
の
総

合
設
計
の
類
型
と
比
較
し
て
容
積
率
等
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
…
…
良
好
な
建
築
・
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
と
い
う
目
的
も
そ
の
一
つ

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
容
積
率
等
の
緩
和
を
認
め
る
こ
と
に
は
一
応
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
、
各
自
治
体
の
要
綱
に

お
け
る
「
共
同
住
宅
建
替
」
型
の
規
制
（
容
積
率
等
）
緩
和
の
係
数
（
高
い
数
値
を
設
定
す
る
地
方
自
治
体
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
り
大
幅
な

緩
和
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
）
の
適
用
に
際
し
て
は
、
自
然
環
境
に
係
る
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
た
慎
重
な
判
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
応
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
高
い
係
数
を
形
式
的
に

適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
環
境
に
関
す
る
空
地
の
質
の
程
度
や
、
建
ぺ
い
率
や
容
積
率
等
に
つ
き
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
た
め
に

付
近
住
民
の
日
照
・
景
観
等
の
自
然
環
境
に
係
る
利
益
の
保
護
が
図
ら
れ
る
程
度
も
十
分
に
考
慮
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
係
数
の
上
限
値
を

適
用
し
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
環
境
整
備
要
件
の
認
定
に
あ
た
っ
て
の
判
断
過
程
の
合
理
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
も
の
と
解

さ
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
形
成
の
要
請
は
、
環
境
整
備
要
件
に
係
る
要
考
慮
事
項
に
は
当
た
る
も
の
の
、
要
重
視
事
項
性
ま
で

は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
要
重
視
事
項
性
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
業
者
側
の
開
発
利
益
や
私
人
が
都
心
部
で
高
層
マ
ン

シ
ョ
ン
（
の
上
層
階
）
に
住
む
利
益
を
不
当
に
重
視
し
、
付
近
住
民
の
自
然
環
境
に
係
る
利
益
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
合
理
的

な
調
整
が
図
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

　

以
上
の
検
討
内
容
に
よ
れ
ば
、各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
総
合
設
計
許
可
要
綱
の
運
用
や
、同
要
綱
に
は
規
定
さ
れ
な
い
個
別
事
情
（
要

考
慮
事
項
）
の
考
慮
に
際
し
て
は
、
各
係
数
等
の
数
値
を
形
式
的
に
あ
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
自
然
環
境
に
係
る
利
益
を
十
分
に
考

慮
し
た
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
空
地
の
質
（
特
に
自
然
環
境
に
関
す
る
良
好
さ
の
程
度
）
や
「
住
宅
」
の
良
質
性

の
程
度
、
付
近
住
民
の
自
然
環
境
に
係
る
利
益
へ
の
配
慮
の
程
度
と
い
っ
た
定
性
要
素
に
つ
き
、
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
具
体
的
な
根
拠
と
な
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る
申
請
人
・
付
近
住
民
ら
の
主
張
や
資
料
（
証
拠
）
を
良
く
吟
味
・
検
証
し
た
上
で
の
判
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
り
、
か
か
る
厳
格
な
要
綱
の
適
用
・
運
用
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
環
境
整
備
要
件
の
認
定
に
係
る
判
断
過
程
の
合
理
性
を
欠
く
も
の

と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
自
然
環
境
に
係
る
利
益
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
よ
う
、
処
分
庁
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
総
合
設
計
許
可
を
す
る
条
件
と
し
て
、
空

地
内
に
ベ
ン
チ
を
複
数
箇
所
、
適
切
な
配
置
で
設
置
す
る
建
築
計
画
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
具
体
的
な
付
款
（
講
学
上
の
停
止
条

件
）
を
付
す
こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
共
同
住
宅
建
替
型
の
総
合
設
計
許
可
に
際
し
て
、
主
要
な
用
途
を
共
同
住
宅
以
外
の
事
務
所
な
ど
に
用

い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
な
ど
の
付
款
（
講
学
上
の
負
担
な
い
し
解
除
条
件
）
を
付
す
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
申
請
者
が
こ
れ

ら
の
付
款
に
違
反
し
た
場
合
、
行
政
庁
は
使
用
禁
止
な
ど
の
建
築
基
準
法
上
の
是
正
措
置
（
法
九
条
）
を
講
じ
う
る
こ
と
か
ら
、
処
分
庁
と

し
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
付
款
を
積
極
的
に
付
し
、
良
質
な
空
地
、
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
を
担
保
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
総
合
設
計
許
可
に
関
す
る
複
数
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
該
当
性
に
つ
き
論
じ
た
が
、

特
定
の
要
考
慮
事
項
に
つ
い
て
は
不
考
慮
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
全
て
の
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
の
考
慮
・
重
視
は
行
わ
れ

た
と
い
う
場
合
な
ど
に
つ
き
、
い
か
に
解
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
か
か
る
検

討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註⑴　

そ
の
よ
う
な
要
綱
の
例
と
し
て
、
東
京
都
総
合
設
計
許
可
要
綱
（
東
京
都
都
市
整
備
局
、
平
成
二
二
年
四
月
）
第
一
章
第
二
（
五
）、
同
第
四
章
第

二
の
一
（
二
）
ア
、
港
区
住
宅
型
総
合
設
計
許
可
要
綱
（
一
六
港
街
建
第
一
九
八
号
、
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
）
第
一
章
第
二
条
（
二
）、
同
第
四

章
第
一
七
条
第
二
項
、
大
阪
府
総
合
設
計
許
可
取
扱
要
領
（
大
阪
府
建
築
都
市
部
、
平
成
一
四
年
四
月
）
二
（
三
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

お
、
都
市
部
等
に
お
け
る
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
形
成
と
い
う
要
請
は
、
処
分
要
件
規
定
等
か
ら
直
ち
に
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

⑵　

各
年
度
の
『
東
京
都
建
築
審
査
会
年
報
』（
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
や
『
特
別
区
建
築
審
査
会
年
報
』（
特
別
区
建
築
審
査
会
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委
員
等
連
絡
協
議
会
）
に
よ
れ
ば
、
要
考
慮
事
項
の
問
題
は
、
本
稿
二
等
で
取
り
上
げ
る
総
合
設
計
許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
な
ど
の
行
政
事
件
訴
訟
だ

け
で
は
な
く
、
建
築
審
査
会
に
よ
る
同
意
（
法
五
九
条
の
二
第
二
項
、
法
四
四
条
二
項
）
審
査
や
、
審
査
請
求
の
審
査
に
お
い
て
も
、
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
平
成
一
四
年
か
ら
同
二
三
年
ま
で
の
東
京
都
建
築
審
査
会
の
同
意
案
件
総
数
計
二
八
三
五
件
の
う
ち
、
二
一
二
件
数
（
約
七
・

五
％
）
が
総
合
設
計
許
可
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
（『
東
京
都
建
築
審
査
会
年
報
（
平
成
二
三
年
度
）』
一
一
頁
（
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築

部
調
整
課
、
二
〇
一
三
年
））。
建
築
基
準
法
上
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
事
項
は
四
〇
項
目
を
超
え
る
た
め
、
総
合
設
計
許
可
の
案
件
は
、

建
築
審
査
会
に
お
い
て
比
較
的
多
く
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑶　

見
上
崇
洋
「
規
制
緩
和
と
ま
ち
づ
く
り
の
課
題　

総
合
設
計
を
素
材
と
し
て
」
見
上
崇
洋
ほ
か
『
ま
ち
づ
く
り
・
環
境
行
政
の
法
的
課
題
』
七
〇
頁

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
災
害
防
止
要
件
を
「
消
極
要
件
」
と
し
、
ま
た
、
総
合
配
慮
要
件
及
び
環
境
整
備
要
件
を
一
体
的
に
捉
え
て
「
積

極
要
件
」
と
称
し
て
実
体
的
要
件
を
四
つ
と
捉
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
実
体
要
件
は
、
建
築
物
が
『
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改

善
に
資
す
る
』
か
否
か
で
あ
」（
同
頁
）
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
同
論
文
で
は
主
に
環
境
整
備
要
件
に
つ
い
て
の
考
察
が
な

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

見
上
・
前
掲
註
⑶
七
六
頁
は
、
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
民
集
五
六
巻
三
号
六
一
三
頁
を
「
桶
川
市
総
合
設
計
事
件
」
と
称
す
る
。

⑸　

見
上
・
前
掲
註
⑶
七
六
頁
は
、
最
三
小
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
民
集
五
六
巻
一
号
四
六
頁
を
「
広
尾
総
合
設
計
事
件
」
と
称
す
る
。

⑹　

荒
秀
「
総
合
設
計
制
度
批
判
―
建
築
基
準
法
の
一
断
面
―
」
獨
協
法
学
三
九
号
四
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
見
上
・
前
掲
註
⑶
六
九
頁
、
逐
条
解
説

建
築
基
準
法
編
集
委
員
会
『
逐
条
解
説　

建
築
基
準
法
』
九
六
〇
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
）

⑺　

同
通
達
は
「
市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
の
た
め
に
は
、
市
街
地
に
お
け
る
環
境
改
善
に
資
す
る
広
場
、
小
公
園
等
に
準
ず
る
空
地
を
確
保
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
。
今
回
の
法
改
正
に
お
い
て
一
定
規
模
以
上
の
敷
地
面
積
を
有
し
、
良
好
な
敷
地
内
空
地
を
伴
っ
た
建
築
計
画
に
対
し
て
…

…
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
容
積
率
、
絶
対
高
さ
、
斜
線
制
限
（
道
路
、
隣
地
、
北
側
）
に
つ
い
て
の
例
外
許
可
制
度
が
新
設
さ
れ
た
の
で
、
本
制
度
（
総

合
設
計
）
を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。」
と
規
定
す
る
。

⑻　

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
［
第
五
版
補
訂
版
］
行
政
法
総
論
』
一
一
四
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）

⑼　

要
件
裁
量
と
は
、
塩
野
・
前
掲
註
⑻
一
二
五
頁
の
「
Ｂ　

事
実
認
定
の
構
成
要
件
へ
の
当
て
は
め
（
要
件
の
認
定
）」
の
部
分
に
つ
い
て
の
行
政
裁

量
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑽　

東
京
高
判
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
判
例
集
未
登
載
（
東
京
地
判
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
判
例
時
報
二
一
五
六
号
三
〇
頁
の
控
訴
審
判
決
）
も
、

同
地
裁
判
決
と
同
様
に
要
件
裁
量
を
認
め
る
。
な
お
、
同
趣
旨
の
裁
判
例
と
し
て
、
さ
い
た
ま
地
判
平
成
一
九
年
一
二
月
二
六
日
判
自
三
〇
八
号
八
四
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頁
、
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
八
月
二
八
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
前
掲
東
京
地
判
平
成

二
〇
年
二
月
一
日
の
控
訴
審
判
決
）、
東
京
地
判
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑾　

見
上
・
前
掲
註
⑶
七
一
頁
。
た
だ
し
、
同
文
献
は
、
要
件
裁
量
・
効
果
裁
量
の
別
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

⑿　

荒
秀
『〈
特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
改
訂
建
築
基
準
法
』
四
八
九
頁
〔
荒
秀
ほ
か
編
〕（
第
一
法
規
、
一
九
九
〇
年
）
は
、「
交
通
上
、
安
全
上
、

防
火
上
お
よ
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
は
、市
街
地
環
境
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
」で
あ
る
と
し
た
上
で「
交
通
上
」「
安

全
上
」「
防
火
上
」「
衛
生
上
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
説
明
す
る
が
、行
政
裁
量
の
肯
否
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、必
ず
し
も
明
確
な
立
場
を
採
っ

て
い
な
い
。
他
方
、
荒
・
前
掲
註
⑹
二
九
頁
以
下
（
四
五
～
四
六
頁
）
は
、
行
政
「
裁
量
」
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⒀　

他
に
、
①
の
審
査
方
法
に
言
及
し
た
主
な
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
四
年
八
月
二
八
日
行
集
四
三
巻
八
＝
九
号
一
一
二
六
頁
、
前
掲
註
⑽
東

京
地
判
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
が
、
②
の
審
査
方
法
に
言
及
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
前
掲
註
⑽
東
京
地
判
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
五
日
が
、
③
の
審
査

方
法
に
言
及
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
前
掲
註
⑽
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
最
一
小
判
平
成
四
年
一
〇
月
二
九
日
民
集

四
六
巻
七
号
一
一
七
四
頁
は
、
①
に
関
し
、
行
政
規
則
と
し
て
の
「
調
査
審
議
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
具
体
的
な
審
査
基
準
」
に
「
不
合
理
な
点
」
が

あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

⒁　

①
に
つ
き
、
塩
野
・
前
掲
註
⑻
一
〇
六
頁
は
「
裁
量
基
準
が
設
定
さ
れ
、
か
つ
、
行
政
庁
が
こ
れ
に
則
っ
て
決
定
し
た
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
裁
判

所
の
審
査
は
、
ま
ず
、
そ
の
基
準
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
」
と
し
、
②
に
つ
き
、
大
橋
洋
一
『
行
政
規
則
の
法
理
と
実

態
』
一
二
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
は
、
裁
量
基
準
に
一
定
の
法
的
拘
束
力
（
行
政
規
則
に
つ
い
て
の
自
己
拘
束
性
）
が
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
、
②
及
び
③
に
つ
き
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
法
講
義
下
Ⅰ
』
二
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、「
裁
量
基
準
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
そ
の
基
準
に
拠
ら
な
い
で
さ
れ
た
処
置
が
、
裁
量
基
準
違
反
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
処
置
の
内
容
自
体
に
お
い
て
比
例
原
則
・
平
等

原
則
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
観
点
か
ら
み
て
著
し
く
妥
当
を
欠
き
、
後
に
述
べ
る
裁
量
権
の
逸
脱
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、

違
法
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
…
…
他
方
、
と
ら
れ
た
処
置
が
裁
量
基
準
に
合
致
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
に
そ
れ
が
適
法
に
な
る
も
の

で
も
な
い
。
…
…
行
政
機
関
に
は
、
案
件
ご
と
の
個
別
事
情
に
応
じ
、
裁
量
基
準
に
考
慮
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
考
慮
す

べ
き
義
務
、
す
な
わ
ち
〝
個
別
事
情
考
慮
義
務
〟
が
あ
る
と
言
え
る
。」
も
の
と
解
し
て
い
る
。

⒂　

常
岡
孝
好
「
職
務
命
令
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
裁
量
審
査
（
一
）
―
最
判
平
成
二
〇
一
二
年
一
月
一
六
日
集
民
第
二
三
九
号
一
頁
を
素
材
と
し
て
」

自
治
研
究
八
九
巻
八
号
三
二
頁
（
二
〇
一
三
年
）
は
、他
事
考
慮
と
考
慮
不
尽
（
要
考
慮
要
素
不
考
慮
）
を
「
考
慮
」
レ
ベ
ル
の
問
題
と
位
置
づ
け
、「
重

視
」
レ
ベ
ル
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
実
質
的
考
慮
要
素
審
査
」
と
し
、
両
者
を
区
別
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
櫻
井
敬
子
ほ
か
『
行
政
法
〔
第
四
版
〕』
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一
二
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
両
者
を
特
段
分
け
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
の
よ
う
な
定
義
づ
け
を
す
る
立
場

に
立
っ
て
い
る
。

⒃　

判
断
過
程
審
査
に
つ
き
、
山
本
隆
司
「
日
本
に
お
け
る
裁
量
論
の
変
容
」
判
時
一
九
三
三
号
一
一
頁
以
下
（
一
五
頁
）（
二
〇
〇
六
年
）
は
「
論
証

過
程
の
統
制
」（
判
断
過
程
審
査
）
を
「
一
般
的
な
方
法
と
し
て
捉
え
」
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

⒄　

東
京
高
判
昭
和
四
八
年
七
月
一
三
日
行
裁
例
集
二
四
巻
六=

七
号
五
三
三
頁

⒅　

塩
野
・
前
掲
註
⑻
一
三
六
頁
、
最
三
小
判
平
成
一
八
年
二
月
七
日
民
集
六
〇
巻
二
号
四
〇
一
頁
、
最
一
小
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
日
民
集
六
〇
巻

九
号
三
二
四
九
頁

⒆　

小
早
川
光
郎
「
基
準
・
法
律
・
条
例
」
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
（
下
）』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
一
年
）
三
八
一
頁
以
下
（
三
九
一

頁
）

⒇　

川
神
裕
「
裁
量
処
分
と
司
法
審
査
（
判
例
を
中
心
と
し
て
）」
判
時
一
九
三
二
号
一
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）

�　

橋
本
博
之
『
行
政
判
例
と
仕
組
み
解
釈
』
一
五
二
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）

�　

見
上
・
前
掲
註
⑶
七
八
～
七
九
頁
は
、
総
合
設
計
許
可
処
分
（
裁
量
処
分
）
に
係
る
要
考
慮
事
項
に
つ
い
て
、
環
境
整
備
要
件
と
の
関
連
で
「
周
辺

の
日
照
、
財
産
権
保
護
、
生
命
身
体
の
安
全
確
保
や
日
照
・
採
光
の
確
保
、
風
害
の
回
避
等
」
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
「
許
可
の
要
件

を
欠
く
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
述
べ
る
が
、
空
地
の
質
や
、「
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
」
と
い
う
事
項
を
要
考
慮
（
重
視
）
事

項
と
解
す
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

�　
「
考
慮
事
項
」
を
原
告
適
格
論
と
裁
量
統
制
論
の
接
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
文
献
と
し
て
、
芝
池
義
一
「
行
政
決
定
」
法
学
論
叢
一
一
六
巻
一
－
六

号
五
七
一
頁
以
下
（
一
九
八
五
年
）、
高
木
光
「
行
政
処
分
に
お
け
る
考
慮
事
項
」
曹
時
六
二
巻
八
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）、
橋
本
・
前
掲
註
�

一
七
三
頁
以
下
、
今
村
隆
「
行
政
裁
量
の
意
義
と
そ
の
判
定
」
自
治
研
究
八
七
巻
一
一
号
三
六
頁
（
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
見
上
・
前

掲
註
⑶
七
八
～
七
九
頁
は
、
総
合
設
計
許
可
処
分
の
考
慮
事
項
に
つ
き
原
告
適
格
論
を
関
連
付
け
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
も
、
総
合
設
計
許
可
処
分
の

考
慮
事
項
（
裁
量
統
制
論
）
に
つ
き
原
告
適
格
の
判
例
・
学
説
と
関
連
付
け
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
事
項
（
空
地
の
質
、
共
同
住
宅
の
建
替
に
よ
る
「
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
」）
の
要
考
慮
・
要
重
視
事
項
性
に
つ
き
関
係
法
令
性
（
行
政
事

件
訴
訟
法
九
条
二
項
）
の
点
も
考
慮
し
つ
つ
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

�　

取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
と
は
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
処
分
性
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
そ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
出
訴
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
格

を
指
す
（
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
［
第
五
版
補
訂
版
］
行
政
救
済
法
』
一
二
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
））。
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�　

塩
野
・
前
掲
註
�
一
二
六
頁	

�　
「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
と
は
、
当
該
行
政
処
分
の
根
拠
と
な
る
法
規
が
、
私
人
の
個
別
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
政
権
の

行
使
に
制
約
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
を
指
し
、
行
政
法
規
が
公
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
行
政
権
の
行
使
に
制
約
を
課
し
て
い

る
結
果
た
ま
た
ま
一
定
の
者
が
受
け
る
利
益
は
、
反
射
的
利
益
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ 

行
政
救
済
法
〔
第
四
版
〕』

一
八
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
））。

�　

塩
野
・
前
掲
註
�
一
三
三
頁
は
、「
判
例
は
法
律
上
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
説
に
立
っ
て
い
る
」
と
し
、宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ 

行
政
救
済
法
〔
第

四
版
〕』
一
八
七
頁
（
有
斐
閣
、二
〇
一
三
年
）
は
、行
政
事
件
訴
訟
法
下
の
判
例
に
お
い
て
は
、「
す
で
に
『
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
』
で
固
ま
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
す
る
。
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
を
採
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
判
例
と
し
て
は
、
最
二
小
判
平
成
元
年
二
月
一
七
日
民

集
四
三
巻
二
号
五
六
頁
、
最
三
小
判
平
成
四
年
九
月
二
二
日
民
集
四
六
巻
六
号
五
七
一
頁
、
最
大
判
平
成
一
七
年
一
二
月
七
日
民
集
五
九
巻
一
〇
号

二
六
四
五
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
総
合
設
計
許
可
と
の
関
係
で
は
、
前
掲
註
⑸
最
三
小
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
（
広
尾
総
合
設
計
事
件
）、
前
掲

註
⑷
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
（
桶
川
市
総
合
設
計
事
件
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�　

小
早
川
光
郎
『
行
政
法
講
義
下
Ⅲ
』
二
五
七
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）

�　

小
早
川
・
前
掲
註
�
二
五
七
頁

�　

宇
賀
・
前
掲
註
�
一
八
八
頁

�　

高
木
・
前
掲
註
�
二
五
頁
は
、「
理
論
と
実
務
の
架
橋
」
を
目
指
す
法
科
大
学
院
の
時
代
に
お
い
て
は
、「
判
例
理
論
」
を
前
提
と
し
た
ア
イ
デ
ア
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
場
で
未
解
明
の
争
点
と
格
闘
す
る
実
務
家
法
曹
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
研
究
者
に
お
い
て
実
務
の

使
用
に
耐
え
る
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
か
か
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、建
築
審
査
会
の
同
意
・

裁
決
の
対
象
と
な
る
総
合
設
計
許
可
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
の
提
供
は
、
同
会
（
の
委
員
等
）
の
判
断
の
参
考
に
も
な
り
う
る
も
の

と
い
え
る
。

�　

塩
野
・
前
掲
註
�
一
七
三
～
一
七
四
頁
は
、
改
正
行
訴
法
九
条
二
項
に
お
い
て
原
告
適
格
判
定
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に

着
目
し
、「
一
〇
条
一
項
が
働
く
の
は
、
九
条
二
項
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
第
三
者
の
主
張
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
当
該
第
三
者
は
、
処
分
に
際
し
て

考
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
当
該
処
分
が
法
律
上
保
護
さ
れ
た
原
告
の
被
侵
害
利
益
の
考
量
の
結
果
と
し
て

要
件
を
充
足
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
利
益
の
侵
害
を
甘
受
す
べ
き
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
と
し
て
は
、
自
己
に

対
す
る
不
利
益
を
甘
受
す
る
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
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（
全
訂
第
七
版
補
訂
二
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
四
〇
九
頁
も
、
一
〇
条
一
項
の
規
定
は
「
と
く
に
特
定
の
権
利
を
保
護
す
る
趣
旨
で
設
け

ら
れ
た
、
原
告
の
利
益
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
規
定
違
反
の
み
を
主
張
し
て
、
処
分
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
趣
旨
を
示
す

に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
主
張
制
限
の
規
定
を
制
限
的
に
適
用
す
べ
き
と
の
見
解
に
立
つ

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
関
係
上
、
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。

�　

民
集
五
六
巻
一
号
五
三
頁

�　

仲
野
武
志
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
二
一
二
号
三
六
五
頁

�　

民
集
五
六
巻
三
号
六
一
八
頁

�　

高
世
三
郎
「
判
解
」
曹
時
五
六
巻
八
号
一
〇
三
頁
以
下
（
一
三
四
～
一
三
五
頁
）（
二
〇
〇
四
年
）（
前
掲
註
⑸
最
三
小
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日

（
広
尾
総
合
設
計
事
件
）
の
判
例
解
説
）
及
び
同
一
五
一
頁
以
下
（
一
六
五
頁
）（
二
〇
〇
四
年
）（
前
掲
註
⑷
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
（
桶

川
市
総
合
設
計
事
件
）
の
判
例
解
説
）
も
、
風
害
を
受
け
な
い
利
益
の
個
別
保
護
要
件
性
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

�　

高
世
・
前
掲
註
�
一
三
三
～
一
三
五
頁
、
一
六
三
～
一
六
五
頁
。
な
お
、
日
照
の
利
益
と
の
関
係
で
、
太
陽
光
を
利
用
す
る
付
近
住
民
の
利
益
に
つ

い
て
は
、
別
稿
に
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

�　

前
掲
註
⑽
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
八
月
二
八
日
は
、
計
画
建
築
物
に
つ
き
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
対
策
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
総
合
配
慮
要
件
、
あ

る
い
は
同
要
件
を
前
提
と
す
る
環
境
整
備
要
件
と
の
関
係
で
考
慮
し
、
適
法
性
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
見
上
・
前
掲
註
⑶
七
八
頁
は
、
環
境
整

備
要
件
と
の
関
連
で
「
周
辺
の
日
照
、
財
産
権
保
護
、
生
命
身
体
の
安
全
確
保
や
日
照
・
採
光
の
確
保
、
風
害
の
回
避
等
」
を
要
考
慮
事
項
と
し
て
挙

げ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
利
益
の
う
ち
、
個
別
保
護
要
件
性
の
認
め
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
確
保
が
災
害
防
止
要
件
と
の
関
連
で
も
要

考
慮
事
項
と
さ
れ
、
他
方
、
個
別
保
護
要
件
性
の
認
め
ら
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
確
保
が
総
合
配
慮
要
件
と
の
関
連
で
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
り
同
要
件
を
前
提
と
す
る
環
境
整
備
要
件
と
の
関
係
で
も
同
部
分
に
係
る
利
益
の
確
保
が
要
考
慮
事
項
と
さ
れ
る
旨
解
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

�　

大
橋
洋
一
『
都
市
空
間
制
御
の
法
理
論
』
二
一
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
最
大
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
七
日
民
集
五
九
巻
一
〇
号

二
六
四
五
頁
（
小
田
急
最
高
裁
判
決
）
多
数
意
見
が
、
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
二
項
の
関
係
法
令
の
趣
旨
・
目
的
を
参
酌
し
、
都
市
計
画
法
、
公
害
対

策
基
本
法
、
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
へ
と
、
都
市
計
画
法
（
根
拠
法
令
）
の
規
定
を
「
起
点
」
と
す
る
「
条
文
参
り
」
を
行
っ
た
こ
と
つ
き
、
そ

の
「
道
筋
は
長
く
、
見
通
し
は
決
し
て
良
く
な
い
」
と
批
判
す
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
見
通
し
」
が
良
く
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
「
関
係
法
令
」

性
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
微
妙
な
場
合
に
は
、
特
定
の
公
益
の
確
保
の
要
請
を
、
根
拠
法
令
と
は
別
の
個
別
法
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
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よ
り
、
要
考
慮
事
項
・
要
重
視
事
項
と
す
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
い
わ
ゆ

る
通
達
行
政
を
許
す
契
機
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

�　

赤
坂
正
浩
『
憲
法
講
義
（
人
権
）』
一
九
九
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）

�　

そ
の
よ
う
な
一
般
的
公
益
を
具
体
的
に
ど
の
程
度
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

�　

見
上
・
前
掲
註
⑶
七
八
頁
は
、「『
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
』
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
、
当
該
地
域
の
当
初
水
準
と
比
較
衡
量
を
し

た
う
え
で
、
改
善
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
比
較
衡
量
を
行
っ
た
上
で
当
初
水
準
よ
り
も
市
街
地
環
境
が
良
好
な
も
の
と
な
ら
な
け

れ
ば
環
境
整
備
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
。

�　

赤
坂
・
前
掲
註
�
一
九
九
、二
八
八
頁

�　

高
世
・
前
掲
註
�
も
、
一
二
四
～
一
二
五
頁
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
の
最
低
基
準
の
規
制
に
適
合
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、「
良
好
な
都
市

資
産
が
形
成
、
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
」
ず
、
民
間
人
に
よ
る
個
々
の
建
築
物
の
建
築
が
「
都
市
機
能
、
都
市
環
境
に
整
合
し
、
合
理
的
な
土
地

利
用
に
資
す
る
も
の
に
な
る
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
こ
と
か
ら
、
法
は
総
合
設
計
許
可
制
度
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
高
世
は
、
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
「
都
市
資
産
」
が
「
都
市
環
境
」
に
資
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�　

失
わ
れ
る
社
会
環
境
は
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
論
じ
て
い
な
い
。

�　

大
塚
直
『
環
境
法
〈
第
三
版
〉』
二
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）

�　

北
村
喜
宣
『
環
境
法
〔
第
二
版
〕』
七
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

�　

富
井
利
安
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
二
〇
六
号
一
七
三
頁
も
、
景
観
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
被
害
の
継
続
性
を
強
調
す
る
。

�　

碓
井
光
明
『
都
市
行
政
法
精
義
Ⅰ
』
四
八
頁
は
、
現
代
行
政
の
特
色
と
し
て
「
行
政
の
計
画
化
」
を
挙
げ
、
ま
た
、
都
市
計
画
法
等
に
お
け
る
「
計

画
」
の
占
め
る
役
割
の
大
き
さ
に
言
及
す
る
（
信
山
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。
見
上
・
前
掲
註
⑶
七
九
頁
も
、「
い
く
ら
住
民
が
制
度
を
正
確
に
理
解

し
て
的
確
な
将
来
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
う
と
し
て
も
、
規
制
緩
和
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
将
来
像
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
に
な
る
と
述

べ
「
総
合
設
計
許
可
は
地
域
空
間
の
安
定
性
と
は
異
質
な
考
慮
要
因
を
持
ち
こ
む
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
総
合
設
計
許
可
に
は
こ
の
よ
う
な
行
政
計

画
に
反
す
る
と
の
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
、
防
災
計
画
な
ど
他
の
法
令
・
法
制
度
に
お
け
る
行
政
計
画
に
よ
り
達
す
べ
き
事
項
を
、
総
合
設

計
許
可
の
考
慮
事
項
と
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

�　

新
村
出
編
『
広
辞
苑 

第
六
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
九
八
、二
九
七
二
頁

�　

大
塚
・
前
掲
註
�
二
七
頁
、
北
村
・
前
掲
註
�
六
頁
以
下
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�　

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅱ 

人
権
総
論
』
三
六
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）、
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』
一
八
六
、三
六
七
頁
（
成
文
堂
、

二
〇
一
一
年
）、
青
柳
幸
一
『
警
備
業
実
務
必
携 

わ
か
り
や
す
い
憲
法
（
人
権
）』
二
四
四
頁
（
立
花
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、
赤
坂
・
前
掲
註
�

一
九
九
、二
八
八
頁

�　

平
裕
介
「
建
築
基
準
法
上
の
総
合
設
計
許
可
処
分
に
際
し
て
の
公
開
空
地
の
有
効
係
数
と
特
定
行
政
庁
の
裁
量
」
自
治
研
究
八
九
巻
一
一
号
一
二
二

頁
以
下
（
二
〇
一
三
）

�　

荒
・
前
掲
註
⑹
四
四
～
四
五
頁

�　

荒
・
前
掲
註
⑹
三
五
、三
八
～
三
九
頁

�　

都
市
公
園
法
七
条
は
、
都
市
公
園
内
に
「
非
常
災
害
に
際
し
災
害
に
か
か
つ
た
者
を
収
容
す
る
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物
」（
五
号
）
を
設
け

る
こ
と
を
許
可
し
う
る
と
し
、
ま
た
、
同
条
に
お
い
て
「
電
柱
、
電
線
、
変
圧
塔
」（
一
号
）、「
水
道
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
」（
二
号
）、「
通
路
、

鉄
道
、
軌
道
、
公
共
駐
車
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
」（
三
号
）、「
郵
便
差
出
箱
、
信
書
便
差
出
箱
又
は
公
衆
電

話
所
」
な
ど
を
設
け
る
こ
と
を
許
可
し
う
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
総
合
設
計
許
可
制
度
に
お
け
る
空
地
と
は
異
な
り
、
都
市
公
園
は
そ
も
そ

も
防
災
拠
点
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
法
令
上
予
定
さ
れ
て
い
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

昭
和
六
三
年
証
券
取
引
法
（
現
在
の
金
融
商
品
取
引
法
）
改
正
に
よ
り
、
我
が
国
で
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
が
始
ま
り
間
も
な
く
四

半
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
な
ぜ
規
制
さ
れ
る
べ
き
〝
悪
い
〟
行
為
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
証
券
市
場
の

公
正
性
お
よ
び
健
全
性
を
損
な
い
、
投
資
者
の
市
場
に
対
す
る
信
頼
を
失
う
か
ら
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
な
ぜ
投
資
者
の
市
場

に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
と
な
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
我
が
国
で
は
、
当
時
、
規
制
の
枠
組
み
を
早
急
に
整
備
す
る
こ
と
に
主
眼
が

置
か
れ
、
規
制
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
の
議
論
が
後
回
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
っ
た
の
は
否
め
な
い
⑴
。

　

現
在
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、
金
商
法
と
略
す
）
一
六
六
条
、
一
六
七
条
を
中
心
に
規
制
さ
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
金
商
法
の
前
身
に
当
た
る
証
券
取
引
法
（
以
下
、
証
取
法
と
略
す
）
は
、
昭
和
二
三
年
の
制
定
以
来
、
同
六
三
年
改
正
ま
で
の
間
、

役
員
・
主
要
株
主
に
よ
る
短
期
売
買
に
対
す
る
規
制
を
除
き
、
直
接
的
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
射
程
に
置
く
規
定
を
持
た
ず
に
い
た
。
同

年
の
改
正
に
よ
り
一
九
〇
条
の
二
、一
九
〇
条
の
三
（
現
行
の
一
六
六
、一
六
七
条
）
が
新
設
さ
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
も
実
質
的
な
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
が
始
ま
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
⑵
。

　

で
は
、
空
白
の
約
四
〇
年
の
間
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
、
不
可
能
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
証
券
取
引
に
関
す
る
不
公
正
取
引
全

般
を
規
制
す
る
一
般
規
定
た
る
証
取
法
五
八
条
一
号
（
現
行
の
金
商
法
一
五
七
条
一
号
）
に
よ
る
規
制
が
十
分
可
能
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
悪
性
に
関
す
る
若
干
の
考
察

堀　

口　
　
　

勝
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声
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
⑶
。
金
商
法
一
五
七
条
は
、
元
々
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
（
ｂ
）
項
並
び
に
同
条
に
基

づ
きSEC

（Securities and Stock Exchange Com
m

ission

―
証
券
取
引
委
員
会
）
が
定
め
た
規
則10b-5

を
手
本
に
し
て
作
ら
れ
た

規
定
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
文
言
を
見
る
と
、
確
か
に
共
通
点
が
多
い
⑷
が
、
規
則10b-5

が
、〝
詐
欺
〟（to defraud

）
と
い
う

表
現
を
明
確
に
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
五
七
条
は
、〝
不
正
の
〟
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
関
す
る
明
文
規
定
を
創
設
せ
ず
に
、
規
則10b-5

を
応
用
す
る
こ
と
に
活
路
を
見
出
し
、

今
日
至
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
当
時
そ
も
そ
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
悪
い
行
為
だ
と
い
う
認
識
が
、
お
そ
ら
く
希
薄
で

あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
昭
和
六
三
年
の
改
正
に
際
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
形
式
犯
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
あ
ら
か

じ
め
何
を
す
る
と
〝
違
法
〟
な
取
引
と
な
る
の
か
を
提
示
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
⑸
。

　

本
稿
で
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
し
て
は
一
日
の
長
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
長
年
議
論
さ
れ
て
き
た
理
論
的
根
拠
を
参
考
に
し
つ

つ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
規
制
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

二
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
上
の
規
制

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
最
初
か
ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
不
正
な
い
し
は
違
法
な
行
為
と
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
例
え
ば
、
会
社
内
部
者
の
典
型
で
あ
る
取
締
役
が
、
自
身
の
有
す
る
会
社
の
内
部
情
報
を
利
用
し
て
株
主
と
自
社
株
の
取
引
を
す

る
こ
と
は
、
そ
の
地
位
に
由
来
す
る
特
典
と
考
え
ら
れ
て
い
た
節
も
あ
っ
た
⑹
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
よ
り
、
会
社
内
部
者
（
取

締
役
、
役
員
、
支
配
株
主
等
）
が
、
自
社
株
の
価
格
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
情
報
を
、
そ
の
地
位
に
よ
り
入
手
し
、
公
表
前
に
自
社
株
を

買
い
付
け
る
行
為
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
（fraud

）
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
⑺
。

た
だ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
取
引
の
相
手
方
を
積
極
的
に
欺
罔
す
る
よ
う
な
形
態
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
内
部
情
報
を
秘
匿
し
て
行

わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
一
般
原
則
で
あ
る
〝
買
主
危
険
負
担
の
原
則
〟
に
よ
り
、
単
な
る
沈
黙
や
不
開
示
だ
け
で
は
詐
欺
に
な
ら
な
い
と
解
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さ
れ
て
い
た
が
、
例
外
的
に
当
事
者
間
に
あ
る
種
の
信
任
関
係
が
存
す
る
場
合
、
受
任
者
は
、
不
正
な
利
得
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
高

度
な
誠
実
性
が
要
求
さ
れ
、
取
引
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
情
報
を
相
手
方
に
開
示
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
り
、
沈
黙
や
不
開
示
は
詐

欺
と
看
做
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
⑻
。
取
締
役
が
、自
身
し
か
知
り
得
な
い
よ
う
な
重
要
な
会
社
情
報
を
伏
せ
た
ま
ま
、株
主
と
取
引
す
れ
ば
、

前
記
信
任
関
係
に
基
づ
き
、
不
開
示
の
故
に
詐
欺
に
該
当
す
る
余
地
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
判
例
は
分
か
れ
た
が
、
特
別
事
情
の
原
則
に

よ
れ
ば
、
売
主
は
積
極
的
な
不
実
開
示
ま
た
は
記
載
が
掛
け
て
い
る
た
め
に
誤
解
を
生
じ
う
る
表
示
（
誤
導
的
表
示
）
が
な
い
限
り
、
買
主

に
対
し
て
情
報
を
開
示
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
が
、
売
主
が
会
社
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
地
位
に
あ
り
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
す
る

場
合
、
売
主
と
買
主
の
間
の
特
別
な
事
実
か
ら
、
売
主
に
情
報
開
示
義
務
が
生
じ
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
て
証
券
を
売
買
し
た
と
き
は
、
売

主
に
不
法
行
為
責
任
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
⑼
。

　

た
だ
、
ど
こ
ま
で
内
部
者
に
開
示
義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
特
別
事
情
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
は
会
社
に
対
し
て

信
任
義
務
を
負
っ
て
い
る
た
め
、
株
主
を
相
手
に
自
社
株
を
買
付
け
ま
た
は
売
付
け
る
場
合
、
取
締
役
株
主
間
の
信
任
関
係
に
基
づ
き
開
示

義
務
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
非
株
主
を
相
手
に
自
社
株
を
売
付
け
る
場
合
、
取
締
役
非
株
主
間
に
は
信
任
関
係
は
存
し
な
い
こ
と

と
な
り
、
開
示
義
務
が
生
じ
な
い
こ
と
と
な
る
⑽
。
な
お
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
の
は
、
当
事
者
間
に
直

接
の
当
事
者
関
係
が
認
め
ら
れ
る
〝
相
対
取
引
〟
の
場
合
に
限
ら
れ
、
相
手
方
が
特
定
さ
れ
な
い
市
場
取
引
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

三
、
連
邦
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
（
ｂ
）
項
・SEC
規
則10b-5

に
よ
る
規
制

　
（
１
）
連
邦
証
券
諸
法
の
制
定

　

一
九
二
九
の
世
界
大
恐
慌
と
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
を
震
源
と
す
る
歴
史
的
に
も
重
大
な
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
証
券
市
場
を
舞
台
に
横
行
し
て
い
た
詐
欺
的
な
不
正
取
引
行
為
の
蔓
延
が
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
と
し
て
連

邦
議
会
か
ら
提
示
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
連
邦
証
券
諸
法
と
呼
ば
れ
る
一
九
三
三
年
証
券
法
（Securities Act of 1933

）
お
よ
び

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
（Securities Exchange Act of 1934

）
で
あ
っ
た
⑾
。
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そ
の
中
の
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
（
ｂ
）
項
お
よ
び
同
条
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
たSEC

規
則10b-5

は
、
証
券
取
引
に
関
す
る
『
詐
欺
』

的
な
行
為
や
相
場
操
縦
的
な
行
為
を
射
程
に
置
き
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。少
な
く
と
も
、こ
れ
ら
の
規
定
の
文
言
の
中
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
も
語
句
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
は
、
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
、
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
、
取
り
分
け
証
券
市
場
に
お
け
る
規
制
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
変
貌
し
て
い
く
様
を
次
節
で
観
て
い
き
た
い
。

（
２
）
検
討

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
の
変
遷
に
つ
き
、
以
下
に
若
干
の
検
討
を
試
み
て
み
た
い
。

　

ⅰ
第
一
に
、相
対
取
引
を
出
発
点
と
し
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
悪
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
点
と
、不
法
行
為
法
上
の
『
詐

欺
』
概
念
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
当
初
、
取
締
役
の
役
得
の
ご
と
く
認
識
さ
れ
て
い
た
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
対
株
主
の
関
係
で
そ
の
悪
性
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
わ
け
だ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
へ
の
該

当
性
を
出
発
点
と
し
て
、
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
詐
欺
の
成
立
に
は
、
表
示
が
重
要
な
事
実
に
つ

い
て
虚
偽
で
あ
り
、
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
被
告
が
知
っ
て
お
り
、
原
告
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
さ
れ
、
原
告
が
実
際
そ
の
表
示

を
信
頼
し
契
約
を
締
結
す
る
等
行
為
し
、
そ
の
結
果
損
害
を
被
る
こ
と
、
と
い
う
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
が
、
不
開
示
で
あ
っ
て
も
そ

れ
が
極
め
て
不
公
正
な
ら
詐
欺
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
当
事
者
が
信
任
関
係
に
あ
れ
ば
、
詐
欺
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
⑿
。
積
極
的
な
あ
る
い
は
明
示
的
な
虚
偽
表
示
や
不
実
開
示
が
あ
れ
ば
、
詐
欺
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
単
な
る
不
開
示

に
詐
欺
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
の
に
当
た
っ
て
、
そ
の
〝
沈
黙
〟
に
取
引
の
相
手
方
を
誤
っ
た
判
断
に
導
く
要
素
が
存
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
信
任
関
係
の
存
在
を
重
視
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ⅱ
前
述
の
通
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
間
に
直
接
の
当
事
者
関
係
が
認
め
ら
れ
る
〝
相
対
取
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引
〟
に
よ
る
ケ
ー
ス
を
巡
っ
て
責
任
の
有
無
が
問
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
連
邦
法
に
よ
る
規
制
が
行
わ
れ
る
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も

し
ば
ら
く
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

W
ard La France Truck Corp.

事
件(13 S.E.C. 373(1943)) 

やKardon v. National Gypsum
 Co.

事
件(73 F. Supp. 798 (E. D. 

Pa. 1947)
、Speed v. Transam

erica

事
件(13 S.E.C. 373(1943))

で
は
、
会
社
内
部
者
（
取
締
役
等
）
が
、
会
社
資
産
に
影
響
を
及

ぼ
す
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
な
く
、
株
主
か
ら
自
社
株
を
買
付
け
よ
う
と
し
た
事
例
で
あ
り
、
内
部
者
と
株
主
間
の
信
任
義
務
違
反
に
基
づ

き
責
任
が
認
め
ら
れ
た
⒀
。 

　

他
方
、M

ills v. Sarjem
 Corp.

事
件(133 F. Supp. 753 (D.D.N.J. 1955)

で
は
、
会
社
内
部
者
で
は
な
い
者
が
、
株
主
か
ら
株
式
を

買
付
け
た
際
に
、
会
社
資
産
の
売
却
に
関
す
る
情
報
を
開
示
し
な
か
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
両
者
の
間
に
信
任
関
係
は
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を

理
由
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
。

　　

ⅲ
連
邦
法
に
よ
る
規
制
が
始
ま
る
以
前
の
事
例
だ
が
、
市
場
取
引
を
巡
り
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
争
わ
れ
たGoodw

in v. Agassiz

事
件

(186 N.E. 659(M
ass. 1933))

で
は
、
内
部
者
と
株
主
が
市
場
を
通
し
て
取
引
し
た
場
合
、
相
対
取
引
の
場
合
と
は
異
な
り
、
信
任
関
係

は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
相
手
方
が
特
定
さ
れ
な
い
市
場
で
の
取
引
に
は
、
売
り
手
と
買
い
手
の
間
に
信
任
関
係

が
存
し
な
い
以
上
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
す
な
わ
ち
証
券
市
場
を
舞
台
に
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
は
、
キ
ャ

デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
事
件(In re Cady, Roberts & Co., 40 S.E.C.907(1961))

以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
会
社
内
部

者
の
み
が
、
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
任
義
務
に
違
反
し
て
情
報
を
開
示
し
な
か
っ
た
（
信
任
関
係
に
基
づ
く
開
示
義
務
違
反
）
場
合
に
、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
本
件
は
、
内
部
者
と
い
う
枠
組
み
を
取
り
払
い
、
た
と
え
会
社
内

部
者
で
は
な
く
と
も
、
誰
に
で
も
内
部
情
報
を
利
用
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
成
立
す
る
余
地
を
認
め
た
審
決
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
伝

統
的
な
会
社
内
部
者
に
限
ら
ず
、
規
則10b-5

の
文
言
は
、〝
何
人(any person)

〟
を
も
規
制
対
象
と
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
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う
⒁
。

　

開
示
義
務
を
一
歩
掘
り
下
げ
て
表
現
す
れ
ば
、
そ
の
地
位
に
よ
り
知
っ
て
い
る
情
報
が
、
相
手
方
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
く
、
ま
た
相
手
方

の
投
資
判
断
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
場
合
、
そ
の
重
要
な
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
の
選
択
肢
は
、
取
引
を
断
念
す
る
こ

と
で
あ
る
と
い
う
、〝
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
〟
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
原
則
は
、
①
会
社
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
利
用
さ
れ

る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、
何
人
の
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
情
報
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る

関
係
の
存
在
、
②
当
事
者
が
、
相
手
方
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
情
報
か
ら
利
益
を
得
る
と
い
う
場
合
に
包
含

さ
れ
る
本
来
的
不
公
正
さ
の
二
点
に
基
づ
く
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
、
よ
う
や
く
相
対

取
引
（
伝
統
的
な
会
社
内
部
者
対
株
主
と
い
う
構
図
）
か
ら
、
市
場
取
引
（
内
部
者
⒂
対 

投
資
者
と
い
う
構
図
）
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

要
約
す
る
と
、SEC

が
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
事
件
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
会
社
内
部
者
の
み
が
、
そ
の
地
位
の
故
に
有
す
る
信
任

関
係
を
前
提
と
す
る
開
示
義
務
を
、
内
部
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
う
る
者
全
般
に
ま
で
広
く
認
め
る
と
い
う
、
情
報
所
有
理
論
―
す
べ
て
の
投

資
者
に
と
っ
て
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
平
等
で
あ
る
べ
き
―
に
よ
り
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
強
化
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
典
型
的
な
会
社
内
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
事
例
で
あ
っ
た
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
ー
事

件
判
決(SEC vs. Texas Gulf Sulphur Co.,401 F. 2d 833(2d. Cir. 1968))

に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
踏
襲
さ
れ
た
、
開
示
義
務
の
生
ず

る
前
提
と
し
て
、
取
引
当
事
者
の
一
方
の
み
が
情
報
を
知
っ
て
お
り
、
他
方
の
当
事
者
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
、
情
報
上
の
不
均
衡
を

不
公
正
な
も
の
と
捉
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
理
論
（
当
事
者
間
の
信
任
関
係
に
依
存
す
る
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
合
理
さ
を
除
去

し
、
実
質
的
か
つ
合
理
的
な
判
断
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
⒃
。

　　

ⅳSEC

に
よ
る
規
制
強
化
の
方
向
性
は
、
確
か
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
証
券
市
場
か
ら
排
除
す
る
効
果
は
絶
大
な
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、

し
か
し
、
ど
こ
ま
で
は
証
券
の
取
引
が
許
容
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
は
違
法
と
な
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
抑
止
を
受
け
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る
こ
と
と
な
っ
た
。
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
ー
事
件
で
は
、
典
型
的
な
会
社
内
部
者
に
よ
る
典
型
的
な
会
社
内
部
情
報
を
利
用
し

た
取
引
で
あ
っ
た
が
、
会
社
外
部
者
に
よ
る
会
社
外
部
情
報
を
利
用
し
た
取
引
を
巡
り
争
わ
れ
た
チ
ア
レ
ラ
事
件
は
、
新
た
な
火
種
を
生
む

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
内
部
者
と
は
一
体
誰
を
指
す
の
か
、
内
部
情
報
と
は
一
体
ど
こ
に
存
す
る
情
報
を
指
す
の
か
、
そ
れ
ら
の

範
囲
が
、
無
制
限
に
拡
張
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
連
邦
最
高
裁
の
苦
悩
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　
　

　
ⅴ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
規
制
に
端
を
発
す
る
、
会
社
内
部
者
の
信
任
義
務
違
反
を
尺
度
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
信
任
義
務
理
論
は
、
伝
統
的

な
会
社
内
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
そ
の
射
程
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
説
得
力
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
規

制
さ
れ
る
べ
き
、
情
報
の
不
正
利
用
に
よ
る
証
券
取
引
の
範
囲
は
、
何
も
会
社
内
部
者
に
よ
る
会
社
内
部
情
報
の
利
用
を
伴
う
も
の
に
限
る

こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
面
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
は
、
チ
ア
レ
ラ
事
件(Chiallera v. United States, 445 U.S. 222(1980))

で
、「
第
一
に
必
ず
し
も
財
務
上
の
不
公
正

が
一
〇
条
（
ｂ
）
項
の
詐
欺
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
第
二
に
不
開
示
を
詐
欺
と
看
做
す
の
に
欠
か
せ
な
い
要
件
た
る
開
示
義
務
が
本

件
で
は
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
、
チ
ア
レ
ラ
を
無
罪
と
し
た
が
、
こ
の
判
断
は
、
五
対
四
の
僅
差
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
陪
審
へ
の
説
示
が

な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
次
に
触
れ
る
不
正
流
用
理
論
の
採
用
を
躊
躇
し
た
裁
判
官
が
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
⒄
。

　
　

　

ⅵ
同
判
決
に
お
い
て
バ
ー
ガ
ー
裁
判
長
は
、
そ
の
反
対
意
見
の
中
で
、「
情
報
上
の
有
利
さ
が
、
よ
り
優
れ
た
経
験
、
予
測
ま
た
は
勤
勉

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
違
法
な
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
場
合
に
、
未
公
開
の
情
報
を
不
正
流
用
し
た
者
は
、
そ
の
情
報
を
開
示

す
る
か
あ
る
い
は
取
引
を
断
念
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
な
開
示
義
務
を
負
う
。・
・
・
印
刷
所
で
警
告
の
掲
示
の
す
ぐ
そ
ば

で
働
い
て
い
た
チ
ア
レ
ラ
が
、
最
高
の
信
頼
の
も
と
に
彼
に
委
託
さ
れ
て
い
た
価
値
あ
る
未
公
開
の
情
報
を
不
正
に
流
用
―
厚
か
ま
し
く
も

そ
の
情
報
を
利
用
す
る
た
め
に
盗
ん
だ
―
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
証
拠
は
疑
い
の
余
地
も
な
く
示
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
一
見
、

情
報
の
窃
取
と
い
う
行
為
の
み
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
雇
主
か
ら
最
高
の
信
頼
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
す
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な
わ
ち
信
任
関
係
を
そ
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

会
社
内
部
者
の
会
社
な
い
し
は
株
主
に
対
す
る
信
任
関
係
の
存
在
を
前
提
と
す
る
信
任
義
務
理
論
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
盛
ん
に
な
る

M
&A

に
絡
ん
で
目
立
ち
始
め
た
公
開
買
付
情
報
の
不
正
使
用
を
も
カ
バ
ー
す
る
機
能
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
い
う
と
、
一
見
奇
妙
な
表
現
に
思
え
る
が
、
あ
る
会
社
の
株
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
と
い
う
の
は
、
何
も

そ
の
会
社
の
内
部
に
存
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
の
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
。
会
社
外
部
に
存
す
る
情
報
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち

公
開
買
付
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

チ
ア
レ
ラ
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
不
正
流
用
理
論
の
採
用
は
、
先
送
り
さ
れ
た
感
は
あ
っ
た
が
、
後
に
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
事
件

(Carpenter v. United States, 484 U.S. 19(1987))

、
オ
ヘ
イ
ガ
ン
事
件(United States v. O

’Hagen, 117 S. Ct. 2199(1997))

を

経
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
は
、
不
正
流
用
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
不
正

流
用
理
論
を
整
理
し
て
み
る
と
、
取
引
者
が
、
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
対
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
情
報
を
有
す
る
情
報
源
に
対
す
る

信
任
義
務
に
違
反
し
て
、
そ
の
秘
密
情
報
を
利
用
し
て
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
詐
欺
を
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
チ

ア
レ
ラ
事
件
で
い
え
ば
、
チ
ア
レ
ラ
が
雇
主
で
あ
る
印
刷
会
社
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
信
任
関
係
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
事

件
に
お
け
る
ワ
イ
ナ
ン
ス
が
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
社
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
信
任
関
係
や
、
オ
ヘ
イ
ガ
ン
事
件
に
お
け

る
オ
ヘ
イ
ガ
ン
がD&W

法
律
事
務
所
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
信
任
関
係
も
然
り
で
あ
る
。

　

ⅶ
で
は
、
不
正
流
用
理
論
に
は
何
も
問
題
点
が
な
い
の
か
。
な
ぜ
情
報
所
有
者
の
情
報
源
に
対
す
る
信
任
関
係
か
ら
開
示
義
務
が
生
じ
、

こ
れ
に
違
反
す
る
と
詐
欺
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
で
き
な
い
。
仮
に
、
情
報
源
が
情
報
の
利
用

を
許
容
し
て
い
れ
ば
、
義
務
違
反
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
許
可
を
得

た
情
報
の
利
用
も
、
許
可
を
得
ず
し
て
な
さ
れ
た
情
報
の
不
正
流
用
も
市
場
や
投
資
者
に
及
ぼ
す
悪
影
響
に
変
わ
り
は
な
く
、
無
許
可
の
場

合
だ
け
が
違
法
と
さ
れ
る
の
で
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
⒅
。



─ 176 ─

　

ま
た
、
不
正
流
用
理
論
は
、
信
任
義
務
理
論
で
使
わ
れ
て
き
た
信
任
関
係
を
あ
る
意
味
踏
襲
し
、
部
分
的
に
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
信
任
関
係
や
信
任
義
務
に
固
執
し
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
、
同
じ
公
開
買
付
情
報
を
、
印
刷
会
社
の
従
業
員
（
チ
ア

レ
ラ
の
よ
う
な
）
や
法
律
事
務
所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
（
オ
ヘ
イ
ガ
ン
の
よ
う
な
）
が
、
情
報
源
で
あ
る
雇
主
に
対
す
る
信
任
義
務
に
反
し
て
、

対
象
会
社
の
株
取
引
に
利
用
し
た
場
合
と
、
情
報
源
に
侵
入
し
公
開
買
付
情
報
を
窃
取
し
取
引
し
た
者
と
で
、
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
と
な

ろ
う
⒆
。

　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
是
非
を
巡
っ
て
は
、
伝
統
的
に
こ
れ
を
開
示
義
務
違
反
と
の
関
係
で
捉
え
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
信
任
関
係
の

存
在
を
そ
の
前
提
と
捉
え
て
き
た
の
だ
が
、SEC

が
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
事
件
で
打
ち
立
て
た
情
報
所
有
理
論
で
一
旦
取
り
払
わ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
連
邦
最
高
裁
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
範
囲
が
無
制
限
に
広
が
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
情
報
源
へ
の
開
示
義
務
違
反
と

い
う
基
準
を
用
い
る
、
不
正
流
用
理
論
と
い
う
手
法
で
信
任
関
係
を
引
き
戻
す
こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
⒇
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
、
終
始
、『
誰
に
対
す
る
詐
欺
な
の
か
？
』
と
い
う
点
に
固
執
し

て
き
た
印
象
を
拭
え
な
い
。
そ
れ
は
、時
と
し
て
、取
引
相
手
や
会
社
に
対
す
る
詐
欺
で
あ
っ
た
り
、雇
主
等
情
報
源
に
対
す
る
詐
欺
で
あ
っ

た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
お
わ
り
に

　

一
見
、
不
自
然
あ
る
い
は
奇
異
な
現
象
に
見
え
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
規
制
の
時
代
よ
り
脈
々
と
続
く
、

相
対
取
引
に
お
け
る
〝
詐
欺
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
？
〟
と
い
う
攻
防
が
、
そ
の
ス
テ
ー
ジ
を
市
場
取
引
に
移
し
た
過
程
に
お
い
て

も
引
継
が
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
、
な
お
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
存
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

他
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
市
場
に
お
け
る
不
公
正
取
引
の
一
つ
と
し
て
規
制
が

ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
し
か
も
、
規
制
の
根
拠
を
金
商
法
一
五
七
条
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
一
六
六
条
・
一
六
七
条
を
新
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設
し
、
形
式
犯
と
し
て
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
確
立
し
た
と
い
う
経
緯
か
ら
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
用
い

ら
れ
て
い
る
、
何
ら
か
の
信
任
関
係
か
ら
生
ず
る
開
示
義
務
違
反
が
詐
欺
を
構
成
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
ま
ま
採
用
す
べ
き
と

は
考
え
に
く
い
。

　

市
場
に
お
い
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
う
こ
と
は
、〝
誰
か
〟
に
対
す
る
詐
欺
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
か
。
チ
ア
レ
ラ
事
件
判
決
で
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
が
述
べ
た
反
対
意
見
が
、
最
も
シ
ン
プ
ル
か
つ
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、

示
唆
に
富
む
と
思
わ
れ
る
。
要
約
す
る
と
、「
チ
ア
レ
ラ
の
有
罪
を
不
正
流
用
理
論
に
求
め
る
必
要
は
な
い
・
・
・
、
切
迫
し
た
公
開
買
付

情
報
を
盗
ん
だ
と
い
う
事
実
が
、
彼
が
詐
欺
で
有
罪
で
あ
る
と
い
う
最
も
劇
的
な
証
拠
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
雇
主
の
本
人(

買
付
会

社)

の
許
可
を
得
て
い
た
と
し
て
も
詐
欺
的
で
あ
る
と
認
定
し
た
で
あ
ろ
う
。・
・
・
信
任
関
係
が
規
則10b-5

に
基
づ
く
開
示
義
務
を
確

立
し
う
る
と
い
う
点
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
の
種
の
関
係
か
ら
生
ず
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
の
み
、10b-5

違
反
と
な
る
と
い
う
点
に

は
賛
成
し
な
い
。・
・
・
一
般
人
が
合
法
的
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
密
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
は
、
規
則10b-5

に
よ
っ
て
、

影
響
を
受
け
る
証
券
の
取
引
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
構
造
的
な
情
報
上
の
有
利
さ
を
利
用
し
て
計
略
を
行
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
と
判
示
し
た

で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
信
任
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
も
と
よ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
成

立
す
る
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
証
券
市
場
の
有
す
る
構
造
的
な
特
徴
―
取
引
当
事
者
が
直
接
相
対
で
取
引
を
す
る
場
合
よ
り
も
市
場
を
通

し
て
取
引
す
る
場
合
の
方
が
通
常
の
取
引
形
態
で
あ
り
、
投
資
者
が
利
用
す
る
情
報
が
必
ず
し
も
発
行
会
社
の
内
部
に
存
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
外
部
に
存
す
る
情
報
（
公
開
買
付
に
限
定
さ
れ
る
が
）
も
無
視
で
き
な
い
―
を
も
視
野
に
入
れ
た
規
制
の
枠
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

註⑴　

横
畠
裕
介
『
逐
条
解
説
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
罰
則
』（
商
事
法
務
研
究
会
）
一
四
頁
。
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⑵　

神
崎
克
郎
・
志
谷
匡
史
・
川
口
恭
弘
『
金
融
商
品
取
引
法
』（
青
林
書
院
）
一
二
一
七
頁
。

　
　

河
本
一
郎
・
大
武
泰
南
『
金
融
商
品
取
引
法
読
本
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
）
四
五
七
頁
。

⑶　

証
券
取
引
審
議
会
「
内
部
者
取
引
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
昭
和
六
三
年
）。
堀
口
亘
『
最
新
証
券
取
引
法
（
新
訂
第
四
版
）』（
商
事
法
務
研
究

会
）
五
九
六
頁
。
神
崎
・
志
谷
・
川
口
前
掲
註
⑵
五
四
七
頁
。
龍
田
節
『
内
部
者
取
引
の
効
果
に
関
す
る
立
法
的
考
察
』「
大
隅
健
一
郎
先
生
古
希
記
念
・

企
業
法
の
研
究
」。
一
方
、
鈴
木
竹
雄
・
河
本
一
郎
『
証
券
取
引
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
）
五
五
四
～
五
五
五
頁
は
、「
た
し
か
に
、
五
八
条
一
号
は
、

既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
違
反
者
に
は
刑
事
責
任
が
科
さ
れ
る
こ
と
は
明
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
司
法
の
も
と
で
は
、
五
八
条

一
号
を
使
っ
て
の
摘
発
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
罰
規
定
と
し
て
は
同
条
項
は
、
漫
然
と
し
過
ぎ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

⑷　

R
ule 10b-5 　

　

Em
ploym

ent of M
anipulative and D

eceptive D
evices

　

It shall be unlaw
ful for any person, directly or indirectly, by use of any m

eans or instrum
entality of interstate com

m
erce, or of the m

ails or of 

any facility of any national securities exchange,

　

a.  To em
ploy any device, schem

e, or artifice to defraud,

　

b.  To m
ake any untrue statem

ent of a m
aterial fact or to om

it to state a m
aterial fact necessary in order to m

ake the statem
ents 　

m
ade, in the 

light of the circum
stances under w

hich they w
ere m

ade, not m
isleading, or

　

c.  To engage in any act, practice, or course of business w
hich operates or w

ould operate as a fraud or deceit upon any person,

　
　

in connection w
ith the purchase or sale of any securities.

⑸　

横
畠
前
掲
註
⑴
一
四
頁
。

⑹　

島
袋
鉄
男
『
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
理
の
発
展
―
』（
法
律
文
化
社
）
一
九
九
四
年
二
二
頁
。

⑺　

島
袋
前
掲
註
⑹
二
二
～
二
三
頁
。

⑻　

島
袋
前
掲
註
⑹ 

二
三
頁
。

⑼　

島
袋
前
掲
註
⑹
二
三
頁
。

⑽　

島
袋
前
掲
註
⑹ 

二
三
～
二
四
頁
。
た
だ
し
、
後
に
開
示
義
務
の
対
象
が
、
株
主
の
み
か
ら
非
株
主
（
投
資
家
）
へ
拡
張
し
て
い
っ
た
。
取
引
相
手
が
、

株
主
で
あ
る
か
否
か
で
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
に
何
ら
合
理
性
が
な
い
こ
と
と
、
非
株
主
に
自
社
株
を
売
付
け
れ
ば
、〝
非
〟
株
主
は
、
そ
の
こ
と
に
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よ
り
株
主
と
な
り
、
信
任
関
係
も
発
生
す
る
こ
と
と
な
る

⑾　
Joel Seligm

an, Transform
ation of W

all Street (2rd. ed.). Loss Seligm
an, Fundam

entals of Securities R
egulation (3rd. ed.).　

証
券
法
は
、
発

行
市
場
の
規
制
を
、
証
券
取
引
所
法
は
、
流
通
市
場
の
規
制
を
担
っ
て
い
る
。

⑿　

萬
澤
洋
子
『
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
法
」（
弘
文
堂
）
一
一
八
～
一
二
一
頁
。

⒀　

各
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
萬
澤
前
掲
註
⑿
一
四
六
～
一
五
二
頁
参
照
。

⒁　

島
袋
前
掲
註
⑹ 
二
八
頁
。

⒂　

こ
れ
以
降
、
一
時
的
内
部
者(tem

porary insider)

、
準
内
部
者(quasi-insider)

、
チ
ア
レ
ラ
事
件
控
訴
審
判
決
で
登
場
し
た
市
場
内
部
者(m

arket 

insider)

と
い
っ
た
枠
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。W

ang Steinberg, Insider Trading (3rd. ed.)

一
～
二
頁
に
よ
る
と
、〝
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
〟

と
い
う
用
語
は
、
発
行
者
の
内
部
ま
た
は
外
部
に
位
置
す
る
何
人
か
に
よ
る
、
発
行
者
ま
た
は
証
券
市
場
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
重
要
な
未
公

開
情
報
に
基
づ
く
証
券
取
引
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
共
通
認
識
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

⒃　

島
袋
前
掲
註
⑹ 

二
八
頁
。

⒄　

SEC

は
、
チ
ア
レ
ラ
事
件
最
高
裁
判
決
を
受
け
、
公
開
買
付
情
報
に
係
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
、
委
員
会
規
則14e-3

を

制
定
し
た
。

⒅　

黒
沼
悦
郎
『
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
法
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
）
一
六
四
～
一
六
六
頁
。

⒆　

関
俊
彦
『
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
不
正
流
用
理
論
』
岩
原
紳
作
編
「
現
代
企
業
法
の
展
開　

竹
内
昭
夫
先
生
還
暦
記
念
」（
有

斐
閣
）
一
九
九
〇
年
五
三
三
～
五
三
四
頁
。

⒇　

黒
沼
前
掲
註
⒅
一
六
六
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
（globalization
）」
が
進
行
し
て
い
る
現
在
、
Ｅ
Ｕ
を
例
に
す
る
ま
で
も
な
く
「
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
」
が
国

境
を
越
え
て
移
動
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
は
国
内
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
（inform

ation

）
に
目
を
向
け
、

あ
ら
ゆ
る
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
事
象
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年

一
二
月
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら
始
ま
る
、「
ア
ラ
ブ
の
春
（Arab Spring

）」
と
呼
ば
れ
る
ア
ラ
ブ
諸
国
の
民
主
化
運
動
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
政
府
と
社
会
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
政
策
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
、
要
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

一
般
的
に
、
政
策
の
過
程
は
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ル
ー
プ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
政
策
を
考
え
る
に
あ

た
り
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
理
論
モ
デ
ル
の
考
察
は
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
考
察
し
た
先
駆
者
の
一
人
と
し
て
、
カ
ー

ル
・
Ｗ
・
ド
イ
ッ
チ
ュ
（Karl W

. Deutsch

）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
が
進
行
し
て
い
る
現
在
の
国
際
関
係
や
、「
民
主

化
（dem

ocratization

）」
を
説
明
す
る
上
で
も
、
主
体
と
客
体
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
構
築
さ
れ
た
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政

治
シ
ス
テ
ム
論
（political system

s theory

）
は
、
政
策
分
析
の
上
か
ら
有
益
な
視
座
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従

来
の
研
究
者
は
、あ
ま
り
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（feedback

）
の
み
に
拘
泥
し
過
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、ド
イ
ッ

チ
ュ
理
論
を
「
主
体
志
向
の
政
策
決
定
理
論
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
政
策
過
程
総
体
を
理
解
す
る
概
念
図
と
し

Ｋ
・
Ｗ
・
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
理
論
に
お
け
る
一
考
察

澁　

谷　

朋　

樹

─
─
客
体
志
向
の
シ
ス
テ
ム
論
─
─
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て
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
を
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
は
、
政
策
実
行
者
の
主
体
と
し
て
の
視
点
の
み
か
ら
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
は
、「
環
境
（environm

ent

）」
か
ら
の
新
た
な
入
力
（input

）
と
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
は
、
シ
ス
テ
ム
論
の
「
シ
ス
テ
ム
（system

）」
を
主
体
と
す
る
な
ら
ば
、
客
体
で
あ
る
「
環
境
」
に
注
目
す
る

こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
を
、
単
な
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
ル
ー
プ
の
図
と
し
て
で
は
な
く
、
政
策
が
対
象
と
す
る
「
環

境
」
を
重
視
し
て
い
る
と
し
、「
客
体
志
向
の
政
策
シ
ス
テ
ム
論
」
の
提
唱
者
と
し
て
ド
イ
ッ
チ
ュ
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
新
た
な
視
点
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
の
政
治
変
動
を
説
明
す
る
上
で
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
理
論
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
は
多
い

と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
視
点
か
ら
新
解
釈
を
加
え
つ
つ
、
理
論
の
再
評
価
を
行
う
こ
と
が
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ド
イ
ッ
チ
ュ
が
構
築
し
た
理
論
の
枠
組
み
を
中
心
と
し
て
用
い
な
が
ら
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
事
例
を
視
野
に
入
れ
、
現
代
を
分
析
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

二
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論

　

本
節
で
は
、
政
治
現
象
を
分
析
す
る
モ
デ
ル
の
構
築
を
試
み
た
ド
イ
ッ
チ
ュ
と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
イ
ー
ス
ト
ン
（David Easton

）
を
中

心
に
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
一
九
五
〇
年
代
、
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
（Talcott Parsons

）
は
、
社
会
全
体
を
一
つ
の
シ

ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
概
念
を
提
唱
し
た
。「
構
造
‐
機
能
主
義
（structural-functionalism

）」
と
い
う
考
え
方
を
、

シ
ス
テ
ム
論
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
学
分
野
に
も
波
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
に
多

大
な
影
響
を
与
え
た
行
動
論
政
治
学
は
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く
実
証
分
析
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
潮
流
を
背
景
と
し
て
、
イ
ー
ス

ト
ン
は
政
治
現
象
を
捉
え
る
一
般
的
な
枠
組
み
と
し
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
（political system

）
の
理
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

政
治
現
象
を
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
と
、シ
ス
テ
ム
か
ら
の
出
力（output

）、お
よ
び
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
総
体
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ー

ス
ト
ン
は
、
実
証
的
な
研
究
を
通
じ
て
、
政
治
の
一
般
理
論
の
構
築
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
一
方
の
ド
イ
ッ
チ
ュ
も
、
決
定
シ
ス
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テ
ム
全
体
の
行
動
を
表
現
で
き
る
モ
デ
ル
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
⑴
。
そ
こ
で
、『
ナ
ー
ヴ
ス
・
オ
ブ
・
ガ
バ
メ
ン
ト
（The Nerves 

of Governm
ent

）』
に
お
い
て
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
（cybernetic m

odel

）
に
基
づ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー

チ
（com

m
unication approach

）
に
よ
っ
て
、
政
治
的
機
能
を
持
つ
組
織
の
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
行
動
論
政
治
学
の
立
場
か
ら
、

新
た
に
情
報
の
流
れ
を
理
論
化
し
、
そ
れ
を
シ
ス
テ
ム
論
的
に
明
ら
か
し
て
提
示
す
る
た
め
、
分
析
の
枠
組
み
と
し
て
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
サ

イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
を
援
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
白
鳥
令
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論
に
は
統
一
さ
れ
た
理
論
が
な
い
が
、
シ
ス
テ
ム
の

モ
デ
ル
の
構
造
と
い
う
面
か
ら
検
討
す
る
と
、
次
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
⑵
。

　

①　
「
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
（system

 m
odel

）」

　

②　
「
イ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
（intersystem

 m
odel

）」

　

③　
「
発
展
モ
デ
ル
（developm

ent m
odel

）」

　

④　
「
変
革
モ
デ
ル
（m

odel for changing
）」

　

イ
ー
ス
ト
ン
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
は
、「
イ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
に
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
も
の
は
「
変
革
モ
デ
ル
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
と
白
鳥
は
述
べ
て
い
る
⑶
。
こ
の
イ
ー
ス
ト
ン
や
ド
イ
ッ
チ
ュ
に
代
表
さ
れ
る
政
治
シ
ス
テ
ム
論
は
、
大
い
に

注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ー
ス
ト
ン
が
構
築
し
た
シ
ス
テ
ム
論
は
、
シ
ス
テ
ム
が
い
か
に
存
続
し
て
い
く
か
と
い

う
問
題
に
焦
点
を
集
め
て
お
り
、
政
治
変
動
の
説
明
に
は
適
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
批
判
の
的
と
な
っ
た
⑷
。
彼
の
シ
ス
テ

ム
論
は
均
衡
（equilibrium

）
が
前
提
に
あ
る
た
め
、
社
会
の
変
動
を
十
分
に
表
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス（cybernetics

）」

の
考
え
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
、「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
フ
ィ
ー
ッ
ド
バ
ッ
ク
（positive feedback

）」
と
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（negative feedback

）」
に
分
類
し
て
い
る
。
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「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」、
ま
た
は
「
増
幅
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（am

plifying feedback

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
を

受
け
た
シ
ス
テ
ム
の
行
動
を
継
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
が
行
動
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
⑸
。
シ
ス
テ
ム
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
た
情
報
は
、
シ
ス
テ
ム
が
同
一
方
向
の
行
動
を
す
る
よ
う
な
反
応
を
強
め
る
役
割
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

増
幅
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
と
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
陥
り
、
シ
ス
テ
ム
を
損
傷
さ
せ
た
り
、
破
壊
し
た
り
す

る
と
い
う
⑹
。
こ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
群
衆
や
市
場
の
パ
ニ
ッ
ク
、
軍
備
競
争
、
急
速
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
⑺
。

国
内
的
、
ま
た
は
国
際
的
に
厳
し
い
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
状
況
に
お
い
て
は
、
容
易
に
「
増
幅
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
の
特
徴
を
帯
び
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
は
、「
目
標
追
求
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（goal-seeking 

feedback

）」
と
「
目
標
変
更
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（goal-change feedback

）」
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
⑻
。「
目
標
変
更
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」

は
、
シ
ス
テ
ム
内
の
各
要
素
を
再
調
整
し
、
シ
ス
テ
ム
の
目
標
そ
の
も
の
を
変
更
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
⑼
。
外
部
か
ら
の
情
報
が
継
続

的
に
入
力
さ
れ
る
た
め
、
目
標
に
対
し
て
最
適
な
ル
ー
ト
を
選
択
し
た
り
、
目
標
自
体
を
変
更
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
の
こ
の
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
が
、
均
衡
状
態
が
重
要
な
も
の
と
さ
れ
る
「
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
と

比
較
し
て
、
有
意
性
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
入
力
、
情
報
処
理
、
決
定
、
出
力
、
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
の
一
連
の
動
作
が
連
動
さ
れ
、「
環
境
」
か
ら
の
情
報
が
常
に
流
入
し
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
外
的
要
因
で
あ
る
「
環
境
」
は
、
出

力
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
も
環
境
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
、
目
標
達
成
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
目
標
変
更
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
目
標
の

設
定
と
達
成
が
連
動
さ
れ
て
い
る
た
め
、
シ
ス
テ
ム
の
変
動
過
程
が
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
の
目
標
が
シ
ス
テ
ム
の
存
続

で
あ
る
た
め
、
政
治
変
動
を
捉
え
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
と
い
っ
た
保
守
的
バ
イ
ア
ス
は
払
拭
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、

政
治
の
本
質
を
「
社
会
の
諸
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
人
間
の
努
力
や
期
待
の
信
頼
で
き
る
調
整
⑽
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
理
論
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー

チ
に
必
要
不
可
欠
な
「
情
報
」
に
つ
い
て
も
、
少
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、「
情
報
」
に
つ
い
て
、「
我
々
が
外
界
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に
適
応
し
よ
う
と
行
動
し
、
ま
た
行
動
の
結
果
を
外
界
か
ら
感
知
す
る
際
に
、
外
界
と
交
換
す
る
も
の
⑾
」
と
定
義
し
、
こ
れ
が
価
値
を
持

つ
に
は
二
つ
の
条
件
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
情
報
受
信
シ
ス
テ
ム
の
存
在
が
不
均
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、「
情

報
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
受
信
者
の
変
化
を
誘
発
す
る
⑿
」
も
の
と
し
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
（m

edia literacy

）
の
重
要
性
を
述
べ
て

い
る
。
仮
に
、
あ
る
情
報
を
受
信
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
受
信
者
が
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
意
味
を
な
さ
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
現
代
は
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
低
コ
ス
ト
で
膨
大
な
量
の
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
も
し
政
府
が
す
べ
て
の
情
報
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｓ
・
ナ
イ
（Joseph S. Nye, Jr.

）
は
、
情
報
技
術
の
発
展
を
「
情
報
革
命
（Inform

ation 
Revolution

）」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
は
「
非
国
家
主
体
に
力
を
与
え
て
、
中
央
政
府
に
よ
る
統
制
を
弱
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
政
治

を
よ
り
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
⒀
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
は
、
政
策
過
程
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
、
過
去
と
現
代
の
状
況
の
違
い
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
新
た
な
解
釈
を
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
組
み

込
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
客
体
志
向
の
シ
ス
テ
ム
論

　

ド
イ
ッ
チ
ュ
が
提
唱
し
た
理
論
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
海
外
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
理
論
を

事
例
に
適
応
さ
せ
た
り
、
正
当
性
を
検
討
し
た
り
し
た
先
行
研
究
が
多
く
存
在
す
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
Ｃ
・
ハ
ド
ソ
ン
（M

ichael C. 
Hudson

）
は
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
「
社
会
的
動
員
（social m

obilization
）」
の
定
義
を
用
い
て
い
る
⒁
。
彼
は
、
レ
バ
ノ
ン
を
例
に
挙
げ
、

社
会
的
動
員
と
政
治
的
発
展
の
関
係
性
を
、
量
的
デ
ー
タ
を
用
い
て
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
Ｍ
・
ク
レ
ス
レ
イ

（Konrad M
. Kressley

）
は
、
ユ
ー
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（Eurovision Netw

ork

）
を
分
析
の
対
象
に
し
て
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理

論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
⒂
。
日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
山
川
雄
巳
を
中
心
と
し
て
、「
シ
ス
テ
ム
論
」
の
紹

介
が
な
さ
れ
て
い
る
⒃
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
主
に
薮
野
祐
三
⒄
と
谷
藤
悦
史
⒅
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
の
シ
ス
テ
ム
内
部
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の
情
報
の
流
れ
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
概
念
の
解
説
を
中
心
に
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
挙
げ

た
い
ず
れ
の
先
行
研
究
も
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
を
、
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
た
主
体
志
向
の
政

策
決
定
理
論
と
し
て
捉
え
て
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
ル
ー
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
ル
ー
プ
の
図
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論
は
、
イ
ー
ス
ト
ン
が
政
治
学
の
研
究
に
シ
ス
テ

ム
論
を
導
入
し
、
そ
の
政
治
分
析
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
⒆
。
こ
の
シ
ス
テ
ム

論
は
、
シ
ス
テ
ム
内
部
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
（black box

）
と
し
、
入
力
と
出
力
の
み
の

シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
一
九
五
六
年
に
イ
ー
ス
ト
ン
に
よ
っ
て
、

サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
の
概
念
を
援
用
し
て
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
図
１
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ー
ス
ト
ン
は
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
の
概
念
に
基
づ
い
て

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
導
入
し
て
は
い
る
が
、
入
力
部
分
の
説
明
に
重
心
を
置
い
て
い
る
⒇
。
そ

れ
と
は
対
照
的
に
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
の
原
理
を
詳
細
に
政
治
シ
ス
テ
ム

論
に
導
入
し
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
概
念
に
厚
み
を
持
た
せ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の

シ
ス
テ
ム
論
で
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
変
革
（changing

）」
を
取
り
扱
う
こ
と
を
試
み
た
�
。
ち
な
み
に
、
通
信
・
制
御
・
情
報
処

理
の
問
題
を
説
明
す
る
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
は
、
ノ
ー
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
（Norbert W

iener

）
が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
�
。
こ
の

概
念
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
は
、「
そ
れ
が
機
械
で
あ
ろ
う
と
、
生
体
組
織
で
あ
ろ
う
と
、
通
信
と
制
御
、
統
計
力
学
を
中
心
と
す
る
一

連
の
問
題
は
、
本
質
的
に
統
一
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
�
」
と
述
べ
て
い
る
。
生
物
と
機
械
の
境
界
を
越
え
て
、
同
じ
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
と

し
て
捉
え
て
い
る
こ
の
概
念
は
、
政
治
学
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
分
野
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

図１ イーストンの政治システム単純モデル 
 
 

 

 

 

 

 
 
出典：Easton, 1957, p. 384. を修正 
 
 
図２ ドイッチュの政治システム単純モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Deutsch, 1963. を基に作成 
 
 
図３ 「アラブの春」にみる国家と社会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：筆者作成 
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フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、ド
イ
ッ
チ
ュ
は
「
情
報
の
入
力
に
応
答
し
て
行
動
を
生
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
�
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
次
の
行
動
を
修
正
す
る
た
め
に
、
自
身
の
行
動
の
結
果
を
新
た
な
情
報
に
取
り
入
れ
る
も
の
�
」

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
相
手
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
、
筆
者
は
注
目
し
た
い
。
そ

こ
か
ら
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
シ
ス
テ
ム
論
は
、
客
体
で
あ
る
「
環
境
」
に
注
目
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
理
論
は
、
シ
ス
テ
ム
内
部
の
分
析
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
「
環
境
」
の
分
析
を
重
視

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

近
年
、人
々
は
膨
大
な
量
の
情
報
が
入
手
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
立
役
者
と
な
っ
た
の
は
、

こ
の
二
〇
年
の
間
に
生
じ
た
情
報
技
術
の
革
新
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
技
術
的

な
発
展
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
つ
わ
る
手
段
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
機
会
を
拡
充

し
て
い
る
。
例
え
ば
、手
紙
や
固
定
電
話
と
い
っ
た
従
来
の
通
信
手
段
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
っ
て
、
国
境
を
越
え
て
の
情
報
伝
達
が
容
易

に
可
能
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
専
用
の
機
器

を
所
持
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
諸
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

個
人
や
集
団
を
問
わ
ず
、
誰
も
が
自
由
に
、
か
つ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る

情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
政
治
シ
ス
テ
ム
は
、

よ
り
多
く
の
ア
ク
タ
ー
を
意
識
し
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
主
体
と
し
て
の
「
シ
ス
テ
ム
」
は
、「
環
境
」
に
あ
た
る
部
分
と
の
双
方
向
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
い
く
必
要
性
が
、
よ
り
増
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
環
境
」
を
分
析
す
る
重
要
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
の
政
策
面
に
お
け
る
解
釈
に
お
い
て
、

図１ イーストンの政治システム単純モデル 
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双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
調
し
た
新
た
な
図
を
提
示
し
た
い
（
図
２
参
照
）。「
環
境
」
を
壁
に
な
ぞ
ら
え
、
シ
ス
テ
ム
か
ら
投

げ
か
け
ら
れ
た
出
力
を
「
環
境
」
が
シ
ス
テ
ム
に
、結
果
を
は
ね
返
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
シ

ス
テ
ム
」
と
「
環
境
」
の
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
捉
え
る
と
い
う
点
が
、
視
覚
的
に
も
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
シ
ス
テ
ム
論
を
、
単
な
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
ル
ー
プ
の
図
で
は
な
く
、「
客
体

と
し
て
の
環
境
の
違
い
」
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
よ
り
も
、
政
策
が
対
象
と
す
る
「
環
境
」
を
重
視
し
て
捉
え
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
解
釈
を
通
じ
て
、
新
た
な
視
座
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
次
節
よ
り
、
今
回
の
ア
ラ

ブ
諸
国
の
民
主
化
運
動
を
、ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
に
適
応
さ
せ
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
分
析

　
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
、
長
期
の
独
裁
政
権
が
多
く
存
在
す
る
ア
ラ
ブ
諸
国
に
衝
撃
を
与
え

た
。
こ
の
革
命
の
影
響
は
大
き
く
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
な
ど
で
は
体
制

変
動
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
国
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
政
府
が
反
体

制
派
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
、人
々
の「
民
主
化
」

を
要
求
す
る
声
が
上
が
り
、
い
く
つ
か
の
国
々
で
は
長
年
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
て
き
た
権

威
主
義
的
な
政
権
が
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
ア
ラ
ブ
諸
国
で
起
き
た
事
象
を
、
図

２
「
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
単
純
モ
デ
ル
」
に
あ
て
は
め
て
み
よ
う
（
図
３
参
照
）。

「
シ
ス
テ
ム
」で
あ
る
独
裁
的
体
制
か
ら
独
裁
的
な
政
策
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
き
、「
環
境
」

で
あ
る
社
会
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
な
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
大

別
し
て
二
つ
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
ま
ず
、
社
会
が
出
力
さ
れ
た
政
策
に
反
感
を
抱
き
、

抗
議
活
動
を
行
っ
た
場
合
、
政
権
が
体
制
維
持
の
た
め
に
要
求
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
が

図１ イーストンの政治システム単純モデル 
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あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
増
幅
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
状
況
に
陥
っ
た
場
合
、
リ
ビ
ア
の
よ
う
に
内
戦
状
態
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
も
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
独
裁
的
体
制
は
崩
壊
へ
と
向
か
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
社
会
が
独
裁
的
な
政

策
を
受
容
す
る
、
も
し
く
は
抗
議
活
動
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
体
制
は
維
持
さ
れ
、
独
裁
的
な
政
策
が
継
続
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
事
象
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
着
目
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
筆
者
は
、「
環
境
」
に
あ
た

る
社
会
が
、
ど
の
程
度
、
都
市
化
（urbanization

）
が
進
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
要
因
と
な
り
う
る
と
考
え
る
。
今
回
の
ア

ラ
ブ
諸
国
で
発
生
し
た
民
主
化
運
動
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
チ
ュ
ニ
ス
（Tunis

）、
エ
ジ
プ
ト
で
は
カ
イ
ロ
（Cairo

）、
リ
ビ
ア
で
は
ト
リ

ポ
リ
（Tripoli

）
な
ど
の
大
都
市
を
中
心
に
、
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
た
。
ア
ラ
ブ
諸
国
で
は
都
市
化
が
進
ん
で
お
り
、
二
〇
一
〇
年
に
民
主

化
運
動
が
発
生
す
る
前
か
ら
、
す
で
に
都
市
人
口
率
は
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
�
。
二
〇
一
〇
年
の
数
値
を
み
る
と
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
都

市
人
口
率
は
六
六
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
リ
ビ
ア
の
都
市
人
口
率
は
七
七
・
七
％
で
あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
は
四
三
・
五
％
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
各
国
と
も
少
な
く
と
も
全
人
口
の
約
半
数
が
、
都
市
部
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
二
点
に
注
目
す
る
こ
と
と
す
る
。
第
一
に
、
ア
ラ
ブ
諸
国

に
お
い
て
、
都
市
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
ア
ラ
ブ
諸
国
で
は
、
多
く
の
人
々
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
か
ら
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
提
唱
し
た
「
社
会
的
動
員
」
に
着
目
し
て
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
い
う
事

例
の
分
析
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
筆
者
は
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
に
お
い
て
、
主
体
で
あ
る
「
シ
ス
テ
ム
」
よ
り
も
、
客
体

で
あ
る
「
環
境
」
に
注
目
し
て
い
る
の
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。「
社
会
的
動
員
」
の
条
件
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム

の
「
政
策
の
対
象
」
で
あ
る
客
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
お
け
る
「
環
境
」

　

ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、「
社
会
的
動
員
」
を
「
変
化
の
全
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
�
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
人
々
が
伝
統
的
な
経
済
や
地
域
的
独
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立
か
ら
抜
け
出
し
て
、
よ
り
近
代
的
な
技
術
や
慣
行
に
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
社
会
的
動
員
」
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
人
々

が
、
識
字
率
の
向
上
、
伝
統
的
な
信
念
の
世
俗
化
、
第
一
次
産
業
の
労
働
者
か
ら
賃
金
労
働
者
に
な
る
こ
と
、
地
方
か
ら
都
市
に
移
住
す
る

こ
と
な
ど
が
起
き
る
と
し
て
い
る
�
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、「
ほ
ぼ
す
べ
て
の
財
や
機
会
、
価
値
が
、
固
定
化
さ
れ
た
伝
統
に
よ
っ
て
配
分
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
政
治
的
努
力
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
な
に
も
再
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
�
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
動
員
が
進

行
し
て
い
る
社
会
で
は
、「
潜
在
的
に
、
法
か
政
府
に
よ
っ
て
、
な
に
か
し
ら
の
再
配
分
に
関
す
る
公
的
な
決
定
も
あ
る
�
」
と
し
て
い
る
。

第
一
次
産
業
の
労
働
者
か
ら
賃
金
労
働
者
に
な
る
、
地
方
か
ら
都
市
に
移
住
す
る
な
ど
の
変
化
に
よ
っ
て
、
人
々
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
対
し

て
行
う
要
求
の
内
容
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
に
よ
り
、「
環
境
」
が
政
治
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
的
動
員
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
政
治
参
加
に
意
欲
的
な
人
々
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体

的
な
例
と
し
て
、
利
益
集
団
へ
の
参
加
や
、
選
挙
に
お
い
て
投
票
す
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
都
市
部
に
居
住
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
よ

り
発
達
し
た
イ
ン
フ
ラ
や
交
通
手
段
、
社
会
福
祉
の
充
実
を
求
め
る
対
象
は
、
伝
統
的
な
村
や
家
族
か
ら
政
府
へ
と
変
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
�
。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
人
々
は
、
政
策
決
定
過
程
と
の
間
に
利
害
関
係
が
構
築
さ
れ
、
そ
こ
に
関
心
を
持
つ
こ
と

と
な
る
。
も
し
、
政
治
へ
の
不
満
が
社
会
に
満
ち
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
社
会
に
不
安
定
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
と
き
に
は
政
治
変
動
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
的
シ
ス
テ
ム
は
、

環
境
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
留
意
し
て
、
再
び
出
力
す
る
政
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
、
シ
デ
ィ
・
ブ
・
サ
イ
ド
（Sidi Bou Said
）
で
発
生
し
た
民
衆
に
よ
る
デ
モ
が
発
端
と
な
り
、
そ
の
余
波
は

首
都
チ
ュ
ニ
ス
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
、首
都
カ
イ
ロ
の
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場（Taharir Square

）が
、当
時
大
統
領
で
あ
っ

た
ホ
ス
ニ
・
ム
バ
ラ
ク
（Hosni M

ubarak

）
の
大
統
領
辞
任
を
要
求
す
る
大
規
模
な
デ
モ
の
中
心
地
と
な
っ
た
�
。
シ
リ
ア
に
お
い
て
も
、

中
部
の
都
市
で
あ
る
ホ
ム
ス
で
七
万
人
規
模
の
反
体
制
デ
モ
が
発
生
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
国
も
比
較
的
大
き
な
都
市
が
、
民
主
化
運
動
の

主
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
鑑
み
る
に
、「
都
市
化
」
か
ら
の
視
点
は
、
本
事
例
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
有
益
で
あ



─ 190 ─

る
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
と
地
方
で
は
、
所
得
面
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
や
就
業
、
イ
ン
フ
ラ
の
面
で
も
格
差
が
生
じ
や
す
く
な
っ
て
し
ま

う
た
め
、
地
方
に
住
む
多
く
の
人
々
が
、
賃
金
労
働
者
と
し
て
の
職
を
求
め
て
都
市
へ
と
流
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
交
通

や
通
信
の
発
達
で
人
間
の
移
動
が
容
易
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
が
加
速
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
整
備
が
追
い
つ
か
ず
に
不
十
分
の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

近
年
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
で
は
、
若
年
層
が
高
い
失
業
率
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
�
。
ア
ラ
ブ
の
各
国

に
お
い
て
、
効
果
的
な
失
業
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
政
府
に
不
満
を
持
っ
た
若
年
層
が
、
政
策
決
定
過
程
に
注
目
す
る
と
い

う
こ
と
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
参
加
（participation

）」
を
求
め
る
国
民
の
動
き
が
活
発
化
し
た
こ
と
。
そ
れ

に
加
え
、「
他
国
が
体
制
変
動
し
た
」
と
い
う
情
報
を
、
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
独
裁
政
権
が
受
け
取
っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
が
重
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
独
裁
的
な
政
権
は
国
民
の
「
民
主
化
」
と
い
う
政
策
変
容
の
要
求
に
対
し
、
構
造
的
に
そ
れ
に
対
応
し
た
政
策
と
し
て
「
民
主
化
」

を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
�
。

　

こ
の
よ
う
な
要
因
に
加
え
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
で
一
般
的
に
多
く
の
人
々
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
語
は
、
他
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
上
で
、
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
個

人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
影
響
や
、
社
会
の
結
合
・
同
質
化
が
容
易
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
近
年
の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
、
都
市
部
で

は
比
較
的
安
易
に
情
報
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
な
環
境
が
整
っ
て
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
が
政
府
に
よ
っ
て
遮
断

さ
れ
た
後
も
、
人
々
は
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
�
。「
都
市
化
」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
経
済
発
展
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
導
入
や
携
帯
電
話
の
普
及
に
代
表
さ
れ
る
情
報
技
術
の
革
新
に
つ
な
が
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
論
統
制
な
ど
の
政
策
を
行
っ

て
い
た
独
裁
的
な
政
権
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
の
在
り
方
を
変
化
さ
せ
る
必
要
性
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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六
、
お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
シ
ス
テ
ム
論
に
お
い
て
、
主
体
で
あ
る
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
、
客
体
で
あ
る
「
環
境
」
を
重
視
し
て
捉

え
な
が
ら
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
政
策
過
程
総
体
を
理
解
す
る
概
念
図
と
し
て
、
既
存
の
研
究
と
は
異
な
る
視
点
で
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
を

捉
え
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
理
論
的
な
枠
組
み
の
提
示
を
受
け
て
、
歴
史
的
な
転
換
点
と
も
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
ア

ラ
ブ
の
春
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
国
家
」
を
主
体
と
し
て
捉
え
、
客
体
に
あ
た
る
「
社
会
」
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し

て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
。
今
回
、
こ
の
事
例
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
筆
者
は
二
点
に
注
目
し
た
。
第
一
に
、
ア
ラ
ブ
諸
国
は
首
都
を
中

心
に
都
市
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
ア
ラ
ブ
諸
国
で
は
、
大
多
数
の
人
々
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
か
ら
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
提
唱
し
た
「
社
会
的
動
員
」
に
着
目
し
た
。
こ
の
「
社
会
的
動
員
」
の

条
件
は
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
の
「
政
策
の
対
象
」
で
あ
る
客
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、近
代
化
や
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、国
民
の
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
加
の
要
求
の
高
ま
り
が
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
た
。

　

本
論
文
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
理
論
を
支
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、「
現
代
」
を
分
析
す

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
理
論
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
、「
政
治
学
者
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
特
性
や
性
能
に
つ
い
て
、
直
接
的
な
疑
問
に
答
え
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
つ
つ
あ
る
�
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
は
、「
あ
る
国
の
政
治
的
安
定
に
つ
い
て
の
展
望
に
つ
い
て
」
や
「
あ
る
政
府
の
政
治
的
、
軍
事
的
な
能
力
は
ど
う
か
」
な
ど
、

様
々
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
�
。
当
時
の
社
会
科
学
を
取
り
巻
く
趨
勢
の
中
で
、
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
全
体
の
行
動
を
表
現
で
き
る
モ
デ
ル

を
構
築
す
る
必
要
性
を
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
年
、
個
人
や
組
織
が
入
手
可
能
な
情
報
が
、
飛
躍
的
に
増
加
し
て

い
る
と
い
え
る
。
複
数
人
や
組
織
間
で
の
情
報
共
有
も
容
易
に
な
り
、「
情
報
」
の
持
つ
意
味
や
価
値
が
以
前
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
否

め
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
在
の
政
府
は
、
よ
り
多
く
の
ア
ク
タ
ー
を
意
識
し
、
対
応
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
主
体
と
し
て
の
「
シ
ス
テ
ム
」
は
、客
体
で
あ
る
「
環
境
」
に
あ
た
る
部
分
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー



─ 192 ─

シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
い
く
必
要
性
が
増
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
、「
環
境
」
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
精

緻
な
ド
イ
ッ
チ
ュ
理
論
の
新
た
な
分
析
枠
組
み
の
提
示
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
王
座
部
裁
判
所
首
席
裁
判
官
に
登
り
つ
め
た
後
、
薔
薇
戦
争
（1455-1485

）
の
時
期
⑴
、
縁
戚
で

も
あ
っ
た
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
旧
主
ヘ
ン
リ
ー
六
世
の
側
に
立
ち
亡
命
し
、
亡
命
政
権
の
大
法
官
に
任
命
さ
れ
、「
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
王

統
の
正
当
性
」
を
主
張
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。
通
常
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
大
法
官
と
し
て
カ

ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
が
、
ク
ッ
ク
な
ど
重
要
な
人
物
が
し
ば
し
ば
彼
を
そ
う
称
し
て
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
識
を
有
し
た
最
初
の
衡
平
法
に

お
け
る
「
大
法
官
」
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
意
味
で
も
、
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
今
日
知
ら
れ
る
彼
の
多
く
の
著
作
は
彼
が

六
〇
代
を
過
ぎ
、
薔
薇
戦
争
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
後
の
人
生
最
後
の
二
〇
年
間
で
書
か
れ
た
⑵
。

　

一
五
世
紀
中
葉
に
書
か
れ
た
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
自
然
法
論
』（
一
四
六
一
─
三
）『
英
法
礼
賛
』（
一
四
六
八
─
七
一
）『
英

国
国
政
論
』（
一
四
七
一
）
の
主
要
三
著
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
学
識
に
立
脚
し
た
自
然
法
論
に
の
っ
と
り
、
ロ
ー
マ
法
系
の
大
陸
法
諸
国
と

比
較
し
て
、英
国
の
国
制
と
国
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
賛
美
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
内
、『
英
法
礼
賛
』
は
一
五
四
五
年
ホ
ワ
イ
ト
チ
ャ
ー

チ
版
（
本
来
の
題
名
は
異
な
る
）
と
し
て
、
一
六
世
紀
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
出
版
さ
れ
て
以
降
十
八
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ス
ト

ン
の
時
代
に
至
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
法
学
生
の
間
で
、
自
然
法
規
範
に
よ
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
優
秀
性
を
弁
護
す
る
初
歩
的
な
入
門
書
と
し

て
広
く
読
ま
れ
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
⑶
。

サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解

菊　

池　

肇　

哉

─
─Dom

inium
 politicum

 et regale

の
概
念
を
中
心
と
し
て
─
─
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フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
憲
法
学
上
の
重
要
性
は
、
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
諸
国
は
「
単
な
る
王
制
（
※
王
制
とdoom

inium

の
「
統
治
」
と
し

て
の
意
味
を
取
り
表
現
す
る
こ
と
も
出
来
、
両
者
と
も
正
当
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
制
度
論
分
類
と
し
て
の
側
面
を
主
に
扱
う
た
め
「
制
」

の
字
を
取
る
）」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
英
国
は
「
合
議
制
及
び
王
制
」
で
あ
る
と
し
て
、
英
国
は
絶
対
王
制
で
は
な
く
、「
議
会
制
民
主
主

義
」
に
よ
る
制
限
王
制
で
あ
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
合
議
制
」
と
訳
さ
れ
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
に
ま
で
遡

る
「
羅
ポ
リ
テ
ィ
アpolitia

（
希πολιτεία:

ポ
リ
テ
イ
ア
）、
国
制
：
英
語Polity

」
の
概
念
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
や
自
然
法
論
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
お
か
れ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

本
論
文
で
は
、
こ
の
問
題
を
彼
の
前
著
で
あ
る
『
自
然
法
論
』
を
見
据
え
な
が
ら
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
英
法
礼
賛
』
を
自
然
法
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
、
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
文
化
潮
流
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の
関
係
性
の
中
で
『
英
法
礼
賛
』
の
一
九
四
二
年
版
編
纂
者

ク
ラ
イ
ム
ズS. B. Chrim

es

に
よ
る
詳
細
な
ノ
ー
ト
や
業
績
を
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
行
き
た
い
。

二
、
本
論
文
に
お
け
る
問
題
関
心
の
所
在

　

英
米
法
学
で
一
体
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
テ
キ
ス
ト
を
扱
う
必
要
が
あ
る
の
か
？
本
論
文
の
視
座
は
英
米
法
学
者
、
そ
し
て
、
大
陸
法

と
英
米
法
の
比
較
法
学
者
に
さ
え
、
奇
妙
な
も
の
に
思
わ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
問
題
関
心
の
所
在
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
長
い
「
弁
明
」
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
筆
者
の
研
究
の
方
法
論
は
、
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
孤
立
的
・
閉
鎖
的
な
発
展
物
と
し
て
見
ず
、「
固
有
法
」(ius 

particularis)

に
対
す
る
「
共
通
法
」（ius com

m
une

）
と
し
て
、「
補
充
的
法
学
識
」
の
リ
ザ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
「
学
識
法
」
と
し
て
の
ロ
ー

マ
・
カ
ノ
ン
法
に
外
縁
を
接
し
た
「
開
か
れ
た
知
的
環
境
」
の
中
で
、
刺
激
を
受
け
発
展
し
て
き
た
も
の
と
考
え
る
「
契
約
法
史
分
野
」
の

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
⑷
、
デ
ー
ビ
ッ
ト
・
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
⑸
な
ど
の
最
近
の
研
究
の
延
長
線
上
に
存
在
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
法
律
家
は
、
他
に
全
く
土
着
の
解
決
方
法
が
存
在
し
な
い
場
合
そ
の
問
題
解
決
の
ア
イ
デ
ア
を
し
ば
し
ば
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
か
ら
借
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用
し
た
。
一
旦
そ
の
「
起
点
」
で
の
借
用
が
済
む
と
、
そ
の
法
諺
や
ル
ー
ル(regula)

⑹
は
本
来
の
使
用
法
と
は
「
偏
差
」
を
与
え
ら
れ
た

形
で
「
実
務
慣
習
法
学
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
中
で
、
独
特
の
「
内
部
化
」(internalization)

を
経
る
事
と
な
る
。
か
か
る
一
例
を
、

英
米
法
の
「
約
因
論
」
と
大
陸
法
の
「
カ
ウ
サ
論
」
の
歴
史
的
比
較
法
学
の
過
程
で
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文D.2.14.7.4.

「
裸
の
合
意
は
訴
権
を

生
じ
な
い(Ex nudo pacto actio non nascitur.)

」
と
い
う
法
諺
の
使
用
法
を
通
じ
概
観
し
た
⑺
。

　

し
か
る
に
、実
務
法
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
読
み
替
え
」
も
し
く
は
「
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
創
作
的
濫
用
解
釈
」

は
、古
代
世
界
の
営
み
の
複
合
的
産
物
で
あ
る
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
テ
キ
ス
ト
を
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
現
実
に
適
合
す
る
よ
う
に
、「
無

理
や
り
読
み
替
え
適
用
」
し
て
き
た
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
」
に
も
共
通
の
方
法
論
で
あ
っ
た
⑻
。
か
か
る
伝
統
的
な
権
威
的
テ
キ
ス
ト
へ
の

態
度
を
我
々
は
「
モ
ス
・
イ
タ
リ
ク
ス
」
と
称
し
、
純
粋
に
古
典
古
代
の
ロ
ー
マ
法
学
識
を
再
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
古
事
学
的
な
純

粋
な
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
「
モ
ス
・
ガ
リ
ク
ス
」
と
対
比
さ
れ
る
。
後
者
の
「
フ
ラ
ン
ス
風
学
風
」
は
主
に
一
六
世
紀
初
頭
の
ビ
ュ

デ
、
ア
ル
チ
ア
ー
ト
、
ツ
ァ
シ
ウ
ス
な
ど
を
出
発
点
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
知
的
産
物
と
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
学
識
か
ら
の

「
法
テ
キ
ス
ト
」
に
対
す
る
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　
「
モ
ス
・
イ
タ
リ
ク
ス
」
と
同
様
の
こ
と
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
テ
キ
ス
ト
で
も
『
政
治
学
』
の
「
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
創
作
的
濫
用

解
釈
」
と
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
自
然
法
論
』
に
於
け
る
有
名
な
「
合
議
制
及
び
王
制Dom

inium
 politicum

 et regale

」
論
の

形
成
の
過
程
の
中
で
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
小
稿
で
筆
者
の
な
し
た
い
主
要
な
指
摘
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、

ル
ネ
サ
ン
ス
的
学
識
を
多
用
す
る
一
方
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
構
成
の
中
核
は
未
だ
「
優
れ
て
中
世
的
」
で
あ
っ
た
。

　

し
か
る
に
、
一
方
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
提
示
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
と
い
う
も
の
は
、
少
な
く
と
も
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
新
し
い
も

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
古
典
テ
キ
ス
ト
を
「
当
時
の
本
来
の
文
脈
」
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
「
人
文
主
義
的
法
律
学
」
の
方
法
論
に
よ
り
近
接

す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
の
理
解
も
有
り
得
る
。
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
学
識
が
ど
こ
ま
で
「
真
に
ル
ネ
サ
ン

ス
的
で
あ
っ
た
か
？
」
と
い
う
「
問
い
」
に
密
接
に
関
わ
る
。

　

か
か
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
論
争
の
多
い
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
る
有
名
な
「
リ
ー
ド
講
演
」
で
提
示
さ
れ
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
ル
ネ



─ 198 ─

サ
ン
ス
』
の
問
題
に
密
接
に
関
係
す
る
が
、
本
邦
で
は
翻
訳
者
の
小
山
貞
夫
氏
と
深
尾
祐
三
氏
と
の
間
に
八
〇
年
代
に
小
山
・
深
尾
論
争
と

で
も
言
う
べ
き
論
文
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
⑼
。
し
か
し
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
議
論
は
一
六
世
紀
に
あ
く
ま
で
踏
み
と
ど
ま
り
、
決
し
て
、

一
四
六
〇
年
代
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
問
題
に
は
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で
あ
る
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ

サ
ン
ス
論
と
は
違
い
、
一
五
世
紀
に
お
け
る
「
英
国
の
ル
ネ
サ
ン
ス
論
」
に
関
し
て
は
、
活
版
印
刷
以
前
の
文
献
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
う

非
常
に
難
し
い
技
術
的
問
題
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
時
代
に
は
「
一
五
世
紀
英
国
に
お
け
る
フ
マ
ニ
ズ
ム
論
」
は
未

だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
か
る
状
況
に
革
命
を
も
た
ら
し
た
の
が
ロ
ー
バ
ー
ト
・
ワ
イ
ス
伯
爵Count Robert W

eiss (1906 – 
1969)

に
よ
る
『
一
五
世
紀
英
国
に
お
け
る
人
文
主
義
』Hum
anism

 in England during the Fifteenth Century, (1
st ed, 1941; 3

rd 

& last edition 1967)

で
あ
る
。
以
来
重
要
な
研
究
が
な
さ
れ
て
来
て
い
る
も
の
の
、
研
究
者
自
体
の
数
が
少
な
く
、
今
日
に
至
る
ま
で

基
本
的
理
解
は
揺
ら
い
で
い
な
い
。
つ
い
最
近
、
二
〇
一
三
年
秋
にThe Society for the Study of M

edieval Languages and 
Literature

か
ら
、David Rundle 

とA. J. Lappin

の
新
編
集
に
よ
り
、「
新
序
文
」
を
付
け
て
同
著
の
第
四
版
が
出
版
さ
れ
た
⑽
。

　

な
ぜ
ワ
イ
ス
に
言
及
す
る
か
と
い
う
と
、
今
日
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
学
識
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
一
九
四
二
年
版
『
英
法
礼
賛
』⑾

の
編
集
者
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
は
ワ
イ
ス
と
面
識
が
有
り
、
当
時
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
博
士
論
文
を
入
手
し
て
お
り
⑿
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
使
用
ソ
ー
ス
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
に
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
に
よ
る
新
版
⒀

も
発
売
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
も
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
基
礎
研
究
は
一
五
世
紀
英
国
憲
法
史
家
で
あ
る
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
緻
密
な
基
礎

研
究
に
よ
る
広
大
な
学
識
と
の
真
剣
な
批
判
的
対
峙
な
し
に
は
為
さ
れ
得
ぬ
。

　

ク
ラ
イ
ム
ズ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
『
英
法
礼
賛
』
で
明
示
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
「『
聖
書
』、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』、『
カ
ノ
ン
法
大
全
』

を
三
ア
イ
テ
ム
と
数
え
た
上
で
、
一
七
を
超
え
な
い
」⒁
。
そ
れ
ら
の
中
に
、
ブ
ル
ー
ニ
や
ポ
ッ
ジ
ョ
な
ど
の
ル
ネ
サ
ン
ス
的
文
脈
に
属
す

る
テ
キ
ス
ト
層
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
と
近
代
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
ル
ッ
カ
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
よ
る
補
筆
部
分
）
や
ロ
ー
マ
の
ジ
ャ
イ
ル

ズ
、
ボ
ー
ヴ
ェ
の
ヴ
ァ
ン
サ
ン
な
ど
ト
ミ
ス
ト
的
「
君
主
鑑
」
に
属
す
る
テ
キ
ス
ト
層
な
ど
が
観
察
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
今
一
つ
の
私
の
関
心
は
、
私
法
学
た
る
「
契
約
法
」
で
適
用
さ
れ
た
方
法
論
、
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の



─ 199 ─

Ius com
m

une

の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
理
解
す
る
こ
と
が
、「
憲
法
学
」
の
領
域
で
適
用
可
能
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
異
な
っ
た
切
り
口
な
が
ら
既
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
ア
リ
ソ
ン
に
よ
り
試
み
ら
れ
て
い
る
⒂
。
し
か
る
に
、
こ

こ
で
の
私
の
試
み
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
主
張
に
始
ま
る
「
古
来
の
国
制
論
」
の
出
発
点
と
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
英
法
礼
賛
』
を
据
え

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
的
伝
統
は
、
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
『
神
学
博
士
と
法
学
徒
と
の
対
話Doctor and 

Student

』⒃
、
ト
ー
マ
ス
・
ス
ミ
ス
『
英
国
国
制
論 De republica anglorum

』
な
ど
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
法
学
に
よ
り
、
明
確
に
受
け
継
が

れ
た
後
、
一
七
世
紀
の
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
諸
王
に
対
し
、
英
国
の
古
来
の
土
着
国
制
を
「
議
会
制
民
主
主
義
に
制
限
さ
れ
た
王
制
」
へ
と

理
解
す
る
「
古
来
の
国
制
論
」⒄
へ
と
受
け
継
が
れ
る
。
か
か
る
「
古
来
の
国
制
論
」
は
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
に
受
け
継
が
れ
、
デ
・
ロ

ル
ム
、
ハ
ラ
ム
な
ど
様
々
な
「
英
国
憲
法
史
学
」
を
経
て
、
ダ
イ
シ
ー
『
憲
法
序
説 (1885)

』
に
よ
り
「
議
会
主
権Parliam

entary 
Sovereignty

」⒅
と
し
て
実
定
法
原
理
に
結
晶
化
さ
れ
、
以
降
の
英
国
憲
法
学
に
「
ダ
イ
シ
ー
伝
統
」
と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

第
三
に
、
英
国
法
史
学
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
外
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
欠
如
と
い
う
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
英
国
の
法
制
史
家

は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
英
法
礼
賛
』
を
そ
れ
自
身
に
文
脈
を
与
え
る
と
い
う
よ
り
は
、「Serjeant at Law

と
法
学
博
士
と
の
対
比
」

や
「
陪
審
制
」
の
記
述
な
ど
む
し
ろ
文
献
ソ
ー
ス
と
し
て
活
用
し
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
は
政
治
史
家
や
ル
ネ
サ
ン
ス
史
家
に
よ
っ
て

よ
り
注
目
を
集
め
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
外
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
与
え
る
と
い
う
の
は
当
時
の
手
稿
資
料
の

全
体
を
把
握
し
つ
つ
「
一
五
世
紀
後
半
と
一
六
世
紀
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
法
史
学
を
結
ぶ
」
極
め
て
困
難
な
試
み
で
あ
る
。

　

ま
た
個
人
的
環
境
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
「
約
因
論
」
と
「
意
思
主
義
」
と
の
関
係
に
お
い
て
長
い
間
、
後
期
ス
コ
ラ
学
派
（
サ
ラ
マ
ン

カ
学
派
）
の
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
と
八
〇
年
代
以
降
分
野
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
と
の
関
係
に

一
五
年
以
上
、
私
自
身
、
興
味
を
持
ち
続
け
て
き
た
過
程
が
あ
っ
た
。
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
の
道
徳
神
学
者
た
ち
の
多
く
は
、「
論
理
学
者
」

で
も
有
り
、
様
々
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
テ
キ
ス
ト
へ
の
注
解
を
残
し
た
専
門
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
者
で
も
あ
っ
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
以

来
の
旧
来
の
ル
ネ
サ
ン
ス
史
学
で
は
フ
ィ
チ
ー
ノ
な
ど
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
同
時
期
の
「
ア
リ
ス
ト
テ
リ
ア
ニ

ズ
ム
」
は
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
風
穴
を
開
け
た
一
人
が
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
シ
ュ
ミ
ッ
トCharles B. 
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Schm
itt,

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス Aristotle and the Renaissance, (Harvard UP, 1983)

』
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ

れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
も
実
際
の
文
献
の
九
割
以
上
は
未
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
文
献
で
あ
っ
た
⒆
。
自
然
法
論
の
具
体
的
な
解
決
に

「
枠
組
」
を
提
供
し
た
の
は
イ
デ
ア
な
ど
「
抽
象
」
に
重
き
を
お
く
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
い
う
よ
り
、
高
度
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
主
義
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
近
世
自
然
法
学
の
真
の
理
解
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
学
に
切
り
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ま
た
、
先
述
の
ク
ラ
イ
ム
ズ
や
ワ
イ
ス
の
広
大
な
学
識
に
、
何
か
新
し
い
進
歩
を
加
え
う
る
と
す
れ
ば
、
八
〇
年
代
以
降
未
だ
発
展
中
の
分

野
た
る
当
分
野
の
視
角
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
論
も
一
五
世
紀
に
は
あ
ま

り
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
を
補
完
す
る
た
め
の
学
識
は
、
よ
り
古
い
、
サ
ン
デ
ィ
スSir John Edw

in Sandys

の
名
著
『
古
典
学
識

の
歴
史History of Classical Scholarship (volum

e i, second edition, 1906; volum
es ii-iii, 1910)

』
の
第
二
巻
に
依
拠
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
専
門
の
古
典
学
者
に
よ
る
「
古
典
学
識
の
通
史
」
で
あ
る
⒇
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
の
聖
書
使
用
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
使
用
、
ト
ミ
ズ
ム
文
献
使
用
、
新
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
学
識
の
使
用
、
自
国
法

制
の
自
然
法
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
於
け
る
正
当
化
な
ど
、
多
く
の
面
で
、
後
期
ス
コ
ラ
学
派
（
所
謂
、
宗
教
的
自
然
法
論
）
と
共
通
す
る
と
考

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
法
学
は
、
一
六
世
紀
に
敷
衍
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
新
し
い
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識

に
立
脚
し
た
も
の
と
し
て
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
と
比
較
し
て
古
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
西
洋
に
お
け
る
新
し
い
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
が

初
め
て
定
着
し
た
の
は
、Sandys

に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
頭
デ
メ
ト
リ
オ
ス
・
カ
ル
コ
ン
デ
ィ

レ
スDem

etrios Chalkondyles, L . Dem
etrius Chalcondyles (Greek: Δ

ημήτριος Χ
αλκονδύλης)  (1423 – 1511)

な
ど
の
亡
命

ギ
リ
シ
ャ
人
と
の
接
触
でAngelo Poliziano (1454 – 1494)

な
ど
が
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
を
獲
得
し
た
一
四
八
〇
年
代
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
専
門
の
古
典
学
者
内
部
で
イ
タ
リ
ア
に
限
ら
れ
た
話
で
、
本
格
的
に
古
典
学
識
が
専
門
の
古
典
学
者
で
は
な
い
神
学
者
、

法
学
者
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
の
知
識
人
層
一
般
に
普
及
す
る
の
は
、Desiderius Erasm

us (1469-1536)

、Guillaum
e Budé 

[Budaeus] (1468-1540)

、Tom
m

aso de Vio Cajetan (1469-1534)

な
ど
一
四
六
〇
年
代
後
半
に
生
ま
れ
た
世
代
が
三
〇
代
近
く
に

な
っ
た
一
五
〇
〇
年
代
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
ヴ
ィ
ト
リ
ア
や
ソ
ト
は
パ
リ
大
学
に
留
学
し
て
お
り
�
、
所
謂
、
一
六
世
紀
の
道
徳
神
学
的
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自
然
法
論
を
代
表
す
る
「
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
」
が
成
立
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
が
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
教
授
活
動
を
始
め
た
一
五
三
〇
年

代
に
よ
う
や
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
一
四
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
自
然
法
論
」
は
、
自
然
法
論
の
通
史

の
中
で
あ
る
種
、
異
様
な
位
置
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
展
開
さ
れ
て
い
る
学
識
は
明
ら
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
学
識
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
確

か
に
、我
々
の
知
る
所
謂
「Quattrocento

」（
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
五
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
（
主
に
一
四
八
〇
年
代
以
降
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
焦
点
を
置
く
）
を
言
い
習
わ
す
）
の
学
識
と
は
ま
る
で
異
質
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
国
際
法
史
家
が
リ
ー
ド
す
る
自
然
法
論
の
通
史
で
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
法
論
は
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
通
史
を
早
い
段
階
で
試
み
た
例
外
的
な
学
者
と
し
て
ポ
ロ
ッ
ク
が
存
在
す
る
�
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
一
人
の
王
室
裁
判
官
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
爵(Sir John Fortescue)

は
、
一
世
紀
後
自
然
法
を
名
指
し
で
論
じ

よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
。
彼
の
書
物De Natura Legis Naturare

［
自
然
法
の
本
質
に
つ
い
て
］

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
冠
に
対
す
る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
た
め
の
訴
え
で
あ
り
、
大
陸
で
の
支
援
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら

大
陸
の
読
者
た
ち
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
見
も
知
ら
な
い
戦
場
で
使
い
慣
れ
な
い
武
器
を
ふ
る
う
闘
士
の
ぎ
こ
ち
な
い
芸

当
の
粋
を
超
え
て
は
い
な
い
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
本
当
に
興
味
あ
る
重
要
な
書
物De Laudibus Legum

 Anglae

［
イ
ギ
リ
ス
法
の

賛
美
］
‐
こ
れ
も
ま
た
大
陸
の
読
者
た
ち
に
む
け
た
書
物
と
思
わ
れ
る
‐
の
な
か
で
自
然
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
ご
く
わ
ず
か
の
事
柄

は
、
飾
り
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
重
要
性
は
な
い
。」
�
と
さ
れ
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
た
い
し
些
か
辛
辣
に
思
わ
れ
る
評

価
を
下
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

し
か
る
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
自
身
も
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
法
論
を
一
三
世
紀
、
一
四
世
紀
の
中
世
ト
ミ
ズ
ム
的
・
神

学
的
自
然
法
論
の
延
長
上
に
理
解
す
べ
き
か
、
一
六
世
紀
か
ら
の
「
近
世
自
然
法
学
」
の
先
駆
け
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
、
態
度
を
決
め
か

ね
て
い
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
に
解
釈
し
う
る
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
に
お
け
る
「
自
然
法
文
脈
の
欠
如
」
の
外
在
的
理
由
と
し
て
、（
１
）
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
の
主
な
力
点
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が
政
体
論
と
し
て
「
政
治
思
想
史
」
に
置
か
れ
て
お
り
政
治
史
の
研
究
者
を
中
心
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と 

。（
２
）
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は

一
切
、
国
際
法
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
ず
国
際
法
研
究
者
の
視
点
か
ら
の
自
然
法
史
研
究
か
ら
興
味
を
持
た
れ
な
か
っ
た
こ
と
。（
３
）

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
自
然
法
論
」
と
し
て
最
も
前
に
出
て
く
る
べ
き
三
部
作
中
最
初
の
著
作
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
自
然
法
論
第
一
巻
』

が
広
く
流
通
し
て
き
た
『
英
法
礼
賛
』
内
部
で
再
三
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
関
わ
ら
ず
一
八
六
九
年
に
子
孫
に
あ
た
る
ク
レ
ア
モ
ン
ト
卿
ト

マ
ス
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
り
自
費
出
版
さ
れ
た
『
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
作
集
』
で
の
も
の
が
唯
一
の
出
版
テ
キ
ス
ト
で
あ
り 

、

ア
ク
セ
ス
が
困
難
で
文
化
的
露
出
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
得
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、日
本
に
お
い
て
だ
け
、特
に
第
三
点
に
お
い
て
、こ
の
研
究
状
況
が
変
わ
っ
て
き
た
。本
邦
の
戦
後
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー

研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、一
九
五
三
年
に
角
山
栄
「「
絶
対
主
義
へ
の
道--

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
「
イ
ギ
リ
ス
統
治
論
」
序
説
」」『
経

済
論
叢
』, 72(1), 37-56

が
登
場
し
た
後
、
し
ば
ら
く
研
究
が
続
か
ず
、
本
格
的
な
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
が
「
英
米
法
史
家
」
に
よ

り
開
始
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
東
北
大
学
の
西
洋
法
制
史
の
世
良
晃
志
郎
門
下
の
学
燈
を
つ
ぐ
小
山
貞
夫
氏
と
弟
子
の
直
江
眞
一

氏
と
北
野
か
お
る
氏
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
そ
の
主
著
『
英
法
礼
賛
』
が
手
稿
本
レ
ベ
ル
で
の
校
正
作
業
を
経
て
「「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
の
礼
賛
に
つ
い
て
」-

一-

（
資
料
）」『
法
学
』, 53(4) (1989), 408-38;  「「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
」-

二-

（
資
料
）」『
法

学
』, 53(5) (1989), 574-612; 「「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
」-

三
完-

（
資
料
）」『
法
学
』, 54 (1) (1990), 148-187.

と

し
い
て
解
題
付
き
で
完
訳
さ
れ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
当
時
の
解
題
は
北
野
か
ほ
る
氏
が
担
当
さ
れ
、
主
に
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
学
説
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、重
要
な
深
尾
祐
三
「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ブ
ル
ー
タ
ス
伝
説
：
忘
れ
ら
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
國
制
起
源
論
」『
法

と
政
治
』, 51 (1) (2000), 215-272

を
挟
み
、直
江
眞
一
氏
が
「
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著, 『
自
然
法
論 

第
一
部
』（
邦
訳
）（
一
）」

『
法
政
研
究
』, 67(2) (2000), 537-568

か
ら
、「
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論 

第
二
部
』（
邦
訳
）（
五
・
完
）」『
法

政
研
究
』, 77(2) (2010), 365-405

ま
で
第
一
部
を
六
つ
、
第
二
部
を
五
つ
に
分
け
て
一
〇
年
に
も
掛
け
、
主
に
ラ
ン
ベ
ス
宮
殿
図
書

館
所
蔵
の
写
本
と
の
校
正
を
経
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主
要
三
部
作
の
な
か
で
ク
レ
ア
モ
ン
ト
卿
『
全
集
』
版
で
一
度
の
み
ラ
テ
ン
語

で
し
か
出
版
さ
れ
て
い
な
い
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
自
然
法
論
』
を
詳
細
な
訳
注
付
き
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
業
績
は
直
江
眞
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一
氏
訳
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
自
然
法
論
』（
創
文
社
：
二
〇
一
二
年
）
と
し
て
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
出
版
さ
れ
た
。『
自
然

法
論
』
の
英
訳
や
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
翻
訳
は
存
在
せ
ず
、日
本
の
研
究
者
は
直
江
氏
の
業
績
を
奇
貨
と
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
「
自

然
法
」
理
解
に
世
界
で
最
も
進
ん
だ
研
究
環
境
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
小
山
貞
夫
・
直
江
眞
一
氏
の
研
究
ラ
イ
ン
は
謙

虚
に
も
そ
れ
ら
の
基
礎
研
究
を
「
資
料
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。（
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
へ
の
外
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
付
与
の
困
難
性
と
も
関
連
し
よ
う
。）
こ
れ
ら
の
学
恩
に
報
い
る
た
め
に
、
長
年
の
疑
問
で
あ
っ
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然

法
論
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
模
索
し
た
の
が
本
論
文
の
研
究
関
心
で
あ
り
執
筆
動
機
で
も
あ
る
。

　

最
後
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主
要
三
著
の
推
測
さ
れ
る
執
筆
年
代
と
入
手
可
能
な
テ
キ
ス
ト
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

一
、 『
自
然
法
論
』
一
四
六
一-

三
年　

一
八
六
九
年
の
『
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
作
集
』
に
一
度
だ
け
収
録
。
ラ
テ
ン
語
で
著
さ
れ
、
英

訳
は
存
在
し
な
い
。
直
江
氏
に
よ
る
詳
細
な
訳
注
付
和
訳
あ
り
。

二
、 『
英
法
礼
賛
』
一
四
六
八-

七
一
年　

一
六
世
紀
以
降
何
度
も
出
版
さ
れ
一
八
世
紀
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
主
要
な
入
門
書
の
一
つ

と
な
る
。
一
九
四
二
年
の
ク
ラ
イ
ム
ズ
版
が
そ
の
注
釈
も
含
め
最
良
の
版
と
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
九
七
年
に
シ
ェ
リ
ー
・
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド

版
が
、『
英
国
国
政
論
』
と
ま
と
め
た
形
で
、
中
間
的
な
タ
イ
ト
ル
でShelly Lockw

ood ed, Sir. John Fortescue, On the Laws and 
Governance of England, (CUP, 1997)

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
九
七
年
ま
で
の
主
要
文
献
はSelect Bibliography

の
形
でpp. vliv-

liii

で
抑
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
小
山
貞
夫
、
直
江
眞
一
、
北
野
か
お
る
三
氏
の
共
訳
有
り
。

三
、 『
英
国
国
政
論
：
絶
対
王
制
と
制
限
王
制
の
差
異
』
一
四
七
一
年 

一
八
六
九
年
の
『
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
た
の

ち
一
八
八
五
年
に
プ
ラ
ン
マ
ー
版
が
出
版
、
一
九
九
七
年
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
近
代
英
語
に
さ
れ
た
よ
り
読
み
や
す
い
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
版

が
出
版
さ
れ
た
。
邦
語
訳
な
し
。



─ 204 ─

三
、「
議
会
主
権
」
概
念
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
外
的
位
置
づ
け

　

今
日
、「Parliam

entary Sovereignty

」
と
い
う
場
合
の
主
権
者
と
し
て
の
「
議
会Parliam

ent

」
は
厳
密
に
は
、「The King (Queen) 

in Parliam
ent

議
会
に
お
け
る
国
王
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
七
世
紀
の
英
国
革
命
（
清
教
徒
革
命
、
名
誉
革
命
）
期
に
お
い
て
、

大
陸
型
の
王
権
神
授
説
を
奉
じ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
来
た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
四
代
の
諸
王
を
内
乱
で
最
終
的
に
は
追
い
出
し
議
会
に
都

合
の
良
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
オ
ラ
ニ
イ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
招
聘
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
名
誉
革
命
以
降
は
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
は
「
王
権
対
議
会
」
の
対
立
は
解
消
さ
れ
、「
議
会
と
一
体
化
し
た
王
権
」
も
し
く
は
「
議
会
に
吸
収
さ
れ
た
王
権
」
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
英
国
固
有
の
国
制
と
し
て
の
「
王
権
及
び
合
議
制
」
は
、「
王
＋
議
会
」
を
初
め
て
打
ち
出
し
た

と
い
う
点
で
、
一
九
世
紀
のCharles Plum

m
er

（1885

）�
な
ど
の
学
者
か
ら
は
、「
議
会
に
お
け
る
国
王
」」
の
モ
デ
ル
を
最
初
に
打
ち

出
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
は
若
干
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
。
主
権
と
い
う
概
念
は
一
六
世
紀
後
半
に
初
め
て
登
場
し
た
の
で
あ

り
、中
世
か
ら
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
ま
で
、存
在
し
た
の
は
、ロ
ー
マ
法
で
は
所
有
権
と
も
訳
さ
れ
る
「dom

inium

」、つ
ま
り
、「
主

人dom
inus

で
あ
る
権
利
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
のdom

inium

は
ロ
ー
マ
法
的
な
所
有
権
と
言
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
旧
約
聖
書
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
契
約[berith]
に
よ
る
「
主
た
る
神
」
や
「
主
た
る
キ
リ
ス
ト
」
の
概
念
と
結
合
し
た
「
主
人

で
あ
る
こ
と
、
し
ろ
し
め
す
事
」
な
ど
の
意
味
に
近
い
。
英
語
で
言
う
とlordship

と
で
も
訳
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

主
権
と
い
う
概
念
は
、
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ンJean Bodin (1530 

―1596)

が
、『
国
家
論
六
巻De 

republica Libri Sex

』(1576)

で
初
め
て
主
張
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
当
初
、
一
七
世
紀
に
成
立
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
主
義
王
制

に
繋
が
る
、
領
域
的
国
民
国
家
に
お
け
る
中
央
集
権
的
概
念
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ
ン
に
よ
る
主
権[F. Sourvrain L. 

M
ajestas] 

の
定
義
は
、“la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique ” 「
一
国
家
の
絶
対
的
及
び
不
滅
の
権
限
」
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
は
主
に
『
国
家
論
』
第
一
巻
の
第
八
章
及
び
第
一
〇
章
で
語
ら
れ
た
。
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英
国
で
は
、
主
権
論
的
思
想
の
礎
と
な
る
絶
対
主
義
王
制
は
薔
薇
戦
争
後
に
成
立
し
た
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
時
代
、
特
に
ヘ
ン
リ
ー
八
世
と

エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
時
代
に
定
着
し
た
と
さ
れ
る
。
一
七
世
紀
初
頭
に
は
国
際
公
法
の
礎
と
な
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
『
戦
争
と
平
和
の
法

(1625)
』
が
成
立
し
、
国
際
条
約
に
必
要
な
「
対
外
的
国
家
主
権
」
の
概
念
が
敷
衍
し
た
。
領
域
国
民
国
家
的
、
近
代
国
家
の
モ
デ
ル
は
、

一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
成
立
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
が
成
立
す
る
以
前
の
薔

薇
戦
争
当
時
の
ヘ
ン
リ
ー
六
世
の
亡
命
内
閣
で
大
法
官
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
「
議
会
主
権
」
を
主
張
す
る
に
は
早
す
ぎ
、
フ
ォ
ー

テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
に
は
「
主
権
概
念
」
は
存
し
な
か
っ
た
。

　

議
会
制
民
主
主
義
の
起
源
と
し
て
、Geines Post

�
やBrian Tierney

�
な
ど
の
学
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン

の
時
代
以
降
、Sext

（
一
二
九
八
年
）
か
ら
取
ら
れ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
源
「Quod om

nes tangit ab om
ibus approbari debet.

全

て
の
人
々
に
触
れ
る
事
柄
は
全
て
の
人
か
ら
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(Sext, regulare iuris, reg. 2)

」
か
ら
、
既
に
、「
議
会
制
」

を
担
保
す
る
学
説
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
主
に
、「
課
税
」
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
り
、
そ
の
残
滓
は
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
の
中
に
も
観
察
さ
れ
る
。
議
会
制
の
成
立
に
は
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
も
明
確
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主

張
の
よ
う
に
絶
対
的
に
英
国
固
有
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
確
か
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
英
国
議
会
の
役
割
に
重
点
を
置
い
た
が
、
誰
が
英
国
のdom

inium

主
体
で
あ
る
「
主
人
・
支

配
者dom

inus: lord

」
で
あ
る
か
と
問
え
ば
、
彼
は
必
ず
「
英
国
王
」
で
あ
る
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
は

あ
く
ま
で
英
王
国
の
「
主
権
者
・
主
人
」
は
国
王
で
あ
っ
た
。
こ
のdom

inium

と
言
う
概
念
は
、「
政
治
・
支
配
」
と
の
含
意
を
有
し
、

こ
こ
で
、私
が
意
味
を
と
っ
て
「
合
議
制
及
び
王
制
」
と
訳
し
たDom

inium
 politicum

 et regale

のdom
inium

は
、ま
さ
に
、こ
の
「
統

治
・
支
配
」
も
し
く
は
そ
の
体
制
（
統
治
体
制
）
の
含
意
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
英
国
固
有
の
制
度
と
し
て
の
「
合
議
制
及
び
王
制
」
は
新
制
度
で
は
な
く
。
あ
く
ま
で
も
「
王
政
・
王
制
」
の
一

形
体
で
あ
る
こ
と
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
主
要
三
部
作
の
最
後
の
作
品
『
英
国
国
政
論The governance of England: otherw

ise 
called the difference betw

een an absolute and a lim
ited m

onarchy

』
の
副
題
、「
ま
た
は
、
絶
対
君
主
と
制
限
君
主
の
差
異
」
か
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ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

か
か
る
理
解
は
、
当
時
の
社
会
状
況
で
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
一
種
の
常
識
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、Dom

inium
 

politicum
と
訳
さ
れ
得
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
国
制
：
ポ
リ
テ
イ
ア
」
の
概
念
の
本
来
の
意
味
か
ら
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
に
お
け
る
国
制
の
三
分
類

　

本
論
文
で
扱
お
う
と
す
る
「
単
な
る
王
制
」
と
「
合
議
制
お
よ
び
王
制
」
の
概
念
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』�

第
三
巻
第
七
章
周
辺
の
基
本
的
理
解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
章
で
は
そ
れ
を
扱
う
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
の
原
題
は
「
タ
・
カ
タ
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
」
で
あ
り
、
直
訳
す
る
と
「
ポ
リ
ス
に
関
す
る
も
の
ど
も
」
と

で
も
い
う
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
都
市
国
家
で
あ
る
「
ポ
リ
ス
論
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
師
で
あ
っ
た
プ
ラ
ト

ン
の
『
国
家
』
つ
ま
り
「
ポ
リ
ス
」
や
、『
法
律
』
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
事
象
は
現
代
の
「
政
治
学
」
と
は
異
な
り
、

「
パ
イ
デ
ィ
ア
：
教
育
論
」
や
ポ
リ
ス
統
治
の
最
大
の
手
段
た
る
「
法
律
論
」
つ
ま
り
「
法
学
」
を
も
内
包
す
る
。

　
「
政
治
学
」「
経
済
学
」
と
い
う
分
野
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
で
は
近
代
に
な
る
ま
で
成
立
せ
ず
、
代
わ
り
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
は
、
七
自
由
学
芸
の
上
の
上
級
科
目
た
る
「
法
律
学
」
お
よ
び
「
神
学
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
た
の
が
、

古
典
学
と
隣
接
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ポ
リ
ス
論
た
る
『
政
治
学
』
の
中
世
以
来
の
「
注
解
学
」
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
今
日
の
「
政
治
学
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
基
礎
と
し
た
「
政
治
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
「political

：politicum

（
ポ
リ
ス
的
）」
と
い
う
形
容
詞
に
当
て
る
こ
と
は
、

全
く
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
誤
解
で
あ
り
、
知
的
生
産
性
は
そ
こ
に
は
存
し
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
と
い
う
題
名
そ
の

も
の
の
翻
訳
自
体
が
慣
習
的
誤
訳
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
人
間
を
ポ
リ
ス
的
動
物
」
で
あ
る
と
定
義
付
け
た
。
彼
の
人
間
認
識
は
自
然
科
学
論
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
人
間

は
、
そ
の
本
性
上
、「
蜂
や
蟻
な
ど
と
同
じ
」
大
規
模
な
ポ
リ
ス
と
い
う
巣
を
作
っ
て
集
住
（
シ
ュ
ノ
イ
キ
ス
モ
ス
）
す
る
「
動
物
」
で
あ

る
と
定
義
付
け
た
。
同
じ
人
間
で
も
、
都
市
国
家
た
る
ポ
リ
ス
を
形
成
で
き
な
い
ギ
リ
シ
ャ
人
以
外
の
民
族
は
、「
人
間
の
本
性
・
自
然
」
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を
十
全
に
発
達
し
、「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
：
終
局
到
達
体
」
に
到
達
し
て
お
ら
ぬ
、発
達
障
害
の
よ
う
な
一
段
低
い
生
物
的
存
在
、つ
ま
り
、「
野

蛮
人
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

彼
に
と
っ
て
国
家
・
ポ
リ
ス
は
自
由
人
の
共
同
体
・
コ
イ
ノ
ニ
ア
ー
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
「
共
通
の
善
・
利
益
」
の
た
め
に
存
在
す
る
。

こ
の
共
通
善
の
思
想
は
主
に
ト
マ
ス
な
ど
を
経
て
、
近
代
法
学
に
ま
で
生
き
延
び
て
き
て
い
る
�
。『
日
本
国
憲
法
』
一
三
条
で
「
公
共
の

福
祉
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
で
はcom

m
on good

で
あ
り
、
ま
さ
に
、
英
米
法
に
継
受
さ
れ
た
「
共
通
善
・

共
通
の
利
益bonum

 com
m

une

」
の
思
想
に
ま
で
遡
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
第
一
巻
第
一
章
山
本
光
雄
訳 (1252a)

　
「
国
は
、
現
に
わ
れ
わ
れ
が
見
る
通
り
、
い
ず
れ
も
あ
る
種
の
共
同
体
（
コ
イ
ノ
ニ
ア
ー
）
で
あ
る
、
そ
し
て
共
同
体
は
い
ず
れ
も
あ
る

種
の
良
き
も
の
を
目
当
に
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
と
い
う
の
は
凡
て
の
人
は
良
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
た
め
に
凡
て
の

こ
と
を
為
す
か
ら
で
あ
る
）。
だ
か
ら
、
共
同
体
は
い
ず
れ
も
あ
る
種
の
良
き
も
の
を
目
ざ
し
て
い
る
が
、
わ
け
て
も
そ
れ
ら
の
う
ち
至
高
で
、

残
り
の
も
の
を
こ
と
ご
と
く
包
括
し
て
い
る
共
同
体
は
、［
そ
の
他
の
共
同
体
に
く
ら
べ
て
］
も
っ
と
も
良
き
も
の
を
、
し
か
も
凡
て
の
良

き
も
の
の
う
ち
至
高
の
も
の
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
至
高
の
も
の
と
い
う
の
が
世
に
言
う
国
（
ポ
リ
ス
）、

あ
る
い
は
国
的
共
同
体
な
の
で
あ
る
。」�

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
三
巻
第
六
章
の
終
段
で
、
国
制
（
ポ
リ
ス
の
制
度
：
ポ
リ
ス
か
ら
派
生
し
たπολιτεία:

ポ
リ
テ
イ
ア
と
い
う
言

葉
で
表
さ
れ
る
）
を
「
正
し
い
国
制
」
と
「
逸
脱
し
た
国
制
」
に
二
分
す
る
が
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
正
に
統
治
が
「
ポ
リ
ス
の
構
成
員

た
る
国
民
共
通
の
利
益
」
を
目
的
と
し
て
い
る
か
、
権
力
を
持
つ
も
の
の
「
私
的
な
利
益
」
に
乱
用
す
る
か
で
あ
る
。

第
三
巻
第
六
章
末
尾 (1279a)

　
「
従
っ
て
、
共
通
の
利
益
を
目
指
す
凡
て
の
国
制
は
、
無
条
件
的
に
正
し
い
こ
と
を
基
準
に
し
て
見
て
、
正
し
い
国
制
で
あ
る
が
、
し
か

し
た
だ
支
配
者
の
利
益
だ
け
を
目
ざ
す
国
制
は
凡
て
間
違
っ
た
も
の
で
あ
り
正
し
い
国
制
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
は
自
由
人
の
共
同
体
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ら
は
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
支
配
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。」�
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そ
し
て
、『
政
治
学
』
第
三
巻
第
七
章
に
入
り
、ま
ず
、本
章
の
目
的
が
「
国
制
の
定
義
及
び
分
類
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
何
が
「
正

し
い
国
制
」
で
あ
る
か
定
義
づ
け
ら
れ
ば
お
の
ず
か
ら
「
正
し
く
な
い
、
つ
ま
り
、
逸
脱
し
た
国
制
」
で
あ
る
か
も
分
か
る
と
す
る
。

第
三
巻
第
七
章
冒
頭

　
「
以
上
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
か
ら
、
次
い
で
国
制
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
は
、
そ
の
数
が
い
く
つ
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
う
ち
先
ず
正
し
い
国
制
に
つ
い
て
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
規
定
さ
れ
た
ら
、
逸
脱

し
た
国
制
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
か
ら
。」

　

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
国
制
と
国
民
団
と
は
同
一
の
意
味
」
を
持
つ
と
す
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
張
し
た
い
の
は
、

ポ
リ
ス
で
主
体
的
に
権
力
を
持
っ
て
い
る
層
の
集
ま
り
が
国
民
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
文
に
は
理
由

付
け
が
欠
け
て
い
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
国
家
の
権
力
主
体
と
し
て
の
国
民
は
、「
一
人
で
あ
る
か
」、「
少
数
で
あ
る
か
」、「
多
数
で
あ
る
か
」
に
分
類
さ
れ
得
る
。

こ
れ
ら
の
分
類
は
数
学
的
な
も
の
で
あ
り
他
分
類
が
入
る
余
地
は
な
い
。
以
下
の
一
節
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
国
制
の
三
分
類
の
中

核
部
分
で
あ
る
。

　
「
し
て
、
独
裁
制
の
う
ち
共
通
な
利
益
を
目
標
に
す
る
も
の
を
王
制
と
呼
び
慣
わ
し
、
ま
た
少
数
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
一
人
以
上
の
人
々

の
支
配
の
う
ち
、
公
共
の
利
益
を
目
標
に
す
る
も
の
を
貴
族
制
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
（
こ
う
呼
ぶ
の
は
貴
人
た
ち
が
支
配
す
る
こ
と
の
故

に
か
、
或
は
国
や
国
の
共
同
員
に
と
っ
て
貴
重
な
る
も
の
を
目
標
に
す
る
こ
と
の
故
に
か
で
あ
る
）、
し
か
し
多
数
が
共
通
な
利
益
を
目
当

て
に
政
治
を
す
る
場
合
は
、
凡
て
の
国
制
に
共
通
な
名
前
、
す
な
わ
ち
「
国
制
」
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
（
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
共

通
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
一
人
或
は
少
数
は
徳
に
関
し
て
傑
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
し
か
し
も
う
多

数
と
な
る
と
、
徳
の
凡
て
に
関
し
て
完
全
な
者
で
あ
る
こ
と
は
難
し
く
、
彼
ら
が
特
に
そ
の
よ
う
な
者
で
あ
り
得
る
の
は
戦
争
的
徳
に
関
し

て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
何
故
な
ら
そ
の
徳
は
多
数
の
う
ち
に
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
れ
故
そ
の
国
制
で
は
国
の
た
め
に
戦
う
部
分

が
最
も
権
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
国
民
権
に
与
か
る
の
は
武
器
を
所
有
す
る
人
々
で
あ
る
）。
上
に
述
べ
ら
れ
た
国
制
か
ら
逸
脱
し
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た
も
の
と
し
て
は
、
僣
主
制
が
王
制
の
そ
れ
で
あ
り
、
寡
頭
性
が
貴
族
制
の
そ
れ
で
あ
り
、
民
主
制
が
「
国
制
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
僭
主
制
は
独
裁
者
の
利
益
を
目
標
と
す
る
独
裁
制
で
あ
り
、
寡
頭
制
は
富
裕
者
の
利
益
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
制
は
貧
困

者
の
利
益
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
何
れ
と
し
て
、
公
共
に
有
益
な
も
の
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
」

　

第
一
に
、
一
人
に
よ
る
独
裁
制
で
共
通
な
利
益
を
目
標
に
す
る
も
の
を
正
し
い
国
制
を
「
王
制
：
バ
シ
レ
イ
ア
」
と
よ
ぶ
。
第
二
に
、
複

数
で
少
数
の
者
に
よ
る
国
制
を
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
ス
と
い
う
形
容
詞
が
、「
尊
い
」「
貴
重
な
・
少

数
の
」
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
り
、
通
常
「
貴
族
制
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
貴
族
：
尊
い
人
間
」
の
含
意
に
は
「
倫
理
的
に
卓
越
し
た

人
間
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
含
む
。
最
後
に
、「
多
数
者
」
に
よ
る
支
配
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
一
般
的
す
ぎ
る

制
度
で
あ
る
の
で
、「
凡
て
の
国
制
に
共
通
な
名
前
、
す
な
わ
ち
「
国
制
」
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
後
に
あ
る
説
明
は
、
曖

昧
な
部
分
も
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
都
市
国
家
に
お
け
る
参
政
権
が
「
戦
争
に
お
い
て
武
器
を
自
弁
で
き
る
市
民
」
に
与
え
ら
れ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
徳
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
ア
レ
テ
ー
で
あ
り
、「
人
間
的
卓
越
性
」
を
意
味
す
る
、
多
く
の
人

間
が
「
卓
越
す
る
」
こ
と
が
難
し
い
が
、
多
数
の
人
間
は
国
家
の
共
通
の
利
益
に
た
め
に
裨
益
出
来
る
「
優
れ
た
点
：
ア
レ
テ
ー
」
と
し
て
、

戦
争
の
遂
行
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
古
の
韻
文
作
品
で
あ
る
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
に
既
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
市
民
と
し

て
の
発
言
権
は
「
兵
士
と
し
て
の
会
合
」
の
中
で
「
合
議
制
」
で
行
わ
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
こ
の
第
三
の
分
類
は
新
分
類
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
ま
だ
特
定
の
名
称
を
用
意
で
き
ず
単
に
「
ポ
リ
テ
イ
ア
：
ポ
リ
ス
の
制
度
」
と
の
み
こ
こ
で
は
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
逸
脱
国
制
と
し
て
は
、「
王
制
：
バ
シ
レ
イ
ア
」
に
対
す
る
「
僭
主
制
：
チ
ュ
ラ
ニ
ア
」、「
貴
族
制
：
ア
リ
ス
ト
ク

ラ
テ
ィ
ア
（
優
れ
た
人
間
の
支
配
）」
に
対
す
る
単
な
る
少
数
者
の
事
故
検
疫
の
た
め
の
支
配
と
し
て
の
「
寡
頭
制
：
オ
リ
ガ
ル
キ
ア
」、
多

数
の
市
民
が
国
家
の
共
通
の
利
益
に
た
め
に
資
す
る
「
ポ
リ
テ
イ
ア
（
国
制
）」
と
そ
れ
の
逸
脱
形
態
と
し
て
の
「
民
主
制
：
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ

ア
」
が
存
在
す
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
理
想
と
さ
れ
る
「
民
主
制
」
こ
と
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
は
、「
民
衆
に
よ
る
選
挙
区
・
デ
ー
モ
ス
の

優
位
・
ク
ラ
ー
テ
ィ
ア
」
を
本
来
は
意
味
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、「
貧
民
が
自
分
ら
の
利
益
の
た
め
に
国
制
を
乱
用
す
る
」
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逸
脱
国
制
で
あ
り
、
悪
い
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
表
に
す
れ
ば
以
下
の
様
な
形
と
な
る
。

一
、 

王
制
：
バ
シ
レ
イ
ア　
　
　
　

僭
主
制
：
チ
ュ
ラ
ニ
ア

二
、 

貴
族
制
：
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア　
　
　

寡
頭
制
：
オ
リ
ガ
ル
キ
ア

三
、
ポ
リ
テ
イ
ア
（
国
制
）　　
　
　

民
主
制
：
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア

　

し
か
る
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、D.1.4.1

の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
文
「
君
主
の
欲
す
る
と
こ
ろ
は
法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
るQuod 

principi placuit, legis habet vigorem
.

」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
文
を
有
す
る
ロ
ー
マ
法
を
使
用
す
る
大
陸
諸
国
は
、「dom

inium
 tantum

 
regale

」（
単
な
る
王
制
）
で
あ
る
に
対
し
て
、
英
国
古
来
の
国
制
は
独
特
で
あ
り
「dom

inum
 politicum

 et regale

」（
合
議
制
お
よ
び

王
制
）
で
あ
る
「
制
限
王
制
」
で
あ
る
と
説
い
た
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
の
理
論
を
最
初
に
『
自
然
法
論
』
第
一
部
第
一
六
章
�
で
展
開
し
、
継
い
で
『
英
法
礼
賛
』
第
一
巻
第
九
章
�

で
繰
り
返
し
、
最
後
に
『
英
国
国
政
論
』
第
一
巻
第
一
章
で
中
核
的
理
論
と
し
て
言
及
す
る
が
、
上
記
二
つ
に
つ
い
て
は
既
に
邦
訳
が
存
在

し
、
北
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
理
論
の
中
核
に
「
一
貫
し
て
変
化
は
な
く
意
味
も
ほ
ぼ
同
一
」
で
あ
る
の
で
、
未
訳

の
『
英
国
国
政
論
』
部
分
の
翻
訳
の
拙
訳
の
み
を
提
示
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　
「
二
種
類
の
王
国
が
存
在
す
る
が
、
一
つ
は
「
王
政dom

inium
 regale

」
と
呼
ば
れ
る
君
主
統
治
形
態
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、「
合
議

制
及
び
王
制dom

inium
 politicum

 et regale

」
と
呼
ば
れ
る
君
主
統
治
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
次
の
点
に
お
い
て
異
な
る
。
つ
ま
り
、

前
者
の
王
に
お
い
て
は
、
国
王
が
自
ら
作
る
法
律
に
よ
っ
て
彼
の
人
民
を
支
配
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
は
、
人
民
の
合
意
な
し
に
、
租
税
や

そ
の
他
の
賦
課
を
人
民
に
自
由
に
課
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
王
に
お
い
て
は
、
国
王
は
人
民
の
同
意
し
た
法
に
よ
っ
て
の

み
統
治
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
は
、
人
民
の
同
意
な
し
に
は
い
か
な
る
賦
課
も
課
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
差
異
は
、

聖
ト
マ
ス
に
よ
り
キ
プ
ロ
ス
王
の
た
め
に
書
か
れ
た
『
君
公
統
治
論
』
に
お
い
て
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、（Roger of 

W
altham

 f. c. 1300

）『
道
徳
哲
学
提
要
』と
呼
ば
れ
る
書
に
よ
り
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
ジ
ャ
イ
ル
ズ
の『
君
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公
統
治
論
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。」�

　

こ
こ
で
「
合
議
的
」
と
訳
し
た
、
こ
のpoliticum

部
分
の
翻
訳
は
非
常
に
難
し
く
、
小
山
貞
夫
氏
及
び
直
江
眞
一
氏
はDom

inium
 

politicum
を
「
政
治
権
力
に
よ
る
統
治
」
や
「
政
治
権
力
に
基
づ
く
支
配
」
と
一
貫
し
て
「
政
治
権
力
」
と
い
う
語
を
入
れ
て
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
城
戸
毅
氏
か
ら
学
界
回
顧
に
お
い
て
も
と
も
と
の
ポ
リ
ス
制
・
国
制
と
い
う
ポ
リ
テ
ィ
ア
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
い
な
い
と
の
批

判
が
出
さ
れ
た
�
。
直
江
氏
は
出
版
さ
れ
た
『
自
然
法
論
』（
二
〇
一
二
年
）
の
注
に
お
い
て
、
訳
語
の
選
択
は
容
易
で
は
無
い
と
認
め
つ

つ
も
「
国
制
」
と
訳
し
て
も
意
味
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
理
解
の
助
け
に
は
な
ら
ず
、
や
は
り
「
政
治
権
力
か
つ
王
権
に
基
づ
く
支
配
」
に

す
る
と
さ
れ
て
い
る
�
。
深
尾
祐
造
氏
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
ブ
ル
ー
タ
ス
起
源
論
�
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
一
足
飛
び
に
練
り
上
げ
「
憲

政
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
も
っ
と
も
一
般
的
で
「
国
制
・
ポ
リ
テ
イ
ア
」
と
し
か
呼
び
よ
う
が
な
い

と
述
べ
て
い
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
は
、
重
装
歩
兵
た
る
市
民
権
保
持
者
の
合
議
制
で
の
政
治
形
態
で
あ
ろ
う
か
ら
、
筆
者
は
「
合
議
制
」

と
い
う
言
葉
を
採
用
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
隔
靴
掻
痒
の
感
が
あ
る
�
。

　

し
か
る
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
王
制
」
は
「
支
配
者
の
多
寡
」
に
よ
り
、
数
学
的
に
分
類
さ
れ
た
国
制
で
あ
り
、
英
国
的
な

「
諮
問
団King ’s Council

た
るcuria regis

の
意
見
を
尊
重
す
る
王
制
」と
い
う
も
の
は
、「
混
合
国
制
・
政
体m

ixed constitution

」�
と

し
て
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、「
王
制
」
の
一
変
種
と
し
て
「
制
限
君
主
制
」
を
主
張
し
た
事
自
体
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
本
来
の
思
考
か
ら

す
る
と
完
全
な
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
違
い
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
論
文
で
の
さ
さ
や
か
な
指
摘
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
は
決
し
て
原
典
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
フ
マ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
で
は
無
く
、
自
己
の
政
治
的
主
張
を
組
み
上
げ
る

た
め
に
権
威
的
テ
キ
ス
ト
を
濫
用
的
に
解
釈
し
た
中
世
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
以
降
、
大
陸
の
ロ
ー
マ
法
国
家
が
絶
対
王
政
で
あ
る
根
拠
と
し
て
使
わ
れ
て
き
たD. 1. 4.1.

の
法
文
自

体
も
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
内
部
に
矛
盾
す
る
テ
キ
ス
トC. 1. 14. 4: re vera m

ajius im
perio est subm

ittere legibus principium
.

「
主
権
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
君
主
が
法
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。」
やJ. I. 2. 17. 8. Licet eim

 legibus solute sum
us, attam

en 
legibus vivim

us.

「
余
は
諸
法
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
諸
法
に
よ
り
生
き
る
も
の
で
あ
る
。」
な
ど
の
存
在
を
全
く
無
視
し
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た
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
少
な
く
と
も
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』（
と
『
カ
ノ
ン
法
大
全
』）
の
『
標
準
注
解
』
を
使
い

こ
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
上
の
点
は
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
に
よ
り
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス

キ
ュ
ー
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
フ
ァ
ン
・
ケ
ネ
ヘ
ム
に
よ
っ
て
、
英
国
に
お
け
る
「Princeps legibus solutus est..

君
主
は
法

か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
」
の
使
用
の
問
題
と
し
て
既
に
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ロ
ー
マ
法
テ
キ
ス

ト
に
関
し
て
も
同
様
の
「
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
濫
用
的
解
釈
」
を
為
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
当
研
究
は
あ
く
ま
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
合
議
制
及
び
王
制
論Dom

inium
 politicum

 et regale

」
の
序
章
的
研
究

と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
第
三
巻
第
七
章
の
本
来
の
意
味
か
ら
議
論
し
た
だ
け
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ム
ズ(1934)

、
ギ
ル
バ
ー

ト
（1944

）、
バ
ー
ン
ズ
（1985
）
な
ど
のdom

inium

論
の
代
表
的
研
究
�
に
メ
ス
を
入
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト

と
の
詳
細
な
比
較
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
指
摘
し
た
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
『
英
法
礼
賛
』
で
引
用
さ
れ
た
「
一
七
を
超
え
ぬ
」
テ
キ
ス
ト
の
内
、

ト
ミ
ズ
ム
及
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
に
関
わ
る
『
政
治
学
』
ラ
テ
ン
語
訳
や
注
解
テ
キ
ス
ト
の
各
層
の
比
較
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と

は
出
来
て
お
ら
ず
、
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

五
、
小
括

　

限
ら
れ
た
本
論
考
の
中
で
は
、
様
々
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
の
ラ
テ
ン
訳
原
テ
キ
ス
ト
の
各
層
と
そ
の
翻
訳
を
の
せ
た
緻
密
な

実
証
性
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
「
問
題
解
決
」
で
は
な
く
、「
緒
論
」
に
留
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
ま
で
に
辿
り

着
い
た
「
認
識
の
小
括
」
だ
け
を
「
仮
説
」
と
し
て
最
後
に
い
さ
さ
か
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
。

　

一
六
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
フ
マ
ニ
ズ
ム
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、（
１
）
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
人
亡
命
学
者

と
写
本
の
到
来
�
、（
２
）
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
活
版
印
刷
術
の
発
明
�
の
二
大
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
二
つ
が
下
敷
き
と
な
っ

て
一
五
〇
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
人
文
主
義
法
学
や
、
一
五
三
〇
年
代
以
降
の
後
期
ス
コ
ラ
学
派
の
自
然
法
に
お
け
る
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン

法
学
識
と
ト
ミ
ズ
ム
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
神
学
の
混
交
が
行
わ
れ
た
。
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
法
論
は
、
法
学
と
道
徳
神
学
的
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学
識
、
フ
マ
ニ
ズ
ム
が
混
合
し
て
い
る
点
で
は
、
一
六
世
紀
、
一
七
世
紀
の
自
然
法
学
と
同
じ
で
そ
れ
に
先
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、「
独

自
の
混
合
法
」
で
あ
り
、
後
の
近
世
自
然
法
学
の
系
統
と
は
隔
絶
し
た
「
独
自
の
種
を
形
成
す
る
」sui generis

な
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
友
人
で
あ
っ
た
モ
ア
と
同
時
代
人
で
あ
り
論
敵
で
も
あ
っ
た
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
『
博
士
と
生
徒
』
で

は
、Sum

m
a Rosella, Sum

m
a Angelica

及
び
ジ
ャ
ン
・
ジ
ェ
ル
ソ
ン
の
神
学
作
品
な
ど
、パ
リ
大
学
を
中
心
と
し
た
大
陸
の
「
道
徳
神
学
」

の
古
層
と
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
や
ソ
ト
が
パ
リ
大
学
に
留
学
し
て
い
た
経
緯
か
ら
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
着
任
以
来
一
五
三
〇
年
代
か
ら
出
現
し
た
サ

ラ
マ
ン
カ
学
派
に
よ
る
「
後
期
ス
コ
ラ
学
派
」
と
権
威
的
典
籍
に
「
共
通
点
」
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
「
正
義
の
徳
性
論
」
を
媒
介
と
し
て
徳
性
論
の
中
で
「
実
定
法
の
諸
規
則
」
を
「
告
解
の
秘
跡
」
で
使
用
さ
れ
る
道
徳

神
学
の
領
域
で
あ
た
か
も
法
律
論
の
よ
う
に
論
じ
る
と
い
う
「
自
然
法
学
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
自
然
法
論
」

は
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
の
共
有
基
盤
で
あ
る
「
正
義
の
徳
性
論
」
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
の
「
国
制
の
三
分
類
」

の
み
を
手
が
か
り
に
自
分
で
自
由
に
組
み
立
て
た
、
謂
わ
ば
、
英
国
製
の
固
有
理
論
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
基
盤
も
フ
マ
ニ
ズ
ム
的
翻
訳
に
立
脚
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
ト
マ
ス
『
全
集
』
中
で
ト
マ
ス
の
弟
子
で
あ
っ
あ
っ
た
ル
ッ
カ
の
プ
ト

レ
マ
イ
オ
ス
に
よ
る
箇
所
の
み
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
るDom

inium
 politicum

 et regale

の
表
現
を
「
議
会
に
よ
る
制
限
王
制
」
に
勝
手

に
自
己
解
釈
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。（
新
指
摘
と
し
て
、
ト
マ
ス
全
集
中
で
彼
の
真
作
と
さ
れ
る
部
分
に
はDom

inium
 politicum

 et 
regale

の
表
現
は
存
在
し
な
い
。）、
ト
ミ
ズ
ム
の
中
で
も
、
ロ
ー
マ
の
ジ
ャ
イ
ル
ズ
や
ボ
ー
ヴ
ェ
の
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
「
君
主
鑑
」
の
系
統
に

属
す
る
、
ポ
ス
ト
・
ト
マ
ス
の
ト
ミ
ズ
ム
に
於
け
る
「
一
四
世
紀
中
世
神
学
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
の
最
新
の
ル
ネ
サ
ン
ス
学
識
（
新
し
い
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
）
は
、
一
四
三
〇
年
代
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ベ
ッ
サ

リ
オ
ン
卿
（Johannes Bessarion, 1399 - 1472

）
に
よ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
会
議
以
降
の
運
動
以
前
の
、
シ
チ
リ
ア
人
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・

ア
ウ
リ
ス
パGiovanni Aurispa (1376-1459)

�
に
よ
っ
て
（
一
四
一
七
年
と
）
特
に
一
四
二
三
年
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
か
ら
初
め
て
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
た
二
三
八
本
の
写
本
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
の
引
用
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
大
道
徳
学
』
や

「
ニ
ム
ロ
ド
論
」
に
使
用
し
た
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
・
シ
ク
ル
ス
『
古
代
史
』
は
そ
れ
ま
で
西
洋
世
界
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
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ポ
ッ
ジ
ョGian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459)

は
、
一
四
一
七
年
か
ら
一
四
二
八
年
ま
で
英
国
に
滞
在
し
た
が
、
そ

の
間
に
、
間
に
グ
ロ
ス
タ
ー
卿
を
挟
ん
で
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
と
親
交
を
結
ん
だ
可
能
性
が
ク
ラ
イ
ム
ズ
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
大
倫
理
学
』
を
抄
訳
し
たLeonard Bruni (c. 1370-1444)

の
著
作
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
レ
ス
か
ら
の
倫
理
哲
学
入
門

Isagoge in philosophia[m
] m

oralem
 ex Aristotelis

（
一
四
七
五
年
に
活
版
印
刷
に
付
さ
れ
た
）』
を
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
引
用
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
り
、
そ
こ
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
テ
キ
ス
ト
を
本
来
の
文
脈
で
理

解
し
よ
う
と
す
る
真
の
「
人
文
学
的
態
度
」
は
看
取
で
き
な
い
。

　

内
乱
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
有
し
た
古
典
学
識
は
、
グ
ロ
ス
タ
ー
公
ハ
ン
フ
リ
ー
・
オ
ブ
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

に
よ
り
、
教
皇
庁
へ
の
「
外
交
使
節
団
」
の
派
遣
を
き
っ
か
け
に
、「
英
国
君
主
や
諸
侯
の
た
め
に
典
雅
な
書
簡
を
書
く
た
め
」
に
古
典
学

者
ポ
ッ
ジ
ョ
な
ど
が
招
聘
さ
れ
た
時
代
の
学
識
で
あ
り
、
彼
が
五
〇
代
に
な
る
ま
で
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
で
止
ま
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
四
四
七
年
の
グ
ロ
ス
タ
ー
公
の
謀
略
に
よ
る
獄
死
に
よ
り
、
パ
ト
ロ
ン
を
欠
き
、
英
国
に
お
け
る
古
典
学
識
は
少
な

く
と
も
一
四
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
大
陸
に
比
べ
大
分
遅
れ
た
一
五
世
紀
初
頭
の
状
態
で
と
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
学
識
は
「
イ
タ
リ
ア
人
経
由
」
で
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
期
に
既
に
進
行
中
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
人
亡
命
学
者
と
の
「
直
接

の
接
触
」
に
よ
る
学
識
に
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
て
い
た
も
の
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ワ
イ
ス

が
一
五
世
紀
初
期
の
英
国
の
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た
「
装
飾
過
多
で
か
つ
空
疎
な
文
体
」
か
ら
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
ス

タ
イ
ル
は
既
に
離
れ
て
お
り
「
十
分
に
実
質
的
か
つ
質
実
剛
健
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
英
国
の
古
典
学
識
の
ワ
イ
ス
が
指
摘
し
た
第
二
の

特
徴
、
つ
ま
り
、
理
念
的
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
「
典
雅
な
」
な
学
識
を
表
面
上
は
好
ん
だ
が
、
内
実
的
な
学
識
が
ま
っ
た
く
つ
い
て
い
か

な
か
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
に
関
し
て
も
否
定
し
き
れ
な
い
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
あ
る
意
味
、
近
代
と
し
て
は
早
す
ぎ
る
「
自
然
法
論
」
は
、
そ
の
国
際
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
普
遍
的
な

自
然
法
の
見
地
か
ら
自
国
固
有
の
国
制
及
び
法
制
を
正
当
化
す
る
と
い
う
「
政
治
的
目
的
」
と
、
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
と
ギ
リ
シ
ャ
語
古
典
を

使
用
し
よ
う
と
す
る
「
精
神
・
嗜
好
」
に
お
い
て
は
、
一
六
世
紀
、
一
七
世
紀
の
近
世
自
然
法
論
と
共
通
し
て
お
り
そ
の
「
先
駆
」
と
も
言
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え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
学
識
は
、
そ
の
フ
マ
ニ
ズ
ム
的
嗜
好
に
つ
い
て
い
け
て
お
ら
ず
、
理
論
構
成
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の
「
濫
用
的
解
釈
」
と
で
も
言
え
る
も
の
で
、
中
世
の
『
君
主
鑑
』
の
更
に
亜
流
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
台
頭
し
よ
う
と
す
る
「
国
民
国
家
」
の
中
で
の
英
国
の
「
絶
対
主
義
王
制
」
を
牽
制
し
よ
う
と
す
る
「
制
限
王

制
論
」
を
、
彼
は
新
し
く
生
み
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
威
的
テ
キ
ス
ト
の

解
釈
が
「
正
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
」
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
理
論
の
「
新
理
論
と
し
て
の
真
正
性
」
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
無
骨
さ
の
中
に
、
後
の
「
古
の
国
制
論
」「
議
会
主
権
」
が
続
い
て
い
き
、
そ
の
本
体
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
消
え
た
後
も
、
現
代
ま
で

鋭
い
切
っ
先
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
「
凄
み
」
さ
え
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
人
文
主
義
的
学
識
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
教
養
が
本
格
的
に
国
際
的
に
敷
衍
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス
、
モ
ア
、
そ
し
て
モ
ア
の
論
敵
で

も
あ
っ
た
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
の
世
代
以
降
は
、
よ
り
緻
密
な
論
理
構
成
が
為
さ
れ
、
大
陸
の
理
論
と
の
接
点
が
よ
り
明
確
に
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
薔
薇
戦
争
の
内
乱
を
理
由
と
し
た
文
化
的
タ
イ
ム
ラ
グ
と
い
う
の
は
モ
ア
の
時
代
に
は
解
消
さ
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
四
六
〇
年
代
と
ト
ー
マ
ス
・
モ
ア
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
五
一
六
）
を
執
筆
公
刊
し
た
一
五
一
〇
年
代
の
五
〇
年
の
間
に
は
、

す
く
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ャ
語
学
識
や
カ
ク
ス
ト
ン
以
来
の
活
版
印
刷
術
の
導
入
に
お
い
て
、
全
く
別
次
元
の
学
識
の
進
展
が
存
在
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
五
世
紀
後
半
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
書
と
し
て
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
各
書
と
、
同

時
期
の
リ
ト
ル
ト
ン
『
保
有
権
論
』（
一
四
八
一
年
：
英
国
で
最
初
に
活
版
印
刷
さ
れ
た
法
書
と
し
て
知
ら
れ
る
）
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、

極
め
て
ア
プ
ロ
ー
チ
の
困
難
な
難
題
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
早
い
と
さ
え
も
言
い
得
る
『
自
然
法
論
』
を
展
開
し
得
た
の
は
、
政
治
的
亡

命
に
お
い
て
正
統
た
る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
嫡
子
エ
ド
ワ
ー
ド
を
残
し
立
派
に
教
育
し
、
正
統
王
と
し
て
返
り
咲
か
せ
よ
う
と
い
う
。
危
機

的
状
況
に
お
け
る
老
臣
の
使
命
感
ゆ
え
に
で
あ
っ
た
。
彼
の
夢
は
一
四
七
一
年
五
月
の
テ
ュ
ー
ク
ス
ベ
リ
ー
の
戦
い
に
よ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
王

子
の
戦
死
に
よ
り
潰
え
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
は
現
在
に
至
る
ま
で
現
実
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
唯
一
の
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
あ
り
、

恐
ら
く
か
か
る
事
態
を
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
は
歴
史
の
教
訓
か
ら
も
夢
想
だ
に
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
第
三
の
書
は
新
君



─ 216 ─

主
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
に
『
英
国
国
制
論
：
制
限
王
制
論
』
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
エ
ド
ワ
ー
ド
四

世
は
英
国
に
お
け
る
最
初
の
「
専
制
君
主
」
と
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
第
二
の
書
『
英
法
礼
賛
』
は

一
五
四
五
年
初
版
以
降
、
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
と
し
て
広
く
読
ま
れ
、
一
七
世
紀
の
内
乱
・
革
命
期
の
「
古
の
国

制
論
」
に
受
け
継
が
れ
、
英
国
の
古
来
か
ら
の
固
有
制
度
と
し
て
の
「
議
会
に
よ
る
制
限
王
権
」
ひ
い
て
は
「
議
会
主
権
」
へ
の
さ
き
が
け

と
し
て
英
国
人
の
政
治
的
精
神
史
中
に
命
脈
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
　

　

メ
カ
ジ
キ
紛
争
は
、
一
九
九
一
年
に
事
実
と
し
て
の
紛
争
が
表
面
化
し
、
幾
つ
か
の
外
交
努
力
が
失
敗
し
た
後
、
一
九
九
八
年
六
月
、

Ｅ
Ｕ
（
ス
ペ
イ
ン
）
が
チ
リ
に
対
し
て
本
格
的
な
紛
争
と
捉
え
る
旨
通
告
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
チ
リ
も
そ
れ
を
も
っ
て
公
式
な
紛
争
と
し

て
認
識
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
間
も
な
く
双
方
は
二
〇
〇
〇
年
に
異
な
る
紛
争
解
決
機
関
に
本
件
を
も
ち
こ
ん
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決

定
（
が
及
ぼ
す
影
響
）
を
懸
念
し
、
こ
れ
を
回
避
す
べ
く
各
機
関
で
の
争
い
は
数
回
に
わ
た
っ
て
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
れ
た
⑴
。
そ
の
基
礎

と
な
っ
た
の
が
、
当
時
の
両
国
の
協
力
を
具
体
化
し
た
暫
定
協
定
（
二
〇
〇
一
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
合
意
は
、
最
終
的
に
「
南
東
太
平
洋

に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
資
源
の
保
存
に
関
す
る
了
解
（
二
〇
〇
八
年
）」（
以
下
、「
了
解
」）
と
い
う
形
で
結
実
し
た
。
紛
争
が
公
式
な
も
の
と

認
識
さ
れ
て
か
ら
、「
了
解
」
に
至
る
ま
で
一
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
解
決
ま
で
の
期
間
の
背
景
に
あ
る
事
情
を
踏
ま
え
て
、

「
了
解
」
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
紛
争
の
対
象
は
、
枯
渇
性
が
危
惧
さ
れ
る
と
い
う
メ
カ
ジ
キ
（xiphias gladius

）
で
、
国

連
海
洋
法
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
お
い
て
高
度
回
遊
性
の
種
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。　

　
『
二
〇
五
二
年
―
今
後
四
〇
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
予
測
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
は
、
世
界
の
天
然
魚
の
漁
獲
量
が
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
年
間
約

九
〇
〇
〇
万
ト
ン
で
頭
打
ち
と
な
っ
て
も
、
水
産
物
の
消
費
量
が
止
ま
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
合
理
的
な
規
制
が
強
く
望
ま
れ
る
と
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
海
洋
資
源
の
予
測
や
管
理
が
難
し
い
の
は
、
高
い
変
動
性
、
捉
え
に
く
い
危
険
信
号
、
お
よ
び
知
識
の
欠
如
な
ど
が
あ
る
か

メ
カ
ジ
キ
紛
争（
二
〇
〇
〇
～
二
〇
一
〇
年
）に
お
け
るforum shopping

的
側
面
の
一
考
察

中　

田　

達　

也

─
─
チ
リ
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
（
Ｅ
Ｕ
）
の
「
了
解
」
合
意
ま
で
の
経
緯
に
着
目
し
て
─
─
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ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
の
特
徴
と
し
て
は
、
何
が
原
因
と
な
っ
て
か
か
る
事
象
が
生
じ
て
い
る
の
か
の
特
定
が
難
し
い

こ
と
だ
と
い
う
⑵
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
全
て
の
国
が
潜
在
的
に
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
全
て
の
国
が
紛
争
の

当
事
国
た
り
う
る
と
い
う
点
で
独
特
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
対
処
方
法
も
従
来
に
は
な
い
要
素
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
⑶
。
実
際
、
海
洋
生
物
資
源
の
枯
渇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
行
為
と
損
害
の
間
の
因
果
関
係
が
特
定
し
難
い
。
ゆ
え
に
、

こ
の
種
の
紛
争
は
、
特
定
の
二
国
間
ま
た
は
少
数
国
間
の
環
境
紛
争
と
し
て
は
容
易
に
顕
現
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
⑷
。　

　

と
り
わ
け
「
リ
オ
宣
言
」（
一
九
九
二
年
）
以
降
の
国
際
的
な
環
境
問
題
の
関
心
の
高
ま
り
に
あ
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
も
一
九
九
三

年
に
同
裁
判
所
規
程
二
六
条
一
項
に
基
づ
い
て
七
人
か
ら
成
る
常
設
の
環
境
問
題
裁
判
部
（a Cham

ber for Environm
ental M

atters

）

を
設
置
し
た
が
⑸
、
こ
れ
ま
で
同
裁
判
部
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
後
、
一
九
九
六
年
に
国
連
海
洋
法
条
約
（
U
N
C
L
O
S
）

が
発
効
し
て
国
際
海
洋
法
裁
判
所
（
I
T
L
O
S
）
が
設
置
さ
れ
る
と
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
（
一
九
九
九
年
）
や
M
O
X
工
場
事
件

（
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
お
い
て
、
暫
定
措
置
と
し
て
予
防
原
則
を
指
示
す
る
な
ど
、
海
洋
環
境
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
一
九
九
五
年
に
は
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
が
発
足
し
、
紛
争
解
決
手
続
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方

式
の
採
用
に
よ
っ
て
実
質
的
な
強
制
管
轄
と
な
っ
た
ほ
か
、
判
断
を
出
す
ま
で
の
時
間
的
制
約
も
明
確
と
な
っ
た
う
え
、
小
委
員
会
と
上
級

委
員
会
の
二
審
制
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
来
に
は
例
を
み
な
い
ほ
ど
多
く
の
紛
争
処
理
が
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。　

　

本
件
は
、
チ
リ
の
E
E
Z
隣
接
海
域
の
公
海
で
操
業
す
る
ス
ペ
イ
ン
船
に
対
し
、
チ
リ
が
国
内
法
制
定
の
後
、
近
隣
諸
国
と
地
域
協
定

の
締
結
を
目
指
し
な
が
ら
、
か
か
る
ス
ペ
イ
ン
船
に
よ
る
入
港
禁
止
お
よ
び
か
か
る
操
業
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
メ
カ
ジ
キ
関
連
商
品
の
禁
輸

措
置
を
実
施
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
は
、
チ
リ
の
か
か
る
措
置
に
対
し
、
自
由
貿
易
の
阻
害
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
を

W
T
O
紛
争
解
決
手
続
に
も
ち
こ
ん
だ
。
具
体
的
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
（
E
C
）
は
W
T
O
「
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
則
及
び
手
続
に
関
す

る
了
解
」（
D
S
U
）
四
条
の
も
と
、
チ
リ
と
の
協
議
を
要
請
し
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
に
W
T
O
パ
ネ
ル
設
置
を
要
請
し
た
。
対
す

る
チ
リ
は
、
そ
の
一
週
間
後
の
一
二
月
、
E
C
に
対
す
る
反
訴
（counterclaim
）
の
形
で
、
U
N
C
L
O
S
第
一
五
部
の
も
と
E
C
へ

の
手
続
き
を
開
始
し
た
⑹
。
こ
う
し
て
、同
一
の
海
洋
紛
争
に
つ
い
て
並
行
し
て
機
能
す
る
二
つ
の
紛
争
解
決
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
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た
。
そ
の
各
々
が
別
個
の
管
轄
権
を
有
し
、
各
レ
ジ
ー
ム
に
固
有
の
法
を
適
用
す
る
が
、
両
制
度
は
幾
つ
か
の
法
的
争
点
と
事
実
問
題
に
つ

い
て
、
相
容
れ
な
い
結
論
を
出
す
可
能
性
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
W
T
O
と
I
T
L
O
S
の
並
行
し
た
手
続
き
は
、
双
方
が
漁
船
の
漁

港
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
管
轄
権
を
も
つ
た
め
、
矛
盾
す
る
判
断
を
出
す
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
⑺
。
か
か
る
懸
念
か
ら
、

両
手
続
き
を
停
止
す
る
妥
協
点
を
模
索
し
た
暫
定
協
定
が
二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
に
締
結
さ
れ
た
。
同
協
定
は
、
南
東
太
平
洋
に
お
け
る

国
際
水
域
の
メ
カ
ジ
キ
に
関
す
る
共
同
調
査
漁
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
周
期
的
に
両
手
続
き
が
ペ

ン
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、「
了
解
」
が
合
意
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
に
発
効
し
た
。
重
要
な
こ
と
だ
が
、
本
件
発
生
当
時
、
公
海
漁

業
実
施
協
定
は
未
発
効
で
あ
っ
た
。
E
U
は
締
約
国
で
あ
っ
た
が
、
チ
リ
は
同
協
定
に
署
名
も
し
て
い
な
い
。
一
方
、
二
〇
〇
〇
年
八
月

一
四
日
に
チ
リ
が
近
隣
沿
岸
国
と
締
結
し
た
「
南
東
太
平
洋
の
公
海
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
の
た
め
の
枠
組
み
協
定
」

（Fram
ew

ork Agreem
ent for the Conservation of Living M

arine Resources on the High Seas of the Southeast Pacific, 
Galapagos Agreem

ent

⑻
）（
以
下
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
）
は
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
の
多
く
の
規
定
を
反
映
、
強
化
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
が
、
同
協
定
に
ス
ペ
イ
ン
及
び
E
U
は
加
盟
し
て
い
な
い
。　

　

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
漁
業
規
制
を
目
的
と
す
る
水
域
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
沿
岸
か
ら
の
幅
員
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
全
（
義
務
）

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
本
来
的
に
そ
の
距
離
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
も
、
そ
の
限
界
と
そ
の
外
側
を
分
か
つ
線
引
き
（
線
引
き
の
外
側
は

常
に
公
海
と
な
る
）
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、「
公
海
な
ど
の
国
際
的
な
地
域
の
利
用
に
つ
い
て
国
際
社
会
の
一
般

利
益
が
確
定
す
れ
ば
、
各
国
が
た
と
え
実
害
を
受
け
て
い
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
『
民
衆
争
訟
』（actio popularis

）
に
よ
り
、
将
来
は
、

加
害
国
の
責
任
を
追
及
し
う
る
当
事
者
適
格
を
も
つ
よ
う
に
な
ろ
う
⑼
」
と
い
う
山
本
草
二
（
一
九
二
八
～
二
〇
一
三
年
）
の
見
解
は
今
も
っ

て
妥
当
す
る
。　

　

想
起
す
る
に
、
一
九
七
四
年
の
漁
業
管
轄
権
事
件
（
英
国
対
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
）
は
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
、

水
域
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
揺
籃
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
一
九
九
五
年
の
漁
業
管
轄
権
事
件
（
カ
ナ
ダ
対
ス
ペ
イ
ン
）

も
ま
た
公
海
漁
業
実
施
協
定
成
立
以
前
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
国
際
規
範
の
動
態
期
に
あ
っ
て
、
海
洋
の
線
引
き
と
一
方
的
国
内
措
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置
の
有
効
性
の
関
係
が
問
わ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
メ
カ
ジ
キ
事
件
も
強
い
共
通
性
を
も
つ
。
一
点
、
本
件
が
こ
れ
ら
紛
争
と
大
き
く
異
な

る
の
は
、
二
つ
の
紛
争
解
決
機
関
の
見
解
が
い
わ
ゆ
る
国
際
法
の
断
片
化
を
生
み
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
み
る
よ
う

に
、
か
か
る
懸
念
ゆ
え
に
、
紛
争
当
事
国
は
互
い
の
紛
争
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
な
が
ら
新
た
な
解
決
を
模
索
し
た
。
か
か
る
経
緯
を
踏
ま

え
、
第
一
章
で
は
、
本
件
を
概
観
し
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
類
似
事
例
と
の
共
通
項
を
注
視
し
つ
つ
、
国
際
法
の
断
片
化
の
現
象
が
生
じ
う
る

状
況
に
あ
っ
て
何
が
重
要
な
の
か
を
探
究
す
る
。
第
二
章
で
は
、
本
件
発
生
時
に
お
け
る
国
際
社
会
の
規
範
状
況
が
、
暫
定
協
定
が
合
意
さ

れ
る
ま
で
い
か
に
変
容
・
変
質
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
れ
を
検
証
す
る
。
続
く
第
三
章
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
チ
リ
そ
れ

ぞ
れ
の
主
張
を
概
観
し
つ
つ
、
両
紛
争
と
も
第
三
国
が
権
利
を
留
保
し
た
こ
と
が
、
国
際
社
会
の
一
般
利
益
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
味
を

も
つ
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
最
終
章
で
は
、
約
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
互
い
の
紛
争
解
決
手
続
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
き
た
結
果
と
し

て
紛
争
当
事
国
双
方
が
合
意
し
た
「
了
解
」
が
い
か
な
る
内
容
を
具
備
し
て
い
る
の
か
を
み
て
、
そ
れ
が
国
際
社
会
の
一
般
利
益
と
の
間
で

ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
な
る
の
か
を
評
価
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、
主
に
本
件
に
お
い
てforum

 shopping

の
も
た
ら
し
た
影
響
に

つ
い
て
考
察
を
行
う
た
め
、
一
九
九
四
年
の
ガ
ッ
ト
二
〇
条
の
い
わ
ゆ
る
「
貿
易
制
限
に
関
す
る
一
般
的
例
外
」
を
め
ぐ
る
考
察
は
射
程
外

と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
に
は
E
C
と
E
U
の
語
が
出
て
く
る
が
、
本
件
に
お
い
て
原
則
的
に
W
T
O
に
提
訴
を
行
う
の
は
経
済
問
題
を

扱
う
当
局
と
し
て
の
E
C
、
共
通
漁
業
政
策
に
ス
ペ
イ
ン
を
取
り
込
ん
で
い
る
主
体
と
い
う
意
味
で
は
E
U
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と

と
す
る
。一

、
事
実
概
要
―
事
件
の
背
景
　

（
一
）
二
〇
〇
海
里
設
定
後
に
生
じ
た
問
題　

　

E
E
Z
は
海
洋
域
の
三
〇
％
以
上
を
占
め
、
漁
業
資
源
の
九
〇
％
以
上
を
占
め
る
。
E
E
Z
が
確
立
し
て
三
〇
年
が
経
過
し
た
現
在
、

一
般
に
資
源
の
状
態
は
貧
弱
と
い
わ
れ
る
⑽
。
実
際
、
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
で
は
「
魚
を
め
ぐ
る
競
争
」（race for the fish

）
が
生

じ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
漁
船
技
術
は
大
き
く
進
歩
し
、
漁
獲
能
力
（fishing capacity
）
も
著
し
く
発
達
し
た
。
そ
う
し
た
事
態
が
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適
切
に
規
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
大
規
模
で
よ
り
速
い
船
舶
が
建
造
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
船
舶
が
、
漁
獲
量
の

割
当
ま
た
は
配
分
を
大
き
く
す
れ
ば
、「
魚
を
め
ぐ
る
競
争
」
は
、
更
に
激
し
さ
を
増
す
こ
と
に
な
る
⑾
。
か
か
る
状
況
に
あ
っ
て
、
漁
獲

能
力
（harvesting capacity

）
が
資
源
の
補
給
率
を
上
回
れ
ば
、
共
有
地
の
悲
劇
が
起
こ
り
う
る
。
実
際
、
国
際
的
に
管
理
さ
れ
る
マ
グ

ロ
や
メ
カ
ジ
キ
と
い
っ
た
種
の
世
界
的
な
個
体
数
は
、
産
業
発
達
以
前
の
時
代
の
開
発
水
準
の
一
〇
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
⑿
。　

　

こ
の
点
、
メ
カ
ジ
キ
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
は
枯
渇
し
て
い
な
い
が
、
局
地
的
に
は
枯
渇
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
当
初
、
E
E
Z

を
越
え
て
漁
獲
さ
れ
て
い
た
の
は
漁
獲
量
全
体
の
一
〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
一
年
を
ピ
ー
ク
に
全
体
の
七
五
％
の
漁
獲
量
は
公

海
で
漁
獲
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
ス
ペ
イ
ン
の
延
縄
漁
船
が
南
東
太
平
洋
に
現
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
チ
リ
は
一
九
九
一
年
に
二
〇
〇
海
里
を
越
え
て
資
源
を
管
理
し
始
め
た
⒀
。
こ
の
「
二
〇
〇
海
里
を
越
え
て
」
と
い
う
の
は
、
チ
リ

の
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
上
の
メ
カ
ジ
キ
を
対
象
と
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
経
緯
は
、次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
西
洋
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
資
源
が
枯
渇
傾
向
と
な
っ
た
た
め
、
大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存
国
際
委
員
会
（
I
C
C
A
T
）
が
、
メ
カ
ジ
キ
の

漁
獲
制
限
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
E
C
か
ら
漁
業
補
助
金
を
受
け
た
漁
船
が
、
南
東
太
平
洋
に
漁
場
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

す
る
う
ち
、
同
海
域
で
過
剰
漁
獲
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
チ
リ
は
自
国
の
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
上
で
操
業
し
た
ス
ペ

イ
ン
漁
船
が
自
国
の
漁
港
で
メ
カ
ジ
キ
を
水
揚
げ
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
ス
ペ
イ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
漁
場
か
ら
最
も
近
い
漁
港
が
チ
リ
に
あ

る
の
に
他
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
燃
油
な
ど
生
産
性
に
お
い
て
著
し
い
影
響
が
出
る
と
し
て
紛
争
が
表
面
化
し
た
⒁
。　

　

具
体
的
に
は
、
チ
リ
は
、
チ
リ
漁
業
法
一
六
五
項
（
一
九
九
一
年
）
を
実
施
し
た
。
同
法
は
、
E
E
Z
お
よ
び
公
海
双
方
に
お
い
て
生

息
す
る
共
同
資
源
（com

m
on stocks

）、
高
度
回
遊
性
魚
種
、
遡
河
性
魚
種
、
海
洋
哺
乳
類
お
よ
び
関
連
種
に
対
す
る
保
存
お
よ
び
管
理

措
置
を
設
定
す
る
権
限
を
行
政
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
チ
リ
は
自
国
の
保
存
措
置
に
反
し
て
獲
ら
れ
た
漁
獲
物
の
水
揚

げ
を
禁
止
し
た
。
こ
の
と
き
、
船
舶
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
保
存
措
置
に
反
し
て
捕
獲
さ
れ
た
場
合
に
は
、
明
示
的
に
メ
カ
ジ
キ
ま

た
は
派
生
製
品
の
水
揚
げ
を
禁
止
し
た
。
そ
の
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
船
は
チ
リ
の
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
⒂
。　

　

こ
う
し
て
表
面
化
し
た
チ
リ
と
ス
ペ
イ
ン
の
紛
争
を
解
決
す
べ
く
、
共
通
の
保
存
措
置
を
設
定
し
て
資
源
状
態
の
情
報
を
交
換
す
る
仕
組
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み
を
つ
く
る
た
め
両
国
の
科
学
技
術
委
員
会
が
一
九
九
五
年
に
設
置
さ
れ
た
。
一
九
九
七
年
、
E
U
は
三
つ
の
チ
リ
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
チ
リ
漁
業
次
官
（Under-Secretary

）
は
、
利
用
可
能
な
情
報
を
共
有
し
、
公
海
お
よ
び
E
E
Z
に
お
け
る

メ
カ
ジ
キ
の
保
存
お
よ
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
べ
く
、
U
N
C
L
O
S
の
も
と
事
前
の
二
国
間
技
術
協
力
の
必
要
が
あ
る
と
述
べ

る
に
留
ま
っ
た
⒃
。
そ
の
後
、
一
九
九
八
年
五
月
に
、
科
学
技
術
委
員
会
が
チ
リ
の
サ
ン
チ
ア
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
両
国
は
、
自

国
の
生
物
学
的
お
よ
び
統
計
上
の
デ
ー
タ
を
提
出
し
て
自
ら
の
立
場
を
述
べ
た
。
同
年
九
月
に
も
会
合
を
も
つ
よ
う
合
意
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
う
ち
、
E
U
が
チ
リ
の
漁
港
ア
ク
セ
ス
の
拒
否
に
つ
い
て
、
E
C
の
貿
易
障
壁
規
則
に
則
っ
た
手
続

を
検
討
す
る
と
通
告
し
た
（
一
九
九
八
年
六
月
一
〇
日
）。
チ
リ
は
、こ
の
事
実
を
も
っ
て
両
国
の
論
争
を
公
式
の
紛
争
と
認
め
た
。
そ
し
て
、

翌
年
の
会
合
で
は
、
科
学
技
術
委
員
会
の
試
み
は
失
敗
し
た
と
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
E
U
は
、
チ
リ
が
太
平
洋
沿
岸
諸
国

と
の
み
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
」
と
い
う
新
た
な
条
約
を
交
渉
し
て
お
り
、
公
海
漁
業
国
と
の
協
力
に
前
向
き
で
な
い
と
非
難
し
た
。
こ
う
し

た
相
互
不
信
の
た
め
に
、
も
は
や
協
調
は
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
⒄
。　

　

こ
の
事
態
に
つ
い
て
、
E
U
は
チ
リ
漁
港
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
漁
船
の
メ
カ
ジ
キ
の
水
揚
げ
禁
止
に
つ
い
て
、
ガ
ッ
ト
五
条
（
通
過
の

自
由
）
お
よ
び
一
一
条
（
量
的
制
限
の
禁
止
）
違
反
で
あ
る
と
捉
え
た
。
他
方
、
チ
リ
か
ら
す
れ
ば
、
高
度
回
遊
性
魚
種
メ
カ
ジ
キ
に
つ
い

て
適
切
な
保
存
措
置
が
な
い
た
め
に
、
チ
リ
の
国
内
外
の
漁
船
も
含
め
て
実
施
し
た
措
置
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
自
国
の
措
置
は
、
あ
く

ま
で
自
国
の
領
域
内
で
実
施
す
る
の
で
あ
る
か
ら
合
法
だ
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
て
互
い
が
譲
ら
な
い
ま
ま
、
二
〇
〇
〇
年
後
半
に
な
っ
て
、

ス
ペ
イ
ン
（
E
C
）
が
先
に
W
T
O
パ
ネ
ル
に
提
訴
し
、
こ
れ
に
即
応
す
る
形
で
、
チ
リ
は
I
T
L
O
S
の
紛
争
解
決
手
続
に
当
該
紛
争

を
も
ち
こ
む
こ
と
と
な
っ
た
。　

　（
二
）
漁
業
管
轄
権
事
件
（
一
九
七
四
年
）
と
エ
ス
タ
イ
号
事
件
（
一
九
九
五
年
）
の
系
譜　

　

一
九
九
五
年
に
設
置
さ
れ
た
科
学
技
術
委
員
会
は
、
紛
争
当
事
国
双
方
が
別
個
の
紛
争
処
理
機
関
に
提
訴
し
た
後
の
二
〇
〇
一
年
四
月
、

四
隻
の
E
U
船
が
チ
リ
の
船
舶
と
同
等
数
と
な
る
共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
、
チ
リ
が
一
〇
〇
〇
㌧
の
メ
カ
ジ
キ
の
積
み
換
え
ま
た
は
水
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揚
げ
を
認
め
る
漁
港
を
三
つ
に
絞
っ
た
。
こ
の
と
き
E
U
は
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
国
を
含
む
多
数
国
間

の
枠
組
み
を
求
め
た
。
結
局
、
本
稿
の
副
題
に
あ
る
「
了
解
」
が
そ
の
結
果
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
が
約
一
〇
年
か
か
っ
た
の
で
、

そ
の
間
に
こ
の
紛
争
の
要
因
に
関
わ
る
国
際
的
な
規
範
が
生
成
さ
れ
て
い
た
点
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。　

　

と
こ
ろ
で
、
漁
業
管
轄
権
事
件
（
一
九
七
四
年
）
の
本
質
は
、
沿
岸
国
が
漁
業
を
推
進
す
る
力
（
距
岸
五
〇
海
里
）
と
、
増
大
す
る
遠
洋

漁
業
（
伝
統
的
漁
業
国
）
の
利
害
調
整
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
経
済
学
者
は
、
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
漁
業
の
結
果
生
じ
る
資
源
破
壊
に

つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
伝
統
的
に
共
同
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
漁
業
資
源
に
財
産
権
を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
過
剰
な
設
備
投
資
（overcapitalization

）
と
過
剰
な
漁
獲
努
力
を
抑
え
よ
う
と
提
案
す
る
論
者
も
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
存
の

国
際
的
な
法
の
レ
ジ
ー
ム
が
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
、
遠
洋
漁
船
が
増
え
続
け
、
既
存
の
漁
獲
能
力
も
上
が
る
に
つ
れ
、
漁
業
を
め
ぐ
る
紛
争

は
頻
発
す
る
こ
と
に
な
る
⒅
。
そ
の
意
味
で
は
、
エ
ス
タ
イ
号
事
件
（
カ
ナ
ダ
対
ス
ペ
イ
ン
、
一
九
九
五
年
）
も
、
沿
岸
国
に
よ
る
公
海
隣

接
海
域
へ
の
資
源
管
理
措
置
と
、
あ
く
ま
で
「
公
海
」
で
の
操
業
を
行
う
国
と
の
紛
争
で
あ
っ
た
。
同
事
件
は
、
か
か
る
「
公
海
」
海
域
で
、

カ
ナ
ダ
が
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
船
を
拿
捕
し
た
事
例
で
あ
っ
た
。
メ
カ
ジ
キ
事
件
と
の
相
違
は
、
チ
リ
が
自
国
沿
岸
に
隣

接
す
る
公
海
の
枯
渇
か
ら
メ
カ
ジ
キ
資
源
を
保
存
す
る
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
船
に
よ
る
こ
れ
ら
水
域
で
漁
獲
さ
れ
た
メ
カ
ジ
キ
の
水
揚
げ
を
禁

止
す
る
と
い
う
国
内
措
置
を
と
っ
た
点
で
あ
る
⒆
。　

　

右
の
い
ず
れ
の
紛
争
も
、
一
方
は
沿
岸
国
で
あ
り
、
一
方
は
遠
洋
漁
業
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
質
は
、
高
度
回
遊
性
の
メ
カ
ジ

キ
資
源
が
公
海
と
E
E
Z
双
方
を
行
き
来
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
⒇
。
E
E
Z
は
、
国
に
協
力
す
る
義
務
こ
そ
規
定
し
た
も
の
の
、
具

体
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
提
供
し
て
い
な
い
。
か
か
る
法
の
不
十
分
性
に
あ
っ
て
、
公
海
と
い
う
残
さ
れ
た
海
域
に
遠
洋
漁
業

国
が
向
か
っ
た
こ
と
は
、
必
然
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
種
（
跨
り
種
と
も
い
う
）、
高
度
回
遊
性
魚
種
お
よ
び
他
の
公

海
漁
業
に
つ
い
て
、
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
の
実
効
性
に
疑
念
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
現
在
は
そ
れ
ら
の
改
善
（
変
革
）

も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
期
待
さ
れ
る
の
が
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
お
よ
び
F
A
O
（
国
際
連

合
食
糧
農
業
機
関
）
行
動
規
範
（the 1995 Code of Conduct

）
で
あ
る
�
。　
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こ
れ
ら
新
た
な
ル
ー
ル
が
、
海
洋
環
境
保
護
の
た
め
の
国
際
的
な
法
的
枠
組
み
を
補
完
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

い
ず
れ
の
事
例
も
海
洋
環
境
を
め
ぐ
る
理
解
と
推
定
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
こ
の
海
洋
環
境
と
い
う
視
点
に
つ

い
て
、U
N
C
L
O
S
の
紛
争
解
決
制
度
は
注
目
を
集
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、海
洋
法
の
「
伝
統
的
な
論
理
」
と
国
際
環
境
法
の
よ
り
「
漸

進
的
な
価
値
体
系
」
の
共
通
領
域
で
I
T
L
O
S
が
機
能
す
る
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
I
T
L
O
S
は
、
海
洋
環
境
を
保

護
す
る
三
つ
の
事
例
で
暫
定
措
置
を
出
し
た
�
。
た
と
え
ば
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
で
指
示
さ
れ
た
暫
定
措
置
は
、「
海
洋
環
境
」
の
一
環

と
し
て
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ト
レ
ヴ
ェ
ス
（Treves

）
判
事
は
、
緊
急
性
の
要
件
の
判
断
の

段
階
で
予
防
原
則
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
資
源
の
保
存
の
た
め
の
暫
定
措
置
に
つ
い
て
は
予
防
原
則
を

加
味
し
た
措
置
の
命
令
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
。
彼
は
、
U
N
C
L
O
S
は
公
海
漁
業
実
施
協
定
か
ら
独
立
し
た
条
約
で
は
あ
る
が
、

同
協
定
で
予
防
原
則
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
の
分
野
の
一
般
性
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
�
。　

　

公
海
漁
業
実
施
協
定
が
採
択
（
一
九
九
五
年
）
さ
れ
て
以
降
は
、か
つ
て
「
沿
岸
国
と
遠
洋
漁
業
国
」
で
あ
っ
た
構
図
が
、「
沿
岸
国
と
『
現

実
の
利
益
』（real interest

）
を
も
つ
国
」
に
変
容
し
て
き
て
い
る
（
同
協
定
八
条
三
項
）。
た
と
え
ば
、
E
U
は
紛
争
の
対
象
と
な
っ
た

海
域
で
伝
統
的
に
漁
業
を
行
っ
て
き
た
の
で
、「
現
実
の
利
益
」
を
も
つ
と
主
張
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
現
実
の
利
益
」
は
、
漁
業
に
お

け
る
当
該
利
益
を
も
つ
国
の
み
が
、
多
数
国
間
の
保
存
の
枠
組
み
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
の
定
義
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
で
は
「
関
連
す
る
地
域
に
お
い
て
重
要
性
あ
る
実
際
の
漁
撈
活
動
」
と
理
解
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
、
海
洋
を
生
態
系
の
場
と
認
識
す
る
立
場
か
ら
は
、
利
害
関
係
者
も
多
面
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
と
チ
リ
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
る
海
域
に
は
N
Z
の
ア
ホ
ウ
ド
リ
繁
殖
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
延
縄
漁

業
に
よ
っ
て
相
当
数
の
海
鳥
が
捕
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
現
実
の
利
益
」
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
は
や
、
そ
こ
で
は
漁
撈
活
動
の
み

が
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
海
洋
生
物
多
様
性
の
観
点
か
ら
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
カ
ジ
キ
漁
の

実
施
が
与
え
る
依
存
種
や
関
連
種
に
与
え
る
影
響
も
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
そ
れ
に
関
わ
る
国
際
機
関

や
N
P
O
な
ど
が
利
害
関
係
者
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
ミ
ズ
ナ
キ
ド
リ
の
よ
う
に
、
漁
業
活
動
の
結
果
と
し
て
の
偶
発
的
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な
死
も
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
、「
移
動
性
野
生
動
物
種
の
保
全
に
関
す
る
条
約
」（
一
九
七
九
年
）
で
は
、「
ア
ホ
ウ
ド
リ
お
よ

び
ミ
ズ
ナ
キ
ド
リ
は
、海
洋
生
態
系
の
不
可
分
の
一
体
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
現
在
お
よ
び
将
来
の
た
め
に
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
前

文
）
こ
と
、
ま
た
「
漁
業
活
動
の
悪
影
響
を
防
止
し
、
除
去
し
、
最
小
化
し
、
ま
た
は
軽
減
す
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」（
三

条
一
項
c
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
�
。　

　（
三
）
国
際
法
の
断
片
化
へ
の
懸
念
―
W
T
O
と
I
T
L
O
S　

　

W
T
O
の
紛
争
解
決
了
解
（
D
S
U
）
に
従
い
、
E
C
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
九
日
に
公
式
な
協
議
を
要
請
し
た
�
。
二
〇
〇
〇
年
六

月
一
四
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
そ
の
成
果
は
芳
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
六
日
、
E
C
は
当
該
紛
争

を
W
T
O
パ
ネ
ル
に
も
ち
こ
ん
だ
�
。
こ
れ
に
対
し
、
チ
リ
は
U
N
C
L
O
S
第
一
五
部
の
反
訴
手
続
（counterclaim

 proceedings

）

を
開
始
し
た
�
。
当
初
、
チ
リ
は
I
T
L
O
S
に
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
E
U
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
附
属
書

Ⅶ
の
強
制
仲
裁
が
U
N
C
L
O
S
第
一
五
部
の
も
と
で
唯
一
利
用
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
〇
日
に

な
っ
て
、
I
T
L
O
S
は
チ
リ
お
よ
び
E
U
の
要
請
に
応
え
て
特
別
裁
判
部
（a Special Cham

ber

）
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
�
。

そ
こ
で
は
、
チ
リ
が
公
海
漁
業
の
保
存
に
関
す
る
U
N
C
L
O
S
の
規
定
を
侵
害
し
た
と
主
張
し
た
（
特
に
一
一
六
条
お
よ
び
一
一
九
条
）。

対
す
る
E
C
は
、
W
T
O
の
も
と
一
九
九
四
年
の
ガ
ッ
ト
五
条
一
～
三
（
通
過
の
自
由
）
と
、
一
九
九
四
年
の
ガ
ッ
ト
一
一
条
一
項
（
非

関
税
輸
入
障
壁
の
禁
止
）
を
侵
害
し
た
と
主
張
し
て
い
た
。　

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
訴
訟
は
同
一
の
海
洋
法
紛
争
に
関
し
て
、
二
つ
の
紛
争
解
決
機
関
が
判
断
を
行
う
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た
。
そ

の
各
々
は
別
個
の
管
轄
権
を
有
し
、
各
レ
ジ
ー
ム
に
特
有
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
二
つ
の
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
的
争
点

に
異
な
る
結
論
、
ま
た
、
事
実
問
題
に
関
し
て
、
い
ず
れ
か
に
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
出
す
か
も
し
れ
な
か
っ
た
�
。
実
際
、
W
T
O
が
チ

リ
の
規
制
を
ガ
ッ
ト
違
反
と
認
定
し
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
I
T
L
O
S
が
、
U
N
C
L
O
S
の
も
と
、
そ

れ
が
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
自
由
貿
易
の
原
則
を
支
持
し
、
専
ら
貿
易
創
設
的
な
条
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約
に
基
づ
く
W
T
O
と
、
比
較
的
環
境
保
護
的
な
（pro-environm

ent

）
海
洋
法
条
約
の
も
と
保
存
を
支
持
す
る
I
T
L
O
S
で
は
、

根
本
的
に
異
な
る
背
景
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
U
N
C
L
O
S
は
一
方
的
措
置
を
評
価
す
る
の
に
、
よ
り
広
い
裁
量
を
有
し
て
い

る
だ
ろ
う
し
、
W
T
O
は
か
か
る
措
置
が
適
切
な
交
渉
の
「
後
」
に
し
か
行
え
な
い
と
い
う
貿
易
特
化
型
の
思
考
の
な
か
に
あ
る
�
。　

　

な
る
ほ
ど
、
貿
易
規
則
を
狭
義
に
解
釈
す
れ
ば
持
続
可
能
な
発
展
を
損
な
い
う
る
な
ど
、
紛
争
当
事
国
に
よ
る
「
紛
争
の
主
題
」
を
恣
意

的
に
矮
小
化
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
現
象
は
、
W
T
O
紛
争
解
決
機
関
（
D
S
B
）
が
、
W
T
O
協
定
に
含
ま
れ
る
条
約
以
外
の

条
約
に
拡
張
し
て
触
れ
る
こ
と
は
な
い
ゆ
え
に
生
じ
る
。
I
T
L
O
S
の
M
O
X
工
場
事
件
で
も
、
W
T
O
法
の
下
で
の
紛
争
解
決
制
度

は
、
W
T
O
法
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
、
海
洋
法
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
を
意
図

し
て
お
ら
ず
、
紛
争
は
条
約
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
協
定
に
は
関
わ
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
条
約
の
も
と
で
の
紛

争
解
決
手
続
の
み
が
、
当
該
紛
争
に
関
連
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
�
。
そ
う
な
る
と
、
二
つ
の
紛
争
解
決
機
関
が
異
な
る
判
断
を
す
れ
ば
、
当

事
者
が
矛
盾
す
る
命
令
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
ひ
い
て
は
国
際
裁
判
所
に
よ
る
正
義
の
実
施
へ
の
信
頼
を
損
な
い
、
脅
威
を
受
け
る
漁
業
の

保
存
措
置
を
実
効
的
に
実
施
で
き
な
く
な
る
と
い
う
虞
も
出
て
く
る
。
こ
の
点
、
メ
カ
ジ
キ
事
件
は
、
環
境
訴
訟
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る

べ
く
、
純
粋
に
戦
術
的
な
目
的
の
た
め
に
並
行
的
な
手
続
が
利
用
さ
れ
た
と
批
判
す
る
論
者
も
い
る
�
。　

　

こ
れ
ら
事
態
を
一
般
化
す
れ
ば
、
国
際
裁
判
所
お
よ
び
他
の
司
法
機
関
の
拡
散
が
、
国
際
法
の
漸
進
的
発
達
の
後
に
続
く
断
片
化
の
プ
ロ

セ
ス
を
生
ん
で
い
る
と
も
表
現
で
き
る
。
し
か
し
、
多
角
的
な
紛
争
解
決
の
存
在
は
、
そ
れ
自
体
（per se

）
遺
憾
な
こ
と
で
は
な
く
、
両

立
し
な
い
ま
た
は
矛
盾
す
る
決
定
が
当
事
者
の
立
場
に
否
定
的
な
影
響
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
の
み
遺
憾
と
な
る
�
。
こ
の
こ
と
は
、

W
T
O
の
D
S
B
が
、
他
の
裁
判
所
の
好
ま
し
く
な
い
、
不
都
合
な
判
断
を
取
り
消
す
た
め
の
あ
る
種
の
上
訴
機
関
（court of 

appeals

）
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
に
顕
著
と
な
ろ
う
�
。
こ
う
し
た
国
際
裁
判
所
な
ど
の
拡
散
問
題
に
詳
し
い
ロ
マ
ー
ノ
は
、
メ
カ
ジ
キ

事
件
を
、
二
つ
の
全
く
異
な
る
正
反
対
の
事
例
と
し
て
提
起
さ
れ
た
と
捉
え
る
。
こ
の
と
き
、
各
当
事
国
は
、
本
件
の
特
定
の
側
面
に
最
も

好
ま
し
い
法
だ
と
認
識
す
る
も
の
を
適
用
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
選
定
し
た
。
E
C
か
ら
す
れ
ば
、
チ
リ
の
水
揚
げ
禁
止
は
国
際
貿
易
法
の

観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
チ
リ
は
絶
滅
海
洋
危
惧
種
（endangered m

arine species

）
の
保
護
に
関
す
る
紛
争
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の
側
面
を
、
海
洋
法
の
観
点
か
ら
決
め
ら
れ
る
べ
き
環
境
問
題
と
み
な
し
た
。
こ
れ
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
（forum

-selection

）
で
あ
り
�
、

よ
り
一
般
的
に
は
裁
判
所
漁
り
（forum

 shopping

）
と
い
う
。　

　

こ
う
し
て
、
メ
カ
ジ
キ
事
件
は
、
国
際
法
の
制
度
的
な
断
片
化
へ
の
危
惧
、
そ
し
て
一
見
、
明
ら
か
の
よ
う
だ
が
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
い
レ
ジ
ー
ム
ご
と
の
条
約
間
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
か
か
る
事
態
は
、
本
来
的
に
は
、
異
な
る
制
度
的
枠
組
み
か
ら
生
ず
る
国
際

ル
ー
ル
の
間
の
緊
張
が
何
ら
か
の
方
途
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
�
。
こ
う
し
た
両
国
の
懸
念
か
ら
、

二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
、
両
国
の
合
意
を
模
索
す
る
た
め
暫
定
協
定
を
締
結
し
、
両
国
は
そ
の
都
度
、
交
渉
の
機
会
を
も
っ
て
、
周
期
的

ベ
ー
ス
で
（
二
〇
〇
一
年
～
、
I
T
L
O
S
、
W
T
O
双
方
と
も
）
両
紛
争
解
決
手
続
の
停
止
を
し
続
け
た
。　

二
、
メ
カ
ジ
キ
紛
争
（
二
〇
〇
〇
年
）
以
降
の
国
際
規
範
の
動
態
的
変
化
　

（
一
）
公
海
漁
業
実
施
協
定　

　

一
九
九
一
年
の
紛
争
の
表
面
化
、
一
九
九
五
年
の
科
学
技
術
委
員
会
の
設
置
と
そ
の
後
の
停
滞
、
二
〇
〇
〇
年
の
W
T
O
、
I
T
L
O
S

双
方
へ
の
提
訴
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
の
暫
定
協
定
の
締
結
、
そ
の
後
の
両
紛
争
機
関
手
続
の
周
期
的
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
背
景
に
は
国

際
法
の
断
片
化
へ
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、
か
か
る
懸
念
を
回
避
す
る
た
め
に
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
累
積
さ
れ
た
長
い
期

間
に
あ
っ
て
、
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
を
め
ぐ
る
国
際
規
範
は
幾
つ
か
の
角
度
か
ら
生
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
そ

れ
ら
の
う
ち
重
要
な
「
公
海
漁
業
実
施
協
定
」
と
「
漁
業
補
助
金
規
律
協
定
草
案
」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
W
T
O
が
設
置
し

た
「
環
境
と
貿
易
委
員
会
」（
C
T
E
）
は
、
最
近
U
N
C
L
O
S
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
公
海
漁
業
実
施
協
定
や
I
C
C
A
T

な
ど
個
々
の
措
置
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
�
、
ま
た
、
W
T
O
の
も
と
二
〇
〇
一
年
か
ら
「
漁
業
補
助
金
規
律
協
定
草
案
」
が
ド
ー
ハ
・
ラ

ウ
ン
ド
決
裂
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。　

　

公
海
漁
業
実
施
協
定
は
、
関
連
す
る
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
の
締
約
国
に
公
海
漁
業
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
洋

自
由
の
原
則
を
制
約
す
る
よ
う
定
立
さ
れ
た
国
際
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
機
関
の
責
任
と
権
限
に
つ
い
て
は
、
F
A
O
行
動
規
範
に
お
い
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て
詳
細
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
設
定
さ
れ
る
国
際
海
域
（international w

aters

）
の
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
で
、

沿
岸
国
管
轄
権
と
公
海
漁
業
の
間
の
義
務
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
幾
つ
か
の
遠
洋
漁
業
国
に
は
大
き

な
圧
力
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
機
関
は
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
の
非
締
約
国
の
旗
国
船
が
行
う
遠
洋
漁
業
に
は
実
効
性
が
不
十
分
な

状
況
で
あ
る
�
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
海
洋
自
由
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
大
き
な
挑
戦
を
受
け
て
い
る
。Alock

に
よ
れ
ば
、
そ
れ

で
も
二
、三
の
国
が
、
自
己
利
益
を
理
由
と
す
る
公
海
自
由
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
喚
起
し
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
E
E
Z
の
外
側
の
実
効
的

な
漁
業
管
理
の
た
め
に
目
に
見
え
る
制
度
的
な
戦
略
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
は
正
当
性
を
失
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
�
。

　

公
海
漁
業
実
施
協
定
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
一
日
に
発
効
し
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
〇
日
現
在
、
八
一
ヵ
国
お
よ
び
G
8
、
E
U

等
の
国
際
機
関
も
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
資
源
の
国
際
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
海
域
で
は
、
外
国
漁
船
の
入
港

に
関
す
る
沿
岸
国
の
禁
止
は
、
沿
岸
国
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
資
源
が
実
際
に
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
種
ま
た
は
高
度
回
遊
性
魚
種
で
あ
る
場

合
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
二
八
条
一
項
に
よ
っ
て
沿
岸
国
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
漁
業
に
お
け
る
「
現
実
の
利
益
」（real 

interest

）
を
も
つ
国
々
だ
け
が
、
南
東
太
平
洋
に
設
定
さ
れ
る
保
存
の
多
数
国
間
的
枠
組
み
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
と
規
定
す
る

第
八
条
三
項
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
（
二
）
で
論
じ
た
が
、
当
該
海
域
に
お
け
る
歴
史
的
ま
た
は
実
際
の
漁
業

と
し
て
解
釈
す
る
際
、
漁
業
に
お
け
る
正
当
な
利
益
を
も
つ
他
の
国
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
予
断
を
許
さ
な
い
�
。
問
題
な
の
は
、

チ
リ
は
、
こ
の
協
定
に
署
名
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
E
U
（
ス
ペ
イ
ン
）
は
批
准
し
て
い
る
。
チ
リ
は
公
海
漁
業
実
施
協
定
に

代
え
て
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
を
二
〇
〇
〇
年
に
近
隣
沿
岸
諸
国
間
で
採
択
し
た
が
（
未
発
効
）、
公
海
漁
業
実
施
協
定
の
実
施
内
容
が
確
立

し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
上
述
の
「
現
実
の
利
益
」
と
の
関
連
で
、
沿
岸
近
隣
諸
国
の
み
で
メ
カ
ジ
キ
の
保
存
管
理
措
置
を
決
定
で
き
る
か

が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

（
二
）
漁
業
補
助
金
規
律
協
定
草
案
（
二
〇
〇
一
年
～
）　

　

W
T
O
に
お
け
る
補
助
金
規
律
と
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
W
T
O
に
お
い
て
漁
業
補
助
金
規
律
問
題
が
二
〇
〇
一
～
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二
〇
〇
七
年
に
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
決
裂
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
な
く
な
る
ま
で
、
W
T
O
閣
僚
会
議
の
交
渉
で
特
別
な
争
点
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、「
魚
の
友
」（Friends of Fish

）
と
い
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
同
グ
ル
ー
プ
は
、
漁
業
補

助
金
を
過
剰
漁
獲
（overcapacity

）
に
つ
な
が
る
主
な
要
因
と
し
て
捉
え
る
�
。 

特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
チ
リ
、
エ
ク

ア
ド
ル
だ
け
で
な
く
、
豪
州
、
N
Z
お
よ
び
米
国
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。　

　

W
T
O
事
務
局
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
七
日
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
水
産
分
野
に
お
け
る
補
助
金
の
正
確
な
確
認
と
計
量
化
は
、

未
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
漁
業
補
助
金
が
広
く
行
き
渡
っ
て
お
り
、
漁
業
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
を
貿
易
が
歪
曲
し
、
損
な
っ

て
い
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
す
る
。」
こ
の
文
脈
で
は
、
貿
易
規
則
は
、
破
壊
的
か
つ
持
続
可
能
な
漁
業
実
行
を
収
益
可
能
に
す

る
補
助
金
を
人
工
的
に
除
去
す
る
の
に
資
す
る
こ
と
も
あ
る
�
。
こ
の
点
、
漁
業
実
行
の
な
か
に
は
、
補
助
金
の
た
め
に
経
済
的
に
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
てChurchill

は
、
漁
船
の
世
界
的
な
過
剰
能
力
（over-

capacity

）
の
問
題
を
解
決
す
る
国
際
社
会
の
努
力
は
、
第
三
国
の
水
域
で
漁
獲
を
行
う
よ
う
漁
船
に
補
助
を
出
す
E
C
の
実
行
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
�
。
ま
たOrellana

は
、
貿
易
と
漁
業
補
助
金
の
間
に
含
ま
れ
る
法
的
問
題
の
考
察
は
、
枯
渇
す
る
天
然

資
源
の
市
場
ア
ク
セ
ス
、
通
過
お
よ
び
保
存
の
よ
り
広
範
な
問
題
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
論
じ
る
�
。　

　

M
argaret Young

に
よ
れ
ば
、 

W
T
O
に
お
い
て
漁
業
補
助
金
規
律
を
交
渉
す
る
努
力
は
、
世
界
の
漁
船
能
力
（global vessel 

capacity

）
を
低
減
す
る
よ
う
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
挑
戦
へ
の
実
例
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
W
T
O
に
は
「
生
態
系

と
い
う
盲
点
」（ecological blindspot

）
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
漁
業
管
理
お
よ
び
保
存
に
関
す
る
新
た
な
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
は

避
け
が
た
い
と
い
う
。
か
か
る
ル
ー
ル
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
貿
易
代
表
、
漁
業
の
代
表
、
環
境
の
代
表
、
事
務
局
の
ス
タ
ッ
フ
、
漁
業

の
専
門
家
お
よ
び
N
G
O
s
の
代
表
を
含
む
「
利
害
関
係
者
」（stakeholders
）
も
取
り
込
も
う
と
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
�
。
こ
の
こ

と
は
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
に
い
う
「
現
実
の
利
益
」
の
解
釈
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。　

　

こ
う
し
た
経
緯
に
あ
っ
て
、
海
洋
生
物
資
源
に
関
す
る
漁
業
補
助
金
の
「
有
害
な
」
効
果
は
、
ま
す
ま
す
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
�
。
こ
れ
ら
補
助
金
は
、
世
界
の
漁
船
の
過
剰
設
備
投
資
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
補
助
金
と
漁
業
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の
相
互
作
用
は
、
持
続
可
能
な
漁
業
へ
の
推
移
を
一
定
の
種
類
の
補
助
金
が
促
し
て
い
る
と
い
っ
た
一
つ
の
類
型
に
必
ず
し
も
単
純
に
還
元

で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
積
極
的
な
」
種
類
の
補
助
金
は
、
漁
獲
能
力
（
買
い
戻
し
）
を
低
減
し
、
資
源
（
孵
化
場
）、

漁
獲
技
術
（
混
獲
の
低
減
装
置
）
の
た
め
の
発
展
支
援
を
促
す
政
府
が
資
本
を
出
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
ん
で
お
り
、
な
お
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
も
の
も
当
然
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
�
。　

　

目
下
の
と
こ
ろ
、
既
存
の
W
T
O
ル
ー
ル
は
、「
有
害
な
」
補
助
金
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

W
T
O
の
「
補
助
金
お
よ
び
相
殺
義
務
に
関
す
る
協
定
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
補
助
金
を
次
の
結
果
と
し
て
産
業
に
与
え
ら
れ
た
特
定
の

利
益
と
定
義
す
る
（
同
協
定
一
条
）。
す
な
わ
ち
、（
一
）
政
府
資
金
の
直
接
的
な
移
転
、（
二
）
政
府
歳
入
の
差
し
控
え
、（
三
）
一
般
イ
ン

フ
ラ
以
外
の
商
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、（
四
）
何
ら
か
の
差
し
控
え
が
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
特
定
の
私
的
資
金
提
供
の
仕
組
み

に
対
す
る
支
払
い
、（
五
）
一
般
に
、
価
格
ま
た
は
収
入
支
援
、
で
あ
る 

。
同
協
定
は
、
補
助
金
を
三
つ
の
類
型
、
即
ち
禁
止
さ
れ
る
補
助
金
、

提
訴
で
き
る
補
助
金
、
お
よ
び
提
訴
で
き
な
い
補
助
金
、
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
禁
止
さ
れ
る
補
助
金
は
、
輸
出
の
実
施
に
つ
い
て
、

ま
た
は
、
あ
る
商
品
の
生
産
に
お
い
て
国
内
の
部
品
や
労
働
者
を
含
む
こ
と
に
関
す
る
条
件
づ
け
を
含
む
。
た
と
え
ば
、
水
産
物
が
輸
出
の

た
め
の
商
品
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
漁
業
補
助
金
の
幾
つ
か
は
、
こ
の
類
型
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
提
訴
で
き
る
補
助
金
と
は
、
国
内

産
業
へ
の
損
害
、
G
A
T
T
利
益
の
無
効
化
ま
た
は
悪
化
、
も
し
く
は
、
申
立
国
の
利
益
へ
の
深
刻
な
侵
害
を
引
き
起
こ
す
補
助
金
を
含

む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
補
助
金
に
対
し
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
解
決
機
関
は
、
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
補
助
金
の
除
去
、
ま

た
は
、
か
か
る
補
助
金
を
与
え
た
当
事
者
に
対
す
る
義
務
を
相
殺
す
る
賦
課
を
勧
告
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
既
存
の
W
T
O
ル
ー
ル

を
基
礎
に
議
論
さ
れ
る
漁
業
補
助
金
に
関
す
る
新
た
な
規
律
草
案
は
、
W
T
O
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
チ
リ
は
、
上
述
の
「
提
訴

で
き
な
い
補
助
金
」
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ず
、
有
害
な
漁
業
補
助
金
の
明
確
化
を
強
く
主
張
す
る
ほ
か
、
漁
業
補
助
金
と
海
洋
生
物
資
源

の
枯
渇
と
の
関
係
を
み
る
と
き
、
提
訴
で
き
る
漁
業
補
助
金
に
類
型
化
さ
れ
る
漁
業
補
助
金
に
つ
い
て
、
か
か
る
補
助
金
が
貿
易
上
の
悪
影

響
ま
た
は
漁
業
資
源
の
枯
渇
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
当
該
国
自
ら
立
証
し
な
け
れ
ば
、
有
害
な
漁
業
補
助
金
と
推
定
す
る
と
い

う
厳
格
な
規
制
案
を
主
張
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
E
U
は
「
提
訴
で
き
な
い
補
助
金
」
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
腐
心
し
、「
提
訴
で
き
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る
補
助
金
」
の
類
型
に
つ
い
て
は
議
論
を
排
除
し
て
い
る
�
。
そ
の
後
、
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
破
綻
し
た
こ
と
で
漁
業
補
助
金
規
律
の
交

渉
も
頓
挫
し
た
が
、「
リ
オ
＋
20
」
や
T
P
P
（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
）
の
交
渉
項
目
「
一
六　

環
境
」
な
ど
で
断
続
的
に

議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
格
段
の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
。　

　

三
、
メ
カ
ジ
キ
事
件
に
お
け
る
当
事
者
の
見
解
と
「
一
般
利
益
」　

（
一
）
E
C
（
ス
ペ
イ
ン
）
―
貿
易
的
視
座　

　

E
C
は
、
チ
リ
漁
業
法
一
六
五
項
（
一
九
九
一
年
）
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
チ
リ
漁
港
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
の
水
揚
げ
禁
止
に
関
し
て

訴
訟
を
提
起
し
た
。
チ
リ
の
立
法
の
下
で
は
、
南
東
太
平
洋
で
操
業
す
る
漁
船
が
チ
リ
漁
港
で
メ
カ
ジ
キ
を
水
揚
げ
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

な
い
の
で
、
倉
庫
保
管
用
に
そ
れ
ら
を
水
揚
げ
す
る
こ
と
も
、
他
の
船
舶
に
漁
獲
物
を
積
み
換
え
る
こ
と
も
適
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
行
為
は
、
一
九
九
四
年
ガ
ッ
ト
、
特
に
五
条
一
～
三
項
（
通
過
の
自
由
）
お
よ
び
一
一
条
（
非
関
税
輸
入
障
壁
の
禁

止
、
量
的
制
限
の
禁
止
）
に
合
致
し
な
い
と
主
張
さ
れ
た
�
。
形
式
的
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
九
日
に
、
E
C
は
D
S
U 

四
条
（
申

立
て
を
受
け
た
国
は
、
こ
れ
に
対
し
好
意
的
な
考
慮
を
払
い
、
か
つ
、
そ
の
申
立
て
に
関
す
る
協
議
の
た
め
適
当
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
お
よ
び
G
A
T
T
二
三
条
（
ガ
ッ
ト
違
反
で
は
な
い
が
、
加
盟
国
の
利
益
を
無
効
化
ま
た
は
侵
害
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と

す
る
提
訴
）
に
従
い
、
チ
リ
と
の
協
議
要
請
を
行
っ
た
。　

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
四
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
か
れ
た
協
議
は
、
成
功
裡
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
E
C
は
紛

争
解
決
機
関
の
一
一
月
一
七
日
の
会
合
で
パ
ネ
ル
設
置
の
要
請
を
行
い
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
本
件
は
、

自
動
的
に
同
年
一
二
月
一
二
日
に
同
意
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
チ
リ
は
か
か
る
行
為
へ
の
反
撃
（counter-attack

）
と

し
て
、U
N
C
L
O
S 

第
一
五
部
の
強
制
的
紛
争
解
決
手
続
を
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
七
日
～
九
月
一
日
の
任
意
の
時
期
に
開
始
し
た
。
当
初
、

チ
リ
は
同
条
約
附
属
書
Ⅶ
の
特
別
（ad hoc

）
法
廷
に
よ
る
仲
裁
を
選
択
し
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
当
事
者
双
方
が
異
な
る

選
択
肢
に
合
意
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
両
当
事
国
が
同
意
し
た
の
で
、
I
T
L
O
S
規
程
一
五
条
二
項
に
よ
っ
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て
特
別
裁
判
部
が
設
置
さ
れ
た
�
。　

　

E
C
は
、
こ
の
特
別
裁
判
部
に
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
よ
う
求
め
た
。（
１
）
公
海
上
で
メ
カ
ジ
キ
に
関
す
る
チ
リ
の
一
方
的
保
存
措
置

に
適
用
さ
れ
る
チ
リ
の
法
令
五
九
八
は
、
U
N
C
L
O
S
 八
七
条
（
公
海
の
自
由
）、
八
九
条
（
公
海
に
対
す
る
主
権
に
つ
い
て
の
主
張
の

無
効
）
お
よ
び
一
一
六
～
一
一
九
条
（
公
海
に
お
け
る
漁
獲
の
権
利
、
公
海
に
お
け
る
生
物
資
源
の
保
存
の
た
め
の
措
置
を
自
国
民
に
つ
い

て
と
る
国
の
義
務
、
生
物
資
源
の
保
存
お
よ
び
管
理
に
お
け
る
国
の
間
の
協
力
、
公
海
に
お
け
る
生
物
資
源
の
保
存
）
を
侵
害
す
る
か
ど
う

か
。（
２
）「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
」
の
実
体
規
定
は
U
N
C
L
O
S 

六
四
条
（
高
度
回
遊
性
の
種
）
お
よ
び
一
一
六
～
一
一
九
条
に
適
っ
て

い
る
か
ど
う
か
。（
３
）
チ
リ
お
よ
び
E
C
は
、
六
四
条
の
も
と
で
協
力
に
関
す
る
合
意
を
交
渉
す
る
義
務
の
も
と
に
あ
る
か
ど
う
か
�
。

こ
れ
ら
の
争
点
を
検
討
す
る
際
、
E
C
の
議
論
は
公
海
漁
業
実
施
協
定
八
条
三
項
を
参
照
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。
そ
れ
は
、「
関
係
す
る

漁
業
に
現
実
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
は
、
当
該
機
関
の
加
盟
国
又
は
当
該
枠
組
み
の
参
加
国
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
機
関
の
加
盟

国
又
は
当
該
枠
組
み
へ
の
参
加
条
件
は
、
現
実
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
が
当
該
機
関
の
加
盟
国
又
は
当
該
枠
組
み
の
参
加
国
と
な
る
こ
と

を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
関
係
す
る
漁
業
に
現
実
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
又
は
国
の
集
団
を
差
別
す
る
よ
う
な
方

法
に
よ
り
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
記
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

　

公
海
漁
業
実
施
協
定
は
、
多
数
国
間
の
保
存
措
置
と
関
連
す
る
漁
業
に
「
現
実
の
利
益
」
を
も
つ
国
の
参
加
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
地
域
的
機
関
の
E
U
に
も
有
利
に
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
沿
岸
国
と
漁
業
に
「
現
実
の
利
益
」
を
も
つ
国
の
関
係
は
、
徐
々

に
環
境
的
な
視
座
を
重
視
す
る
N
P
O
な
ど
も
含
み
な
が
ら
、
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
�
。
と
は
い
え
、
I
T
L
O
S
に
よ
る
権

限
行
使
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
本
件
が
I
T
L
O
S
に
も
ち
こ
ま
れ
た
と
き
、
W
T
O
で
既
に
係
争
中
で
あ
る
こ
と
、

第
二
は
、
問
題
の
本
質
、
即
ち
メ
カ
ジ
キ
水
揚
げ
の
禁
止
の
合
法
性
が
、
ガ
ッ
ト
の
権
利
義
務
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
�
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
紛
争
解
決
機
関
も
他
の
並
行
す
る
手
続
き
を
排
除
で
き
る
明
確
な
根
拠
は
な
い
。　

（
二
）
チ
リ
―
積
極
的
海
洋
政
策
（the presential sea doctrine

）　
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チ
リ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
は
、
非
常
に
狭
い
大
陸
棚
し
か
も
た
な
い
が
、
沿
岸
沖
に
は
豊
富
な
漁
業
資
源
が
あ
っ
た
。
大
陸
棚
に
対

す
る
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
が
国
際
社
会
に
急
激
に
拡
ま
っ
て
い
っ
た
当
時
、
そ
れ
ら
の
国
々
は
サ
ン
チ
ャ
ゴ
宣
言
に
よ
っ
て
二
〇
〇
海
里
ま
で

拡
大
す
る
海
域
を
想
定
し
、
そ
こ
で
「
独
占
的
な
（sole

）
主
権
と
管
轄
権
」
を
主
張
し
た
。
こ
の
と
き
チ
リ
は
、
経
済
的
な
必
要
と
保
存

と
い
う
関
心
か
ら
、
か
か
る
権
限
を
主
張
し
た
。
同
宣
言
は
、
重
要
な
食
物
供
給
と
自
国
の
経
済
発
展
に
お
け
る
重
要
な
要
因
と
し
て
漁
業

の
意
義
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
�
。
こ
の
時
期
、
そ
れ
ら
資
源
保
存
の
た
め
に
は
、
当
時
の
領
海
や
接
続
水
域
の
幅
員
で
は
十
分
と
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
国
々
は
生
態
的
な
概
念
を
使
っ
て
、
フ
ン
ボ
ル
ト
海
流
（Hum

bolt Current

）
の
外
側
の
境
界
、
即

ち
距
岸
二
〇
〇
海
里
が
多
様
な
生
命
の
集
群
の
た
め
の
自
然
的
境
界
を
構
成
す
る
と
し
た
。
こ
こ
で
、
生
態
系
と
は
、
海
洋
、
そ
の
生
物
資

源
、
隣
接
す
る
島
々
、
気
候
お
よ
び
水す

い
も
ん
が
く

文
学
（hydrological

）
文
学
的
な
条
件
が
密
接
に
相
互
関
連
し
、
そ
れ
ら
は
「
生
物
群
」（biom

a

）

と
呼
ば
れ
る
総
体
を
構
成
す
る
と
、
そ
れ
ら
諸
国
は
一
九
五
五
年
に
定
式
化
し
た
。
そ
の
西
側
の
「
生
物
群
」
の
境
界
は
、
自
然
の
な
か
で

可
変
的
、
動
態
的
だ
が
、
平
均
的
な
幅
と
し
て
「
約
」
二
〇
〇
海
里
（som

e 200 m
iles

）
と
し
た
。
か
か
る
生
物
学
的
な
個
体
を
め
ぐ
っ

て
は
、
沿
岸
国
に
は
優
先
的
権
利
（preferential rights

）
の
一
環
と
し
て
保
存
措
置
が
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
漁
業
資
源
の
規
制

さ
れ
な
い
開
発
が
、
既
存
の
系
統
の
バ
ラ
ン
ス
を
狂
わ
し
、
こ
れ
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
、
沿
岸
国
は
こ
れ
を
注
視
す
る
義
務
が
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
�
。　

　

こ
う
し
た
考
え
に
淵
源
を
も
つ
の
が
、
チ
リ
の
積
極
的
海
洋
政
策
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
海
事
の
主
張
（a m

aritim
e claim

）

を
含
ま
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
沿
岸
国
管
轄
権
の
延
伸
（creeping jurisdiction

）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
あ
る
海
域
に

お
い
て
他
国
の
海
事
活
動
の
情
報
を
得
る
た
め
に
、
沿
岸
国
が
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
に
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
意
思
を
表
明
す
る
も
の
と
捉

え
た
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
メ
カ
ジ
キ
事
件
に
お
い
て
、
チ
リ
の
漁
港
に
メ
カ
ジ
キ
を
水
揚
げ
す
る
許
可
を
ス
ペ
イ
ン
船
に
与
え
な

い
公
式
の
理
由
は
、
こ
の
原
則
と
の
関
連
で
、
単
に
ス
ペ
イ
ン
船
が
漁
業
許
可
証
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に

関
し
て
、
許
可
証
の
有
無
は
、
漁
港
に
お
け
る
水
揚
げ
の
禁
止
に
は
直
接
関
係
が
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
�
。
そ
う
考
え
る
と
、
チ
リ
の
か

か
る
原
則
は
、
公
海
漁
業
、
特
に
高
度
回
遊
性
資
源
の
管
轄
権
の
欠
缺
を
解
決
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
管
轄
権
水
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域
に
影
響
を
も
ち
う
る
公
海
の
活
動
に
関
し
て
得
ら
れ
た
情
報
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。　

　

し
た
が
っ
て
、
メ
カ
ジ
キ
紛
争
は
、
チ
リ
の
積
極
的
海
洋
政
策
原
則
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
公
海
の
漁
業
法
に
お
け
る

法
制
度
の
不
在
ま
た
は
不
明
確
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
国
の
E
E
Z
の
権
利
に
影
響
を
与
え
る
未
規
制
の
公
海
漁
業
に
直
面
し

た
沿
岸
国
は
、
常
に
環
境
保
全
を
め
ぐ
っ
て
行
動
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
も
の
で
あ
る
�
。
こ
の
点
、
I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
の

特
別
裁
判
官
を
務
め
た
チ
リ
出
身
のOrrego Vicuña

の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
海
上
の
保
存
措
置
は
、
そ
の
実
効
性

の
条
件
と
し
て
、
関
連
す
る
沿
岸
国
の
参
加
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
好
ま
れ
る
選
択
肢
と
し
て
、
協
力
お
よ
び
拘
束
力

あ
る
紛
争
解
決
の
妥
当
性
を
決
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
は
い
え
、
も
し
そ
の
す
べ
て
の
仕
組
み
が
失
敗
す
る
か
、
実
効
性
が
な
い

と
い
う
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
沿
岸
国
の
利
益
は
無
視
さ
れ
た
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
�
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
国

際
協
力
の
仕
組
み
が
存
在
せ
ず
、
実
効
性
が
な
い
場
合
に
は
、
沿
岸
国
は
管
轄
権
の
含
み
を
も
ち
う
る
、
と
む
し
ろ
期
待
す
る
姿
勢
を
示
し

て
い
た
�
。
逆
に
こ
の
こ
と
は
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
の
今
後
の
実
施
状
況
に
よ
っ
て
は
、
か
か
る
協
定
内
容
の
方
が
地
域
条
約
の
制
度
に

優
位
す
る
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。　

　

こ
う
し
た
な
か
、
チ
リ
、
エ
ク
ア
ド
ル
お
よ
び
ペ
ル
ー
は
、
海
洋
問
題
を
め
ぐ
る
協
力
と
対
話
の
一
環
で
、
常
設
南
太
平
洋
委
員
会
（the 

Perm
anent Com

m
ission for the South Pacific, 

C
P
P
S
）
を
創
設
し
た
。
同
委
員
会
は
、
一
九
六
六
年
に
法
人
格
を
取
得
し
て
、

一
九
七
九
年
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
も
太
平
洋
南
東
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
た
。
次
い
で
一
九
九
七
年
に
は
、
同
委
員
会
会
合
お
い
て
、
構
成
国
が

海
洋
資
源
の
保
存
の
た
め
の
枠
組
み
協
定
を
準
備
す
る
と
公
表
し
た
。
か
か
る
協
定
は
、
南
東
太
平
洋
の
公
海
の
海
洋
資
源
に
利
害
関
係
を

も
つ
第
三
国
の
加
入
に
開
か
れ
る
と
「
特
に
」（inter alia

）
表
明
し
て
い
た
�
。
こ
う
し
て
、二
〇
〇
〇
年
八
月
一
四
日
に
採
択
さ
れ
た
「
ガ

ラ
パ
ゴ
ス
協
定
」
は
、
南
太
平
洋
の
公
海
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
の
た
め
の
枠
組
み
（
一
条
三
項
）
で
あ
っ
て
、
南
東
太
平
洋
の

公
海
の
海
洋
生
物
資
源
、
特
に
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
種
お
よ
び
高
度
回
遊
性
魚
種
の
資
源
量
の
保
存
を
確
保
（
二
条
）
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
協
定
は
、
海
洋
の
生
物
多
様
性
の
保
存
に
対
す
る
生
態
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
み
つ
つ
、
公
海
上
の
国
際
法
の
発
展
を
反
映
す
る
保
存

の
原
則
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
適
当
な
科
学
的
情
報
に
基
づ
く
長
期
的
保
存
、
お
よ
び
、
特
定
の
資
源
量
の
判
断
基
準
を
設
定
す
る
予
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防
措
置
（precautionary m

easures

）
に
重
点
を
置
い
て
い
る
（
五
条
一
項
a
、
b
）。
さ
ら
に
、
同
協
定
は
当
事
国
に
、
混
獲
お
よ
び

過
剰
能
力
を
防
止
し
、
関
連
す
る
資
源
量
、
お
よ
び
全
体
と
し
て
の
海
洋
生
態
系
に
与
え
る
漁
獲
の
影
響
を
考
慮
し
、
海
洋
生
態
系
に
影
響

を
与
え
う
る
環
境
変
化
を
考
慮
す
る
よ
う
求
め
る
（
五
条
一
項
c
、
d
、
f
）。　

　

と
こ
ろ
で
、
同
協
定
は
、
公
海
の
保
存
措
置
と
E
E
Z
に
お
け
る
沿
岸
国
の
主
権
と
の
関
係
も
扱
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
公
海
に
お

け
る
漁
獲
の
自
由
が
、
沿
岸
国
の
権
利
お
よ
び
利
益
、
お
よ
び
公
海
の
生
物
資
源
の
保
存
お
よ
び
管
理
の
基
準
に
特
に
（inter alia

）
従
う

と
規
定
す
る
（
五
条
二
項
）。
ま
た
、
公
海
の
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
は
、
国
家
管
轄
権
の
海
域
に
お
け
る
同
一
の
種
の
た
め
に
設
定
さ
れ

る
措
置
と
劣
ら
な
い
ほ
ど
厳
格
な
こ
と
、
ま
た
、
公
海
の
措
置
が
沿
岸
国
の
保
存
措
置
の
実
効
性
と
両
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
損

な
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
規
定
し
て
い
る
（
五
条
一
項
e
）。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
こ
の
協
定
が
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
、
締

約
国
が
決
定
す
る
保
存
の
措
置
お
よ
び
基
準
に
反
し
て
漁
獲
が
行
わ
れ
た
と
信
ず
る
合
理
的
な
動
機
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、寄
港
国（port 

states

）
が
水
揚
げ
と
積
荷
の
積
み
換
え
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
定
（
九
条
b
）
が
重
要
で
あ
る
。　

　

E
U
は
、
別
途
、
国
際
機
関
が
設
立
さ
れ
れ
ば
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
は
運
用
停
止
と
な
る
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
た
（
E
U
外
交
文
書
、

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
八
日
）。
対
す
る
チ
リ
は
、
海
洋
資
源
の
保
護
を
実
効
的
に
定
め
る
多
数
国
間
協
定
は
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
の
基
本

的
な
目
的
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
維
持
し
て
き
た
�
。
こ
う
し
た
互
い
の
希
薄
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
、

I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
に
お
い
て
は
、
チ
リ
は
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
よ
う
要
請
し
た
。（
１
）
E
U
は
、
U
N
C
L
O
S
、
特
に

一
一
六
～
一
一
九
条
の
も
と
、
チ
リ
の
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
に
お
い
て
条
約
の
い
ず
れ
か
の
構
成
国
の
国
旗
を
掲
げ
る
船
舶
に
よ
っ

て
着
手
さ
れ
た
漁
業
活
動
に
つ
い
て
、
メ
カ
ジ
キ
の
保
存
を
確
保
す
る
義
務
を
遵
守
し
て
き
た
か
ど
う
か
。（
２
）
E
U
は
、
条
約
、
特
に

六
四
条
の
も
と
、
チ
リ
の
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
の
保
存
の
た
め
沿
岸
国
と
し
て
の
チ
リ
と
直
接
に
協
力
す
る
と

と
も
に
、
権
限
あ
る
国
際
機
関
お
よ
び
沿
岸
国
に
こ
の
漁
業
に
関
す
る
自
国
の
漁
獲
量
お
よ
び
他
の
情
報
も
報
告
す
る
義
務
を
遵
守
し
て
き

た
か
ど
う
か
�
。　



─ 239 ─

（
三
）
第
三
国
に
よ
る
権
利
留
保
の
表
明　

　

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
七
日
の
会
合
に
よ
っ
て
W
T
O
パ
ネ
ル
の
設
置
は
延
期
さ
れ
た
が
、
同
年
一
二
月
一
二
日
の
会
合
で
は
、
こ
れ

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
豪
州
、
カ
ナ
ダ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
イ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
お
よ
び
米
国
が
、
第
三
国
の
権

利
を
留
保
し
た
�
。
な
る
ほ
ど
自
国
の
漁
港
ア
ク
セ
ス
と
水
揚
げ
政
策
へ
の
将
来
の
異
議
申
し
立
て
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
方
途
と
し
て
、

豪
州
と
N
Z
に
は
第
三
国
と
し
て
W
T
O
パ
ネ
ル
の
手
続
き
に
参
加
す
る
誘
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
�
。
メ
カ
ジ
キ
事
件
に
お
け
る
豪

州
と
N
Z
の
利
益
は
、
類
似
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
両
国
は
紛
争
が
寄
港
国
措
置
の
実
効
性
を
弱
め
る
と
と
も
に
、
沿
岸
国
が

資
源
保
存
の
意
図
を
も
っ
て
隣
接
海
域
を
利
用
す
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
よ
う
な
事
実
認
定
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
利
益
が

あ
っ
た
。
第
二
に
、
豪
州
お
よ
び
N
Z
両
国
は
、
ガ
ッ
ト
五
条
が
、
E
C
が
も
つ
と
主
張
す
る
沿
岸
国
の
漁
港
に
対
す
る
裁
量
が
い
か
な

る
も
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
も
利
益
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
確
に
な
れ
ば
、
豪
州
の
漁
港
ア
ク
セ
ス
法
、
お
よ
び
水
産
物
の
水
揚
げ
に

関
す
る
両
国
の
法
は
異
議
を
申
立
て
易
く
な
る
か
ら
で
あ
る
�
。　

　

公
海
漁
業
実
施
協
定
の
締
約
国
で
あ
る
豪
州
と
N
Z
�
は
、
W
T
O
パ
ネ
ル
に
お
い
て
、
例
え
ば
公
海
漁
業
実
施
協
定
二
三
条
（
寄
港

国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
措
置
）
は
、
た
と
え
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
国
際
慣
習
法
の
地
位
を
得
そ
う
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
予
測
か
ら
す
れ

ば
、
か
か
る
規
定
は
公
海
に
お
け
る
生
物
資
源
の
保
存
措
置
を
決
定
す
る
た
め
の
U
N
C
L
O
S 

一
一
九
条
（
１
）（
a
）
の
「
一
般
に
勧

告
さ
れ
た
国
際
的
な
最
低
基
準
」
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
同
協
定
の
交
渉
過
程
で
は
、
先
の
二
三
条
の
基
礎
と
な
る
権
能
が
既
に

一
般
国
際
法
の
一
部
だ
と
考
え
る
国
も
あ
っ
て
、
同
条
四
項
（
こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
が
国
際
法
に
従
っ
て
自
国
の
領
域
内
の
港

に
お
い
て
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
�
）
は
、
そ
の
こ
と
を
反
映
し
た
表
れ
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
チ
リ
が
実
施
協
定
に
署
名
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
や
、
紛
争
の
初
期
段
階
の
間
に
発
効
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
さ
ほ
ど
問
題
に

な
ら
な
く
な
る
�
。　

　

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
N
Z
は
一
九
九
六
年
の
漁
業
法
（the Fisheries Act 1996
）
に
よ
っ
て
、
外
国
船
に
対
し
公
海
上
で
漁
獲
さ

れ
た
漁
獲
物
が
N
Z
で
水
揚
げ
さ
れ
る
前
に
、
漁
業
省
の
最
高
責
任
者
の
同
意
を
得
る
よ
う
求
め
た
�
。
ま
た
、
豪
州
の
改
正
漁
業
法
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（
一
九
九
九
年
）
一
一
三
B
節
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
一
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
種
を
保
存
ま
た
は
管
理
す
る
た
め
の
措
置
は
、
世
界
的
、
地

域
的
、
ま
た
は
小
地
域
的
な
漁
業
機
関
ま
た
は
取
極
め
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
と
明
記
し
た
�
。
そ
の
後
N
Z
は
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一

日
以
降
、
一
九
九
六
年
の
漁
業
法
一
一
三
Z
D
節
に
よ
っ
て
、
国
際
的
な
保
存
ま
た
は
管
理
の
措
置
を
損
な
う
と
信
じ
る
理
由
が
あ
る
場

合
に
は
、
船
舶
の
入
港
を
当
局
が
禁
ず
る
こ
と
を
認
め
た
�
。　

　

I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
に
お
い
て
、
チ
リ
と
E
U
は
、
I
T
L
O
S
規
程
三
一
お
よ
び
三
二
条
の
も
と
、
第
三
国
と
し
て
介
入
す
る

可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
同
規
程
三
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

１　

締
約
国
は
、
紛
争
に
つ
い
て
の
裁
判
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
得
る
法
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に

対
し
て
参
加
を
許
可
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

裁
判
所
は
、
１
の
要
請
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

３　

参
加
の
要
請
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、１
の
紛
争
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
裁
判
は
、当
該
裁
判
が
締
約
国
の
参
加
の
理
由
と
な
っ

た
事
項
に
関
連
す
る
限
度
に
お
い
て
、
参
加
す
る
当
該
締
約
国
を
拘
束
す
る
�
。

ま
た
、
I
T
L
O
S
規
程
三
二
条
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

１　

こ
の
条
約
の
解
釈
ま
た
は
適
用
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
は
直
ち
に
す
べ
て
の
締
約
国
に
通
告
す
る
。

３　

１
の
締
約
国
は
、
手
続
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
締
約
国
が
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
判
決

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
締
約
国
も
等
し
く
拘
束
す
る
�
。

　

と
は
い
え
、
豪
州
、
N
Z
の
い
ず
れ
も
特
別
裁
判
部
に
お
け
る
手
続
き
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
な
い
。Serdy

は
、
I
T
L
O
S

規
程
三
一
条
は
、
あ
る
紛
争
に
お
い
て
第
三
国
が
も
つ
直
接
的
な
幾
つ
か
の
法
的
利
益
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
同
規
程
三
二
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条
を
み
る
と
、
好
み
に
合
わ
な
い
解
釈
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
、
紛
争
で
問
題
と
な
る
U
N
C
L
O
S
の
規
定
の
解
釈
お
よ
び

適
用
に
関
し
て
提
起
さ
れ
る
議
論
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
高
い
よ
う
に
思
え
る
と
述
べ
て
い
る
�
。
た
だ
し
、
特
別
裁
判
部
に
お
け
る

豪
州
と
N
Z
に
よ
る
第
三
国
の
介
入
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
チ
リ
が
達
し
た
の
と
同
様
の
結
論
に
向
け
た
議
論
と
な
り
そ
う
だ
と
し
て
い
る
�
。

　　

四
、「
暫
定
協
定
」
及
び
「
了
解
」
の
内
容
と
そ
の
評
価
　

（
一
）
暫
定
協
定
の
内
容
及
び
評
価
（
二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
）　

　

こ
れ
ま
で
、
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
を
め
ぐ
る
チ
リ
と
ス
ペ
イ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
み
て
き
た
。
そ
の

一
連
の
過
程
の
比
較
的
初
期
に
あ
っ
て
、
表
面
化
し
た
紛
争
を
鎮
静
化
す
る
た
め
、
一
九
九
五
年
に
科
学
技
術
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と

は
既
に
触
れ
た
。
同
委
員
会
の
会
合
は
、
一
九
九
五
～
一
九
九
七
年
に
開
催
さ
れ
、
翌
年
五
月
に
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
を
基
に
協

議
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
九
八
年
六
月
に
ス
ペ
イ
ン
（
E
C
）
が
W
T
O
に
提
訴
し
た
こ
と
で
、
こ
の
委
員
会
は
一
九
九
九
年
に
破

綻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
た
。
そ
の
後
、
ス
ペ
イ
ン
が
W
T
O
に
提
訴
し
、
こ
れ
に
反
訴
す
る
形
で
、
チ
リ
は
I
T
L
O
S

に
提
訴
し
た
が
、
国
際
法
の
断
片
化
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
両
紛
争
機
関
の
手
続
き
を
中
止
す
る
た
め
の
合
意
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
そ
の
た
め
の
会
合
（
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、
両
者
立
場
を
譲
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
E
U
は
、
チ
リ
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
正
当
な
も
の
と
し
て
求
め
た
が
、
沿
岸
国
の
保
存
措
置
を
遵
守
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
チ
リ
は
、
適
切
な
管
理
の
仕
組

み
を
も
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
漁
港
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
と
し
た
。　

　

そ
う
す
る
う
ち
、
二
〇
〇
一
年
一
月
下
旬
、
E
U
と
チ
リ
が
、
W
T
O
お
よ
び
I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
に
お
け
る
手
続
き
を
中
止
す

る
合
意
を
し
た
。
締
結
さ
れ
た
協
定
は
、
E
U
と
チ
リ
の
科
学
技
術
委
員
会
に
よ
っ
て
、
二
国
間
協
力
を
再
開
す
べ
く
当
事
者
双
方
が
着

手
す
る
予
備
段
階
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
協
定
は
、
新
た
な
国
際
機
関
ま
た
は
取
極
め
の
形
で
、
南
東
太
平
洋
に
お
け
る
多
数

国
間
協
力
を
促
す
試
み
を
明
記
し
た
。
か
か
る
目
的
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
も
、
同
協
定
は
W
T
O
お
よ
び
I
T
L
O
S
の
手
続
き
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を
中
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
協
定
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
暫
定
的
な
色
彩
が
強
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
協
定
が
失
敗

す
れ
ば
、
W
T
O
お
よ
び
I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
に
お
け
る
手
続
き
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
�
。　

　

暫
定
協
定
は
、
四
つ
の
柱
に
基
礎
を
置
い
た
。
第
一
に
、
二
国
間
科
学
技
術
委
員
会
の
再
設
立
（
二
〇
〇
一
年
五
月
）、
第
二
に
、
科
学

的
漁
業
に
従
事
す
る
延
縄
漁
船
は
、
衛
星
監
視
シ
ス
テ
ム
（Vessel M

onitoring System
, 

V
M
S
）
を
実
施
し
、
か
か
る
船
舶
に
第
三
国

の
科
学
的
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
、
第
三
に
、
科
学
的
漁
業
の
た
め
の
漁
港
ア
ク
セ
ス
を
承
認
す
る
こ
と
、
第
四
に
、
南
東
太

平
洋
の
多
数
国
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
創
設
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
一
年
後
半
に
は
、
チ
リ
で
協
議
が
開
始
さ
れ
た
。
か
か
る
協
議

に
あ
た
っ
て
、
こ
の
漁
業
に
利
益
を
も
つ
全
て
の
当
事
者
は
、
多
数
国
間
協
力
の
た
め
召
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

　

こ
の
う
ち
、
メ
カ
ジ
キ
に
関
す
る
共
同
調
査
漁
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
注
目
さ
れ
る
。
み
て
き
た
よ
う
に
、
当
事
者
は
、
季
節
毎
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
参
加
す
る
四
隻
の
チ
リ
漁
船
お
よ
び
四
隻
の
共
同
漁
船
を
指
定
し
、
各
グ
ル
ー
プ
の
漁
船
に
認
め
ら
れ
る
漁
獲
は
一
年
に
つ
き
、

一
〇
〇
〇
㌧
を
超
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
四
隻
の
共
同
漁
船
は
、
積
荷
の
水
揚
げ
お
よ
び
積
み
換
え
の
目
的
で
ア
リ
カ
（Arica

�
）、

イ
キ
ケ
（Iquique

�
）、
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
（Punta Arenas

�
）
の
三
漁
港
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
科
学
的
漁
業
に
従
事
す
る
延
縄
漁
船
は
、

船
舶
監
視
シ
ス
テ
ム
（
V
M
S
）
を
採
用
し
、
第
三
国
の
科
学
的
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
乗
船
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
条
件
の
た
め
に
、

船
舶
の
操
業
は
、
信
頼
で
き
る
情
報
に
基
礎
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
科
学
技
術
委
員
会
の
活
動
も
よ
り
信
頼
性
が
高
ま
る
と
評
価
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
V
M
S
の
利
用
と
科
学
的
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
乗
船
の
存
在
は
、
漁
業
法
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
国
際
最
低
基
準
を
発

展
さ
せ
る
際
、
国
家
実
行
に
関
連
す
る
証
拠
に
も
な
る
と
期
待
さ
れ
た
�
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
チ
リ
は
科
学
技
術
委
員
会
で
E
U
を
取

り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
よ
う
に
み
え
た
。
他
方
、
E
U
は
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
協
定
」
で
は
十
分
で
な
い
と
考
え
、
真
に
多
数
国
間
の
も
の

と
考
え
る
保
存
的
枠
組
み
の
創
設
を
希
求
し
た
�
。
か
か
る
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
都
度
、
両
紛
争
解
決
手
続
を
周
期
的
に
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
し
続
け
て
い
る
う
ち
、公
海
漁
業
実
施
協
定
が
発
効
し
、そ
れ
を
受
け
て
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
が
概
ね
予
防
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
取
り
入
れ
た
運
用
に
切
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ
て
�
、
ス
ペ
イ
ン
が
提
訴
し
た
「
W
T
O
で
も
」
漁
業
補
助
金
規
律
協
定
草
案
が
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
国
の
紛
争
の
主
題
に
対
す
る
判
断
材
料
も
大
き
く
変
質
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
次
節
で
述
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べ
る
「
了
解
」
は
そ
れ
ら
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。　

　（
二
）「
南
東
太
平
洋
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
資
源
量
の
保
存
に
関
す
る
了
解
」（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
六
日
）　

　

右
に
み
て
き
た
経
緯
の
後
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
六
日
に
「
南
東
太
平
洋
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
資
源
量
の
保
存
に
関
す
る
了
解
」

（Understanding concerning the Conservation of Sw
ordfish Stock in the South Eastern Pacific Ocean

）
が
合
意
さ
れ
た
。

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
六
日
、
I
T
L
O
S
特
別
裁
判
部
は
、
両
国
が
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
五
～
六
日
の
二
国
間
協
議
を
開
催
し
、

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
六
日
に
両
国
合
意
の
二
〇
〇
八
年
の
水
準
ま
た
は
こ
れ
ま
で
の
最
盛
期
で
の
漁
獲
努
力
に
凍
結
す
る
こ
と
や
科
学
技

術
委
員
会
の
設
置
な
ど
を
明
記
し
た
こ
の
「
了
解
」
の
結
果
と
し
て
、
両
国
が
こ
れ
以
上
メ
カ
ジ
キ
事
件
（
I
T
L
O
S
事
例
七
）
の
中

止
の
継
続
を
望
ま
ず
、
特
別
裁
判
部
に
本
件
の
訴
訟
取
り
下
げ
を
要
請
し
た
こ
と
を
受
け
、
審
議
の
結
果
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
〇
日
に

開
始
さ
れ
た
訴
訟
手
続
き
の
取
り
下
げ
を
命
じ
、
事
例
の
リ
ス
ト
か
ら
本
件
を
削
除
す
る
命
令
を
出
し
た
�
。　

　

二
〇
一
〇
年
六
月
に
は
、
E
U
で
も
、
E
U
漁
業
政
策
の
重
要
な
発
展
と
し
て
、
共
通
漁
業
政
策
（the com

m
on fisheries policy

）

の
枠
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
「
了
解
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
か
か
る
合
意
が
科
学
技
術
委
員
会
を
、
メ
カ
ジ
キ
の
保
存

に
関
す
る
共
通
利
益
の
接
点
と
し
て
認
め
た
も
の
だ
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
合
意
は
、
全
て
の
船
舶
に
V
M
S
を
作
動
さ
せ
る
よ

う
求
め
る
が
、「
了
解
」
一
二
項
に
よ
っ
て
漁
獲
対
象
種
の
最
小
の
体
長
を
指
示
す
る
特
定
の
保
存
措
置
に
よ
っ
て
E
U
の
船
舶
は
拘
束
さ

れ
な
い
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
�
。　

　

本
稿
の
各
章
各
節
で
詳
細
に
み
て
き
た
両
国
の
対
立
点
や
模
索
点
か
ら
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
こ
の
「
了
解
」
が
、
そ
れ
ら
の
諸
点
を
ク
リ

ア
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
、
こ
の
紛
争
が
実
際
に
二
つ
の
紛
争
解
決
手
続
に
も
ち
こ
ま
れ
た
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
～

二
〇
〇
八
年
前
半
に
至
る
規
範
の
動
態
性
を
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
テ
ス
ト
か
ら
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、こ
の「
了

解
」
が
単
な
る
二
国
間
の
合
意
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
のforum

 shopping

に
よ
っ
て
国
際
法
の
断
片
化
が
生
じ
る
懸
念
を
背
景
に
置
き

な
が
ら
紛
争
当
事
国
が
逡
巡
し
て
き
た
一
つ
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
公
式
文
書
を
適
宜
翻
訳
・
抜
粋
し
な
が
ら
、
そ
の
主
要
な
点
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を
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
そ
の
典
拠
は
、「
了
解
」「
対
E
U
、
対
チ
リ
共
和
国　

附
属
書
Ⅰ
」
お
よ
び
「
附
属
書
B　

対
E
U
チ
リ

使
節
団　

No 177/2009

」
に
つ
い
て
はOffi

cial Journal of the European Union

（22.6.2010

）, L. 155/3. 

、EU

の
「
二
〇
一
〇

年
六
月
三
日
、
於
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ　

対
理
事
会　

Ⅱ
国
際
的
合
意
（International Agreem

ents

）」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
、 L. 

155/1. 

に
拠
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
た
い
。　

１　
「
了
解
」
に
お
け
る
実
体
規
定
の
重
要
な
点　

　

全
二
三
項
か
ら
な
る
「
了
解
」
は
、
南
東
太
平
洋
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
の
保
存
、
そ
の
管
理
お
よ
び
そ
の
協
力
の
た
め
の
基
本
的
枠
組
み

を
提
供
す
る
公
式
な
最
終
文
書
で
あ
る
（
三
項
）。
科
学
技
術
委
員
会
の
機
能
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
非
対
象
（non-target

）
魚
種
お

よ
び
海
洋
生
態
系
へ
の
影
響
評
価
（
四
項
b
、
c
）
の
追
加
で
あ
る
。
と
く
に
、
生
態
系
の
構
成
要
素
、
関
連
す
る
ま
た
は
独
立
し
た
種

に
与
え
る
漁
業
の
潜
在
的
な
影
響
、
お
よ
び
鳥
、
亀
お
よ
び
鮫
、
並
び
に
南
東
太
平
洋
の
食
物
連
鎖
お
よ
び
物
理
的
な
環
境
へ
の
環
境
的
影

響
お
よ
び
悪
影
響
の
軽
減
の
た
め
の
要
件
も
考
慮
し
て
、
資
源
量
の
時
空
間
の
枠
組
み
の
条
件
を
確
定
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
と
い
う
規
定

（
一
一
項
）
は
、
最
も
注
目
す
べ
き
規
定
の
一
つ
で
あ
る
。
一
章
（
二
）
で
み
た
「
現
実
の
利
益
」
の
観
点
か
ら
は
、
南
東
太
平
洋
の
メ
カ

ジ
キ
漁
業
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
参
加
者
を
含
む
べ
き
で
あ
り
、
メ
カ
ジ
キ
漁
に
お
け
る
正
当
な
利
益
を
有
す
る
既
存
の
組
織
出
身
の
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
を
招
請
す
る
と
し
た
（
七
、一
〇
項
）。
メ
カ
ジ
キ
漁
を
管
理
す
る
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
に
お
い
て
、
保
存
お
よ

び
管
理
の
新
た
な
取
り
組
み
（initiatives

）
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
（
九
項
）
は
、
今
後
は
予
防
原
則
を
含
む
公
海
漁
業
実
施
協

定
の
内
容
を
無
視
し
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
第
一
三
項
は
、
漁
獲
物
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
学
上
の
特
徴
を
考
慮
し
て
予
防
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、利
用
可
能
な
最
良
の
科
学
的
勧
告
に
基
づ
い
て
、漁
業
活
動
が
、海
洋
環
境
に
お
け
る
敏
感
な
（sensitive

）

生
息
地
に
容
認
で
き
な
い
影
響
を
も
た
ら
す
恐
れ
を
提
起
し
な
い
よ
う
確
保
す
る
よ
う
な
代
替
措
置
を
開
発
お
よ
び
適
用
す
る
よ
う
い
っ
そ

う
努
力
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
了
解
」
の
目
的
に
従
っ
て
メ
カ
ジ
キ
漁
業
を
行
う
E
U
船
舶
の
み
チ
リ
指
定
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

認
め
ら
れ
る
（
一
五
項
）。
こ
れ
は
、
科
学
技
術
委
員
会
で
交
換
さ
れ
る
情
報
を
精
査
し
た
う
え
で
、
沿
岸
国
が
措
置
を
決
定
す
る
と
い
う
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仕
組
み
を
採
用
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。　

　
２　
「
了
解
」
に
お
け
る
漁
港
ア
ク
セ
ス
の
具
体
的
な
手
続
き　

　

指
定
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
手
続
き
は
、「
了
解
」
附
属
書
Ⅰ
に
示
さ
れ
る
（
一
六
項
）。
附
属
書
Ⅰ
は
、
全
一
四
項
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

船
舶
の
名
称
、
呼
出
し
信
号
、
国
際
海
事
機
関
（
I

M
O
）
の
登
録
番
号
、
船
主
の
名
と
詳
細
（
国
籍
、
住
所
）、
船
舶
の
旗
国
、
全
長
（
m
）、

自
動
位
置
シ
ス
テ
ム
の
型
並
び
に
そ
の
確
認
コ
ー
ド
お
よ
び
そ
れ
が
作
動
す
る
沿
岸
基
地
、
お
よ
び
旗
国
並
び
に
欧
州
委
員
会
連
絡
担
当
者

の
名
前
と
所
在
を
事
前
に
提
出
す
る
な
ど
詳
細
か
つ
特
定
的
で
あ
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
第
一
に
、
権
限
あ
る
チ
リ
の
当
局
が
、
電
子
ま

た
は
他
の
手
段
に
よ
っ
て
、
二
四
時
間
以
内
に
ア
ク
セ
ス
が
付
与
さ
れ
、
水
揚
げ
ま
た
は
積
み
換
え
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
公
式
に
確
認

し
（
三
項
）、
V
M
S
の
報
告
頻
度
は
、
六
〇
分
間
隔
で
あ
る
こ
と
（
五
項
）
な
ど
で
あ
る
。
第
二
に
、
チ
リ
監
査
官
は
、
漁
港
到
着
後
可

能
な
限
り
二
四
時
間
内
に
、
水
揚
げ
ま
た
は
積
み
換
え
作
業
の
間
、
乗
船
し
て
、
文
書
、
航
海
日
誌
、
漁
具
お
よ
び
漁
獲
物
を
調
査
で
き
る

（
七
項
）。
第
三
に
、
調
査
を
受
け
る
船
舶
の
船
長
は
、
チ
リ
当
局
の
調
査
報
告
の
内
容
を
了
解
す
る
の
に
深
刻
な
困
難
が
あ
る
場
合
に
は
、

か
か
る
報
告
に
何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
、
適
切
な
方
法
で
旗
国
の
関
連
す
る
当
局
に
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
八
項
）。
第
四
に
、

E
U
船
舶
に
対
す
る
指
定
漁
港
を
ア
リ
カ
、
ア
ン
ト
フ
ァ
ガ
ス
タ
お
よ
び
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
に
変
更
す
る
（
一
一
項
）。
第
五
に
、
チ
リ
の

権
限
あ
る
当
局
は
、
上
記
を
遵
守
し
な
い
E
U
船
舶
に
対
し
て
漁
港
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
す
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
舶
の

船
長
、
旗
国
お
よ
び
欧
州
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
次
回
の
科
学
技
術
委
員
会
の
会
合
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と
し
、

そ
の
時
ま
で
、
当
該
船
舶
は
チ
リ
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
（
一
三
項
）。　

　

む
す
び
に
か
え
て
　

　

本
件
が
W
T
O
お
よ
び
I
T
L
O
S
と
い
う
両
紛
争
解
決
機
関
に
も
ち
こ
ま
れ
た
二
〇
〇
〇
年
か
ら
、「
了
解
」
が
締
結
さ
れ
た

二
〇
〇
八
年
ま
で
の
間
に
は
、
公
海
漁
業
実
施
協
定
が
発
効
し
、
こ
れ
を
受
け
て
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
が
概
ね
同
協
定
の
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規
定
を
組
み
込
み
な
が
ら
、
E
E
Z
に
隣
接
す
る
公
海
の
海
洋
生
物
資
源
の
管
理
体
制
を
変
更
し
始
め
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
～

二
〇
〇
七
年
に
W
T
O
で
は
漁
業
補
助
金
規
律
協
定
草
案
が
議
論
さ
れ
、
本
件
の
当
事
国
で
あ
る
チ
リ
は
、「
有
害
な
補
助
金
」
を
明
確
化

し
、「
提
訴
で
き
る
補
助
金
」
に
つ
い
て
は
、
漁
業
補
助
金
と
過
剰
漁
獲
の
因
果
関
係
を
環
境
的
視
座
か
ら
相
当
厳
格
に
捉
え
る
姿
勢
を
打

ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
E
U
は
、「
提
訴
で
き
る
補
助
金
」
の
議
論
を
排
除
し
、「
提
訴
で
き
な
い
補
助
金
」
に
腐
心
し
て
い
る
点
で
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
両
国
の
海
洋
生
物
資
源
に
対
す
る
規
制
方
法
の
視
点
は
、
発
想
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
「
了
解
」
が

発
効
し
た
後
も
根
底
の
部
分
で
く
す
ぶ
り
続
け
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
「
了
解
」
で
抽
出
し
た
重
要
な
諸
点
は
、
現
代
国
際
海
洋
法
の

到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
大
局
的
に
い
え
ば
、
か
つ
て
の
「
遠
洋
漁
業
国
」
対
「
沿
岸
国
」
の
構
図
が
、「
現
実
の
利
益
を
も
つ
国
」
と
「
沿

岸
国
」
の
構
図
に
転
換
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
な
か
で
、
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
強
い
関
心
と
視
座
、
地
域
的
漁
業
管
理
機

関
（
R
F
M
O
）
の
更
な
る
努
力
の
奨
励
、
な
か
ん
ず
く
漁
獲
物
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
学
上
の
特
徴
を
考
慮
し
た
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
導
入

は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
チ
リ
と
E
U
（
ス
ペ
イ
ン
）
と
い
う
根
本
的
に
海
洋
生
物
資
源
へ
の
考
え
方
が
異
な
る
間
に
あ
っ
て
さ
え
、
か

く
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
予
防
原
則
と
海
洋
生
物
資
源
保
存
の
関
係
は
、
も
は
や
欧
州
だ
け
で
確
立
し
た
ル
ー
ル
と
は
必

ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
、「
了
解
」
の
目
的
に
従
っ
て
メ
カ
ジ
キ
漁
業
を
行
う
E
U
船
舶
の
み
チ
リ
指
定
漁
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら

れ
る
な
か
、
か
か
る
ア
ク
セ
ス
の
条
件
は
、「
了
解
」
附
属
書
Ⅰ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
く
も
特
定
的
か
つ
厳
格
な
基
準
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、一
九
九
一
年
に
当
該
紛
争
の
事
実
が
生
じ
た
頃
に
比
較
す
れ
ば
、本
件
に
お
け
るforum

 shopping

の
影
響
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

合
意
規
範
と
し
て
の
国
際
法
の
効
用
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
、「
了
解
」
は
、
E
E
Z
お
よ
び
そ
の
隣
接

海
域
に
お
け
る
一
つ
の
指
針
を
示
し
た
と
い
う
点
で
、
今
後
、
同
様
の
案
件
を
抱
え
る
諸
国
に
と
っ
て
多
く
参
照
さ
れ
る
二
国
間
条
約
と
な

る
可
能
性
が
高
く
、
今
後
の
多
数
国
間
枠
組
み
の
基
礎
と
も
な
り
う
る
素
地
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

右
の
結
論
と
の
関
係
で
、触
れ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、二
〇
一
二
年
六
月
下
旬
に
開
催
さ
れ
た「
リ
オ
＋
20
」で
作
成
さ
れ
た「
我
々

が
望
む
未
来
」（The Future W

e W
ant

）
の
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
第
一
五
八
項
は
、
海
洋
が
地
球
の
生
態
系
の
統
合
さ

れ
た
基
本
要
素
で
あ
っ
て
、
生
態
系
を
維
持
す
る
た
め
不
可
欠
の
も
の
と
認
識
し
、
海
洋
資
源
の
保
存
と
持
続
可
能
な
利
用
の
重
要
性
を
強
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調
す
る
。
ま
た
、
そ
の
実
現
の
た
め
、
国
際
法
に
従
い
、
環
境
に
影
響
を
与
え
る
活
動
の
管
理
に
つ
い
て
、
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
と
予
防
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
実
効
的
に
適
用
す
る
よ
う
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
六
九
項
は
、
分
布
範
囲
が
E
E
Z
の
内
外
に
存
在

す
る
「
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
種
」
お
よ
び
「
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
お
よ
び
管
理
」
に
関
す
る
公
海
漁
業
実
施
協
定
を
締
約
国
が
完

全
に
実
施
し
、
あ
ら
ゆ
る
国
に
「
責
任
あ
る
漁
業
の
た
め
の
行
動
規
範
」
と
「
F
A
O
国
際
行
動
計
画
」
な
ど
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
。
と
り
わ
け
第
一
七
二
項
は
、
地
域
的
漁
業
管
理
機
関
（
R
F
M
O
）
が
透
明
性
を
も
ち
責
任
あ
る
漁
業
管
理
の
必
要
を
認
識
し
、

R
F
M
O
が
こ
れ
ま
で
独
立
し
て
実
施
し
た
実
績
検
証
を
認
め
、
あ
ら
ゆ
る
R
F
M
O
が
定
期
的
に
か
か
る
検
証
を
行
っ
て
、
そ
の
結
果

を
公
表
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
第
一
七
三
項
は
、
過
剰
漁
獲
に
つ
な
が
る
漁
業
補
助
金
の
廃
止
に
関
す
る
規
則
の
強
化
に
尽
力
す

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
各
国
に
対
し
、
透
明
性
を
強
化
し
、
W
T
O
を
通
じ
て
既
存
の
漁
業
補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
報

告
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
同
項
で
、
こ
れ
ま
で
の
協
定
草
案
の
交
渉
を
終
了
す
る
必
要
に
も
影
響
す
る
こ
と
な
く
、
各
国

に
過
剰
漁
獲
・
過
剰
漁
獲
努
力
量
に
つ
な
が
る
漁
業
補
助
金
を
廃
止
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
�
。
そ
の
後
、
T
P
P
に
お
い
て

も
漁
業
補
助
金
問
題
が
継
続
的
に
交
渉
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
書
そ
の
他
が
明
ら
か
に
な
り
次
第
、
別
稿
で
検
討
し
た
い
と
思
う
。
図
ら
ず

も
こ
れ
ら
の
動
向
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
件
の
経
緯
と
そ
の
結
果
で
き
た
「
了
解
」
の
内
容
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、「
了
解
」
が
二
国
間
条
約
で
あ
り
な
が
ら
、
い
つ
で
も
多
数
国
間
条
約
に
転
化
し
う
る
可
能
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、科
学
研
究
費
補
助
金
（
八
木
信
行
代
表
）「
新
海
洋
像
：
そ
の
持
続
的
利
用
を
図
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
」（
研
究
課
題
番
号
：

24121010

）
の
助
成
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。　

註⑴　

John Sham
sey, ITLO

S vs. G
oliath: The International Tribunal for the Law

 of the Sea Stands Tall w
ith the Appellate Body in the C

hilian-EU
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介
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。
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〇
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〇
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ラ
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れ
る
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岸
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催
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。
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翌
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五
十
子　

敬　

子

R
egulating N

on-Invasive Prenatal Testing (N
IPT): the view

 from
 the U

K
母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
検
査　
─
─
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
を
き
っ
か
け
と
し
て

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】　

企
画
趣
旨
説
明

は
じ
め
に

　

二
〇
一
三
年
一
一
月
三
〇
日
、
本
学
会
第
一
一
九
回
大
会
に
お
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
を
開
催
、「
母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝

学
検
査
―
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
を
き
っ
か
け
と
し
て
」
と
題
し
て
基
調
講
演
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
法
学
部
長
エ
ミ
リ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
教
授

を
お
招
き
し
た
。
続
く
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、
ゲ
ス
ト
パ
ネ
リ
ス
ト
に
出
生
前
診
断
等
、
医
療
に
係
わ
る
法
律
問
題
を
研
究
さ

れ
て
い
る
神
戸
大
学
大
学
院
教
授
丸
山
英
二
、
日
本
で
唯
一
の
胎
児
や
小
児
に
関
す
る
医
療
機
関
で
あ
り
研
究
機
関
で
も
あ
る
国
立
成
育
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
臨
床
検
査
部
長
（
医
師
・
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）
奥
山
虎
之
両
氏
を
お
招
き
し
、
本
学
会
会
員
の
瀬
戸
山
晃
一
、
林
弘
正
、

和
田
美
智
代
氏
ら
も
加
わ
り
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
コ
ン
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
は
学
会
理
事
長
野
畑
健
太
郎
氏
に
登
壇

願
っ
た
。

　

表
題
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ー
ム
の
テ
ー
マ
は
出
生
前
診
断
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
、
母
体
の
子
宮
に
注
射
針
の
よ
う
な
も
の
を
刺
し
羊
水
を
吸

引
す
る
羊
水
穿
刺
に
よ
る
遺
伝
学
的
検
査
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
診
断
の
正
確
性
は
あ
る
も
の
の
、
〇
．
三
％
の
確
率
で
流
産
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
検
査
に
は
侵
襲
も
伴
う
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
米
国
の
検
査
会
社
が
開
発
し
た
、「
母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
検
査

（NIPT

）」
は
、
少
量
の
母
体
の
血
液
検
査
で
、
ダ
ウ
ン
症
発
症
に
係
わ
る
一
三
番
、
一
八
番
、
二
一
番
染
色
体
の
数
的
異
常
が
高
い
精
度

で
診
断
可
能
に
な
り
、
海
外
に
お
い
て
も
普
及
し
始
め
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
母
体
血
漿
中
に
胎
児
由
来
のCff

‐DNA

（
胎
児
細
胞
に

総
合
司
会
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よ
ら
な
いDNA

）
が
循
環
し
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
無
侵
襲
で
か
つ
容
易
に
そ
し
て
安
全
に
実
施
で
き
る
と
し
て
本
検
査
に
応
用
さ

れ
た
。

　

二
〇
一
二
年
八
月
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
大
学
等
国
内
一
二
医
療
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
が
公
表
さ
れ
た
が
、
本

臨
床
研
究
は
母
体
血
を
用
い
る
た
め
「
無
侵
襲
性
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
侵
襲
を
伴
わ
な
い
で
検
査
を
行
う
こ

と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
本
検
査
は
容
易
に
行
え
る
た
め
に
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
機
会
も
な
い
状
態
で
の
実
施
が
広
が
る
可
能

性
も
懸
念
さ
れ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
後
に
開
始
す
べ
く
延
期
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
三
月
に
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
の
指
針
が
公
表
さ

れ
、
早
い
医
療
機
関
で
は
四
月
に
臨
床
研
究
を
開
始
し
た
。

　

産
婦
人
科
学
会
指
針
中
に
示
さ
れ
た
問
題
点
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

１
．
妊
婦
が
十
分
な
認
識
を
持
た
ず
に
検
査
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

２
．
検
査
結
果
の
意
義
に
つ
い
て
妊
婦
が
誤
解
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
３
．
胎
児
の
疾
患
の
発
見
を
目
的
と
し
た
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
と
し
て
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

英
国
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
初
頭
よ
り
胎
児
の
生
命
に
つ
い
て
の
立
法
化
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
生
殖
補
助
医

療
が
そ
の
議
論
に
加
わ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
「
ヒ
ト
の
授
精
と
胚
研
究
等
に
関
す
る
法
律
（Hum

an Fertilisation and 
Em

bryology Act 1990

）」
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
法
律
の
中
で
創
設
が
規
定
さ
れ
て
い
る
機
関
（HFE Authority

）
も
そ
の
翌
年
に
立
ち

上
が
っ
た
。
実
施
綱
領
の
作
成
、
医
療
機
関
へ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
付
与
と
管
理
、
配
偶
子
お
よ
び
受
精
卵
の
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。
基
調
講

演
者
エ
ミ
リ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
教
授
は
昨
年
ま
で
、
そ
の
機
関
の
委
員
会
副
議
長
を
現
職
と
兼
任
さ
れ
て
い
た
方
で
あ
る
。
英
国
と
日
本
で

は
法
体
系
、
立
法
プ
ロ
セ
ス
、
個
の
確
立
の
あ
り
方
な
ど
に
相
違
は
あ
る
が
、
英
国
が
生
殖
補
助
医
療
に
つ
い
て
の
立
法
化
に
早
い
時
期
よ

り
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
参
考
に
す
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
と
考
え
る
。
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日
本
で
臨
床
研
究
が
始
ま
っ
て
一
年
を
経
た
現
在
、
お
よ
そ
八
〇
〇
〇
人
が
受
診
し
、
一
四
一
人
が
陽
性
、
そ
の
九
〇
％
以
上
が
中
絶
し

た
と
い
う
（
五
月
一
〇
日　

NHK

ニ
ュ
ー
ス
）。
医
療
の
進
歩
は
検
査
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
る
で
あ
ろ
う
。
検
査
結
果
を
受
け
て
、
検
査
を

受
け
た
も
の
は
ど
の
よ
う
に
自
己
決
定
す
る
か
。
そ
の
際
に
妊
婦
の
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
る
の
か
。
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ー
ム
で
議
論
し
つ
く
せ
な
か
っ
た
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

奥　

山　

虎　

之

出
生
前
診
断
の
現
状
：NIPT

を
中
心
に

は
じ
め
に　

　

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
奥
山
と
申
し
ま
す
。
私
は
小
児
科
医
で
す
が
、
臨
床
遺
伝
学
と
先
天
代
謝
異
常
症
を
専
門
に
し
て
い
る
、

希
少
小
児
遺
伝
性
疾
患
の
専
門
家
で
す
。
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
病
気
は
遺
伝
的
な
疾
患
で
、
単
一
遺
伝
子
病
が
多
い
で
す
。
そ
の
関
係
も
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
遺
伝
の
問
題
を
あ
つ
か
う
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
所
属
す
る
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
小
児
と
妊
婦
さ
ん
の
病
院
で
す
。「fetus as a patient

」
と
い
う
概
念
で
、
お
母

さ
ん
の
お
腹
の
中
の
赤
ち
ゃ
ん
も
、
私
た
ち
の
診
療
の
対
象
に
し
て
い
ま
す
。　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
病
院
な
の
で
、
い
ろ
い

ろ
と
出
生
前
診
断
の
問
題
を
扱
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
日
本
で
最
も
多
く
の
出
生
前
診
断
を
い
ろ
い
ろ
な
病
気
で
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関

の
ひ
と
つ
で
す
。

出
生
前
診
断
に
つ
い
て

　

出
生
前
診
断
と
い
う
と
、
お
腹
の
中
に
い
る
自
分
の
赤
ち
ゃ
ん
が
何
か
病
気
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
に

対
応
し
て
い
る
と
考
え
が
ち
で
す
。
羊
水
あ
る
い
は
絨
毛
に
よ
る
染
色
体
検
査
、
胎
児
超
音
波
検
査
、
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
が
こ
れ
に
相
当

し
ま
す
。
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
試
験
に
は
ト
リ
プ
ル
マ
ー
カ
ー
や
ク
ア
ト
ロ
テ
ス
ト
と
い
う
検
査
が
あ
り
ま
す
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
と
同
じ
よ
う
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に
母
親
の
血
液
を
採
取
し
、
そ
の
母
親
の
血
液
の
中
に
あ
る
化
学
物
質
の
濃
度
の
違
い
か
ら
、
染
色
体
異
常
の
可
能
性
を
検
査
す
る
も
の
で

す
。
実
は
こ
の
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
に
対
す
る
厚
労
省
の
指
針
が
一
一
年
前
く
ら
い
に
出
て
い
ま
す
。
今
回
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
指
針
を
作
る
と

き
に
も
こ
の
指
針
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

上
記
の
よ
う
な
出
生
前
診
断
の
ほ
か
に
、
特
定
の
家
族
・
夫
婦
を
対
象
に
し
た
出
生
前
診
断
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
家
族
に
特
定
の

遺
伝
病
患
者
が
い
て
、
一
定
の
確
率
で
同
じ
疾
患
の
子
を
妊
娠
す
る
可
能
性
が
あ
る
女
性
と
そ
の
配
偶
者
を
対
象
に
し
た
出
生
前
診
断
で
す
。

こ
の
よ
う
な
病
気
自
身
は
希
少
難
病
が
多
い
の
で
、
診
断
件
数
と
し
て
は
少
数
で
す
が
、
当
事
者
の
家
族
に
と
っ
て
は
非
常
に
深
刻
な
問
題

で
す
。

　

例
え
ば
、
あ
る
致
死
性
の
疾
患
や
適
切
な
治
療
法
が
な
く
寝
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
病
気
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
ご
両
親
が
い
た
と
し
ま

す
。
こ
れ
が
常
染
色
体
劣
性
遺
伝
性
疾
患
で
あ
れ
は
、
次
の
お
子
さ
ん
も
２
５
％
の
確
率
で
同
じ
疾
患
を
発
症
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
罹

患
児
を
持
っ
て
い
る
家
族
に
と
っ
て
、
も
う
一
人
の
お
子
さ
ん
が
同
じ
病
気
に
な
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
の
負
担
に
な
る
か
と
考
え
た
場
合
、

出
生
前
診
断
を
し
て
、
病
児
な
ら
出
産
を
あ
き
ら
め
て
健
康
な
子
供
だ
け
を
産
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
理
解
で
き
る
と
考
え
る
人
が
多
い

で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
出
生
前
診
断
を
し
て
健
康
な
子
を
選
ん
で
生
む
こ
と
は
、
罹
患
児
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
出
生

前
診
断
を
受
け
る
か
ど
う
か
悩
む
ご
家
族
も
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
事
者
家
族
に
と
っ
て
は
、
深
刻
な
問
題
で
す
が
、
少
な
く
と
も
出

生
前
診
断
を
受
け
る
権
利
や
自
由
は
保
障
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
を
契
機
に
起
き
て
い
る
議
論
に
は
、
出
生
前
診

断
が
そ
も
そ
も
障
が
い
者
切
り
捨
て
に
つ
な
が
る
か
ら
や
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
の
ご
発
言
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
議
論
が
波
及
し

て
、
出
生
前
診
断
全
体
が
否
定
的
に
な
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

出
生
前
診
断
の
方
法
と
リ
ス
ク

　

出
生
前
診
断
の
方
法
で
す
が
、
絨
毛
検
査
あ
る
い
は
羊
水
検
査
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
検
査
も
胎
児
に
針
を
刺
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
絨
毛
検
査
で
は
胎
児
由
来
の
細
胞
、
受
精
卵
由
来
の
細
胞
で
で
き
て
い
る
胎
盤
の
部
分
を
採
り
ま
す
。
羊
水
検
査
は
胎
児
の
皮
膚
の
細
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胞
な
ど
が
羊
水
に
浮
遊
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
細
胞
を
集
め
て
、
培
養
し
て
検
査
に
供
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
検
査
に
お
け
る
リ
ス
ク
に

つ
い
て
は
、
絨
毛
検
査
で
は
一
〇
〇
人
に
一
人
、
羊
水
検
査
で
は
三
〇
〇
人
に
一
人
が
検
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
流
産
す
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
多
い
と
見
る
か
少
な
い
と
見
る
か
、
そ
れ
は
切
実
な
問
題
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
ま
す
が
、
血
液
検
査
の
場
合
、
採

血
で
死
ん
で
し
ま
う
人
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
の
で
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
絨
毛
検
査
あ
る
い
は
羊
水
検
査
よ
り
あ
る
か
に
安
全
と
い
え
ま
す
。
た
だ
、

絨
毛
検
査
あ
る
い
は
羊
水
検
査
が
そ
れ
ほ
ど
危
険
な
検
査
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
つ
い
て

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
は
も
と
も
と
細
胞
の
核
の
染
色
体
の
中
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
血
液
の
中
に
細
胞
が
壊
れ
た
後
で
血
液
中
に
遊
離
し
た 

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
採
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
妊
婦
の
血
液
の
中
に
は
、
胎
児
由
来
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が

か
な
り
存
在
し
、
妊
婦
の
血
液
中
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
一
〇
％
く
ら
い
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｍ
Ｐ
Ｓ
法
は
現
在
、
シ
ー
ゲ
ノ
ム
社
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
会
社
が
使
っ
て
い
る
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
方
法
で
す
が
、
こ
れ
は
次
世
代
シ
ー
ク

エ
ン
サ
ー
と
い
う
、
人
間
の
遺
伝
情
報
を
全
部
調
べ
る
こ
と
が
可
能
な
機
械
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
次
世
代
シ
ー
ク
エ
ン
サ
ー
と
は
、
Ｄ
Ｎ

Ａ
を
無
数
の
小
さ
な
断
片
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
決
定
し
あ
と
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
比
較
的
短
時
間
で
ヒ

ト
の
全
ゲ
ノ
ム
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
機
器
で
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
で
は
、
妊
婦
の
血
液
中
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
断
片
を
次
世
代
シ
ー
ク
エ
ン
サ
ー
で
解
析

し
ま
す
。
母
親
が
妊
娠
し
て
い
な
け
れ
ば
母
親
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
妊
娠
し
て
い
る
と
そ
の
中
に
子
供
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
約

一
〇
％
混
入
し
て
い
ま
す
の
で
、
本
来
の
母
親
の
情
報
と
は
異
な
っ
た
情
報
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

　

非
常
に
細
か
い
断
片
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
読
ん
だ
も
の
を
、
染
色
体
別
に
ふ
り
わ
け
ま
す
。
本
来
、
胎
児
が
正
常
核
型
の
染
色
体
を
持
っ

て
い
れ
ば
母
親
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
、
同
じ
割
合
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
断
片
が
各
染
色
体
に
振
り
分
け
ら
れ
ま
す
。
胎
児
も
母
親
も
二
一
番
染
色
体
は
二

本
あ
る
の
が
普
通
で
す
か
ら
、
二
一
番
染
色
体
由
来
の
Ｎ
Ｎ
Ａ
断
片
の
割
合
は
同
じ
で
す
。
二
一
ト
リ
ソ
ミ
ー
の
場
合
は
、
胎
児
の
二
一
番

染
色
体
は
三
本
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
不
釣
り
合
い
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
わ
ず
か
な
違
い
を
診
断
に
使
う
も
の
が
Ｍ
Ｐ
Ｓ
法
と
い
う
Ｎ
Ｉ
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Ｐ
Ｔ
の
一
つ
の
方
法
で
す
。

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
よ
る
出
生
前
診
断
の
問
題
点

　

当
面
の
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
目
的
は
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
と
い
う
病
気
の
診
断
を
つ
け
る
こ
と
で
す
。
ほ
か
に
、
一
三
ト
リ
ソ
ミ
ー
や
一
八
ト
リ
ソ

ミ
ー
の
診
断
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
羊
水
検
査
と
同
じ
で
す
。
羊
水
検
査
は
羊
水
の
中
の
胎
児
由
来
の
細
胞
の
染
色
体
を
実
際
に
調
べ
る
検

査
で
す
。
ダ
ウ
ン
症
候
群
で
は
、
二
一
番
が
二
本
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
三
本
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
結
果
は
明
瞭
で
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
場

合
は
微
妙
な
変
化
を
い
ろ
い
ろ
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
を
導
き
だ
し
て
い
ま
す
の
で
、
結
果
の
解
釈
は
や
や
複

雑
で
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
、
羊
水
検
査
に
比
べ
る
と
侵
襲
性
が
少
な
い
検
査
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
羊
水
検
査
は
三
〇
〇
回
に
一
回
ぐ

ら
い
は
流
産
し
ま
す
が
、
採
血
で
流
産
す
る
人
は
い
な
い
の
で
侵
襲
の
少
な
い
検
査
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
安
全
性
を
考
慮
す
る
と
、
臨

床
検
査
と
し
て
は
、
羊
水
検
査
よ
り
か
な
り
優
れ
た
検
査
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

羊
水
検
査
を
含
め
た
出
生
前
検
査
全
体
に
対
す
る
、「
こ
う
い
う
検
査
は
、
本
当
に
や
っ
て
い
い
検
査
な
の
か
？
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
疑

問
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
羊
水
検
査
は
そ
れ
な
り
に
確
立
し
た
検
査
と
し
て
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
出
生
前
診
断
全
般
を
疑
問
視

す
る
立
場
か
ら
見
る
と
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
普
及
に
よ
り
、
出
生
前
検
査
全
体
が
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問

題
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
な
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
同
一
目
的
の
検
査
が
よ
り
簡
便
、
安
全
に
実
施
で
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
は

好
ま
し
い
こ
と
の
は
ず
で
す
が
、
そ
も
そ
も
あ
る
べ
き
で
な
い
検
査
が
広
く
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
を
懸
念
す
る
意
見
が
あ

る
の
も
納
得
で
き
ま
す
。



─ 261 ─

出
生
前
診
断
が
包
含
す
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
か

　
　

ま
ず
、
出
生
前
診
断
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
適
切
な
施
設
基
準
を
満
た
す
と
こ
ろ
で
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
病
児
を
産
む
選
択

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
社
会
心
理
学
的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
確
立
し
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
よ
う
な
子
供
を
産
む
こ
と
を
希
望
す
る
親
が
い
た
と
き

に
安
心
し
て
産
め
る
環
境
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
導
入
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
検
査
に
つ
い
て
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
出
生
前
診
断
そ
の
も

の
に
対
す
る
問
題
で
す
。
基
本
的
に
は
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
当
面
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
は
な
い

で
し
ょ
う
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
を
認
め
る
こ
と
が
出
生
前
診
断
そ
の
も
の
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
し
か
も
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
と
い
う
言
葉
の
定
義
や
解
釈
は
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
そ
の
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
さ
え
や
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
よ
い
と
い

う
議
論
や
は
り
問
題
で
す
。

さ
い
ご
に

　

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
、
現
状
で
は
、
二
一
ト
リ
ソ
ミ
ー
、
一
八
ト
リ
ソ
ミ
ー
、
一
三
ト
リ
ソ
ミ
ー
を
検
出
す
る
検
査
と
し
て
、
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
理
論
上
、
胎
児
が
母
親
と
異
な
る
遺
伝
子
配
列
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
認
識
で
き
る
検
査
で
す
か
ら
、
今
後
お
お
く
の
先
天
性
疾
患
の

診
断
が
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
技
術
で
可
能
と
な
る
時
代
が
近
い
将
来
、
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
も
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の

形
成
が
必
要
で
す
。

（
本
報
告
で
は
，
報
告
後
の
質
疑
応
答
部
分
を
含
め
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
）
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出
生
前
診
断
と
選
択
的
中
絶

一
、
は
し
が
き

１　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
二
年
八
月
末
に
新
し
い
方
法
を
用
い
た
非
侵
襲
的
出
生
前
検
査（Non Invasive Prenatal Testing = 

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
）の
導
入
が「
妊

婦
血
液
で
ダ
ウ
ン
症
診
断
」「
精
度
九
九
％
」
な
ど
の
見
出
し
で
報
道
さ
れ
て
⑵
以
降
、
出
生
前
診
断
（
本
稿
で
は
先
天
異
常
に
関
す
る
も

の
に
焦
点
を
絞
る
）
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
改
め
て
そ
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
五
月
に
は
、

函
館
に
お
い
て
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
子
の
両
親
が
羊
水
検
査
の
結
果
を
誤
っ
て
告
げ
た
産
婦
人
科
医
院
と
医
師
を
訴
え
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
本
稿
で
は
、
出
生
前
診
断
と
そ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
選
択
的
中
絶
を
め
ぐ

る
法
律
問
題
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

２　

出
生
前
診
断
、
遺
伝
相
談
、
本
稿
の
ね
ら
い

　

出
生
前
診
断
は
、
①
胎
児
治
療
を
目
的
と
す
る
も
の
、
②
分
娩
方
法
の
決
定
や
出
生
後
の
ケ
ア
の
準
備
を
目
的
と
す
る
も
の
、
③
妊
娠
の

継
続
・
中
絶
を
決
定
す
る
た
め
の
情
報
の
提
供
を
目
的
と
す
る
も
の
の
三
種
類
に
わ
け
ら
れ
る
⑶
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
、
③
の
妊
娠
を

継
続
す
る
か
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
す
る
か
の
選
択
を
行
う
た
め
に
、
胎
児
の
先
天
異
常
罹
患
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
に
焦
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点
を
定
め
る
。

　

本
稿
で
は
、
障
害
児
の
出
産
の
回
避
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
医
療
で
あ
れ
ば
、
胎
児
の
検
査
・
診
断
を
伴
わ
な
い
も
の
も
対
象
に
取
り
込

む
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
の
対
象
は
、
障
害
児
の
出
産
の
回
避
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
（
先
天
性
風
疹
症
候
群
の
よ
う
に
、
遺
伝
的
要
素

を
欠
く
先
天
異
常
も
視
野
に
入
れ
る
）
広
い
意
味
で
の
遺
伝
相
談
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
遺
伝
相
談
に
お
い
て
、

医
療
従
事
者
が
障
害
児
の
出
生
を
回
避
す
る
た
め
に
果
た
す
べ
き
義
務
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
が
追
及
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
ロ
ン
グ
フ
ル
・
バ
ー
ス
訴
訟

１　

ロ
ン
グ
フ
ル
・
バ
ー
ス
訴
訟
に
お
け
る
過
失
と
慰
謝
料

　

障
害
児
出
産
の
回
避
の
た
め
の
遺
伝
相
談
に
お
い
て
医
療
従
事
者
が
過
失
を
犯
し
、
そ
の
結
果
、
障
害
児
が
出
生
し
た
場
合
に
、
親
が
損

害
賠
償
を
求
め
て
提
起
す
る
訴
訟
を
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
ロ
ン
グ
フ
ル
・
バ
ー
ス
訴
訟
（w

rongful birth action/suit

）
と
呼
ん
で
い
る
。

後
掲
の
判
決
の
検
討
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
加
害
者
の
過
失
が
認
定
さ
れ
れ
ば
被
害
者
（
訴
訟
で
は
原
告
。
ロ
ン
グ
フ
ル
・

バ
ー
ス
訴
訟
の
場
合
は
親
）
が
受
け
た
精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
は
比
較
的
容
易
に
認
容
さ
れ
る
。

２　

遺
伝
相
談
に
お
け
る
注
意
義
務

　

医
療
側
の
過
失
が
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、
医
師
な
ど
の
医
療
従
事
者
に
注
意
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
障
害
児
の
出

産
の
回
避
の
た
め
の
遺
伝
相
談
に
お
い
て
医
療
従
事
者
に
課
さ
れ
る
義
務
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
に

お
い
て
「
正
し
く
」、「
適
切
に
」
は
、「
過
失
な
く
」
の
意
で
あ
る
）。

⑴　

障
害
児
出
生
の
リ
ス
ク
を
認
識
し
説
明
す
る
義
務

　

①
妊
婦
の
高
齢
、
②
障
害
児
出
産
の
既
往
、
③
風
疹
等
の
罹
患
、
服
薬
、
放
射
線
被
曝
、
④
家
系
内
の
遺
伝
疾
患
罹
患
状
況
・
遺
伝
子
変
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異
の
存
在
に
つ
い
て
の
情
報
、
⑤
超
音
波
検
査
な
ど
か
ら
、
障
害
児
が
生
ま
れ
る
リ
ス
ク
を
正
し
く
認
識
す
る
と
と
も
に
そ
れ
を
妊
婦
・
依

頼
者
に
適
切
に
説
明
す
る
義
務
。
こ
れ
ら
の
義
務
が
課
さ
れ
る
た
め
に
は
、
リ
ス
ク
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
説
明
義
務
が
存
在
す
る

こ
と
、
が
前
提
と
な
る
。

⑵　

障
害
児
出
生
の
リ
ス
ク
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
に
関
し
て
、
説
明
・
実
施
・
結
果
説
明
を
す
る
義
務

　

障
害
児
が
生
ま
れ
る
リ
ス
ク
を
確
認
す
る
た
め
に
利
用
可
能
な
検
査
法
（
胎
児
に
関
す
る
羊
水
、
絨
毛
、
母
体
血
中
［
セ
ル
フ
リ
ー
］
胎

児
Ｄ
Ｎ
Ａ
〔
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
場
合
〕、
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
、
母
体
血
中
胎
児
［
有
核
赤
血
球
］
細
胞
、
超
音
波
、
受
精
卵
な
ど
の
検
査
、
お

よ
び
妊
婦
・
先
子
に
関
す
る
検
査
）
に
つ
い
て
、
①
適
切
に
説
明
す
る
、
②
妊
婦
・
依
頼
者
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
正
し
く
実
施
す
る
、

③
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
正
し
い
診
断
を
下
す
、
④
正
確
な
診
断
を
適
切
に
妊
婦
・
依
頼
者
に
説
明
す
る
、
義
務
。
こ
れ
ら
の
義
務
が
課
さ

れ
る
た
め
に
は
、
検
査
が
医
学
的
、
制
度
的
、
社
会
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

⑶　

障
害
児
出
生
を
回
避
す
る
手
段
に
関
し
て
、
説
明
・
実
施
す
る
義
務

　

障
害
児
出
産
の
リ
ス
ク
が
高
い
場
合
に
、
①
避
妊
、
②
不
妊
手
術
、
③
人
工
妊
娠
中
絶
、
な
ど
、
障
害
児
の
出
生
を
回
避
す
る
た
め
に
と

り
う
る
手
段
を
適
切
に
説
明
し
、
妊
婦
・
依
頼
者
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
適
切
に
実
施
す
る
（
な
い
し
は
、
そ
の
実
施
が
得
ら
れ

る
施
設
を
紹
介
す
る
）
義
務
。
こ
れ
ら
の
義
務
が
課
さ
れ
る
た
め
に
は
、
出
生
回
避
の
方
法
が
、
医
学
的
、
制
度
的
、
社
会
的
に
利
用
可
能

で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

３　

財
産
的
損
害
の
賠
償
と
因
果
関
係

　

財
産
的
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
当
該
損
害
と
過
失
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
に
な
る
。
ロ
ン

グ
フ
ル
・
バ
ー
ス
訴
訟
に
お
い
て
財
産
的
損
害
は
、
障
害
を
も
っ
た
子
の
出
生
に
よ
っ
て
必
要
に
な
っ
た
費
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
因
果
関
係
の
成
否
は
、
医
療
側
の
過
失
が
な
け
れ
ば
子
の
出
生
は
回
避
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
費
用
は
発
生
し
な
か
っ
た
と
い
え
る

か
、
で
決
め
ら
れ
る
。
妊
娠
後
に
障
害
児
出
生
の
可
能
性
が
判
明
し
た
場
合
に
、
子
の
出
生
の
回
避
の
手
段
と
な
り
得
る
の
は
人
工
妊
娠
中
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絶
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
医
療
側
の
過
失
が
な
け
れ
ば
そ
の
子
を
中
絶
で
き
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
妊

娠
中
絶
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
堕
胎
と
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
法
律
の
規
定

１　

刑
法
に
お
け
る
堕
胎
罪

　

刑
法
は
、
妊
婦
自
ら
の
手
に
よ
る
も
の
、
医
師
等
の
手
に
よ
る
も
の
を
問
わ
ず
、
堕
胎
を
禁
止
し
て
い
る
。
刑
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
堕

胎
に
は
、
自
然
の
分
娩
期
よ
り
前
に
胎
児
を
母
体
外
に
排
出
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
胎
児
を
母
体
内
で
殺
す
こ
と
も
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ

て
い
る
⑷
。
具
体
的
な
規
定
と
し
て
は
、
自
己
堕
胎
に
関
し
て
刑
法
第
二
一
二
条
が
「
妊
娠
中
の
女
子
が
薬
物
を
用
い
、
又
は
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
、
堕
胎
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
規
定
し
、
業
務
上
堕
胎
に
関
し
て
同
第
二
一
四
条
が
「
医
師
、
助
産
師
、

薬
剤
師
又
は
医
薬
品
販
売
業
者
が
女
子
の
嘱
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
承
諾
を
得
て
堕
胎
さ
せ
た
と
き
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処

す
る
。
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
せ
た
と
き
は
、
六
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

２　

母
体
保
護
法
に
お
け
る
人
工
妊
娠
中
絶

　

母
体
保
護
法
は
、
第
二
条
二
項
で
「
こ
の
法
律
で
人
工
妊
娠
中
絶
と
は
、
胎
児
が
、
母
体
外
に
お
い
て
、
生
命
を
保
続
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
時
期
に
、
人
工
的
に
、
胎
児
及
び
そ
の
附
属
物
を
母
体
外
に
排
出
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
規
定
し
た
上
で
、
第
一
四
条
で
次
の
よ
う
に

規
定
し
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
合
法
化
し
て
い
る
。

①　

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
法
人
た
る
医
師
会
の
指
定
す
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
師
」
と
い
う
。）
は
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

　

二　

暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
つ
て
又
は
抵
抗
若
し
く
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
間
に
姦
淫
さ
れ
て
妊
娠
し
た
も
の
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②　

前
項
の
同
意
は
、
配
偶
者
が
知
れ
な
い
と
き
若
し
く
は
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
妊
娠
後
に
配
偶
者
が
な

く
な
っ
た
と
き
に
は
本
人
の
同
意
だ
け
で
足
り
る
。

　

な
お
、
母
体
保
護
法
第
二
条
二
項
に
い
う
「
胎
児
が
、
母
体
外
に
お
い
て
、
生
命
を
保
続
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
」
に
関
し
て
は
、

平
成
八
年
九
月
二
五
日
厚
生
省
発
児
第
一
二
二
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
「
母
体
保
護
法
の
施
行
に
つ
い
て
」
第
二　

１
に
お
い
て
、「
法
第

二
条
第
二
項
の
『
胎
児
が
、
母
体
外
に
お
い
て
、
生
命
を
保
続
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
』
の
基
準
は
、
通
常
妊
娠
満
二
二
週
未
満
で
あ

る
こ
と
。
な
お
、
妊
娠
週
数
の
判
断
は
、
指
定
医
師
の
医
学
的
判
断
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。

　

母
体
保
護
法
に
は
、
胎
児
の
障
害
を
理
由
と
す
る
中
絶
を
認
め
る
胎
児
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
胎
児
条
項
を
欠
い
て
い
る
母
体
保
護

法
の
も
と
で
、
胎
児
の
障
害
を
理
由
と
す
る
中
絶
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。

　

優
生
保
護
法
が
平
成
八
年
に
母
体
保
護
法
と
改
正
さ
れ
る
以
前
に
は
、「
本
人
又
は
配
偶
者
が
精
神
病
、
精
神
薄
弱
、
精
神
病
質
、
遺
伝

性
身
体
疾
患
又
は
遺
伝
性
奇
型
を
有
し
て
い
る
も
の
」（
旧
法
第
一
四
条
一
項
一
号
）、「
本
人
又
は
配
偶
者
の
四
親
等
以
内
の
血
族
関
係
に

あ
る
者
が
遺
伝
性
精
神
病
、遺
伝
性
精
神
薄
弱
、遺
伝
性
精
神
病
質
、遺
伝
性
身
体
疾
患
又
は
遺
伝
性
奇
型
を
有
し
て
い
る
も
の
」（
同
二
号
）

に
つ
い
て
も
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
同
意
の
下
に
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
親
や

そ
の
血
族
の
遺
伝
性
障
害
罹
患
か
ら
、
遺
伝
性
障
害
を
罹
患
・
発
症
す
る
児
の
出
生
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
を
推
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

障
害
児
の
出
生
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
障
害
児
の
出
生
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
規
定
が
、「
優
生
上
の
見

地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
」
と
い
う
旧
法
第
一
条
の
目
的
規
定
に
収
め
ら
れ
た
文
言
と
と
も
に
、
法
の
優
生
的
性
格
を
一
掃

し
よ
う
と
す
る
法
改
正
の
際
に
削
除
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
則
し
て
考
え
る
と
、
現
行
法
第
一
四
条
一
項
一
号
の
適
用

に
よ
る
異
常
胎
児
の
中
絶
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
現
行
法
第
一
四
条
一
項
一
号
の
「
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著

し
く
害
す
る
お
そ
れ
」（
優
生
保
護
法
に
お
い
て
は
同
四
号
）
を
緩
や
か
に
解
し
て
、
胎
児
の
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
が
実
施
さ
れ
、
近
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年
起
訴
さ
れ
た
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
胎
児
の
異
常
が

診
断
・
予
測
さ
れ
る
場
合
に
児
の
中
絶
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
ど
の
程
度
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、

裁
判
所
の
判
断
を
考
察
す
る
。

四
、
わ
が
国
の
判
決
の
検
討

　

わ
が
国
で
は
、
医
師
の
ミ
ス
で
胎
児
異
常
（
の
可
能
性
）
を
理
由
と
す
る
中
絶
の
選
択
が
妨
げ
ら
れ
た
と
し
て
、
両
親
が
医
師
・
医
療
機

関
を
訴
え
た
事
件
が
こ
れ
ま
で
に
五
件
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
優
生
保
護
法
の
時
代
の
も
の
で
、
そ
の
う
ち
、
四
件
は
先
天
性
風
疹
症

候
群
の
事
件
、
一
件
は
ダ
ウ
ン
症
候
群
を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
っ
た
。
風
疹
症
候
群
に
関
わ
る
事
件
で
は
、
妊
婦
の
風
疹
罹
患
が
胎
児
異
常
を

も
た
ら
す
危
険
性
に
つ
い
て
の
判
断
や
風
疹
罹
患
を
確
認
す
る
た
め
の
抗
体
価
検
査
の
実
施
に
関
し
て
医
師
が
過
失
を
犯
し
た
と
主
張
さ
れ
、

裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
主
張
を
認
め
た
。
四
件
す
べ
て
に
お
い
て
、
医
療
側
は
両
親
に
対
す
る
慰
謝
料
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
理

由
づ
け
は
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
。
ダ
ウ
ン
症
候
群
を
め
ぐ
る
事
件
で
は
、
原
告
は
敗
訴
し
た
。

　

以
下
、
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
の
合
法
性
に
関
す
る
裁
判
所
の
考
え
を
探
る
目
的
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
を
概
観
す
る
（
X1
は
母
、

X2
は
父
）。
ま
た
、
本
節
の
最
後
で
こ
れ
ま
で
の
五
判
決
の
若
干
の
考
察
を
行
う
が
、
そ
の
際
に
は
、
判
決
名
の
あ
と
の
［　

］
内
に
付
し

た
番
号
で
各
判
決
を
表
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

１　

東
京
地
裁
昭
和
五
四
年
九
月
一
八
日
判
決
⑸
［
①
］

【
事
実
の
概
要
】

　
X1
（
原
告
）
は
、
昭
和
五
一
年
四
月
の
初
診
時
（
妊
娠
七
週
）
に
、
同
年
二
月
末
頃
風
疹
と
思
わ
れ
る
疾
病
に
罹
患
し
た
旨
を
産
婦
人
科

医
師
Ｙ
（
被
告
）
に
伝
え
た
。
Ｙ
は
、
妊
婦
の
血
液
検
査
の
結
果
が
Ｈ
Ｉ
抗
体
価
五
一
二
倍
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
常
児
出
産
の

危
険
は
な
い
と
判
断
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
。
同
年
一
一
月
に
出
生
し
た
子
は
、
全
盲
で
、
高
度
の
知
能
障
害
を
患
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い
、
生
後
二
年
以
上
に
な
っ
て
も
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
X1
と
そ
の
夫
X2
（
原
告
）
は
、「
も
し
、
先
天
性
異
常
児
を
出

産
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
正
確
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
出
産
を
す
る
か
否
か
を
慎
重
に
考
慮
し
て
選
択
し
得
た
」
と
主
張
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
五
〇
〇
万
円
の
慰
謝
料
（
お
よ
び
弁
護
士
費
用
と
し
て
五
〇
万
円
。
以
下
で
は
弁
護
士
費
用
は
す
べ
て
省
略
す
る
）
を
請
求
す
る
訴
え

を
提
起
し
た
。

【
判
旨
】

　

裁
判
所
は
、「
Ｙ
は
、
X1
の
本
件
妊
娠
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
の
ご
く
初
期
の
段
階
で
風
疹
に
罹
患
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
天
性
異
常

児
出
産
の
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
確
率
は
相
当
に
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仮
に
先
天
性
風
疹
症
候
群
児
が
出
生
し
た
場
合
そ
の
臨
床

症
状
は
、
眼
、
心
臓
等
人
体
の
極
め
て
重
要
な
部
分
に
重
度
の
障
害
を
呈
す
る
場
合
が
多
く
、
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
、
医
学
的
知

識
の
な
い
Ｘ
ら
に
お
い
て
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
程
度
に
具
体
的
に
説
明
、
教
示
す
る
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
右
義
務
を
怠
り
、
何
等
の
具
体
的
説
明
も
行
わ
ず
、
か
え
っ
て
生
ん
で
も
大
丈
夫
で
あ
る
と
の
指
示
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ

に
は
過
失
が
あ
っ
た｣

と
し
た
上
で
、
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
の
受
け
た
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
と
し
て
Ｘ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に

三
〇
〇
万
円
を
支
払
う
よ
う
Ｙ
に
命
じ
た
。

　

な
お
、
Ｙ
は
控
訴
し
た
が
、
東
京
高
裁
は
、
昭
和
五
五
年
七
月
一
七
日
に
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決
を
下
し
た
。

２　

東
京
地
裁
判
決
昭
和
五
八
年
七
月
二
二
日
⑹
［
②
］

【
事
実
の
概
要
】

　
X1
（
原
告
）
は
、昭
和
五
一
年
七
月
二
二
日
の
初
診
時
（
妊
娠
八
週
）
に
、同
年
六
月
下
旬
頃
、先
子
が
風
疹
に
罹
患
し
た
こ
と
を
Ｙ
（
被

告
・
国
）
の
設
置
す
る
病
院
の
産
婦
人
科
医
に
告
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
医
師
は
抗
体
価
検
査
を
し
な
か
っ
た
。
翌
昭
和
五
二
年
二
月
に
出

生
し
た
子
に
は
、
肺
動
脈
狭
窄
、
フ
ァ
ロ
ー
四
徴
症
、
白
内
障
、
感
音
性
聴
力
障
害
が
あ
り
、
同
五
五
年
六
月
心
不
全
に
よ
り
死
亡
し
た
。

X1
と
そ
の
夫
X2
（
原
告
）
は
、「
妊
娠
を
継
続
し
て
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
適
確
な
決
断
を
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
」
と
主
張
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し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
七
五
〇
万
円
の
慰
謝
料
を
請
求
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

【
判
旨
】

　

裁
判
所
は
、
子
ど
も
の
風
疹
罹
患
を
告
げ
ら
れ
た
産
婦
人
科
医
に
は
、
問
診
、
抗
体
価
検
査
等
を
行
っ
て
風
疹
罹
患
の
有
無
・
時
期
を
適

確
に
診
断
す
る
と
と
も
に
、
X1
に
対
し
、
先
天
性
風
疹
症
候
群
の
危
険
性
や
そ
の
病
態
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
う
べ
き
義
務
が
あ
っ

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
医
師
に
過
失
が
あ
る
と
し
た
。

　

損
害
に
つ
い
て
、
Ｙ
は
、
風
疹
罹
患
を
理
由
と
す
る
中
絶
は
優
生
保
護
法
上
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
産
婦
人
科
医
の
過
失
と
Ｘ
ら
の
損

害
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、「
風
疹
が
全
国
的
に
流
行
し
た
昭
和
五
一
年
当
時
、
妊

娠
初
期
に
風
疹
に
罹
患
し
た
妊
婦
に
対
し
て
人
工
妊
娠
中
絶
手
術
が
施
さ
れ
た
例
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
産
婦
人
科
医
の
中
に
は

そ
の
優
生
保
護
法
上
の
根
拠
と
し
て
、『
妊
娠
中
に
風
疹
に
罹
患
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
妊
婦
が
異
常
児
の
出
産
を
憂
慮
す
る
余
り

健
康
を
損
う
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
同
法
一
四
条
一
項
四
号
［
現
行
法
同
一
号
］
…
…
に
該
当
す
る
。』
と
唱
え
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
右
の
見
解
が
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
適
法
と
認
め
ら
れ
る
余
地
も
あ
り
得
る
も
の

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
X1
に
つ
い
て
も
右
の
よ
う
な
事
由
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｘ
ら
は
生
ま
れ
る
子
の
親
で
あ
り
、
そ
の
子
に
異
常
が
生
ず
る
か
ど
う
か
に
つ
き
切
実
な
関
心
や
利
害
関
係
を
持
つ

者
と
し
て
、
医
師
か
ら
適
切
な
説
明
等
を
受
け
妊
娠
を
継
続
し
て
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
利
益
を
有
し
て

い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
利
益
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
生
ず
る
打
撃
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
、
右
利
益
侵
害
自
体
を
独
立
の
損

害
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る｣

と
し
て
退
け
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｘ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
一
五
〇
万
円
の
慰
謝
料
を
支
払
う
よ
う

命
じ
た
。

３　

東
京
地
裁
判
決
平
成
四
年
七
月
八
日
⑺
［
③
］

【
事
実
の
概
要
】
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X1
、
X2
夫
婦
（
原
告
）
の
長
男
が
昭
和
六
二
年
一
月
二
三
日
頃
風
疹
に
罹
患
、
そ
の
後
、
X1
に
も
発
熱
な
ど
の
症
状
が
現
れ
た
た
め
、
X1

が
妊
娠
の
可
能
性
を
心
配
し
て
一
月
二
九
日
に
産
婦
人
科
医
Ｙ
（
被
告
）
が
経
営
す
る
産
婦
人
科
医
院
を
受
診
し
た
。
同
日
に
は
妊
娠
の
判

定
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
Ｈ
Ｉ
検
査
の
た
め
採
血
さ
れ
た
（
結
果
は
抗
体
価
八
未
満
）。
X1
は
二
月
九
日
に
受
診
し
、
妊
娠
の
確
定
診
断
を

受
け
、
再
度
、
採
血
さ
れ
た
（
結
果
は
抗
体
価
八
未
満
）。
X1
は
二
月
一
二
日
、
発
疹
を
発
見
し
た
た
め
受
診
、
採
血
（
結
果
は
抗
体
価
八
）。

二
月
一
九
日
夜
に
切
迫
流
産
の
徴
候
が
み
ら
れ
た
た
め
受
診
、
翌
二
〇
日
か
ら
二
七
日
ま
で
Ｙ
医
院
に
入
院
し
た
。
こ
の
間
、
Ｙ
は
切
迫
流

産
の
予
防
の
た
め
の
処
置
に
追
わ
れ
、
予
定
さ
れ
て
い
た
四
回
目
の
Ｈ
Ｉ
検
査
実
施
は
失
念
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
風
疹
罹
患
の
有
無
に
つ
い

て
確
定
的
な
診
断
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
同
年
一
〇
月
一
三
日
に
女
児
が
生
ま
れ
た
が
、
重
度
の
先
天
性
風
疹
症
候
群
（
精
神
運
動
発
達
遅

延
、
白
内
障
、
聴
覚
障
害
、
摂
食
障
害
等
）
と
診
断
さ
れ
た
。
Ｘ
ら
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
機
会
が
奪
わ
れ
た
と
し
て
、
約
五
八
八
〇
万
円

の
医
療
費
・
付
添
費
用
と
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円
の
慰
謝
料
の
合
計
約
七
八
八
〇
万
円
の
一
部
と
し
て
五
〇
〇
〇
万
円
を
請
求
し
た
。

【
判
旨
】

　

裁
判
所
は
、
四
回
目
の
検
査
と
風
疹
罹
患
に
関
す
る
確
定
診
断
の
不
実
施
は
診
断
義
務
不
履
行
・
注
意
義
務
違
背
と
な
る
と
し
た
。
そ
の

上
で
、
Ｘ
ら
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
損
害
賠
償
の
う
ち
、
慰
謝
料
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、「
確
か
に
、
生
ま
れ
る
子
に
異
常
が
生
ず
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
切
実
な
関
心
や
利
害
関
係
を
持
つ
子
の
親
と
し
て
、
重
篤
な
先
天
性
異
常
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
き
、
そ
れ

が
杞
憂
に
過
ぎ
な
い
と
知
っ
て
不
安
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
最
悪
の
場
合
に
備
え
て
障
害
児
の
親
と
し
て
生
き
る
決
意
と
心
の
準

備
を
し
、
ひ
い
て
は
、
妊
娠
を
継
続
し
て
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
の
苦
悩
の
選
択
を
す
る
べ
く
、
一
刻
も
早
く
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
知

り
た
い
と
思
う
の
が
人
情
で
あ
る
。
Ｘ
ら
が
Ｙ
に
求
め
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
自
己
決
定
の
前
提
と
し
て
の
情
報
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
又

は
不
法
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
前
提
が
満
た
さ
れ
ず
、
自
己
決
定
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
は
、
法
律
上
保
護
に
値
す
る
利
益
が
侵
害
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
慰
謝
料
の
対
象
に
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
己
決
定
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

精
神
的
苦
痛
に
つ
い
て
Ｘ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
四
五
〇
万
円
の
慰
謝
料
の
支
払
を
命
じ
た
。

　

し
か
し
、
医
療
費
等
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
裁
判
所
は
、「
優
生
保
護
法
上
も
、
先
天
性
風
疹
症
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候
群
児
の
出
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
当
然
に
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
由
と
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、
人
工
妊
娠
中
絶
と

我
が
子
の
障
害
あ
る
生
と
の
い
ず
れ
の
途
を
選
ぶ
か
の
判
断
は
、
あ
げ
て
両
親
の
高
度
な
道
徳
観
、
倫
理
観
に
か
か
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ

の
判
断
過
程
に
お
け
る
一
要
素
た
る
に
過
ぎ
な
い
産
婦
人
科
医
の
診
断
の
適
否
と
は
余
り
に
も
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
間
に

法
律
上
の
意
味
に
お
け
る
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
先
天
性
障
害
児
を
中
絶
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
育

て
上
げ
る
こ
と
と
の
間
に
お
い
て
財
産
上
又
は
精
神
的
苦
痛
の
比
較
を
し
て
損
害
を
論
じ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
法
の
世
界
を
超
え
た
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
損
害
の
認
定
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
た
。

４　

前
橋
地
裁
判
決
平
成
四
年
一
二
月
一
五
日
⑻
［
④
］

【
事
実
の
概
要
】

　

昭
和
六
三
年
七
月
二
一
日
、
X1
（
原
告
）
は
、
五
日
前
か
ら
発
疹
、
発
熱
等
の
症
状
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
妊
娠
の
可
能
性
が
あ
り
（
六
月

一
四
日
以
降
無
月
経
）、
さ
ら
に
は
、
妊
娠
初
期
の
風
疹
罹
患
に
よ
る
異
常
児
出
生
の
危
険
に
つ
い
て
認
識
が
あ
っ
た
た
め
、
Y1
（
被
告
、

桐
生
市
外
六
箇
町
村
医
療
事
務
組
合
）
が
開
設
す
る
病
院
の
皮
膚
科
と
産
婦
人
科
を
受
診
し
、
妊
娠
の
有
無
と
風
疹
罹
患
の
有
無
の
診
断
を

求
め
た
。
皮
膚
科
医
師
Y2
（
被
告
）
は
、
風
疹
、
麻
疹
の
ウ
イ
ル
ス
性
感
染
症
を
疑
い
、
風
疹
抗
体
価
検
査
等
の
た
め
採
血
を
し
た
。
二
二

日
に
Y1
病
院
産
婦
人
科
か
ら
X1
に
妊
娠
し
て
い
る
旨
の
電
話
連
絡
が
あ
っ
た
。
二
八
日
、
X1
は
再
度
受
診
し
、
Y2
か
ら
、
抗
体
価
は
六
四
倍

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
。
Y2
は
風
疹
罹
患
の
可
能
性
を
否
定
す
る
診
断
を
下
し
、
再
検
査
の
指
示
は
し
な
か
っ
た
（
と
裁
判
所
は
認
定
し

た
）。
平
成
元
年
三
月
二
七
日
に
女
児
Ａ
が
出
生
し
た
が
、
先
天
性
風
疹
症
候
群
に
よ
る
感
音
性
難
聴
、
白
内
障
、
心
室
中
隔
欠
損
症
を
患
っ

て
い
た
。
X1
と
そ
の
夫
X2
（
原
告
）
は
、
中
絶
の
選
択
を
な
し
う
る
た
め
の
情
報
が
奪
わ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円
の
慰
謝

料
、
特
殊
教
育
費
用
一
〇
〇
〇
万
円
、
眼
鏡
・
補
聴
器
費
用
一
〇
〇
万
円
の
合
計
三
一
〇
〇
万
円
を
Ｙ
ら
に
請
求
し
た
。

　

こ
の
事
件
で
も
、
慰
謝
料
の
ほ
か
に
子
の
特
殊
教
育
費
用
等
が
請
求
さ
れ
た
た
め
、
Y2
の
過
失
と
Ａ
の
障
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
争
点

と
な
っ
た
。
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【
判
旨
】

　

裁
判
所
は
、
Y2
が
、
抗
体
価
再
検
査
の
指
示
を
出
さ
ず
、
風
疹
罹
患
の
可
能
性
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
医
学
的
常
識
に
反
し
た
診

断
で
あ
る
と
し
て
、
過
失
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

　

因
果
関
係
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、
Ａ
の
障
害
の
原
因
は
Y2
の
誤
診
で
は
な
く
、
X1
の
風
疹
罹
患
で
あ
り
、
Ａ
に
は
、
障
害
を
持
っ
て
出

生
す
る
か
、
出
生
し
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、「
Ｘ
ら
の
請
求
の
当
否
は
、
結
局

Ａ
が
障
害
を
も
っ
て
出
生
し
た
こ
と
と
、
出
生
前
に
人
工
妊
娠
中
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
て
出
生
し
な
か
っ
た
こ
と
と
の
比
較
を
し
て
、
損
害
の

有
無
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
到
底
司
法
裁
判
所
の
よ
く
な
し
う
る
こ
と
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、
中
絶
さ

れ
て
出
生
し
な
か
っ
た
方
が
、
障
害
を
も
っ
て
出
生
し
て
き
た
こ
と
よ
り
も
損
害
が
少
な
い
と
い
う
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
、
現
在
の
優
生
保
護
法
に
よ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
以
上
、
法
的
に

見
て
も
、
X1
が
Ａ
を
中
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
元
々
、
前
記
の
よ
う
な
比
較
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、

さ
ら
に
、
本
件
が
優
生
保
護
法
の
「
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ｣

に
該
当
す
る
と
す
る
Ｘ
ら
の
主
張
に
対
し
て
は
、「
そ
も
そ
も
、

異
常
児
の
出
生
の
可
能
性
は
、
合
法
的
な
妊
娠
中
絶
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
裁
判
所
は
、
現
実
に
は
違
法
な
中

絶
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
実
情
が
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
前
提
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
特
殊
教
育
費
用
等
の

賠
償
を
否
定
し
た
。

　

他
方
、「
も
し
、
Y2
が
、
正
確
に
診
断
し
、
そ
の
結
果
を
X1
に
伝
達
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
Ｘ
ら
は
、
中
絶
は
不
可
能
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

Ａ
の
出
生
ま
で
の
間
に
、
障
害
児
の
出
生
に
対
す
る
精
神
的
準
備
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
、
信
頼
し
き
っ
て
い
た
Y2
の

診
断
に
反
し
て
、
先
天
性
風
疹
症
候
群
に
基
づ
く
障
害
を
も
っ
た
Ａ
の
出
生
を
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
精
神
的
驚
愕
と
狼
狽

は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
」
り
、
こ
の
精
神
的
苦
痛
に
つ
い
て
は
賠
償
の
義
務
が
課
さ
れ
る
と
し
て
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
Ｘ
ら
そ
れ
ぞ
れ

に
一
五
〇
万
円
の
慰
謝
料
を
支
払
う
よ
う
命
じ
た
。
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５　

京
都
地
裁
判
決
平
成
九
年
一
月
二
四
日
⑼
［
⑤
］

【
事
実
の
概
要
】

　
X1
（
原
告
）
は
、妊
娠
満
二
〇
週
と
一
日
に
あ
た
る
平
成
六
年
二
月
一
五
日
に
、Y1
（
被
告
）
が
経
営
す
る
病
院
の
産
婦
人
科
医
師
Y2
（
被

告
）
に
、
羊
水
検
査
の
実
施
を
申
し
出
た
が
、
Y2
は
、
結
果
の
判
明
が
法
定
の
中
絶
期
間
を
経
過
す
る
と
し
て
こ
れ
を
断
り
、
受
検
で
き
る

他
の
機
関
も
教
示
し
な
か
っ
た
。
X1
は
、
平
成
六
年
六
月
七
日
に
女
児
を
出
産
し
た
が
、
子
は
ダ
ウ
ン
症
候
群
を
患
っ
て
い
た
。
X1
と
そ
の

夫
X2
（
原
告
）
が
、
Y2
の
不
法
行
為
責
任
お
よ
び
Y1
の
使
用
者
責
任
を
主
張
し
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
慰
謝
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
五
〇
〇
万
円

を
請
求
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

【
判
旨
】

　

裁
判
所
は
、
X1
の
申
し
出
に
対
す
る
Y2
の
対
応
に
過
失
が
あ
る
か
の
問
題
に
関
し
て
、
ま
ず
、
出
産
を
検
討
す
る
機
会
を
得
る
べ
き
利
益

が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
Ｘ
ら
の
主
張
に
つ
い
て
、
本
事
案
で
は
、「
仮
に
、
X1
の
羊
水
検
査
の
申
し
出
に
従
っ
て
、
羊
水
検
査
を
実
施
し
て
、

出
生
前
に
胎
児
が
ダ
ウ
ン
症
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
人
工
妊
娠
中
絶
が
可
能
な
法
定
の
期
間
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

か
ら
、
Ｘ
ら
が
出
産
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
地
は
す
で
に
無
く
、
X1
の
羊
水
検
査
の
申
し
出
に
応
じ
な
か
っ
た
Y2
の
措
置
が
、

出
産
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
機
会
を
侵
害
し
た｣

と
は
い
え
な
い
と
し
て
退
け
、
続
い
て
、
中
絶
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
出
産

準
備
の
た
め
の
事
前
情
報
を
受
け
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、「
人
工
妊
娠
中
絶
が
法
的
に
可
能
な
期
間
の
経
過
後

に
胎
児
が
染
色
体
異
常
で
あ
る
こ
と
を
妊
婦
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
妊
婦
に
対
し
精
神
的
に
大
き
な
動
揺
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な

く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
違
法
な
堕
胎
を
助
長
す
る
お
そ
れ
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
出
産
後
に
子
供
が
障
害
児
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

さ
れ
る
場
合
の
精
神
的
衝
撃
と
、
妊
娠
中
に
胎
児
が
染
色
体
異
常
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
場
合
の
精
神
的
衝
撃
と
の
い
ず
れ
が
深
刻
で

あ
る
か
の
比
較
は
で
き
ず
、
出
産
準
備
の
た
め
の
事
前
情
報
と
し
て
妊
婦
が
胎
児
に
染
色
体
異
常
が
無
い
か
否
か
を
知
る
こ
と
が
法
的
に
保

護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
出
産
す
る
か
否
か
の
検
討
の
余
地
が
無
い
場
合
に
ま
で
、
産
婦
人
科

医
師
が
羊
水
検
査
を
実
施
す
べ
く
手
配
す
る
義
務
等
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き｣
な
い
と
述
べ
、
同
様
に
退
け
た
。
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さ
ら
に
、
妊
婦
の
申
し
出
が
な
く
て
も
、
高
齢
出
産
の
場
合
に
は
、
医
師
の
側
か
ら
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
間
に
合
う
適
切
な
時
期
に
、
染

色
体
異
常
児
の
危
険
や
羊
水
検
査
の
実
施
な
ど
に
つ
き
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
Ｘ
ら
の
主
張
に
つ
い
て
は
、「
何
歳
を
適
応
と
し
て

妊
婦
に
対
し
積
極
的
に
染
色
体
異
常
児
の
出
生
の
危
険
率
や
羊
水
検
査
に
つ
い
て
説
明
す
る
か
は
、
医
師
の
裁
量
の
問
題
で
あ
っ
て
、
病
院

の
羊
水
検
査
に
対
す
る
方
針
や
、
当
該
妊
婦
の
臨
床
経
過
な
ど
個
々
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
事
柄
で
あ
り
、
満
三
九
歳
の
妊
婦
で
、
妊
婦

か
ら
相
談
や
申
し
出
す
ら
な
い
場
合
に
、
一
般
的
に
、
産
婦
人
科
医
師
が
積
極
的
に
染
色
体
異
常
児
出
産
の
危
険
率
や
羊
水
検
査
に
つ
い
て

説
明
す
べ
き
法
的
義
務
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
Y1
病
院
で
は
、
当
時
、
高
齢
を
理
由
と
し
た
羊
水
検
査
は
勧
め
ず
、
受
け

付
け
な
い
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
、
X1
は
平
成
五
年
一
二
月
に
は
看
護
婦
か
ら
羊
水
検
査
で
出
生
前
診
断
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
Y1
病
院
で

は
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
を
聞
い
て
い
た
こ
と
、
羊
水
検
査
は
、
羊
水
穿
刺
に
よ
る
子
宮
内
胎
児
死
亡
、
胎
盤
早
期
剥
離
、
流
産
、
子
宮
内

感
染
が
生
じ
た
例
も
報
告
さ
れ
る
な
ど
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
X1
は
、
当
時
、
子
宮
筋
腫
の
手
術
後
で
、
合
併
症
に
よ
る
流
産
の
危
険
性
が

あ
り
、
薬
を
内
服
し
て
い
て
安
静
を
保
っ
て
い
る
状
態
で
、
羊
水
検
査
の
実
施
は
流
産
率
が
更
に
上
が
る
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
、
X1
は
検
診

以
外
に
頭
痛
、
腹
痛
で
通
院
を
繰
り
返
し
、
出
産
に
対
し
神
経
質
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
Y2
が
X1
に
対
し
ダ
ウ
ン
症
児
出
産

の
危
険
性
や
羊
水
検
査
の
説
明
等
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
産
婦
人
科
医
師
と
し
て
の
過
失
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
述
べ
て

こ
れ
も
退
け
た
。

　
Y2
の
行
為
に
は
産
婦
人
科
医
師
と
し
て
の
義
務
違
反
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
請
求
棄
却
。

６　

若
干
の
考
察

⑴　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
五
判
決
の
う
ち
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
を
め
ぐ
る
⑤
を
除
い
て
、
医
療
側
に
過
失
が
認
定
さ
れ
、
原
告
に
慰
謝
料
が
認
容

さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
①
、
②
で
は
、
慰
謝
料
の
み
が
請
求
さ
れ
て
い
た
。
③
、
④
の
事
件
で
は
、
慰
謝
料
に
加
え
て
子
の
医
療
費
、
特
殊
教

育
費
用
な
ど
が
請
求
さ
れ
た
。
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⑵　

慰
謝
料

　

慰
謝
料
に
関
し
て
は
、
①
が
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
と
す
る
情
報
、
②
が
「
出
産
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
機
会
」、

③
が
「
自
己
決
定
の
前
提
と
し
て
の
情
報
」、
④
が
「
障
害
児
の
出
生
に
対
す
る
精
神
的
準
備
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
理
由

に
認
容
し
て
い
る
。
他
方
、
⑤
は
、
精
神
的
準
備
を
す
る
こ
と
が
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
と
判
示
し
、
慰

謝
料
を
認
容
し
な
か
っ
た
。
五
判
決
が
述
べ
る
と
こ
ろ
を
細
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
結
論
だ
け
を
み

る
と
、
医
療
側
に
過
失
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
妊
婦
と
そ
の
配
偶
者
に
慰
謝
料
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う

で
あ
る
。

⑶　

財
産
的
損
害
の
賠
償

　

こ
の
種
の
事
件
に
お
い
て
、
財
産
的
損
害
は
障
害
を
も
っ
た
子
の
出
生
に
よ
っ
て
必
要
に
な
っ
た
費
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
因
果
関
係
の
成
否
は
、
医
療
側
の
過
失
が
な
け
れ
ば
そ
の
費
用
は
発
生
し
な
か
っ
た
か
、
で
決
め
ら
れ
る
。
妊
娠
後
の
事
件
に
お
い
て

は
、
医
療
側
の
過
失
が
な
け
れ
ば
そ
の
子
を
中
絶
で
き
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
④
は
明
確
に
「
現
在
の
優
生
保
護

法
に
よ
っ
て
、
…
…
人
工
妊
娠
中
絶
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
、
③
も
そ
れ
に
近
い
判
断
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
②
は
、
慰
謝
料
認
容

の
根
拠
と
し
て
で
は
あ
る
が
、「
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
適
法
と
認
め
ら
れ
る
余
地
も
あ
り
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
深
刻
な
問
題
は
、
子
の
出
生
に
よ
っ
て
必
要
に
な
っ
た
費
用
を
損
害
と
捉
え
る
と
、
子
の
出
生
を
損
害
と
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
③
、
④
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
救
済
を
得
る
た
め
に
は
損

害
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
現
在
の
枠
組
み
を
前
提
と
す
る
限
り
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
、
海
外
の
法
状
況
管
見

　

三
２
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
母
体
保
護
法
に
胎
児
条
項
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
⑽
や
フ
ラ
ン
ス
⑾
の
法
律
で
は
胎

児
条
項
が
置
か
れ
、
子
が
重
篤
な
障
害
・
疾
患
を
有
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
、
期
間
の
制
限
な
く
中
絶
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
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う
な
国
々
と
、
理
由
を
問
わ
ず
中
絶
を
選
択
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
⑿
や
、
中
絶
が
理
由
を
問
わ
ず
事
実
上
得
ら
れ
る
カ

ナ
ダ
⒀
な
ど
で
は
、
ロ
ン
グ
フ
ル
・
バ
ー
ス
訴
訟
の
成
立
に
因
果
関
係
の
点
で
の
障
害
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
親
が
被
る
損
害
に
つ
い
て
は
、

わ
が
国
の
判
決
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
障
害
の
あ
る
子
が
生
ま
れ
た
場
合
と
中
絶
で
出
産
を
回
避
し
た
場
合
と
を
親
の
立
場
か
ら
比
較
す
る

こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
。

　

国
や
州
な
ど
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
が
、
裁
判
所
の
多
く
は
、
医
療
側
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
子
の
障
害
が
原
因
で
余

分
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
両
親
に
賠
償
す
る
よ
う
命
じ
て
き
た
。
財
産
的
損
害
を
認
定
す
る
こ
と
に
伴
う
問
題
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、

子
の
出
生
が
損
害
な
の
で
は
な
く
、
損
害
は
、
子
の
持
つ
障
害
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
親
が
、
子
の
出
生
か
中
絶
か
の
選
択
の
機
会
を
奪
わ

れ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
り
、
障
害
に
対
す
る
治
療
・
介
護
費
用
に
つ
い
て
救
済
を
与
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
た
り
し
て
原
告

側
を
勝
訴
さ
せ
て
き
た
（
補
足
的
に
、
遺
伝
相
談
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
、
不
適
切
な
実
施
に
法
的
制
裁
を
課
す
必
要
性
が
説

か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）。

六
、
結
び
に
代
え
て

　

医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
選
択
肢
は
、
可
能
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
提
供
さ
ら
に
は
保
障
す
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
に
は
直
結
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
選
択
肢
の
目
的
が
、
生
命
尊
重
な
ど
他
の
社
会
的
価
値
と
牴
触
す
る
場
合
に
と
く
に
言
え
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
選
択
肢
の
利
用
が
禁
じ
ら
れ
ず
、
そ
の
選
択
肢
の
利
用
を
求
め
る
者
に
対
し
て
医
療
者
が
そ
れ
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
常
に

過
失
の
な
い
提
供
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
選
択
肢
の
過
失
な
き
提
供
を
求
め
る
こ
と
は
、
権
利
（
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
）

な
の
か
、
恩
恵
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
か
、
問
題
の
解
決
は
容
易
で
な
い
。
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註⑴　

本
稿
は
、
平
成
二
五
年
一
一
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
法
政
学
会
第
一
一
九
回
総
会
・
研
究
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
母
体
血
を
用
い
た

出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
―
―
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
を
き
っ
か
け
と
し
て
」
で
の
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
日
の
ス
ラ
イ
ド
は
下
記
の
ア

ド
レ
ス
の
「
報
告
・
講
演
記
録
」
に
掲
出
し
て
い
る
。http://w

w
w

2.kobe-u.ac.jp/~em
aruyam

/m
edical/m

edical1.htm
l

⑵　

平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
八
月
二
九
日
読
売
ほ
か
各
紙
。

⑶　

佐
藤
孝
道
『
出
生
前
診
断
』
二
～
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）。

⑷　

板
倉
宏
「
堕
胎
の
罪
」
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
五
巻
』
一
九
二
頁
（
有
斐
閣
、一
九
六
五
年
）、前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
第
五
版
』
九
三
頁
（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）。

⑸　

判
時
九
四
五
号
六
五
頁
。

⑹　

判
時
一
一
〇
〇
号
八
九
頁
、
判
タ
五
〇
七
号
二
四
六
頁
。

⑺　

判
時
一
四
六
八
号
一
一
六
頁
。

⑻　

判
時
一
四
七
四
号
一
三
四
頁
、
判
タ
八
〇
九
号
一
八
九
頁
。

⑼　

判
時
一
六
二
八
号
七
一
頁
、
判
タ
九
五
六
号
二
三
九
頁
。

⑽　

A
bortion A

ct 1967, section 1 (1)(d) (2013).

⑾　

本
田
ま
り
「
出
生
前
診
断
に
対
す
る
主
要
国
の
法
制
度
・
フ
ラ
ン
ス
」
丸
山
英
二
編
『
出
生
前
診
断
の
法
律
問
題
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
八
年
）

六
〇
頁
。

⑿　

丸
山
英
二
「
出
生
前
診
断
に
対
す
る
主
要
国
の
法
制
度
・
ア
メ
リ
カ
」
丸
山
編
・
前
掲
書
注
⑾
四
三
頁
。

⒀　

See G
. T. H

ousem
an, W

rongful B
irth as N

egligent M
isrepresentation, 71(1) U

. Toronto Fac. L. R
ev. 9 (2013).
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

瀬
戸
山 　

晃　

一

─
─
生
命
倫
理
学
・
法
哲
学
の
視
点
か
ら
─
─

新
型
出
生
前
診
断
技
術
の
利
用
を
め
ぐ
る
倫
理
的
懸
念
の
考
察

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
昨
年
の
法
政
学
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
に
基
づ
き
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
よ
り
頂
い
た
コ
メ
ン
ト
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

当
日
は
時
間
の
関
係
等
で
充
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
も
含
め
て
、
今
後
の
日
本
で
の
開
か
れ
た
議
論
と
そ
れ
に
基
づ
く
ル
ー
ル
作
り
に

向
け
て
の
話
題
提
供
と
問
題
点
の
明
確
化
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
な
が
ら
以
下
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
者
と
し
て
の
依
頼
を
受
け
た
際
に
、
は
じ
め
に
ま
ず
自
問
し
た
こ
と
は
、
も
し
私
が
こ
れ
か
ら
子
ど
も
を
持
つ
場

合
、
こ
の
新
し
い
出
生
前
診
断
技
術
が
広
く
自
由
に
利
用
可
能
に
な
り
、
現
在
の
三
つ
の
染
色
体
異
常
以
外
の
遺
伝
性
疾
患
や
障
害
に
つ
い

て
同
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
の
女
性
の
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
し
た
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
仮
に
私
の
子
ど
も
を
懐
胎
し
て
い
る
女
性
が
、
検
査
を
利
用
し
た
い
と
言
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
合

理
的
で
説
得
的
な
理
由
を
提
示
で
き
る
か
も
自
問
し
て
み
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
、
そ
の
利
用
・
ア
ク
セ
ス
の
自
由
が

前
提
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
問
い
自
体
を
規
制
に
よ
り
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

大
阪
大
学
法
科
大
学
院
並
び
に
大
学
院
法
学
研
究
科
で
報
告
者
が
担
当
し
て
い
る
二
〇
一
三
年
度
後
期
「
生
命
倫
理
と
法
」
の
講
義
の
中

で
、
受
講
生
十
四
名
（
二
十
二
歳
～
三
十
歳
前
半
、
男
性
九
名
、
う
ち
一
名
は
法
学
研
究
科
修
士
課
程
、
女
性
五
名
、
う
ち
一
名
は
医
学
系

研
究
科
博
士
課
程
）
に
末
尾
の
参
考
文
献
ニ
ュ
ー
ト
ン
別
冊
『
遺
伝
と
ゲ
ノ
ム
～
ど
こ
ま
で
わ
か
る
の
か
』
所
収
の
「
き
ち
ん
と
知
り
た
い



─ 279 ─

『
新
型
出
生
前
診
断
』」
そ
の
他
の
資
料
を
用
い
、
そ
の
検
査
の
概
要
を
説
明
し
た
上
で
い
く
つ
か
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
結
果

で
あ
っ
た
⑴
。
自
分
（
妻
・
パ
ー
ト
ナ
ー
）
が
将
来
三
十
五
歳
以
上
の
高
齢
妊
娠
の
場
合
に
利
用
の
希
望
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、 

十
四
名
中
の
十
二
名
が
「
は
い
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
次
に
自
分
（
妻
・
パ
ー
ト
ナ
ー
）
が
将
来
三
十
五
歳
未
満
の
妊
娠
の
場
合
に
利

用
し
て
み
た
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
十
四
名
中
の
十
一
名
が
「
は
い
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
現
在
検
査
で
き
る
こ
と
以
外
の

病
気
や
遺
伝
子
疾
患
に
つ
い
て
検
査
が
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
利
用
し
て
み
た
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、十
四
名
中
の
十
三
名
が「
は

い
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
若
干
反
対
の
受
講
生
も
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
、
肯
定
的
な
反
応
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

生
殖
補
助
医
療
や
検
査
診
断
技
術
の
進
歩
は
日
々
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
進
ん
で
お
り
、
そ
の
新
た
な
倫
理
的
社
会
的
含
意
と
そ
れ
へ
の
法

的
対
応
が
追
い
つ
い
て
い
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
代
医
療
の
様
々
な
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
で
生
じ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
新
し

い
医
療
技
術
の
進
歩
と
利
用
可
能
性
は
、
人
々
に
生
殖
に
か
か
わ
る
選
択
肢
を
増
や
す
の
み
で
は
な
い
。
生
と
死
に
人
為
的
に
介
入
す
る
こ

と
で
、
新
た
な
倫
理
的
社
会
的
問
題
が
生
じ
た
り
、
我
々
の
伝
統
的
な
死
生
観
や
家
族
の
関
係
性
の
あ
り
方
に
も
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で
強
い

影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
と
い
う
事
実
問
題
と
そ
れ
を
利
用
（
ア
ク
セ
ス
）
す
る
自
己
決
定
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
と

い
う
規
範
（
当
為
）
問
題
を
別
次
元
の
も
の
と
し
て
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
、
生
命
倫
理
学
や
法
哲
学
の
学
的
営
為
が
あ
る
。

　

本
小
論
で
は
、
学
会
で
の
報
告
を
振
り
返
り
、
母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
診
断
技
術
が
提
起
す
る
倫
理
的
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

試
み
た
い
。
ま
ず
、
次
節
で
こ
の
「
新
」
技
術
が
提
起
し
て
い
る
倫
理
的
な
懸
念
と
問
題
性
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
倫
理
的
な
問
題
性
や
懸
念
は
、
本
質
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
倫

理
的
な
懸
念
と
問
題
性
の
主
張
の
是
非
に
対
す
る
考
察
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
生
命
倫
理
学
の
四
原
則
や
法
規
制
の
四
原
理
の
観
点
か
ら
理

論
的
な
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
や
議
論
が
提
起
す
る
、
真
の
倫
理
的
問
い
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
行
い
、
論
点
を
整

理
し
て
お
く
こ
と
で
、
今
後
の
法
政
策
の
あ
り
方
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
に
向
け
て
の
、
一
般
の
開
か
れ
た
議
論
の
た
め
の
知
的
枠
組
み
の

提
供
の
ひ
と
つ
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
、
倫
理
的
懸
念
・
社
会
的
問
題
性
と
そ
の
含
意

　

二
〇
一
三
年
四
月
よ
り
特
定
の
病
院
と
施
設
で
臨
床
研
究
と
し
て
一
定
の
条
件
の
も
と
で
始
ま
っ
た
妊
婦
の
母
体
血
に
よ
る
「
新
型
出
生

前
診
断
」
と
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
他
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
無
侵
襲
的
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ (Noninvasive Prenatal 

Diagnosis) 

あ
る
い
は
母
体
血Cell-free DNA

胎
児
染
色
体
検
査
ｃ
ｆ
ｆ
Ｎ
Ａ (m

aternal blood cell-free fetal nucleic acid test) 

に

対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
倫
理
的
な
懸
念
や
問
題
性
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
臨
床
研
究
の
開
始
に
先
立
っ
て
日
本
産
婦
人
科

学
会
が
二
〇
一
三
年
三
月
九
日
に
発
表
し
た
「
母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
指
針
」⑵
で
も
同
様
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
考
え
う
る
主
張
も
含
め
概
ね
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
母
体
血
の
採
取
の
み
で
検
査
が
可
能
な
の
で
、
従
来
の
羊
水
検
査
よ
り
も
母
体
に
対
す
る
侵
襲
性
が
非
常
に
軽
く
、
羊
水
穿
刺
の
よ

う
に
胎
児
の
流
産
の
リ
ス
ク
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
検
査
の
容
易
さ
と
リ
ス
ク
の
な
さ
か
ら
、
よ
り
多
く
の
妊
婦
が
十
分
な
知
識
や
検
査

へ
の
認
識
を
持
た
ず
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
検
査
結
果
に
つ
い
て
誤
解
す
る
可
能
性
が
あ
る
。（
倫
理
的
懸
念
①
）

（
２
）
検
査
の
リ
ス
ク
の
な
さ
と
容
易
さ
か
ら
、
一
般
的
に
普
及
し
て
い
く
と
、
検
査
を
す
る
こ
と
の
妊
婦
へ
の
心
理
的
圧
力
を
強
化
さ
せ
、

ダ
ウ
ン
症
候
群
児
の
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
優
生
学
的
懸
念
が
あ
る
。（
倫
理
的
懸
念
②
）

（
３
）
し
た
が
っ
て
、
こ
の
検
査
で
二
十
一
番
目
の
染
色
体
が
ト
リ
ソ
ミ
ー
の
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
胎
児
の
選
択
的
中
絶
（
命
の
選
別
）
を
促

す
結
果
と
な
り
、
特
定
の
障
害
者
差
別
の
助
長
や
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
人
々
の
人
口
が
減
る
こ
と
で
、
社
会
的
政
治
的
地
位
を
さ
ら
に
弱

く
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。（
倫
理
的
懸
念
③
）

　

新
聞
報
道
な
ど
に
よ
る
と
、
こ
の
一
年
で
七
千
七
百
七
十
五
人
（
開
始
半
年
の
受
診
者
数
は
三
千
五
百
十
四
名
）
が
日
本
国
内
で
新
型
出

生
前
診
断
を
受
け
、
そ
の
う
ち
全
体
の
一
・
八
％
に
あ
た
る
一
四
一
人
が
陽
性
と
判
定
さ
れ
た
⑶
。
こ
の
数
ヶ
月
は
、
検
査
を
受
け
る
妊
婦

が
月
に
七
百
〜
八
百
人
程
度
で
推
移
し
て
い
る
と
い
う
⑷
。
米
国
で
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
一
二
年
に
約
百
三
十
万
人
が
新
型
な
ど
の
出
生

前
診
断
を
受
け
て
い
る
と
の
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
⑸
。
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日
本
に
お
い
て
も
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
義
務
付
け
ら
れ
る
臨
床
研
究
の
段
階
を
過
ぎ
て
、
一
般
診
療
に
組
込
ま
れ
た
り
、
仮
に
保
険

診
療
に
収
載
さ
れ
る
な
ら
ば
、
検
査
を
利
用
す
る
妊
婦
は
急
増
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
先
に
整
理
し
た
倫
理
的
な
懸
念

は
現
実
の
問
題
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
何
ら
か
の
法
的
な
規
制
の
対
象
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

倫
理
的
懸
念
①
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
解
決
で
き
る
部
分
が
あ
る
が
、
現
在
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
の
検
査
を
受
け
る
希
望

者
数
に
対
し
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
数
が
足
り
て
い
な
い
現
状
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
充
分
な
相
談
対
応
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
が
整

え
ば
、
倫
理
的
懸
念
①
は
解
消
で
き
る
。
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
や
り
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
専
門
化
不
足
を
あ
る
程
度
解
消
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
倫
理
的
懸
念
②
と
③
は
、
自
己
決
定
の
結
果
と
し
て
の
非
強
制
的
な
自
発
的
検
査
の
結
果
と
し
て
の
マ
ス
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
児
の
選
択
的
中
絶
を
認
め
る
限
り
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
体
制
整
備
の
み
で
は
、
解
消
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

生
命
倫
理
学
者
に
も
リ
ベ
ラ
ル
な
優
生
学
（
強
制
的
な
国
の
政
策
で
は
な
く
、
自
己
決
定
の
結
果
と
し
て
遺
伝
子
に
介
入
し
て
障
害
を
予

防
し
た
り
命
の
選
別
や
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
こ
と
）
の
正
当
性
を
主
張
す
る
論
者
も
お
り
⑹
、
産
む
産
ま
な
い
の
生
殖
の
判
断
を
女
性

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
自
己
決
定
権
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に
命
の
選
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
母
体
保
護
法

で
は
、
周
知
の
よ
う
に
二
十
二
週
未
満
の
中
絶
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
事
実
上
中
絶
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
中

絶
自
体
を
阻
止
す
る
こ
と
は
事
実
上
で
き
な
い
運
用
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
選
択
的
中
絶
で
命
の
選
別
を
行
う
こ
と
へ
の
反
対
の
理
由
と
し

て
は
、
倫
理
的
懸
念
②
と
③
の
論
拠
を
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
ほ
ど
行
い
、
そ
の
前
に
こ
れ
ら
の
倫
理
的
懸
念
は
新

型
の
検
査
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
次
節
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
倫
理
的
に
「
新
型
」
で
あ
る
の
か
？

　

こ
れ
ら
の
倫
理
的
懸
念
は
、
胎
児
へ
の
リ
ス
ク
が
想
定
さ
れ
ず
容
易
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
「
新
型
」
出
生
前
診
断
検
査
普
及
に
よ
る
選

択
的
中
絶
に
よ
っ
て
新
た
に
提
起
さ
れ
る
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。選
択
的
中
絶
＝
命
の
選
別
に
つ
な
が
る
出
生
前
の
検
査
は
、今
に
始
ま
っ
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た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
も
羊
水
検
査
や
絨
毛
検
査
、
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
な
ど
が
既
に
広
く
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も

同
様
の
倫
理
的
な
問
題
性
は
指
摘
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
優
生
学
思
想
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
も
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新

型
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
絨
毛
検
査
の
流
産
率
が
約
一
％
、
羊
水
検
査
の
流
産
率
が
約
〇
・
三
％
出
る
の
に
対
し
て
、
流
産
の
危
険
性
が
な

い
非
侵
襲
的
な
検
査
で
あ
り
、
羊
水
検
査
よ
り
も
数
週
間
早
い
九
〜
十
週
目
以
降
検
査
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
技
術
的
な
新
し
さ
と
、

九
十
九
％
の
陰
性
的
中
率
で
精
度
は
高
い
が
、
陽
性
の
確
定
診
断
は
単
独
で
は
で
き
な
い
と
い
う
限
界
性
に
あ
る
。
倫
理
的
な
問
題
性
や
懸

念
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
は
、
古
く
か
ら
の
優
生
思
想
の
問
題
性
と
基
本
的
に
は
同
質
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
数
が
増
え
、
一
般
的
に

普
及
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
性
や
懸
念
の
量
が
拡
大
し
、
度
合
い
が
強
ま
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
、
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
数
が
多
く
な
れ
ば
、
社
会
的
な
含
意
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
、
従
来
か
ら
の
検
査
も
含
め
真

剣
に
検
討
す
る
必
要
が
よ
り
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

三
、
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
諸
原
則
と
法
哲
学
に
お
け
る
自
由
規
制
の
諸
原
理
か
ら
の
考
察

　

現
代
の
英
米
の
生
命
倫
理
学
は
、医
療
を
め
ぐ
る
倫
理
的
な
葛
藤
や
問
題
性
に
対
す
る
処
方
箋
を
考
察
す
る
枠
組
み
と
し
て
、「
自
律
尊
重
」

（Respect  for Autonom
y

）、「
無
危
害
・
不
悪
行
」（Non-m

aleficence

）、「
善
行
・
慈
善
」（Beneficence, Benevolence

）、「
公
正
・

正
義
」（Justice, Fairness

）
と
い
う
基
本
的
な
原
則
の
調
整
で
も
っ
て
、
対
応
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
⑺
。
ま
た
、
法
哲
学

や
社
会
哲
学
の
規
範
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
人
々
の
自
己
決
定
・
自
由
を
制
約
す
る
原
則
と
し
て
、「
危
害
防
止
原
理
」（Harm

 
Principle

）、「
不
快
防
止
原
理
」（Offence Principle

）、「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（Paternalism

）、「
モ
ラ
リ
ズ
ム
」（M

oralism

）
の
四

原
則
か
ら
法
規
制
の
正
当
性
を
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
⑻
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

（
１
）
自
律
尊
重
の
原
則
と
ハ
ー
ム
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（
危
害
防
止
原
理
）

　

生
命
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
患
者
や
医
療
消
費
者
の
自
発
的
な
自
己
決
定
と
自
律
が
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
本
的
に
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他
者
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
や
第
三
者
の
自
由
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
、
自
己
決
定
の
自
由
＝
自
律
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
か
ら
の
羊
水
検
査
と
異
な
り
母
体
血
に
よ
る
新
型
出
生
前
診
断
は
、
非
侵
襲
的
で
あ
り
、
感
染
症
や
流
産
の
危
険
性
が
少
な
く
、
陰

性
的
中
率
が
非
常
に
高
い
。
検
査
を
し
た
高
齢
妊
娠
の
妊
婦
の
約
九
十
八
％
は
陰
性
の
結
果
が
出
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
リ

ス
ク
の
あ
る
侵
襲
的
な
羊
水
検
査
を
陽
性
が
出
な
い
限
り
避
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
約
九
十
八
％
の
高
齢
出
産
の
妊
婦
は
、流
産
率
が
約
〇
・

三
％
の
羊
水
検
査
や
流
産
率
が
約
一
％
の
絨
毛
検
査
を
し
な
い
選
択
を
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
、
流
産
す
る
多
く
の
命
を
助
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
に
お
け
る
新
型
出
生
前
診
断
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
救
え

る
胎
児
の
命
の
重
み
も
倫
理
的
な
判
断
に
お
い
て
考
慮
に
値
す
る
重
み
を
持
っ
て
い
る
。

　

ま
た
羊
水
検
査
よ
り
も
約
五
週
間
以
上
早
く
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
絶
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
よ
り

長
い
期
間
を
も
っ
て
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
人
の
生
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
や
家
族
間
で
じ
っ
く
り
と
話
し
合
っ
て
最
終
的
な
判
断
に
い
た
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
も
新
型
出
生
前
検
査
の
メ
リ
ッ
ト
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
新
型
出
生
前
診
断
は
、
非
侵
襲
的
で
流

産
の
危
険
性
の
な
い
検
査
手
段
を
提
供
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
早
い
段
階
で
検
査
が
で
き
、
中
絶
す
る
か
産
む
か
の
決
断
を
す
る
ま
で
に

時
間
的
余
裕
が
あ
る
の
で
情
報
収
集
を
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
て
パ
ー
ト
ナ
ー
と
も
し
っ
か
り
と
相
談
で
き
る
の
で
、
妊
婦
の
自
律

を
増
大
さ
せ
る
と
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
も
あ
る
⑼
。

　

し
か
し
、
新
型
出
生
前
診
断
と
結
果
に
基
づ
く
選
択
的
中
絶
は
、
妊
婦
の
純
粋
な
意
味
で
の
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
決
定
が
、
胎
児
の
命
の
選
別
に
つ
な
が
り
、
胎
児
と
い
う
第
三
者
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
出
生
前
診
断
と

選
択
的
中
絶
の
問
題
は
、
親
の
中
絶
の
自
己
決
定
権
・
自
律
と
胎
児
の
生
命
権
が
対
立
す
る
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
他
人

に
危
害
が
及
ぶ
場
合
の
み
行
為
の
自
由
は
法
的
に
禁
止
す
る
べ
き
で
あ
る
と
「
危
害
防
止
原
理
」
を
唱
え
た
。「
胎
児
」
を
人
で
あ
る
と
み

な
す
な
ら
ば
、
中
絶
は
胎
児
の
生
命
の
抹
殺
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日
本
社
会
は
胎
児
に
対
し
て
異
な
っ
た
法

的
地
位
を
与
え
て
い
る
。
母
体
保
護
法
で
一
定
の
条
件
の
も
と
で
の
妊
娠
中
絶
が
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
の
自
己
決
定
権
の

問
題
と
し
て
、
胎
児
の
生
命
に
対
し
て
、
親
の
自
己
決
定
、
自
律
の
尊
重
を
優
先
し
て
い
る
。
ダ
ウ
ン
症
候
群
児
の
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
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検
査
と
し
て
機
能
す
る
優
生
学
的
懸
念
は
、
よ
り
多
く
の
障
害
あ
る
生
が
中
絶
に
よ
り
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
親
の
自
己
決
定
の
名
の
も

と
に
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
ベ
イ
ビ
ー
へ
の
欲
望
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。
生
命
倫
理
の
議
論
に
は
、
胎
児
に
人

格
的
発
達
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
中
絶
の
是
非
を
論
じ
る
パ
ー
ソ
ン
論
も
存
在
す
る
。
ま
た
人
格
が
充
分
形
成
さ
れ
る
前
で
あ
っ
て
も
、

後
に
形
成
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
で
胎
児
に
異
な
っ
た
道
徳
的
扱
い
を
す
る
主
張
も
あ
り
得
る
。
新
型
の
出
生
前
診
断
は
、
早
い

段
階
か
ら
検
査
が
可
能
で
あ
り
、
羊
水
検
査
な
ど
の
確
定
診
断
を
待
た
ず
に
中
絶
の
選
択
を
す
る
場
合
に
は
、
人
格
形
成
が
よ
り
未
成
熟
な

早
い
段
階
で
の
中
絶
が
可
能
と
な
り
、
倫
理
的
非
難
性
は
そ
の
分
、
少
な
く
な
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。⑽

　

特
に
社
会
的
な
合
意
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
価
値
観
や
道
徳
観
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
る
よ
う
な
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
に
お
い
て
は
、

唯
一
の
正
し
い
答
え
は
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
社
会
的
多
数
派
の
道
徳
観
や
倫
理
を
押
し
付
け
、
本
人
の
自
己
決

定
に
干
渉
す
る
こ
と
は
、
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
自
己
決
定
の
結
果
を
引
き
受
け
る
の
は
当
事
者
本
人
で
あ
る
。
何
が
結

果
的
に
望
ま
し
く
正
し
い
決
断
な
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
は
多
々
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
の
帰
結
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
本
人

の
自
己
決
定
と
自
由
を
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
リ
ベ
ラ
ル
な
知
的
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
出
生
前
診
断
と
選
択
的
中
絶
の
判

断
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
産
ん
で
育
て
る
の
は
、
通
常
他
な
ら
な
い
親
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
の
自
己
決
定
に
任

せ
る
の
が
妥
当
な
ル
ー
ル
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

た
だ
、『
自
由
論
』
の
中
で
、
危
害
防
止
原
理
を
唱
え
て
い
る
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
自
己
に
関
す
る
こ
と
は
本
人
が
ベ

ス
ト
ジ
ャ
ッ
ジ
で
あ
る
と
す
る
。
出
生
前
診
断
と
選
択
的
中
絶
は
、
胎
児
の
生
命
と
い
う
第
三
者
の
生
命
が
介
在
し
て
お
り
、
純
粋
な
自
己

決
定
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
危
害
防
止
原
理
を
適
用
し
、
胎
児
に
対
す
る
危
害
（
生
の
剥
奪
）
を

防
止
す
る
た
め
に
、
出
生
前
診
断
を
禁
止
・
制
約
す
る
と
い
う
見
解
も
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
モ
ラ
リ
ズ
ム
（
道
徳
強
制
主
義
）

　

社
会
道
徳
に
反
す
る
行
為
や
自
由
は
、
規
制
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
モ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
殺
は
道
徳
に
反
す
る

の
で
禁
止
す
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
刑
法
で
は
、
処
罰
根
拠
か
ら
モ
ラ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
排
除
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
私
法
で
は
私
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人
間
の
同
意
の
あ
る
契
約
で
あ
っ
て
も
、
公
序
良
俗
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
モ
ラ
リ
ズ
ム
的
根
拠
に
基
づ

く
も
の
も
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
教
上
の
理
由
や
、
道
徳
的
な
見
解
か
ら
、
中
絶
し
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
く
る
障
害
を
負
う
胎
児
も
、
生
命
で
あ
り
、
中
絶

す
る
こ
と
は
、
不
道
徳
な
行
為
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
モ
ラ
リ
ズ
ム
的
主
張
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
立
場
で
は
、
障
害
を
選
択
的
中
絶
の
理
由
と
は
で
き
ず
、
一
般
的
な
健
康
人
の
中
絶
自
体
の
正
当
性
も
同
時
に
問
題
視
さ
れ
、
現
行
の
母

体
保
護
法
や
そ
の
運
用
、
そ
し
て
従
来
か
ら
の
出
生
前
診
断
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
新
型
出
生
前
診
断
は
、
陰
性
的
中
率

が
九
十
九
％
で
あ
る
と
し
て
も
、
陽
性
的
中
率
は
、
少
し
感
度
が
落
ち
、
た
と
え
陽
性
の
結
果
が
で
て
も
、
陽
性
の
中
の
約
一
割
は
、
羊
水

検
査
な
ど
で
確
定
診
断
を
す
る
と
偽
陽
性
の
結
果
に
な
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
⑾
。
こ
の
こ
と
は
、
母
体
血
の
み
の
出
生
前
診
断

で
十
週
以
降
早
い
段
階
で
陽
性
結
果
が
出
た
妊
婦
が
、
十
五
週
以
降
可
能
に
な
る
羊
水
検
査
を
受
け
ず
、
す
な
わ
ち
確
定
診
断
を
待
た
ず
し

て
、
中
絶
し
、
そ
の
中
に
は
染
色
体
異
常
で
は
な
い
胎
児
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
一
定
程
度
残
る
の
で
あ
る
。
健
康
で
あ
る
子
ど
も
を

障
害
の
リ
ス
ク
か
ら
中
絶
す
る
結
果
に
な
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
不
道
徳
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
定
程
度
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

従
来
か
ら
使
用
可
能
で
あ
る
超
音
波
診
断
法
や
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
も
同
様
に
非
確
定
的
検
査
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
新
型
出
生
前
診
断

の
み
の
特
別
な
非
道
徳
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
無
危
害
・
不
悪
行
の
原
則
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
自
己
危
害
防
止
原
理
）

　

無
危
害
・
不
悪
行
の
原
則
と
は
、
医
師
な
ど
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
、
自
殺
す
る
た
め
の
薬
を
処
方
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
禁

止
す
る
原
則
で
あ
る
。
ま
た
本
人
の
意
思
に
反
し
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
患
者
の
生
命
を
い
た
ず
ら
に
伸
ば
し
苦
し
め
た
り
、
無
益
な
過

剰
医
療
を
行
う
こ
と
は
こ
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
危
害
を
防
止
す
る
処
置
を
講
じ
る
こ
と
ま
で
を
責
務
と
す
る
な
ら
ば
、
制

約
諸
原
理
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
原
理
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
に
お
い
て
は
、
感
染
症
な
ど
の
危

険
の
あ
る
従
来
の
羊
水
穿
刺
検
査
と
異
な
り
、
母
体
血
を
採
取
す
る
の
み
で
実
施
可
能
な
の
で
妊
婦
や
胎
児
に
対
す
る
侵
襲
性
や
危
険
も
な

く
、
ま
た
自
己
決
定
の
主
体
で
あ
る
母
親
に
対
し
て
も
、
無
危
害
の
原
則
に
適
う
も
の
で
、
そ
の
分
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
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も
可
能
で
あ
る
⑿
。

（
４
）
善
行
・
慈
善
の
原
則
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
自
己
利
益
増
進
原
理
）

　

次
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
野
畑
当
学
会
新
理
事
長
か
ら
頂
戴
し
た
コ
メ
ン
ト
で
も
言
及
さ
れ
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
倫
理
的
な

懸
念
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
本
人
自
身
の
福
利
の
た
め
に
自
由
を
制
約
し
た
り
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
⒀
。
一
定
の
障
害
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
は
、
特
に
高
齢
出
産
の
場
合
、
年
齢
の
離
れ
た
親
が
先
立
つ
と
、
ハ
ン
デ
ィ

を
背
負
っ
た
障
害
者
を
愛
情
を
持
っ
て
面
倒
を
見
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
子
ど
も
本
人
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
る

と
み
な
す
こ
と
は
、
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
主
張
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
主
張
が
説
得
性
を
有
す
る
な
ら
ば
、
胎

児
の
将
来
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
、
親
の
自
律
の
尊
重
と
胎
児
へ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
配
慮
が
補
強
し
合
い
検
査
利

用
と
中
絶
の
倫
理
的
非
難
性
は
健
康
な
胎
児
の
中
絶
の
場
合
よ
り
も
む
し
ろ
軽
く
な
ろ
う
。

　

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
二
〇
一
二
年
十
月
の
障
害
者
虐
待
防
止
法
の
施
行
後
半
年
で
、
全
国
の
自
治
体
に
計

四
千
五
百
二
件
の
虐
待
の
相
談
や
通
報
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
千
五
百
二
十
四
件
、
千
六
百
九
十
九
人
が
虐
待
を
受
け
た
と
認
定
さ
れ
、
そ
の

う
ち
家
族
や
親
族
ら
に
よ
る
虐
待
が
千
三
百
十
一
件
で
八
十
六
％
を
超
え
て
い
る
⒁
。
こ
の
数
だ
け
で
は
、
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
環
境
要

因
が
分
か
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
障
害
あ
る
人
の
生
や
、
家
族
に
と
っ
て
も
障
害
を
背
負
っ
て
の
家
族
の
世
話
は

大
変
な
負
担
に
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
ひ
と
つ
の
根
拠
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
日
本
社
会
に
お
け
る
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
存
在
や
理
解
不
足
な
ど
の
現
状
を
考
え
る
と
、
障
害
の
程
度
や
親
の
経
済
力
な
ど
に

も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
に
と
っ
て
、
一
定
以
上
の
重
篤
な
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
生
が
、
か
わ
い
そ
う
と
い

う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
見
解
を
持
つ
人
々
や
妊
婦
も
実
際
に
は
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
親
が
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ

て
く
る
子
ど
も
を
愛
情
を
も
っ
て
育
て
る
自
信
と
勇
気
が
な
け
れ
ば
、
結
局
は
子
ど
も
に
と
っ
て
も
健
康
で
あ
る
場
合
よ
り
も
相
対
的
に
不

幸
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
み
な
す
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
主
張
を
共
有
す
る
人
々
も
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
⒂
。

　

さ
ら
に
ま
た
日
本
は
、
自
殺
者
数
が
毎
年
三
万
人
前
後
で
、
人
口
に
比
し
て
多
い
国
で
あ
り
、
そ
の
動
機
は
、
健
康
問
題
が
一
番
多
く
約
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半
数
を
占
め
、
家
庭
問
題
が
理
由
の
も
の
で
は
、
子
育
て
の
悩
み
や
介
護
看
病
疲
れ
、
被
虐
待
な
ど
に
よ
る
自
殺
も
見
受
け
ら
れ
る
⒃
。

　

ま
た
、
親
に
対
し
て
も
、
健
康
な
子
ど
も
一
人
を
育
て
る
こ
と
も
非
常
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ

と
は
、
親
が
仕
事
や
キ
ャ
リ
ア
の
多
く
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
他
に
子
ど
も
が
い
る
場
合
、
教
育
費
そ
の
他
で
、
兄

弟
姉
妹
に
し
わ
寄
せ
が
来
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
既
に
障
害
を
有
す
る
子
ど
も
が
い
る
場
合
に
は
、
二
子
が
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
、

他
の
障
害
を
有
す
る
子
ど
も
へ
の
世
話
と
配
慮
が
行
き
届
か
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
容
易
に
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
て
は
、
た
と
え
負
担
が
大
き
く
て
も
育
て
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
モ
ラ
リ
ス
ト
の
反
論
も
あ
り
得
る
。
ま
た
育
て

る
自
信
が
な
く
と
も
、
実
際
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
家
族
で
、
そ
う
で
な
い
家
族
よ
り
幸
せ
な
家
族
は
、
一
定
数
以
上
存
在

す
る
と
障
害
者
の
家
族
が
事
実
を
示
す
こ
と
で
反
論
を
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
小
論
で
は
、
ど
ち
ら
の
主
張
が
説
得
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
が
、
説
得
的
で
あ
る
と

仮
に
言
え
た
と
し
て
も
、問
題
の
核
心
は
、説
得
性
の
強
さ
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、幸
せ
や
不
幸
と
い
っ

た
概
念
が
主
観
的
で
客
観
的
に
測
定
で
き
ず
、
ま
た
世
間
一
般
的
に
は
幸
せ
に
思
え
る
よ
う
な
人
で
も
人
生
に
悲
嘆
し
て
自
殺
す
る
者
も
い

る
。
さ
ら
に
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
は
、
自
殺
は
究
極
の
自
己
決
定
で
あ
っ
て
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
自
体
は
悲
し
い
現
実
で
は
あ

る
が
、
苦
し
い
生
か
ら
免
れ
る
た
め
に
死
を
自
ら
選
択
す
る
自
由
は
、
最
大
限
尊
重
す
る
べ
き
と
い
う
主
張
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
障
害
あ
る
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
、
本
人
に
と
っ
て
幸
せ
か
ど
う
か
を
本
人
不
在
の
ま
ま
親
の
価
値
観
で
外
か
ら

判
断
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
主
張
や
議
論
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

（
５
）「
公
平
性
・
正
義
」
の
原
則
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
法
規
制
の
限
界　

　

周
知
の
よ
う
に
、
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
医
療
の
分
野
で
も
加
速
度
的
に
進
ん
で
き
て
お
り
、
代
理
出
産
や
卵
子
売
買
、
臓
器
移
植

な
ど
、
よ
り
費
用
の
安
い
国
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
認
め
ら
れ
て
い
る
国
や
地
域
に
行
っ
て
、
自
国
で
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
先
端
医
療
を
買

う
「
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
は
、
現
在
も
米
国
の
医
療
機
関
に
母
体
血
を
送
っ
て
検
査
が
行
わ

れ
て
お
り
、
本
人
が
海
外
に
行
か
な
く
と
も
、
物
理
的
に
は
検
査
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
国
内
で
法
的
に
禁
止
し
て
も
、
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条
件
の
緩
や
か
な
海
外
に
行
っ
て
実
施
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
一
握
り
の
富
裕
層
で
な
く
と
も
一
定
の
経
済
力
が
あ
れ
ば
可
能
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
は
、
日
本
国
内
で
規
制
す
る
こ
と
の
実
効
性
が
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
と
い
え
る
。
今
後
、
検
査
可
能
な
疾
患
の
リ

ス
ト
が
増
え
た
場
合
に
、
日
本
で
認
め
ら
れ
な
く
と
も
海
外
で
検
査
が
行
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
は
、
全

面
禁
止
す
る
と
い
う
の
で
は
、
経
済
力
の
格
差
に
よ
り
、
利
用
可
能
性
に
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
広
い
意
味
で
の
生
命
倫
理
の
基

本
原
理
で
あ
る
「
公
正
性
」
の
原
則
が
崩
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

法
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
と
し
て
は
、
医
療
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
避
け
て
通
れ
ぬ
現
状
に
お
い
て
は
、
禁
止
に
よ
る
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
闇
市
場
創
出
の
問
題
な
ど
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
一
定
の
容
認
は
倫
理
的
な
問
題
性
が
あ
っ
て
も
、
政
策
論
と
し
て
は
総
合
的
に

判
断
す
る
と
結
果
的
に
倫
理
性
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
得
る
。
検
査
の
事
前
や
事
後
の
充
分
な
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け

る
こ
と
を
義
務
付
け
た
り
、
障
害
あ
る
生
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
啓
蒙
活
動
に
よ
る
教
育
を
普
及
さ
せ
た
り
な
ど
、
一
定
の
条
件
を
設

定
し
た
上
で
、
倫
理
的
な
懸
念
は
完
全
に
は
払
拭
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
も
理
解
し
た
上
で
も
、
検
査
を
許
容
す
る
し
か
現

実
の
選
択
肢
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。

（
６
）
オ
フ
ェ
ン
ス
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（
不
快
防
止
原
理
）
と
「
公
正
・
正
義
」（Justice, Fairness

）
の
原
則

　

不
快
防
止
原
理
は
、
行
為
の
自
由
が
、
特
定
の
他
者
や
社
会
の
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
に
と
っ
て
、
物
理
的
危
害
ま
で
は
惹
起
し
な

く
と
も
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
不
快
感
を
与
え
て
し
ま
う
場
合
に
一
定
の
規
制
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
倫
理
的
懸
念
③
の
特
定
の
障
害
者
差
別
の
助
長
や
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
人
口
が
減
る
こ
と
で
、
社
会
的
政
治
的
地
位
を
さ
ら
に
弱

く
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
と
い
う
懸
念
か
ら
の
主
張
の
妥
当
性
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、選
択
的
中
絶
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、障
害
を
背
負
い
な
が
ら
も
精
一
杯
生
き
て
い
る
障
害
者
や
そ
の
世
話
を
し
な
が
ら
人
生
を
送
っ

て
い
る
家
族
の
生
の
営
み
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ク
ラ
イ
シ
ス
に
晒
さ
れ
、
心
理
的
な
不
快
感
を
受
け
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
障
害
を
背
負
い
生
き
て
い
る
同
じ
気
持
ち
を
分
か
ち
合
え
る
仲
間
・
同
士
の
数
が
減
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
、
心
理
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
友
人
が
減
っ
て
し
ま
い
、
相
談
す
る
相
手
が
い
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
不
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利
益
を
受
け
て
し
ま
う
。
一
定
数
以
上
の
同
じ
障
害
を
有
す
る
人
々
が
世
間
の
目
に
触
れ
る
こ
と
で
、
無
知
に
よ
る
偏
見
や
差
別
を
少
な
く

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
選
択
的
中
絶
が
増
え
る
こ
と
で
、
患
者
会
や
家
族
や
支
援
団
体
の
数
や
組
織
力
も
小
さ
く

な
り
、
政
治
的
な
発
言
力
が
弱
ま
り
、
国
や
行
政
か
ら
の
支
援
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
結
果
的
に
不
利
益
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
同
じ
障
害
者
の
数
が
減
る
こ
と
で
合
併
症
や
治
療
の
研
究
が
促
進
さ
れ
ず
、
治
療
開
発
が
遅
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
懸
念
は
、
不
快
防
止
原
理
を
超
え
た
、
現
実
の
生
活
の
基
盤
に
関
わ
る
死
活
問
題
に
直
結
す
る
か
も
し
れ
な
い
要
素
も
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
声
や
問
題
は
、
障
害
者
や
ご
家
族
の
方
々
に
と
っ
て
は
、
深
刻
な
懸
案
事
項
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
懸
念
へ
の
対
応
は
、
障
害
者
の
数
を
維
持
し
た
り
増
や
す
こ
と
で
解
消
す
る
の
が
適
切
な
解
決
法
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
障
害
者
の

数
に
よ
り
、
支
援
に
差
が
出
る
こ
と
自
体
が
社
会
的
政
治
的
に
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
処
方
箋
を
中
絶
防
止
以
外
の
方
法
で

見
出
す
こ
と
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
真
の
検
討
課
題　
～
線
引
き
問
題
と
滑
り
坂
理
論
～  　

　

現
在
日
本
で
の
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
は
、
二
十
一
ト
リ
ソ
ミ
ー
で
あ
る
ダ
ウ
ン
症
候
群
と
、
よ
り
重
篤
な
十
三
ト
リ
ソ
ミ
ー
と
十
八
ト
リ
ソ
ミ
ー
の

高
い
陰
性
的
中
率
の
検
査
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
性
染
色
体
に
つ
い
て
も
検
査
で
き
、
胎
児
の
性
別

を
同
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
今
後
検
査
技
術
が
進
歩
す
る
に
伴
っ
て
、
非
侵
襲
的
で
流
産
等
の
リ
ス
ク
が
な
く
、
低
コ
ス
ト
の
母
体

血
に
よ
る
出
生
前
検
査
に
よ
っ
て
、
様
々
な
遺
伝
性
疾
患
や
将
来
発
症
す
る
癌
そ
の
他
の
遺
伝
子
異
常
を
高
い
確
率
で
同
定
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
⒄
。
技
術
的
に
可
能
な
検
査
の
ど
こ
ま
で
を
出
生
前
の
妊
婦
に
利
用
可
能
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

線
引
き
の
た
め
に
は
疾
患
の
重
篤
度
と
生
後
の
余
命
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
命
の
質
）
の
推
測
に
よ
る
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
生
命
倫
理
を
め
ぐ

る
議
論
に
、
滑
り
坂
理
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
個
別
的
に
検
討
す
る
と
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
行
為
で
あ
っ
て
も
、
一
旦
認
め
て
し

ま
う
と
次
第
に
拡
大
し
て
い
っ
て
ブ
レ
ー
キ
の
利
か
な
い
坂
を
下
っ
て
行
く
よ
う
に
、
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
典
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型
的
な
議
論
は
、
ひ
と
た
び
自
発
的
な
消
極
的
安
楽
死
を
、
厳
し
い
条
件
の
下
で
認
め
る
と
、
や
が
て
、
強
制
的
な
自
発
性
の
な
い
積
極
的

安
楽
死
ま
で
も
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
を
ど
の
よ
う
な
条
件
で
認
め
る
の
か
は
、
実
質
的

な
判
断
が
必
要
で
、
ど
こ
か
で
線
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
線
引
き
の
範
囲
が
次
第
に
緩
や
か
に
広
が
っ
て
い
き
、
閾
値
を
越
え

る
と
ブ
レ
ー
キ
が
利
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
滑
り
坂
理
論
に
基
づ
く
議
論
は
、
医
療
や
生
命
倫
理
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
中
で
、
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
剣
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な

懸
念
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
九
九
七
年
に
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
前
、
脳
死
を
死
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
が
、
法

に
よ
る
正
当
性
が
与
え
ら
れ
て
、
一
定
の
厳
し
い
条
件
の
も
と
で
は
あ
る
が
、
臓
器
移
植
の
事
例
が
日
常
的
に
報
道
さ
れ
て
い
く
と
、
脳
死

を
死
と
み
な
す
こ
と
に
抵
抗
が
少
な
く
な
る
と
い
う
現
象
が
あ
り
え
る
。
行
動
経
済
学
な
ど
の
洞
察
や
知
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
状
や

慣
行
に
対
し
て
、
人
々
は
抵
抗
を
示
さ
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ル
ー
ル
や
事
実
の
積
み
重
ね
は
、
当
初
人
々
が
有
し
て
い
た
倫
理
的
な
懸

念
や
抵
抗
を
無
意
識
に
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
我
々
は
敏
感
で
あ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
⒅
。
そ

の
意
味
で
、
母
体
血
を
用
い
た
非
侵
襲
的
な
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
に
よ
る
ダ
ウ
ン
症
候
群
の
胎
児
の
選
別
と
い
う
事
実
が
積
み
重
な
る
前
に
、
社
会
と

し
て
広
く
、
疾
患
の
線
引
き
の
問
題
を
含
め
、
充
分
な
議
論
を
し
て
、
あ
る
程
度
社
会
と
し
て
の
許
容
範
囲
の
基
準
に
対
す
る
合
意
を
作
り

上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
な
し
崩
し
的
に
検
査
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
障
害
」
と
い
う
概
念
は
、
健
康
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
議
論
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
障
害
」

は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
変
遷
す
る
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
判
断
に
は
、
何
を
も
っ
て
幸
せ
と
す
る
か
と
い
う
客
観
的
な
尺

度
は
あ
る
程
度
医
学
的
に
は
同
定
で
き
て
も
、
個
々
人
の
主
観
的
な
判
断
要
素
抜
き
に
は
幸
福
の
度
合
い
は
評
価
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
相
対
的
に
劣
っ
て
い
な
い
（
相
対
的
に
優
れ
た
）
好
み
の
子
ど
も
を
持
ち
た
い
親
の
欲
望
は
、
親
の
自
己
決
定
権
と
自
律
の
名
の
下

に
命
の
選
別
を
日
常
的
に
行
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
々
が
利
用
す
る
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
り
倫
理
的

な
感
覚
が
麻
痺
し
て
し
ま
い
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
ベ
イ
ビ
ー
の
み
が
中
絶
を
免
れ
る
時
代
が
到
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
で
、
私
が
主
張
し
確
認
し
た
か
っ
た
真
の
問
題
性
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
後
に
は
、
今
後
ど
の
よ

う
な
検
査
の
利
用
ま
で
を
認
め
る
の
か
と
い
う
規
範
的
な
避
け
て
通
れ
ぬ
真
の
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
充
分
な
議
論
と
考
察
を
し
た
う
え

で
、
一
定
の
基
準
作
り
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
が
先
行
す
る
こ
と
で
、
客
観
的
で
冷
静
な
議
論
の
土
俵
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う

一
抹
の
懸
念
を
皆
様
と
共
有
し
た
い
と
の
思
い
で
あ
っ
た
。

五
、
検
査
費
用
の
補
助
の
是
非

　

法
や
ル
ー
ル
の
設
定
や
運
用
は
、
我
々
が
想
定
し
て
い
る
以
上
に
人
々
の
意
識
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ

か
け
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
の
検
査
費
用
を
保
険
診
療
に
入
れ
た
り
、
国
や
自
治
体
が
検
査
へ
の
補
助
金
を
支
給
す
る
制

度
を
導
入
す
る
な
ら
ば
、
検
査
は
推
奨
さ
れ
、
一
定
の
年
齢
以
上
の
染
色
体
異
常
の
子
ど
も
を
懐
胎
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
妊
婦
が
検
査
を
行

わ
な
い
こ
と
は
、
非
難
さ
れ
る
心
理
的
な
圧
力
を
与
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
医
療
経
済
的
に
は
、
予
防
に
支
出
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
場
合
が
あ
る
が
、
命
を
選
別
す
る
検
査
へ
の
公
的
補
助
は
、
国
民
の
ほ
と
ん
ど
に
よ
る
合
意
が
得
ら
れ
た
重
度
の
障
害
を
有
し
自
律
的
な

生
が
期
待
で
き
ず
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
極
度
に
低
く
短
命
で
二
十
四
時
間
家
族
の
世
話
や
介
護
が
必
要
な
疾
患
に
の
み
限
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
を
見
分
け
る
た
め
の
補
助
金
支
出
や
保
険
適
用
は
、
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

遺
伝
情
報
の
解
明
と
そ
の
検
査
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
簡
単
に
我
々
は
子
孫
の
選
別
と
い
う
選
択
肢
を
手
に
入
れ
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
ベ
ー

ビ
ー
志
向
や
能
力
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
へ
と
欲
望
を
駆
り
立
て
る
方
向
に
着
実
に
進
ん
で
き
て
い
る
。
如
何
に
倫
理
的
な
懸
念
や
問
題
が

そ
こ
に
あ
っ
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
法
規
制
に
よ
っ
て
完
全
に
封
印
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
不
十

分
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
規
制
と
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

本
稿
で
は
、
学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
及
び
頂
戴
し
た
野
畑
理
事
長
の
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
新
型
出
生
前
診
断
を
め
ぐ
り
主
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張
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
倫
理
的
懸
念
と
問
題
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。倫
理
的
懸
念
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
指
摘
は
、程
度
の
差
は
あ
っ

て
も
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
に
固
有
の
倫
理
的
問
題
性
で
は
な
く
、
出
生
前
診
断
と
選
択
的
中
絶
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
、
古
く
か
ら
の
倫

理
的
難
問
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
度
我
々
に
投
げ
か
け
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
倫
理
的
な
懸
念
の

主
張
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
生
命
倫
理
学
や
法
哲
学
の
諸
原
理
の
知
的
枠
組
み
に
依
拠
し
考
察
を
加
え
、
問
題
点
の
明
確
化
を
行
っ
て
み
た
。

そ
し
て
、
医
療
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
か
で
の
日
本
に
お
け
る
法
的
規
制
の
限
界
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
、
具
体
的
に
規
制
や
許
容
を

行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
ル
ー
ル
や
制
度
の
有
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
対
し
て
も
敏
感
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
は
、
検
査
費
用

の
公
的
補
助
は
望
ま
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
真
の
問
題
は
、
今
後
、
検
査
可
能
な
項
目
や
疾
患
が
増
え
て
い
く
中

で
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
そ
の
利
用
の
可
否
を
判
断
す
る
の
か
の
線
引
き
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
線
引
き
基
準

が
滑
り
坂
理
論
が
懸
念
す
る
よ
う
に
な
し
崩
し
的
に
広
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
一
定
の
理
論
的
な
歯
止
め
の
杭
を
打
つ
必
要
が
あ
り
、

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
学
際
的
か
つ
市
民
的
な
レ
ベ
ル
で
の
議
論
が
広
く
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
、

冒
頭
に
自
問
し
た
こ
と
の
答
え
が
、
一
人
ひ
と
り
の
中
で
明
確
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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ダ
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ダ
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〇
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華
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〇
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問
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―
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療
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〇
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～
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世
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〇
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環
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〇
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～
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〇
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四
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〇
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瀬
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〇
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追
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娠
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〇
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代
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註⑴　

受
講
生
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
学
会
で
の
報
告
並
び
に
論
文
と
し
て
匿
名
で
利
用
す
る
こ
と
の
同
意
を
得
て
い
る
。

⑵　
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w

w
.jsog.or.jp/new

s/pdf/guidelineForN
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⑶　
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経
ニ
ュ
ー
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〇
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四
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sn.com
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>
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本
経
済
新
聞
二
〇
一
四
年
四
月
一
九
日
電
子
版< http://w

w
w

.nikkei.com
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N
A

SD
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1805I_Y
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410C
1C

R
8000/>

。
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朝
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京
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〇
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子
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w
w
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SG
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JN
G

1ZU
LB

J00V.htm
l>
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現
代
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代
表
す
る
生
命
倫
理
学
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と
し
て
参
考
文
献
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la
n B

u
c

h
a

n
a

n, F
r

o
m C

h
a

n
c

e to C
h

o
ic

e

の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
教
授
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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参
考
文
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io
eth
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h
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in
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o
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o
n

tem
po
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ry B

io
eth

ics, pp.12-14,
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戸
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た
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ic
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瀬
戸
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照
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れ
た
い
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献Vadit R

avitsky
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張
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、
そ
の
よ
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な
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
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メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
て
い
る
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⑽　
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松
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訓
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生
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一
三
番
や
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八
番
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体
異
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ま
れ
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に
流
産
す
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可
能
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ま

れ
て
も
一
三
ト
リ
ソ
ミ
ー
の
赤
ち
ゃ
ん
の
半
数
以
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が
生
後
一
ヶ
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に
な
く
な
り
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一
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以
上
生
き
ら
れ
る
の
は
一
割
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
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二
〇
一
四
年
Ｈ
Ｕ
Ｆ
Ｆ　

Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｔ　

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｙ
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新
型
出
生
前
診
断
で
問
わ
れ
る
「
命
の
選
別
」「
一
三
ト
リ
ソ
ミ
ー
の
子
」
と
家
族
に
寄

り
添
う
医
師
、
松
永
正
訓
さ
ん
に
聞
く
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w
w
.huffingtonpost.jp/2014/04/02/trisom
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_source=antenna

⑾　

東
北
大
学
大
学
院
教
授
で
宮
城
県
立
子
ど
も
病
院
産
婦
人
科
部
長
の
室
月
淳
先
生
に
よ
れ
ば
、
検
査
で
陽
性
に
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
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は
十
％
か
〜
二
十
％
は
ダ
ウ
ン
症
候
群
で
な
い
場
合
も
含
ま
れ
る
と
い
う
（
陽
性
適
中
率
は
八
十
〜
九
十
％
）。

⑿　

参
考
文
献Vadit R

avitsky

の
見
解
を
参
照
さ
れ
た
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⒀　

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
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概
念
定
義
や
射
程
に
つ
い
て
は
、
文
末
参
考
文
献
の
瀬
戸
山
⑫
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒁　

朝
日
新
聞
電
子
版
二
〇
一
三
年
十
一
月
十
一
日
記
事<http://w

w
w

.asahi.com
/articles/TK

Y
201311110061.htm

l>

や
厚
生
労
働
省 

社
会
・
援
護

局 

障
害
保
健
福
祉
部
の
報
告
書<http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/file/04-H
oudouhappyou-12203000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushi

bu-Shougaifukushika/3-syogaisha-gyakutai-hokokusho.pdf>

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒂　

<http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/file/04-H

oudouhappyou-12203000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Shougaifukushika/3-syogaisha-

gyakutai-hokokusho.pdf>

⒃　

<http://w
w

w
8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/toukei/pdf/h25joukyou/furoku2.pdf> <http://w

w
w

.t-pec.co.jp/statistics/suicide.htm
l>

⒄　

朝
日
新
聞
二
〇
一
四
年
五
月
三
一
日
朝
刊
記
事
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
遺
伝
子
検
査
企
業
で
あ
る
シ
ー
ケ
ノ
ム
社
で
は
、
日
本
に
お
い
て
現
在
臨
床
研

究
で
検
査
が
認
め
ら
れ
て
い
る
二
一
番
、
一
三
番
、
一
八
番
の
染
色
体
異
常
に
加
え
、
二
〇
一
三
年
十
月
よ
り
一
六
番
と
二
二
番
染
色
体
と
と
も
に
、

染
色
体
の
わ
ず
か
な
欠
損
で
起
き
る
微
小
欠
失
症
候
群
も
検
査
項
目
と
し
て
加
え
ら
れ
た
と
報
じ
て
い
る
。
微
小
欠
失
症
候
群
は
、
心
臓
の
病
気
や
心

身
の
発
達
の
遅
れ
な
ど
の
症
状
が
あ
る
が
、
症
状
が
ほ
と
ん
ど
で
な
い
人
も
少
な
く
な
く
、
個
人
差
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
米
国
で
は
数
年
以
内

に
、
胎
児
の
全
遺
伝
情
報
を
調
べ
る
検
査
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
と
報
じ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
「
新
型
出
生
前
診
断
、
日
本
は
ど
う
す

る
・
米
で
は
検
査
拡
大
進
む
」http://digital.asahi.com

/articles/A
SG

5Z5D
V
Y
G
5ZU

LB
J00B

.htm
l?_requesturl=articles%

2FA
SG

5Z5D
V
Y
G
5ZU

LB
J00B

.htm
lam

p

⒅　

行
動
経
済
学
の
洞
察
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
考
文
献
の
瀬
戸
山
⑨
⑩
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

和　

田　

美
智
代

─
─
児
童
福
祉
の
観
点
か
ら
─
─

非
侵
襲
的
出
生
前
診
断

一
、
は
じ
め
に

　

先
天
性
障
害
児
は
、
全
出
産
の
約
四
％
の
確
率
で
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
⑴
。
重
篤
な
染
色
体
異
常
や
発
生
異
常
の
場
合
は
流
産
し
て

し
ま
う
た
め
、
先
天
性
障
害
児
と
し
て
産
ま
れ
て
く
る
割
合
は
こ
れ
よ
り
少
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
、
出
産
を
ひ
か
え
た
親
に
と
っ
て
は
不

安
で
あ
る
。
出
生
前
に
障
害
の
有
無
を
知
り
た
い
親
は
少
な
く
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
出
生
前
診
断
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
羊
水
検
査
は
、
注
射
器
を
使
用
し
て
子
宮
か
ら
羊
水
を
抜
き
取
る
こ
と
か
ら
、
検
査

そ
の
も
の
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
胎
児
へ
の
重
篤
な
危
険
の
発
生
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
検
査
を
受
け
る
妊
婦
は
約
一
％
で
あ
っ
た
⑵
。
一

般
に
染
色
体
数
の
異
常
が
生
じ
や
す
い
と
さ
れ
て
い
る
三
五
歳
以
上
の
妊
娠
で
あ
る
な
ど
の
不
安
要
素
が
あ
る
妊
婦
が
出
生
前
診
断
を
希
望

し
、
検
査
の
結
果
、
何
ら
か
の
異
常
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
妊
婦
の
約
九
割
が
人
工
妊
娠
中
絶
を
選
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
天
性

障
害
児
は
、
多
く
の
場
合
、
妊
娠
中
に
羊
水
検
査
を
受
け
な
か
っ
た
妊
婦
か
ら
産
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
親
や
関
係
者
は
、

出
産
前
か
ら
の
十
分
な
受
入
準
備
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
日
本
で
も
非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
が
新
し
く
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
部
の
疾
患
に
つ

い
て
、
そ
の
出
現
の
確
率
を
表
す
検
査
で
あ
る
。
こ
の
検
査
は
、
血
液
の
採
取
の
み
に
よ
る
た
め
、
多
く
の
妊
婦
の
利
用
が
予
想
さ
れ
て
い

る
⑶
。
妊
婦
の
中
に
は
、
非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
の
み
を
受
け
、
リ
ス
ク
を
は
ら
む
羊
水
検
査
を
受
け
ず
に
、
胎
児
の
異
常
情
報
を
得
た
な
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か
で
出
産
に
臨
む
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
⑷
。

　

こ
の
検
査
結
果
か
ら
胎
児
に
障
害
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
場
合
、
妊
婦
は
さ
ま
ざ
ま
な
決
定
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
き

く
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
人
工
妊
娠
中
絶
を
す
る
場
合
が
あ
る
。
次
は
出
産
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
障
害
を
受

容
し
て
出
産
す
る
場
合
と
、
積
極
的
に
出
産
す
る
決
定
を
せ
ず
に
、
例
え
ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
可
能
な
時
期
を
逃
し
た
た
め
に
出
産
せ
ざ
る

を
得
な
い
場
合
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
胎
児
に
障
害
の
あ
る
こ
と
を
出
生
前
に
知
っ
た
な
か
で
子
ど
も
の
誕
生
を
迎
え
る
親
と
子
の
問
題
を
、
子
ど
も
の
人
権
の

観
点
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
視
点
は
、
出
産
す
る
ま
で
の
間
に
準
備
し
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
課

題
と
出
産
後
に
生
じ
る
法
的
課
題
を
親
子
の
連
続
し
た
時
間
の
流
れ
に
位
置
づ
け
、
両
課
題
を
一
体
的
か
つ
有
機
的
に
解
決
す
べ
き
も
の
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　

多
岐
に
わ
た
る
問
題
領
域
を
こ
こ
で
は
次
の
四
つ
に
限
定
す
る
。

①
母
子
健
康
手
帳
の
見
直
し

②
出
産
前
か
ら
の
「
子
育
て
支
援
」

③
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
出
産
直
後
か
ら
の
対
策

④
小
学
校
就
学
前
の
教
育
（
幼
稚
園
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
な
ど
）

二
、
母
子
健
康
手
帳
の
見
直
し

　

母
子
保
健
に
対
す
る
基
本
的
な
政
策
手
段
と
し
て
、
母
子
健
康
手
帳
が
あ
る
⑸
。
母
子
健
康
手
帳
は
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律

第
一
四
一
号
）
に
も
と
づ
い
て
、
母
お
よ
び
乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
・
増
進
を
は
か
る
た
め
に
行
う
保
健
指
導
・
健
康
診
断
・
医
療
そ
の
他

の
措
置
の
一
環
と
し
て
、
妊
婦
に
交
付
さ
れ
る
手
帳
で
あ
る
（
第
一
条
・
第
一
六
条
）。

　

三
五
歳
以
上
の
妊
娠
・
出
産
や
低
出
生
体
重
児
の
増
加
、
生
殖
補
助
医
療
に
よ
る
出
生
の
増
加
な
ど
に
加
え
、
社
会
情
勢
は
変
化
し
て
い
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る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
今
後
の
母
子
健
康
手
帳
及
び
母
子
保
健
施
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
母
子
健
康
手
帳

に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
置
し
た
⑹
。
平
成
二
三
年
一
一
月
四
日
に
そ
の
報
告
書
が
出
さ
れ
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
配
布
さ
れ
る
母
子
手
帳

に
反
映
さ
れ
る
。
報
告
書
で
は
、
母
子
健
康
手
帳
は
、
当
事
者
が
主
体
的
に
健
康
記
録
を
手
帳
に
記
載
し
所
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
健
医

療
援
助
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
当
事
者
自
身
に
よ
る
健
康
管
理
を
促
す
重
要
な
手
段
と
も
な
る
と
し
て
い
る
⑺
。
ま
た
、
今
後

の
課
題
と
し
て
、
母
子
健
康
手
帳
に
関
す
る
母
子
保
健
情
報
の
提
供
を
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
母
子
健
康
手
帳
は
（「
手
帳
」
と
い
う

形
態
を
と
る
以
上
、）
定
型
的
な
成
長
発
達
過
程
を
と
る
子
ど
も
を
中
心
と
し
た
記
述
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
低
出
生
体
重
児
や
先
天

性
の
疾
患
を
持
つ
子
ど
も
な
ど
の
育
児
に
役
立
つ
情
報
提
供
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
等
（
母
子
健
康
手
帳

以
外
の
情
報
提
供
の
在
り
方
）、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
情
報
を
提
供
す
る
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
現
行
の
手
帳
に
つ
い
て
は
、
任
意
様
式
⑻
の
「
す
こ
や
か
な
妊
娠
と
出
産
の
た
め
に　

―
―
妊
娠
中
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、
高
年
（
四
〇
歳
以
上
）、
不
妊
治
療
に
よ
る
妊
娠
な
ど
の
場
合
、
異
常
を
起
こ
す
リ
ス
ク
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
心
配
な

こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。」
と
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
未
熟
児
、
障
害
児
に
関
し
て
は
、
同
じ
く

任
意
様
式
の
「
主
な
医
療
給
付
の
制
度
」
に
公
費
医
療
の
紹
介
が
あ
る
が
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
十
分
な
情
報
を
提
供
で
き
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、「
ダ
ウ
ン
症
・
療
育
」
で
検
索
す
る
と
、
個
人
や
団
体
の
ブ
ロ
グ
、
論
文
、
医
療
機
関
の
サ
イ
ト
な
ど
に
ヒ
ッ

ト
す
る
が
、
公
的
な
サ
イ
ト
に
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。
政
府
機
関
や
独
立
行
政
法
人
等
で
な
い
サ
イ
ト
を
照
会
先
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
は
難

し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
を
薦
め
る
程
度
の
記
載
は
あ
っ
て
も
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
Ｉ
Ｔ
時
代
に
即
し
た
形
態
が
模
索
さ
れ
る
な
か
で
、
日
本
産
婦
人
科
医
会
は
二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日
、「
電
子
母
子
健

康
手
帳
標
準
化
委
員
会
」
の
設
立
を
発
表
し
た
。
母
子
健
康
手
帳
の
電
子
化
に
向
け
て
の
動
き
と
し
て
歓
迎
し
た
い
。
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三
、
出
産
前
か
ら
の
「
子
育
て
支
援
」

　

胎
児
に
障
害
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
知
っ
た
親
に
対
し
て
は
、
出
産
前
か
ら
特
別
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
支
援
は
産
ま
れ
て
く

る
子
ど
も
に
対
す
る
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
べ
て
の
家
族
、
と
り
わ
け
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
兄
、
姉
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
と

支
援
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

女
性
に
と
っ
て
、
非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
を
受
け
る
こ
と
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
な
が
る
途
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
障
害
が
あ
る

こ
と
を
早
く
か
ら
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
物
心
両
面
で
準
備
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
女
性
た
ち
は
、
障
害
の
あ

る
子
ど
も
と
向
き
合
っ
て
、「
ゆ
っ
く
り
と
し
た
子
育
て
」
を
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
が
、
現
実
を
み
る
と
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会

の
状
況
の
中
で
は
、
育
児
を
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
と
も
感
じ
て
い
る
⑼
。
夫
婦
と
も
に
、
今
ま
で
と
同
じ
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
続

け
る
こ
と
の
困
難
さ
を
予
想
し
、
と
り
わ
け
就
労
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
障
害
の
有
無

に
限
ら
ず
、
乳
幼
児
を
抱
え
る
家
族
の
多
く
が
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
直
面
す
る
現
代
の
社
会
問
題
で
あ
る
。
問
題
解
決
の
糸
口
は
、

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
⑽
の
実
現
し
な
い
状
況
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
共
働
き
夫
婦
が
子
ど
も
を
持
ち
に
く
い
社
会
で
あ
る
こ

と
が
高
齢
出
産
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
が
現
状
の
中
で
対
処
可
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
障
害
児
に
対
応
す
る
特
別
な
育
児
情
報
や
福
祉
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
自
己
表
現
し
に
く
い
子
ど
も
か
ら
の
サ
イ
ン
の
読
み
取
り
方
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ツ
、
周
り
の
人
た
ち
の
理
解
や
協

力
を
得
る
た
め
の
適
切
な
説
明
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
親
の
加
重
な
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、（
１
）
親
が
望
ま
な
い
出
産
と
な
っ
た
場
合
、（
２
）
兄
弟
姉
妹
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
保
健
・
医
療
関
係
者
、
行
政
、

地
域
、
親
族
か
ら
の
協
力
援
助
を
考
え
る
。

　
（
１
）
親
が
望
ま
な
い
出
産
と
な
っ
た
場
合
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非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
を
受
け
た
結
果
、
障
害
児
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
知
っ
た
な
か
で
、
望
ま
な
い
障
害
児
の
出
産
と
な
っ
た

場
合
は
、
受
け
入
れ
る
気
持
ち
を
持
っ
て
出
産
し
た
場
合
と
比
較
し
て
、
育
児
に
対
し
て
の
自
信
を
持
ち
に
く
く
、
不
安
は
大
き
く
な
る
こ

と
か
ら
、
格
別
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
一
般
に
、
母
児
と
も
に
専
門
家
の
介
入
が
最
も
求
め
ら
れ
る
時
期
は
、
産
後
一
～
二
週
間
、
な
い

し
一
カ
月
の
期
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
育
児
不
安
や
産
後
う
つ
病
が
発
生
し
や
す
く
、
ま
た
愛
着
形
成
が
阻
害
さ
れ
る
と
児
童
虐
待
に

至
る
懸
念
も
あ
る
。
児
童
虐
待
死
の
約
半
数
が
産
後
一
カ
月
ま
で
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
生
児
健

康
診
断
の
必
要
性
は
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
母
児
全
般
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
望
ま
な
い
出
産

で
の
障
害
児
で
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
リ
ス
ク
は
高
い
と
予
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
健
康
診
断
の
時
期
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
母
子
保
健
法
で
は
、
市
町
村
に
満
一
歳
六
カ
月
を
超
え
満
二
歳
に
達
し
な
い
幼

児
及
び
満
三
歳
を
超
え
満
四
歳
に
達
し
な
い
幼
児
（
第
一
二
条
一
項
一
号
二
号
）
の
健
康
診
査
を
課
し
て
い
る
。
費
用
は
市
町
村
の
支
弁
で

あ
る
（
第
二
一
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
母
子
健
康
手
帳
は
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
ら
れ
た
様
式
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
健
康

診
査
の
時
期
は
、
一
カ
月
、
三
～
四
か
月
、
六
～
七
カ
月
、
九
～
一
〇
ヶ
月
、
一
歳
、
一
歳
六
カ
月
、
二
歳
、
三
歳
、
四
歳
、
五
歳
、
六
歳

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
最
も
早
い
健
康
診
査
が
一
カ
月
目
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
産
婦
人
科
医
会
は
、
現
行
制
度

の
中
で
、
奨
励
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
公
費
助
成
の
対
象
で
は
な
い
産
後
一
～
二
週
間
の
健
診
（
健
康
診
査
）
を
求
め
て
い
る
。
あ
わ
せ
て

一
カ
月
健
診
の
公
費
助
成
化
を
求
め
て
い
る
⑾
。

　

健
康
診
査
以
外
の
医
療
に
関
す
る
制
度
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
出
生
後
そ
の
ま
ま
入
院
を
要
す
る
未
熟
児
に
対
し
て
は
、
指
定
養
育
医

療
機
関
⑿
で
の
治
療
に
限
っ
て
、
治
療
に
必
要
な
医
療
費
を
一
部
公
費
で
負
担
す
る
制
度
（
養
育
医
療
）
が
あ
る
。
世
帯
の
所
得
税
額
に
応

じ
て
自
己
負
担
が
生
じ
る
。
一
八
歳
未
満
の
身
体
障
害
児
に
対
し
て
は
、
育
成
医
療
（
自
立
支
援
医
療
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
障
害
児
が
生

活
の
能
力
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
身
体
障
害
を
除
去
、
軽
減
す
る
手
術
等
の
治
療
を
受
け
た
際
の
医
療
費
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
育
成

医
療
は
健
康
保
険
優
先
で
自
己
負
担
は
医
療
費
の
原
則
一
〇
％
で
あ
る
。

　

ま
た
医
療
だ
け
で
な
く
、
親
子
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
充
実
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
子
に
対
す
る
も
の
が
母
子
保
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健
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
母
子
保
健
法
で
は
、
育
児
上
必
要
な
場
合
に
は
新
生
児
（
第
一
一
条
）
及
び
未
熟
児
（
第
一
九
条
）
に
対
し
て
、

市
町
村
（
平
成
二
五
年
四
月
よ
り
都
道
府
県
か
ら
権
限
移
譲
さ
れ
た
）
は
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
そ
の
他
の
職
員
に
訪
問
さ
せ
、
必
要
な

指
導
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
東
京
都
中
央
区
の
場
合
、母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
渡
さ
れ
る
「
母
と
子
の
保
健
バ
ッ
ク
」

に
同
封
さ
れ
て
い
る
出
生
通
知
書
（
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
連
絡
は
が
き
）
を
保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー
に
送
付
す
る
こ
と
が
訪
問
の
申
込
と
な
る
。

超
低
出
生
体
重
児
等
の
場
合
は
、医
療
機
関
か
ら
の
連
絡
に
よ
っ
て
、退
院
前
に
地
域
の
保
健
師
の
医
療
機
関
訪
問
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
⒀
。
養
育
の
リ
ス
ク
の
高
い
家
庭
に
つ
い
て
は
、
退
院
後
一
カ
月
に
二
回
の
訪
問
、
次
回
訪
問
予
定
を
決
め
る
な
ど
の
配
慮
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
父
親
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
育
児
は
主
と
し
て
母
親
が
担
う
と
い
う
性
別
役
割
の
考
え
が
う

か
が
え
る
。
父
親
も
含
め
、
母
親
、
子
ど
も
（
た
ち
）
と
い
う
家
族
全
員
に
対
し
て
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
確
立
を
提
案
す
る
。

　　
（
２
）
他
の
子
ど
も
（
兄
弟
姉
妹
）
に
対
す
る
影
響

　

障
害
児
は
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
上
も
、
感
情
の
変
化
に
と
も
な
う
行
動
面
で
も
、
生
活
全
般
に
手
が
か
か
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め

親
は
ど
う
し
て
も
、
兄
弟
姉
妹
の
こ
と
は
、
後
回
し
に
し
が
ち
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
我
慢
し
た
り
頑
張
っ

た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
我
慢
の
限
界
が
超
え
た
と
き
に
は
、
問
題
行
動
や
神
経
症
状
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
⒁
。
障
害
を
持
つ
兄

弟
姉
妹
が
で
き
た
こ
と
で
、
問
題
の
な
か
っ
た
子
ど
も
が
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
親
の
負
担
は
増
大
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
親

は
こ
う
し
た
心
理
的
葛
藤
の
中
で
子
ど
も
の
発
す
る
様
々
な
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
見
過
ご
さ
ず
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
適
切
に
解
決
す
る
た
め
の
知
識

や
心
構
え
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
に
よ
っ
て
誕
生
前
か
ら
準
備
・
対
応
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
親
は
、
健
常
な
兄
弟
姉
妹
の
た
め
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
障
害
児
が
産
ま
れ
る
前
か
ら
知
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
生

じ
る
か
も
し
れ
な
い
問
題
を
回
避
し
た
り
、
早
期
に
対
応
で
き
た
り
す
る
。
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四
、
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
出
産
直
後
か
ら
の
対
策

　

子
ど
も
が
障
害
児
で
あ
る
こ
と
は
、
愛
着
形
成
不
全
や
育
て
に
く
さ
に
由
来
す
る
虐
待
要
因
に
つ
い
て
の
ハ
イ
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な

り
、
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。　

　

児
童
虐
待
の
要
因
は
、
親
の
問
題
、
子
ど
も
の
問
題
、
あ
る
い
は
親
子
の
関
係
性
、
家
庭
の
状
況
、
社
会
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
い
ろ
い

ろ
考
え
ら
れ
る
。
親
の
期
待
に
反
す
る
状
態
や
育
て
に
く
い
状
態
も
あ
る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
に
慢
性
疾
患
や
障
害
が
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、

親
は
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
余
裕
が
な
く
な
り
、
虐
待
に
つ
な
が
り
や
す
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

障
害
児
の
親
の
場
合
、
特
に
二
つ
の
要
因
に
お
い
て
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。
ひ
と
つ
は
愛
着
形
成
不
全
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
親

の
「
期
待
に
反
す
る
状
況
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

前
者
の
愛
着
形
成
不
全
は
、
障
害
の
あ
る
子
を
持
つ
親
が
、
例
え
ば
望
ま
な
い
出
産
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
出
産
後
の
長
期
間
に
わ
た

る
母
子
分
離
が
あ
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
子
ど
も
と
い
う
実
感
が
な
か
な
か
わ
か
ず
愛
情
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
と
き
に
発
生
す
る
リ
ス
ク

が
高
ま
る
⒂
。
こ
の
出
産
直
後
の
母
子
分
離
は
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
⒃
へ
の
入
院
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
病
気
や
障
害
を
持
つ
子
に
対
し
て

生
じ
る
蓋
然
性
が
高
い
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
入
院
し
た
新
生
児
の
場
合
、
長
い
場
合
に
は
数
カ
月
に
わ
る
長
期
の
母
子
分
離
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
退
院
後
も
、
わ
が
子

を
ど
う
育
て
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
な
ど
母
子
関
係
に
問
題
を
抱
え
て
し
ま
う
。
一
か
月
以
上
の
母
子
分
離
を
経
験
し
た
母
親
の
約
四
割
が

産
後
う
つ
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
調
査
結
果
も
あ
り
、
母
親
の
精
神
的
健
康
度
へ
の
配
慮
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
⒄
。

母
親
は
長
時
間
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
い
る
と
、
治
療
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
の
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
一
方
で
、「
自
分
は

役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
母
親
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
喪
失
に
も
つ
な
が
る
。

　

近
年
の
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
は
、
新
生
児
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
へ
の
対
処
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
新
生
児
と
と
も

に
、
親
の
心
の
ケ
ア
、
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
体
制
が
取
ら
れ
始
め
て
い
る
⒅
。
具
体
的
に
は
、
面
会
時
間
の
拡
大
や
面
会
の
段
階
的
な



─ 305 ─

制
限
解
除
、
母
乳
育
児
支
援
、
カ
ン
ガ
ル
ー
ケ
ア
⒆
や
タ
ッ
チ
ケ
ア
⒇
と
い
っ
た
母
子
の
触
れ
合
い
を
勧
め
る
工
夫
な
ど
で
あ
る
�
。
必
要
と

さ
れ
る
ケ
ア
は
、
入
院
当
初
は
母
親
が
少
し
で
も
落
ち
着
け
る
よ
う
面
会
の
環
境
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。
母
親
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
、
必

要
に
応
じ
て
他
科
と
の
連
携
や
、
臨
床
心
理
士
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
保
健
師
な
ど
他
の
専
門
職
と
の
連
携
を
含
め
た
介
入
を
用
意
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
�
。

　

急
性
期
を
抜
け
る
と
、
母
親
と
し
て
何
も
で
き
な
い
焦
り
と
、「
わ
が
子
へ
の
思
い
」
か
ら
、
無
理
に
「
今
す
ぐ
家
に
連
れ
て
帰
る
」
な

ど
の
発
言
が
起
こ
り
や
す
い
。
自
分
勝
手
な
母
親
と
い
っ
た
評
価
で
な
く
、
愛
情
の
裏
返
し
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
た
援
助
が
期
待

さ
れ
る
。
退
院
後
は
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
が
利
用
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
発
達
外
来
で
の
定
期
的
な
発
達
の
確
認
�
、

事
情
を
よ
く
わ
か
っ
た
ス
タ
ッ
フ
と
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
外
来
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
入
院
経
験
児
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
創

設
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
多
く
の
職
種
に
よ
る
協
働
が
必
要
で
あ
る
。
他
科
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
、
臨
床
心
理
士
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
、
保
健
師
、
保
育
士
な
ど
の
ほ
か
、
療
育
機
関
の
理
学
療
法
士
、
学
校
教
師
、
さ
ら
に
地
域
の
人
々
な
ど
の
関
わ
り
が
重
要
で
あ

る
。

　

後
者
の
親
の
「
期
待
に
反
す
る
状
態
」
は
、
養
育
者
が
子
ど
も
の
障
害
を
理
解
で
き
な
い
た
め
に
、
自
分
が
意
図
す
る
よ
う
な
し
つ
け
や

養
育
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
感
じ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
要
因
を
小
さ
く
す
る
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
（
両
）
親
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
児
の
養
育
に
必
要
な
知
識
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
習
得
さ
せ
、「
期
待
に
反
す
る
状
況
」
を
発
生
さ
せ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
合
わ
せ
て
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
へ
の
対
応
が
、
親
に
と
っ
て
負
担
と
感
じ
ら
れ
な
い
環
境
を

整
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
�
。

五
、
小
学
校
就
学
前
の
教
育
　
　
　

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
適
切
な
医
療
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
導
訓
練
な
ど
の
療
育
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
の
軽
減
や
基
本
的
な
生
活
能
力
、
社
会
適
応
能
力
の
向
上
が
図
ら
れ
、
自
立
や
社
会
参
加
に
結
び
付
い
て
ゆ
く
。
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し
た
が
っ
て
、
早
期
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
一
貫
し
た
支
援
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
療
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
障
害
が
あ
る

子
ど
も
や
、
そ
の
心
配
の
あ
る
子
ど
も
を
対
象
に
、
早
期
発
見
と
早
期
療
育
、
各
種
療
育
相
談
、
巡
回
訪
問
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

障
害
の
あ
る
子
ど
も
（
あ
る
か
も
し
れ
な
い
子
ど
も
）
と
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
。
こ
こ
で
は
、
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
臨
床
心
理

士
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
と
と
も
に
、
理
学
療
法
、
作
業
療
法
、
言
語
聴
覚
療
法
、
音
楽
療
法
な
ど
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
お
り
、

早
期
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
医
療
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
導
訓
練
な
ど
の
療
育
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
八
年
七
月
に
設
置
し
た
「
特
別
支
援
教
育
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
に
お
い
て
、「
乳
幼
児
期

か
ら
学
校
卒
業
後
ま
で
の
一
貫
し
た
支
援
」
が
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乳
幼
児
期
の
情
報
を
持
つ
保
健
所
か
ら
幼
稚

園
な
ど
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
が
行
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
が
行
わ
れ
に
く
い
と
い
っ

た
指
摘
も
あ
る
�
。
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
教
員
の
加
配
、
心
理
士
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
専
門
職
の
配
置
、
研
修
に
係
る
費
用

の
捻
出
等
、
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
ま
た
、
幼
稚
園
、
保
育
所
な
ど
に
は
通
常
の
保
育
以
上
の
指
導
訓
練
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
指
定
医
療
機
関
等
、
身
近
な
地
域
で
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
児
童
福
祉
法
・
障
害
者
自
立
支
援
法
が
二
〇
一
二
年
四
月
に
改
正
さ
れ
て
い
る
�
。「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」「
児
童
発
達

支
援
事
業
」
で
は
、
障
害
児
に
対
し
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
集
団
生
活
へ
の
適
応
訓
練
な

ど
（
児
童
発
達
支
援
）
が
お
こ
な
わ
れ
、
同
時
に
、
保
育
所
等
へ
の
訪
問
支
援
が
実
施
さ
れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

最
後
に
、
非
侵
襲
的
出
生
前
診
断
を
行
っ
て
陽
性
と
な
り
、
引
き
続
い
て
羊
水
検
査
を
受
け
た
妊
婦
に
対
し
て
の
精
神
的
な
フ
ォ
ロ
ー
の

必
要
性
を
指
摘
し
て
お
く
。
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
倫
理
委
員
会
の
「
母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
指
針
」

に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
検
査
結
果
の
解
釈
に
つ
い
て
の
医
学
的
説

明
お
よ
び
、
遺
伝
に
関
す
る
相
談
に
偏
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
妊
婦
が
さ
ら
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て



─ 307 ─

い
な
い
。
妊
婦
の
ス
ト
レ
ス
は
胎
児
（
子
ど
も
）
の
環
境
と
し
て
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
報
告
で
は
、
妊
娠
し
て
か
ら
、
検
査
、
出
産
、
育
児
の
流
れ
の
中
で
一
貫
し
て
、
障
害
児
を
持
つ
親
に
必
要
な
知
識
や
心
構
え
を
学
ぶ

機
会
が
、
継
続
的
に
与
え
ら
れ
、
専
門
家
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
、
適
切
な
助
言
や
援
助
を
得
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
報
告
し
、
あ

わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
時
間
に
一
貫
性
を
持
た
せ
る
も
の
と
し
て
母
子
健
康
手
帳
の
活
用
を
提
案
し
た
。

註⑴　
「
先
天
異
常
と
は
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
形
態
的
・
機
能
的
異
常
で
あ
り
、
新
生
児
の
約
五
％
に
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
う
ち
生
命
保
持
、
生

活
に
支
障
の
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
重
篤
な
先
天
異
常
（
大
奇
形
）
は
約
一
～
二
％
に
み
ら
れ
る
。」
平
原
史
樹
『
産
科
疾
患
の
診
断
・
治
療
・
管
理

　

新
生
児
の
管
理
と
治
療
』、
日
産
婦
誌
六
一
巻
一
号
一
一
頁
、
二
〇
〇
九
年
一
月
。「
先
天
異
常
は
生
物
が
存
続
し
て
い
く
過
程
で
、
必
然
的
に
発
生

し
、
し
か
も
そ
の
頻
度
は
比
較
的
高
く
、
ヒ
ト
で
は
約
三
～
五
％
の
頻
度
で
発
生
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。」
平
原
史
樹　
『
先
天
異
常
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
：

わ
が
国
と
世
界
の
取
組
み
』
日
産
婦
誌
五
九
巻
九
号
二
四
六
頁
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。

⑵　

山
中
美
智
子
「
出
生
前
診
断
と
医
療
現
場
」『
出
生
前
診
断
の
法
律
問
題
』
丸
山
英
二
編
、
二
五
頁
、
尚
学
社
、
二
〇
〇
八
年
五
月
。

⑶　

新
型
出
生
前
診
断
開
始
後
半
年
た
っ
た
一
一
月
、
こ
の
検
査
を
実
施
し
て
い
る
病
院
グ
ル
ー
プ
は
「
新
型
出
生
前
診
断
を
受
け
た
三
五
一
四
人
の
妊

婦
の
う
ち
陽
性
確
定
と
判
定
さ
れ
た
五
六
人
の
う
ち
五
三
人
が
妊
娠
中
絶
を
行
っ
た
」
と
発
表
し
た
。

⑷　

前
掲
註
⑶
の
発
表
に
よ
れ
ば
、 

新
型
出
生
前
診
断
で
陽
性
で
あ
っ
た
六
七
人
の
う
ち
羊
水
検
査
を
受
け
た
の
は
六
二
人
で
あ
っ
た
。

⑸　

母
子
健
康
手
帳
は
市
町
村
が
妊
娠
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
交
付
す
る（
第
一
六
条
）。
母
子
保
健
向
上
の
実
績
に
鑑
み
、JIC

A

（
国
際
協
力
機
構
）

で
は
、
母
子
保
健
を
保
健
医
療
分
野
に
お
け
る
重
点
分
野
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
母
子
保
健
改
善
の
手
段
と
し
て
母
子
手
帳
を
活
用
し
て
お
り
、
研
修

指
導
に
よ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
等
に
普
及
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
二
月
か
ら
（
二
〇
一
四
年
二
月
ま
で
）
ベ
ト
ナ
ム
で

は
、
政
府
に
よ
る
保
健
医
療
改
革
の
一
環
と
し
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
技
術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
母
子
健
康
手
帳
全
国
展
開
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。

⑹　

一
六
名
の
委
員
に
よ
っ
て
、
平
成
二
三
年
九
月
一
四
日
、
一
〇
月
七
日
、
一
〇
月
三
一
日
の
三
回
に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
た
。
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⑺　
「
母
子
健
康
手
帳
に
関
す
る
検
討
報
告
書
」
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課　

平
成
二
三
年
一
一
月
四
日　

参
照
。（http://

w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u2ad-att/2r

）
最
終
閲
覧
二
〇
一
四
年
四
月
一
三
日
。

⑻　

母
子
健
康
手
帳
の
構
成
は
、必
須
記
載
事
項
（
省
令
事
項
）
と
任
意
記
載
事
項
（
通
知
事
項
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
省
令
事
項
は
妊
産
婦
・

乳
幼
児
の
健
康
診
査
、
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
等
で
、
必
ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
国
一
律
の
内
容
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
令
で
様
式
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
妊
娠
中
の
経
過
、
乳
幼
児
期
の
健
康
診
査
の
記
録
、
乳
幼
児
身
体
発
育
曲
線
な
ど
の
項
目
が
あ
る
。
通
知
事
項
は
、
妊
産
婦
の
健
康

管
理
、
乳
幼
児
の
養
育
に
あ
た
り
必
要
な
情
報
等
で
、
自
治
体
の
任
意
で
記
載
す
る
内
容
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
令
で
記
載
事
項
の
み
を
定
め
、
通
知

で
様
式
を
示
し
て
い
る
。
自
治
体
独
自
の
制
度
等
に
関
す
る
記
載
も
可
能
で
あ
る
。
日
常
生
活
上
の
注
意
や
、
育
児
上
の
注
意
、
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の

栄
養
の
摂
取
方
法
、
予
防
接
種
に
関
す
る
情
報
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

⑼　

心
臓
疾
患
の
子
と
健
常
児
の
二
人
の
子
ど
も
を
持
つ
看
護
師
は
、「
障
害
が
あ
っ
て
も
産
む
け
れ
ど
、
上
の
子
ど
も
た
ち
が
成
長
し
て
（
三
人
目
の

育
児
を
）
助
け
て
も
ら
う
た
め
に
も
、も
う
少
し
時
間
が
た
っ
て
か
ら
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
は
、仕
事
は
で
き
れ
ば
辞
め
て
ゆ
っ

く
り
育
て
た
い
」
と
希
望
し
て
い
た
。
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
「
ゆ
っ
く
り
育
て
る
」
こ
と
と
仕
事
と
の
両
立
は
難
し
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
母
親

が
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
社
会
の
状
況
を
表
し
て
い
る
。
柘
植
あ
づ
み
、
菅
野
摂
子
、
石
黒
眞
里
『
妊
娠　

あ
な
た
の
妊
娠
と
出
生
前
検
査
の
経
験
を
お

し
え
て
く
だ
さ
い
』
洛
北
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
三
九
〇
頁
。

⑽　

Decent w
ork,

人
間
ら
し
い
生
活
を
継
続
的
に
営
め
る
人
間
ら
し
い
労
働
条
件
の
こ
と
。
一
九
九
九
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
二
一
世
紀
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
目

標
と
し
て
提
案
さ
れ
指
示
さ
れ
た
。

⑾　

平
成
二
四
年
六
月
一
三
日

⑿　

独
立
行
政
法
人
及
び
一
部
の
大
学
病
院
か
ら
な
る
指
定
養
育
医
療
機
関
は
全
国
で
三
二
か
所
で
あ
る
（
平
成
二
五
年
三
月
現
在
）。

⒀　

発
行
：
大
阪
府
立
母
子
保
健
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー　

企
画
調
査
部　

佐
藤
拓
代　
『
低
出
生
体
重
児
保
健
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル　

～
小
さ
く
生
ま
れ
た

赤
ち
ゃ
ん
の
地
域
支
援
～
』
平
成
二
四
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
費
補
助
金　
（
成
育
疾
患
克
服
等
次
世
代
育
成
基
盤
研
究
事
業
）
重
症
新
生
児
の

ア
ウ
ト
カ
ム
改
善
に
関
す
る
多
施
設
共
同
研
究　

[

分
担
研
究]

低
出
生
体
重
児
の
訪
問
指
導
に
関
す
る
研
究

⒁　

両
角
正
子
（
も
ろ
ず
み
ま
さ
こ
）、『
障
害
乳
幼
児
を
も
つ
親
へ
の
子
育
て
支
援　

―
―
き
ょ
う
だ
い
の
問
題
に
つ
い
て
―
―
』、
立
命
館
人
間
科
学

研
究
第
五
号
二
二
五
～
二
三
五
頁
、
二
〇
〇
三
、三
．

　

障
害
児
が
い
な
い
家
庭
と
比
較
し
て
、
集
中
力
が
な
い
、
反
抗
的
で
あ
る
、
興
奮
し
や
す
い
、
癇
癪
を
起
こ
し
や
す
い
、
不
満
を
持
っ
て
い
る
、
多
動

で
あ
る
、
喧
嘩
を
良
く
す
る
、
目
立
ち
す
ぎ
る
、
多
弁
で
あ
る
、
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
と
の
ア
メ
リ
カ
の
研
究
結
果
が
あ
る
。
障
害
保
健
福
祉
研
究
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情
報
シ
ス
テ
ム
、
障
害
児
の
き
ょ
う
だ
い
達
の
心
の
健
康
～
き
ょ
う
だ
い
達
を
ど
う
健
や
か
に
育
て
る
か
～　
（http://w

w
w

.dinf.ne.jp/doc/japanese/

resource/other/aichi_col/z01/z01014/z0101401.htm
l

）
最
終
閲
覧
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
三
日
。

⒂　

児
童
虐
待
に
つ
い
て
の
文
献
の
ほ
と
ん
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
初
期
の
先
行
研
究
の
中
で
、
一
九
八
五
年
一
月
初
出
、
井
垣
章
二
『
児
童
虐
待
の

家
族
と
社
会　

―
―
児
童
問
題
に
み
る20

世
紀
─
―
』
一
九
九
八
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
で
は
、
三
二
頁
にR

.S.Parke, Theoretical M
odels 

M
odels of C

hild A
buse, in Starr(ed.),op.cit.,p.42. 

を
紹
介
し
て
い
る
。　

⒃　

N
eonatal intensive care unit

：
新
生
児
集
中
治
療
室

⒄　

長
濱
輝
代
、
松
島
恭
子
：
新
生
児
集
中
治
療
室
（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
入
院
中
の
母
親
が
も
つ
気
分
変
調
に
関
す
る
研
究
‐
心
理
特
性
の
縦
断
的
分
析
と
事

例
検
討
‐
、
小
児
保
健
研
究
、
六
三
（
六
）
六
四
〇
～
六
四
六
（
二
〇
〇
四
）。
長
濱
輝
代
、
松
島
恭
子
、
石
崎
優
子
、
北
村
直
行
、
金
子
一
成
、
小

林
陽
之
助『
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
お
け
る
母
子
関
係
の
検
討　

－
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
み
る
危
機
的
側
面
の
分
析
‐
』生
活
科
学
研
究
誌
・Vol.

五（
二
〇
〇
六
） 

〈〈
人
間
福
祉
分
野
〉〉（http://w

w
w

.life.osaka-cu.ac.jp/publications/m
agazine/pdf/2006/18.pdf

）
最
終
閲
覧
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
三
日
。

⒅　

名
古
屋
第
一
赤
十
字
病
院
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
に
も
家
族
に
も
優
し
い
医
療
を
め
ざ
す
と
し
て
、
タ
ッ
チ
ケ
ア
・
カ
ン
ガ
ル
ー
ケ
ア
な
ど
の
デ
ィ
ベ
ロ
ッ

プ
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
福
山
医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
と
家
族
に
と
っ
て
や
さ
し

い
ケ
ア
・
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
も
チ
ー
ム
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
う
た
い
、
そ
の
柱
と
し
て
、
母
乳
育
児
支
援
、
カ
ン
ガ
ル
ー
ケ
ア
、
デ
ィ
ベ

ロ
ッ
プ
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
を
お
い
て
い
る
。
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
は
、
早
く
小
さ
く
生
ま
れ
た
子
や
疾
患
を
持
っ
た
子
の
成
長
・
発
達
を
少
し

で
も
助
け
る
た
め
、
子
の
反
応
に
あ
わ
せ
て
、
ス
ト
レ
ス
を
で
き
る
限
り
減
ら
し
な
が
ら
ケ
ア
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
自
然
な
体
位

を
保
つ
こ
と
、
室
内
の
照
度
を
下
げ
て
光
刺
激
を
減
ら
す
こ
と
、
騒
音
を
減
ら
す
こ
と
等
、
子
宮
内
の
環
境
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
よ
う
に
す
る
。

（http://w
w

w
.nagoya-1st.jrc.or.jp/1/m

edical/shounika_01.ht
）
最
終
閲
覧
二
〇
一
四
年
四
月
一
三
日
。

⒆　

カ
ン
ガ
ル
ー
ケ
ア
と
は
、
裸
の
赤
ち
ゃ
ん
を
両
親
の
胸
に
肌
と
肌
と
が
触
れ
合
う
よ
う
に
抱
っ
こ
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
児
の
状
態
や
両
親

の
気
持
ち
が
安
定
し
、
親
子
の
絆
が
育
ま
れ
る
。

⒇　

広
義
で
は
、「
赤
ち
ゃ
ん
と
親
の
心
と
体
が
ふ
れ
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
親
子
の
き
ず
な
を
深
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
唱
え
る
コ
ン
セ
プ
ト
」
の
こ
と
。

具
体
的
に
は
「
赤
ち
ゃ
ん
と
親
が
、
見
つ
め
合
い
、
語
り
か
け
な
が
ら
赤
ち
ゃ
ん
の
素
肌
に
し
っ
か
り
ふ
れ
る
、
な
で
る
、
少
し
圧
を
か
け
な
が
ら
マ
ッ

サ
ー
ジ
す
る
、
手
足
を
曲
げ
伸
ば
し
す
る
な
ど
の
手
技
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
の
情
緒
が
安
定
し
、
ス
ト
レ
ス
ホ
ル
モ
ン
が
減
少
す

る
こ
と
な
ど
が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
時
に
親
へ
の
効
果
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。」（http://touchcare.net/

）
最
終
閲
覧
二
〇
一
四
年
四
月

一
三
日
。
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�　

長
濱
、
松
島
、
他
前
掲　

二
〇
〇
六
年
（
大
阪
市
大
院
生
活
科
学
研
究
科
、
関
西
医
大
小
児
科
、
大
阪
総
合
保
育
大
学
児
童
保
育
学
部
）。

�　

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
福
山
医
療
セ
ン
タ
ー
の
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
は
、
理
学
療
法
士
や
病
棟
保
育
士
、
臨
床
心
理
士
も
関
わ
っ
て
い
る
。（http://

w
w

w
.fukuyam

a-hosp.go.jp/

）
最
終
閲
覧
二
〇
一
四
年
四
月
一
三
日
。

�　

前
掲
福
山
医
療
セ
ン
タ
ー

�　

障
害
児
を
持
つ
親
の
虐
待
は
必
ず
し
も
多
く
は
無
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
一
九
九
四
年
に
女
性
問
題
研
究
会
が
行
っ
た「
子
育
て
に
関
す
る
調
査
」

で
、「
子
ど
も
の
出
生
時
等
に
通
常
と
は
異
な
る
問
題
が
発
生
し
た
時
に
虐
待
が
促
進
さ
れ
る
、
と
い
う
傾
向
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
後
藤

弘
子
「
わ
が
国
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
実
態　

一
般
家
庭
調
査
」
八
七
頁
、『
児
童
虐
待
と
そ
の
対
策　

―
―
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て
―
―
』
萩
原
玉

味　

岩
井
宜
子　

編
著
、
多
賀
出
版
、
一
九
九
八
． 

�　

幼
稚
園
か
ら
小
学
校
へ
の
引
き
継
ぎ
は
、
ほ
ぼ
行
わ
れ
て
い
る
。
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
幼
児
の
就
学
希
望
は
公
立
小
学
校
に
対
す
る
者
が
約
九
割

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
保
健
所
か
ら
の
情
報
の
引
き
継
ぎ
を
問
題
と
し
て
い
る
。
佐
久
間
庸
子
、
田
部
絢
子
、
高
橋　

智
『
幼
稚
園
に
お
け
る
特
別
支
援

教
育
の
現
状　

―
―
全
国
公
立
幼
稚
園
調
査
か
ら
み
た
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
幼
児
の
実
態
と
支
援
の
課
題
―
─
』
東
京
学
芸
大
学
紀
要　

総
合
教
育

科
学
系
Ⅱ　

六
二
：
一
五
三
～
一
七
八
、二
〇
一
一
．

�　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
き
市
町
村
で
行
わ
れ
て
い
た
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
都
道
府
県
で
行
わ
れ
て
い
た
「
知
的

障
害
児
通
園
施
設
」「
難
聴
幼
通
園
施
設
」「
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
（
医
）」
及
び
予
算
事
業
の
「
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
通
園
事
業
」
を
す
べ
て
、

児
童
福
祉
法
に
基
づ
い
て
市
町
村
が
行
う
児
童
発
達
支
援
と
し
て
の
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」「
児
童
発
達
支
援
事
業
」
と
医
療
型
児
童

発
達
支
援
と
し
て
の
「
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」、「
指
定
医
療
機
関
」（
独
法
人
国
立
病
院
機
構
若
し
く
は
独
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
）
に
障
害
児
施
設
・
事
業
の
一
元
化
が
行
わ
れ
た
。
主
に
、
都
道

府
県
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
市
町
村
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
身
近
な
地
域
で
の
支
援
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
各
障
害
に
係
ら
ず
、
適
切
な
支
援
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
統
合
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
日
本
法
政
学
会
第
一
一
九
回
研
究
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
表
題
の
テ
ー
マ
で

の
報
告
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査　

コ
メ
ン
ト
と
質
疑
応
答

コ
メ
ン
ト　
（
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
：
野
畑
健
太
郎
）

　

野
畑
で
ご
ざ
い
ま
す
。
新
理
事
長
を
拝
命
し
、
そ
の
最
初
の
仕
事
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
に
関
す
る
ご
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
私
の
コ
メ
ン
ト
の
あ
と
、
休
憩
を
挟
ん
だ
の
ち
に
、
フ
ロ
ア
の
先
生
方
と
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
と
の
質
疑
応
答
を
進
め
て

い
く
予
定
で
す
。
そ
れ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
で
す
が
、
先
生
に
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
に
言
及
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
既
に
実

施
は
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
民
医
療
サ
ー
ビ
ス
（NHS
）
の
適
用
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
利
点
と
問
題
点
が
あ
る
と

の
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
利
点
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
安
全
性
、
そ
れ
か
ら
簡
便
性
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
点
が
注
目
さ

れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
普
及
拡
大
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
反
面
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
普
及
に
は
問
題
点
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、
普
及
に
伴
う
ジ
レ
ン
マ
と
リ
ス
ク
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
摘
さ
れ

た
の
が
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
普
及
の
結
果
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
機
会
が
不
十
分
に
な
れ
ば
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
い
う
重
要
な
要
素
が
簡
略
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
普

及
に
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
は
伴
わ
な
い
の
か
、
と
い
う
ご
指
摘
で
し
た
。

　

ま
た
、
選
択
中
絶
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
選
択
中
絶
に
つ
い
て
、
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
五
年
に
胎
児
条
項

を
廃
止
し
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
六
七
年
の
中
絶
法
に
お
い
て
胎
児
条
項
を
認
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
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選
択
中
絶
が
可
能
と
さ
れ
、
し
か
も
中
絶
の
実
施
は
、
驚
い
た
こ
と
に
、
出
産
の
直
前
ま
で
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ

は
医
師
の
判
断
を
経
て
の
話
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
出
産
の
直
前
ま
で
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
が
可
能
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

医
師
の
判
断
は
、
二
人
の
医
師
に
よ
っ
て
、
か
な
り
慎
重
に
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
妊
婦
の
自
己
決
定
の
局
面
に
お
い
て
、
医

師
の
判
断
が
か
な
り
作
用
す
る
面
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
が
こ
れ
か
ら
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
日
本
で
も
、
的
確
な
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
確
保
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が

問
わ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、選
択
的
中
絶
に
つ
い
て
も
、考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
点
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。ジ
ャ

ク
ソ
ン
先
生
が
基
調
講
演
と
し
て
示
さ
れ
た
事
柄
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
の
そ
れ
に
続
く
ご
報
告
の
内
容
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で

す
。

　

次
に
、
奥
山
先
生
か
ら
、
医
療
の
現
場
に
お
ら
れ
る
ド
ク
タ
ー
な
ら
で
は
の
ご
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
選
択
的
中
絶
に
つ
い
て
は
、
妊
娠

を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
し
た
考
慮
な
し
に
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ

の
問
題
を
一
般
化
し
て
一
律
的
な
解
答
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
現
場
の
ド
ク
タ
ー
の
立
場
か
ら
は
懸
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
ご
指
摘
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
「
母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」
に
つ
い
て
の
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
倫
理

審
査
委
員
会
の
「
指
針
」
に
対
す
る
ご
見
解
だ
と
思
い
ま
す
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
を
、
胎
児
の
疾
患
の
発
見
を
目
的
と
し
た
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
検
査
と
し
て
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
は
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
を
整
備

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
障
害
児
の
出
産
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
課
題
だ
ろ
う
と
い
う
ご
指
摘

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
最
後
の
ご
報
告
を
さ
れ
た
和
田
先
生
の
ご
指
摘
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
奥
山
先
生
は
、
妊
婦
の
立
場
に
立
っ
て
、
実
際
の
妊
婦
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に
も
配
慮
し
た
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
を
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
あ
り
方
や
中
身
の
重
要
性
を
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

　

丸
山
先
生
に
は
、
本
日
は
、
法
的
な
観
点
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
問
題
を
少
し
広
げ
た
形
で
優
生
保
護
法
の
問
題
に
言
及
さ
れ
つ
つ
出
生
前
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診
断
の
問
題
に
つ
い
て
、
お
考
え
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
関
連
判
例
を
取
り

上
げ
て
い
た
だ
き
、
ご
専
門
の
視
座
か
ら
貴
重
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
の
ご
指
摘
は
、
林
先
生
の
ご
報
告
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
現
在
、
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
は
、

ず
ば
り
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
胎
児
条
項
も
あ
り
ま
せ
ん
。
胎
児
条
項
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
優
生
保
護
法
の
改
正
時
に
大
変
強

い
反
対
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
が
国
の
場
合
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
の
お
国
・
イ
ギ
リ
ス
と
は
違
っ
て
、
胎
児
条
項
に
は
反
対
が
あ
り
、
胎
児
条

項
の
導
入
が
否
定
さ
れ
る
か
た
ち
で
優
生
保
護
法
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
丸
山
先
生
か
ら
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
。
胎

児
条
項
の
な
い
現
行
母
体
保
護
法
の
下
で
、
中
絶
が
「
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」（
一
四
条
一
項
一
号
）
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
項
の
「
拡
大
解
釈
」

や
「
緩
や
か
な
解
釈
」
に
よ
っ
て
対
応
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
中
絶
の
理
由
が
問
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
わ
が
国
で
は
、

事
実
上
、
胎
児
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

丸
山
先
生
が
考
察
さ
れ
た
中
絶
に
関
す
る
訴
訟
（
医
療
者
の
ミ
ス
に
よ
っ
て
中
絶
の
選
択
が
妨
げ
ら
れ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

訴
訟
）
に
お
い
て
は
、
中
絶
の
適
法
性
を
め
ぐ
る
裁
判
所
の
判
断
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
倫
理
の
面
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
判
断
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
曖
昧
さ
が
残
る
判
断
が
下
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
曖
昧
さ
こ
そ
が
、
選
択
中
絶
、
あ
る
い
は
、
出
生
前
診
断
を
め
ぐ
る
法
的
あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
わ
が
国
の
風
土
、
土
壌
、
法
的
環
境

等
を
反
映
し
て
い
る
面
が
あ
る
と
の
ご
指
摘
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

瀬
戸
山
先
生
に
は
、
新
型
出
生
前
診
断
技
術
の
医
療
へ
の
利
用
に
つ
い
て
、
生
命
倫
理
学
お
よ
び
法
哲
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
に
は
、
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
瀬
戸
山
先
生
に
は
、
生
命
倫
理
学
の
視
点
か
ら
、

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
へ
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
有
用
な
四
つ
の
倫
理
原
則
、
す
な
わ
ち
、
自
律
尊
重
、
無
危
害
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
お
よ
び
正
義

に
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
〇
分
と
い
う
少
な
い
報
告
時
間
で
す
の
で
、
こ
れ
ら
倫
理
原
則
の
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
へ
の
当
て
は
め
を
行
う

時
間
が
と
れ
な
く
な
り
、
ま
こ
と
に
残
念
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
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Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
日
本
で
は
一
〇
週
か
ら
検
査
で
き
、
約
二
週
間
、
つ
ま
り
一
二
週
目
で
検
査
結
果
が
出
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ 

が
行
わ
れ
る

一
〇
週
か
ら
一
二
週
と
い
う
の
は
脳
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
す
か
ら
、
瀬
戸
山
先
生
が
示
唆
さ
れ
る
パ
ー
ソ
ン
論
や
脳
生
説
の
考
え
方
に
依

拠
し
ま
す
と
、「
人
格
」
と
い
う
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
胎
児
の
生
命
権
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
こ
う

し
て
、
一
般
的
に
言
い
ま
す
と
、
胎
児
の
生
命
権
と
、
母
親
と
な
る
妊
婦
の
「
自
己
決
定
権
」
が
衝
突
す
る
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
、
こ
れ
が
瀬
戸
山
先
生
の
お
考
え
の
出
発
点
に
あ
る
問
題
意
識
の
一
つ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
は
、
長
所
と
短
所
が
あ
り
ま
す
が
、
目
下
、
短
所
や
問
題
点
を
ど
う
や
っ
て
解
決
な
い
し
解
消
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
林
先
生
の
ご
報
告
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
も
う
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
短
所
や
問
題
点
の
議
論
に
終
始
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
は
長
所
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
、
こ
れ
に
ど
う
や
っ
て
制
約
・
枠
づ
け
を
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
、
Ｎ

Ｉ
Ｐ
Ｔ
が
う
ま
く
機
能
す
る
よ
う
い
か
な
る
条
件
づ
く
り
を
し
て
い
く
か
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
切
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
瀬
戸
山
先
生
の
ご
報
告
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ご
指
摘
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
何
度
も
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
林
先
生
の
ご
報
告
に
お
い
て
、
一
一
月
二
二
日
の
新
聞
の
夕
刊
記
事
「
陽
性
判
断

を
さ
れ
た
後
に
確
定
診
断
を
受
診
し
た
六
二
人
中
、
陽
性
と
し
て
疾
患
確
定
し
た
五
六
人
中
二
人
が
流
産
し
、
五
四
人
中
五
三
人
が
中
絶
を

選
択
し
た
」
と
の
現
状
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
あ
と
最
終
的
な
確
定
診
断
を
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
羊
水
検

査
の
実
際
の
結
果
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
林
先
生
は
、
わ
が
国
の
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
現
状
に
関
す
る
大
変
シ
ビ
ア
な
現
実
問
題
を
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
と
い
う
簡
便
で
安
全
な
検
査
方
法
の
実
施
に
よ
っ
て
、
結
局
は
陽
性
の
確
定
判
断
を
さ
れ
た
妊
婦
の
九
八
％
が
選
択
中
絶
を

行
っ
た
と
い
う
現
状
に
は
重
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
現
状
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
深
刻

に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ご
指
摘
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

和
田
先
生
の
ご
報
告
に
お
い
て
は
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
際
、
そ
れ
に
大
き
く
影
響
す

る
の
は
環
境
で
あ
り
、
出
産
・
中
絶
を
選
択
決
定
す
る
と
き
の
妊
婦
の
置
か
れ
た
環
境
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
考
え
な
け
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れ
ば
い
け
な
い
、
と
り
わ
け
、
陽
性
の
確
定
判
断
を
さ
れ
た
妊
婦
に
お
い
て
出
産
の
選
択
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
出
産
後
の
環
境
を
整
備
し

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
政
策
論
的
に
大
変
貴
重
な
ご
指
摘
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

コ
メ
ン
ト
が
長
く
な
っ
て
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
の
ご
報
告
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
フ
ロ
ア
の
先
生
方
に
は
ご
質
問
の
方
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

質
疑
応
答　

司
会
：
五
十
子
敬
子

　

司
会　

た
く
さ
ん
の
質
問
等
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
に
対
す
る
質
問
と
し
て
、
日
本
大
学
の
神
尾
先
生
か
ら
の
質
問
で
す
。
一
番
目
は
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
実
際
の
問
題
点
に
つ
い

て
客
観
的
に
説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
教
授
ご
自
身
は
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
を

こ
の
ま
ま
で
よ
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
も
し
法
的
整
備
が
必
要
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
規
制
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
は
公
共
政

策
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
べ
き
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
現
在
は
私
費
負
担
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
公
費
で
負
担
す
べ
き
で
す
か
。

も
し
公
費
負
担
に
す
べ
き
と
お
考
え
で
し
た
ら
、
そ
の
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

公
費
負
担
に
す
べ
き
か
と
い
う
お
尋
ね
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
ち
ょ
っ
と
先
に
私
か
ら
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
問
題
は
、
先
ほ
ど
も
私
が
短
く
お
話
し
し
た
中
で
、
多
少
触
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
は
早
く
か
ら
生
殖
補
助
医
療

の
法
制
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
国
民
の
間
で
意
見
交
換
を
し
た
り
、意
見
公
募
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
一
九
九
〇
年
に「
人

の
受
精
と
胚
研
究
等
に
関
す
る
法
律
」
が
立
法
化
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
先
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
二
番
目
に
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
つ
い
て
遺
伝
的
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
障
害
者
団
体
は
何
か
運
動
を
起
こ
し
て
い
ま
す
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。

　

時
間
が
五
時
四
五
分
ま
で
で
、
三
五
分
位
し
か
な
い
の
で
、
簡
単
な
説
明
、
ま
た
は
い
く
つ
か
い
た
だ
い
た
方
の
中
に
は
最
初
の
質
問
だ
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け
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
懇
親
会
等
で
ぜ
ひ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
ま
せ
。
ま
た
、
私
も
わ
か
る
と
こ
ろ
で
し
た
ら
、
の

ち
ほ
ど
お
目
に
か
か
っ
た
時
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

京
都
産
業
大
学
の
草
鹿
先
生
か
ら
、「
医
療
側
・
親
の
側
か
ら
み
た
出
生
前
診
断
の
必
要
性
、
有
効
性
が
切
実
な
思
い
と
共
に
伝
え
ら
れ

た
一
方
、
歯
止
め
の
必
要
性
が
倫
理
的
・
法
的
に
示
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
。
さ
ら
に
出
生
後
の
社
会
的
サ
ポ
ー
ト
の

拡
充
の
提
案
が
な
さ
れ
、
ま
さ
に
本
学
会
で
は
の
シ
ン
ポ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。」
と
い
う
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
（
通
訳　

菊
池
）　

第
一
の
質
問
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
がNHS

を
公
費
負
担
と
考
え
る
場
合
に
、
公
共
政
策
と
の
関
係
で

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
お
聞
き
し
ま
し
た
。
ま
ず
、NHS

で
現
在
、
許
可
さ
れ
て
い
る
の
は
、

非
常
に
限
ら
れ
た
、
医
療
的
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
遺
伝
上
の
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
限
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
場

合
で
す
。
今
、
現
段
階
に
な
っ
て
や
っ
と
初
め
て
、
グ
レ
ー
ト
・
オ
ル
モ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
病
院
で
の
ト
ラ
イ
ア
ル
で
、
一
番
そ
の
中
で

も
重
要
な
ダ
ウ
ン
症
に
関
す
る
適
応
の
可
否
で
、
そ
れ
が
本
当
に
、
英
国
に
お
い
て
、
公
益
性
、
つ
ま
り
公
共
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
の
診

断
が
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。NHS

、
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
無
料
医
療
の
中
に
含

ま
れ
る
こ
と
は
、
イ
コ
ー
ル
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
お
話
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
質
問
に
関
し
て
は
、
つ
ま
り
先
般
、
言
及
さ
れ
ま
し
た
法
哲
学
上
の
問
題
と
し
て
も
触
れ
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
障
害
者

の
数
が
こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
間
引
か
れ
て
減
っ
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、
障
害
者
団
体
は
、
こ
の
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
ご
質
問
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
の
お
答
え
は
、
一
つ
は
そ
の
障
害
者
団
体

自
体
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
部
分
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
う
る
さ
く
は
議
論
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
立
法
段
階
で
の
ロ
ビ
ー

活
動
で
、
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
は
、
当
然
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
は
や
は
り
そ
れ
な
り
の
論
点
を
尽
く
さ
れ
た
議
論
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
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司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
林
弘
正
先
生
に
は
三
名
の
会
員
の
方
か
ら
質
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

林　

ど
な
た
の
質
問
に
答
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
す
か
？

　

司
会　

北
海
学
園
大
学
の
神
元
隆
賢
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

　

林　

神
元
先
生
か
ら
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
な
し
で
の
遺
伝
子
解
析
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
健
康
診
断
で
入
手
し
た
血
液
を
無
断
で
遺
伝
子
解
析
し
た
大
学
病
院
の
事
実
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
有
効

な
抑
止
力
と
な
り
得
な
い
の
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
刑
法
的
規
制
も
遺
伝
子
解
析
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
遺

伝
情
報
保
護
の
要
請
が
強
い
問
題
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
ら
進
ん
で
実
施
し
た
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
情
報
管
理
上
の
同
意
の
前
提
た

る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
問
題
と
な
ら
な
い
訳
で
す
が
、
①
果
た
し
て
刑
法
的
規
制
は
必
要
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
②
ま

た
、
母
体
保
護
法
へ
胎
児
条
項
を
追
加
す
べ
き
と
の
見
解
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
ご
質
問
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
刑
事
規
制
が
必
要
か
ど
う
か
の
ご
質
問
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
の
実
施
の
是
非
を
検
討
す
る
際
に
、
刑
事
規
制

を
も
含
め
て
本
格
的
な
論
議
が
な
さ
れ
妊
婦
個
人
の
自
己
決
定
権
の
み
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
含
め
社
会
的
支
援
を
考

え
て
い
る
よ
う
で
す
。
遺
伝
情
報
の
管
理
は
、
ま
さ
に
重
要
な
問
題
で
す
。
私
は
資
料
に
は
書
き
入
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
前

後
に
い
く
つ
か
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

一
つ
は
、
一
一
月
二
三
日
の
朝
日
新
聞
に
出
て
い
た
「
新
型
出
生
前
診
断
の
検
査
結
果
を
誤
送
信
。
個
人
情
報
を
フ
ァ
ク
ス
で
」
と
い
う

新
聞
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
五
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、「
受
精
卵
診
断
に
つ
い
て
閲
覧
制
限
が
な
い
医
療
機
関
も
」
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
重
要
な
個
人
の
遺
伝
子
情
報
が
、
本
人
だ
け
に
郵
送
な
ど
の
手
段
で
提
供
す
べ
き
も
の
が
外
部
に
流
れ
た

り
、
受
精
卵
診
断
結
果
と
い
う
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
重
要
情
報
が
閲
覧
制
限
な
く
本
人
以
外
に
「
漏
洩
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
何
か
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
検
査
会
社
、
医
療
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
規
制
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と
い
う
形
で
ゆ
く
か
ど
う
か
は
、
そ
こ
ま
で
ち
ょ
っ
と
踏
み
込
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
や
は
り
、
単
な
る
損
害
賠
償
責
任
を
問
う

と
い
う
形
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
き
ち
ん
と
し
た
形
の
対
応
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
は
、
母
体
保
護
法
へ
の
胎
児
条
項
を
追
加
す
べ
き
と
の
見
解
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
ご
質
問
で
し

た
。
せ
っ
か
く
優
生
保
護
法
か
ら
母
体
保
護
法
へ
の
改
正
に
際
し
ま
し
て
胎
児
条
項
を
無
く
し
た
わ
け
で
、
逆
戻
り
す
る
必
要
は
全
く
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

司
会　

同
じ
く
林
弘
正
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
名
古
屋
学
院
大
学
の
山
内
義
廣
先
生
か
ら
の
質
問
で
す
。「
遺
伝
病
に
つ
い
て
胎
児
の
知

り
た
く
な
い
権
利
を
前
提
に
し
た
場
合
、
出
生
前
診
断
は
刑
法
上
、
胎
児
の
人
格
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
侵
害
罪
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
の
見
解
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」

　

林　

山
内
先
生
、
ご
質
問
あ
り
が
と
う
い
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
い
わ
ゆ
る
胎
児
の
人
格
に
つ
き
ま
し
て
は
、
若
干
、
否
定
的
で
す
。
果

た
し
て
胎
児
に
対
し
て
人
格
権
と
い
う
も
の
を
、
い
わ
ゆ
る
刑
法
上
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
、
疑
問
を
持
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
先
生
の
言
わ
れ
る
侵
害
罪
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
や
、
胎
児
の
人
格
権
そ
の
も
の
が
刑

法
上
認
め
ら
れ
る
の
か
と
、
そ
こ
で
ま
だ
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
何
か
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
変
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

司
会　

こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
水
俣
病
の
時
に
、
胎
児
の
人
格
を
認
め
た
の
に
近
い
判
決
が
出
て
お
り
ま
す
。
刑
法
上
の
議
論
か
ら

言
っ
た
ら
、
胎
児
は
出
生
前
で
す
の
で
、
ま
だ
人
格
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

林　

水
俣
病
判
決
は
、
特
殊
な
論
理
構
成
を
し
た
も
の
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
山
内
先
生
、
そ
の
点
に
つ

い
て
の
先
生
の
ご
見
解
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。
せ
っ
か
く
の
フ
ロ
ア
の
や
り
取
り
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
。
少
し
ご
教
示
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

山
内　

長
く
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
今
、
い
ろ
い
ろ
な
検
査
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
し
て
も
こ

れ
で
す
。
例
え
ば
、
胎
児
は
人
で
は
な
い
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
人
格
権
を
認
め
な
い
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
で
は
切
り
離
せ
な
い
、
見

捨
て
ら
れ
な
い
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
や
は
り
理
論
構
成
を
前
提
に
し
て
胎
児
の
人
格
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と
い
う
も
の
を
組
み
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。　

　

林　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
山
内
先
生
と
共
同
研
究
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
大
変
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

司
会　

で
は
、
次
に
林
弘
正
先
生
に
、
関
西
外
語
大
学
の
村
井
淳
先
生
か
ら
、「
結
局
、
現
在
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
実
質
的
要
件
は
、
妊

娠
期
間
と
同
意
、
指
定
医
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

林　

村
井
先
生
、
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
先
生
が
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
現
在
の
母
体
保
護
法
の
要
件
で
は
、
厚
生
事
務

次
官
通
知
に
基
づ
く
妊
娠
期
間
22
週
未
満
（
母
体
外
で
の
生
命
保
続
可
能
性
）、
そ
れ
か
ら
当
事
者
及
び
当
事
者
の
配
偶
者
の
同
意
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
実
質
的
要
件
と
い
う
こ
と
で
、
質
問
が
出
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
母
体
保
護
法
の
要
件
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
も

の
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
村
井
先
生
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
で
し
ょ
う
か
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

村
井　

話
の
流
れ
か
ら
聞
く
と
、
先
生
の
ご
意
見
と
し
て
は
、
も
っ
と
、
現
在
で
も
タ
ガ
を
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
結
局
は
堕
胎
罪
で
捕
ま
っ
た
話
が
あ
ま
り
な
い
と
い
う
話
で
。

　　

林　

逆
に
、
今
、「
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
」
と
い
う
要
件
で
人
工
妊
娠
中
絶
が
行
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
か
ら
逆
に
ド
ク
タ
ー
た
ち
に
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、
果
た
し
て
母
体
保
護
法
一
四
条
一
項
の
二
つ
の
要
件
で
う

ま
く
ク
リ
ア
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
今
回
の
よ
う
な
報
道
で
出
た
五
四
人
中
五
三
人
が
堕
胎
、
人
工
妊
娠
中
絶
と
い
う
記

事
が
出
る
と
、
根
拠
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
の
す
ご
く
疑
問
を
持
つ
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
い
う
根
拠

で
人
工
妊
娠
中
絶
を
し
た
の
か
。

　

現
行
の
母
体
保
護
法
で
は
そ
の
条
項
で
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
報
道
さ
れ
た
五
四
人
中
五
三
人
は
、
そ
の
枠
内
に
入
っ
て
い
る
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の
か
ど
う
か
。
入
っ
て
い
た
と
し
て
何
を
使
っ
た
の
か
。
い
わ
ゆ
る
胎
児
条
項
は
無
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
は
非
常
に
疑
問
を
持

ち
な
が
ら
ド
ク
タ
ー
た
ち
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
問
い
か
け
た
わ
け
で
す
。

　

村
井　

私
も
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
っ
て
、
堕
胎
罪
が
骨
抜
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　　

林　

確
か
に
堕
胎
罪
は
本
当
に
死
文
化
し
て
し
ま
っ
た
条
文
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
、
裁
判
例
が
殆
ど
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
死
文
化
し
て
い
ま
す
。

　

司
会　

次
に
、
和
田
美
智
代
先
生
に
大
阪
女
子
短
期
大
学
、
星
野
智
子
先
生
か
ら
の
質
問
で
す
。
母
子
健
康
手
帳
の
見
直
し
や
障
害
児
を

迎
え
る
た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
へ
の
提
言
な
ど
、
大
変
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
し
お
時
間
が
許
さ
れ
れ
ば
、
小
学
校
就
学

前
の
教
育
問
題
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
教
示
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
集
団
生
活
の
第
一
歩
と
な
る
幼
稚
園
、
保
育
園
に
お
け
る
支
援

教
育
は
と
て
も
大
事
で
あ
り
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

和
田　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
小
学
校
就
学
前
の
教
育
問
題
で
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
障
害

の
あ
る
子
供
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
で
、
適
切
な
医
療
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
導
訓
練
、
あ
る
い
は
特
別
の
養
育

を
行
う
と
い
う
こ
と
で
、
障
害
の
軽
減
に
つ
な
が
る
、
あ
る
い
は
基
本
的
な
生
活
能
力
が
高
ま
る
、
社
会
的
な
能
力
が
向
上
す
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
う
ま
く
生
か
せ
る
こ
と
が
小
学
校
就
学
前
に
で
き
た
ら
い
い
と
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
す
。

　

文
部
科
学
省
も
、
そ
う
し
た
こ
と
を
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
動
き
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
小
さ
な
子
供
、
乳
幼
児
の
情
報
を
持
っ

て
い
る
の
は
保
健
所
で
す
が
、
保
健
所
が
持
っ
て
い
る
情
報
が
、
実
際
に
幼
稚
園
や
保
育
所
に
は
な
か
な
か
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
現
実
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
個
人
情
報
保
護
が
逆
に
な
っ
て
い
て
、本
当
は
伝
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
伝
わ
っ
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て
い
な
い
こ
と
が
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

あ
と
幼
稚
園
、
保
育
所
は
親
御
さ
ん
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
、
障
害
が
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
受
け
入
れ
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

そ
の
際
に
は
一
般
的
に
は
、
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
し
た
り
、
あ
る
い
は
ス
タ
ッ
フ
に
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た
り
す
る
形
で
対
応
は
し
て
い
る
、

現
在
の
対
応
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
特
別
な
教
育
を
早
く
や
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
保
育
園
、
幼
稚
園
で
は
現
状
、
普
通
の
保
育
で
手
い
っ
ぱ
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
の
で
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
ち
ら
も
平
成
二
四
年
の
四
月
か
ら
枠
組
み
が
変
わ
り
、
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
と
い
う
、
今
ま
で
は
個
別
の
、
障
害
ご
と
の

支
援
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
も
の
を
、
総
合
的
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
ま
で
都
道
府
県
別
だ
っ
た
も
の
が
、
市
町
村
割

に
な
っ
た
の
で
、
少
し
身
近
な
と
こ
ろ
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
若
干
の
改
善
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
は
結
論
が
言
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
奥
山
先
生
や
他
の
先
生
か
ら
も
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
最
終
的
に

は
社
会
の
環
境
整
備
や
、
社
会
的
に
認
知
、
皆
様
の
受
け
入
れ
る
気
持
ち
、
で
き
れ
ば
社
会
保
障
を
充
実
す
る
な
ど
の
こ
と
で
ベ
タ
ー
な
状

況
が
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
少
し
司
会
か
ら
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ト
ビ
ア
ス
と
い
う
ダ
ウ
ン
症
児

の
お
母
さ
ん
が
書
い
た
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
私
は
子
供
が
小
学
校
に
入
る
前
に
読
ま
せ
て
聞
か
せ
ま
し
た
。
や
は
り
そ
の
よ
う
な
障
害
を

持
つ
お
子
さ
ん
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
見
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
み
ん
な
と
共
生
で
き
る
よ
う
な
社
会
に
な
る
よ
う
に
、
家
庭

で
も
教
育
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
最
後
に
丸
山
先
生
に
対
し
て
武
蔵
野
大
学
、
林
弘
正
先
生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
。「
プ
ロ
ッ
ト
三
枚
目
の
出
生
前
診
断
の
種
類

③
妊
娠
の
継
続
・
中
絶
を
決
定
す
る
た
め
の
情
報
の
提
供
を
目
的
に
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
選
択
的
中
絶
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

る
か
？　

事
実
と
し
て
は
了
解
の
余
地
の
あ
る
が
」
と
い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
丸
山
先
生
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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丸
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
話
が
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
明
確
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
か
ら
、
質
疑
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
胎
児
条
項
の
欠
如
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

理
論
的
に
す
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
重
篤
な
疾
患
に
つ
い
て
胎
児
条
項
を
設
け
て
、
中
絶
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
り

方
と
し
て
、
整
理
と
し
て
は
望
ま
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
重
篤
な
疾
患
と
し
て
整
理
す
る
と
、
例
え
ば
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
型
の
筋

ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
は
そ
こ
に
入
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ダ
ウ
ン
症
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
重
篤
度
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
に
つ
い
て
は
重

篤
と
性
格
付
け
る
の
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
、
通
常
の
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
の
ご
質
問
の
中
の
ご
指
摘
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
妊
娠
期
間
と
、
当
事
者
、
当
事
者
の
配
偶

者
の
同
意
、
そ
れ
か
ら
指
定
医
の
要
件
あ
た
り
の
し
ば
り
し
か
な
く
、
実
質
的
に
自
由
化
さ
れ
て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
出
生
前
診
断
の
結
果
に
よ
る
中
絶
の
場
合
は
駄
目
だ
と
言
う
の
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
な
か
な
か
難
し
い
で

す
。

　

い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
点
が
あ
り
、
違
法
阻
却
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
責
任
阻
却
で
考
え
て
期
待
可
能
性
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
、
と
い
う
よ
う
な
検
討
の
可
能
性
は
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
違
法
性
が
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
医
療
側
の

ミ
ス
で
選
択
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
、
慰
謝
料
の
救
済
を
認
め
る
説
明
が
な
か
な
か
難
し
く
な
る
の
で
、
こ
れ
も
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
他
方
、
こ
う
し
た
事
態
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
選
挙
制
度
の
一
票
の
格
差
で
も
、
最
高
裁
は
違

憲
と
違
憲
状
態
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
出
生
前
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
中
絶
も
、
違
法
状
態
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
違
法

と
ま
で
は
言
わ
な
い
と
い
う
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
憲
法
九
条
が
あ
っ
て
も
自
衛
隊
が
存
在
し
て
い
る
お
国

柄
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
現
実
の
対
応
と
し
て
は
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
現
在
の
裁
判
所
の
判
断
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
と
こ
ろ
で
、
医
療
側
の
ミ
ス
が
あ
れ
ば
ご
両
親
に
な
に
が
し
か
の
救
済
は
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与
え
る
け
れ
ど
も
、
財
産
損
害
に
つ
い
て
の
救
済
は
否
定
す
る
と
い
う
扱
い
が
現
実
的
な
対
応
と
し
て
は
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

学
者
だ
っ
た
ら
も
う
少
し
整
理
し
た
回
答
を
し
ろ
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
イ

ギ
リ
ス
も
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
北
欧
な
ど
で
は
、
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
方
に
対
し
て
は
、
福
祉
を
尽
く
す
け
れ
ど

も
、
出
生
前
に
つ
い
て
は
、
出
生
前
診
断
を
進
ん
で
す
る
と
い
う
二
枚
舌
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
す
。
そ
う
し
た
二
つ
の
視
点
で
の
考

え
を
使
い
分
け
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
我
々
は
苦
手
の
よ
う
で
す
。
現
状
の
グ
レ
ー
な
扱
い
と
い
う
の
は
仕
方
が
な
い
と
い
う
か
、
そ
れ

が
妥
当
で
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

本
当
に
ま
と
ま
り
の
な
い
回
答
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

司
会　

丸
山
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
胎
児
条
項
に
つ
き
ま
し
て
は
日
本
で
は
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
議

論
さ
れ
た
当
時
の
優
生
保
護
法
（
現
母
体
保
護
法
）
の
改
正
草
案
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
同
法
の
改
正
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
や

は
り
い
ろ
い
ろ
な
団
体
の
方
か
ら
の
反
対
も
強
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
本
当
に
皆
様
と
、
ま
た
フ
ロ
ア
の
方
々
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
せ
た
と
思
い
ま

す
。
こ
の
問
題
に
関
し
ま
し
て
は
、
文
化
の
面
、
そ
れ
か
ら
自
己
決
定
の
面
も
ま
だ
あ
ま
り
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
た

り
も
、
い
ず
れ
、
皆
様
と
議
論
で
き
る
よ
う
な
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
本
当
に
う
れ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
先
生
、
そ
れ
か
ら
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
、
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、『
法
政
論
叢
』

の
中
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
折
に
、
ま
た
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
活
か
し
て
さ
ら
に
良
い
も
の
に
発
展
さ
せ
て
い

け
た
ら
幸
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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Regulating Non-Invasive Prenatal Testing: the view 
from the UK

Emily Jackson

The discovery of Cell free fetal DNA in 1997 has the potential to transform 

prenatal testing.⑴  Prenatal testing can now be reliable as early as seven weeks 

into a woman’s pregnancy.⑵  Within the UK, this sort of non-invasive prenatal 

testing (NIPT) is in its infancy. It is available within the National Health Service 

(NHS) for sex-linked conditions, such as Duchenne muscular dystrophy, and for 

a handful of single gene disorders, such as achondroplasia. A major trial has just 

started at Great Ormond Street Hospital in order to evaluate its use for routine 

testing for Down’s syndrome. Outside the NHS, an increasing number of private 

clinics are offering non-invasive prenatal testing to any woman who is willing 

to pay for it. Tests cost approximately £600 (¥103,000).

The way in which private clinics promote NIPT to women is by contrasting it 

with the other ways in which chromosomal abnormalities (most commonly 

Down’s syndrome) are detected. Testing for Down’s syndrome within the NHS 

has until now been a two stage process. First the woman undergoes prenatal 

screening: either a blood test to measure two proteins combined with a nuchal 

translucency scan (to measure fluid on the baby’s neck), or a quadruple blood 

test to measure four proteins. The results are combined with the woman’s age to 

calculate her risk of having a baby with Down’s syndrome.

If the woman’s risk of having a baby with Down’s syndrome is calculated to be 

greater than 1 in 150, she will be offered a second diagnostic test. If her risk is 

less than this, she will be told that she is at low risk and no further testing will 
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be offered. The two testing options for women judged to be at high risk are 

either chorionic villus sampling (CVS), which can take place from weeks 11-14 

of pregnancy, or amniocentesis, which is carried out from 15 weeks. CVS 

involves using ultrasound guidance to take a sample of placental tissue using a 

needle inserted through the abdominal wall or fine forceps through the cervix. 

There is a 1-2 per cent risk of miscarriage. Later in pregnancy, the woman will 

be offered amniocentesis, which involves passing a fine needle through the wall 

of the abdomen, using ultrasound as a guide, into the amniotic fluid that 

surrounds the baby. The risk of miscarriage is one per cent.

Compared with this two stage process, NIPT has obvious advantages. It is easy 

– this is a simple blood test, so there are no needles inserted into the woman’s 

abdomen. It is safe, with no associated risk of miscarriage. And it can happen 

much earlier in pregnancy. It is also more accurate than the two stage process. 

Women who are currently judged to be at low risk of having a Down’s pregnancy 

may nevertheless go on to have a baby with Down’s syndrome A risk of 1 in 

150, after all, suggests that for every thousand woman judged to be ‘low risk’, 

six or seven will go on to have an affected baby.

NIPT also eliminates the false positives which are inherent in the current process 

of risk assessment. With a 1 in 150 cut-off point for testing, the vast majority of 

women who are identified as ‘high risk’ do not have fetuses with Down’s 

syndrome. These women currently expose their unaffected fetuses to a risk of 

miscarriage that would be eliminated with NIPT.

NIPT has obvious advantages for women who might contemplate termination 

of pregnancy. If women can have the results of prenatal testing as early as 8-10 

weeks of pregnancy, they will have more time to make a decision about 
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termination of pregnancy. With CVS and amniocentesis, women will receive 

the results well into the second trimester of pregnancy and decisions about 

abortion need to be taken quickly. For some women, this will be too late to 

contemplate termination. For others, it makes an abortion more difficult and 

traumatic than it would be earlier in the pregnancy. 

Another obvious advantage is that a woman can take the decision to terminate 

before other people know that she is pregnant. If a woman undergoes 

amniocentesis, others are likely to know that she is pregnant, and this may make 

opting for abortion more traumatic.

There are also some women, as Barbara Katz Rothman’s book, The Tentative 

Pregnancy explained,⑶  who regard the pregnancy as tentative until they have 

undergone testing. According to Katz Rothman the first trimester of pregnancy 

is ‘tentative’ for many women because of the fear or miscarriage. The second 

trimester is then ‘tentative’ because of the fear of the results of amniocentesis. 

If women can undergo accurate testing at week 10, they can be freed from the 

anxiety that many women would otherwise experience well into the second 

trimester.

A further dimension of non-invasive prenatal testing is that it might be attractive 

to women who would not terminate an affected pregnancy. Currently most 

women in the UK who discover that their fetus has Down’s syndrome as a result 

of invasive testing do decide to terminate their pregnancy. This is because 

women who would not terminate are not prepared to expose their fetus to the 

risk of miscarriage, and hence will refuse either to be screened at all, or will 

refuse to undergo the second diagnostic test if identified as high risk. But if 

testing does not carry any risk to the baby, might women be tested in order to 
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acquire more information about their baby before he or she is born? Knowing 

that your baby will have special needs, fro example, may make it possible to be 

better prepared for their birth and infancy.

Within the UK, there is an interesting difference between the regulation of 

prenatal and preimplantation testing. In relation to prenatal testing, there are no 

statutory limits on what you can test for. Testing is not completely unregulated, 

however. Testing must be carried out by registered healthcare professionals and 

clinics must be inspected and tests must meet certain quality standards. The 

restrictions on testing are not on the tests themselves, but on what women are 

allowed to do with the results of testing. That is, although there are no limits on 

what conditions can be diagnosed in the fetus, there are limits on the provision 

of abortion for abnormality. These are contained in the Abortion Act 1967, 

which is a complex statute that effectively provides doctors with a statutory 

defence to the crime of ‘procuring a miscarriage’, set out in the Offences Against 

the Person Act 1861.

Under the Abortion Act, a termination on the grounds of abnormality will be 

lawful only if two doctors have formed the opinion, in good faith, that there is a 

substantial risk that if the baby were born it would suffer from such mental or 

physical abnormalities as to be seriously handicapped. The two limbs of this test 

give the doctors considerable discretion: two doctors must believe that the risk 

is ‘substantial’ and that the disability or disease is ‘serious’, but they are able to 

exercise their clinical judgement in making that decision. If two doctors agree 

that this ground for abortion is satisfied, in theory termination can be carried out 

until birth. In practice, however, very late term abortions are rare and generally 

take place when the child has a condition which is incompatible with life. That 

is, termination is permitted to enable the woman to avoid having to carry the 
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pregnancy to term with the certain knowledge that her baby will die at or shortly 

after birth.

If the woman receives the results of the test early in pregnancy, termination 

could also be lawful under the most common ground for abortion, which makes 

termination of pregnancy lawful provided that two doctors have formed the 

opinion, in good faith, that continuation of the pregnancy would involve risk, 

greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental 

health of the pregnant woman or any existing children of her family. This is 

extremely broad. Indeed some commentators have suggested because abortion 

is almost always safer than childbirth, this ground for termination is satisfied in 

every pregnancy,

The Abortion Act, which regulates what decisions can be taken with the results 

of prenatal tests can be contrasted with the regulation of preimplantation genetic 

testing, or PGD, which is regulated by the Human Fertilisation and Embryology 

Act 1990. This Act was amended in 2008 to put the limits on testing, which had 

been developed by the Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), 

on the face of the statute.

The Act (with one complex and probably unnecessary exception specifying that 

embryos with disabilities must not be ‘preferred’ to embryos without)  places 

limits on what conditions can be tested for, rather than on what can be done with 

the information from preimplantation tests. Although this is different from 

abortion, the language is strikingly similar: a condition can be tested for only if 

there is a ‘significant risk’ that the child would have or develop a ‘serious’ 

disability or illness.



─ 14 ─

The HFEA’s Code of Practice fleshes out the factors relevant to this decision 

and they are an interesting mixture of objective factors (what is the degree of 

suffering associated with the condition? is it curable?) and subjective family-

specific factors (what are the views of the people seeking treatment? what are 

their family circumstances and what social support do they have available?). 

Seriousness is not then just an objective clinical fact, but may depend in part on 

the particular circumstances of the family.

PGD is not common. Of the nearly 50,000 cycles of IVF performed in the UK 

each year, very few involve PGD. In the last year for which there is validated 

data, there were only 135 babies born following PGD in the UK. PGD is a 

complex and specialist procedure, requiring considerable technical expertise. 

As a result, it is extremely expensive. Most couples receive some funding from 

the NHS, but this will happen only when their family’s inherited condition is 

serious and debilitating.

In fact, invasive prenatal testing is also not all that common. Of all pregnant 

women in the UK, only five per cent, that is around 5000 women per year, are 

offered invasive diagnostic tests. Because invasive diagnostic testing takes 

place fairly late in pregnancy and is not risk-free, not all of these 5000 women 

will go on to be tested. Non-invasive prenatal testing has the potential to 

transform this picture of very limited use of prenatal and preimplantation 

testing. Indeed, it has been suggested that it might make genetic prenatal testing 

routine.⑷ 

In Deans et al’s survey of healthcare professionals, they found that some were 

concerned that women might not think very hard about whether to undergo 

NIPT.⑸  Women who are informed in clear and unambiguous terms that the test 
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carries a risk of miscarriage clearly think very carefully about whether they 

want to be tested. As one fetal medicine consultant put it:

When you are told you might lose your baby if you have this test, you 

really, really concentrate on whether you need to go through this test or 

not.… Whereas if you don't have to think about that it's quite easy for 

you to stick out your arm and say OK fine take another blood test.

The comparative ease of NIPT may pose a challenge for the process of obtaining 

informed consent to testing.⑹  If the blood sample can be used to test for multiple 

conditions, it is going to be difficult for women to think through whether she 

wishes to be tested for each one separately. For example, the private ‘chromosome 

abnormality’ tests that are sold  to women in the UK test for more than just 

Down’s syndrome, but it is likely that most women are thinking only about 

Down’s when they decide to undergo private testing.

Consent to testing for multiple conditions is effectively generic consent: the 

consent is to multiple tests being carried out on the same sample, rather than to 

each individual condition. This is, perhaps, a little like the consent to the second 

trimester anomaly ultrasound scan: sonographers do not know what they are 

going to find when they carry out the scan and the woman is not expected to 

consent separately for everything that they might look for. On the contrary, most 

women undergo the scan principally in order to see their baby and take home a 

photograph, and they often do not consider themselves to be giving consent to 

testing for abnormality.

A further challenge posed by non-invasive prenatal testing is that its ease is 

going to make it more difficult to to counsel women about the possible 
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implications of testing. At the moment, the two stage process of screening 

followed by the offer of a diagnostic test only for women in the high risk group, 

means that information about possible risks and outcomes of further testing 

need only be given to the small subset of women with a positive screen result. 

If NIPT becomes routine, it will be difficult to give information and counsel all 

pregnant women about the tests’ implications in a single session. 

Looking into the near future, it is unlikely that NIPT will be restricted to testing 

only for chromosomal abnormalities. It will soon be possible to screen for 

multiple susceptibility genes. Direct-to-consumer genetic testing, provided by 

companies like 23andme, screen for 240+ genetic conditions. This sort of 

screening reveals that we are all abnormal, that we all are at higher than average 

risk for some conditions, and lower than average risk for others. Its exceptionally 

difficult to make sense of this sort of information, not least because the difference 

between relative and absolute risk is hard to understand. If the risk of a particular 

condition in the general population is one per cent, I can be at double the normal 

risk of developing that condition, but my risk is still only two per cent. It is 

going to be challenging for pregnant women make sense of this sort of complex 

probabilistic information about their fetus.

With any new scientific development, there are likely to be unintended 

consequences. Women who undergo early NIPT may receive positive test 

results for foetuses that would have spontaneously miscarried, and may undergo 

abortions that are, strictly speaking, unnecessary. It is also possible that women 

could seek terminations of pregnancy under the general ‘risk to their own health’ 

ground early in pregnancy when in fact their reason for termination is information 

about the fetus that they have acquired privately, early in pregnancy. 
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Women who undergo genetic testing but do not terminate will have access to 

much more information about their child’s future health risks than is currently 

permitted. In the UK, parents are not allowed to seek genetic testing of their 

children unless such testing has a therapeutic purpose.⑺  The child’s right ‘not 

to know’ means that the decision to test for abnormal genes that may predispose 

them to ill health in the future is a decision for them to take for themselves when 

they reach adulthood. If a woman undergoes private genetic screening of her 

offspring before birth, it is possible that she could have access to what would 

ordinarily be regarded as the child’s private information.

In the UK, a further concern is the rolling out of NIPT in the private sector. At 

the moment, the efficacy – ie the sensitivity and specificity – of NIPT is 

established only for high risk groups. We simply do not know what the false 

positive and false negative rate is for the general population of pregnant women. 

In the UK, there are a growing number of private clinics offering a range of 

prenatal tests to any woman who wants to purchase them, rather than to 

individuals in whom those tests are clinically indicated. The ultrasound scan has 

already been transformed from a diagnostic test to a fun occasion to ‘meet your 

baby’, and NIPT has the potential to further broaden the transformation of 

testing for abnormality into something that is perceived very differently. There 

is also concern about women undergoing private testing returning for follow-up 

care or repeat testing in the NHS. This is a well-established pattern from other 

privately available genetic tests: the worried well buy private tests, but return to 

the NHS for explanations, advice and reassurance.

Non-invasive prenatal tests have been patented. In the UK, most of the private 

clinics offer the ‘Harmony’ prenatal test, but this is by no means the only one 

available. And with patents come ‘patent wars’: most of the companies which 
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have patented the use of cell free fetal DNA for testing are engaged in lawsuits 

over the infringement and enforcement of those patents.With patents, come 

higher test costs, and potentially fewer testing options. 

In surveys, the vast majority of women have said they would be likely to use 

NIPT, including half of the women who currently decline screening.⑻  On the 

other hand, healthcare professionals are more anxious, worrying about the 

accuracy of tests and the consequences of false positives and false negatives.

In conclusion, then, this is a fast moving area of science: the tests are there, 

patents are in place and women are buying them. At the same time public 

healthcare providers are trying to work out when these tests should be publicly 

funded. We are, perhaps, on the brink of a revolution of prenatal testing, which 

will pose multiple challenges for regulation. How can we ensure informed 

consent, for example? Is it going to be possible to explain adequately the 

implications of testing for multiple conditions? Will normalised testing lead to 

more abortions, or not? Commercialised testing poses new challenges. We have 

already witnessed the rise of recreational DNA testing through the sale direct-

to-consumer genetic testing kits. Finally every new development has unintended 

consequences. If it becomes possible for pregnant women to buy a test that will 

tell them an extraordinary amount of information about their future child’s 

genetic risk factors, how will this transform the experience of pregnancy and of 

parenthood?
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【シンポジウム】
非侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）：英国の見解

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エミリー・ジャクソン　

要訳　五十子　敬子　

　1997年に胎児細胞によらないDNA（Cff-DNA）が母体血漿体の中から分離さ

れていることが発見された。その技術を応用し、NIPTが可能になった。今や検

査は妊娠７週で実施可能である。英国では、伴性疾患はナショナルヘルスサー

ビス（NHS　国民医療サービス）が利用できるが、NIPTは、臨床試験がまさに

始まったところであるので、NHSは利用できない。それ故、検査には￡600

（103,000円）の検査費用が必要であるが、実施私立クリニックの数は増加し

ている。

　人工妊娠中絶法（Abortion Act 1967）は胎児が重大な、知的または身体的障

害を持って生まれる現実的な危険性があるとの2人の医師による信義誠実な意

見に基づく場合に中絶を合法とし、理論上は出産直前までの中絶を認めてい

る。（同法は中絶可能期間の定めがなく、従来は原則的には1929年制定の胎児生命保

護法に基づき28週を生育限界としていたが、後述90年法制定後に改正し、一般的な中絶

可能期間を24週と明記した。［五十子による加筆］）。

　一方、着床前診断または出生前遺伝学（PGD）診断は人の受精と胚研究等に

関する法律（Human Fertilisation and Embryology Act1990［以後90年法］）に

より規定されているが、同法37条には中絶条項も規定されている。2008年に

90年法は、ライセンスがあっても、異常を持つ人が重大な身体的または精神的

障害に至る危険性、または何らかの重篤な医学的状態に発展する重大な危険が

あると機関（HFE Authority）が確信する場合でない限り、胚の検査を行う正当

性は付与されないと、改正された。

　さらに実施綱領（HFEA　Code of Practice）は、出生前診断が適切であるか

の決定の際には、客観的検査結果のみならず本人の生殖の経験や効果的な療法
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の有用性、障害の進行速度、社会的支援、家族状況など、本人の主訴も考慮に

いれることを規定した。

英国では、PGDは一般的ではない。2013年には50000件のIVF（体外受精）が

行われたが、そのうちPGDを経て誕生した出生児は135人である。PGDは高額

であるため多くのカップルは、NHSからの資金提供を得て行っているが、それ

は伴性遺伝の場合にのみ可能である。

　実を言うとIPTも一般的ではない。英国における妊娠人口の５％である5000

人がその検査を受けている。検査は羊水検査は妊娠15週以後、絨毛検査は同10

週以後と、時期的に遅くリスクもある。NIPTはこの非常に限られた出生前診断

と着床前診断の状況に代わる可能性もあるといえよう。

　NIPTと他と比較した場合の容易さが、検査への説明された上での同意を得る

過程への課題を引き起こすかもしれない。もし血液検体が多様な症状の検査に

使われた場合、女性たちがその各々の検査を望んでいるか否かを良く考えて理

解することは難しいのではないだろうか。

　多数の症状のための検査の同意は事実上包括同意である。その同意は、個々

の症状の各々に同意するというよりもむしろ同意した検体で実施される多数の

検査のためのものである。これは、おそらく妊娠第二期の超音波スキャンにつ

いての同意と同じようなものである。音波検査者は、彼らがスキャンするとき

に何を見出そうとしているのかを知らない。そして女性は彼女らが検査しよう

としているすべてのために個々に同意しようとは思っていない。それどころか

殆どの女性は、主には彼女らの赤ちゃんを見るためにスキャンを受け、その写

真を持ち帰る。彼女らは多数の検査を受けるために同意しているなどとは思っ

ていないのである。

　それ以上の課題がNIPTによって引き起こされるかもしれない。NIPTの容易さ

ゆえに検査に含まれる深い意味について相談にのってもらおうとすることをよ

り難しくしてしまうのではないだろうか。

　近い将来、NIPTが染色体異常の検査のみならず、他の多種多様な病気に罹り

やすい多数の遺伝子の選別にも利用されるようになるであろう。「23アンドミ
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ー」のような数々の民間会社が、私達の要望に応じて通信販売の如く直接に

240種以上の遺伝子条件に関する検査結果を届けてくれるであろう。この種の

選別は我々全員に何らかの異常があることを明らかにする。

　科学の進歩に伴って、予想外の結果がもたらされるかもしれない。初期段階

でNIPTを受けた妊婦は本来自然流産となるであろう胎児の陽性という検査結果

を受け取るかもしれない。そして本来はする必要がなかった中絶を行ってしま

うかもしれない。妊婦は自己の胎児に関し、そのように複雑な見込み情報を与

えられてもそれを正しく理解するのはかなり困難なこととなるであろう。

　遺伝検査の結果を承知した上でなお妊娠は終結しないことを決めた女性は、

現在よりも一層多く提供可能になる情報を将来知り得ることとなるであろう。

英国においては、治療上の目的がないのに子供の遺伝検査をすることは許容さ

れていない。子供の「知らずにいる権利」とは、将来の不健康の誘因となりそ

うな異常な遺伝検査を行うかどうかの決定は、その子自身が成人に達した時に

行うべきものであることを意味する。もし女性が自己の子孫の誕生前にその子

の個人的遺伝子の選択を受けるならば、その女性は、通常はその子供の個人の

ものであるとされる情報を知り得ていたであろうと考えられる。

　英国では、それ以上の懸念は現在私的領域で行われているNIPTが広がってい

ることである。臨床医から指示されて検査を受けるというよりもお金を払う人

には誰にでも出生前診断を提供するという私的なクリニックが増加しているこ

とにも目を向けなければならない。そのような私的なクリニックで検査を受け

た女性たちにNHSはフォローアップまたは再検査をしてくれるだろうか。

　NIPTは特許をもつ検査である。侵害防止強化と特許侵害で多くの企業が訴訟

を提起している「特許合戦」状態である。特許をもつ検査である故、検査費用

は上がり、当事者の選択肢の減少を招く恐れもある。

　NIPTに関する調査では、大多数の女性はNIPTを利用するであろうと言ってい

る。その中には現在選別を行わないことにしている女性の半数を含んでいる。

一方、医療従事者たちは正確な検査が実施されるかということ、そして陽性に

しても、陰性にしても誤った結果が提示されないかについて憂慮している。
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　結論として、これは急速に変化しつつある科学領域である。特許があり、女

性がお金でその検査の提供を受けようとする。一方、公的医療供給者達はいつ

公的資金を投入すべきか検討中である。我々は出生前診断革命に遭遇してお

り、そこには法制化のための多数の課題が引き出されるであろう。例えば、イ

ンフォームド・コンセントをどのように徹底させることができるか、多くの症

状がある場合に深い意味までの説明が可能か。通常化した検査がより多くの中

絶を誘導しないか。商業ベースでの検査が新しい課題とならないか。我々が目

にするキットによるDNA検査がNIPTでも行われるのではないか。新しい技術発

展は予想外の結果をもたらす。妊娠した女性達が自由にこの検査を手に入れら

れるようになると、今後の妊娠と親になるという経験はどのように変化するの

であろうか。
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【シンポジウム】

非侵襲的出生前遺伝学的検査：刑事法の視点から

林　　　弘　正　

　私は刑事法の視点から非侵襲的出生前遺伝学的検査の問題を考えたいと思い

ます。実はこの問題について刑事法の視点からどのように考えるべきかといろ

いろ考えておりました。刑事法プロパーの問題でいきますと、どうしてもいわ

ゆる堕胎罪との関係が一つの議論になると思い、久しぶりに刑法の堕胎罪の判

例を検索しておりました。堕胎罪は実際に検挙される件数が非常に少なくなっ

ておりますし、判例としてもなかなか少ない状況でございます。　

　そのような中で検索していて、興味深い事例が一件ありました。これは不同

意堕胎罪（刑法215条）の事例で、3年位は子供を産まないで夫婦共稼と決めてい

た夫がまだ入籍をしていない妻が妊娠してしまったので、これを法律婚にした

くない、何とか堕胎させてしまおうと考え、子供も欲しいし出産すれば入籍し

てもらえると思っていた妻を無理やり病院に連れて行って妻に秘して医師に人

工妊娠中絶手術を依頼し、嫌がる妻に「墮胎しなければ別れる、墮胎すれば籍

も入れる」と虚言を弄して堕胎させてしまったという判例が一つありました⑴。

なかなか堕胎罪に関する判例は少ない状況です。　

　今回の報告に際しまして、出生前診断がどのような経緯を辿って現在に至っ

ているのか、みなさんのお手元のレジュメに書きましたように、我が国の出生

前診断法の歴史を長々といろいろ書いてみました。そのうち1960年代から

2011年までの項目では主に医師たちがどのような診断法を実施しているのかを

挙げてみました。

　私のこの一覧表で見ますと、非侵襲的出生前遺伝学的検査に関する事項が一

挙に出てきますのが2012年8月以降です。これは先程来、丸山先生にお示しい

ただいた読売新聞2012年8月29日の記事が出た後です。その後からいろいろ賛

否の情報が出ており、特にダウン症の報道が出たのでダウン症の方々から反論
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が出ております。

　一連の経緯を調べてまいりますと、特に2012年11月13日に日本産科婦人科

学会が「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」のためのシンポジウムを

開いています。このシンポジウムの論議を受けまして2013年3月9日、日本産

科婦人科学会の「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査指針」が公表され

ました。そして同じ日に日本医学界、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医

会、日本人類遺伝学会からこの日本産科婦人科学会の指針を支持するという共

同声明が出されております。

　2013年4月になりましてから認定された15の施設で新型出生前診断が開始さ

れております。6月には日本産科婦人科学会が従来採用しておりました「出生

前に行われる検査および診断に関する見解」を改定し、昭和63年(1988年)に制

定されました「先天異常の胎児診断、特に妊娠初期絨毛検査に関する見解」の

削除という形で新たな対応をしております。

　同年7月、新聞報道を多くの先生方がご覧かと思いますが、記事では全国22

施設で実際に行われた1534件についてのデータが紹介されていました。非侵襲

的出生前遺伝学的検査で陽性と判定された29件について羊水検査等の確定検査

により既に結果の出た8件中6件で染色体異常があり、そのうちの2人が実施施

設で人工妊娠中絶を選択したとの報告がなされております⑵。それからこの11

月、つい最近ですが、22日と23日の毎日新聞及び読売新聞で、検査開始後6カ

月間のデータ分析がなされ3514人に対しての解析結果が紹介されております。

　その中で特に目を引きましたのは、54人中53人が中絶を選択したという記事

です⑶。私はこの「54人中53人が中絶を選択」との部分が刑事法の視点からし

ますと、どのような理由で一体中絶をしたのか、この部分はひょっとすると、

私たち刑法屋から見ますと「これは堕胎罪に該当するのではないのか」という

懸念を抱きます。こういうデータを公表された時に、母体保護法のどの条項を

使って人工妊娠中絶手術が実施されたのかを知りたいというのが、私たち刑事

法を専攻している人間からの関心です。

　実際この検査が行われている機関・施設といたしましては、日本医学会が臨
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床研究施設を2013年10月15日の段階で31施設に限定しております。これはあ

くまでも臨床研究という形で実施されています。それに対しましてNIPTコンソ

ーシアムでは、2013年11月17日の段階で29施設について認定しております⑷。

この認定施設数の違いは一体何に起因するのかということに非常に興味があり

ます⑸。 

　特に私が関心を持っておりますのは、先ほど少し触れましたように、出生前

診断がなされて、先ほどの11月22日の報道のように54人中53人が中絶を選択

した際に、どのような法律即ち母体保護法のどの条項に基づいてなされたの

か。つまり少なくとも我が国の現在の母体保護法には胎児条項がないのです。

胎児条項がないにもかかわらず、母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査の

結果、陽性と判定された後、確定診断を受け陽性と確定した後に人工妊娠中絶

を実施するのは、いかなる条文上の根拠に基づくのかに大変関心を持っており

ます。

　実施状況及び確定診断後の受診者の対応については、今後それぞれの医療機

関等から何らかの報告があがってくるものと思います⑹。

　確定診断陽性54人中53人（98.14%）が人工妊娠中絶を選択したとの報道を受

け改めて人工妊娠中絶の実施件数を調べてみました。厚生労働省の「平成22年

度衛生行政報告例」を見ますと、1955年から2010年までの人工妊娠中絶のデ

ータを調べてみました。そうしますと、1955年の段階では117万143名です。

ところが2010年の段階では21万2694人となっております。このデータを少し

詳しく見てみますと、大体5歳刻みで、どの年齢でどのくらいの人工妊娠中絶

がなされているのか。表１には平成22年度の人工妊娠中絶件数、年齢階級・妊

娠週数・事由別の詳細なデータが紹介されています。更には、人工妊娠中絶が

母体の健康を理由としてなされているのか、それともいわゆる暴行等の暴行脅

迫等の結果、いわゆる母体保護法14条1項2号に基づいてなされているのか、か

なり詳細なデータが出ております⑺。

　今回の54人中53人は母体保護法14条1項のいずれの号に該当するのかはわか

りませんが、久しぶりにこの人工妊娠中絶の件数を見ておりまして大変驚きま
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したのは、2003年のデータからは、それまで20歳未満と区分されていました

のが15歳未満、15歳、16歳、17歳、18歳、19歳と20歳未満をかなり詳細に分

けております。このデータが取られました1955年段階での20歳未満の人工妊

娠中絶全体の中のパーセントで申しますと、1955年段階では1.2%です。とこ

ろが2010年のデータを見ますと、20歳未満の人工妊娠中絶の割合が9.5%とか

なりの割合を占めております。

　今回の報告にあたりまして、人工妊娠中絶のデータがどうなっているのか確

認しましたら、このような形でかなり数字が推移しております。特に、今回の

54人中53人は一体どの段階で、母体保護法のどの条項に基づいてなされたのか

について、刑事法を専門とする者としては大変関心を持っております。

　先生方にお配りしましたレジュメのⅡに生命誕生をめぐる日本産科婦人科学

会等のガイドラインの一覧を掲記致しました。これを羅列しましたのは、それ

ぞれどういう形で、生殖補助医療や出生前診断の問題について対応しているの

かを調べるために並べてみました。

　ここには日本産科婦人科学会のものを主に挙げましたが、いわゆる厚生労働

省が行っているものが11．に記載しました「厚生科学審議会先端医療技術評価

部会生殖補助医療技術に関する専門委員会『精子・卵子・胚の提供等による生

殖補助医療のあり方についての報告書』」です。それからその下の出生前診断の

Ⅱ‐ⅱ‐a.2．の同じ厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に

関する専門委員会の「母体血清マーカー検査に関する見解」があります。それ

からⅡ‐ⅰ．20．に日本学術会議・生殖補助医療の在り方検討委員会「代理懐

胎を中心とする生殖補助医療の課題―社会的合意に向けて―」という形でいく

幾つかのガイドラインや報告書を記載しております。

　例えば、日本産科婦人科学会のガイドラインであれば、先ほど瀬戸山先生も

指摘されておられましたけれども、あくまでもガイドラインの対象は当該学会

の構成メンバーでしかないわけです。会員に対して会告という形式でこの様な

指針・ガイドラインを示しているに過ぎません。

　レジュメⅣ．にそれぞれのガイドラインの規定の仕方を幾つか挙げておきま
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した。例えば、1988年（昭和63年）の「先天異常の胎児診断、特に妊娠初期絨

毛検査に関する見解」では、「以下の点に注意して実施する必要がある」と書

かれているだけです。　

　また、2007年（平成19年）に示されました「出生前に行われる検査および診

断に関する見解」では、「学会は、本学会会員が診療を行うにあたり、この新見

解を厳重に遵守されることを要望いたします」という書き方です。

　次に、2011年（平成23年）に示されました日本医学会の「医療における遺伝

学的検査・診断に関するガイドライン」を挙げてありますが、かなり長いので

これも終わりのほうだけを見ます。「遺伝医学は今後も急速に発展すると考え

られ、遺伝学的検査はさまざまな医療の領域に広く応用されることが予想され

る。各医学会分科会においては、それぞれの領域の疾患に関する遺伝医療や遺

伝カウンセリングのあり方について教育・啓発を行うことが望まれる」と書か

れております。

　そして、最も新しい2013年（平成25年）の日本産科婦人科学会「出生前に行

われる遺伝学的検査および診断に関する見解」の改定では、「日本産科婦人科学

会は本学会会員が診療を行うにあたり、この見解を厳重に遵守されることを要

望いたします。また、遺伝学的検査の実施にあたっては本学会でも承認された

日本医学会『医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン』（平成

23年2月）を遵守し、そこに掲げられた理念を尊重することを併せ求めます」と

書かれております。

　これらはあくまでもガイドラインであって、対象となっているのは、もちろ

ん日本医学会が出せば医師たちが対象になるでしょう。それから日本産科婦人

科学会が出せば、その会員である産婦人科医の方々が対象になっています。

　そうしますと私たちが今ここで新しい非侵襲的出生前遺伝学的検査を考える

時、これらのガイドラインだけで果たして充分にフォローできるのかどうかが

大変気になっているところです。

　何らかの形でより広い、いわゆる立法化が必要なのかどうかを検討すること

が不可避であると考えます。刑事法的視点からということで、刑事制裁をしよ
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うということではなく、あくまでも非侵襲的出生前遺伝学的検査という新しい

診断方法には一定のメリットは十分あるのですから、それを活かしながら、な

おかつそれをどのようにして、いわゆるマス・スクリーニングにならないかと

いう視点から、何らかのコントロールが必要ではないかということが、本日の

御報告の主旨であります。この後のディスカッションの素材となれば幸です。

　ご清聴ありがとうございました。

註
⑴　仙台高等裁判所昭和36年10月24日第2刑事部判決、高刑集14巻7号506頁参照。
⑵　毎日新聞2013年7月18日参照。
⑶　毎日新聞2013年11月22日及び読売新聞2013年11月23日参照。
⑷　日本医学会臨床部会運営委員会「遺伝子・健康・社会」検討委員会「母体血を用

いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会(部会長・久具宏司)は、臨床研究施設
として2014年3月27日現在41施設を認定する。NIPTコンソーシアムは、2014年1
月28日現在31施設を認定する。両認定機関いずれの認定施設のない地域として東北
地方(青森、秋田、山形、福島)、北関東(茨城、栃木、群馬)、甲信越(長野)、山梨、北
陸(富山、石川、福井)、山陰(鳥取、島根、山口)、高知、南九州(熊本、宮崎、鹿児島)、
沖縄等がある。

⑸　日本医学会臨床部会運営委員会「遺伝子・健康・社会」検討委員会「母体血を用
いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会は、「母体血を用いた出生前遺伝学
的検査の実施に関する規則」を示すのみで具体的な認定基準等を明示していない
(http://www.jams.med.or.jp/rinshobukai_ghs/registration.html)。

　NIPTコンソーシアムは、施設認定条件として下記に記載する独自の基準をHP上に明
示する(http://www.nipt.jp/rinsyo_02_2.html)。

　臨床研究に参加可能な施設条件(NIPTコンソーシアムの基準)
1.出生前診断に精通した臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラーが複数名所属し、

専門外来を設置して診療している。
2.専門外来で、一人30分以上の診療枠を設定してカウンセリングを行い、その中で

検査や対象疾患の説明を行う。
3.検査後の妊娠経過についてのフォローアップが可能である。
4.絨毛検査や羊水検査などの侵襲的胎児染色体検査に精通し、安全に行える。
5. 産婦人科医は、遺伝専門医であり、かつ、小児科医は、臨床遺伝専門医である
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か、周産期(新生児)専門医であることを要し、その小児科医とも遺伝カウンセリン
グ等の連携をとれる体制である（21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー
（注1）の妊娠・分娩ならびに生後の管理ができる）。
（注1）21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー…出生頻度順

6.臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラーは、
　・検査についての研修などを通し、NIPTについての知識を充分に有している。
　・院内で検査についての結果説明やカウンセリングに十分対応できる。

※NIPTコンソーシアムの定める施設条件は、日本産科婦人科学会が公表した指針
とは異なっています。

　　NIPTコンソーシアムは、臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラーによる遺伝カウ
ンセリングを重視すると共に、産婦人科医及び小児科医が臨床遺伝専門医であるこ
とを要件とする厳格な施設認定基準を設定する。この認定基準の差異が、認定施設
数10の差異を齎しているものと思慮する。

⑹　非侵襲的出生前遺伝学的検査開始後1年間の受診者は7775人で、陽性と判定され
たのは141人(1.8%)との報告がなされている。但し、羊水検査等の確定診断を受診し
た人数及びその内の何人が陽性と確定したのかは集計中という。非侵襲的出生前遺
伝学的検査受診者に対する遺伝カウンセリングを実施した専門医やカウンセラーを
対象としたアンケート(回答者115人)の分析結果として、受診者である「妊婦の遺伝
に関する基礎知識」についての問い関して、回答者の64%が「不十分である」と
し、31%が「妊婦によって差がある」とし、4%が「知識を持っている」と回答して
いる。毎日新聞2014年4月19日参照。今後の検討の際の実証データとして確定診断
で陽性とされた人数及びその後の対応等のデータが公表される事は、日本医学会「
母体血を用いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会及びNIPTコンソーシアム
の社会的責務として不可欠である。

⑺　資料末尾、表１参照。

【追記】
　　本稿は、2013年11月30日報告に基づいて脚註及び最小限度の加筆により校正時

点（2014年5月26日）でのup-to-dateを図った。詳細な検討については、拙稿「非侵
襲的出生前遺伝学的検査についての刑事法的一考察」武蔵野大学政治経済研究年報
第8号（2014年2月）1‐108頁参照。
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【資料】　日本法政学会第119回研究会国際シンポジュウム
Nobember.30.2013.

「刑事法の視点から－非侵襲的出生前遺伝学的検査」
The Non-Invasive Prenatal Genetic Testing from the Perspectives of the Criminal Law

武蔵野大学政治経済学部　林　弘正

Ⅰ．わが国の出生前診断法の歴史
1960年代	 X線、羊水穿刺による染色体検査
1970年代	 胎児鏡、皮膚生検、胎児採血、超音波診断法の発展
1980年代	 絨毛検査、超音波リアルタイム画像診断
1988年	 日本産科婦人科学会「先天異常の胎児診断、特に妊娠初期絨毛検査に関す

る見解」にて実施条件提示　　
1998年	 日本産科婦人科学会「着床前診断に関する見解」にて容認
1999年	 厚生省「母体血清マーカーに関する見解」
2004年	 日本産科婦人科学会「着床前診断」実施申請症例許可
2007年	 日本産科婦人科学会「出生前に行われる検査および診断に関する見解」
2011年	 「出生前に行われる検査および診断に関する見解」改定
2012年  8月	母体血によるDown症診断法の国内実施への議論
　　　　9月	日本産科婦人科学会 声明「新たな手法を用いた出生前遺伝学的検査につい

て｣
　　　 11月	 日本産科婦人科学会主催公開シンポジウム「出生前診断－母体血を用いた

出生前遺伝学的検査を考える」
2013年  3月	日本産科婦人科学会「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針
　　　　3月	日本医学会・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本人類遺伝学会

「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」についての共同声明　　
　　　　4月	認定された15施設で新型出生前診断が開始される
　　　　6月	「出生前に行われる検査および診断に関する見解」改定、「先天異常の胎児

診断、特に妊娠初期絨毛検査に関する見解」削除
　　　　7月	実施後3か月間の結果が公表される(全国22施設で1534件実施され、そのう

ち29件（1.9%）が陽性（異常の可能性が高い）との判定結果。陽性29件の
内訳は、21トリソミー16件、18トリソミー9件、13トリソミー4件。確定
診断結果の出た8件中6件で染色体異常があり、そのうちの2人が、羊水検
査による確定診断を経て人工妊娠中絶を選択。受診した妊婦は27〜47歳で
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平均38.3歳で受検理由として「35歳以上の高齢妊娠」との理由が94.1%を
占める)。

　　　 11月	 NIPT Consortiumの実施後6か月間のdata分析。
	 受診者3514人(平均年齢約38歳)の解析結果：
	 陽性判定67人(約1.9%)中2人が流産、3人が確定診断未受診、確定診断受診

62人中、陽性として疾患確定した56人中2人が流産し54人中53人が中絶を
選択する。53人の染色体異常の内訳は、21trisomy 33人、18trisomy 16
人、13trisomy 4人。(毎日新聞2013年11月22日及び読売新聞2013年11月
23日)

－平原史樹「出生前診断－最近の動向」、臨床婦人科産科66巻12号
(2012年)1049頁・表1 出生前診断法の歴史及び澤井英明「出生前診断
のいま」、医学のあゆみ246巻2号(2013年)151頁・表1出生前診断の歴
史を参考に筆者作成－

Ⅱ．資料：生命誕生をめぐる日本産科婦人科学会等のGuideline等
生命誕生をめぐり医療技術の進展に伴い関連学会は、各種ガイドラインを公表してき
た。ガイドラインは、大別すると生殖補助医療(ART、Assisted Reproductive Technology)
に関するものと出生前診断 (Prenatal Diagnosis) に関するものがある。後者の診断には、
胚移植前(妊娠成立前)の初期胚から検査する診断法である着床前診断(Preimplantation 
Genetic Diagnosis(PGD))が含まれる。各ガイドライン等の変遷の概要を一覧する。
Ⅱ‐ⅰ．生殖補助医療(ART、Assisted Reproductive Technology)
1.「体外受精・胚移植に関する見解」	 1983年(昭和58年)10月
2.「体外受精・胚移植に関する見解」1983年(昭和58年10月)の適用範囲の拡張　　	

	 1998年(平成10年)10月　
3.「体外受精・胚移植の臨床実施の登録報告制について」	1986年(昭和61年)3月
4.「死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解」

　　	 1987年(昭和62年)1月
5.「ヒト胚および卵の凍結保存と移植に関する見解」	 1988年(昭和63年)4月
6.「顕微授精法の臨床実施に関する見解」	 1992年(平成4年)1月
7.「XY精子選別におけるパーコール使用の安全性に対する見解」　　     　　　　　　	

	 1994年(平成6年)8月
8.「多胎妊娠に関する見解」	 1996年(平成8年)2月
9.  「非配偶者間人工授精と精子提供に関する見解」	 1997年(平成9年)5月
10.「ヒトの体外受精・胚移植の臨床応用の範囲についての見解」　　      　　　　　　	

	 1998年(平成10年)10月      
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11. 厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・
卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」　　                                       	
	 2000年(平成12年)12月28日

12.「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解 付：ヒトＥＳ細胞の樹立及び 
使用に関する指針」   	 2002年(平成14)年1月

13.「代理懐胎に関する見解」　　	 2003年(平成15年)4月
14.「胚提供による生殖補助医療に関する見解」	 2004年(平成16年)4月
15.「体外受精・胚移植に関する見解」	 2006年(平成18年)4月　
16.「顕微授精に関する見解」 	 2006年(平成18年)4月
17.「XY精子選別におけるパーコール使用の安全性に対する見解」の削除　　　　　　	

	 2006年(平成18年)4月
18.「非配偶者間人工授精に関する見解」	 2006年(平成18年)4月
19.「精子の凍結保存に関する見解」	 2007年(平成19年)4月
20. 日本学術会議・生殖補助医療の在り方検討委員会「代理懐胎を中心とする生殖補助医

療の課題－社会的合意に向けて－」　	 2008年(平成20年)4月8日
21.「生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解」	 2008年(平成20年)4月12日
22.「生殖補助医療実施医療機関の登録と報告に関する見解」　　　　　　　　  　　　	

	 2010年(平成22年)4月
23.「ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する見解」	 2010年(平成22年)4月
24. 日本産科婦人科学会倫理委員会「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見

解（改定案）」   	 2013年(平成25年)1月18日
25. 日本生殖医学会倫理委員会「未受精卵子あるいは卵巣組織の凍結・保存に関するガイ

ドライン」　 	 2013年(平成25年)11月
Ⅱ‐ⅱ．出生前診断(Prenatal Diagnosis)
Ⅱ‐ⅱ‐a．出生前診断
1. 「先天異常の胎児診断、特に妊娠初期絨毛検査に関する見解」	
		  1988年(昭和63年)1月
2.  厚生科学審議会先端医療技術評価部会生出生前診断に関する専門委員会 「母体血清マ

ーカー検査に関する見解（報告）」	 1999年(平成11年)6月23日
3. 「母体血清マーカー検査に関する見解」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　　1999年(平成11年)7月21日 ‘98日本人類遺伝学会見解
4.  遺伝医学関連10学会「遺伝学的検査に関するガイドライン」　　        　　　　　　

　	 2003年(平成15年)8月
5. 「出生前に行われる検査および診断に関する見解」	 2007年(平成19年)4月
6. 「胎児異常の有無のスクリーニングと重篤な疾患が強く疑われる場合の検査」
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7. 日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」		
	 2011年(平成23年)2月

8. 「出生前に行われる検査および診断に関する見解」	 2011年(平成23年)6月25日改定
9.  同・改定に関する補足説明
10.日本医学会臨床部会運営委員会「遺伝子・健康・社会」検討委員会「拡がる遺伝子検

査市場への重大な懸念表明」	 2012年3月1日
11.「新たな手法を用いた出生前遺伝学的検査について｣	 2012年(平成24年)9月1日
12. 日本産科婦人科学会倫理委員会母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する検討委員

会「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指針（案）」　　                                       	
	 2012年(平成24年)12月15日

13. 日本産科婦人科学会倫理委員会母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する検討委員
会「「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針（案）へのご意見について」	
	 2013年(平成25年)3月9日

14. 日本産科婦人科学会倫理委員会母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する検討委員
会「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針	 2013年(平成25年)3月9日

15. 日本医学会・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本人類遺伝学会「母体血を
用いた新しい出生前遺伝学的検査」についての共同声明　　                                                   

		  2013年(平成25年)3月9日
16. 日本産科婦人科学会倫理委員会「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する

見解」の改定	 2013年6月22日
Ⅱ‐ⅱ‐b．着床前遺伝子診断(Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD))
着床前診断に関する見解　　1998年(平成10年)10月　 1999年7月5日改定　 2006年(平
　　　　　　　　　　　　　成18年)2月　習慣流産  2010年 6月26日改定   
Ⅲ．立法的規制等
Ⅲ‐ⅰ．
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律　法律第146号（平成12年12月6日）

第1条　この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技
術ほか一定の技術（以下「クローン技術等」という。）が、その用いられ方のいかん
によっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人（以下「人クローン個体」とい
う。）若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体（以下「交雑個体」と
いう。）を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれが
あり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序
の維持（以下「人の尊厳の保持等」という。）に重大な影響を与える可能性があるこ
とにかんがみ、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により
作成される胚を人又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クローン技
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術等による胚の作成、譲受及び輸入を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保
するための措置を講ずることにより、人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並
びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民生活
と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。

第3条　何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人
又は動物の胎内に移植してはならない。

第6条　特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定め
るところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

第16条　第3条の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。

Ⅲ‐ⅱ．
1. 生殖医療技術をめぐる法的問題にかんする研究プロジェクト「生殖に関する医療的技

術(生殖医療技術)の適正利用および濫用規制に関する勧告」　 
2. 日本弁護士連合会「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」       
		   2000年(平成12)年3月
3. 厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・

卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」
		  2000年12月28日
4. 日本弁護士連合会「人の誕生や受精卵・胚に関する先端医療・医科学研究のルール策

定を求める決議」　　　　　	 2003年10月17日
5. 日本弁護士連合会「「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」についての

補充提言－死後懐胎と代理懐胎（代理母・借り腹腹）について－」　   
		  2007年(平成19年)1月19日
6. 日本学術会議・生殖補助医療の在り方検討委員会「代理懐胎を中心とする生殖補助医

療の課題－社会的合意に向けて－」	 2008年4月8日
7. 日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」  　　　　　

　	 2011年(平成23年)2月
8. 日本医師会生殖補助医療法制化検討委員会「生殖補助医療の法制化に関する日本医師

会生殖補助医療法制化検討委員会の提案」	 2013年2月13日
Ⅳ．日本産科婦人科学会等のGuideline等の規定
Ⅳ‐ⅰ. 「先天異常の胎児診断、特に妊娠初期絨毛検査に関する見解」　
		  1988年(昭和63年)1月
　 「妊娠前半期におこなわれる先天異常の胎児診断には，羊水検査，絨毛検査，胎児

鏡，胎児採血，超音波診断などの方法が応用されているが，これらの胎児診断は倫
理的にも社会的にも多くの問題を包含していることに留意し，以下の点に注意して
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実施する必要がある．」
Ⅳ‐ⅱ.「出生前に行われる検査および診断に関する見解」2007年(平成19年)4月
　 「ここに，本学会は「先天異常の胎児診断，特に妊娠絨毛検査に関する見解」（昭和

63年1月）については，これを廃し，現代社会の情勢，法的基盤の整備，倫理的観
点を考慮しつつ，生殖・周産期医療の現状および将来の進歩の可能性に立脚した新
たな見解「出生前に行われる検査および診断に関する見解」を発表することといた
しました．学会は，本学会会員が診療を行うにあたり，この新見解を厳重に遵守さ
れることを要望いたします.」

Ⅳ‐ⅲ.日本医学会 「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」　
		  2011年(平成23年)2月
　 「日本医学会では，国民により良い医療を提供するためには，医師等が，医療の場に

おいて遺伝学的検査・診断を，遺伝情報の特性に十分留意し，配慮した上で，適切
かつ効果的に実施することが必要であると考え，その実施の際に医師等が留意すべ
き基本的事項と原則を「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」
としてまとめた．なお，遺伝学的検査が行われる疾患（群），領域，診療科は多様で
あり，それぞれに固有の留意点が存在するため，各医学会分科会は疾患（群），領
域，診療科ごとのガイドラインやマニュアル等を本ガイドラインの趣旨に則して作
成し，医療関係者はそれに従って適切な医療を実施することが推奨される．また，
研究として行われる遺伝学的検査に関しては，研究に関する指針に則って実施する
必要がある．(中略)　遺伝学的検査・診断を実施する際には，実施する各診療科の医
師自身が遺伝に関する十分な理解と知識および経験を持つことが重要である．遺伝
学的検査・診断に関する情報は常に更新されていることから，遺伝学的検査・診断
に関わる医師は最新の研究成果を診療に生かすため積極的に新たな情報を得るよう
自己研鑽に努める必要がある．また，検査の対象となる疾患や領域の特性を考慮
し，必要に応じて，遺伝医療の専門家等と連携して対応することが望まれる．医療
機関においては，本ガイドラインの趣旨を十分に理解し，医師だけではなく，遺伝
学的検査・診断に関与する医療関係者を対象に，遺伝医学の基本的知識，および個
人の遺伝情報の適切な取扱いに関する事項について啓発や教育を継続して行うこ
と，ならびに，適切な遺伝医療を実施できる体制を整備することが望まれる．遺伝
医学は今後も急速に発展すると考えられ，遺伝学的検査はさまざまな医療の領域に
広く応用されることが予想される．各医学会分科会においては，それぞれの領域の
疾患に関する遺伝医療や遺伝カウンセリングのあり方について教育・啓発を行うこ
とが望まれる．」

Ⅳ‐ⅳ. 日本産科婦人科学会「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見解」
の改定　　	 2013年6月22日
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　 「日本産科婦人科学会は本学会会員が診療を行うにあたり，この見解を厳重に遵守さ
れることを要望いたします．また，遺伝学的検査の実施にあたっては本学会でも承
認された日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」（平
成23年2月）を遵守し，そこに掲げられた理念を尊重することを併せ求めます．」

Ⅴ．臨床研究としてのNIPT実施に伴う刑事法上の問題
NIPT Consortiumの実施後6か月間のdata分析報道との関連において

受診者3514人(平均年齢約38歳)の解析結果：
陽性判定67人(約1.9%)中2人が流産、3人が確定診断未受診、確定診断受診62人中、陽
性として疾患確定した56人中2人が流産し54人中53人が中絶を選択する。53人の染色
体異常の内訳は、21trisomy 33人、18trisomy 16人、13trisomy 4人。
(毎日新聞2013年11月22日及び読売新聞2013年11月23日)
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